




 

はじめに 

本書は、３部で構成する。 

 

第１部 予稿集 

オンライン開催のために、事前に Web 上の「アクセス情報・予稿集」に予稿原稿を置き、  

参加者にダウンロードしてもらった。 

 

第２部 分科会報告 

総学終了後に、分科会設置責任者に分科会の概要を提出してもらった。 

 

第３部 資料 

 

表紙写真は、2014 年 5 月 29 日に河野仁撮影の「上高地から見た穂高岳」である。 
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日本科学者会議第 24 回総合学術研究集会 in 大阪 予稿集 

  

 

第 24回総合学術研究集会 in大阪 

新型コロナウイルス・気候危機下の科学と社会 

―脱炭素・脱原発・脱貧困を求めて― 

開会あいさつ 

 

2022年11月19日 実行委員長・畑 明郎 

 

みなさま、日本科学者会議主催の第 24 回総合学術研究集会（24 総学）へ参加してい

ただき、ありがとうございます。私は 24 総学実行委員長の畑明郎と申します。 日

本科学者会議は隔年で総合学術研究集会（総学）を開催しています。日本科学者会議

にとって総学は最大の学術研究集会で、今年で 24 回目を迎えます。2020 年の 23総学は、

新型コロナウイルス感染拡大対策として、オンライン開催としましたが、今回もオンライ

ン開催としました。23 総学と異なる点は、多くの分科会の並列開催を避けるために会期を 

11 月 19 日から 12 月 11 日の約３週間とし、同時開催する分科会を３つ以下にして、参加者が

できるだけ多くの分科会に参加できるようにしました。また、予稿原稿の校閲を初めて

行い、予稿集の統一性とレベルアップを図りました。 

 

初めての試みですが、実行委員会をあげて全力で準備をしてまいりました。行き届 

かない点はご容赦いただき、24 総学成功のために是非みなさまの力をお貸し下さい。今 

回の 24 総学のメインテーマは「新型コロナウイルス・気候危機下の科学と社会」で、「脱炭

素・脱原発・脱貧困」という副題を付けています。資本主義先進諸国の新自由主義政策が増幅し

た社会矛盾にコロナ禍とロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけ、市民が困

難に喘いでいる時期に 24 総学は開催されます。上記テーマにはそうした困難の解決に
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科学の成果を生かし、市民とともに解決の方向を考えようという思いが込められていま

す。 

 

戦争と平和、コロナウイルスおよび気候危機を扱う３つの特別報告をする全体会と 32 

分科会からなります。分科会は、Ａ．戦争と平和４分科会、Ｂ．環境・災害問題８分科会、Ｃ．

労働・経済・地域社会４分科会、Ｄ．科学・技術４分科会、Ｅ．学術研究体制３分科会、Ｆ．

個人の尊厳・多様性４分科会、Ｇ．市民社会５分科会の多彩なテーマの計 32 分科会で構成さ

れ、延べ 145 名の科学者、技術者、学生、市民などが報告します。参加登録者は昨日現

在 427 人に達し、募金も 32 万円になりました。 

 

最後に、24 総学の成功に向けて頑張りたいと思います。ありがとうございました。 
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プログラム 
 

全体会１．11月 19 日(土)１3：30～１5：00 

戦争と平和―核兵器の開発の歴史を中心に 
下田 正（大阪大学名誉教授） 

 

＜特別報告者紹介＞  

ＭＲＩという言葉が日常的に聞かれるが、正しくはＮＭＲＩ(Nuclear Magnetic Resonance Imaging:

核磁気共鳴画像法)である。このような「核」という言葉を使わないようにしようとする風潮は、日本で

はことさら顕著であるが、これでは核エネルギーや核兵器を理解しようとする意識が育ちにくい。小型

で「使いやすい」核兵器が身近に大量に存在する今、「核抑止力」は意味をなさず、核戦争の危機はか

つてないほど高まっている。本報告では、核エネルギーとは何かを基本から解説し、核兵器の仕組みと

開発の歴史の概説を通じて、核兵器廃絶への決意を共有したい。 

 

全体会２．11 月 19日(土)１5：15～１6：45 
コロナウイルスと One Health 

中川敬介(岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科准教授) 

 

ＣＯＶＩＤ-19 のパンデミックにより、コロナウイルスはヒトに悪さする病原体として認識されるようになったと思

います。一方で、コロナウイルスは動物に感染症を引き起こす病原体として、古くから知られていました。本講

演では、新型コロナウイルスを含めたコロナウイルスのヒトと動物との関わりをご紹介しようと思います。それを

通じて、ヒトと動物の健康がいかに密接に関わっているか（One Health の考え方）を情報共有できたらと思いま

す。 

 

全体会３．12月 11 日(日)15:45～17:15 

気候危機と人権－気候危機を回避するために 
浅岡美恵（気候ネットワーク代表・弁護士） 

 

スモン、水俣病など公害訴訟に参加。1996年から気候変動問題に取組む。国際社会はパリ協定下で気

温上昇を 1.5℃に抑える努力を追求するとするも、既に 1.1℃上昇。気候危機は現実となっているが、世

界の排出量はなお増加している。市民が政府や事業者に排出削減を求めて提訴し、世界では司法も危険

な気候変動を人権侵害と認め、排出削減を迫っている。 
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分科会一覧 
 
Ａ 戦争のない平和な時代を拓く 
Ａ１ 国際社会における平和と人権～ウクライナ侵攻が突きつける国際問題研究の新たな課題 
Ａ２ 戦争と平和をめぐる科学者の社会的責任、市民との共同 
Ａ３ 「ウクライナ侵略戦争」が起きて―改憲阻止の闘い方と戦争廃絶の方策を語ろう 
Ａ４ ロシアのウクライナ軍事侵攻―2022年 
 
Ｂ 地球環境の危機的状況の克服、原発問題の解決、防災・減災、災害復興 
Ｂ１ 気候危機に立ち向かう―自然エネルギーと省エネの社会に向けて 
Ｂ２ 再生可能エネルギーと健康・環境影響 
Ｂ３ 脱原発への課題と展望 
Ｂ５ 避難の権利―原発訴訟 2022年 
Ｂ６ 公害・環境問題の現在 
Ｂ７ 大阪での公害・環境問題に取り組んできて 
Ｂ８ リニア中央新幹線問題の検討と運動・経験交流（part6） 
Ｂ９ 災害分科会 
 
Ｃ 人間らしい労働、暮らしを守る経済、地域社会の再生 
Ｃ１ 新型コロナウイルス感染症をめぐる現状と課題 
Ｃ２ 日本の食と農を考える 
Ｃ３ オセアニア海洋文化とモンゴル遊牧文化から SDGsを考える 
Ｃ４ 労働者の権利擁護と全国一律の最低賃金の大幅引上げ 
 
Ｄ 科学・技術の現状批判と課題 
Ｄ１ 自然科学の進展を俯瞰する 
Ｄ２ 科学技術の現状批判 ―日本の科学・技術の健全な発展のための課題 (part14 ) 
Ｄ３ 科学技術サロン―日本の科学・技術の現状とロマンを語る(part15) 
Ｄ４ 加速する科学・技術の進展とその社会実装について考える 
 
Ｅ 学術研究体制の危機と大学・研究機関、研究者の権利・社会的責任 
Ｅ１ 経済安保法と国際卓越研究大学法は、学問の自由と大学の自治に何をもたらすのか 
Ｅ２ いま改めて研究者の権利・地位と倫理を考える 
Ｅ３ 持続可能な高等教育を考える 
 
Ｆ 個人の尊厳、ジェンダー平等、多様性の尊重 
Ｆ１ 社会的ひきこもり・不登校 
Ｆ２ 社会的ひきこもり・不登校を語る(当事者、経験者歓迎) 
Ｆ３ 学校における学びの保障を考える 
Ｆ４ 現在の情勢をジェンダー視点から考える 
 
Ｇ 市民社会、その他 

Ｇ１ アメリカの現状と今後を考える 

Ｇ３ 市民と科学者を結ぶ雑誌『日本の科学者』の歴史的役割と展望 
Ｇ４ 高校生と一緒に考える大阪の未来 
Ｇ５ モンゴルにおける言葉と文化の 21世紀 
Ｇ６  転換期における抵抗運動の論理 
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索 引－分科会報告者－

【あ】

粟生田忠雄  B6-12，C2-4 

青山政利   B7-2  

新井孝重   G6-2 

【い】 

伊佐智子   D4-2 

石川直太   B2-6 

石山 潤   A2-10 

市川守弘   B2-3 

石山佳秀   F1-3 

伊藤久徳   D4-4 

乾 康代   A1-4 

井原 聰   A2-4 

今岡良子   C3-1 

今中政輝   B1-4  

【う】 

上坂秀喜   F1-2 

植野妙実子  A3-5 

歌川 学    B1-2 

内田敦之    G5-4 

【お】 

大倉恵子    F3-4 

大阪府立豊中高校能勢分校生徒 G4-1 

大塚正幸    B8-3 

大場哲彦    E2-6 

大村 泉    E2-4 

岡本良治    D4-5 

奥田雅史     F3-3 

奥西一夫    B9-2 

尾崎宏和    D1-3 

【か】 

梶 哲宏    C4-5 

加藤丈佳     B1-4  

加藤やすこ    B2-5 

金子 勝    A3-7 

嘉満智子    C4-6 

亀山統一    A2-11 

川村晃生    B8-10 

【き】 

菊地重秋    E2-3 

衣川清子     E3-2 

木村健一郎  B6-10 

【く】 

草野清信    B3-1 

久志本俊弘   D2-6 

黒田兼一    C4-1 

【こ】 

河野 仁    B1-3，C1-1 

小金澤鋼一   D3-3 

小杉 世    C3-2 

小滝豊美    D2-3 

後藤隆雄   B1-1，B6-5 

小早川義尚  D4-1 

小林芳正   B2-1 

小林昭三   B3-2 

駒込 武   E1-2 

小松清生   F3-2 

小森田秋夫  E1-1 

【さ】 

佐久間英俊  E3-4 

桜井 徹   B8-2 

佐々木憲雄  B2-4 

佐々木彈    E3-1 

佐藤忠久   B1-5  

【し】  

志岐常正   A2-5，B9-4 

嶋田一郎   A1-2 

下山洋雄   F1-1 

庄司善哉   B8-8 

【す】 

杉本裕明   B6-8 

Kenji Stefan Suzuki  B1-6  

【せ】 

青龍美和子＆岸 松江 A3-6  

関島保雄   B8-11 
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【た】 

武井哲郎    F1-5 

田島 治    A3-2 

立石雅昭      A2-8 

舘野 淳      B3-6 

【ち】 

チョモルログ  G5-1 

【つ】 

津田敏秀      B6-4 

土屋光圀      B9-1 

【て】 

出口幹郎       C1-2，D2-5 

【と】 

徳田博人       A2-6 

徳田 誠       D1-1 

冨塚 明      A2-3 

トルガー・エネビシ F4-1 

【な】 

中川武夫       A2-9，B6-6，B8-7 

中川健史       F1-4 

中澤秀一      C4-4 

長島雅裕      D1-2 

長田好弘      B8-1，D3-1 

中野貞彦     A3-1 

長野 晃        B7-3  

長野八久       G3-1 

【に】 

西川榮一       C1-3 

西田喜一    F3-5 

西村一郎    C2-5 

二宮 清    D4-3 

【の】 

野澤裕昭    A3-4 

野村康秀    D2-1，E1-3 

【は】 

Aryuna Batuarbin  G5-2 

萩野直路     B6-2 

畑 明郎      B6-1，B6-7 

花島 進      B3-5 

丹生淳郷      E2-1 

濵田郁夫       A2-2 

林 克        B8-6 

M. Bayarsaikhan    G5-3 

原 英二        C2-1 

原田英美子       E2-2 

【ひ】 

兵藤友博        D3-2 

【ふ】 

福島利夫       C4-2 

藤本和貴夫      A1-1，A4-1  

藤岡 惇       A2-1 

藤永のぶよ      B7-1  

藤本文朗       F2-4  

藤原寿和       B6-3 

二橋元長       A3-3 

【ほ】 

本田浩邦       G2-2，G6-1 

本間照光        B3-3 

【ま】 

前島康男        F3-1 

前田定孝        A2-7，B8-9 

増澤誠一        D3-4 

松永光司        B8-4，D3-5 

松村比奈子      E3-3 

真鍋和裕       C2-3 

【み】 

三木一彦        B8-5 

三井隆弘        E2-5 

水戸部秀利       C1-4 

宮﨑礼二        G1-1 

【も】 

元橋利恵     F4-2 

森下 博        F2-2 

森松明希子      B5-1 

【や】 

矢作英夫        D2-2 

山田大邦       B2-2 

山田利春       B6-9 

山本富士夫     A1-3，B3-7 

山本雅彦       B3-4 
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【よ】 

横畑泰志     B6-11 

横溝幸徳    C4-3 

吉森弘子    C2-2 

 

注：連名報告者の場合は、筆頭者のみを掲載し

た。

 

 

報告者数 130名、延べ報告数 145本 
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全体会１               戦争と平和 核兵器の開発の歴史を中心に 

 

下田 正、Shimoda Tadashi（元大阪大学理学研究科） 

 

１．はじめに 

私は 1970 年代後半、大学院生としての数年を

米国で過ごした。入口にキノコ雲のマークがある

ビルは核シェルターなので、核戦争になったら逃

げ込めと教えられた。平和な雰囲気の日本との違

いに驚かされた。1980 年代始めには全面核戦争

が起こるとどうなるかを描いた映画も米英で作ら

れ、核戦争への危機意識が高かった。 

しかし、ソ連崩壊によって核兵器もなくなった

かのような意識が広まり、被爆国であるわが国で

も核兵器への関心が薄れてきた。私は文系大学生

に科学への関心を持たせる授業を長年担当したが、

授業中での議論で、広島や長崎出身の学生たちが

周りの学生たちの核兵器への無関心を憤っていた。  

毎年平和教育を受けてきた彼らに、「広島と長

崎で使われた核爆弾はどう違うのか」、「広島攻撃

のわずか３日後にどうして長崎に核兵器を投下す

る必要があったのか」と問うと、答えられる学生

はほとんどいなかった。原爆の悲惨さは繰り返し

教えられても、両核爆弾の違いや米国の核戦略は

教えられていないらしい。 

2022 年２月に始まったロシアのウクライナ侵

略後、核兵器が使われる懸念が叫ばれ始めたが、

危機は今に始まった訳ではない。大戦後、核抑止

のためとして大型の核融合爆弾が配備される一方

で、核兵器の小型化と高性能化、運搬方法の高度

化が絶え間なく続けられ、大量生産されている。

これらの「使いやすい」核兵器が戦術兵器として

実戦で使われる可能性は高まり続けてきた。 

しかし、米国元国防長官のウイリアム・ペリー

が警鐘を鳴らし続けているように、多くの人たち

は戦術核兵器が現実的な脅威であることを理解し

ていない。本講演では、原子核や放射線とはどう

ものかという概説の後に核分裂爆弾の仕組みと核

兵器開発の歴史を概観する。 

２．「核」や「放射線」という言葉 

 「原子爆弾」や「原子力発電」という言葉に私

たち日本人は長年なじんできた。しかし、英語で 

“nuclear bomb”, “nuclear power” と表記されるこれ

らに対応すべき日本語は、「原子核
・

爆弾」、「原子

核
・

力発電」である。原子（ atom）と原子核

（nucleus）では大きさが 1万倍程度、エネルギー

が 100 万倍程度異なる。言葉の誤用は、私たち日

本人がこれらの違いに関心を持っていないことを

示している。「放射能漏れ」という言葉もよく聞

くが、「放射線を放出する能力が漏れる」という、

あり得ない言葉を気にする人はほとんどいない。

このような状況では、核エネルギーがどうやって

生み出され、放射線によって私たちの体がどう傷

つくのかを理解しようという意欲は生まれにくい。 

さらに、原子核力発電を巡っては、放射線の危

険性を感じさせる言葉が排除されて言い換えられ

ているため、「核」や「放射線」に関心を持つこ

とが難しい。たとえば、「使用済み核燃料」は

「使用済み燃料」と言い換えられ、同様に「高レ

ベル放射性廃棄物→高レベル廃棄物」、「プルトニ

ウム熱核反応→プルサーマル」、「プルトニウム・

ウラン混合酸化物燃料→MOX 燃料」、「原子炉の

老朽化→原子炉の高経年化」、「原子力危険性審査

委員会→原子力安全委員会」といったように、多

数の言い換えが行われている。医療分野では

MRI という言葉がよく聞かれるが、正しくは 

NMRI（Nuclear Magnetic Resonance Imaging：核磁

気共鳴画像法）である。NMRI は体内の水素原子

核の性質を利用して３次元画像を得るが、放射線

を利用してはいない。にもかかわらず「核」とい

う言葉を消し去ってしまった。 

３．原子核、放射線とは 

炭素や酸素といった身の回りの物質の性質を示

す最小構成要素が原子である。原子の大きさは
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100 億分の１m 程度と極めて小さいが、実は原子

は最小単位ではなくて内部構造を持つことが

1911 年に発見された。こんなに小さな世界を覗

き見る方法が考案されて、原子の 1万分の 1の大

きさしかない原子核（原子の質量のほとんどを持

っている）とその周りを運動する電子群で原子が

構成されていることが明らかになった（図１左）。 

1917 年、原子核には陽子（水素の原子核）が

含まれることが発見され、続いて、1932 年に中

性子という陽子とほぼ同じ質量で電荷を持たない

粒子が存在する

ことが発見され

て、原子核は陽

子と中性子が結

びついた系であ

る と い う 描 像

（図１右）が確

立した。 

原子核内の陽子の数（Z という整数で表す、原

子番号に等しい）と中性子の数（N という整数で

表す）を指定すれば原子核の種類が特定されるが、

Z+Nという整数を質量数（Aという整数で表す）

と言い、原子核を A 元素記号 のように書く。た

とえば、ウラン 235は 235Uと書く。ウランの原子

番号から Z=92であることがわかり N=A−Z=143か

ら中性子の数がわかる。 

正電荷を持つ陽子同士と電荷を持たない中性子

とをこんなに小さな空間につなぎ止めている力は、

私たちが身近に体験している重力や電磁気力とは

全く異なる非常に強い力であろう。陽子や中性子

の間に働く、この強い相互作用と呼ばれた力の性

質を測定され始めた原子核の質量から現象論的に

解明したのが、ドイツの 23 歳の秀才ヴァイツゼ

ッカーである（1935 年）。彼こそ、核兵器開発を

米大統領に勧める「アインシュタインの手紙」

（1939 年）で名指しされた人で、彼のいるドイ

ツに先んじて米国が核兵器を開発すべきと主張さ

れた。 

ヴァイツゼッカーの理論によると、強い相互作

用は非常に強い短距離の引力（少し離れると働か

ない）であること、陽子の数と中性子の数が近い

方が強く引き合うこと、陽子の数や中性子の数が

偶数である方が強く引き合うことが示された。 

アインシュタインの質量とエネルギーの等価性

を使うと、原子核の質量をエネルギーの単位で表

すことができる。同じ質量数 Aの原子核の質量エ

ネルギーを陽子

数 Z に対してグ

ラフに表した例

が図２である。

黒丸と白丸がデ

ータ、曲線がヴ

ァイツゼッカー

の理論予測（放

物線）である。 

一番下にある

白丸の 101Ru（ルテニウム 101）は質量数が 101の

一連の原子核の中で最も質量エネルギーが小さい

（最も堅く結びついた）状態にある。それより上

に位置する黒丸の原子核は 101Ru よりも質量エネ

ルギーが大きい。もし、101Mo（モリブデン 101）

の中の中性子１つが陽子に変化すれば 101Tc（テ

クネチウム 101）になり，エネルギーが放出され

るだろう。しかし果たして、中性子が陽子に変化

するのだろうか。 

1934 年、陽子と中性子の間に働く弱い相互作

用がこのような変化を可能とすることが理論的に

示され、実験事実をよく説明できた。つまり、原

子核内では中性子が陽子に変わることができ、電

荷のつじつまが合うように負の電荷を持つ電子が

放出され、ニュートリノという、電荷を持たず質

量が無視できる粒子（正確には反電子ニュートリ

ノ）が同時に放出されるのである。このような原

子核の変化をベータ崩壊という。放出される高エ

ネルギーの電子はベータ線と呼ばれる放射線の一

種である。ベータ崩壊は確率的に起こるが、相互

作用が弱いため変化はゆっくりで、比較的長い半

減期を持つ原子核が少なくない。 

図２の右側を見ると、101Pd（パラジウム 101）

や 101Rh（ロジウム 101）も上の方にあるので質量

図１．原子と原子核のイメージ 

出典：大阪公立大学原子核理論研

究室ホームページ。 
 

図２．質量数 101を持つ原子核の 
質量エネルギーの比較． 

出典：B.Povh et al. Particle and Nuclei, 

7th edition, Springer (2015) を改編。 
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エネルギーが大きい。これらの原子核が変化する

過程では陽子１つが中性子に変化するはずである。

そのときには、正の電荷を持った陽電子（電子の

反粒子）とニュートリノ（電子ニュートリノ）が

放出される。このようなベータ崩壊をベータプラ

ス崩壊と呼び、電子が放出されるベータ崩壊をベ

ータマイナス崩壊と呼んで区別している。ベータ

プラス崩壊は医療で使われる PET（Positron 

Emission Tomography: ポジトロン断層法）診断で

利用されている。11C、13N、15O、18F といった人

工的に生成した不安定核が体内で放出する陽電子

（positron）を利用して画像を得るのであるが、

PET という略語では何のことだかわからない。 

図２の黒丸の原子核は、いずれ下に位置する原

子核に変化する。つまり、ベータ崩壊が継続的に

起こる。しかし、一番下の 101Ru は行き先がない。 

したがって、101Ru は変化することがない安定核

である。黒丸の原子核は全て、放射線を放出して

変化する放射性の不安定核である。不安定核を含

む物質を放射性物質という。 

ヴァイツゼッカーの理論によると、質量数が

150 程度より大きい原子核は、アルファ粒子

（4He という原子核）を放出した方が質量エネル

ギーは小さくなる。このような変化をアルファ崩

壊という。放出される高エネルギーのアルファ粒

子はアルファ線と呼ばれる放射線の一種である。

実際に崩壊するかどうかや、半減期の長さは原子

核の構造に依存する。地球上に残っていてアルフ

ァ崩壊する不安定核の半減期は非常に長い。 

たとえば、238Uのアルファ崩壊の半減期は約45

億年、235U は約 7 億年である（この差が 235U の

太陽系中存在比率が 0.7%という小さな値を説明

する）。アルファ崩壊の半減期が量子力学のトン

ネル効果を使って定量的に説明されたのは 1928

年であった。 

ところで、アルファ崩壊やベータ崩壊後に生成

される原子核が励起状態（余分のエネルギーを持

った熱い状態）にあることは少なくない。これら

の状態は不安定で、ガンマ線（高エネルギーの光）

を放出して一番冷えた状態（基底状態）に変化す

る。ガンマ線も放射線の一種である。このように、

ベータ線やアルファ線に引き続いて複数のガンマ

線が放出されることが多い。 

アルファ線が生体等の物質に入射すると、進行

方向の短い区間に大量のイオンを生成するため、

生体の DNA を破壊する（化学結合を切る）能力

がベータ線やガンマ線に比べて格段に高い。日本

の法律では、アルファ線はベータ線やガンマ線に

比べて一律 20倍危険だと定められている。 

「崩壊」という言葉からは原子核が消えてなく

なるかのような印象を持つが、原子核の種類が変

わるのである。また、「半減期」と聞くと、半減

期の２倍の時間が経てば放射線を出さなくなると

考えそうだが、そうではなく半分の半分である４

分の１が放射線を出す原子核として存在している。 

私たちの身の回りの原子核（元素も）は、宇宙

での核反応によって作り出された。長い年月を経

て、半減期の短いものは安定核に変化し、地表面

での放射線量は非常に少なくなった。残っている

放射性核は、半減期の極めて長い原子核やそれら

が崩壊してできる原子核、宇宙線によって大気中

で生成されるものである。しかし、今では核兵器

や原発によって新たな放射性核が生み出され続け

ている。 

４．核エネルギーとは 

核兵器も原子核力発電も、原子核が反応を起こ

すことによって発生するエネルギーを利用する。 

ここでエネルギー発生の仕組みを考えよう。 

図２で見たように、同じ質量数の原子核でも種

類によって質量エネルギーが異なる。これは、陽

子や中性子（これらを総称して核子という）の結

びつきの強さ（堅さ）が原子核の種類によって異

なるからである。そのことを理解するために、原

子核から陽子や中性子を一つ一つ強い相互作用が

働かない距離まで引きはがしてバラバラにするこ

とを考えてみよう。それには引力に打ち勝つ力を

加えて仕事をしなければならない。仕事をされて

できあがったバラバラの核子系は、仕事（エネル

ギー）をつぎ込まれたのだからエネルギーが大き

い状態にある。つまり、核子が結合している原子
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核の方が、核子がバラバラになった状態よりも質

量エネルギーが小さい（質量が小さい）。核子の

間の結びつきがより強ければより多くのエネルギ

ーをつぎ込まなければならないのだから、より堅

く結びついた原子核の質量エネルギーはより小さ

い。この質量エネルギーの差が核エネルギーを生

み出す。 

ベータ崩壊やアルファ崩壊の場合には、崩壊後

の質量エネルギーの総計が崩壊前の原子核の質量

エネルギーより小さい（崩壊後の原子核がより堅

く結びついている）ので、質量エネルギーが余剰

となる。その結果、ベータ線とニュートリノ、あ

るいはアルファ線が運動エネルギーをもって原子

核から飛び出してくる。それらのエネルギーは化

学反応のエネルギーのおよそ 100万倍程度である。 

もし、２つの原子核が反応を起こして別の原子

核になったり、一つの原子核が分裂して別の原子

核２つになったりすれば、質量エネルギーが変化

するので、エネルギーが発生する可能性がある。

それを考えるには、原子核の結合の強さが原子核

の種類によってどのくらい変化するのかを知る必

要がある。 

核子がバラバラになった状態の質量エネルギー

から、核子が結合している原子核の質量エネルギ

ーを引いたエネルギーを、結合エネルギーという。

原子核の結合の強さの目安となるのは、結合エネ

ルギーを核子の数で割った量である。身近な原子

核の結合エネルギーを質量数 Aで割ったものを縦

軸にとり、横軸を Aとしてグラフに表すと図３が

得られる。縦軸は核子１個あたりの結合エネルギ

ーである。図の上の方に位置する原子核では、核

子がより堅く結びついていることを意味する。 

ヴァイツゼッカーとベーテは 1939 年に独立に、

陽子やヘリウムなどの軽い原子核同士が結合して

より重い（A の大きな）原子核ができる（核融合

反応：右斜め矢印の向き）と、できあがった原子

核は反応前より堅く結合しているので、結合エネ

ルギーに差が生じ、エネルギーが放出されること

に気づいた。たとえば、二重水素核（2H）と三

重水素核（3H）が融合してヘリウム４核（4He）

と中性子が生成されると、炭素原子と酸素が結び

ついて二酸化炭素ができる場合のおよそ 400万倍

ものエネルギーが生じるであろう。ヴァイツゼッ

カーとベーテは、太陽などの恒星が輝き続けてい

るのは、このような核融合反応が起こっているか

らであると提唱した。ところで、上にあげた核融

合反応の例は、後述の水素爆弾内での反応である。 

図３を見ると、ウランなどの重い原子核が２つ

に分かれても（核分裂反応）、より堅く結合した

原子核が２つできるので、余剰エネルギーが発生

することがわかる。しかし、ウラン等はアルファ

崩壊するが、核分裂はしない。 

核分裂を人工的に起こすことが可能とわかった

のは、1938 年末のことである。この頃、重い原

子核に中性子を次々と吸収させてウランよりも重

い原子核を人工的に作り出す試みが、世界各地で

行われていた。ところが、ドイツのカイザー・ヴ

ィルヘルム研究所では、ウランの半分程度の質量

のバリウムができたとしか思えないデータが得ら

れた。 

共同研究者だったユダヤ人女性核物理学者のリ

ーゼ・マイトナーは、亡命先のスウェーデンでヴ

ァイツゼッカーの理論を使って核分裂の可能性を

検討した。238Uが中性子を吸収すると 239Uが生成

されるが、核分裂をさせまいとする力が働いて

（ポテンシャル障壁と表現され、山が立ちはだか

っているイメージ）、核分裂することはない。 

しかし、ウラン試料中にわずかに含まれる 235U

が中性子を吸収すると 236U が生成される。この
236Uの状態は、通常の 236Uの状態（基底状態）に

比べて高いエネルギーをもっている（励起状態）。

図３．核子１個あたりの原子核の結合エネルギー 
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236U は質量数 236が偶数であるため、基底状態が

239U に比べてより下にあり（より堅く結びついて

おり）、生成された 236U の状態はより励起してい

て、ポテンシャルの頂上に近い。そのため、量子

力学のトンネル効果によって 236Uは障壁を透過し

て核分裂することが可能であると、マイトナーは

見積もった。後に、この現象は生物の細胞が２つ

に分裂することを表す言葉 fissionに倣ってnuclear 

fission（核分裂）と名付けられた。中性子が引き

起こす核分裂反応なので、厳密には中性子誘導核

分裂と呼ばれる。 

核分裂発見のニュースは瞬く間に世界を駆け巡

り、誘導核分裂反応の詳細な研究が開始された。

わが国でも京都大学の荒勝文策らが 235Uの誘導核

分裂の実験的研究を行い、様々な分裂の仕方があ

ること、２つの核分裂片に加えて、平均 2.6 個の

中性子が同時に放出されることを明らかにした。 

この１より大きい中性子の個数の意味は大きい。

これらの中性子が近くの 235Uに吸収されれば、反

応の数が増え、連鎖反応が可能となるからである。

連鎖核分裂反応を利用した、桁外れのエネルギー

を放出する兵器への応用が想起された。 

５．核分裂爆弾の開発 

ナチス政権がこのような核兵器を開発すること

を恐れた米英の科学者たちは、先に核兵器を開発

して「戦争を早く終わらせる」ことを目指した。

兵器として使うためには、核分裂反応を極めて短

時間（100 万分の 1 秒程度）に連鎖的に起こさせ

る必要がある。十分な量の 235Uを用いて、放出さ

れた中性子が逃げ出さずに 235Uに吸収されるよう

にすれば、核分裂連鎖反応が起こるであろう。 

1942 年 12 月、人類初の原子炉が造られ、核分

裂連鎖反応が実証された。1943年 3月には、理論

物理学者オッペンハイマーをリーダーとする秘密

の研究所が、ニューメキシコ州ロスアラモスに作

られ、軍の管理下で核分裂爆弾の開発が本格化し

た。このとき、大きな課題が２つあった。 

235U は自然界のウランの 0.7%しかなく、ほと

んどは 238Uであるが、238Uは中性子誘導核分裂し

ない。したがって、235U を 100倍以上に濃縮しな

ければならない。これには多大な労力とお金がか

かる。これが一つ目の課題である。 

一方、1940 年に人工的に核反応で作られたプ

ルトニウム 239（239Pu）という原子核も誘導核分

裂連鎖反応に使えることがわかった（質量数

239+1 が偶数であることがポイント）。239Pu は原

子炉を作って 238Uに中性子を吸収させベータ崩壊

するのを待てば生成される。プルトニウムをウラ

ン燃料から取り出すことは容易である。しかし、

同時に作られる 240Pu（239Pu が中性子を吸収して

できる）が問題となった。240Pu は中性子を吸収

しなくても自然に核分裂（自発核分裂）する確率

が非常に大きいので、爆弾材料を飛び散らせて連

鎖反応が止まってしまう。科学者たちは、より困

難に見えるこの課題の解決に最も努力した。 

解決策がないまま、1943 年 1 月には 239Pu を生

産するための原子炉が西海岸ワシントン州ハンフ

ォードに建設され、4 月にはウラン濃縮工場がテ

ネシー州オークリッジに建設された。ウラン、プ

ルトニウム両方式による核分裂爆弾の開発が平行

して進められたのである。 

そんな中で 1943 年 4月に「爆縮（implosion）」

というアイデアが出てきた。239Pu のかたまりを

32 個に分けて球面上に配置し、外側に置いた火

薬の爆発によって中心に押し込んで、核分裂連鎖

反応を開始させる。途中で自発核分裂によって外

へ向かう圧力が高くなるが、それより早く内向き

の衝撃波によって押し込めば、十分な数の連鎖反

応を起こせるというのである。そこで、燃焼速度

の異なる２種類の火薬を使い、衝撃波が屈折して

球の中心の一点に向かうようにした。 

ところが、1945年 5月にはドイツが無条件降伏

をしてしまった。議会にも諮らずに膨大な予算と

人を投入して秘密裡に開発を進めてきた核兵器を

使う機会がなかったでは、説明がつかない。プル

トニウム方式が成功すれば、核分裂爆弾を大量生

産でき、戦後世界を支配できる。何としても完成

させて効果を実証する必要があった。 

そこで、核攻撃の目標が日本に切り替えられた。

核兵器が完成する前に日本が降伏してしまわない
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ように外交工作が行われた。外形と重量がプルト

ニウム型核爆弾と全く同じ模擬爆弾を日本の 50

都市へ高高度から投下する訓練が行われ、横浜、

京都、広島、小倉、新潟、長崎という投下候補地

への通常爆弾での攻撃が禁止された。 

1945 年 7 月 16 日にプルトニウム型核爆弾の爆

発実験がニューメキシコ州アラモゴードで行われ、

爆縮を用いた誘導核分裂連鎖反応に成功した。そ

の直前にポツダムに滞在していたトルーマン米大

統領は、この実験結果を聞くまで、ポツダム会談

を始めようとしなかった。実験成功の報告を受け

た途端に会談を高圧的に取り仕切ったという。 

６．核分裂爆弾の使用 

核分裂を利用した兵器と化学反応（TNT 火薬

など）を利用した兵器の殺戮効果はかなり異なる。

核分裂の際には、核分裂片（分裂してできた原子

核）だけでなく、中性子線、ガンマ線が放出され、

容器や大気等の周りの物質を加熱しプラズマ（火

球）が出現する。人々の全身の細胞を傷つけたの

がガンマ線とＸ線、わずかに遅れて中性子線であ

る。その後、膨張する火球が冷えるにつれて人々

には可視光（ピカ）が見えた。強力な赤外線など

の光は体内の液体を沸騰させ、細胞や臓器を膨張

破裂させ、体表面を焼いた。続いてやって来たの

が、１㎡あたり 10 トンという圧力の衝撃波（ド

ン）であった。地上 500 mの高さでの爆発は、衝

撃波を重ね合わせて増幅するためであった。最後

に、木造家屋等の火災によって人々は焼かれた。

このように、人々は繰り返し殺されたのである。 

さらに、235U の誘導核分裂で生成される原子核

は、ほとんど全て不安定核であることに注意され

たい。これらは、生き残った人々の内部被ばくお

よび外部被ばくを長期間にわたって引き起こし、

DNAを傷つけ続けた。 

事前のテストをせずに広島に投下したウラン型

核爆弾内で核分裂した 235U は、用意した 60 kg の

うちの 0.8 kgに過ぎないが、悲惨な結果をもたら

した。しかし、これで終わるはずはなかった。安

く製造できるプルトニウム型核兵器こそ戦後世界

を軍事力で牛耳る切り札であり、プルトニウム型

核爆弾の効果を何としても調べる必要があった。

第１目標の小倉が厚い雲に覆われていたので、第

２目標の長崎に各種測定器とともに投下したので

ある。核爆発のエネルギーは設計値をかなり下回

ったが、再び多くの人々が殺された。 

戦後米国は、亡くなった人々の臓器を切り取り、

カルテを没収し、生き残った人々の健康状態や発

育状態を詳細に調べ、将来の核戦争への備えを行

った。さらに、米国とソ連は 239Pu 核分裂反応の

エネルギーを使って 2H+3H核融合反応を引き起こ

し、そのエネルギーによって 238U の核分裂反応

（誘導核分裂ではない）を起こすという、３重の

核爆発を用いた水素爆弾を開発した。出力は核分

裂爆弾の数百倍以上に達する。その後も様々なタ

イプの小型核兵器を開発し続けている。 
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全体会２         コロナウイルスと One Health 

 

中川 敬介、Nakagawa Keisuke（岐阜大学応用生物科学部共同獣医学科准教授） 

 

１．はじめに 

COVID-19 のパンデミックにより、コロナウイ

ルスはヒトに悪さする病原体として認識されるよ

うになったかも知れません。一方で、コロナウイ

ルスは動物に感染症を引き起こす病原体として、

古くから知られていました。現在、多種多様な動

物種において、様々なコロナウイルスの存在が確

認されており、それらは家畜やペットに多大な健

康被害を引き起こしています。本報告では、ヒト

と動物に悪さをするコロナウイルスの存在を獣医

師の立場から眺めつつ、ヒトと動物の健康がどの

ように関わっているかをご紹介できたらと思いま

す。それを通じて、人と動物の健康と環境の健全

性は生態系の中で相互に密接につながり影響しあ

うものとする「One Health」の考え方を捉えるこ

とを試みようと思います。 

 

２．コロナウイルスの性状とその生態 

 コロナウイルスの語源は、太陽のコロナあるい

はラテン語の王冠（corona）に由来します。いず

れも本ウイルスの電子顕微鏡像の特徴を示してお

り、ウイルス表面に存在するスパイク蛋白質（S

蛋白質）の見た目を表現したものです。コロナウ

イルスは S蛋白質の他に、いくつかの代表的なウ

イルス蛋白質ならびに脂質二重膜で構成されてい

ます。このウイルス粒子の中に、ウイルスゲノム

RNA（1本鎖プラス鎖RNA）が搭載されています。 

 コロナウイルスの宿主域（いずれの動物に感染

できるか）は S蛋白質と受容体（細胞の表面に存

在する宿主由来成分）の結合能が大きく関与する

と考えられてきました。この S蛋白質と受容体が

うまく結合できない場合、ウイルスが細胞に侵入

することもできないので、感染も成立しません。

コロナウイルスはこの S蛋白質と受容体の結合様

式が動物種間で比較的厳格であるため、ウイルス

の宿主域も限定的だと考えられてきました。一方

で、こういった限定的な宿主域を持つウイルスの

生態には疑問符も付きます。それは「ウイルスが

普段どこにいるのか？」という点です。もし単一

の種類の動物のみを宿主に持つのなら、健康な集

団がどうして突然コロナウイルスに感染するので

しょうか。そのウイルスはどのように維持され、

どこから来るのでしょう？こういった疑問と向き

合う上で、私は以下の３つのウイルス維持のパタ

ーンがあると考えました（図１）。 

① 同種の動物の間でウイルスが維持されている。  

② 似た動物の間でウイルスが維持されている 

③ 異なる動物の間でウイルスが維持されている。 

本報告では、これら３つのウイルス維持パター

ンを動物のコロナウイルスと新型コロナウイルス

を例にしてご紹介しようと思います。 

 

３．猫腸コロナウイルスと猫伝染性腹膜炎ウイル

ス（パターン①の例） 

 小動物臨床に携われている獣医師なら必ず知っ

ているコロナウイルス感染症に猫伝染性腹膜炎が

あります。本症を発症した猫では、異常な腹水貯

留や体内での肉芽腫性病変が認められ、非常に高

い確率で死亡してしまいます。現在の日本では、

ワクチンも認可された治療法もありません。この

猫伝染性腹膜炎ウイルスについては、まだ謎が多
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いものの、その前身ウイルスは猫腸コロナウイル

スであると考えられています。すなわち、猫腸コ

ロナウイルスが猫の中で変異を獲得し、猫伝染性

腹膜炎ウイルスになると考えられています 1)。 

 猫腸コロナウイルスは、世界中のほぼ全ての猫

が生涯で一度は感染すると言われている、猫にと

っては非常にありふれたコロナウイルスです。本

ウイルスに感染した猫は軽度の下痢症あるいは無

症状で経過することも猫への感染実験で確認され

ています。ワクチンも治療法もない猫伝染性腹膜

炎を制御する上で、その前身ウイルスである猫腸

コロナウイルスの流行状況が世界中の猫で調べら

れてきました。これまで行われてきた流行調査で

は、下痢症が認められる猫を対象に猫腸コロナウ

イルスの保有状況が調べられた一方、我々は「健

康な猫も感染し、正常便中にウイルスを排出して

いるため、本ウイルスの流行が維持されている」

と疑いました。 

 そこで、我々は健常な野良猫および飼い猫より

採取した正常便から猫腸コロナウイルスの遺伝子

を検出したところ、野良猫では約 16％、飼い猫

では約 36％のウイルス遺伝子陽性率を示すこと

が分かりました。これらの結果は、一見健康そう

な猫も猫腸コロナウイルスを保有・排出している

ことを示しています。これは、知らず知らずのう

ちに健康な動物がコロナウイルスの維持に関わっ

ている例を示しています。 

 

４．豚流行性下痢ウイルス（パターン②の例） 

現在の日本において、豚のコロナウイルスによ

る感染症として最も警戒すべきものは豚流行性下

痢です。豚流行性下痢は豚流行性下痢ウイルスを

病原体とし、豚に水溶性の下痢と嘔吐を引き起こ

すコロナウイルス感染症です。非常に強い伝播力

をもつ本ウイルスは全ての日齢の豚が感染し、な

かでも新生豚は重篤化しやすく、その死亡率は

100％に達することもあります。感染母豚におい

ても、食欲不振、下痢、嘔吐が認められ、それに

伴う泌乳量の減少が感染哺乳豚の症状悪化を引き

起こします。潜伏期間は２～４日とされており、

少量のウイルス量でも感染が成立することが、本

病の対策を困難なものにしています。日本国内で

は、2002 年から 2012 年にかけてその発生は 1 戸

（３頭）に抑えることに成功していました。しか

しながら、2013 年に７年ぶりに豚流行性下痢が

発生すると、2014 年には 866 戸（1,197,489 頭）

の感染が確認されてしまいました。それ以降、年

によって流行の程度の違いはありますが、数百か

ら数万頭の感染豚が日本で確認されています。こ

のように、豚流行性下痢は現在も日本の養豚産業

における大きな問題となっています。 

豚流行性下痢ウイルスは経口的にウイルスが侵

入することで豚に感染することが知られています。

ウイルスは腸管を通過して小腸にて増殖し、感染

した豚の下痢便中には大量の感染性ウイルスが含

まれます。こうして、本ウイルスは感染豚の下痢

便を介して非感染豚へ伝播します。さらに、糞便

に汚染されたトラック、作業者、器具、餌なども

農場間の感染を拡大させる要因となってしまうと

考えられています。一方これまでに、豚流行性下

痢が発生した豚舎の風下では、やはり豚流行性下

痢が発生するという事例が知られていました。す

なわち、豚流行性下痢ウイルスは風に乗って伝播

している可能性が疑われてきました。最近、それ

を支持する興味深い研究が発表されました。その

研究は、風に乗った豚流行性下痢ウイルスが、経

鼻的に豚に感染することで下痢を引き起こす新た

な感染経路を示したものです 2)。彼らの報告によ

ると、スプレーにより幼豚に接種された豚流行性

下痢ウイルスは、まず鼻腔粘膜上皮にて増殖しま

す。その後、免疫細胞（樹状細胞）に拘束された

ウイルスは血流あるいはリンパ流に乗り免疫細胞

と共に小腸に到達します。最終的に免疫細胞から

感染性ウイルスが小腸粘膜へ放出され、小腸粘膜

上皮にてウイルス増殖し、下痢が引き起こされま

す。すなわち、豚流行性下痢ウイルスは経口およ

び経鼻といった２つのルートから豚に感染し、小

腸に到達することで豚に下痢を引き起こすことが

分かりました。この報告は、これまで疑われてい

た風を介した豚流行性下痢ウイルスの伝播が実際
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に起こり得ることを示しており、なぜ本ウイルス

の伝播力が高いのかを説明しています。 

 上述したような、風によるウイルス伝播が起こ

り得るならば、豚流行性下痢ウイルスに汚染され

た豚舎から風に乗って、野外のイノシシへ感染が

伝播する可能性も考えられます。そこで、豚と遺

伝的に近縁なイノシシが本ウイルスを潜在的に保

有している可能性を追求するため、2018 年より

採取されている岐阜県のイノシシの血清を用いて、

野外のイノシシが豚流行性下痢ウイルスに感染し

ているかどうかを調べました。その結果、50％を

超えるイノシシ由来血清より ELISA 抗体陽性と

いう結果がえられました。この結果はイノシシが

豚コロナウイルスを潜在的に保有している可能性

を示しています。 

 

５．人獣共通感染症コロナウイルス（パターン③

の例） 

 人類はこの 20 年間で３種類の人獣共通感染症

コロナウイルスと遭遇しました。１つは 2002 年

に出現した重症急性呼吸器症候群（SARS）コロ

ナウイルスです。本ウイルスはコウモリから由来

したウイルスと考えられており、異なる動物種で

感染が伝播することでヒトへ感染したコロナウイ

ルスと考えられています。SARS コロナウイルス

の出現は大きな社会的衝撃を与えましたが、

WHOは 2003年にその流行収束を宣言しています。 

 その約 10 年後、我々は中東呼吸器症候群

（MERS）コロナウイルスという新たなコロナウ

イルスと遭遇します。本ウイルスについては、ウ

イルスゲノム情報からコウモリ由来であると考え

られており、主にヒトコブラクダがウイルスを保

有していることも分かっています 3)。MERS コロ

ナウイルスは非常に高い致死性をヒトに示し、ワ

クチンも治療法も開発されていません。一方、そ

の流行は中東を中心としたものにとどまっており、

世界的な流行には至っていません。 

 そして皆様がご存知のとおり、2019 年に

COVID-19 の原因ウイルスである新型コロナウイ

ルスが出現し、現在もパンデミックを引き起こし

ております。本ウイルスも遺伝情報からコウモリ

を由来とすることが強く疑われており、また、中

国の武漢にある、生きた哺乳類が売られていた海

鮮卸売市場にてウイルス遺伝子が検出されていま

す 4)。 

 このように、ヒトに高い致死性および感染性を

示すコロナウイルスは動物から由来したものです。

動物からヒトにコロナウイルスが種間伝播するこ

とは頻繁ではないものの、一度発生すればこれら

３つの人獣共通感染症コロナウイルスのように大

きな健康被害を引き起こす可能性が多分にあるこ

とが分かります。 

 

６．新型コロナウイルスに対する動物の感受性 

 動物から由来し、現在もパンデミックを引き起

こしている新型コロナウイルスについて、「ヒト

以外のどのような動物が感染してしまうのか」、

「どのような動物が新型コロナウイルスを媒介し

てしまうのか」という不安が発生するのは当然だ

と思います。新型コロナウイルスがこれまで知ら

れているコロナウイルスと異なる点は、非常に多

種多様な動物に感染し得るという点だと思います。

結論から申し上げますと、現在、特定の動物が新

型コロナウイルスの感染拡大を担っている証拠は

ありません。一方で、パンデミック中の現在にお

いて、動物に対しても新型コロナウイルスが影響

を及ぼしている可能性を示す報告が集まりつつあ

るので紹介しようと思います。 

新型コロナウイルスの受容体はアンジオテンシ

ン変換酵素２（ACE2）という宿主蛋白質である

ことが分かっています 5)。培養細胞を用いた実験

では、40種以上の動物のACE2が、新型コロナウ

イルスの感染を許容させることが分かっています。

すなわち、様々な動物に由来する培養細胞が新型

コロナウイルスに感染する可能性が示されていま

す 6)。では、実際に新型コロナウイルスの自然感

染例が報告されている動物種を挙げてみますと、

ネコ、イヌ、フェレット、ミンク 、ライオン、

ゴリラ、カワウソ、トラ、プーマ、ユキヒョウ、

オジロジカなどが挙げられます 7)。また、実験感
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染例を含めますと、ハムスター、サル、ウサギな

ども加わります。このように、実際にウイルスが

感染し得る動物は非常に多いことが明らかになっ

ております。 

では、これらの動物がヒトに新型コロナウイル

スを感染拡大させる役割を担っているかという点

については、幸いなことに今のところ否定的な報

告しかありません。というのも、上述した動物か

らヒトに感染した事例は、今のところ猫とミンク

でそれぞれ１例ずつの報告しかないためです 8)9)。

ですので、我々が飼っているネコや犬、ウサギな

どを過度に恐れる必要はありませんし、牛や豚な

どの家畜との接触を避ける必要もないと考えられ

ます。 

 

７．新型コロナウイルスの Reverse Zoonosis 事  

 例 

 上述したように、新型コロナウイルスは様々な

動物に感染し得ることが明らかになりましたが、

今のところ身近な動物で新型コロナウイルスが定

着する可能性は低いのは間違いありません。しか

し残念ながら今後、もしかしたら動物の中で定着

する可能性がある動物も報告されています。最近、

北米では、野生のオジロジカにおいて高い抗体陽

性率とウイルス遺伝子の検出が報告されており、

新型コロナウイルスが定着してしまった可能性が

示唆されています 10)。また、ペンシルベニア州

では、新型コロナウイルスのアルファ株とデルタ

株が鹿に感染していることも示されています 11)。

こうした、ヒトで流行している感染症が動物に伝

播することを Reverse Zoonosis と呼びます。これ

だけのパンデミックを引き起こし続けている新型

コロナウイルスは、我々が今まで想定していなか

った野生動物に伝播し、その動物の中で維持され

てしまう可能性も完全には否定できません。今後、

様々な動物での新型コロナウイルスの感染状況調

査が重要になってくると予想されます。 

 

８．コロナウイルスと One Health：今後のコロ

ナウイルス感染症の流行に備える 

 本報告では、コロナウイルスが自然界で維持さ

れる３つのパターンを紹介してきました。我々ウ

イルス学者は、コロナウイルスの S蛋白質と受容

体の結合様式が動物種間で比較的厳格であるため、

コロナウイルスの宿主域も限定的だと信じてきま

した。しかし、新型コロナウイルスについては、

これまでのコロナウイルスで考えられてきた常識

と異なり、様々な動物種に感染する可能性および

事例が示されています。すなわち、これまでのウ

イルス学の常識が少しずつ変わってきていること

は否定できないと思います。 

 この 20 年で人類が３度も未知のコロナウイル

スの出現を経験した事実は、将来的な未知のコロ

ナウイルスの出現を否定することの方が不自然の

ように思わせます。家畜やペットに対し、現在も

健康被害を起こしている動物のコロナウイルスや、

パンデミックを継続させている新型コロナウイル

スの生態を研究していると、我々が健康に存続し

ていくためにも、ヒトを含めた動物の間でのコロ

ナウイルスの流行状況を把握していくことの重要

性が増してきていると感じます。もちろん、全て

の家畜、ペット、ヒト、野生動物の間で流行して

いるコロナウイルスの流行を把握することは、一

人の研究者や一つのグループでは達成できるもの

ではありません。一方で、ヒトだけの健康を重視

して、感染症の流行阻止・制御するのは難しいこ

ともコロナウイルスを通じて我々は学んでいくべ

きだと思われます。こうした One Health の概念に

基づいた健康対策や研究が（図２）、今後出現す

る可能性のある未知のコロナウイルスを含めた

様々な感染症対策に貢献するのだと考えています。 
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全体会３                   気候危機と人権 

－気候危機を回避するために－ 

 

浅岡 美恵、Asaoka Mie（気候ネットワーク代表・弁護士） 

 

１． 気候変動とその被害 

(1) 危険な気候変動による人々の被害 

近年、既に気候は危機にあるとの認識が広がっ

ている。世界各地で生命を脅かす熱波、山火事、

極端な豪雨による洪水や土砂災害、台風の巨大

化・高潮被害など気候災害が頻発し、激甚化して

いる。日本でも 2018 年の夏の熱波と九州や西日

本を襲った豪雨災害では、死者が 1,282人に及び、

数千の住まいや生活基盤が失われ、被害額は４兆

円を超え、同年の世界第１位の気候災害とされた
1）。気候変動は日本においても、人の生命や健康、

生活基盤に係る問題，即ち、古典的な意味での人

権問題となってきている。 

より深刻なことは、地球の平均気温は産業革命

前から 1.1℃上昇しており、今後も温暖化が進む

ことが確実で、ＣＯ2 排出が続く限りこれらの極

端気象現象はさらに激甚化し、出現頻度も増し、

ひいては後戻りできないテッピングポイトにも至

ると指摘されていることである。大気中のＣＯ2

等ＧＨＧの濃度を安全な水準で安定化させ、破滅

的な気候危機を回避するために、早期にＣＯ2 等

の排出を実質ゼロとしなければならない。 

⑵ 気候変動の影響により脆弱な地域・人々 

この気候変動の深刻な影響は、世界のすべての

国や人々に同時に、また等しくもたらされるので

はない。気候変動枠組み条約第 26 回締約国会議

（ＣＯＰ26）の首脳級会議でカリブ海の島国バル

バドスのモトリー首相は「1.5℃目標は私たちが

生き延びるために必要。2℃は死刑判決」と各国

に削減目標の引上げを迫った。海面上昇による国

土の喪失にさらされている小島しょ国や旱ばつや

洪水への適応力を欠いている南の貧しい地域や

人々に係る被害は、既に深刻な現実にある。2022

年にパキスタンは、６月から続く豪雨と河川の氾

濫によって国土の 3 分の１が水没し、1,200 人余

が死亡し、100 万戸を超える家屋が流され、3000

万人が被災したと伝えられる。現在の温暖化にほ

とんど責任を負っていない彼らの被害を誰がどの

ように償うのであろうか。先進国でも、豊かな

人々は被害を回避し、また回復する力を有してい

るが、非正規労働者はより危険に近く、被災すれ

ばすべてを失いかねない。現在社会の不公正や不

正義、コロナパンデミックで見られた被害の階層

的構造はそのまま、気候変動の被害の姿でもある。 

⑶ 高まる次世代からの声 

さらに、気候変動の影響は将来、確実により激

甚化することから、現在の子どもたちは人生を通

して、強まる影響下をより大きな制約のもとで生

きていくことになる。グレタ・トゥーンベリはＣ

ＯＰ25（2018）の閉幕会議で各国代表団たちを前

に、科学の声を聞き、子どもたちへの責任を果た

すよう訴えた。その声はすぐさま世界の若者世代

で共有され、自らの将来を南の人々の現在に重ね

つつ、「気候正義」を求める声となっていった。 

２． 気候変動を回避するための国際枠組み 

(1) 科学からの警告－予防原則 

 1988 年に世界気象機関（WMO）と国連環境計

画（UNEP）が共同で気候変動政府間パネル

（IPCC）を立ち上げ、国連が気候変動問題に正

面から取り組むようになって 30 年余が経過した。

大気中のＣＯ2 濃度の上昇が観測され始めたのは

1950 年代であるから、さらに 30 年余の科学的研

究の前史がある。 

ＩＰＣＣは1990年に第１次評価報告書(ＦＡＲ)

を公表し、このまま排出が続けば生態系や人類に

重大な影響を及ぼす気候変化が生じるおそれがあ

ると警告したが、30 年を待たずに現れた被害の

現状は彼らの想定を超えていたかもしれない。 
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ＩＰＣＣはその後、第６次までの評価報告書と

多くの特別報告書を公表し、それぞれ「政策決定

者のための要約」を提供してきた。「要約」は各

国政府代表も参加した会合で採択される。 

第５次評価報告書(ＡＲ５)第１作業部会(ＷＧ)

（2013）は「地球温暖化が気候変動をもたらして

いること」は疑う余地がないとし、同第６次評価

報告書(ＡＲ６)（2021）は「人間活動が地球温暖

化をもたらしていること」は疑う余地がないと断

言するに至った。温暖化懐疑論もなお流布されて

いるが、個別の極端な気象現象と地球温暖化との

関係についても、イベント・アトリビューション

という統計的手法で証明されるようになった。 

ＡＲ６ＷＧ１はまた、67％の確率で 1.5℃の気

温上昇で温暖化を止めるための地球全体の今後の

排出可能量（残余のカーボン・バジェット）は

4000 億トン（現在の排出量の 10 年分程度）で、

2030 年までに世界の排出量をほぼ半減させ、

2050 年までに排出を実質ゼロとする必要を指摘

している。私たちに残された時間は乏しい。 

⑵ 気候変動枠組み条約から京都議定書へ 

日本では激甚な公害被害で多くの被害をもたら

したが、損害の賠償と環境改善の努力も続けてき

た。しかし、オゾン層破壊や地球温暖化といった

地球規模の環境変化が引き起こす影響、とりわけ

長寿命のＣＯ2 による深刻な影響は、現実の被害

をもたらす段階になってからでは手遅れとなりか

ねない。排出削減の国際枠組みの構築とその確実

な実施の重要性はこの点にある。 

ＦＡＲの警告を受けて、1990 年 12 月に国連総

会で、気候変動枠組み条約交渉会議が設置され、

1992年 7 月の地球サミットの開催直前の同年 5 月

の国連総会で気候変動枠組み条約（条約）が採択

された。地球サミットで署名が始まった条約は文

字通り「枠組み」条約であったが、気候の安定に

は大気中のＣＯ2 などの濃度を安定させる必要が

あること、危険な気候変動の回避は世界共通の責

任であるが、世界の 20％の人口の先進国が世界

のＣＯ2 の 60％を排出しており、その歴史的排出

量も踏まえ先進国（経済移行国を含め 40 カ国）

が先に排出削減に取り組むべきとの「共通だが差

異ある責任原則」や「予防原則」など、基本骨格

が盛り込まれていた。「枠組み」をまず合意し、

これを強化していく手法は、オゾン層保護のため

のウイーン条約（1985 年）とモントリオール議

定書（1987 年）の経験を生かしたものである。 

京都議定書（1997）は先進国の法的拘束力のあ

る国別削減目標（先進国全体で 90年比 5.2％）を

盛り込み、ＣＯ2 排出削減の時代への転換点とは

なった。日本は議定書に盛り込ませた森林吸収分

の計算方法の解釈などで抵抗し、米国ブッシュ政

権の議定書からの離脱を受けて、ＥＵが日本の要

求を受け入れることで 2005 年に発効した。しか

し、日本国内では、ＣＯ２の目標は 1990 年比＋

0.6％とされ、地球温暖化対策推進法でも「削減」

ではなく、「排出抑制」とするにとどまった。 

世界の排出量も増加が続き、途上国での被害に

加え、2002 年に欧州の熱波で３万人が死亡する

など、気候異変が顕在化し、このままでは産業革

命前から４℃の気温上昇がもたらされるとの懸念

が高まった。だが、米国と中国など主要途上国を

含む削減目標交渉は難航し、ＣＯＰ15（2009）が

失敗に終わった。転機は、ＣＯＰ16（2010）カン

クン合意で、世界の平均気温を産業革命前から

２℃を超えないとの温度目標を確認したことであ

る。そして、ＡＲ５（2013）で世界の産業革命以

来のＣＯ2 の累積総排出量と地球の平均気温の上

昇がほぼ比例関係にあり、２℃目標のための残余

のカーボン・ジェットが 28 年分しかなく、温度

目標の実現には今世紀後半中にはＣＯ2 の排出を

実質ゼロとする必要があることが明らかにされ、

世界はパリ協定の採択に向けて動き出した。 

⑶ パリ協定・グラスゴー気候合意へ 

こうした経緯を経て、ＣＯＰ21（2015）で、世

界の平均気温の上昇を産業革命前から２℃を十分

下回り、1.5℃に抑える努力をすることを目的と

し、米国、中国、インドを含めすべての国が排出

削減目標を提出し、実施することを約したパリ協

定が採択された。「1.5℃」は深刻な影響を受けて

いる小島しょ国の強い要請で加えられた。 
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パリ協定採択の背景には、米国のオバマ政権の

指導力と中国の排出量が米国を抜いて１位となる

という国際情勢の変化に加えて、2011 年の福島

原発事故が世界で再生可能エネルギーへの転換を

加速させたことがある、太陽光発電のコストが急

速に低減し、さらに安くなる見通しとなっていた。

脱炭素の経済への移行に経済合理性が生まれたの

である。米国にトランプ政権誕生を懸念した国際

社会は、翌 2016 年にパリ協定を発効させた。米

国でも石炭火力の減少と再エネ拡大が進んでいる。 

2018 年のＩＰＣＣ1.5℃特別報告書は 1.5℃で

も深刻な影響があり、2030 年にほぼ半減させ、

2050 年に実質排出ゼロとする必要性を提示し、

これを機に、世界の主要国やビジネス界からも

2050 年カーボンニュートラルを宣言する動きが

加速した。しかし、パリ協定では各国の排出削減

目標は各国に委ねられており、各国の 2030 年目

標を足し合わせても、1.5℃目標の削減経路から

大きく乖離しているのが現状である。 

世界全体の排出量はなお増加し、残余のカーボ

ン・バジェットは急速に減少している。こうした

なか、国際社会はコロナ禍の 2021年 11月にグラ

スゴーで開かれたＣＯＰ26 でその危機感を共有

し、1.5℃を目指す決意を確認するとともに、

2030 年までに世界の排出量を半減させ、2050 年

には実質ゼロとする必要があること、そのために、

まず石炭火力の削減を加速させることの確認など

を含む「グラスゴー気候合意」が採択された。 

こうして振り返ると、国際社会は市民やビジネ

ス、自治体などにも開かれた国連をベースに、気

候の危機の回避のために、科学の警告を受け止め

対応しようと、粘り強く地球規模でのＣＯ2 排出

削減の合意とその強化に向けて努力してきたとい

える。ロシアのウクライナ侵攻の前のことであっ

たが、その後、再エネへの転換は加速している。 

しかし、こうした政治交渉によって科学が求め

る時間枠と水準での排出削減を実行していくこと

の困難さも続いている。パリ協定は会議場総立ち

で歓迎されたが、削減目標の設定もその実施も各

国の政治的努力に依存し、遅れがちである。 

３． 危険な気候変動の被害と人権 

(1) 国連人権理事会決議 

現実の気候変動による被害が個人の生命・健康

に直接及ぶものとなるにつれて、国連人権高等弁

務官は早い時期から、地球温暖化による危険な気

候変動は小島しょ国や南の貧しい国々、子どもた

ちの人権を脅かしていることを指摘してきた。さ

らに、2021 年 10 月の国連人権理事会で「安全で

クリーンで健康的で持続的な環境への権利」の決

議が採択された。気候変動などの環境被害で特に

脆弱な立場にある人々が厳しい状況にあることを

認識し、情報へのアクセスや政策決定への参加、

効果的な司法へのアクセスや救済措置への支援が

重要であり、政府には環境対策を通じて人権を尊

重、保護、促進する義務があると述べている。日

本はこの決議の採択を棄権して批判された。2022

年 7月の人権理事会では、気候変動の悪影響への

対処の緊急重要性と条約の枠組みの下で人権の観

点からの検討を要請し、損失と損害の最小化への

議論を要請した。同月の国連総会でも決議が採択

された。政治文書の域を超えないが、条約交渉会

議に人権の視点からの要請を強めている。 

⑵ 司法における気候変動訴訟の課題 

人権が脅かされているとき、その救済は司法の

役割である。国際交渉が一進一退のなか、気候訴

訟¹)と呼ばれる訴訟が多くの国で提起されてきた。

なかでも、オランダのＮＧＯと住民が国の削減目

標の引上げを求めた訴訟（2015 年６月にハーグ

地裁判決、2019 年に最高裁判決）が特記される。 

国際条約交渉と裁判所での司法手続きとの違い

は、前者は締約国間の政治的合意であり、いわば

立法府である。しかも、気候変動に係る国連合意

文書の採択は締約国のコンセンサスを要する。他

方、裁判所は、裁判官が法と証拠に基づいて、申

立者の権利侵害を判断し、救済する場である。 

気候訴訟における最初の関門は、申立人の被害

とは何か、いかなる権利侵害か、法的保護に値す

るのかなど、訴訟要件とか原告適格と言われる論

点である。これまで人類の経験してこなかった地

球温暖化がもたらす気候変動から国民を保護する
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ことを正面から規定する法律は欧米にもない（ラ

テンアメリカの憲法はこの点で優れている）。公

害被害では有害物質の排出源の近くに重篤な被害

がもたらされる地域性があるが、温室効果ガスは

地球全体に広がり、その影響も地球上の多数に及

ぶ。地球温暖化をもたらす世界全体の排出量（近

時の世界のＣＯ₂排出量は年間約 400 億トン）に

比すれば、多くの国や大規模排出事業者の排出量

は「大海の一滴」に見える。また、一国、一事業

者だけで気候変動問題を解決できないといった反

論もなされる。行政訴訟では行政庁の処分行為が

前提であり、訴えの類型も限定される。個別事業

者の排出と個人の気候災害との因果関係は遠く、

複雑に見えるが、気候変動による生命健康への影

響がまさに個々人の現実の被害となるまで座して

待つわけにはいかない。地球温暖化特有のメカニ

ズムを踏まえ、国や大規模排出事業者に、個人の

気候変動被害を防止すべき責任があるのか、その

根拠は何かが、多くの訴訟の焦点となってきた。

危険な気候変動の影響を受けない権利、さらには、

クリーンで安全で安定した気候を求める権利の存

否が争われ、被告らは、それは一般公益に係る政

策上の課題であり、三権分立のもとで、気候変動

問題の解決は議会や政府に委ねられる政治や政策

の問題であって、司法は広い裁量権をもつ行政や

立法府への謙譲が求められるとも主張する。 

これらはどの国でも高いハードルであったが、

日本は最もその壁の高い国である。どの国でも、

この壁を乗り越える手がかりは、気候変動に係る

被害が切迫した人権に係るものとの認識である。 

⑶ 画期的オランダ最高裁判決（2019年） 

1) 気候変動の被害は現実であり、人権侵害。国

に危険な気候から国民を保護する義務  

 オランダのＮＧＯである Urgenda財団と市民ら

が 2013 年にオランダ政府を相手に国の削減目標

の引上げを求めて民事訴訟を提起し、最高裁判所

は 2019 年 12 月 20 日、地球温暖化による危険な

気候変動は国民の生命、健康への現実の切迫した

脅威であり、切迫性とは時間の長短ではなく、そ

の確実性をいい、こうした危険から国民を守るの

は国の責任と判示した¹)。その上で、２℃目標は

国際的コンセンサス（2019 年当時）であり、そ

の実現のための残余のカーボン・バジェットの考

え方をもとに、2020年までに 1990年比 25％削減

は世界のコンセンサスと認め、オランダの 2020

年削減目標を 20％から 25％に引き上げを命じた

¹)。この内容はパリ協定採択前の 2015 年６月に

ハーグ地裁で、2018 年 10 月にハーグ高裁で確認

されており、最高裁はこれらを認容し、ホームペ

ージには判決の英訳も掲載されている。オランダ

最高裁の同判決に対する自負の高さが窺われる。 

2022年 7月、ブラジル最高裁はパリ協定を人権

条約とし、気候保護を国の憲法上の義務とした。 

2) 世界の司法に影響を与えたオランダ判決 

オランダ最高裁判決は 2020 年７月にアイルラ

ンド最高裁判所に継承された。市民らが同国の削

減計画に短期目標が欠けており不十分と訴えた訴

訟で、一審裁判所は 2019 年９月に、現計画は行

政の裁量の範囲内として請求を棄却していたが、

控訴後にオランダ最高裁判決があり、原告らは緊

急の対応が必要と上告した。2020 年２月にアイ

ルランド最高裁はこの申立を受理し、対策計画は

2050 年までの全期間において具体的でなければ

ならないとして、判決で政府の計画を破棄し、や

り直しを命じた。フランスでも、国務院（行政裁

判所）が 2021 年７月、気候変動の影響に脆弱な

北部地方自治体の訴えを認め、政府に 2022 年３

月までに対策の強化を命じた。 

さらに、後述のドイツ憲法裁判所決定（2021

年３月）は、「人権」の考え方を生命健康や家庭

生活から自由権にも拡大した。 

他の国でもハーグ地裁判決をもとに多くの国で

同様の訴訟が提起され、ベルギーやチェコでも認

められ、途上国でも適応策について認める判決が

出されている。これらの裁判所は、気候変動の影

響は人の生命、健康、財産への深刻な被害であり、

人権を侵害するもので、国はその拡大防止のため

の措置をとるべき法的義務があるのにこれを怠っ

たとして、不法行為責任を認めたことで画期的で

ある。EU 人権条約も力強い根拠となったが、日
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本においても人格権への侵害として認められてい

る法理であり、世界に普遍的な考え方である。 

 米国と日本はこの流れの外にある。米国でも

2016 年に、オレゴン連邦地裁のアイケン裁判官

は「結婚が家族の基盤であるように、安定した気

候システムは社会の文字通り、それなくしては文

明も進歩もない、基盤をなすもの。」と述べて証

拠調べに入ることを決定したが、トランプ政権の

もとでの最高裁人事の影響を受け、取り消された。 

(4)ハーグ地裁、シェルグループに排出削減義務 

2021年６月にハーグ地方裁判所は、ＮＧＯら

が世界的石油メジャーであるシェルグループに

1.5℃目標の実現に向けて 2030年に 2010年比で

45％削減を求めた訴訟で、オランダ最高裁判決や

国連ビジネスと人権指導原則などを踏まえ、危険

な気候変動を回避するための世界のコンセンサス

の水準での排出削減は、今日の企業の順守すべき

注意義務の水準と認めた¹)。これは、オランダ民

法の不法行為の規定にある「Unwritten duty of 

care」（不文の善管注意義務）から導かれるとし

た。オランダ政府に削減目標の引き上げを命じた

最高裁判決を基礎として、国際社会のコンセンサ

スとなっている排出削減の水準は大規模排出事業

者にも当てはまるとしたものである。 

さらに、同判決は、シェルグループの排出削減

の対象について、グループ内における直接消費す

る燃料（スコープ１）と電力（スコープ２）につ

いてだけでなく、その上流及び下流（いわゆるス

コープ３）におけるＣＯ2排出についても削減努

力を命じた点で、今後の大規模排出事業者の削減

対象を示すものとして画期的ととらえられてい

る。この訴訟を主導したロジャー・コックス弁護

士はＴＩＭＥの 2021年の「世界に最も影響を与

えた 100人」に選ばれている。 

(5) 世代間の公平を命じたドイツ憲法裁判所 

2021年３月にドイツの連邦憲法裁判所は、気

候変動法の削減目標はパリ協定の温度目標に対す

る残余のカーボン・バジェットに照らして十分で

ないとする原告ら若者の請求を認めた。ドイツは

連邦気候変動法で 2030年までに 1990年比 55％

削減、2050年にネットゼロと定め、セクター毎

の毎年の排出量も定められていた（日本の 2030

年目標は 2013年比 46％減であり、法定されてい

ない。）。ドイツ憲法裁判所は、国家の健康および

財産に対する基本権を保護すべき積極的義務（オ

ランダ最高裁判決が認めたもの）と、将来の自由

の制限を防止すべき国家の消極的義務があると

し、ドイツ気候変動法に定める目標は一定の対策

をとったものとして前者に違反するとまでは言え

ないとしたが、後者の将来の自由権を制限する点

は憲法異議の根拠となると認めた¹）。ＩＰＣＣに

よる気温上昇をパリ協定の目標（1.75℃と想定）

に抑えるための世界の残余のカーボン・バジェッ

トからドイツのカーボン・バジェットを算定する

について、一人当たり排出量によって 60 億トン

とし、現行気候変動法の規定では 2030年までに

このドイツの残余のカーボン・バジェットがほぼ

使い果たされ、その後には 10億トンも残され

ず、原告ら若い世代は急激な削減を余儀なくさ

れ、行動の自由が制限されるとするものである。

今日の温室効果ガスの排出が将来の自由権に対す

る侵害となるという先行効果論（advance effect）

を展開して、基本権保護義務違反に当たると認め

たものである。また、世界の大多数に被害が及ぶ

ことは、原告らが個別に被害を受けることを排除

するものではないとして原告適格を認めた。気候

変動の人権侵害性にてらせば当然である。同決定

を受けてドイツ政府と議会は 6月に、2030年の

削減目標を 1990年比 65％削減に引き上げ、同

88％減との 2040年目標を追加し、ネットゼロを

2045年に前倒しする法改正を行った。 

(6) 日本の裁判所の対応 

 先進国で現在も石炭火力発電を新設している国

は日本だけである。日本の司法制度の問題でもあ

るが、日本で気候訴訟に位置付けられる訴訟は、

石炭火力発電所の新設に関してのみである。  

2017 年に仙台の石炭火力発電所（11.2 万ｋＷ）

建設差止め訴訟が提起されたが、裁判所はＣＯ2

を訴訟の論点としても取り上げなかった。 

2018 年に神戸製鋼所の新１･２号機（130 万ｋ
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Ｗ）の建設差止めを求める民事訴訟と電気事業法

46 条の 16 による環境影響評価の確定通知の取消

しを求める行政訴訟、ＪＥＲＡによる横須賀石炭

火力発電所（140 万ｋW）に対する同行政訴訟が

提起された。神戸製鋼所石炭火力についての行政

訴訟は既に大阪地方裁判所判決（2021 年２月）

及び大阪高等裁判所の判決（2022 年４月。上告

中）が出されている。いずれも、現在、原告らの

ＣＯ2 排出に係る被害を受けない利益を根拠づけ

る法はなく、政策によって対応されるべき問題と

して、却下したものである。判決文に「カーボ

ン・バジェット」についての言及もない。神戸製

鋼事案の民事訴訟は神戸地方裁判所で、横須賀石

炭火力については東京地方裁判所で近く判決が予

定されている。 

４．公正な移行と労働者の保護 

 1.5℃目標・2050 年ネットゼロを実現していく

ことは、日本の産業構造を火力発電所の廃止や高

炉製鉄所などＣＯ2 排出の多い産業から低炭素産

業へと移行することでもある。産業構造の転換に

は雇用の移動を伴い、高排出型産業に依存してき

た地域社会にとっても試練となる。労働者への職

業訓練の機会や新たな雇用の確保、化石燃料関連

産業に依拠してきた地域における新たな産業の創

出などが公正かつ円滑に行われる必要がある。こ

の取組を、Just Transition（公正な移行）と称

している。ＩＬＯは、①適切なステークホルダー

との協議、②職場での権利の強化と促進、③ジェ

ンダー平等、④適切な経済、環境、教育、労働及

び社会政策による移行の推進、⑤雇用創出を促進

するために、関連するすべての政策への校正な移

行の枠組みを適用、⑥各国や各地域に固有の状況

に合わせて公正な移行政策の調整、⑦持続可能な

開発戦略の実施における各国間の国際協調の推進

の 6つの原則を掲げている。 

 ＣＯＰ において気候変動対応に係る「公正な

移行」が主要テーマとして取り上げられたのは、

産炭国で石炭火力も多く、関連労働者も多いポー

ランドのカトヴィッツェで開催されたＣＯＰ24

（2018）であり、「連帯と公正な移行シレジア宣

言」が採択された。カトヴィッツェもかつて石炭

で栄えた都市の一つであった。職場を失う労働者

には働き甲斐のある質の高い仕事と職業訓練の提

供などを提供することが不可欠であるが、そのた

めには新たな産業を興し、雇用を拡大する必要が

ある。それは、再生可能エネルギーやＺＥＢ/Ｚ

ＥＨ建物の新築や改修などの再エネ・省エネ関係

においてである。政府・経産省は再エネ目標を

2050 年でも 50～60％に止め、今、グリーン・ト

ランスフォーメーション（ＧＸ）の名のもとに、

火力の脱エミッション化（石炭火力での水素・ア

ンモニアの混焼・専焼）、炭素貯留回収（ＣＣＳ）

の導入によって石炭火力発電所の利用を継続しよ

うとし、これらの新技術導入の推進に莫大な経済

的支援と制度整備を進めている。しかし、これら

の技術はそもそもＣＯ2 排出削減にならず、開発

途上の技術で 2030 年には間に合わず、高コスト

である¹）。革新炉なる原子力の新設も同様である。

1.5℃の気温上昇に止めるためには 2030年までに

半減させることが必須であり、このような新技術

の開発頼みではなく、既に確立した低コストの再

エネや省エネ対策を広く導入することへの支援こ

そが必要である。そのためには、日本はまず、

1.5℃を目指すことの決定から始めなければなら

ない。 
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Ａ１-１         ロシアのウクライナ軍事侵攻 

－この戦争をいかにして止めるか－ 

 

藤本 和貴夫、Fujimoto Wakio（大阪大学名誉教授）

 

１．はじめに   

 2022 年 2 月 24 日に始まったロシアのウクライ

ナへの軍事侵攻は、9 月 30 日にウクライナ東南 4

州のロシアへの併合が宣言され、ロシア国内での

動員令、さらに核の脅しにまで拡大した。国際社

会は併合を認めていない。米欧日は経済制裁、ウ

クライナに対する軍事支援強化を目指しているが、

ロシアのウクライナ侵攻を中止させる展望は見え

ない。それでも、この戦争をいかにして止めるか

を考えなければならない。 

 

２．ロシアの戦争目的と戦況 

 ロシアが表明した戦争目的は、戦況の推移に伴

って変遷した。当初、プーチン大統領は、ウクラ

イナ東部でジェノサイドの危機に瀕する親ロシア

派住民が組織する「ドネツク人民共和国」と「ル

ガンスク人民共和国」の人々の保護、そのため

「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を目指すと

述べた。さらに、「われわれの計画にウクライナ

領土の占領は入っていない」とも言った。 

また、これは戦争ではなく、「特別軍事作戦」

であるとして、国民からの反対を抑えようとした。  

 しかし開戦後、実際にロシアの戦車群が向かっ

たのはウクライナ東部ではなく、首都キーウであ

り、ウクライナのゼレンスキー政権の転覆とロシ

アの傀儡政権樹立であることが明らかとなった。 

 他方、外国の軍隊に対するウクライナ国民の団

結と組織された激しい抵抗、NATO の情報網によ

る支援等により、ロシア軍の初期の計画は 1 か月

で挫折し、ロシア軍はキーウから退却した。 

 4 月以降、戦争は第 2 段階に入った。主たる戦

場はドンバスと呼ばれる東部と南部に移ったが、

南部占領の目的はあいまいなままであった。2014

年にロシアに編入したクリミヤ半島への通路の確 

 

保のように見えた。 

ロシアは、2014 年に大きな抵抗を受けずに成

功したクリミヤ併合の再来を期待した節がある。 

しかし、「8 年の期間にウクライナ軍は抜本的

に改革され。訓練され、再軍備され、そして何よ

りも重要なことはロシアと戦争するための目的意

識が植え付けられたことである」というのがロシ

ア退役将校の団体が、ウクライナ戦争の半年を経

て出した結論である。 

 9 月 9 日、ハリキウ州南部でのウクライナ軍の

反転攻勢によりロシア軍は敗走、ロシア軍の前線

での兵力不足が露呈した。プーチン政権はそれま

で避けてきた国民の部分動員に踏み切った。 

さらに、9 月 30 日、ロシアは東部のドネツク

州、ルハンシク州、東南部のザポリージャ州、南

部のヘルソン州のウクライナ 4 州をロシアに強制

併合した。後の 2 州は 2014 年にドネツク、ルハ

ンシク両州が独立を宣言した際、将来創設を予定

した「ノヴォロシア共和国連邦」への加入が予定

されたウクライナ 6 州のうちの 2 州に当たる。

（他にハリキウ、ドネプロペトロフスク、オデー

サ、ムイコラーイウの各州）18 世紀末にロシア

帝国が征服したノヴォロシアが含意されており、

時代錯誤と言わざるを得ない。 

 

３．停戦交渉 

言うまでもないが、戦争が開始されたのは外交

交渉によって問題を解決することに失敗したから

である。そして、戦争を止めるのも、交渉による

以外の方法は存在しない。その第一段階に当たる

のが停戦のための交渉である。 

この戦争の特徴は、両国間で停戦交渉が戦争が

始まった直後から開始され、それが持続していた

ことである。第 3 回目の交渉となる 3 月 7 日の交
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渉でゼレンスキ―大統領は、NATO 加盟断念を表

明、3月 29日にはトルコのエルドアン大統領の仲

介で両国の外相会談が行われた。ウクライナは関

係国によるウクライナの安全保障（「安全保障国」）

と引き換えにNATO加盟断念を伝えた。停戦が近

づいたように見えた。  

しかし、4 月 1 日、ロシア軍撤退後のキーウ近

郊のブチャで殺害された多数の民間人の遺体が発

見されたことで交渉は止まった。 

本来、停戦交渉は対峙する両軍が一定期間敵対

行動をとらず、その上で停戦条件の交渉に入るが、

ロシア側は交渉中の停戦に同意せず、交渉中も戦

闘は続いた。また一般的に、停戦の機運が盛り上

がると、交渉を有利に進めるために戦闘は激しく

なる。 

ウクライナは、米国・NATO から高機動ロケッ

ト砲システム「ハイマース」など新型兵器を大量

に供与され、軍事力を強化している。ウクライナ

側のロシアに対する要求も軍事情勢に応じて、

「ロシア軍を軍事侵攻前の状態に戻す」から「ク

リミヤ半島の奪還」まで、さまざま変化している。 

このような状況の下で、停戦を実現するために

は、第三者による仲介が必要となる。当初、仲介

者はベラルーシであったが、3 月末からトルコ、

その後国連事務総長が加わった。それが無意味で

ないことは、7 月にウクライナの穀物輸出船の航

路の安全確保をめぐって、ロシア・ウクライナ、

トルコ、国連が「調整センター」設置で合意した

ことでも明らかである。 

9 月にウズベキスタンで上海協力機構首脳会議

が開催されたが、プーチン氏に対して習近平氏は、 

ウクライナ戦争について「疑問と懸念」を表明し、

インドのモディ首相も「今は戦争をする時代では

ない」とたしなめたことが伝えられている。国際

世論の前で孤立を深めるプーチン政権にとって、

ウクライナとも良好な関係を持つ、さらに二つの

国が仲介者となることを期待したい。 

 

４．この戦争をいかにして止めるか 

 ここで、この戦争の特殊性について触れてお

きたい。 

(1) ウクライナを支援するNATO等が戦場をウクラ

イナ国内に限定し、ロシア国内に戦場を広げ

ないと公言していること。理由は第 3 次世界

大戦への危惧である。 

(2) NATO は非加盟国であるウクライナに軍を送ら

ず、情報と武器弾薬を供与していること。ま

た軍事顧問団の派遣、ウクライナ軍の自国領

内での軍事教育を行っていること。 

(3) NATO は日本を含む関係諸国とロシアに対す

る強力な経制裁を実施していること。その経

済的反作用は各国に影響している。 

(4) ロシアはこの戦争を「特別軍事作戦」と称し

て総動員令や戒厳令を避け、国民からの反発

を少なくしようとしてきた。 

 

５．おわりに 

 以上が意味することは、戦争をウクライナ国内

に封じ込め、その影響がそれぞれの自国に及ぶこ

とを避けようとしたことである。 

一方のロシアは、これは「戦争」ではなく、戦

場に向かうのは一部の兵士にすぎないとアピール

することで、国民の戦争への反発を避けようとし

た。しかし、戦争の長期化と軍事情勢の悪化は、

国民の一部動員を余儀なくし、国内での反発を高

めている。  

 他方、当初この戦争はウクライナが米国のロ

シアに対する代理戦争を戦っているように見え

た。しかし、今やこの戦争はウクライナにとっ

ての「祖国防衛戦争」である。 

 国連人権高等弁務官事務所の 6月 24 日の発表

によれば、ウクライナ、ロシアとも軍人・民間

人を含め膨大な死傷者を出している。また、そ

れと共に、ウクライナからの国外への避難民は

481 万人、国内への避難民が 1194 万人である。

2019 年のウクライナ人口が 4399 万人であった。

住民の 4 割近くが家を追われて難民となってい

る。 

停戦交渉が進展する環境をいかにして作るか

をさらに考え続ける必要がある。 
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Ａ１-２   平和的手段によるロシアの軍事侵攻の終結はあり得るか 

  ー「ウクライナの戦闘の無条件即時停止」こそ可能な平和戦略 

 

嶋田 一郎、 Shimada Ichiro・ 水戸部  秀利、 Mitobe Hidetosi・小林  立雄、 Kobayasi Tatuo  

（宮城支部） 

 

１．はじめに 

 ウクライナにおける悲惨な戦闘の報道が連日繰

り広げられて戦況の推移に多くの注目が集まって

いる。しかし同時に、麻痺され無力感に苛まれて

いるかもしれないが、圧倒的多数の日本国民の

「殺し合いをやめよ」の胸の裂ける思いがある。

この思いは単なる感情的反射的なものに過ぎない

のだろうか。そうではない。第２次世界大戦の

300万人の日本人の命の犠牲と2000万人に及ぶア

ジア人の命の犠牲を払って手に入れた日本国憲法

の精神が息づいているのである。第 2次世界大戦

の甚大な戦禍を経て武力の行使と威嚇を否定して

紛争を平和的に解決する国連憲章と日本国憲法が

成立したのであった。 

 

２．ロシアのウクライナ軍事進攻問題の JSA声明 

日本科学者会議（JSA）は、ロシアのウクライ

ナへの軍事侵攻直後、「ロシアは直ちに軍事作戦

を中止し、ウクライナ領内から軍を撤退させなけ

ればならない」と主張し、「日本をはじめとする

国際社会に対して、平和的手段によって、ロシア

による軍事侵攻を終結させるよう全力をあげるこ

とを求める」という声明を発した（2月 27日幹事

会声明）。その後、ロシアを非難する２つの国連

総会決議が圧倒的多数で採択された。国連事務総

長は「イースター停戦」をロシアとウクライナ双

方に呼び掛けたが実現せず、マリウポリの人道回

廊により民間人の救出に成功した。僅かかもしれ

ないが貴重な人道的成果である。 

しかし、戦闘は激化し、民間人の虐殺の悲惨な

報道が相次いで人道的危機は高まるばかりである。

このままでは軍事上の停戦に行き着くまで長期化

泥沼化し、ついには核戦争と第 3次世界大戦のリ

スクを高める結果になる。 

このような世界的危機の渦中にあって、先の幹

事会声明を踏まえて、新たに日本を含む国際社会

に対して、ウクライナの戦闘を無条件注１）で即時

停止するよう全力をあげ、停止後直ちに国連など

の仲介による双方の交渉開始を求める声明が

JSA53 回大会に宮城支部から提案された。この無

条件即時戦闘停止は、1 人でも多くの命を救うた

めの「即時の人道的停戦」（国連事務総長 3 月 28

日）であり、ロシア軍のみならずウクライナ軍の

双方に対して求めるものである。この声明は、大

会で活発な討論があったが、採決されず廃案とな

った（6 月 12 日）。大会で議論になった若干の論

点や新たな視点からウクライナ軍事侵攻問題につ

いて論じてみたい。 

 

３．「無条件即時戦闘停止」は、非現実的か 

(1)プーチンの「NATO の脅威」は、ウクライナ

侵攻の単なる口実に過ぎないか  

国際政治学のリアル派の野口氏によれば１）、プ

ーチンをはじめとするロシアの指導者たちが、長

年繰り返し主張してきた存亡の危機（実存的脅威）

であり、ウクライナ侵攻は歴史的にヨーロッパで

繰り返されてきた予防戦争の１つであるという。

また、ドイツのメルケル元首相の次の発言がある
１）。「プーチンは（ウクライナの NATO 加盟を）

実現させなかっただろうと私は確信していました。

それは彼にとって宣戦布告だったでしょう」。ウ

クライナのNATO加盟は、ロシアに対する宣戦布

告になると認識していたのである。 

(2)ロシアとウクライナ双方に「無条件即時戦闘

停止」を求める意味注３） 

激化した戦闘の停止は、一方のみでは実現せず

29



2022年 11月 19日～12月 11日 オンライン開催 

双方の合意が不可欠である。また、ウクライナに

対する戦闘停止の要求は、武力による自衛権の発

動の転換を求めるものであるが、その目的（停戦
注２）、ロシア軍の撤退、安全保障など）を交渉な

どの平和的手段により達成することを求めるもの

であり、武力によらない平和的自衛権の発動であ

る。ウクライナの自衛権を否定するものではない。 

戦闘停止により、世界のウクライナ支援活動は

飛躍的に拡大するだろう。ロシアの戦争犯罪の調

査が進み、犯罪の追及やウクライナ支援の国際市

民運動が高まり、ロシアとウクライナの平和交渉

に大きな影響を与えるだろう。当事者と国際世

論（新たな国連総会決議など）が侵攻を終結す

る。「無条件即時戦闘停止」は、「平和的手段に

よるロシアの軍事侵攻の終結」を掲げる平和勢力

の唯一の戦略である。 

(3)人道的危機の深刻化注 4） 

戦闘の激化と長期化は、人命の損失と損傷を高

めるばかりである。確かな数字はないが、既に数

万という人の命が奪われている（民間人 5,500 人、

ロシア兵 40,000 人など、8月 24日河北新報）。民

間人の虐殺の悲惨な報道も相次いで、人道的危機

の克服は待ったなしである。マスコミで多面的政

治論客として知られる田原総一郎氏も自らの戦争

体験から「まずは殺し合いをやめる」という、

「即時停戦」を訴えている２）。ロシア軍が兵力補

充に注力しているとの報道がある。 

(4)ロシアと米国の産軍複合体は、プーチンとバ

イデンそれぞれに深く結びついて、ウクライナの

戦闘の激化と長期化の原動力になっている。それ

らの関係と人道的危機における犯罪的役割を暴露

し、産軍複合体解体の運動の展開が急務となって

いる。 

上記(1)(2)(3)(4)の認識は、平和的交渉によるウ

クライナ侵攻の結着の可能性を示している。この

認識を急速に世界に広めることができれば、戦闘

停止と交渉開始の平和戦略実現の可能性は増大す

る。リアル派の野口氏も交渉とその落としどころ

を提案しているが、その理由は戦闘よりコストが

はるかに低いことである。人道的観点（人の命を

守る）の平和戦略とは接点がある。 

 

４．おわりに 

眼前で繰り広げられる残虐な戦闘と偏った軍事

情報の洪水の前に、国連憲章を規範とする平和勢

力は、ただロシア非難の声を挙げ続けるだけでは

済まされない。新たに「無条件即時戦闘停止」の

旗を掲げ、ロシアとウクライナの平和的交渉開始

するために国際社会が全力をあげるようあらゆる

可能な努力を尽くす時である。 

 

謝辞：三瓶和寿氏の貴重な情報提供に感謝する。 

 

注： 

1) 無条件は戦闘停止のみにかかっている。 

2) 戦闘停止と停戦の区別：前者は戦闘のみを停

止するものであるが、後者は戦闘停止時におけ

る軍事的政治的状況（実効支配など）の承認を

伴うことが多く、前者よりハードルが高い。 

3) 国連憲章第 51条：安全保障理事会が国際の

平和と安全を維持するために必要な措置を講じ

るまで、国連加盟国に対して武力攻撃が発生し

た場合、現在の憲章のいかなる規定も、集団

的または個人的自衛の固有の権利を損なうもの

ではない（自衛は武力による自衛に限定される

ものではないー嶋田）。 

4) 人道と法の関係：人の命を守る（人道）ため

に法（国際法）があると考える。甚大な人命の

損失や生活インフラなどの壊滅的破壊（第２次

世界大戦）の犠牲の上に、国際法（国連憲章、

日本国憲法など）の成立があった。 

 

引用文献 

1) 野口和彦「プーチンを懲罰すればロシア・ウ

クライナ戦争は解決するのか」  

https://agora-web.jp/archives/220714090211.html 

2) 田原総一朗 8 月に誓う、「日本を『戦争がで

きる国』にしない」 

https://agora-web.jp/archives/220812072221.html 
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Ａ１-３       ロシア軍による原発軍事テロの考察 

山本 富士夫、Yamamoto Fujio（福井支部） 

 

１．はじめに― 背景と目的 

1945年 8月に原子爆弾が広島市と長崎市に投下

され、放射線・熱線・爆風による生命と環境破壊

が起き、大惨事となった。1953 年に、アイゼン

ハワー米大統領が国連総会で原子力の平和利用推

進と軍事転用の防止のための国際機関の設立を提

案した。これを受けて、1957年に IAEAが設立さ

れた。核兵器不拡散条約は 1968 年に調印され

1970 年に発効した。それは、25 年間の期限を迎

えた 1995 年に無条件・無期限延期された。また、

核兵器禁止条約は 2017 年 7 月 7 日に国連総会で

採択され、2021 年 1 月 21 日に発効した。同年、

ICAN にノーベル平和賞が授与された。核エネル

ギーの平和利用推進と軍事転用とが矛盾する中で、

核兵器保有大国と日本などは核兵器禁止条約に署

名・批准をしようとしていない。 

脱原発と核兵器廃絶の運動が世界的に強化さ

れ広まっている中で、ロシアが 2022年 2月 24日

にウクライナ侵略を開始した。直後にロシア軍は

ウクライナにある原発２カ所（チェルノブィリ、

ザボリージャ）を占拠した。現在のところ、 両

原発において核爆発は起きていないようであるが、

核兵器と原発は、表裏一体関係にあることが広く

認識されるようになった。 

F1（福島第１）原発事故によって、原発災害

の危険性の本質は、生命と環境を破壊した放射線

によるにあることが明らかになった。しかし、原

爆投下以降、日米安全保障条約を日本国憲法以上

に重要視する政治権力者と大資本家たちは、放射

線の致命的な毒性を過小評価し、原発政策を推進

し、核兵器禁止条約会議に参加しようとしない。 

1979 年 3 月 28 日に TMI(Three Mile Island)事故

が起きた時、当時の日本の原子力委員長は、日本

の運転員は優秀だから TMI 事故の原因となった

人為ミスを犯さないと言った。しかし、2011 年 3

月 11 日に F1 原発事故は自然災害と人為ミスが複

合して起きた。 

1986 年 4 月 26 日にチェルノブイリ原発事故が

起きた時、当時の日本の原子力委員長は、「ソ連

の原子炉と日本の原子炉とは炉型が違う上にソ連

の原発安全文化レベルが低いとして、日本ではあ

のような重大事故は起きない」と言った。 

上記のように原発推進責任者たちは、実際に

重大な原発事故が三度も起きたにも関わらず、科

学的議論を過小評価し安全神話を繰り返している。 

私は、第 31 回全国原子力発電問題「新潟シン

ポ 2009」で、原発災害を引き起こす「４大トリ

ガー」として(1)自然災害（地震、津波、火山噴

火、豪雨、竜巻など）、(2)人為ミス（設計、工事、

運転、保守管理など）、(3)軍事テロ、(4)サイバ

ーテロを訴えた。 

F1 原発事故は上記の(1)と(2)が原因となった。

TMI とチェルノブイリ原発事故の原因は(2)であ

る。今回のロシアによる原発占拠は(3)である。

(4)については 24 総学 B3分科会で報告する。 

今回の報告では、特に原発への軍事テロ(3)に

焦点を絞り、世界の市民が連帯して非核の運動を

強化し、脱原発と核兵器廃絶を獲得することは可

能であると考え、工学者の視座から軍事テロを阻

止するための考察を述べることを目的とする。 

２．原発と核兵器の表裏一体性と工学の役割 

かつて JSA の中でも、原発の核燃料を核兵器

に転用できるのか、できないのかという議論があ

ったが、今では、核燃料サイクルの議論が深まり

日本の Pu 保有量が増えるにつれて「転用できる」

とする見解が多くなっていると思われる。また、

一つの原発サイトや関連の施設に保管されている

核物質の放射能（核反応の能力）量は、軍事的秘

密のため公開されていないが、複数（2 桁以上）

の核兵器に相当すると見られている。これらを総

合して、原発は核兵器と表裏一体にあることが確

認されるようになった。換言すれば、かつて「原

31



2022 年 11月 19 日～12 月 11日 オンライン開催 

発は核エネルギーの平和利用であり、核兵器とは

無関係である」とは言えなくなったのである。 

一方、核兵器における核分裂や核融合の技術

は、流体力学における衝撃波の研究の発展ととも

に進化・普及し、今では発展途上国を含む多くの

国ぐにが核兵器を製造することが可能となった。

その結果、国家による軍事テロや国家に抵抗する

ゲリラテロの集団が核エネルギーを暴力や武器に

利用する現実が起き始めている。 

2011 年に起きた F1 原発事故で明らかになった

のは、電源が遮断されると、原子炉を冷却するポ

ンプが停止し、急速に原子炉内の圧力・温度が上

昇し炉心溶融事故に至るということであった。 

つまり、伝熱工学に基づいて言えば、F1 原発事

故は、原子炉内に浸漬する核燃料棒における限界

熱流束（単位面積当たりの熱移動量の限界）を超

えたための事故であった。原子炉は、火力発電所

のボイラー（蒸気発生装置）に相当する水の加

熱・加圧装置であるが、その大きさ（体積）はボ

イラーの 100 分の 1 オーダーという小さいもので

あり、小容量の炉内の燃料棒で大量の核エネルギ

ーが発生するので、その熱流束は限界に達しやす

い。原子炉の冷却制御技術の問題は、原発が実用

化されてから半世紀以上を経過した今も、相変わ

らず極めて難しく、十分な解決がなされていない。 

ここで、原発システムにおける工学の役割が

大きいことを述べておきたい。工学とは、単純化

して言うならば、機械を含む産業システムの設

計・製造・機能などの技術を扱う学問であり、工

学の基本要素は、材料・エネルギー・制御・情報

である。工学は理学の応用という学問であると定

義する人もいるが、私はこの定義を容認すること

ができない。工学では、常に技術に関わって理論

と実践のバランスを扱うのであり、理学に偏れば

重大な支障をきたす恐れがある。工学者は、その

素養として総合学術性を備えなければならない。 

工学の視座から言えば、原発事故によって生

命体・環境が放射線で破壊されれば、その毒性に

よる被害の程度は、大量の化学兵器とは時空間的

に桁違いに大きい。核物質の特性である半減期の

ため、原発の重大事故を収束させるのに要する時

間は、集中的短期と緩慢的長期の二つの場合に分

けられる。いずれの場合も、被害は大きい。 

今回のロシア軍による原発占拠は、国家権力

が原発を軍事テロ攻撃したもので、核爆発事故を

起こせば、核兵器に置き換えることができること

を具体的に示した。プーチン政権は、さらに核兵

器の使用もあり得るとしているので、原発攻撃の

軍事テロは全人類に大変な恐怖を与えた。 

３. 軍事テロを起こさせないために 

今回のロシアによる軍事テロを踏まえて、原

発が核兵器と表裏一体関係にあることが認められ

た今、非核（脱原発と核兵器廃絶）を進める以外

に選択はないと考えるのは自然であろう。しかし、

政治権力者たちは、国連憲章や核不拡散条約など

を遵守しようとしない。まるで無法者である。彼

らは、核エネルギーを自分の管理下に置き、政治

的優位性を保持したがる。たてまえでは核エネル

ギー問題に関わる専門家（政府に忖度する御用学

者を含む）の意見を聞くというが、本音では民主

的な非核運動家たちの意見を聞くことはない。 

歴史が教えるように、権力者たちが最も恐れ

るのは、国民・市民の大多数から支持を失うこと

である。彼らの恐れは、彼らの弱みでもある。彼

らは、自己保身術に長け、嘘・隠蔽・捏造を繰り

返し、科学的議論を避け、神話的感情的議論によ

って国民・市民の支持を得ようとする習性がある。 

このような習性は、日本の政治家だけに留まらず、

独裁性の強い国の政治家にも共通している。政治

権力者による軍事テロを起こさせないために、私

たち科学者は、希望を抱きつつ、全世界の市民と

連帯して政治批判を行い、非核の民主主義社会の

構築を目指す。そのために、科学的根拠を提供す

る学問に基づいて非暴力の社会運動を行う。 

４. おわりに 

ロシアによるウクライナの原発軍事テロは、

原発と核兵器が表裏一体であることを示した。軍

事テロによる原発災害を起こさせないためには、

世界市民の連帯による非核運動が必要であること

を主張した。（図や参考論文は講演時に紹介する。） 
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Ａ１-４         戦争と原発と植民地支配 

―ロシアのウクライナ侵略から見えてきたもの― 

 

乾 康代、Inui Yasuyo（東京支部） 

 

１．はじめに 

ロシアがウクライナに侵略戦争をしかけて半年

以上たつ。木畑洋一氏（国際関係史）によれば、

この侵略戦争は、独立国ウクライナを再び自国の

支配下に置こうとする帝国主義的戦争であり、脱

植民地化を逆行させる行為である。歴史を元に戻

すこのような帝国主義者の蛮行は許されない。 

一方で、戦後海外の植民地を失った日本では、

国策民営事業で新たな国内植民地開発がなされ、

今日まで経済支配がなされ続けている例がある。

原子力の都市・地域開発である。 

筆者はこれまで、都市計画の観点から日本初の

商業原発が設置された茨城県東海村における原子

力開発の歴史を分析してきた。その開発手法は植

民地開発であり、そのために都市計画と地域空間

が著しく歪められたことを指摘してきた 1）2）3）。 

本稿は、戦後、アメリカから売り込まれた「原

子力の平和利用」の日本的展開から論じ起こし、

筆者の研究から日本でどのように原子力開発が進

められたのか、そして、ウクライナ侵略戦争から

見えてきたものについて考えてみたい。 

 

２．「原子力の平和利用」の日本的展開 

 「原子力の平和利用」は米アイゼンハワー大統

領の言葉だが（1953 年 12 月）、その政策の真意

は、もはや拡散が避けられない核技術について、

既存の核兵器保有国だけが核兵器開発を独占し、

非核兵器保有国は「平和利用」に限定することに

あった 4）。非核兵器保有国に限定的に認められた

「平和利用」とは、原子炉開発である。こうして、

日本はアメリカから「平和利用」を売り込まれる

ことになった。 

1956 年、日本人は 70％が原子力を「有害なも

の」とみなしていたが、1958 年には 30％にまで

落ちていた（米国務省情報局の機密報告書）4）。

この２年間で、国民は核拒否から核受容へ考えを

変えたわけだが、いったい何が起きていたのか。 

もっとも大きな出来事は、1956 年４月の東海

村への日本原子力研究所（以下、原研。現・日本

原子力研究開発機構）の設置決定である。政府は

この時初めて、村に原子力関係施設が集中する

「原子力センター」建設を発表した。計画を小さ

く見せて、喜んで受容させるよう仕向け、決まれ

ば、本来の大きな計画を開示するという卑劣な戦

略だった。 

実は当時、村民の原子力への不安は大きかった。

しかし、「センター」建設は広く喧伝され、「報道

も世論も原子力にバラ色の夢を描き、それに酔っ

た」5）。こうして国民の核受容は促されていった。 

 

３．国策原子力と都市計画 

1956 年 7 月、「センター」建設に向けて、さっ

そく村の都市計画が策定された（図１、図は用途

地域図）。 

         

図１．東海村の都市計画（一部筆者加筆） 

日本原子力
研究所

三菱原子力
グループ

住友原子力
グループ

第一原子力グループ
（ 富士電機系）

三井原子力
グループ

東京原子力グループ
（ 日立系）
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東海村のこの都市計画で指摘すべき点が二点あ

る。一つに、都市計画としてはあり得ない工業地

域の分散配置である。原発開発へ向け巨大資本投

下で結束するためにできた 5 原子力グループのう

ちの 4 グループを村内に分散配置させたのである。

二つ目に、臨海部の原研と東海原発用地（原研の

北に隣接）を含めると、村の住居地域はこれら核

施設に四方から囲まれているということである。 

この計画により、現在も、村の住居地域は 11

核施設に囲まれている。村民は核施設に囲まれて

生活させられているのである。JCO 臨界事故によ

る地域住民の多数の被ばくは、このような都市環

境の中で起きた。 

なぜ、住民に対する安全思想が見事に欠落した、

このような都市計画が可能になったのか。それは、

村の開発計画を作成したのが、日本原子力産業会

議（以下、原産。現・日本原子力産業協会）であ

り、原産は、村全域を範囲に収めた開発計画を村

の都市計画に公定させたからである 3）。 

 

４．国策原子力と植民地開発 

この原産とは何者か。原産は、原子力開発の推

進を目的に電力、重電機メーカー、銀行など基幹

産業 350 社以上を集めて設立された団体だが、植

民地の労働者を強制動員した企業が多数加盟して

おり、初代会長もそうした国策企業の社長であっ

た。「平和利用」の名で始まった国策民営の原子

力開発は、この原産により戦中の国策企業の手法

で進められた。 

原産の開発計画の特質は、次の３点にまとめら

れる。①「白紙のままの処女地」東海村にユート

ピアを建設するという植民地イデオロギーのもと、

②国の権威を借りて、「官民一致して周到な都市

計画を用意」するなど、地元自治体への著しい権

力的介入をした上、③原子力エリート住民を地元

住民と分断する策を導入した。茨城県と東海村は

積極的に原産の開発計画に従った 3）。 

この後、原子力開発は、過疎地を狙って全国展

開され、交付金などの経済による地域支配が強め

られていった。 

５．原発と核兵器 

 ロシアは、ウクライナ侵略戦争をしかけるや、

ウクライナの原発を占拠・攻撃した。原発を利用

してウクライナを威嚇し、手足を縛ろうとしてい

るのである。原発は、「平和利用」によるエネル

ギー生産施設のはずが、戦争やテロなどでコント

ロールが失われれば、住民を直撃する恐怖の施設

になる。 

原発は、「自国民に向けられた核兵器」と言わ

れる所以である。この戦争で、「平和利用」は虚

構であることが誰の目にも明らかになった。 

虚構の「平和利用」に代わって、クリーン性や

経済性など原子力の「優位性」でもって、エネル

ギー転換の必要性を認めつつも、当面のエネルギ

ーとして位置付けたいとする主張がなされている。

しかし、これらにアメリカのかつての世界戦略

「平和利用」ほどの強い訴求力はもはやない。 

 

６．おわりに 

日本の原子力開発は、虚構から始まり強権によ

って推し進められ、経済で地域支配を完成させた。

できた原発の都市と地域は、住環境を歪められ、

住民の安寧な生活を脅かしている。筆者は、地域

で始める原発をやめる議論の方法を考えている。 

 

引用文献 

1) 乾 康代「原子力発電所立地規制と地帯整備基本計画 

–わが国最初の東海原子力発電所の立地過程–」『日本

都市計画学会都市計画論文集』49-3、2014。 

2) 乾 康代「原子力開発黎明期における原発立地規制と

周辺開発規制の枠組みづくりの経緯」『日本都市計画

学会都市計画論文集』 50-3、2015。 

3) 乾 康代「原子力開発黎明期の原子力政策と都市計画 

–東海村における原子力センターの建設過程分析–」

『日本建築学会計画系論文集』86 巻 789 号、2021。 

4) 田中利幸、ピーター・カズニック『原発とヒロシマ 

「原子力平和利用」の真相』岩波ブックレット,2011。 

5) 朝日新聞取材班『それでも日本人は原発を選んだ 東

海村と原子力ムラの半世紀』朝日新聞出版、2014。 
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Ａ２-１  第３ 次世界大戦＝サイバー宇宙核戦争をどう阻止するか ―核の

先制不使用、攻撃型宇宙兵器の禁止、ウクライナの中立化、護憲日本という代案  

 

藤岡 惇、Fujioka Atsushi（京都支部） 
 
１．ウクライナの直視から始めよう 
 2022 年９月 30 日プーチン政権は、ウクライナ

東部４州をロシアに編入した。ゼレンスキー政権

が、これら４州の奪還をめざし、戦い続けるなら

ば、今や「ロシア領となった国土」の防衛のため、

核兵器の先制使用も辞さないとも述べた。占拠中

のサボリージャ原発を破壊し、同国の黒土を原子

野に変える可能性も否定できない。 
 「核の時代」77 年の歴史のなかで、今日の事

態はどのように位置づけられるべきか。 
 
２．７度変容した核戦争の姿 

 核兵器の質と米国の核戦略の変化を手掛かりに、

77 年間の核戦争の態様を追跡すると、次の７つ

の段階が浮かび上がる。 
① 核戦争 1.0（1945 年―1951 年）原爆の時代 
② 核戦争 2.0（1952 年―1957 年）水爆の時代 
③ 核戦争 3.0（1958 年―1972 年）敵ミサイルの

撃破により、核ミサイル戦争の完勝を目指し

た時代 
④ 核戦争 4.0（1972 年―1980 年）核戦争が共滅

に帰することを認めあい、1972 年に核ミサイ

ル防衛を放棄しあうABM条約が締結された。

これが転換点となり、敵の核先制攻撃の抑止

だけに核の使命を限定しようとした時代が始

まった。 
⑤ 核戦争 5.0（1981 年―1990 年）ソ連のアフガ

ン侵略を奇貨として、宇宙を拠点にして、再

度、核ミサイル戦争の完勝を目指した時代。

中ソを分断できたため、ソ連を解体させると

いう画期的な成果を生んだ。 
⑥ 核戦争 6.0（1991―2015 年）対抗する核大国が

消えてしまったため、核戦争システムをイラ

ク・アフガンなど非核国の討伐に転用した時

代。しかし、その目論見は失敗に終わり、米

英など「金融・軍産資本主義」の落日、中

国・インドの急成長、ロシアの復調など、「国

権・開発資本主義」の興隆をもたらした。 
⑦ 核戦争 7.0（2016 年― ）中ロの興隆を阻止す

べく、米国主導の「金融・軍産資本主義」の

逆襲の時代が始まった。 

 
３．核戦争の完勝のため、最大限核抑止めざす

「核のタカ」＝ＮＵＴｓ派を孤立させよ。 

防衛的・最小限核抑止めざす「核のハト派」

と「廃絶派」は連携できる。 
 核戦争 1.0～3.0 の時代は「核のタカ派」の全盛

期。原水爆禁止運動の高揚、宇宙核実験（とくに、

Operation Argus）やキューバ核危機の戦慄を経る

なかで、「ハト＝ＭＡＤ派」が台頭し、核戦争 4.0
の時代を生み出すこととなった。 
 共倒れを運命づけることで、核の先制使用を抑

止するという役割に核兵器の使命を限定・縮小し

ようとする時代が始まった。 
 
４．核戦争 6.0 とは、軍民分離の壁が下がり、両

用技術の余地が広がる「米国一人勝ち」の時代 
 しかし、イラク・中東戦争の大敗、漁夫の利を

得た中国の躍進の中で、米国経済の落日が進行。 
 
５．「核戦争 5.0」への高次復帰を試みる「核戦

争 7.0」の時代錯誤性 
 経済安保法制とは、日本経済を「核戦争（核完

勝戦略）仕様」に改造するための法制だ。その結

果、30 年前の「核冷戦」期と同様、「軍民分離の

壁」が成長し、軍拡が民需経済の資源を吸い上げ、

経済を衰退させる時代となる恐れが強い。ペーパ

ー・ドル本位制が衰え、19 世紀型の金・資源本
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位制に回帰しつつある時代。Ｇ７からＧ20 さら

にはＧ196 という「全員参加型」の新秩序に移行

しつつある中で、核冷戦を再開させたら、米国の

落日を促進するだけではないか。 
 
６．ウクライナ戦争の黙示録 ——宇宙・原発・前

線国から「核戦争 7.0」は始まる 

１） 宇宙アセットを攻撃・マヒさせる宇宙戦争

を遂行しないかぎり、サイバー戦争の効果

は限られてしまう。次の核戦争７.0 は、人的

被害も交戦規定もない「自由な宇宙」空間

から始まるだろう。 
２） 敵地の原発は、占領できれば、最強の防衛

陣地に変わるし、敵の原子炉は、最良の攻

撃ターゲットとなることが証明された。 
しかも、福島の核事故と同様に、「ただちに

は誰も死なない」という価値も確証された。 
３） 核戦争 7.0 は、前線国から始まるだろう。

1980 年代には、核戦争の開戦地が欧州のＮ

ＡＴＯ諸国になるとされ、反核運動が盛り

上がった故事があるし、今も、前線国であ

るウクライナの地が、最初の交戦の舞台と

なっている。次の発火点は、東側の前線国

と目される朝鮮半島と日本列島となる可能

性が高い。 
４） 「最大限核抑止」により核戦争の完勝態勢

を築くことは、1980 年代でも至難だった。

ましてや 40 年後の今日、天文学的なコスト

をかけても無理であり、軍民分離、世界市

場分断の壁を築くだけだろう。 
５）世界は、米英中心の「金融・軍産資本主義」

と、ＢＲＩＣＳ―新興市場国の「国権・開

発資本主義」、中小国と市民社会の３大勢力

に分岐している。この条件下で、新型の核

冷戦を再開すれば、米国主導の国際通貨シ

ステム＝ペーパー・ドル本位制が、インフ

レなき富の蓄蔵手段としては信任されぬ可

能性が大。ＢＲＩＣＳと中東産油諸国の連

携する「金・資源本位制」制覇につながっ

ていく。 

７．どう対抗すべきか 
１） 平和運動も「核戦争 5.0」時代の“Protest, 

and Survive”の精神に学べ。 
２）核の先制不使用、ロシア・北朝鮮は、中国に

学べ。 
３）攻撃型宇宙兵器の禁止、宇宙アセットへの攻

撃禁止を呼びかけた米国副大統領のハリス

提案に、宇宙アセットからの攻撃の禁止条

項、核エネルギーの宇宙配備の禁止を付け

加え、ＭＡＤ派に主導権を握らせよう。 
４）ウクライナの中立化、2022 年９月 30 日付け

のプーチンの４州併合宣言は拒否しつつ、

停戦提案だけを切り離して、ウクライナ・

米国側は受け入れるべきだ。停戦の環境下

で、適切な調停者を選び、和平協議を開始

すべきだ。調停者としては、ローマ教皇、

国連事務総長、ダライ・ラマ、セツコ・サ

ローを推薦したい。 
５）護憲日本は、ＩＮＦ（中距離核ミサイル戦力）

の規制を含む東アジアの非核地帯の国際的

取り決めを具体化する好機ではないか。 
 
参考文献 
ウィリアム・ペリーほか（田井中雅人訳）『核のボ

タン』2020 年７月。 

東アジア共同体研究所編『虚構の新冷戦―日米軍事

一体化と敵基地攻撃論』2020 年 10 月。 

藤岡 惇「軍事攻撃されると原発はどうなるかー

『国内外で戦争ができる国』づくりとフクシマ

の行方」後藤宣代ほか『カタストロフィーの経

済思想』昭和堂、2014 年 3 月。 

藤岡 惇「宇宙核戦争への参戦が日本の公益なのか」

『平和運動』601 号、2021 年 5 月。 

藤岡 惇「次なる『核戦争 X』を阻止するために」

『平和運動』604 号、2021 年８月。 

なお、藤岡のホームページにアクセスすると、藤
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http://eco-economy.ever.jp/wp/． 
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Ａ２-２ ビキニ・太平洋核実験と市民認識 

 

濵田 郁夫、Hamada Ikuo (太平洋核被災支援センター共同代表・高知支部) 
 
１．はじめに 
 ビキニ問題はなぜ室戸では語られなくなったの

か。そして、そのことはどういう意味を持ってい

るのか。核兵器使用の危険性がリアルな問題とし

て表れている今、核兵器とどう向き合っていくの

かを考えるうえでも重要な課題である。 
 
２．ビキニ問題はなぜ語られなくなったのか 

ビキニ問題はなぜ語られなくなったのか。この

問いに対して元船員の久保さんは次のように答え

る。「室戸はマグロ漁で支えられていた。そのマ

グロが汚染魚ということで売れなくなると、室戸

の経済は困ってしまう。そういうことがあり、当

時は言われんということになっていた。」また、

ある船員の家族の方は「船主さんに悪いのでこの

ことは言わないでほしい」という言い方をした。

これは、責任問題を考える時に、その危険なこと

がわかりながら、その漁場に行った船主に責任が

あるのではないかということを暗に語っている。

こういう空気感もあったのだろうか。また、当時

室戸の船員組合の書記をされていた崎山さんは

「当時は、このような政治的な問題になりかねな

いようなことを語っているとアカと言われて、船

に乗ることはできなかった。そういう時代です。」

ということを語っている※1。 

 このような話を聞くと、当時はとてもひっそり

としていたようにも思えるのだが、実際当時はど

のような空気感だったのだろうか。当時の新聞記

事を頼りに当時の状況をつかんでみたい。 

 

３．当時の状況 

（１）1954 年の状況 
 第五福竜丸が焼津港に入港したのは 3 月 14 日

であり、このことを読売新聞がスクープしたのは

3 月 16 日であった。その 1 か月後の 4 月 16 日高

知新聞は「本県関係被害者の座談会」(高知新聞

昭和 29 年 4 月 16 日)を行っている。参加者は、

船主や漁労長さらにカツオマグロ協同組合のメン

バー9 人であった。話された内容は、経済的な打

撃が大きい。被害の補償を求めたい、という趣旨

がほとんどであった。 
 1954 年は、水揚げした魚はすべて検査して 100
カウント以上のものは廃棄処分となった。その意

味では経済的な打撃が目に見えてあったのであろ

うことは推測できる。 
4 月 10 日にはみさき丸の入港が報じられてい

る。記事によると、みさき丸はビキニから 2200
マイル(約 4000㎞)離れていたのに、船長の頭から

200 カウント、船体から 140 カウントなどが検出

された。漁獲したマグロ 7000貫（26tあまり）は

異常がないことが認められたので販売が許可され

たが、今後「南太平洋のマグロ漁場はほとんど全

部が危険になる。」とのコメントも見られる(高知

新聞昭和 29 年 4 月 10 日)。 
5 月の段階で県漁連の会長は「本件の被害は 8
億円」という試算を発表した(高知新聞昭和 29 年

5 月 8 日)。1954 年発行の高知新聞の記事を「水

爆実験」のワードで検索すると 78 本の記事がヒ

ットした。その多くはこのように損害補償をめぐ

る問題であった。 
第五福竜丸の久保山愛吉さんが亡くなったのは

9月 23日であった。久保山さんをめぐっての記事

では「原水爆の禁止に努力せよ」(高知新聞昭和

29 年 9 月 25 日)などの主張が多くなる。アメリカ

は、当初補償増額の姿勢を見せていたが、それ以

降は責任回避の方向に転じ、1955 年 1 月 4 日にか

わされた日米の合意文書ではアメリカ側が 7 億
2000 万円の「見舞金」ですべてが終わりと合意

されている (高知新聞昭和 30 年 1 月 5 日)。 
（２）1955年の状況 
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1955 年はこの補償をめぐっての動きが多くな

る。そして複雑になる。「県水産課の集計による

と本県漁船の被害は廃棄分だけでも総額は 9 億
2000 万円を上回っている。…県としては本県被

害の全国比率を考え、米国の補償決定に基づく政

府の全国補償割当ワク 7億 2千万円の 30％弱にあ

たる 2 億 5000 万円を要求する方針で、強力に運

動することになっている」(高知新聞 1955 年 1 月

9日)。高知県のこの姿勢は「仕方ない」というあ

きらめの空気を生み、誰も補償してくれないなら

自分たちで損失分を挽回するしかない、というこ

とで、マグロ船は先を争うかのように核の海に出

漁していくのである。 
ちなみに、日本政府に対しても融資も含めて補

償の攻防が繰り返されている。しかしながら、全

体的な核実験に反対するトーンは下がり、記事の

数も 17 本と減少している。 
（３）1956年の状況 

アメリカは 1956 年 3 月 1 日に「ビキニ環礁で 4
月 20 日ころから実施する原水爆実験のために危

険区域を定め船舶の航行を禁止する」と発表した。

県内ではこのことに対する怒りが持ち上がってく

る。3 月 3 日の高知新聞では「わき起こる怒り、

人道にもとる横暴」という見出しを付けた(高知

新聞昭和 31 年 3 月 3 日)。3 月 5 日には高知県議

会が政府に対して原水爆実験の禁止を求める意見

書を可決した(同昭和 31 年 3 月 6 日)。4 月に入る

と水産漁商関係団体も含む「原水爆反対国民大会」

が水爆実験禁止を決議している(高知新聞昭和 31
年 4 月 18 日)。 
（４）1957年の状況 

1957 年にはイギリスがクリスマス島で核実験

を実施する。1 月にその通告がおこなわれるが、

高知県内の漁業関係者からは「断じて反対 核実

験」と怒りの声が上がった(高知新聞 1957 年 1 月

13 日)。この年は国内を上げての大きな核実験反

対運動が展開される。特に高知県では「抗議船」

をめぐって、1 月～6 月ころまでは連日のように

新聞紙上をにぎわしている。 
核実験反対運動は県内では「高知県クリスマス

島水爆実験阻止実行委員会」(会長 溝渕知事)が
中心になり大きく展開された。2月 25日には室戸

岬町で県下初の反対大会が、町長はじめ 300 人が

集まりおこなわれた。3 月以降はクリスマス島で

の核実験に抗議船を出すという取り組みが持ち上

がり、そのことをめぐって大きな盛り上がりをつ

くった。4 月 14 日の高知新聞では「県下 70 の市

町村の 80％が議会で実験阻止の要請決議」(高知

新聞昭和 32 年 4 月 14 日)と報じられている。し

かし抗議船については、原水協の中央組織の中で

の反対の動きも起こり「抗議船はご破算か」と報

じられ、急速にトーンダウンしていった(同昭和

32 年 4 月 21 日)。最終的には室戸岬船員同志会が

「漁民は実験台ではない 海上で原水爆反対デモ」

を行うにとどまった(同昭和 32 年 5 月 26 日)。 
 

４．室戸住民の意識 
 このように県内外で運動は盛り上がったが、

現地ともいえる室戸の表情はどうであったのか。

高知新聞は 1956 年に「基地室戸の表情」(高知新

聞昭和 31 年 4 月 23 日)、1957 年には「水爆実験

阻止運動の現状と背景」(高知新聞昭和 32 年 4 月

29 日)という特集記事を掲載している。そこには、

運動と生活とに挟まれた苦しみのようなものが語

られている。 

 
５．まとめと課題 
以上みてきたように、ビキニ事件をめぐっては、

大きな反対運動が展開されつつも、室戸では生活

の問題も絡み大きな運動になっていない。もう一

つ核実験で身体にどのような影響が出てくるのか

という問題があまり語られていないということに

も気が付く。それは、この室戸の漁民たちの被曝

は体内被曝であり表面的にはわかりにくいという

問題があった。逆に言うと、この内部被曝の問題

が明らかにされていなかったことが被曝をより広

く深いものにさせたと言うことができるだろう。 
 

※１ 映画「放射能を浴びた X 年後」(伊藤英朗監

督 2012) 
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Ａ２-３ ロシアの核兵器近代化の現段階 
 

冨塚 明、Tomizuka Akira（長崎大学） 
 

１．はじめに 
 2022 年 2 月 24 日にウクライナへの軍事侵攻に

踏み切ったロシアのプーチン大統領は、戦略核部

隊に「特別警戒」を命令し、前後して核弾頭搭載

可能な兵器による軍事演習を行った。同年 9 月に

も核兵器使用を示唆し、「これはハッタリではな

い」と強調した。その上でウクライナ東部・南部

の４州の「併合宣言」を行い、ウクライナ側の奪

還作戦はロシア国土への攻撃だとして核兵器使用

も辞さない構えをみせている。 
 本稿ではロシアが執拗にその使用をちらつかせ

る核兵器の近代化の現状について報告する。 
 
２．ロシアの核兵器ドクトリンの劣化 
 これまでロシアは、核兵器使用を「核などの大

量破壊兵器で攻撃された場合及び通常兵器による

攻撃で国家の存立が脅かされた場合に限る」とい

う原則を示してきた。ところが2020年6月の「核

抑止力の国家政策指針」で、これらに加えてその

第一にロシアに向けた、核／非核を問わず弾道ミ

サイル発射の確たる情報が入った場合を挙げて、

核兵器使用基準を引き下げた。今回の事態ではさ

らに敷居を下げ、通常兵器による一般的な攻撃に

対しても核兵器使用を示唆するにまで変貌した。 
 
３．ロシアの核兵器近代化計画 
 ロシアは、旧ソ連時代の老朽化した核兵器シス

テムの刷新を続けている。現在は全体としてその

後期段階にあり、2021 年末における戦略核の

「近代化率」は 89%といわれている。これに加え

てロシアは米国の「ミサイル防衛」への対抗を含

め、従来概念を超えた新型兵器開発も進めている。 
 2022年 2月時点のロシアの核弾頭保有数は作戦

配備 1,588、作戦外貯蔵 2,889と推定される。内訳

は戦略核 2,565（ICBM 1,185、SLBM 800、爆撃機 
580）、戦術核 1,912 である 1)。これらに加え、解

体・退役待ちの弾頭が約 1,500 あるとみられてい

る。ロシアの核戦力は米国とは異なり、かなり不

透明な部分がある。しかもロシアの核弾頭及びそ

の更新に関する情報は、数量以外まったくといっ

ていいほど見当たらない。 

(1) 原点は「ミサイル防衛」への対抗 
 ソ連は 1980 年代に米国の「ミサイル防衛」（当

時は SDI：戦略防衛構想）を回避する新型 ICBM
の開発に執着した。米国の核戦力との均衡を保ち

つつ、老朽化する ICBM の更新を図るためである。

それがロシア政府となって初めて製造されたトー

ポリ M（単弾頭）である。探知や迎撃を避ける

ためにエンジンの燃焼時間を短縮し、「軌道可変

弾頭 (maneuvering warhead)」を搭載した（その機

構は現在でも不明）。その後、ロシアはトーポリ

M を改良して多弾頭化したヤールスを開発した。 
 新素材開発によって軽量化された大型 ICBM サ

ルマートは最大 16 発の核弾頭を搭載可能で、相

手国に大量の核弾頭を打ち込むことで迎撃確率を

下げることを狙っているものとみられる。また射

程距離を大幅に伸ばし、南極上空を経由して「ミ

サイル防衛」網の手薄なメキシコ湾方面からの攻

撃ができるともいわれている。 

(2)核兵器システムの刷新 
(a) ICBM 
 旧ソ連時代から残る ICBM のうち、固定サイロ

式の RS-18 及び道路移動式の RS-12M はそれぞれ

ヤールスの固定サイロ式及び道路移動式で順次置

き換えられている。RS-18 自体はすでに退役した

とみられ、RS-12Mも 2024年までにはすべて換装

される計画である。 
 また固定サイロ式の大型 ICBM RS-20V も、そ

の運用年数が切れる 2027 年までに、開発中のサ

ルマートですべて置き換える計画となっているが

最初の飛行テストは 2022年 4月と遅れている 2)。 
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(b) SLBM と戦略原潜 
 ロシアは旧ソ連時代に配備が完了していたカリ

マール型戦略原潜とソ連崩壊前後に就役したディ

リフィーン型戦略原潜を、2013 年から配備を開

始した新型のボレイ型戦略原潜で順次置き換えて

いる。すでに 3隻のボレイ I型が就役し、カリマ

ール型 3隻は退役した。静音性などを向上させた

改良型のボレイ II型も 2隻が就役し、5隻が建造

中である。 
 トーポリ M を SLBM 用に転用したものがブラ

ヴァーであり、2013 年からボレイ型での運用が

開始された。３段式ミサイルの第３段を固体燃料

エンジンから液体燃料エンジンに変更することで、

軌道可変弾頭を分離する際の機動性を向上させて

いるとみられる。 
(c) 戦略爆撃機と巡航ミサイル 
 ロシアは旧ソ連時代末期から運用している戦略

爆撃機の Tu-95MS と Tu-160 を合わせて約 70機保
有しているが、いずれも近代化改修を行って運用

延長を図っている 。その一方で亜音速の長距離

ステルス爆撃機PAK・DAの開発に着手し 2030年
までに本格生産を行う計画である。また旧ソ連時

代に開発された空中発射巡航ミサイル Kh-55SM
の後継として、高ステルス性の長距離巡航ミサイ

ル Kh-102 の配備が開始された。 
(d)戦術核兵器 
 ロシアが保有する戦術核兵器は 1,910 発程度で、

米国の 200 発に比べるとかなり多い。しかも多種

多様であり、そのミサイルの多くが通常弾頭も核

弾頭も搭載できる両用型となっている。ロシアは

この分野でも、ゆっくりとしたテンポではあるが

着実に近代化を進めている。 

(3) 極超音速兵器システム 
 2018 年 3 月、プーチン大統領は年次教書演説

で、従来とは全く異なる概念の核兵器システムを

開発中であることを明らかにした 3)。また2020年
7 月のロシア海軍記念日には海軍への極超音速兵

器などの配備を表明した。これらは新しい技術を

利用して米国の「ミサイル防衛」システムを回避

／突破するために開発されてきたものである。 
(a) 空中発射極超音速弾道ミサイル 
 キンジャールは核／非核両用型の短距離弾道ミ

サイルのイスカンデルを転用したもので、改造さ

れたミグ31K迎撃戦闘機に搭載される。高高度か

ら超音速で放たれた後にミサイルが点火し、マッ

ハ 10 に達する。慣性航行／衛星測位と取り付け

られたフィンにより軌道を変えられる。射程は戦

闘機の航続距離を加えて 2,000 km。2021 年末に

は戦闘機部隊が配備され、今回のウクライナ侵攻

の中で初めて実戦使用された。 
(b) 極超音速滑空弾 
 アヴァンガールトは ICBM の RS-18 をブースタ

ーとして十分な高度に打ち上げられた後、大気に

再突入して空気から受ける力によって滑空する。

衛星と逐次データリンク・通信を行って「ミサイ

ル防衛」網を完全にかいくぐり、戦略的に重要な

施設を破壊する。核／非核両用型で、スピードは

マッハ 20 に到達する 。すでに量産体制に入り、

2021 年末までに第１連隊（6 基）が実戦任務につ

いた。サルマートにも複数のアヴァンガールトを

搭載する計画である。 
(c) 極超音速巡航ミサイル 
 ツィルコンはミサイル巡洋艦の垂直発射装置か

ら発射する通常兵器として開発されてきた極超音

速巡航ミサイルで、将来的には核弾頭を搭載する

と推測されている。ツィルコンは、最初は固体燃

料で飛行し、次いでスクラムジェットで推進する。

スピードはマッハ 9 に達し、射程は 1,000 キロメ

ートル以上とみられる。今回のウクライナ侵攻の

最中に発射テストを行っている。 
 
参考文献 urlの閲覧は 2022.9.27  
1) Kristensen, Hans M. & Korda, Matt: “Russian nuclear 

forces, 2022,” Bulletin of the Atomic Scientists, 78:2, 98-
121, DOI: 10.1080/00963402.2022.2038907. 

2) Trevelvan, Mark: "Russia tests nuclear-capable missile that 
Putin calls world's best," Reuters, April 20, 2022, 
https://www.reuters.com/world/europe/russia-tests-new-
intercontinental-ballistic-missile-2022-04-20/ . 

3) Vladimir Putin, "Presidential Address to the Federal 
Assembly," March 1, 2018, 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957 . 
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Ａ２-４ 経済安全保障「砲」が狙う平和の砦（大学等） 

内閣府主導の軍事研究体制 

 

井原 聰、Ihara Satoshi（東京支部・個人会員） 
 
はじめに 
「経済施策を一体的に講ずることによる安全保

障の確保の推進に関する法律」（以下、経済安保

法と略す）が成立し、「経済安全保障法制に関す

る有識者会議（2022 年度～）」（以下有識者会議

と略す）が発足し(2022.7.25)、パブリックコメ

ント（2022.7.27～8.25）が実施され、中間まと

めが 9月 12 日に出され、中間的な基本方針案（7

か所の修正のみ）、二つの中間的な基本指針案

（８および４か所の修正のみ）が提案された。こ

のレジュメ締め切りの数日後最終的な基本方針、

基本指針が閣議決定され、実施に移される見通し

である。また新たに「サプライチェーンの調査に

ついて」、「経済安全保障重要技術育成プログラム

に係る研究開発ビジョン プログラムの対象とす

る領域と重点的な先端技術分野（第一次）（案）」

（経済安全保障推進会議、統合イノベーション戦

略推進会議）が矢継ぎ早に提起されている。 

経済安保法を経済施策とみる向きが多いが、軍

事技術研究開発を法制的に整備した側面をもつも

ので、日本の学術研究体制に大きな影響を及ぼす

可能性があり、今後厳しい監視が求められる。 

１．政権党の怒涛の攻撃 
日米安全保障協議委員会(「2＋2」)は共同発表

（2022.1.7）で「人工知能、機械学習、指向性エ

ネルギー及び量子計算、重要な新興分野」「極超

音速技術に対抗するための将来の協力」「共同研

究、共同開発、共同生産、及び共同維持並びに試

験及び評価に関する協力」「調達の合理化及び防

衛分野におけるサプライチェーンの強化」に関す

る協力を強調した。 
自民党政務調査会宇宙・海洋開発特別委員会

(2022.4.14)は「安全保障における宇宙利用につい

て－防衛戦略三文書の改訂に向けて－」で「同盟

国・友好国と連携した宇宙監視能力・宇宙対処能

力の整備を進めることも必要」「宇宙安全保障予

算を毎年 2000 億円」および「防衛戦略三文書の

改訂」を提言した。 
自民党安全保障調査会は「提言」（2022.4.21）

で専守防衛を破棄し、敵基地攻撃能力を反撃能力

に言い換え、スタンド・オフ防衛能力、宇宙・サ

イバー・電磁波領域への拡大、攻撃目標のミサイ

ル基地を指揮統制機能等に替え、「攻撃に対処す

る」を「攻撃を抑止し，対処する」に替え、防衛

装備移転三原則を見直し、防衛費対GDP比 2％増
額に言及し、自民党は平和陣営への怒涛の攻撃を

展開している。 
２．産官学自一体の学園都市づくりと DARPA 型
研究機関の創設提言 

さらに自由民主党国防議員連盟は「産官学自一

体となった防衛生産力・技術力の抜本的強化につ

いての提言」(2022.6.14)を発した。産官学自の自

は自衛隊の自である。ここまで露骨な表現には驚

きを隠せないが、日本学術会議を説き伏せ、政府

も大学を活用せよとの意気込みの表明でもあった。

もっとも経済安保法の一つの基本方針と４つの基

本指針とにかかわって、7月 25日に開催された有

識者会議（2022 年度～）」に提出された資料 3
「経済安全保障推進法の審議・今後の課題等につ

いて」（内閣官房経済安全保障法制準備室、

2022.7.25）には、4 分野ごとの論点として「軍事

技術開発への研究者の動員」という文言も登場す

る。経済安保法の国会審議中は隠し通してきた先

端技術の公的利用（軍事利用）であったが、法律

の成立とともに自民党と一体となって官までが先

端技術の軍事利用を公然と述べ始めている。 
この議連の提言はもっとすごい。「政府は防衛

予算における研究開発予算を大幅に拡充し、来年
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度以降少なくとも 5,000 億円以上を確保し、5 年

以内に、1 兆円程度を確保すること」、防衛産業

のテコ入れで「産業等の調整計画の大綱」の策定、

先端技術の収得は安全保障の一丁目一番地だから

各省庁で分散している研究開発をとりまとめる司

令塔をつくれ、産官学自が一体となって連携でき

る学園都市のようなものをつくり、DARPA のよ

うな研究所をつくれ、というのである。 
３．経済安全保障推進法の枠組み 

 
この法律は枠組みだけを国会で審議し、詳細

は政省令で決めるという、政権党に白紙委任する

もので、上表の中のⅠ～Ⅳの施策に対して 138項
目の重要案件を今後府省令で決めていくという。 
４．内閣府主導の軍事研究体制 

内閣府に 8 月 1 日設置された「経済安全保障推

進室」は国家安全保障局（NSS）とともに経済安

保政策の司令塔機能を果たしていくことになる

（下図）。軍事利用可能な先端科学技術分野を監

視し、国家予算で研究されているものに関しては

特定重要技術と判断される研究には罰則付きの守

秘義務を付した官民協議会を組織し、社会実装ま

で官民が伴走するという。特定重要技術の定義は

なく、内閣がその都度、適宜判断するという。ど

のようなケースが出現するのかを厳しく監視する

必要がある。さらに政府が立ち上げ民間に設置す

るシンクタンクが「経済安全保障重要技術育成プ

ログラム」に関与するだけではなく、政策提言ま

で図るという。専門家（有識者）の知見を借りる

としているが、政府の意向を受けた専門家はもは

やピアレビューではない。CSTI がすでに内閣府

によって政府や産業界のための科学技術政策を打

ち出す機関となり、学術会議や学術界は等閑視さ

れている。内閣府や CSTI に、軍事研究推進の機

能が付加されたことは重大である。 
おわりに 
現在きわめて流動的に事態が進行しているので

予断を許さない。経済安保法の成立により軍事技

術研究が合法化され、先端技術にシフトした巨費

の投入により科学・技術の発展に大きなゆがみと

規制がかけられる。アカデミアに確実に浸透する

軍拡路線に抗する大運動が不可欠であろう。

 

経済安保法の主な枠組み
提言の主な柱 条 主な内容

第 1章 総則 1-5 目的、基本方針

戦

略

的

自

律

性  

Ⅰ 第 2 章  
サプライ
チェーン多
元化・強靭化

6-48

基本指針、特定物資の管理・支援・統制（半導体、
蓄電池、医薬品、パラジウム、クラウド、肥料、船
舶関係等）官民癒着・忖度、事業者への天下り、ア
メと鞭の危険性

Ⅱ 第 3 章
基幹
インフラ　　　  　
供給・確保

49-59

基本指針、特定社会基盤事業（①電気 ,②ガス ,③石油 ,
④水道 ,⑤鉄道 ,⑥貨物自動車運送 ,⑦外航貨物 ,⑧
航空 ,⑨空港 ,⑩電気通信 ,⑪放送 ,⑫郵便 ,⑬金融 ,
⑭クレジットカード）、特定重要設備の管理・統制、官
民癒着・忖度、事業者への天下り、アメと鞭の危険性

戦
略
的
不
可
欠
性

Ⅲ 第 4 章
技術基盤 60-64

基本指針、特定重要技術の定義なし（先端技術・機
微技術の研究開発）  罰則付き研究協議会・シンクタ
ンク等による研究情報管理、研究の遂行管理、官民
伴走→社会実装（軍民）、国費による先端技術研究は
監視の対象となりうる。研究の自由・発表の自由の制
約が起こりうる。

Ⅳ 第 5 章
特許非公開 65-85 基本指針、秘密特許（特許の非公開）恣意的運用の危険性、研究の自由・発表の自由の制約が起こりうる。

第 6章 雑則 86-91
第 7章 罰則 92-99 26ヶ条の罰則規定あり
附則　1-11 附帯決議 1-17

42



日本科学者会議第 24 回総合学術研究集会 in 大阪予稿集 
 

Ａ２-５ 軍事同盟―破局へと向かうか、不戦・平和、人間生存の 

環境・条件を護るか 

志岐 常正、Shiki Tsunemasa（京都支部） 
 
１．はじめに 
 プーチンのウクライナ侵略で日本の多くの人び

とが受けたショックには、一つの短絡的な勘違い

が関係している。プーチンは、ウクライナが軍備

を持たないから、あるいはNATOに入っていない

から侵攻したのではない。アメリカや西欧の対ロ

シア軍事包囲編の拡大に怖れ、ウクライナまでが

NATO に加盟しようとするのを阻止しようと決意

したのだ。逆に、ウクライナがろくに軍備を持た

ずとも、中立的立場をとっていたら、プーチンは、

ウクライナに侵攻する理由（口実？）を見いだせ

なかっただろう。 
 
２．日本に“危機”を引き込むな 
 戦争は仮想敵国の設定にはじまり、軍拡競争で

リスクをつくり、軍事同盟でそれに連鎖性を与え

大きくする。これは法則的である。たとえば太平

洋戦争の淵源は、日ロ戦争のすぐ後の仮想敵探し

にある。詳しくは別に記したのでそれを参照願い

たい（志岐：投稿中）。 
 政府や与党は、これまでも、ロシア其の他の近

隣諸国を仮想敵視してきた。とくに、プーチンの

ウクライナ侵略開始以来は、今にも日本に侵略が

及ぶかのようなことを言って危機意識を煽り、大

軍拡を進めようとしている。参院選の投票にも影

響したと思われる。マスコミの世論調査でも、初

めて改憲意見が護憲意見を上回った。しかし、実

際には、今の今、日本列島に侵攻してくる“敵”

が何処にいるのか？ ロシア、北朝鮮、中国など

近隣の国々を具体的に挙げて、それぞれの政治家

が置かれている実情と立場を検討してみると、今

日本を攻撃、侵攻しようと計画している国など、

どこにもないことがすぐ分かる（志岐：投稿中）。 
そもそも、日本列島は、特殊な敵対関係でもない

限り、攻撃して意味がある島ではない。何処の国

にせよ、日本列島へ攻め込んで占領しても、何も

得るものはない。昔は、日本は黄金を産する夢の

島として、地中海地域にまで伝えられたことがあ

った。明治時代には銅を輸出はした。鉄は中国地

方などで造られたりしたが、日本国内の需要をま

かなう程度に過ぎなかった。唯一挙げるとすれば

人間だろう。その勤勉さには定評があったという

わけである。東北地方地震津波災害の発生の後に、

ある外国人が、“日本人は、これまでいくら打ち

ひしがれても必ず立ち上がった。今度もそうする

に違いない”と言ったそうだ。なるほどと言いた

いところだが、これまで日本は超老人社会になっ

たことはあるだろうか。今後災害が打ちつづき、

新しいウイルス感染も繰り返す怖れがあることは

否定できない。21 世紀後半には、住む者は老人

と障害者、福祉・介護関係者ばかりという状態に

なりかねないが、それでも、人びとは個人の尊厳

を保持して平和に暮らせるだろうか。 
 外国との軍事的突っ張り合いや紛争など、して

いる余裕はもうない。今の岸田内閣は、このこと

を知っていて不思議はないが、やっていることは

真逆と言わざるをえない。アメリカは、NATO 軍

事同盟をアジアにも拡げようという動きを強めて

いる。首相はこれに積極的に加わろうとしている。

「軍事対軍事」の対抗のエスカレートへの参加。

これこそが、日本に戦争を引き込み、さらに、人

類文明の破局に通ずる大戦を、世界に拡げる途で

ある。 
 
３．世界は、戦争などしておれる状態か 
 ここで関連して指摘しよう。軍事的紛争や戦争

は、言うまでもなく、一般論として政治と経済戦

の延長であり、今の世界では、狭くなった地球で
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のパイと覇権を廻る“自由”な争奪戦の一つの形

をなしている。経済的利益と生活の便益の追及は、

必然的に各地各種の公害、環境問題を創出した。

この問題は、20 世紀の終わり頃から多くの人び

とにより反省され、国際的諸委員会でも討論され

るに至った。ところがその後、おのれの工学的能

力拡大にうぬぼれ直したのか、自然の力を無視し

た自然改変がすすめられ、それに関わる超異常気

象やウイルス蔓延などが絡みあって、人類の生存

環境の破滅リスクが深まっている。驚いたことに、

このような事態に関する問題意識が、近年、世界

的に弱まるどころか、日本を含むいくつかの国々

で、事実上無視されつつあるように思われるが、

どうだろうか。 
 軍事問題に限っても、近年、同様な状況が発生

しているように思われる。キューバ危機の際のケ

ネデイー、フルシチョフは、自分がどんなキーを

持っているかを知っていた。ゴアやゴルバチョフ

は、人類が自らの生存の危機を造りつつあるとい

う“認めたくない真実”を認めていた。一方、毛

沢東は、核を非常に大きい爆弾ぐらいにしか理解

していなかったようである。その後の世界の大国

の指導者の考え方は、多様化しかつ劣化した。世

界全体に関して見れば、核戦争は犯罪とされ、核

廃絶は今や国連の大多数の国々が批准して、それ

を核保有国に要求する問題となった。だが問題は、

唯一の被爆国日本の首相の煮え切らぬ態度と、ロ

シアの国連での発言である。この発言は、基本的

に政治・外交的不利を承知で軍事的観点からなさ

れているように思われる。 
 
４．戦争では、一般の市民が悲惨な目にあう 
 軍は一般国民を護らない。このことを、太平洋

戦争での沖縄戦に際し、県民が思い知らされた。

およそ、戦争では、多くの一般国民、市民が悲惨

な目にあう。市民が軍に護られることは稀である。

何故だろうか。 
 そもそも、戦争を始める者の目的が問題である。 
 よく指摘されるが、プーチンが護りたいのは、

ウクライナ在住の“ロシア国民ではなく、自分の

偏狭な民族主義的愛国心を満足したいのだとしか

見えない。 
 太平洋戦争で軍が護らねばならなかったのは国

民ではなく万世一系の国体であった。一方“打て、

打て、打て”の戦闘現場の兵にとっては、市民に

構ってはいられないのが現実である。 
 
５．不戦・平和への途 
 戦争に反対し、政治家にこれを起こさせないよ

うにするにはどうするか？ 簡単に言えば、政治

権力をして、上記、戦争への法則的途を歩ませな

いことである。「軍拡に対する軍拡」では、国の

安全を保証出来ないことを説明し、大多数の共通

理解にすること、政府に、隣国に対する安易なレ

ッテル張りや仮想敵呼ばわりを止めさせること、

平和憲法の世界的意義を訴えつつ、軍事同盟反対

を現実化することがその要である。 
 だが、これらを単に主張し訴えるだけでは、多

くの国民の納得を得て、その不安を解消するのは

困難ではないだろうか。もっと積極的で具体的な

提起、提案をすることが必要と思われる。この問

題に関しては、最近、別に論じたので（志岐：投

稿中）、見ていただくようお願いしたい。 
 
附記 
 元職業軍人の卵として、筆者が付言したいこと

がある。戦争に反対・阻止するためには、戦略、

戦術、武器に至るまでの、軍事の研究が必要であ

る（もちろん「軍事研究」のことではない）。 
 前大戦までの戦争準備には、戦争リスクを高め

ただけでなく、戦争に勝つためにもナンセンスな

ものが少なくなかった。戦艦大和の巨弾は、さっ

ぱり敵艦にあたらなかった。その艦体は、特攻に

至れず、3,000余将兵の棺桶となった。 
 こんな無念な“無駄”ならまだ良い。多くの将

兵が軍事目的から見ても無益に命を落すのが戦争

である。ロシアのウクライナ侵攻のはじめにもそ

れが見られた。太平洋戦争では、多くの兵卒が遺

棄され餓死した。これなど、大本営の戦略的誤り

というより犯罪である。 
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Ａ２-６ 地方自治の保障と地方分権改革(1999年)・国の関与の問題点 

―辺野古争訟における国地方係争処理委員会の諸決定に着目して 

 

徳田 博人、Tokuda Hiroto（琉球大学） 
 
沖縄県及び県民にとって、辺野古争訟とは、沖

縄県や知事（故翁長知事及び玉城知事）が、辺野

古新基地に反対する住民運動や基地被害に苦しん

でいる県民の思いを受けとめ、辺野古新基地建設

に反対し、辺野古埋立承認の取消しや裁判闘争な

ど、地方自治の実践を通して民主的国家を形成し、

日本を真の民主的国家とすることで基地問題の解

決（安保政策の転換）を図ろうとする裁判等の闘

争である。これに対して、国にとっての辺野古争

訟とは、国が自ら設けた地方自治法（＝地自法）

上の国の関与の制度を使って、あるいは行政不服

審査法（＝行審法）を用いて、地方自治の法原理

や法治主義を破壊する裁判等の闘争である。 
以上の認識にたち、本報告では、国地方係争処

理委員会（＝係争委）が地方自治の実現、特に、

国と自治体の対等平等性の確保を実現するための

第三者機関として 1999 年地方分権改革で新たに

設置された組織であるにもかかわらず、自らの存

在理由を否定する決定すらも行う現状を紹介し、

そのような係争委の行動の要因を考察する。 
１．問われる係争委の存在理由 

(1) 辺野古争訟の３つの局面 
本報告では、辺野古争訟を 3 つの局面に分ける。

第１の局面は、2015 年 10 月の埋立承認職権取消

しから 2016 年 12 月 20 日最高裁判決までで、係

争委の決定が 2 回ある。第 2 の局面は、先の最高

裁判決以降で、特に、大浦湾側の軟弱地盤の存在

が明らかになり、埋立承認の撤回以降で、係争委

の決定が３回ある。第 3 の局面は、沖縄防衛局

（＝沖防）が軟弱地盤の存在を自認する埋立変更

承認申請以降、特に沖縄県による変更不承認決定

以降で、係争委の決定が２回ある。全ての局面に

おいて沖防は、私人の立場で行審法に基づく執行

停止決定または当該処分の取消裁決を求める適格

性を有しているのか（私人なのか）が争点となり、

これを扱った係争委決定は、全てこれを肯定した。 
(2) 辺野古争訟における第３の局面の特徴 
第１及び第２の局面では、沖防は、沖縄県が本

件承認処分の効力を取消したことから、埋立承認

の効力を回復して埋立工事を進めるために、担当

大臣に行審法に基づく執行停止決定または当該処

分の取消裁決を求めた。これに対して、サンゴ礁

採捕許可申請に対する沖縄県の不作為等に対して

は、沖防は行審法を用いることはせず、農林水産

大臣に"地方自治法に基づき許可せよ"という是正

の指示を用いさせた。 
これまでの局面からすると、第 3 の局面では、

本件設計変更申請の不承認が問題となることから、

沖防は行審法を用いることなく、大臣の是正の指

示のみを行うと思われた。しかし、国は、行審法

を用いて本件不承認処分の取消裁決（＝「本件裁

決」）をし、それと連動して"地自法上の変更承認

せよ"という是正の勧告・指示をした（裁決と是

正の指示の連結）。それによって、国は、本件裁

決の拘束力に沖縄県知事が拘束され、沖縄県はそ

の後の係争委では本件不承認の理由を主張するこ

とが制限されると主張した。 
(3) 第３局面の係争委決定の論理展開 
第３局面における係争委決定は、次の論理展開

で国の主張を認めた。①本件裁決は行政行為であ

り公定力がある。権限ある機関が取消すまで有効

であり、従って、行審法 52 条 1 項の拘束力が関

係行政庁に及ぶ。②沖縄県（知事）に本件裁決の

拘束力が及び、係争委審査において不承認決定と

同一理由等を主張することができない。③係争委

も沖縄県知事に本件裁決の拘束力が及ぶことを前

提に本件審理を行う。④沖縄県知事は、本件不承

認処分の理由以外の理由を主張していないから沖
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縄県の審査申出を棄却する。 
(4) 第３局面の係争委決定の問題点 
憲法上、国と自治体は対等平等関係である。地

方分権改革は、憲法の趣旨を実現すべく、国と自

治体の関係を上下関係とした機関委任事務制度を

廃止し、国と自治体の関係を対等平等関係とする

法整備をした。県と国が裁判で争う場合、どちら

かの決定が有効という前提になれば対等性が崩れ、

地方自治が侵害されることになる。憲法や地方自

治の本旨に適合する解釈なら、少なくとも判決が

確定するまでは裁決の拘束力はなくなるとすべき

である。機関委任事務を前提とした職務執行命令

裁判においてでさえ、最高裁は、国の命令に自治

体が拘束されるとはせず、司法審査をしている。

いわんや、分権改革を実効化するための係争委や

裁判所の審査において、係争委や沖縄県が国交相

の裁決に拘束されるとする解釈は誤った解釈であ

り、今後の裁判で訂正されなければ、係争委や司

法の自己否定であり、地方自治の否定でもある。 
２．係争委の諮問機関性と分担管理原則 

 係争委が地方自治及び自己を否定する要因を２

点指摘する。係争委の諮問機関性と、係争委の解

釈を制限する分担管理原則という考え方である。 
(1) 国の関与の仕組みにおける係争委の法的地位 
 係争委は、地方公共団体に対する国の関与につ

いて国と自治体の間の争いを処理することを目的

に、総務省に置かれる合議制の第三者機関（裁定

機関ではなく諮問機関）であり、委員会は、両議

院の同意を得て総務大臣が任命した 5 人の委員で

構成される。委員の任期は 3 年。 
法定受託事務に関する是正の指示がなされた場

合は、地方公共団体（自治体）はそれに従う法的

義務を負うが、これに不服がある場合には、自治

体の長は、是正の指示から 30 日以内に係争委へ

審査の申出をすることができ、その審査・勧告は、

是正の指示が違法でない場合は、国の行政庁及び

自治体の長にその旨を通知され、是正の指示が違

法である場合には、国の行政庁に対し必要な措置

を講ずべきことが勧告され、自治体の長に通知す

る。なお、当該勧告に国の行政庁は拘束されない。 

自治体の長は、係争委の審査結果等に不服があ

れば、審査結果の通知から 30 日以内に是正の指

示の取消しの訴えを提起することができ、国の行

政庁が上記勧告に従わない場合にも自治体の長は

是正の指示の取消しの訴えを提起できる。是正の

指示を行った大臣は、是正の指示に係る措置を講

じない自治体の長が是正の指示に対し審査の申出

をしないとき、審査の申出をし、その結果等が通

知されても是正の指示の取消しの訴えを提起しな

いときは、自治体の不作為の違法確認の訴えを提

起できる。係争委の勧告には法的拘束力がないこ

とから、係争委の勧告自体が裁判所で争われるわ

けではない。この点につき、係争委は諮問機関で

あり、法的拘束力のある決定を行えない機関だか

らこそ、何ら遠慮することなく、正しいと考える

法の解釈・適用を公にすべきであるともいえる。 
(2) 係争委の個別法の解釈権と分担管理原則 
係争委は、分担管理原則を前提にして、個別法

の解釈・法運用を行っているように思われる。分

担管理の原則とは、各省の所掌事務はその主任の

大臣が分担管理し、各省大臣がその分担管理する

所掌事務に関する最終責任者である、という考え

方である。これに基づくと、公有水面埋立法は国

交省が分担管理しており、埋立行政の最終責任者

は国交相であるから、係争委が国交相と異なる解

釈をすることは、省庁（大臣）の法令解釈権を侵

害することになる。これに対して、各自治体には

各省庁と同等の固有の法令解釈権があり、省庁の

解釈と自治体の解釈の対立を公正で中立的な立場

で審理するために、分権改革で係争委が設置され

たのではないか。 
おわりに 

 地方分権改革は、地方自治を軽視する国家組織

再編（福祉国家の消滅と、安保体制に対応できる

国家づくり）としての潮流と、憲法の地方自治

（住民自治と団体自治）を実現する潮流が混ざり

合って、現行の国の関与の仕組みと係争委の設置

に至った。その矛盾が辺野古争訟において顕在化

していて、その矛盾をいかに民主的方向に導くの

か、そのような実践的理論的課題に直面している。 
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Ａ２-７ 毒性化学物質による環境汚染と日米地位協定 

 

前田 定孝、Maeda Sadataka（三重支部）

１．はじめに 
 2020 年４月 10 日、海兵隊普天間飛行場におい

て PFOS を含む泡消火剤が放出され、米軍基地外

への漏出事故が発生した。PFOS とは、有機フッ

素化合物の一種であるパーフルオロオクタンスル

ホン酸のこと指す。この物質は、1940 年代にア

メリカで開発された界面活性剤で、耐熱性、耐薬

品性など非常に優れた安定性を持ち、表面張力を

大きく低下させることなどから、食品包装紙の撥

水剤や紙・布の防汚剤原料、泡消火剤成分、フラ

イパンのテフロン加工の際の原料などとして幅広

く使用されてきた。ところがその後、人体への毒

性が明らかになってきた。 
 PFAS 類は、残留性有機汚染物質に関するスト

ックホルム条約（POPs 条約）第４回締約国会議

（2009年５月）の附属書B（制限）への記載以降

国際的に製造・使用制限がされ、「国内では化審

法第一種特定化学物質の指定を受け、一部例外を

除いて原則的に製造・使用が禁止され」た(1)。 
 問題は、PFOS 等――本稿では、PFOS（パーフ

ルオロオクタンスルホン酸）に限定することなく、

その他の「類」を含む物質群として把握するため

に、PFAS 類と表記する――について、同種物質

が米軍基地に由来すると考えられる場合の対応の

現状と、今後の規制の道筋の分析を試みる。 
２．2022年４月以降の沖縄県の対応 
 2020 年４月の宜野湾市で PFOS 漏出事件を受け

て、沖縄県の謝花喜一郎副知事は 14 日、川村裕

外務省沖縄担当大使と田中利則沖縄防衛局長に対

して抗議し、日米地位協定の環境補足協定に基づ

き、基地内への立ち入り調査を実現させるよう米

軍に働きかけることを求めた（『琉球新報』2020
年４月 14 日付け）。沖縄県は、宇地泊川などから

水を採取し、濃度分析を行うなどのとりくみを進

める（宜野湾市も同様のとりくみを実施している）

とともに、外務、厚労、環境、防衛の各大臣およ

び内閣官房長官に、また在日米軍司令官、在日米

軍沖縄地域調整官、嘉手納飛行場第 18 航空団司
令官、および普天間航空基地司令官に対し、資料

提供を求めた。沖縄県によると、2021 年６月の

流出事故については、2020 年の「日本環境管理

基準（JEGS）」改訂で、PFOS 等が 50ng/L を超
過した流出事故の場合の手順が追加され、その手

続きに基づき報告されたものと認識しているとの

ことである。さらに 2022 年９月 16 日、再選直後

の玉城デニー知事は、行政として土壌調査を進め

る考えを示した。 
 しかしながらこれらのとりくみも、日米地位協

定の壁に阻まれて、充分なものとなっていないと

思われる。そして、上述のように PFAS 類に対す

る規制制度が緒についたばかりでもあり、アメリ

カ軍基地における汚染状況はほとんどわかってい

ないようである(2)。 
 沖縄県は、PFAS 類のうち、企業局が水道法に

基づき PFOS、PFOA、PFHxS を、さらに環境部

がこれに加えて 6:2FTS を対象に把握しようとし

ている。しかしながら、2002 年に環境省が､2007
年に厚生労働省が、それぞれ PFAS 類による汚染

について調査を開始し、さらにストックホルム条

約で 2007 年に POPs候補にあがったことを受け、

沖縄県企業局が翌 2008 年に試しに調査・分析し

たところ「16 号井戸が他の井戸と比較して高い

ピークが検出され」、その後検査態勢を整え､2014
年２月から検査しデータを収集したところ、2016
年１月に「PFOS 等の汚染源は嘉手納基地にある

可能性が高いことが分かった」としている。 
３．日米地位協定とアメリカ軍の環境保護責任 
 しかしながら沖縄県は、汚染が発生しているに

もかかわらず、その発生源が特定できないこと、

および、その発生者に対して規制する法的根拠を
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欠くという点において、対応に苦慮している。 
 この場合、アメリカ軍による環境汚染物質の放

出状況の調査等は、日米地位協定合意議事録によ

り、「日本国の当局は、通常、合衆国軍隊が使用

し、かつ、その権限に基づいて警備している施設

若しくは区域内にあるすべての者若しくは財産に

ついて、又は所在地のいかんを問わず合衆国軍隊

の財産について、捜索、差押え又は検証を行なう

権利を行使しない」とされていることから、日本

政府関係者の捜査権が及ばないとされる。 
 また、日本の領域に存在する在日米軍およびそ

の構成員（軍人・軍属）に対する国内法適用の可

能性について、日本政府は、1973 年７月の国会

答弁で、「一般国際法上は、外国の軍隊が駐留い

たします場合に、地位協定あるいはそれに類する

協定に明文の規定があります場合を除いては接受

国の国内法令の適用はない」とし(3)、日本の環境

法規も、自治体条例も適用されないとされる。 
 この点沖縄県は、「汚染者である米軍又は基地

提供者の日本政府の責任において対応すべきであ

る」とする。この場合、まずもって気になるのが、

アメリカの環境法制度の遵守が、「海外の」米軍

部隊に求められるのかどうかであり、同様に基地

提供者である日本政府が、少なくとも基地外に放

出された PFAS 類にどのように対応するのか、さ

らには、仮に「アメリカ軍に対して日本法が適用

されない」というスタンスが日本政府による単な

る解釈・運用に基づくものであるとすれば、その

こと自体をどのように考えて対応するのかが問わ

れることになりそうである。 
４．研究序説「環境汚染と日米地位協定」 
 本報告の目的は、沖縄を主要な対象として在日

米軍基地における PFAS 類の汚染への対応及びそ

のあり方を、日米の環境法制度を通じて検討する

にあたって、その出発点を示すことである。した

がって本格的な検討は、今後の別稿に委ねられる。 
 この場合、本研究の構想としては、とりわけ今

年６月にアメリカ環境保護庁が発出した「PFAS
化学物質に対する新規飲料水の衛生、問題につい

ての助言」、およびそれに先立つ同「PFAS戦略的

ロードマップ――2021-2024 環境保護庁の関与に

ついて」が、さしあたりその指針となる。 
 そこでは、アメリカ国内においてすらも、従来

から国防総省は環境保護庁が所管する制定法――

国家環境政策法、毒性物質規制法、水質清浄法、

安全飲料水法、資源回復再生法、および包括的環

境応答補償責任法――の軍基地に対する適用に消

極的であった(4)とされたなかで、さらに海外の基

地に対するその適用がどのように考えられてきた

のかが問題となる。同様に、ストックホルム条約

を批准すらしていないアメリカ政府が、制定法お

よび連邦規則（日本法でいう省令にあたる）の段

階でどのように対応するのかに注目される(5)。 
 さらに、日本国内に立地するアメリカ軍基地に

ついては、上述したように日米地位協定という不

平等条約が壁となる。その下でどのような対応が

実践論的に求められるのか、未検討の課題が多い。 
 環境保護や基地返還などの住民運動と切り結ん

だそれぞれの詳細な個別検討が求められる。 
註釈 
(1) PFOS（パーフルオロオクタンスルホン酸およびその
塩、ならびに PFOSF（パーフルオロオクタンスルホン
酸フルオリドは2010年４月１日に、PFOA（パーフルオ
ロオクタン酸又はその塩は 2021 年 10 月 22 日に、化審
法でいう第一種特定化学物質に指定されている。 

(2)最近の刊行されたものでは、諸永裕司『消された汚染』
（平凡社新書、2022年）。 

(3) しかしながら政府は、先立つ 1960 年５月段階の衆議
院での国会答弁で「この施設・区域というのは、治外

法権的な、日本の領土外的な性質を持っているもので

はなくて、当然日本の統治権、日本の主権のもとにあ

る地域で」あることから、「当然日本の法令が原則とし

て適用になる」とまったく逆の回答をしている。国際

法学説も「この問題に関する一般国際法の内容をなす

と考えられる、NATO地位協定第七条や日米地位協定第
一七条は、外国軍隊に対して受入国の国内法令が適用

されるという前提にたっている」とする（松井芳郎

「駐留外国軍隊に対する国内法の適用―横田基地公害
訴訟の国際法上の問題点」『法律時報』1985年 12月号）。 

(4) STEPHEN DYCUS, NATIONAL DEFENSE AND THE 
ENVIRONMENT  5 (1996). 

(5)毒性物質規制法（Toxic Substances Control Act, 15 U.S.C. 
2604）に基づく 40 C. F. R. §Part.721 の Subpart E の
§721.336で、その一部であるパーフロロアルキル等が、
重要新規利用（Significant New Use Rule）の対象に指定
された。 
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Ａ２-８ 辺野古新基地、無理・無謀な設計計画 

―耐震設計と軟弱地盤対策の不備― 

 

立石 雅昭、Tateishi Masaaki（新潟支部）・沖縄辺野古調査団 
 
１．はじめに 
 沖縄県名護市辺野古周辺の海域を埋め立てて建

設を強行している辺野古新基地。私たち沖縄辺野

古調査団では、2018 年来、沖縄防衛局の資料を

もとに建設設計計画について科学的・技術的に検

討を進め、埋め立て地の軟弱地盤への対応、耐震

設計のずさんさを、沖縄防衛局ならびに技術検討

会に指摘してきた。沖縄防衛局は、2020年 4月、

複雑な地形をなす埋め立て予定地内の厚い軟弱地

盤への対応を軸に、埋め立て工事の設計概要の変

更を沖縄県に申請した。この申請に対して沖縄県

は 2021 年 11 月、不承認とする処分を下した。 
 この県の処分に対して、政府は「米軍普天間基

地の返還のためには、辺野古新基地建設が唯一の

解決策」との立場に固執して、科学的・技術的解

析も不十分な設計計画のもとで、辺野古基地建設

を強行している。本報告では、あらためて辺野古

埋立工事設計計画の非科学性を明らかにする。 
 
２．辺野古新基地は空港でなく、港湾?! 
 沖縄防衛局による設計変更は、2019年4月に制定

された「空港土木施設設計要領」に基づかず、「港湾基

準・同解説」に｢準拠｣している。 
 空港要領(耐震設計編)には、設定するべき地震

動として、「地震動としてレベル1及びレベル2地
震動の 2 段階の地震動を設定するものとする」と

規定されている。土木学会地震工学委員会レベル

２地震動研究小委員会(2001)によれば、レベル２

地震動は「現在から将来にわたって当該地点で考

えられる最大級の強さを持つ地震動」と定義され、

その下限基準は、「M6.5 程度の直下地震が起きる

可能性を配慮し、これによる地震動を下限とする」

とされる。 
 この要求を避けるべく、沖縄防衛局は港湾基

準・同解説に沿って、米軍の了解を得ているとの

口実で、レベル 1 の地震動を設定。しかも、この

「港湾基準・同解説」さえ、正しく適用せず、加

速度 44 ガルという低い地震動設定で、護岸をは

じめ埋め立て工事の安全性を主張している。 
 
3．未解決の軟弱地盤 

 図 1に、最も厚い沖積軟弱地盤が分布するB-27
地点を通る護岸部分における地層分布を示す。設

計計画では、この断面における水面下 70m まで

の地盤改良を進めるが、それより深い部分の、幅

100m 以上にわたる軟弱地盤は放置したままであ

る。この B-27 地点では、沖縄防衛局はその力学

的性質を実測しないで、遠隔地のデータから類推

して、安全性を主張し続けている。 

 

図 1.護岸 C-1 工区の地層分布断面 

地層名記号 A は沖積、vf は極細粒、s は砂質土、

cは粘性土を示す。 
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４．土木工学権威日下部氏の鑑定の非科学性 

県の【処分】に関わって、工事設計計画が適切

であることを主張するために、沖縄防衛局は土

木工学分野の権威とされる日下部治氏に計画の

鑑定を依頼した。この鑑定書は、B-27 地点で地

盤調査を実施して力学的試験結果の情報を得なく

ても、現行の設計システムとして護岸の安定性能

照査が適切にできるとし、その判断根拠として 
次の 6項目を挙げている。 
(1) 検討対象地盤は、非排水せん断強度が深さ

方向に直線的に増加し強度の主要な支配要

因が土の自重であるという特性を持つ。 

(2) 護岸の安定問題は、平均値問題に属する。 

(3) 空港建設に係る地盤の水平方向の相関性に関す

る過去の知見と矛盾していない。 

(4) 費用対効果が低い。 

(5) 安定性能照査の過程で、設計地盤図及び各

層の力学諸係数の設定過程等に複数の安全

側の配慮が存在する。 

(6) 動態観測施工を実施する計画である。 

 
 この日下部鑑定なるものは、ことごとく、建設

設計計画を科学的技術的に検討したものとは言い

がたい。本報告では、鑑定に見られる非科学的な

論理を具体的に指弾する。 
(1) 氏は、剪断強度が深さとともに増大すると

いう一般論を述べているに過ぎないが、特

に問題となる Avf-c2 層の剪断強度データは、

測定試料数も少なく、深さとの相関は全く

認めがたい。そもそも、層区分を超えると

剪断強度が 1桁大きくなる原因が全く検討さ

れていない。 
(2) 関空、羽田などの海上空港のように緩く傾

斜する海底に建造された埋め立て地に分布

する地層での強度の推定と同様の手法で、

複雑で深い谷地形をなす本地域での推定が

可能とする検証がなされていない。 
(3) 費用対効果が薄いという論理は、力学的性

状を把握しなければならない箇所において、

具体的費用の検討もせず、実測しなくても

良い根拠とすること自体、論外である。し

かも、調査密度が高いとするボーリング掘

削や土層の性状調査の期間はかなり長期に

わたって行われていた。にもかかわらず、

もっとも枢要な地点でのデータ取得を避け

た調査実績は許容できない。 
(4) 安定性照査が安全側に配慮して行われてい

るとするが、ケーソンなど護岸の壁体の安

全性の照査に終わり、その下の地盤の安全

性については全く触れていない。そもそも、

冒頭で述べたように、襲いうる地震動自体

が過小に評価されており、この地震動を検

討無く受け入れれば、安全側配慮というに

値しない。 
(5) 動態観測施工なるものは、設計計画では具

体的な方法、対応策が無い。これで「する」

という計画になっているから適切だという

のは、技術的に容認できるのだろうか。 
 

5．明確な県民の意思に沿って、辺野古新基地建

設を断念し、普天間基地は直ちに返還を 

 全国民注視のなかで闘われた 9 月 11 日の沖縄

県知事選挙。ゼロうち当確に示されるようにデニ

ー現知事が圧勝した。県民投票も含めて、県民の

辺野古建設に反対する県民の意思は揺るがない。 
 政府は改めて県民の意思を尊重し、その思いに

沿って、辺野古建設を断念・撤回し、世界一危険

と言われながら今なお米軍に供与し続けている

「普天間基地」の即時返還をアメリカに要求する

べきである。それが主権在民、民主政治というも

のである。 
 
引用文献 
国土交通省「港湾の施設の技術上の基準・同解説
（2007年版）」 最新の改訂版は2014年 6月。 
国土交通省（2019） 空港土木施設設計要領（耐
震設計編）。 
土木学会地震工学委員会レベル 2地震動研究小委員
会(2001)レベル 2 地震動の明確化に向けて。土木
学会論文集No.675 / I-55，15-25． 
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Ａ２-９ 馬毛島
ま げ しま

アセスの軍事的問題 

 

中川 武夫、Nakagawa Takeo（中京大学名誉教授・愛知支部） 

 

はじめに 

 種子島の 10km 北西の馬毛島全域を自衛隊の軍

事基地・米軍の FCLP（空母艦載機離着陸訓練）

基地にするための環境影響評価手続きが進められ

ている。2022年 4月の準備書*１で、FCLPは午前

3時までタッチアンドゴー、年間 28,817回飛行と

日本最大級の軍事基地となることが判明した。 

 また、大規模な港湾施設（最外側の東沖防波堤

は長さ 450m、海底から 31m。北防波堤は燃料桟

橋設置の危険な堤防）の建設も分かった。 

 飛行場支援施設は厚生施設、体育館（プール付

き）などを含む贅沢施設であり、事業計画そのも

のに大きな問題を含むが、本稿は環境影響評価

（準備書への意見の見解まで）及びその軍事的意

味について、問題点をまとめた。 

１.手続き上の問題 

(1) 準備書への意見の見解 *２  2022年 6月 17 日

公表。 私どもの意見 192 項目中、50 項目：準備

書の繰返し(準備書への意見に答えがない）。49

項目：「適切にアセス手続きをした」。  

(2) 第２種事業の手続きをすべき 

 準備書では、主滑走路は 2.45km と図に追加し、

2.5km 未満の第 2 種事業で配慮書不要としている。

しかし、環境影響評価法第 4条第 2項の鹿児島県

知事から配慮書省略の了解を得たか記載がない。

(準備書への意見の)見解 397 準備書の繰返し 

(3) 縦覧期間、意見書締切の延長を 

 準備書縦覧中の 5月 13日に九州防衛局WEBに

準備書修正（大気粉じんの追加）*２があった。4

月 28 日にも改変面積の変更*２があり、意見書締

切の 6月 2日を延長すべきであった。 

見解 418 環境影響評価法に基づいて進めている。 

⇒法には定めがない。 

(4) 専門家の助言を無視しないこと 

 ウミガメ類の専門家から“西側の砂浜の砂がさ

らに減少…係留施設は海水が通過するような構

造が良い ”と助言されたが、海水が通過しないケ

ーソン構造である。 

見解 No.47 一般桟橋や消波堤防は、海水通過が

可能な構造。 

⇒ 消波堤防は南側の根元だけ。一般桟橋はその

奥の北、南、東、東沖防波堤で遮られ意味がない。 

(5) アセス形骸化の整備決定、予算計上 

 政府は 2022 年度予算に馬毛島の自衛隊基地建

設 549 億円の予算を計上した。事業を廃止・縮小

できる環境影響評価の手続中であり、アセスの形

骸化は許されない。 

見解 No.462 環境影響評価手続を経た後、円滑か

つ速やかに馬毛島内での施設整備に着手できるよ

う準備を進めてまいります（その条件で入札）。 

２.事業内容（事業計画） 

(1) 外周道路は環境影響評価対象とすべき 

 方法書への意見の見解は“管理用道路…別の事

業…環境影響評価の対象としておりません”とあ

るが、ほとんど事業区域内のため対象とすべき。 

見解 No.398 自主的に講じる環境保全措置につい

て防衛省のホームページで公表。⇒ 管理用道路

（外周道路）の工事について」*３たった 3 頁。 

(2) 仮設桟橋撤去は工事期間延長を 

 大気排出量が 2倍近くの仮設桟橋撤去は工事平

準化をすべき。 見解 No.50  "適切アセス"。 

３.予測条件・予測式の不備 準備書の再提出を 

(1) 大気予測条件（航空機）：稼働時間 h、継続

時間がない。 見解 No.62  "適切アセス"。 

(2) 工事車両大気排出係数：過少に計算。 

見解 No.72  "適切アセス"。 

(3) 馬毛島の水中騒音 c1,c2（水面等価損失） 

見解 No.99 準備書の繰返し。 

(4) 航空機騒音(予測手法)：補正量が全て未記載。

（ΔLNF:指向性、ΔLairspeed:移動速度 など） 
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見解No.97  基本的なL0AE の読取り方法不明。補

正量は出典を記載したが内容は示さず。 

(5) 海域動物（水中騒音）：予測対象はジェット

戦闘機だけ（海面近くの訓練ヘリコプターも）。

見解 No.301 騒音が大きい戦闘機系で予測。 

４.予測・評価が不十分 準備書と言えない 

(1) 環境基準以下ならいいのか：環境基準のある

大気、騒音、水質については、環境基準以下だか

ら問題ないという評価だが、環境基準まで汚して

もいいでは環境影響評価の精神に反する。 

見解 No.95，131 "適切アセス"。  

(2) 動・植物(陸・海域)等の評価が全く同じ： 対

象毎に評価すべき。 見解 No.170  "適切アセス"。 

(3) 最大騒音レベルの予測・評価を：航空機騒音

は環境基準の Lden で予測評価しているが、資料

編の最大騒音レベル予

測を本篇に入れるべ

き。予測コンターが正

しいなら最大騒音レベ

ルは西海岸で 80dB、種

子島西半分は 60dBを超

えるため人間への評価

をすべき。 

 防衛省が日出生台

（大分県：ひじうだい）など全国の演習砲撃音の

防音助成に用いている Lcden*４を航空機騒音評価

に採用すべき。 見解 No.98  "適切アセス"。 

(4) マゲシカは特別な調査を：環境保全措置の仮

設柵、餌資源の消失緩和だけでは「絶滅の恐れの

ある地域個体群…固有亜種マゲシカ」が生き残

れない。事業の廃止、縮小を検討すべき。 

見解No.211  個体数、食性、利用環境、餌資源量、

DNA 分析調査を実施した。⇒ 環境保全措置につ

ながらない。 

(5) 鳥類の繁殖状況の特別調査を 

 繁殖する重要な種…シロチドリへの影響が想

定されるとあるが、そもそも鳥類の繁殖状況が、

現地調査の結果にはない。繁殖場所の特別な調査

をして評価すべき。ミサゴも同様である。 見解

No.281  繁殖期を含めた各季調査を実施。  

⇒ 繁殖期を含めた調査をしたとは記載してない。 

(6) 放射性物質の状況の現地調査をすべき   

 方法書への意見への見解で“我が国の意思に反

して核兵器が持ち込まれることはありません。”

と核兵器に限定しているが、原子力艦船の寄港も

あり、放射性物質の現地調査をすべき。 

 見解 408 原子力艦船の寄港や核廃棄物の搬出

入は想定されていません。 

⇒ そんなことが確約できるのか。 

温室効果ガスの評価は定量的に：見解の“工事期

間中総排出量は約 345千トン、運用時は約 52.4千

トン/年”を本篇に入れるべき。 

見解 N0.371 準備書の繰返し。 

５.馬毛島アセスの軍事的意味 

 手続きを無視して（①見解は準備書の繰り返し、

②配慮書不要の知事意見なし、③アセス手続き中

に変更、③専門家助言無視、④アセス手続き中に

予算化）、本来であれば準備書の再提出が必要な

ほど予測方法に不備があり、とても準備書とは言

えない内容で、通常の環境影響評価以上に強引に

手続きを進め、工事入札さえ 2022 年 1 月の施設

整備、3 月の仮設プラント製作・設置、4 月の燃

料貯蔵施設整備、管制塔等新設工事、5 月の敷地

造成等工事、6 月の駐機場舗装等工事など*２「工

事は、環境影響評価書の公告後に…馬毛島の島

内において実施。」として、アセス手続きも終了

しないまま強行している。 

 また、アセス対象でないと主張し、外周道路、

大規模な港湾施設と燃料桟橋設置まで含み、全国

でも最大の軍事基地にする計画が進められ、現時

点では、馬毛島全域を自衛隊の軍事基地・米軍の

FCLP にするというだけだが、将来的には米軍と

の共同訓練など大規模化することが懸念され、原

子力艦船や空母の寄港や核廃棄物の搬出入まで考

えられる。特に沖縄の辺野古飛行場の完成を見込

めないため、その代替として、また多くの島嶼部

を基地とする意図が透けて見えてくる。 

引用文献 
＊１ 馬毛島基地（仮称）建設事業に係る環境影響評価準備書 
＊２ 九州防衛局 WEB 新着情報 2022.5.13(大気追加）、4.28（改変面

積変更等）、6.17（準備書意見への見解）、9.5 入札結果 
＊３ 防衛省 WEB 2022.4.19 管理用道路（外周道路）の工事 
＊４ 九州防衛局 WEB 演習場周辺住宅防音工事標準仕方書 

準備書資料編（資 6-3-8） 
最大騒音レベル 
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Ａ２-１０ 防衛白書から日本の防衛政策における深刻な問題を考える 

 

石山 潤、Ishiyama Jun（沖縄支部・元陸上自衛官） 
 
１．はじめに 
 2000 年代以降、中国の経済発展とアジアにお

ける同国の外交、軍事の影響力の拡大は目覚まし

い。日本政府はそのような東アジアにおける外交

的・軍事的パワーバランスのパラダイムシフトを

懸念し、沖縄県の尖閣諸島を含む台湾島周辺の安

全保障環境に危機感を持つようになった。防衛省

は南西諸島の軍事的空白を埋めるため、同地域へ

監視用レーダーやミサイル部隊の配置・展開を進

めている。同省は 2016 年に与那国島、2019 年に

宮古島へ駐屯地を新設した。2022 年現在、石垣

島に新たな駐屯地の設置を進めている。 
 本稿は、2022 年２月に始まったロシアによる

ウクライナ侵攻を踏まえ、防衛省の南西シフトを

進める中で発表された『令和４年度防衛白書』と

著者の陸上自衛隊の時の経験を通して、日本の防

衛政策における深刻な問題点を考えたい。 
 
２．陸上自衛官時代の経験 

 著者は高校卒業後、1996 年から 2000 年まで第

３師団隷下の第３特科連隊（現第３特科隊）の第

５大隊（以下、５大隊）に所属していた。当時の

５大隊は、滋賀県今津町（現高島市）に駐屯地が

あり、主力装備は 155 ㎜りゅう弾砲 FH-70、部隊

編成は１個本部管理中隊と３個射撃中隊であった。

陸上自衛隊における特科の任務は、敵陸上戦力の

正面に当たる普通科への火力支援である。姫路に

本部を置く第３特科連隊と異なり、その隷下の５

大隊は遊撃火力支援をする別働部隊として、滋賀

県今津町に設置されていた。著者は５大隊の本部

管理中隊の通信小隊に所属していた。なお、2006
年に第３特科連隊（定員 1,300名、野砲 45門）は

特科隊（定員 500 名、野砲 20 門）へ縮小編成さ

れ、著者の所属していた第５大隊は解散した。 
 

３．自衛官の定員割れ問題 
 自衛官の定員割れ問題が、本稿における主な論

点である。東アジアにおける中国の影響力が年々

拡大する昨今、わが国はメディアや国政選挙を通

して「憲法改正」「防衛費の増額」など、国防に

関する議論が国民の関心になりつつある。しかし、

有事に防衛出動の任務に当たる現職自衛官の定員

割れに関して、問題の焦点が当てられることはほ

とんどなく、国会等公の場でも議論されないのが

現状である。 
 著者が日本の安保政策において最も危惧してい

ることは、自衛官の定員割れで、その現状は『令

和３年度防衛白書』及び『令和４年度防衛白書』

からもうかがうことが可能である。『令和３年度

防衛白書』資料 50 の定員充足率は 94.1%、『令和

４年度防衛白書』資料 56 の定員充足率は 93.4%
である。とくに、有事の際に最前線で任務に当た

り、戦傷・戦死率の高い「陸海空士」の充足率は、

令和４年の時点で 79.8%と、80％を下回っている。

この数字は、少子化と民間企業の人手不足も相ま

って、若年者の任期制自衛官の志願者数が減少し

たことも一因であるが、私が現役であった 20 年

前から若手不足の問題は存在していた。 
 『令和４年防衛白書』資料 58 では、予備自衛

官数は 47,900 人であり、同白書資料 56 から自衛

官の現員 230,754 人で割ると、予備兵力の割合は

自衛隊全体の約 20%でしかない。なお、日本周辺

の仮想敵国の予備兵力について、『令和元年防衛

白書』資料３からロシア 220%、中国 25%、北朝

鮮 46％と算出可能である。2019 年に参議院が作

成した防衛力の人的基盤に関する資料によると、

自衛隊全体の平均年齢は 35.9 歳で、組織内の高

齢化を指摘している。また同資料では、自衛官の

募集環境も厳しさが増していると言及している。 
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４．ロシア・ウクライナ戦争から見えるもの 

 2022 年２月に始まったロシアによるウクライ

ナへの特別軍事作戦は現在進行中であり、その戦

況は日々変化している。２月の開戦でロシア軍は

キエフ方面へ進軍。キエフを包囲しゼレンスキー

政権を失脚させ作戦の早期終結を目指したが失敗。

３月末、ロシア軍はキエフ方面から撤退。新しい

作戦目標をドンバス地方の解放に設定し、主力を

ウクライナ東部・南部へ展開した。ロシア軍は４

月にマリウポリを制圧、７月までにドニエプル川

南部全域、ルハンスク州全域、ドネツク州の半分

を制圧した。９月にウクライナ軍はヘルソンとハ

リコフの２方面で反攻を開始。ヘルソン方面の反

抗は失敗するも、ハリコフ方面の反抗は成功した。 
 ロシア・ウクライナ戦争における両軍の人的損

失の推計は公式発表によるとロシア側・ウクライ

ナ側共に約 1万人と発表されている。著者が独自

に Telegram 等のロシア語圏の SNS で調べた結果、

４月以降はウクライナ側の戦死者が増加している。 
 同戦争における戦術について、ロシア軍は精密

誘導兵器の使用を重要拠点の破壊のみに制限し、

領域の制圧では、小隊単位でドローン等ＵＡＶを

索敵に使用し、ロケット砲や野砲等の火力による

敵戦力の無力化を目指す手法を採用している。 
 この間、欧米日本等の西側諸国がロシアに対し

て経済制裁を行う中、ロシアは非西側諸国との関

係を強化してきた。インドと中国、東南アジア、

中東、アフリカ、南米など、かつて第三世界と呼

ばれた非西側諸国は世界人口の８割を占めており、

依然としてロシアとの貿易を続け、中立の立場を

維持している。さらに、これらの国々の間で、米

ドル基軸通貨体制から脱却する動きも確認される。

ロシア・ウクライナ戦争を契機に、世界は欧米中

心の一極世界（unipolar world）から、多極世界

（multipolar world）へ移行しつつある。 
 
５．離島防衛の限界 

 防衛省は東アジアにおいて年々存在感を増す中

国軍のプレゼンスを脅威ととらえ、南西諸島方面

への軍備の増強を進めている。2022 年８月の米

国下院議長ペロシの台湾訪問によって WeChat や
Weibo等の中国系 SNS では台湾解放の書き込みが

激増し、中国軍は台湾島を包囲する形で大規模軍

事演習を実施した。米国の挑発的行為によって台

湾有事は益々現実味を帯びているが『令和４年防

衛白書』第Ⅲ部２節の島嶼防衛への考え方は、仮

想敵国である中国軍の実力を無視した非現実的な

ものである。防衛省は島嶼部の自衛隊配備を進め

ているが、ウクライナ戦争では軍事施設が真っ先

に攻撃目標になった事実から、有事初期に島嶼の

部隊は即座に無力化される可能性がある。戦力の

配置に制限のある島嶼において中途半端な戦力の

配備は被害を拡大させるだけである。防衛白書の

同箇所には海上・航空優勢を確保しながら敵戦力

の島嶼接近・上陸を阻止するとしている。しかし、

中国軍と自衛隊の戦力を比較・検証すれば、それ

も非現実的と言わざるを得ない。さらに深刻なの

は「万が一占拠された場合には、あらゆる措置を

講じて奪回する」と記載され、奪回作戦時の島嶼

住民の安全保障については一切考慮されていない。 
 2019 年 12 月に石垣市は、平成 17 年３月施行

『国民の保護に関する基本方針』に基づき『石垣

市国民保護計画』を作成した。同資料の『避難実

施要領のパターン編』p.38 によると民間航空機に

よる八重山地域すべての民間人の避難には約 9.67
日を要すると、現実的に厳しい試算をしている。 
 
６．日本人への問いかけ 

 日本のウクライナ戦争に関する報道を見る限り、

ロシアを侮り過小評価する風潮は、非常に危険で

ある。著者が非西側系メディアの情報を精査する

限り、ロシアは外交と軍事の両面で西側に対して

優勢であり、世界の潮流は非西側諸国を中心に

「Globalism」から「Multilateralism」へと向かっ

ている。防衛白書から読み取れる楽観主義的な

「彼を知らず、己を知らず」の考え方は、国民の

中にも垣間見える。日本は中国やロシアに対して

軍拡競争による勝利を目指すのか、それとも対話

による共存を目指すのか、国民にこれらの現実を

問う時が来ている。 
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Ａ２-11  琉球列島全体に広がる米軍・自衛隊基地問題  

「抑止力」論と向き合い「命どぅ宝」を次世代に伝える 

 

亀山 統一、Kameyama Norikazu（琉球大学・JSA 平和問題研究委員会） 
 
１．沖縄県の選挙結果分析の陥穽 
 2020 年の沖縄県議会議員選挙で、県政与党は

現有議席を減らし、48 議席中 25 議席と辛くも過

半数を維持した。2021 年の総選挙では、沖縄 1・
2 区で「オール沖縄」候補が当選したが、3・4 区

では自公候補が当選した。その後の主要な市長選

挙でも政権与党側の候補が当選し続けた。 
 2022年 7月の参議院議員選挙沖縄選挙区では、

伊波洋一が自民党の古謝玄太と 2888 票の僅差で

再選された。9 月の沖縄県知事選挙では玉城デニ

ーが自公推薦の佐喜真淳と 6 万票超の大差で再選

された。同日の那覇県議会議員補選でも「オール

沖縄」候補が当選し、県議会過半数を維持した。

これは基地反対の世論の証しだとされる。だが、

現職の伊波は全く無名の若い元官僚に僅差に追い

上げられ、参政党に保守票が割れなければ結果は

逆転していた。県知事選挙も、佐喜真と旧統一教

会の深い関係の露見、下地幹郎の立候補による保

守分裂でも前回の票差を縮めたとの見方もある。 
 このように、沖縄県内の個々の選挙結果から

「オール沖縄」の隆盛や衰微を導く議論が多くあ

る。選挙結果は、首長や議員・議会が「オール沖

縄」の要求を掲げられるかという点では、確かに

重要である。だが、選挙結果はそのまま「オール

沖縄」の勢力の消長を表すものではない。 
２．「オール沖縄」とはそもそも何なのか 
 「オール沖縄」は（2007 年の沖縄戦をめぐる

教科書書きかえ問題に淵源があるが）「オスプレ

イ配備に反対する沖縄県民大会」（2012 年 9 月）

に始まる。翌 10 月、県民意思を踏みにじってオ

スプレイ配備が強行されると、県民大会代表は

「建白書」を書き上げて、2013年 1月、安倍首相

に提出した。建白書は県下全自治体、県議会全会

派、県内財界団体・労組・女性団体代表が署名し

た、文字どおりオール沖縄態勢での要求であった。

その要求項目は、オスプレイ配備撤回、普天間基

地閉鎖・撤去、同基地県内移設断念の 3 点である。

なお、事件・事故の根絶、日米地位協定の抜本改

定は、1995 年県民大会以来の県民総意である。 
 「オール沖縄」の名は、これらを保革や労使の

違いを超えて県民総意で要求するに至って生まれ

た。この総意はその後も県民投票などで繰り返し

示され、今に至るも揺らいでいない。しかし、

2013 年建白書の署名者から脱落者が出現した。

安倍首相の辺野古新基地建設方針の下、2013 年

11月、県選出の自民党国会議員 5人が石破幹事長

に付き従って県外移設方針撤回を表明する記者会

見を行った。後席の県選出議員はうつむいて何も

発言できず、県内では「現代の琉球処分」だと衝

撃を呼んだ。その後、自民党沖縄県連は県外移設

方針を撤回し、同党県議団も公約撤回した。 
 それ以来、県内主要選挙は、「オール沖縄」候

補と政府与党系候補の対立選挙となった。自民県

連の脱落後、「オール沖縄」候補を支援する県内

財界人は漸減してきた。しかし、県内移設容認は

県民の中から生まれ、支持基盤を持つ政策ではな

いから、自公系候補者は近年まで敢えてそれを公

約することさえできなかった。「オール沖縄」施

政下の副市長が自公側に引き抜かれて立候補・当

選した 2022 年 10 月那覇市長選挙でも、新市長は

県内移設には一切言及しないと言明している。 
 つまり、県民投票などで県民意思が確定した後、

主要選挙で「オール沖縄」が勝てばそれが確認さ

れるが、負けても、県民意思が変化した形で負け

たことは、今に至るまでないのである。 
３．中国脅威論の中での島嶼防衛と抑止力信仰 
 中国が軍事力を急速に強化していることは疑い

ない。そこで、そのことや、中国政府の尖閣諸島
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や南シナ海での行動、対香港・台湾政策を理由に

して、琉球列島が侵攻される（あるいは戦域とな

る）危機が声高に叫ばれている。日米両政府は、

中国の脅威に対処するためには、琉球列島各地で

の米軍・自衛隊基地の建設強化と、米軍の駐留や

米国の核による拡大抑止が必須のものだと主張し

ている。中国が脅威だとの意識や、それに対抗す

るため日米安保や米軍駐留が必要だとの意識は、

少なくない沖縄県民も支持しており、男女年齢別

では、より若年の世代と男性に顕著である。 
 ところが、米軍は、西太平洋での圧倒的優位性

を失って、新たな軍事作戦計画を策定している。

量的に優勢な中国と戦うので、琉球列島の島ごと

に軍事基地を置きつつ、小部隊で上陸し機動的に

火器を発射する作戦をとる。琉球列島の島々で、

住民を巻き込んだ戦闘をすることが前提なのであ

る。しかもその作戦は、中国軍の日本侵略でなく、

台湾有事への日米の軍事介入でも発動される。 
 つまり、米軍も自衛隊も、駐留するだけで機能

する「抑止力」ではなく実戦をする部隊であり、 

彼らが琉球列島を「防衛」すれば、（仮に国境線

の維持に成功しようとも、）住民の生命財産は犠

牲にされ、島の自然は破壊されるのである*。 
*関連して、石山報告を参照されたい。 

４．日米安保体制を維持する代償 
 馬毛島、奄美、沖縄、宮古、石垣、与那国のど

の島でも、自衛隊基地と米軍基地とを問わず、基

地建設・部隊駐留は重い負担をもたらす。前項に

述べた日米共同作戦の正体を知らなくても、基地

被害*の重さは住民の目に明らかである。 
*環境汚染の面では前田報告を参照されたい。 

 そこで、日本政府は、「日米安保体制のため」

ではなく「振興策」のために受け入れるよう、地

元に働きかける。また、環境負荷や安全性*など
の問題点には一切触れない。そして、法の趣旨や

本来の行政手続をねじ曲げてしまう。 
*環境負荷・安全性は中川報告・立石報告を参照されたい。 

 名護市長は辺野古容認を表明したことがないの

に、政府は名護市に莫大な基地再編交付金を交付

して、それなしにはスクールバス運行も、無料の

給食も、子ども医療費無料化も維持できない財政

構造にしている。今の政府の下では、名護市では

自公候補に投票しない限り、普通の行政サービス

を享受できない状況である。そして、辺野古で

「粛々と」進む埋立工事は、県民を諦めさせ、基

地よりも経済振興を重視して自公政策に投票させ

るための、決定的に重要な装置となっている。そ

の埋立を強行するために、政府は地方自治の法令

や手続を破壊し尽くしてきたのである*。 
*徳田報告及び徳田ら(2022)日本の科学者 57(8)22-27.参照。 

 一方、米国の核の傘に依存するために、日本政

府は核兵器禁止条約を敵視して被爆国としての責

務を放棄し、対米公約として軍事費を激増させ、

学術までも軍事動員し始めているのである*。 
*これは午前の 5報告がまさに告発していることである。 

５．「命どぅ宝」を継承する 
 国会議席数では圧倒的な政府与党であるが、こ

うした重い代償を覆い隠せるものではない。国民

多数が受容する抑止力必要論は、ウクライナ戦争

におけるロシア軍や尖閣諸島における中国公船の

映像の効果に危うく立脚しているのみである。 
 演者は琉球大学で教養教育の科目である「核の

科学」の基地安保問題の授業を分担している。そ

こでは、多くの受講生が、「生まれたときから基

地があって、日米がパートナーで当たり前であっ

たが、知らなかった事実を一つ一つ説明され、そ

の異常さや矛盾を具体的に理解して、初めて認識

が変わった」という趣旨の感想を述べている。 
 「オール沖縄」支持者に高齢者が多いのは、沖

縄戦と米軍政府の圧政の痛苦の経験から、次世代

に同じ思いをさせるまいとの思いを抱いているた

めである。すでに多数の県民にはその経験がなく、

安保が当然の日常となっているが、安保肯定は堅

固な確信ではなく、学びによって変わっていくも

のである。「命どぅ宝」の思いは、私たちの実践

で少しずつだが若年層に継承されている。本土の

多くの地域でも、沖縄のような経験に根ざした運

動こそなくとも、日米安保の負荷は同様であり、

学ぶことで表層的な軍事力肯定・改憲容認論は変

わっていく。そこに科学者運動の意義がある。 
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Ａ３-１               九条の原点を改めて考える 

－自衛権にとらわれた議論に抗して－ 

 

中野 貞彦、Nakano Sadahiko（武蔵野通研分会） 

 

１．はじめに 

ロシアのウクライナ侵略戦争が起きて、日本が学ぶ

べきは「抑止力」であるとか、あるいは、「もし攻められ

たらどうする？」という発想から、軍拡に賛成する意見

が増え、さらに、軍拡勢力は「核共有」論を持ち出し、

自民党・維新の会は、ＧDＰ２％の大軍拡を打ち出し

ている。軍事対軍事の路線で平和は守れないことは

明らかであり、九条に基づく平和外交が求められる由

縁である。しかし、九条を守る立場と言いながら、「自

衛権」にこだわることから、軍事対抗に向き合う方向

に行く議論もある。改めて、戦争放棄・軍備不保持の

九条の原点を考える。 

 

２．どんな議論があるのか？ 

（1）田中優子氏（法政大学前総長、九条の会世話人） 

（質問）九条の下、日本が反撃できないまま攻められ

ることが起こり得ると懸念を持つ人もいる。 

（回答）「九条は自衛権を否定していないし、変えなく

ても自衛できる。万が一、ロシアが日本に攻めてきた

ら、自衛隊は自衛する。その時に（九条の理念を逸脱

して）ロシアに攻めに行く必要はない。ウクライナもロ

シアに攻め入っていない。（改憲派は）まるで何もでき

ないかのように言うが、成り立たない議論を改憲の道

具に使っている。」 

出典：『東京新聞』2022/3/16 「核心 ９条改憲『便

乗』に警鐘」「人類の理想、変えなくても自衛できる」。 

→「九条は自衛権を否定していない」という立場。軍

事的対応の議論に巻き込まれる可能性がある。 

(2)木村草太氏（東京都立大学大学院、憲法学） 

 自民党安全保障調査会の提言は、ここから一歩踏

み出し、反撃能力を保有すべきとしました。確かに、

政府の伝統的な解釈を前提にする限り、反撃能力を

持つことが全て憲法違反というわけではありません。

しかし、この点は、極めて慎重な議論が必要です。 

 まず、政府解釈を前提とするとしても、憲法が認め

る反撃能力は、日本の自衛のために必要最小限度

の範囲のみです。   

出典：「第三章補足 憲法９条と敵基地攻撃能力

（反撃能力）」『増補版  自衛隊と憲法』晶文社、

2022/7/15（元の版は 2018年 4月）、p.79。 

→憲法は反撃能力を認めているという立場から、その

限定すべき範囲を議論している。 

（3）孫崎 享氏（駐イラン大使、防大教授等歴任） 

・「現在の憲法で、現地で戦闘が起こったら撤退とい

うのなら、憲法を変えてくれ」という米国の考え方が、

憲法改正への動きの大きな要因でしょう。 p.123 

・日本が攻撃用ミサイルを持ち、敵基地を攻撃したと

しても、破壊できるのはせいぜい数発でしょう。残りの

ミサイルを撃たれ、日本は壊滅的打撃を受けます。

（中略）日本の仮想敵国となるロシア、中国、北朝鮮

がミサイルで日本を攻撃する－時に核兵器を搭載し

ているかもしれない－時に、武力でもって対応するこ

とはできないのです。 pp.136-137  

・日本は今後、中国や韓国や北朝鮮やロシアとの関

係で妥協を迫られる時があるかもしれません。その時

には、冷静に、交渉の場で“妥協”によって失う量と、

妥協しなければその結果として失う量と比較した時、

圧倒的に後者が大きい場合が多いことを知って欲し

いと思います。 p.167 

出典：『平和を創る道の探求 ウクライナ危機の「糾

弾」「制裁」を超えて』かもがわ出版、2022/6/3。 

→外交のあるべき姿は、100％ではなく 51％を目指

すことだという信念をもち、「軍事的手段では日本

は自国の安全を確保できない」ことを説いている。 

(4)遠藤 乾氏（東京大学、政治学） 

・憲法九条はたとえ原案が英語でも、戦後の日本人

が主体的に是認し、時に積極的に守ってきた生き方

そのものだった。その生き方には控えめに見積もって
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も価値があったし、いまだにある。 

・侵略と虐殺が排除できず、核抑止も無抵抗も望まし

くないなら、平和で自由な生き方を防衛する道は、よ

りましな選択肢として残る。いま真剣に考えるべきは

その方途、リアルな防衛構想であろう。 

・良い戦争などないが、よりましな悪としての戦争はあ

る。そのために、戦争が始まった後に起こりうる戦争

犯罪を防ぐための規範、その実効性を確保する制度、

それらを下支えする教育が大切になる。 

出典：『中国新聞』2022/9/24 「今を読む 日本の

平和主義再考 侵略予防の世界的規範支えよ」。 

→九条の生き方の価値を認めながら、「リアルな防衛

構想」を選択するのは軍事対軍事の道、戦争犯罪

防止の実効性を高めることは軍事行動への対応策。 

 

３．九条の原点－軍備全廃、幣原の「不動の信念」 

(1)幣原喜重郎首相がペニシリンのお礼にマッカーサ

ーを訪問したのは、1946年１月 24日の正午、二人だ

けの会談だった。「首相はそこで、新憲法を書き上げ

る際にいわゆる『戦争放棄』条項を含め、その条項で

は同時に日本は軍事機構は一切もたないことをきめ

たい、と提案した。（中略）私は腰が抜けるほどおどろ

いた。長い年月の経験で、私は人を驚かせたり、異

常に興奮させたりする事柄にはほとんど不感症にな

っていたが、この時ばかりは息もとまらんばかりだっ

た。」と、『マッカーサー大戦回顧録』(p.456)にある。 

 同年２月１日毎日新聞が「松本委員会案」を掲載、２

月３日マッカーサーは、民政局に憲法草案作成を命

じ、３原則を示した。第２原則は、以下のとおりである。  

①国家の主権としての戦争は廃止される。②日本は、

紛争解決の手段としての戦争のみならず、自国の安

全を維持する手段としての戦争も放棄する。③日本

は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇

高な理想に信頼する。④日本が陸海空軍を保有する

ことは、将来ともに許可されることがなく、日本軍に交

戦権が与えられることもない。 

 ＧＨＱ草案には、②項後半が削除されていた。マッ

カーサーもなんの問題にもせずに許可、「マッカーサ

ーがこの部分を重視しなかったのは、幣原が言った

部分であったからではないかと思います。（中略）幣

原の言ったことだからとノートに入れたものの、やはり

常識的には自衛権放棄は難しいと判断したのでしょ

う。」という推測が成り立つ（酒井則行『幣原喜重郎と

その時代を探る 新しい「不戦の道」を提案した「公直

無私」の宰相』清風堂書店、2022/9/13、p.182）。 

(2)幣原自身軍備全廃について次のように語っている

（『外交五十年』中公文庫、pp.230-232）。 

・これは何とかしてあの野に叫ぶ国民の意思を実現

すべく努めなくちゃいかんと、堅く決心したのであっ

た。それで憲法の中に、未来永劫そのような戦争をし

ないようにし、政治のやり方を変えることにした。つま

り戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主

義に徹しなければならんということは、他の人は知ら

んが、私だけに関する限り、前に述べた信念からであ

った。それは一種の魔力とでもいうか、見えざる力が

私の頭を支配したのであった。 

・軍備に関しては、日本の立場からいえば、少しばか

りの軍隊を持つことは、ほとんど意味がないのである。

（中略）それでだんだん深入りして、立派な軍隊を揃

えようとする。戦争の主な原因はそこにある。中途半

端な、役に立たない軍備を持つよりも、むしろ積極的

に軍備を廃し、戦争を放棄してしまうのが、一番確実

な方法だと思うのである。 

・も一つ、私の考えたことは、軍備などよりも強力なも

のは、国民の一致協力ということである。武器を持た

ない国民でも、それが一団となって精神的に結束す

れば、軍隊よりも強いのである。 

・だから日本の生きる道は、軍備よりも何よりも、正義

の本道を辿って、天下の公論に訴える、これ以外に

はないと思う。 

・今の戦争のやり方で行けば、たとえ兵隊を持ってい

ても、殺されるときは殺される。しかも多くの武力を持

つことは、財政を破綻させ、従ってわれわれは飯が食

えなくなるのであるから、むしろ手に一兵をも持たな

い方が、かえって安心だということになるのである。日

本の行く道はこの他にない。わずかばかりの兵隊を

持つよりも、むしろ軍備を全廃すべきだという不動の

信念に、私は達したのである。 

→幣原の「不動の信念」に、今こそ学ぶべきである。 
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Ａ３-２      憲法理念を活かすための市民の力量形成 

 

田島 治、Tajima Osamu（武蔵野憲法ゼミナール） 

 

１．「ウクライナ侵略戦争」が問いかけているも 

 の 

まず、2022 年２月 24 日に発生した、ロシア軍

による「ウクライナ侵略戦争」が問いかけたもの

を整理しておきたい。 

「ウクライナ侵略戦争」は、第 1 に、「戦争に

は『正義の戦争』はなく、どのような戦争も許さ

れない」と考えてきた第二次世界大戦後の日本社

会の共通認識と、非武装平和をめざす日本国憲法

に対する「問い」となって表れている。自由を尊

重する立場からは、「人々の自由が保障される国

家体制を守るためであれば、戦争という手段も肯

定されるのではないか」との考え方が出てきてい

る。他方、国家主権に重きを置く立場からは、

「国家の主権と独立を守るためには、核兵器を保

持することもと真剣に検討されるべきである」と

いう声があがっている。出発点の違う両方の立場

は、戦争を肯定するという結論において重なり合

う部分がある。 

第２に、現在、ウクライナが行っている戦争に、

「自由を守るための戦争」という側面を認めると

しても、戦争にはいわゆる「西側各国」が開発し

た新型の武器が投入され、今や、「国際武器見本

市」さながらの状況を呈している。私たちは、こ

の状況をどう見たら良いのだろうか。 

第３に、「ウクライナ侵略戦争」の発生は、長

年、中立政策を保ってきたスウェーデンやフィン

ランドをＮＡＴＯへの加盟へ向かわせた。しかし、

世界最大の核兵器大国であるロシアの脅威を避け

るために、世界最大の核兵器軍事同盟であるＮＡ

ＴＯに加盟するという選択によって、「自由と平

和」は永続的・安定的に守られるのだろうか。 

第４に、「自由を守るための戦争」であっても、

戦争を行う以上、人びとの自由と人権は制限を受

け、強固な政治体制がつくられることが明らかに

なってきている。ウクライナのゼレンスキー大統

領は、７月 17 日に、それまでロシア軍による戦

争犯罪を追及する先頭に立ってきたバカノフ検事

総長を、ロシア占領地域で検察が組織的な利敵行

為を行っているとの理由で突如解任した

（ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220718/k1001

3723751000.html）。このようなことは、大統領の

下に組織的な諜報網が構築されていなければ不可

能である。戦争をする国家では、その戦争がどの

ような大義を掲げたものであれ、中央政府に対す

る権力の集中、監視社会化、人々の人権の制約を

伴わないではいないことを示している。私たちは、

「国家」や「政府」といったものに、どのような

態度で向き合うべきなのかが問われている。 

第５に、戦争が長期化することによって、戦争

で人を殺すこと／殺されることが「当たり前」で

あるとする意識が形成されることが懸念される。

これが形成されることは、平和の文化を築く上で

の大きな障害となる。わけても懸念されるのは、

少年／少女たちの意識への影響である。 

 

２．日本における言説 

「ウクライナ侵略戦争」の発生を受けて、日本

では、「力に対しては力で対抗するしかない」と

か、「軍事力の裏付けのない外交は、言葉の遊び

にしか過ぎない」といった言説が語られることが

多い。 

しかし、そのように軽々に考えてしまってよい

のか、また、軍事的な力は持続的・安定的な平和

をもたらすのかは、はなはだ疑問である。 

というのは、先にも述べたように、戦争をする

国家においては、それがどんな戦争であろうと、

中央政府に対する権力の集中、監視社会化、人権

の制約を伴うが、そのような社会においては、

人々は平和に生きることはできないと考えられる
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からである。 

では、持続的・安定的な平和をもたらす力をど

こに求めたらよいのだろうか。それを考えるため

に、いま一度、世界の憲法の歴史的発展と、日本

国憲法の基本理念に立ち戻ってみたい。 

 

３．日本国憲法の基本理念 

日本国憲法は、その基底的価値に、人々の生命、

自由、幸福追求を置いている（第 13 条）。「生命」

とは、第１に、人の「いのち」を意味するから、

日本国憲法の視点から見たとき、「戦争と平和」

の問題は、国際政治の問題である以前に、人々の

「いのち」の問題である。 

ところで、憲法 13 条に言う「生命」とは、単

に「いのちが保たれる」というだけの意味ではな

い。それは、「生命」を意味する英語の life が、

日本語では意味の異なる「生活」「くらし」「人生」

「生涯」「一生」「生きる」といった意味を包含す

るように、「人間が人間らしく生きること」全体

を意味するととらえるべきである。このようにと

らえると、「戦争と平和」の問題は、単に「いの

ちの大切さ」という抽象的で漠然とした問題とし

てではなく、「私たちは、どのような社会で、ど

のように生きたい／くらしたいのか」という一人

ひとりの人生と直結した問いとして立ち現れる。 

第２に、日本国憲法は、人々の生命、自由、幸

福追求を保障するために、さまざまな基本的人権

を保障している。 

第３に、日本国憲法は、２度にわたる世界大戦

という 20 世紀前半の歴史的教訓から、戦争が

人々の生命、自由、人権に大きな脅威を与えるも

のであることを深く認識し、国家の「戦争をする

権利」と「戦力をもつ権利」を放棄した。このこ

とは、単なる理想論ではなく、「力には力で対抗

する」という 20世紀前半までの考え方から、「力

に力で対抗した場合には破滅しかありえない」と

いう、いわば「文明史的転換」とも言いうるもの

である。そして、その根底には、日本国憲法と同

時期に作成された「世界人権宣言」（1948年 12月

10 日採択）が、第 1 条で、「人間は理性と良心と

を授けられており、互いに同胞の精神をもって行

動し合わなければならない」と述べているように、

「人間は理性と良心によって紛争を解決できるは

ずである」との確信があった。 

第４に、日本国憲法は、人々のいのち、自由、

人権、平和を脅かしうる最大の存在は、国家権力

とそれを実際に担う政府であるとする認識に立っ

ている。どのような権力でも常に濫用される危険

性があるとの認識から、「権力に対する懐疑」を

基本姿勢としている。だからこそ、国民の直接の

代表者から成る国会を「国権の最高機関」である

と位置付けている。 

 

４．憲法理念を活かすための市民の力量形成 

 以上、日本国憲法の基本理念についてみてきた

が、「力には力で対抗するしかない」という考え

方に流されないためには、結局のところ、この日

本国憲法の基本理念をしっかりと自分のものとし、

紛争を理性に基づいて解決するという価値観・世

界観を築いていくことが必要であると考えられる。 

 では、そのような価値観・世界観を築いていく

ためには、何が必要なのだろうか。 

第１に、いのちの価値そのものが尊ばれる社会

であるという外的環境が必要である。 

第２に、憲法を単なる法の条文の問題として考

えるのではなく、自分自身の生活・生き方と関連

づけて考える思考回路が必要となる。それは、自

分がどんな社会でどのように生きたいのかを問う

ことである。 

第３に、国家を相対化して考える視点を持つこ

とが必要である。国家の枠にとらわれると、一方

では、自国の政治権力に対する盲従が起こりやす

く、他方では、人と人との間に線を引き、「隔て

の壁」をつくりがちになる。そうではなくて、国

家・宗教・性別・文化などと言った「壁」を低く

し、それらを乗り越えた連帯をつくることが重要

である。 

最後に、平和を安定的・持続的に維持するため

には、この道しかないと「確信」することである。 
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Ａ３-３   「武力によらない平和」への確信をどう広げるか 

－対話・宣伝活動を通じて考えたこと－ 

 

二橋 元長、Futatsubashi Motonaga（埼玉県平和委員会代表理事） 

 

１．はじめに 

 ロシアのウクライナ侵略を契機として、「日本

が攻められたら、ウクライナのようになる」と不

安を煽り、「敵基地攻撃能力」保有の大軍拡や軍

事同盟強化、改憲、果ては核共有などが叫ばれて

いる。とくに、故・安倍晋三元首相は、「打撃力」

「殲滅」などと公言してきた。 

 このもとで、「自らの国は自ら守る」、「軍事力

強化は必要」との声が少なからず広がっている。 

 これに対し、「軍事対軍事は危険。核に対し核

で対処するのはさらに危険」、「憲法９条を生かし

た外交努力こそ平和実現の道」と訴えてきた。 

 以下、その実践の一端を報告する。 

 

２．そもそも戦争ではカタがつかない 

 2021 年８月末、米国はアフガニスタンから撤

退した。2001 年９月 11 日に起きた「同時多発テ

ロ」の犯人をかくまっているとして、米国は 10

月７日、アフガニスタンに軍事攻撃を仕掛けた。 

 当時、世界一の強国が世界一貧しい国に攻め込

んだと評された。以来、米国は 20 年にわたって

戦争し続けてきた。しかし、カブール一つ平和に

することもできず、一度は打倒したはずのタリバ

ンの復権を許し、撤退を余儀なくされた。 

 20 年間の戦争がもたらしたものは、平和では

なく、破壊と殺りく以外の何ものでもなかった。 

 アフガニスタンからの撤退に際してバイデン米

大統領は、「他国をつくり変えるために大規模な

軍事作戦をする時代は終わった」と語り、さらに

「アフガンをはるかに越えて世界中にテロが拡散

した」とも述べた（2021年８月 31日）。 

 戦争で解決できるものは何もないどころか、問

題をさらに深刻化させることを、はからずも語っ

たと言えよう。 

３.「対話は無力だ」と言うが… 

 とはいえ、駅頭などで宣伝を行なっていると、

「話が通じる相手か」、「話し合ってもムダだ」と

言う声に出くわす。その時は、きちんと話しあっ

ていないことが問題なのだと切り返している。 

 故・安倍晋三氏は、生前 27 回もロシアのプー

チン大統領と会食し、「ウラジーミル、君と僕と

は同じ未来を見つめている」という仲だったそう

だが、領土問題を含む両国間の諸問題について、

真正面から話し合う姿勢とは程遠かった。 

 北朝鮮との関係では、金正恩総書記がロシアの

プーチン大統領はじめ、中国の習近平主席、韓国

の文在寅大統領（当時）、米国のトランプ大統領

（当時）と「一対一」で話しているのに対し、安

倍元首相、菅前首相らは、「最優先課題」と公言

している拉致問題ですら、北朝鮮と直接交渉でき

ず、米国頼みを続けてきた。中国、韓国とは首脳

会談もできなかった。これが問題なのだ、と。 

 さらに、戦争は対話が途絶えたときに始まる。

少なくとも対話をしている限りは、戦争にはなら

ないこと。そして、起きてしまった戦争を終わら

せるためには、結局は交渉という話し合いのテー

ブルが不可欠なことを指摘し、「対話は無力」ど

ころか、対話こそ平和実現の力であり、対話に勝

るものはないことを強調している。 

 

４.人類は戦争を発明したが、戦争を防ぐ知恵を

育んできた 

 第一次世界大戦の悲惨な体験から人類は、国家

を超える組織として国際連盟を創設した。第二次

世界大戦を防げなかったことから「失敗」との見

方もあるが、画期的な「発明」だったと言える。

その後、「戦争の放棄に関する条約（パリ不戦条

約）」で戦争を違法化する（自衛戦争を除外する
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など、不十分さはあるが）。 

 第二次世界大戦後に創設された国際連合は、

「われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲

哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救

い…」と書き、第三次世界大戦を絶対に起こさせ

ないとの決意のもと、国際紛争は「平和的手段に

よって…実現する」、「武力による威嚇又は武力の

行使を…慎まなければならない」と憲章で謳った。 

 広島・長崎への原爆投下を経験した後に制定さ

れた日本国憲法は、国連憲章の理念に加え、戦力

不保持・交戦権の否認を書き込んだ。平和憲法と

言われる所以である。 

 ニュールンベルグ裁判、東京裁判で戦争犯罪を

断罪。世界人権宣言の採択。植民地支配を打破し

て独立したアジア・アフリカ諸国は、バンドン会

議を経て、いかなる軍事同盟にも加わらない非同

盟運動を展開。この動きは東南アジア諸国連合

（ASEAN）など平和の地域共同体へと発展する。 

 米ソの核軍拡競争激化のもと、南半球では非核

兵器地帯を創出。この力は核不拡散条約（NPT）

再検討会議を経て、核兵器保有国の反対・妨害を

はね返して、核兵器禁止条約を発効させるに至る。 

 その間には、生物化学兵器、毒ガス、対人地雷、

クラスター爆弾などの禁止条約の発効、国際司法

裁判所、国際刑事裁判所創設の動きもあった。 

 そしていま、世界には軍隊を捨てた国が 27 か

国（国連加盟国の１割以上）あり、日本国憲法前

文でうたわれている「平和のうちに生きる権利

（平和的生存権）」を「第二の人権宣言」にしよ

うと「平和への権利宣言」実現の取り組みが国連

人権委員会で進められている。 

 「武力によらない平和」は、夢物語、お花畑で

はなく、いま国際社会の大きな流れになっており、

ここに希望があることを訴えている。 

 

５.それでも一定の軍事力が必要だという声も… 

それでも、「国を守るためには一定の軍事力は

必要だ」とする考えは根強いものがある。 

そこで、「一定の軍事力とは、どれほどのもの

か？」と問い、故・安倍元首相は、相手に侵略を

思いとどまらせる「打撃力」と語っていたことを

紹介する。仮に中国を相手とすると、中国の軍事

費は 27 兆円。日本はそれに匹敵するか、上回る

軍事費を持たなければならない。これは現在の軍

事費の５倍に当たる。「これは可能か…？」と問

う。さらに、日本が軍事費を増やせば、中国も増

額する。果てしない軍拡競争となることは必定で、

「戦争以前に人々のくらしが成り立たなくなるの

では？」と問いかけている。 

 

６.ロシアのウクライナ侵略に対し世界はいま… 

 ロシアのウクライナ侵略に対し、国連総会でロ

シア非難の決議が２度にわたって採択された。採

択に当たっては、バイデン米大統領の「専制か民

主か」との主張とはうらはらに、小国と言われる

国々が主張したのが、「国連憲章を守れ」だった。 

 ここには、強国・大国の力ずくのやり方を許し

たら、再び 18 世紀・19 世紀のような「力がすべ

て」の時代に逆戻りしてしまう。「せっかく勝ち

取った独立・主権を踏みにじられてなるものか」

との強い思いが見て取れる。 

 ロシアのウクライナ侵略を通じていま、超大国

が常任理事国として君臨している国際連合の問題

点が浮き彫りになってきた。 

これに対し、核兵器禁止条約を生み出した小国

が中心となって、国の大小、経済力・軍事力の強

弱を問わず、「一国一票」のもとに、平和・公

正・対等な新たな国際秩序づくりへと一歩を踏み

出そうとしていることも大きな希望となっている。 

 こうした時、憲法第９条を持ち、戦争被爆国で

ある日本が、その立場を生かして積極的な外交を

行うならば、「武力によらない平和」への流れに

拍車がかかり、世界が大きく変わるのではないか

…。ここまで話し合えると、いまの日本政府のア

ベコベぶりが、自ずと見えてくる。 

 「軍事力による平和」にこだわる人々を論破し

ようと思わず、じっくりと主張に耳を傾け、事実

を一つひとつ確認・共有しあい、認識を積みあげ

ていく。そんなやりとりが、そこかしこに広がる

ことが大事だと考える。 
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Ａ３-４       核兵器禁止条約と憲法９条の連携を 

 

野澤 裕昭、Nozawa Hiroaki（自由法曹団東京支部） 

 

１．はじめに 

 2021 年、人類の歴史上はじめて核兵器を違法

化した核兵器禁止条約が発効した。2022 年８月

現在で批准 66か国、署名 86か国に拡大している。

核なき世界は単なる理想ではなく、現実的なもの

となっている。 

他方、戦争放棄した日本国憲法９条に対しては、

ウクライナ侵攻を契機に非現実的だとして、明文

改憲を要求する勢力が伸長している。両者の間に

ギャップがあるように思う。 

２．核廃絶運動と憲法運動の歩み 

 これまで核廃絶運動と憲法運動は、共同しなが

らも独自に動いてきたように思う。それは、核廃

絶は戦争自体を否定せず、その手段としての核兵

器を禁止するのに対し、９条は戦争そのものを禁

止するという違いに一因があった。 

しかし今日、ウクライナ侵攻に見られるように、

戦争イコール核兵器の使用の危険に直結している。

戦争の禁止と核兵器の禁止は、一体と言える。 

 

３．敵基地攻撃能力論 

これを国内で見れば、敵基地攻撃能力論が好例

と言える。岸田内閣は敵基地攻撃能力論を年内に

も安全保障政策に取り入れようとしている。 

同政策は一撃で敵国の反撃の意思、能力を喪失

させることで抑止を図ろうとする理論である。こ

れは敵国の軍事力を凌駕する軍事力を持たなけれ

ば達成できない。敵国が核兵器を持っていれば、

こちらも核兵器を持たなければ成り立たない。同

時に、敵国に核兵器を先に使用されてしまえば、

敵をせん滅する前にこちらがせん滅されてしまう。

必然的に先制攻撃を肯定することにならざるを得

ない。 

事実、日本政府は、アメリカが核先制不使用宣

言をしようとした時、これを断念させてきた。先

制攻撃しないと宣言することは、核抑止力を弱め

るという考えからである。 

 

４．「核先制使用」の行き着く先 

こうして敵基地攻撃能力論は、「核先制使用」

に限りなく近づく。同時に、「核先制使用」は、

憲法９条が禁じる海外での武力行使に限りなく近

づくことにもなる。なぜなら、核先制使用は国内

でではなく海外で行われるからである。核兵器の

先制使用は、核禁条約が強く反対するものであり、

憲法運動とまさに一致する。 

 

５．おわりに―２つの運動の共同強化を― 

憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義」

が揺らいでいるという意見もあるが、核禁条約発

効は「諸国民の公正と信義」が生きていることを

示している。 

９条運動が、核先制不使用＝海外での武力行使

反対を唱えることで、核廃絶運動、核禁条約運動

との共同を一層強化することができるし、するべ

きである。 
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Ａ３-５        憲法改正に関する問題点 

―ロシアのウクライナ侵略戦争から考えるー 

 

植野 妙実子、Ueno Mamiko（中央大学名誉教授） 

 

１．はじめに 

 ロシアのウクライナへの軍事侵攻は、多くの市

民も巻き込み、ジェノサイドのような状況になっ

ている。ロシアにどのような理由があろうとも、

武力による一方的な侵略は許されない。これを許

せば、安全と安心を保障するはずの国際秩序は、

根底から覆されることになる。この戦争が示した

大きなことは、一度戦争が起きたら、憲法に書か

れている、自由や権利は何も保障されないことで

ある。戦争を起こさせないこと、戦争に至る前に

食い止めることが、いかに大切かを示している。

また、実際に戦争になったら、いかに悲惨なこと

が「日常」として行われるかも示した。 

２．侵略戦争の違法性 

 ロシアは、二つの事柄を主張して侵略行為を正

当化した。一つは、自ら独立を認めたウクライナ

東部地域の（括弧付きの）「国」の要請に基づい

た集団的自衛権の行使であるとしている。もう一

つは、ウクライナが核兵器を持とうとしている、

あるいは、ＮＡＴＯへの加盟を求めていることに

対して、ロシアとしての個別的自衛権の行使であ

るとしている。しかし、その正当性は認められず、

ロシアの行為は、国連憲章と国際法に違反する侵

略行為である。 

しかしながらこれまで、これに似たような行為

に対して、国際社会が断固たる態度で糾弾してき

たかと言えば、そうとは言えず、それがこうした

侵略行為を許すことにつながってきたのではない

かと思われる。第一に、2014 年のクリミアの危

機がある。この時、国連の安全保障理事会の緊急

会合が開催され、クリミアの地位の変更を認めな

いとする決議案に対し、ロシアが拒否権を行使し、

否決された。その後、国連総会においては、同内

容の決議が賛成多数で採択されたが、ロシアが安

全保障理事会の常任理事国でもあることから、国

連憲章第７章に定められている措置（平和に対す

る脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動）

は発動されていない。この時に、拒否権のあり方

を考えておくべきであった。ロシアはこの時にＧ

８から外されて、Ｇ７になったが、ロシアにとっ

ては大した制裁も受けなかったと感じたと思われ

る。第二に、イラク戦争がある。この戦争は、イ

ラクに大量破壊兵器があることを口実にして、ア

メリカの報復のような形で行われ、イギリス、オ

ーストラリアなどと有志連合を組んでイラクに侵

攻したものである。しかし、アメリカが指摘した

ような兵器は見つからなかった。ウクライナが核

兵器を持っているに違いないから侵攻するという

のは、イラク戦争と同じやり方のように見える。

この時に、こうしたやり方が認められるのかを国

際的に考え、対応すべきであった。不確実な理由

をつけて他国を侵略することが許される前例を作

った。第三に、シリアの内戦がある。この時は、

アメリカが先に撤退し、最後まで残ったロシアは、

ベラルーシと同様にアサド政権という傀儡政権を

作った。このようなことをしても国際的に裁かれ

ることはないことを、ロシアは学んだのだと思う。 

ロシアによるウクライナの侵攻は、不戦条約１

条にある、国際紛争を解決するために戦争に訴え

てはならないことに違反する。また、国連憲章２

条の１項には「加盟国の主権の平等原則」が定め

られているので、これにも違反している。さらに、

２条の４項には「すべての加盟国はその国際関係

において武力による威嚇または武力の行使を抑え

なければならない」とあるが、それにも違反する。 

なお、自衛権の行使は、たとえ個別的自衛権の

行使であっても、単なる脅威というだけでは行使

できない。また、国連憲章２条の３項には、国際
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紛争を平和的手段において解決しなければならな

いことが示されており（紛争の平和的解決義務）、

それにもロシアは違反している。 

今回のことで、国際的な法秩序をどのように回

復するのかが問われている。 

３．日本国憲法の永久平和主義 

日本国憲法には３つの原則がある。永久平和主

義、基本的人権の尊重および国民主権である。こ

の３原則の関係は、基本的人権の尊重を中心にし

て、平和でなければ人権の尊重は成立しないので、

平和は何よりも前提として大切なもの、国民主権

は人権の尊重を成立させるためには専横な権力で

はなく、皆が主権を行使する民主主義が手段とし

て大切なもの、ということになる。 

日本国憲法の前文には、「日本国民は、恒久の

平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な

理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸

国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生

存を保持しようと決意した」と定めている。さら

に、平和のうちに生存する権利を有することも確

認している。国際社会での平和の実現を願いなが

ら、９条における戦争の放棄・戦力の否認を定め

ている。 

第一次世界大戦の反省から、1928 年にパリ不

戦条約が締約され、その１条で「国家の政策の手

段としての戦争の放棄」（すなわち侵略戦争の否

定）を定めたが、第二次世界大戦を防ぐことはで

きなかった。その反省の上で、国連憲章が作られ

た。日本国憲法も９条２項で、侵略戦争のみなら

ず、一切の戦争の否定をするのは、侵略戦争の否

定だけでは、戦争の禁止には不十分という自覚が

あるからである。国連憲章に関しては、自衛戦争

に枠をはめ、先制攻撃を認めない、長期にわたる

自衛戦争を認めないなどのことがあるが、他方で、

集団的自衛権を認め、抑止力論を認めている。ま

た、安全保障理事会常任理事国の拒否権の問題や、

42 条の軍事的措置のための国連軍の未設置の問

題もある。日本国憲法９条２項の考えを国際的に

も広め、抑止力論に頼らない国際社会を作り出す

必要がある。その点では、国際人道法の進化や

ICC（国際刑事裁判所）での文民に対する攻撃な

どの戦争犯罪を裁く仕組みも発達してきた。国連

決議の実質化や、抱えている問題の解決と同時に、

こうしたことを強化することが今後の課題となる。 

核不拡散条約からさらに進んで今日では核兵器

禁止条約が成立した。核抑止力論を前提にせずに

核兵器を削減していき、究極的には核兵器の全廃

に進むものである。こうした態度を率先してとる

べきなのが、被爆国である日本の役割であろう。 

４．ナンセンスな憲法改正論議 

自民党は、「４つの『変えたい』こと」として、

「『自衛隊』の明記と『自衛の措置』の言及」、

「国会や内閣の緊急事態への対応の強化」、「参議

院の合区解消、各都道府県から必ず１人以上選出

へ」、「教育環境の充実」を提案している。同時に、

ロシアのウクライナ侵攻に乗じて、国連が機能し

ていないことから核を持つべきだと言ったり、非

核３原則を外してアメリカの核は日本の核でもあ

ると、「核共有」の考えを主張したりもしている。

また、ＮＡＴＯが ＧＤＰ２％以上の軍事力を目

標としているので、日本も同様に防衛費を増やす

べきだとしている。 

憲法は最高法規であり、憲法の考えに沿って、

日本の未来像を考えることが、まず重要である。

日本の防衛力の強化は、周辺の他国を刺激する。

それよりも平和を念頭に置いた外交政策を練るべ

きであろう。また、国家緊急権を憲法に置くこと

は国家総動員令を可能にする。戦争ができる国に

なる必要があるのかが、問われる。 

５．まとめにかえて 

 安倍元首相の銃撃事件は衝撃的であったが、そ

の後の展開で統一教会との関係が明らかになり、

民主主義には透明性が必要であることを今更なが

ら示すこととなった。平和主義の実現も自分のこ

ととして捉える必要がある。戦争を実際にする国

になれば、戦争に行くのは誰なのか、戦争になれ

ば自由に政府に対して批判はできるのか。戦争に

なれば、人間にとって最も根源的な「生きる権利」

は失われる。そのような国にしてはいけない。戦

争の反省の上で作られた憲法の大切さを考えよう。 
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Ａ３-６          憲法をもっとあなたに 

―「四谷姉妹」の憲法漫才がブレイクー 

 

青龍 美和子 ＆ 岸 松江、Seiryu Miwako  & Kishi Matsue（弁護士・東京法律事務所）  

 

１．自己紹介 

憲法漫才でブレイク中の弁護士です。四ツ谷に

ある東京法律事務所の弁護士２人で「四谷姉妹」

の名前でユーチューブに漫才動画をアップし、こ

れがきっかけで、憲法記念日特集だった今年５月

４日付東京新聞の一面トップで紹介されました。 

 西日本新聞やファッション雑誌『ＳＰＵＲ』か

らも取材を受け、都内各地や茨城、静岡などから

もオファーがあり、「漫才ネタ＋お話」というス

タイルで、憲法について楽しくわかりやすい公演

を行なっており、来年まで予定が入っています。 

 

２．「四谷姉妹」誕生秘話 

2018 年暮れに「東京法律事務所９条の会」主

催のイベントでネタを披露したのが、「四谷姉妹」

の始まりです。2015 年に憲法違反の安保法制が

強行採決され、次は明文改憲かという危機感を持

ち、私たち弁護士たちは、憲法カフェや憲法紙芝

居などを用いて、より広い人たちに憲法を知って

もらう活動を行なっていました。 

それでも、改憲についての世論調査ではおおむ

ね、３～４割の人たちが「わからない」、「回答し

ない」という状況です。私たちは、この「わから

ない」と回答している人たちに、憲法が私たちの

生活に不可欠の役割を果たしていることや、その

すばらしさを伝えたいと思っていました。 

当時も今も、お笑い芸人の「阿佐ヶ谷姉妹」が

人気です。私たちは２人ともオカッパ頭で眼鏡を

かけてお笑い好き、「私たちって似てるよね」「憲

法漫才やらない？」という会話から「四谷姉妹」

誕生までは、トントン拍子で進みました。 

 ただ、「下積み芸人」同様、当初注目されるこ

ともなく、「笑い」をとることの難しさを感じて

いました。 

３．YouTube（ユーチューブ）で転機が 

2020 年はコロナ禍で、東京法律事務所９条の

会の集会がオンライン開催となったことで、その

前座として四谷姉妹のネタ動画を発表（東京法律

事務所ＨＰにアップしています）。その動画が

1,000 回再生されたのに気を良くして、日弁連の

憲法動画コンテストにも応募するなど、活動を継

続していました。 

 

 

       四谷姉妹の動画 

 

この動画を見た東京新聞の記者から取材オファ

ーがあり、前述の東京新聞１面に取り上げられ、

動画再生回数はさらに伸び、この動画を観て、

様々な取材や公演の依頼が来ています。やはり、

ＳＮＳの影響力はすごいです。 

また、今年６月の杉並区長選挙のさなか、岸本

さとこ区長候補（当時）からもオファーをいただ

き、阿佐ヶ谷駅前で岸本さんと共演。７月には参

議院議員選挙東京選挙区の山添拓さん（事務所の

元同僚弁護士です）とも共演し、動画をアップし

ました。山添さんも岸本さんも見事当選し、四谷

姉妹が当選に貢献できた（？）ことで、ますます

調子に乗っています。 
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４．公演の内容 

 漫才では、岸がボケ担当で食いしん坊で難しい

言葉を食べ物と聞き間違う姉役、青龍がツッコミ

担当でしっかり者の妹役です。 

 「立憲主義」を姉が「リケンのシュウマイ？」、

「敵基地攻撃能力」を「テッカドンとチキンのコ

ラーゲン鍋」と聞き間違えると、妹が「食べ物じ

ゃないです！」と突っ込んできちんと説明する、

というスタイルです。このスタイルについては、

６月１日読売新聞夕刊『辛酸なめ子のじわじわ時

事ワード』でも紹介されました。「弁護士のスト

イックな雰囲気が、どこか阿佐ヶ谷姉妹のピュア

さと通じている」、「強引なボケも上品な口調なの

で説得力があります」と、お墨付きをもらいまし

た！ 

 また、私が分厚い六法全書を会場に持ってきて、

「この憲法って何の役に立つか知ってる？次の中

から選んでね。①お昼寝の枕、②漬物石の代わり、

③みんなの暮らしと権利を守っている。」（会場か

ら③という掛け声に応えて）「いいえ、①②③全

部ですよ～、憲法っていろいろ役に立つんです

よ。」とボケたり、ご当地自慢（公演するご当地

で話題になっていることや特産品など）を事前に

調べ、「軍事費 11 兆円は、（茨城の）干し芋の年

間生産量 200 億円の 550 年分よ！」「どひゃー」

などと笑いをとっています。 

 「憲法って、75 年間黙って私たちの平和と暮

らしを守ってくれる、頼りがいがあってセクシー

よね？」と印象に残るフレーズで語ります。 

 漫才ネタは 10 分程度で、その後の２人の話で

も堅苦しい内容ではなく、私たちが憲法の存在を

実感したエピソードなどを紹介しながら、身近に

感じてもらう工夫をしています。会場の皆さんの

反応を見ながら、新ネタも模索中です。四谷姉妹

を皆様に育てていただきたいです。 

 ご依頼希望は東京法律事務所ブログの「講演・

取材依頼フォーム」からお願いします。すでに、

10 月、11 月の土日・祝日は、ほぼ公演の予定で

埋まっており、嬉しい悲鳴を上げています。 

 

 

       四谷姉妹の写真 
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Ａ３-７      21 世紀の「平和理論」と日本国憲法 

金子 勝、Kaneko Masaru（立正大学分会） 

 

Ⅰ．はじめに   

(1) 2022年２月 24日に、ロシア連邦のウラジミール・

プーチン大統領政権が起こした「ウクライナ侵略戦争」

は、人類を滅亡させる人類史上初の「核戦争」の危機

を含む深刻な戦争であり、人類に、地球上から戦争を

廃絶する方法を考える課題を与えた。 

(2) しかし、日本国では、「ウクライナ侵略戦争」が勃発

するや否や、改憲派の側と護憲派の側から、「自衛戦

争による自国防衛」という、日本国憲法の「平和主義」

の理念を転覆させる“戦争有用言説”が発出される事

態が現れた。 

(3) 地球上から戦争を廃絶するという大志を実現するめ

には、「自衛戦争を違法とする国際法」の制定が必要

となる。 

(4) なぜならば、プーチン大統領政権が、自衛戦争を 

口実にして侵略戦争を起こしたように―ウクライナの 

NATO（北大西洋条約機構）加盟は、ロシア連邦に直接 

的な脅威となるから、我々は対抗措置を執る（2022年２ 

月 21日のプーチン大統領の「テレビ演説」）―、自衛戦 

争こそ、あらゆる戦争（自衛戦争・侵略戦争・制裁戦争） 

とあらゆる（自衛目的・侵略目的・制裁目的の）武力（兵 

士と武器）による威嚇及び武力（兵士と武器）の行使を 

可能とする、また、あらゆる戦力（武装組織と兵器）の保 

有・行使を可能とする“打出の小槌”であるからである。 

(5) では、「自衛戦争を違法とする国際法」を、人類は、

制定できるのであろうか。 

(6) 人類は、既に、その方向に歩んでいる。 

Ⅱ．20 世紀の「平和理論」  

1. 人類は、20 世紀に、「侵略戦争」を違法とする「国際

法」を制定した。 

（1）「第一次世界大戦」（1914 年７月 28 日～1918 年 11

月 11 日）後、この戦争の惨禍（戦死者数 900 万人、非

戦闘員の死者 900 万人など）の大きさから、「戦争違法

化」の観念が形成され、それの国際法制化が行われた。 

（2） 1928年８月 27日にパリで調印された「不戦条約」 

（「戦争抛棄ニ関スル条約」1929年７月 24日発効である. 

「第一条」、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フル

コトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシ

テノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳

粛ニ宣言ス。」 

「第二条」、「締約国ハ相互間ニ起ルコトアルケキ一切ノ

紛争又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス平和

的手段ニ依ルノ外之カ処理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約

ス。」 

この条約の締結に当たって、「抛棄スル戦争」の中に自衛戦

争は含まれないとする合意が形成された。自衛権の発動は、

自国への侵略と攻撃があった場合というのが各国の共通の認

識であった。 

（3） 「第二次世界大戦」（1939 年９月１日～1945 年９月

２日）後、この戦争の惨害（死者推定 3700 万人～

6800 万人）から、1945 年６月 26 日に調印された「国

際連合憲章」（1945年 10月 24日発効）である。 

「第二条」（原則） 

a) 「この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原

則に基礎を置いている」（第一項）。 

b) 「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段

によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくし

ないよう解決しなければならない」（第三項）。 

c) 「すべての加盟国は、その国際関係において、武力

による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保

全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合

の目的と両立しない他のいかなる方法※によるものも

慎まなければならない」（第四項）。 

※ 傭兵を用いて他国を攻撃すること、他国内で反乱軍・反乱

団体を組織して政権を攻めること、など。 

「第五一条」（自衛権の限定的容認） 

「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対し

て武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国

際の平和及び安全維持に必要な措置をとるまでの間、

個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものでな

い。この自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置

は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。   

また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及
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び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をい

つでもとるこの憲章に基づく権能および責任に対しては、

いかなる影響も及ぼすものではない」。 

個別的自衛権――違法な侵害に対して、武力を用いて、

独力で反撃する権利。 

集団的自衛権――他国に対する違法な侵害に対して、

侵害を受けた国からの要請に基づいて、自国が侵害

を受けたとみなして、武力を用いて、反撃する権利。 

 日本国憲法「第九条」は、戦力を保持しない・交戦権（戦争

権）は認めないと明記しているから、個別的自衛権も、集団的

自衛権も、放棄している。 

2．「不戦条約」や「国際連合憲章」によって、「侵略戦争

を違法とする国際法」が制定された。 

Ⅲ．21 世紀の「平和理論」と日本国憲法  

1. 21世紀という歴史的時代は、世界各国における民衆

の「反戦平和」・「基本的人権尊重」・「民主主義尊

重」・「地球環境保護」の思想と運動の高揚により、次

のような歴史的時代となる。 

（1） (a)すべての人間と動植物と地球は、平和のもとで

幸福になる権利（平和的幸福追求権）がある、(b)すべ

ての紛争は「対話」（話し合い）で解決を、が普遍とな

る時代であり、 

（2） すべての戦争（自衛戦争・侵略戦争・制裁戦争）と

すべての（自衛目的・侵略目的・制裁目的の）武力に

よる威嚇及び武力の行使が違法となる時代であり、 

（3） 戦争を仕掛けた国が結局は敗北をするという時代

であり（アメリカの 2001 年 10 月７日開始の「アフガニ

スタン戦争」と 2003 年３月 20 日開始の「イラク戦争」

がその標識）、 

（4） 戦力（戦争に用いることを第一義的目的にして作ら

れた一切の武力組織と物理的精神的実力のこと）を

持たない国を攻撃する国は、国際社会から糾弾を受

けて苦境に陥ると考えられるから、戦力を持たない国

を侵害することはできなくなったという時代であり

（1983年 11月 17日に「非武装・永世中立国」を宣言

＜モンヘ大統領＞したコスタリカ共和国がその標識）、 

（5） 戦力が不必要となる時代である。 

2．このことは、21 世紀は、日本国憲法「第九条」が表明

している、歪めない解釈から導き出されるところの意

義、即ち、「戦争」とは、「対話」（話し合い）で解決でき

ない紛争を「武力」（兵士と武器）を用いて解決しようと

始められる対立当事者間の戦闘であるから、戦争の

すべてが国際紛争を解決する手段である。また、「武

力による威嚇」及び「武力の行使」とは、「対話」で解

決できない紛争を「武力」を用いて解決しようと始めら

れる対立当事者間の軍事行動であるから、どの「武力

による威嚇」及び「武力の行使」も、国際紛争を解決

する手段である。 

 それ故、国民と国家と自治体が、（一）如何なる戦争

も・如何なる武力による威嚇及び武力の行使も永久に

せず（第一項）、（二）如何なる戦力も持たず、また、如何

なる交戦権（戦争権－開戦権[宣戦布告権]・講和権・戦

闘権[攻撃権・武力威嚇権・武力行使権など]）も認めず

（第二項）、（三）すべての紛争を「対話」で解決するとい

う「非戦・非武装・対話・永久平和主義」の理念が、人類

の「導きの星」となる時代であること、また、「自衛戦争を

違法とする国際法」の制定が可能となる時代であること

を意味している。 

3．かくして、「対話」による紛争解決の道が、21 世紀の

人類の「平和理論」の本質となる。 

4．自衛戦争で自国を防衛しようという考え方は、20世紀

の時代錯誤の「平和理論」である。 

5．私達の目指す道は、対内的には、戦力で平和を作

れば、戦力をなくすることができず、戦力がある限り平

和は戦力の操りものとなるから、戦力を思想的にも、

現物的にも棄てて、戦力を用いないで侵略を阻止す

る方策及び戦力を用いないで侵略を追返す方策を

立てて、それを実践する道である。たとえば、国家は

非武装外交防衛権（憲法第七十三条 第二号）を駆

使して、国民は非武装抵抗権（憲法第十二条）を用

いて、侵略者に対処する方策を、みんなで考えよう。 

 国務大臣、国会議員、自治体首長・議員は、侵略者と命が

けの交渉を。働く者は、ゼネストを。宗教者は、祈りを。国家・

自治体・国民は、侵略者への非協力を、など。違憲の自衛隊

が侵略を排撃（立憲主義に違反する）して「英雄」になれば、

「第九条」が滅ぶ。 

6．私達の目指す道は、対外的には、地球上から戦争を

なくするために、「自衛戦争を違法とする国際法」の制

定を世界中の人々に、呼びかけよう。その場合、自衛戦

争を違法化した「第九条」の理念がモデルの一つとなる。 
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Ａ４-１      ロシアのウクライナ軍事侵攻―2022 

 

藤本 和貴夫、Fujimoto Wakio（大阪大学名誉教授）

 

１．はじめに   

2022 年２月 24 日にウクライナの北部、東部、

南部の国境を越えてロシア軍がウクライナに侵入

してからすでに 8か月が過ぎた。そして、戦争は

今も続いている。 

ウクライナ国民は団結し、ロシア軍を国内から

撃退すべく戦っており、ＮＡＴＯを始めとする各

国はそれをさまざまな形で支援しているが、戦争

の終わりは見えていない。 

国連人権高等弁務官事務所の報告によると、戦

争開始以来、ウクライナでの民間人の死者 6,306

人、内子供 397 人（９月 16 日現在）であるが、

実数ははるかに多いと言われる。ウクライナの都

市は爆撃で破壊され続けており、ウクライナ国境

を越えた避難民は 1432 万人に及ぶ。2019 年のウ

クライナの人口は 4399 万人である。全人口の

30％以上が国外に避難しているのである。 

軍の戦死者、負傷者数は多数にのぼるが、軍事

機密のため明らかにされていない。相手の戦死者

数については、互いに 10 万人ほどの数字をあげ

ている。このような大量殺戮をさらに続けさせる

わけにはいかない。  

この戦争をいかにして止めるかを、われわれは

真剣に議論しなければならない。そしてその第 1

歩は、停戦交渉の開始でなければならない。しか

し、それを成功させるための条件は戦況に左右さ

れるところが大きい。 

 

２．ウクライナ戦争の現況  

ロシアのプーチン政権がウクライナ侵攻に当た 

って表明した戦争目的は、戦況の推移に伴って変

わり、今や非常にあいまいとなっている。 

当初、戦争の目的は、ウクライナ東部でジェノ

サイドの危機にある親ロシア派住民の組織する

「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和 

 

国」の人々の保護にあり、そのため「ウクライナ

の非軍事化と非ナチ化」を求めた。そしてさらに、

プーチン大統領は「われわれの計画にウクライナ

領土の占領は入っていない」とも述べていた。し

かし現在、プーチン政権がウクライナで実際に行

なっていることは、帝国主義的な領土拡張以外の

何物でもないと言わざるをえない。 

 また、プーチン政権がウクライナに対する武

力侵攻にいかなる名目を掲げようとも、国連

加盟国の「領土の一体制と政治的独立」を武

力で覆すことが、一切認められないことは言

うまでもない。 

 この間、当初のロシア軍のキーウ占領計画は、

ウクライナ軍の激しい抵抗とＮＡＴＯの情報網に

よる支援等により、１か月で挫折し、ロシア軍は

キーウから退却した。 

 ４月以降、戦争は第２段階に入った。主たる戦

場は、ドンバスと呼ばれる東部と南部に移った。

2014 年にロシアに編入したクリミヤ半島への通

路の確保と考えられた。 

 東部戦線は一時膠着状態であったが、９月９日、

ハリキウ州南部でのウクライナ軍の反転攻勢によ

りロシア軍は敗走、ロシア軍の前線での兵力不足

が露呈した。 

 

３．ウクライナ戦争の第３段階 

この東部戦線の一部での敗北を契機に、これま

で特別軍事作戦に批判的であったグループから声

があがった。退役将校の組織「将校同盟」は、特

別軍事作戦について、以下の３点の戦略変更要求

をホームぺージ上に公表している。 

(1) 連合軍（ドネツク、ルガンスク両人民共和国

民警隊とロシア連邦軍）を 45～50 万人に増員す

る（ウクライナ軍は後方を入れて 60～70万人）。

敵に対して少なくともある程度の優位性を持ち、
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前線で戦闘陣形の合理的な密度を作り出すことが

必要である。 

(2) 軍と特別軍事作戦の最高指導部の人事異動が

必要である。特別軍事作戦についても、熱い視点

を発揮できるイニシアチブ、決断力、知識を備え

た指揮官の司令部とする。この点については、こ

れまでも、軍指導部が軍事専門家で構成されてい

ないという不満が続いていた。 

(3) 経済と産業、軍産複合体を動員する必要があ

る。プーチン政権はこれらの意見に押されて第３

段階に移った。兵力を 30 万人増員するため、予

備役の部分動員に踏み切ったのである。これまで

国民の反発を恐れて実施しなかったものであり、

反対運動の再発と大量の若者の国外脱出を招いて

いる。 

さらに、９月 30 日、ロシアが占領していた東

部のドネツク州、ルハンシク州、東南部のザポリ

ージャ州、南部のヘルソン州のウクライナ４州を

住民投票でロシアへの編入を希望したとしてロシ

アに強制併合した。 

これまで、ロシアのウクライナ侵攻を阻止す

る上で、国連は機能不能に陥っていると批判

れてきた。戦争を仕掛けた当事者のロシアが

国連の常任理事国で拒否権を持っていたから

である。 

しかし、国連は 10月 12日の緊急特別会合で、

ロシアによる４州の併合を違法だと非難し、

併合の無効、ロシア軍の即時撤退を求める宣

言を３分の２以上に当たる 143か国の賛成多数

で採択した。ロシアと友好的な関係を持つ中

国やインドなど 35 か国が棄権に回った意味も

大きい。それはロシアの行動に賛成しないと

いうシグナルであるからである。 

 

４． 戦争を終わらせる第１歩としての停戦交渉 

言うまでもなく、戦争の勃発は、ロシアとウ

クライナ・米国・ＥＵとの間の外交交渉が失

敗したからである。昨年から首脳・外相会談

が幾度も重ねられていたのは、周知のことで

ある。そして、この戦争を止めるのも、やは

り最後は、外交交渉以外にない。 

この戦争の特徴は、両国間の停戦交渉が戦争開

始直後から始まり、それが持続したことである。

第３回目の交渉となる３月７日、ゼレンスキ―大

統領は、ロシアが要求するＮＡＴＯ加盟断念を表

明、３月 29 日にはトルコのエルドアン大統領の

仲介で両国の外相会談が行われた。ウクライナは、

関係国によるウクライナの安全保障（「安全保障

国」）と引き換えに、ＮＡＴＯ加盟断念を伝えた。  

また、ウクライナを支援するＮＡＴＯも最初か

ら戦場をウクライナ国内に限定し、国外に戦場を

広げないと公言、支援する武器も制限していた。

ロシア側も「特別軍事作戦」と称して、戦時体制

を避けた。早期停戦が実現しそうであった。 

しかし、４月１日にロシア軍撤退後のキーウ近

郊のブチャで殺害された多数の民間人の遺体が発

見されたことで、交渉は止まった。 

 夏季に入ってウクライナは、米国・ＮＡＴＯ

から高機動ロケット砲システム「ハイマース」な

ど新型兵器を大量に供与され、軍事力を強化して

いた。そして、ウクライナ側のロシアに対する要

求も軍事情勢に応じて、「ロシア軍を軍事侵攻前

の状態に戻す」から「クリミヤ半島の奪還」まで、

さまざまに変化した。 

このような状況の下で、停戦を実現するために

は、第３者による仲介が必要となる。この間、仲

介者はトルコ、それに国連事務総長が加わった。

それが無意味でないことは、７月にウクライナの

穀物輸出船の航路の安全確保を巡って、ロシア・

ウクライナ、トルコ、国連が「調整センター」設

置で合意したことでも明らかである。 

国連緊急特別会合を契機に、インドや中国も

仲介に入る条件が出ていると考えられる。 

もちろん、外交交渉を成功させるためには、

国際的な市民の連帯がなければならない。わ

れわれは、平和憲法の持つ意義を再認識し、

国際連帯を強化しなければならない。 
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Ｂ１-１  過去２万年の人類気候文明史への解明と、人類生き残りの対策考察  

 

後藤 隆雄、Gotoh Takao（元神戸大学・情報知能工学科・博士（理学）） 

 

1.  はじめに 

 古気候を解明するため気候変動文明史１）と気

候の文明史を議論する。前者ではマンモスの絶滅

と人類の絶滅を熟読し、地球温暖化と現在文明の

崩壊を解説する。後者でも成長の限界時点で現在

と同等の取り組みが行えていれば更によかった。

縄文時代の記録によると、最も発展した関東地方

の人口ピーク（縄文最盛期）は 25 万人人口から、

寒冷化で人口１万人以下まで衰退している。同現

象は、メソポタミヤのウルタやウルの古代都市、

サハラ砂漠の巨大湖畔でも見られる。これらは人

為の環境崩壊説でも浮上、それを解説したい。 

 

２．マンモスから人類まで絶滅説を追跡 

 もし IPCC の予測どおりに今世紀中に地球の平

均気温が 5.8℃も上昇するとしたら、それは氷河

期時代から間氷期への移行期に起こされた地球温

暖化に匹敵するような 10 万年に一度に変動する

ことになる。今世紀中の地球温暖化は、マンモス

をも絶滅させた地球温暖化に匹敵するものになる。 

 この 1 万 4800 年前には福井県三日月湖周辺か

らトウヒ属や五葉松亜属の森が完全に消滅する。

急激な気温上昇にもじっと耐えて生き延びていた

亜高山を生息域とする針葉樹に、決定的なダメー

ジを与えたのは、気候の湿潤化ととりわけ冬の雪

の増加であった。 

 新たに出現した湿潤化した気候に生態系が確立

できるまでに 500年間が必要であった。森が安定

した森に覆われるまで降雨、大洪水が発生した。 

 １万 4800 年以前以後の気候湿潤化によって、

冬の雪が増加し、時には大吹雪が吹くようになっ

た。大吹雪が止んだ後、何百頭ものマンモス等の

死体が横たわっていた。一見するとそれは気候の

寒冷化がマンモスを絶滅へと追いやったかにみえ

る。そうではない。マンモスを死に追いやった大

吹雪や雪の増加は、地球温暖化の産物である。 

 最後に著者安田は、この 1 万 5000 年前の現間

氷期での移行期に引き起こされた地球温暖化での

み大量絶滅が起ったのであろうかを問うている。 

 １万 5000 年前のとてつもない地球温暖化の後

にやって来た降水量の変化が、氷河時代の生き物

たちにダメージを与えた。このことから類推して

21 世紀の地球温暖化によって引き起こされるで

あろう降水量の大変動、気候の乾湿の大変動がき

っかけとなって人類は、マンモスと同じように絶

滅の危機に直面し始めるかもしれない。 

 

３．人類絶滅説を以下の 2点から付加したい 

3.1．生物種で変わる分離圧温度の差異 

 気温上昇限界「2℃」の大事な訳は以下に： 

 水中で合わせた二枚の板ガラスを垂直方向に引

き離すためには、「分離圧」が必要である。分離

圧が生ずる原因は、「水の構造化」と関係がある。

分離圧は温度と共に変化し、⒖、30、45、60℃付

近で極大値を示す（図１）。分離圧の温度による

変化も、温度変化に伴なわれ水の構造変化に起因

するものと考えられている。2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 分離圧が極大値を示す４つの温度は、生物の生

 図 1 
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存にとって好ましくないため、生物は、進化の過

程で選択的に、連読した遷移温度の中点で生きる

ようになった。すなわち、哺乳類は 30℃と 45℃

の中点付近の温度で生存している。他の生命体に

ついても同様である（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 人類生活の生態系希薄化関係の危うさ 

 日本でも江戸時代までは地産地消で生活できて

いた。大気中の二酸化炭素濃度も 280ppm（現在

400ppm）であった。何よりも興味を取り込んだ

のは利便社会の実現や労働力付加増がもてはやさ

れ、国連環境計画第 5次報告書では、第二次世界

大戦が終結した 1960 年代に入って、世界経済成

長は一気に爆発期を迎えた。中でも特記すべきは

漁業、畜産、酪農などが育てる業種から、作る業

種へと移行したことで、化石燃料の消費が一気に

増えたこと、近代技術化が古典へ戻り効かなくな

ったことで、情報化の進展がエントロピー論の終

焉でないかを案じ始めている。植物はエントロピ

ーを放出関与して、エントロピーゼロ社会への移

行を防いでくれている。我々がここに目をつけて

最大の貢献できるシステムを打ち立てることが可

能であると思えるからである。これが前述した地

球生態系の希薄社会から植物等地球生態系濃厚社

会への展望を示すものになると思える。 

４．人類の生き残りを掛けた戦いに勝ち得るか 

 1万 5000年前に始まる地球温暖化が、最後の氷

河時代が終わり、現間氷期へと地球の環境が激変

する始まりだった。その地球温暖化は 50 年間に

グリーンランドの年平均気温が７～10℃も一気に

上昇するという急激なものであった。著者らは福

井県水月湖の年縞の花粉分析結果から衝撃的なも

のであった。植物は気温の変化にある程度は付い

ていける。そして、より温暖な気候に適応したブ

ナやナラが拡大するまでの間、温度に適応性の大

きいハンノキ等が拡大した。しかし 1 万 4800 年

前には水月湖周辺にはトウヒ属、五葉松亜属の森

が完全に消滅する。急激な気温上昇にも耐えてい

た生き延びっていた亜高山を生息域とする針葉樹

に決定的なダメージを与えたのは、気候の湿潤化

と冬の雪増加であった。最終氷河期前の冬は、気

温は低くても乾燥しており、このマンモスの体一

面を覆う体毛はからからに乾いた寒気から身を守

るのに適した外套は、今夜冷たい氷の柱となって

マンモスの体を覆った。おまけに雪は大地を覆い、

枯草は深い雪に埋もれてしまった。大吹雪が止ん

だ後、何百ものマンモスの死体横たわっていた。

マンモスの他、ケサイ、馬、柳生、ジャコウウシ

など共に暮らしていた。マンモスを死に追いやっ

た大吹雪や雪の増加は、地球温暖化の産物である。

氷期から後氷期への激動の晩氷期に、欧州やグリ

ーンランドでは、１万 4800～1 万 4500 年前にベ

ーリング温暖期が訪れ、急激な気候が引き起され

ている。福井県水月湖の温暖化データでは、ベー

リング温暖期にさかのぼり、他地域よりも 500年

以上も早かったが判明した。故に、モンスーンア

ジアが地球温暖化時代に最初に影響を受けていた

事を示している。安田 1) は人類とマンモスが違う

ことから回避できるとしている。しかし私は困難

と見る。根拠の最大要因は、近代化技術と地球環

境の共存の困難性は未知数であるためである。 

引用文献 

１）安田喜憲、気候変動の文明史、NTT 出版、

(2004) 

２）水の物理学、B,R, アントンチェンコ、後藤

隆雄、田中嘉之、(株)はんした（2010年） 

 図 2 
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В１-２      地域の脱炭素社会への転換 

 

歌川 学、Utagawa Manabu（産業技術総合研究所） 

 

１．はじめに 

 気候変動の悪影響を回避、低減するため、温室

効果ガス排出量の大幅な削減が求められている。 

 IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は第６次

評価報告書で 2020 年以降、1.5℃上昇抑制には、

達成確率 50%で直近排出量の約 12 年分の累積排

出量(カーボンバジェット)だと示した。また排出

経路として世界の CO2 排出量を 2030 年までに

2019 年比 48%削減、2050 年頃排出ゼロを示した。 

 日本政府目標は 2030 年に温室効果ガス 46%削

減(2013 年比)、2050 年排出実質ゼロ。都道府県

と市区町村をあわせ約 760 自治体が 2050 年排出

実質ゼロを宣言した。地域で CO2 排出削減対策、

省エネ・再エネ対策を行う必要があり、排出実態

の把握、目標設定、対策ロードマップの策定、対

策推進政策の導入、それぞれで課題がある。本報

告は、市区町村の排出実態把握と排出削減対策に

ついて検討する。 

 

２．自治体の排出実態と対策 

(1) 排出実態把握の問題 

 市区町村の CO2 排出実態に課題がある。東京

都は区市町村が集まり推計を委託、埼玉県は県の

研究所が全市区町村排出量を推計している。それ

以外は環境省試算など、国や都道府県の排出量か

ら活動量を用い按分し市区町村排出量を求めてい

る。これには課題がある1⁾。また、按分法では当

該市区町村で実施した対策の成果が翌年の排出量

に反映されない問題がある。 

 当面は按分法でも排出量計算を業種細分類別に

緻密化、今後は按分法でなく国が市区町村毎の排

出量2を市区町村に毎年通知することが望ましい。 

(2) 市区町村の排出構造 

 全国の CO2 排出割合は火力発電が 37%、これ

に製油所と鉄鋼・窯業土石・化学工業・紙パルプ

を入れると約７割を占め(工業プロセス、廃棄物

の燃料使用を含む)、対策の重点である。 

 市区町村は、排出構造は大きな差がある。市区

町村は地域の排出量を把握、対策の重点を把握し

対策を考え、政策立案することが必要である。 

(3) 地域の主な対策 

 大半の市区町村では、主な対策は省エネと再エ

ネである。 

 省エネは、新設・更新時の省エネ機器の確実な

導入、高い断熱性能の住宅・建築物の確実な導入、

省エネ車、電気自動車導入、また公共交通機関シ

フトや物流効率化などを行う。 

 再エネ転換を行い、市区町村内の再エネ発電と

再エネ熱利用設備を増やすとともに、購入電力の

再エネ割合を高め最終的に 100%にする。 

 一部素材製造業の高温熱利用および漁船、運輸

の船舶で、再エネ転換・脱炭素に技術的課題があ

る。他は基本的に既存技術とその改良技術で再エ

ネ転換可能である。この点で再エネ転換が容易に

なるよう、熱利用の電化・ヒートポンプ化、自動

車の電気自動車化なども有効である。 

 業務・家庭・運輸自動車の脱炭素目安は、2050

年に化石燃料ストーブ・ボイラー・給湯器を使わ

ない、内燃機関車を使わないことである。ストー

ブや内燃機関車は 2040 年頃から新規導入をやめ

ることが必要である。寒冷地では建物断熱性能を

最低でも政府断熱基準程度まで高める必要がある。 

 

３．市区町村の排出削減シナリオ 

 市区町村の 2050 年にむけた脱炭素検討を行う。 

(1) 活動量想定 

 活動量は今後人口比で推移、家庭のみ自治体世

帯数比と想定する(表１)。人口は社人研想定を用

いるが市町村の人口ビジョンがあればその想定を

用いる。 
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表１．活動量 

部門 活動量 予測 

産業 生産量・生産指数 全国人口に比例 

業務 延床面積 自治体人口に比例 

家庭 世帯数 自治体世帯数 

運輸旅客 旅客輸送量 自治体人口に比例 

運輸貨物 旅客輸送量 全国人口に比例 

(2) 省エネ、再エネ想定 

 既に商業化済みまたは商業化目前の技術を想定

する。対策想定は表２、表３の通りである。 

表２．省エネ・電化想定 

 2030年まで 2050年まで 

省

エ

ネ 

更新時に省エネ機器普及。産業低・中温熱利用

と、業務家庭で暖房給湯の一部電化。 

新築・建てかえ時に断熱建築(ゼロエミッショ

ン住宅、ビル)普及。 

自動車更新時に燃費のよ

い車を選択、乗用車の

20％、バス・トラック

５％電気自動車化。 

2050 年に全て電気自

動車。 

表３．再エネ・燃料転換想定 

 2030 2050 

電力 エネルギー基本計

画 の 0.25kg-

CO2/kWhとする。 

再エネ 58% 

再エネ転換 

低温熱利用 一部電化または再

エネ熱転換 

電化し再エネ電

力、または再エ

ネ熱転換 

中温熱利用、

自動車燃料 

一部電化 電化し再エネ電

力に転換 

高温熱 石炭石油は不可欠用途以外ガス転換 

(3) 結果 

 東日本の市町村の例を図 1〜2 に示す。更新時

の省エネ対策と再エネ導入で 2030 年の CO2を 18

年比約 60%削減、2050 年は漁船以外ほぼゼロに

なる。域内再エネ可能性は域内消費電力よりはる

かに大きい。都市部以外では年間値で自給可能な

自治体が多い。 

 光熱費削減が設備投資費より大きく、現在の光

熱費の一部を省エネ再エネ設備投資、一部を再エ

ネ電力購入に充てて実現できる。また光熱費削減、

設備投資の一部を地元企業が受注、域内再エネを

地元主体が設置運営しお金の流れを地域に取り戻

し雇用を拡大するなど地域発展に寄与できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 最終エネルギー消費  (b)エネルギー起源 CO₂ 

 

 

 

 

 

 

 

(c)域内電力消費と域内再エネ発電可能性 

図１．2050年脱炭素転換試算例 

 

 

 

 

 

 

図２．光熱費減と設備投資 

４．まとめ 

 市区町村の脱炭素シナリオを検討した。エネル

ギー起源 CO2 排出量は工業地域以外でおおむね

直近 2018 年比 50〜60%またはそれ以上削減でき

る。また光熱費と設備投資額(融資返済額)を増加

させず減少させ、域外流出を大きく減らし地域発

展に役立てる可能性が明らかになった。各自治体

はこうしたロードマップを作成、政策・計画を策

定し目標を確実に実現していくことが求められる。 

                                                         
１) 環境省試算は製造業の市区町村 CO2排出量について

製造業一括で製造品出荷額比で按分、素材製造業の排

出量が他市町村に配分される。環境コンサル e-konzal

の試算は業種中分類ごとに按分している。 

２）全国 700の小売電気事業者毎、メニュー毎の市区町

村別電力消費量と CO₂排出係数を国が調査、他の燃料

消費量と合わせて CO2排出量合計を国が市区町村毎に

試算し報告することが考えられる。 
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В１-３ 日本における自然エネルギーの利用－ケーススタディから見えるもの 

　　河野 仁、Kono Hitoshi（元兵庫県立大学・大阪支部・JSA-ACT） 

 

１．はじめに－地元が主体に 

 日本には風力、水力、太陽光、バイオマス、地

熱等の自然エネルギーが豊富にあり、自然エネル

ギーだけで十分に自給可能である。しかし、これ

まで投資してきた化石燃料、原発による利潤追求

の力が働き、自然エネルギーの増加速度は極めて

遅く、自然エネルギーの中で太陽光発電に偏った

増加が生じている（表１）。また、メガソーラー

に対して自然環境保護、景観の観点から、風力は

低周波騒音の観点から反対運動が起きている。こ

のような状況の中で、自然エネルギーは地元が主

体となり、環境保護の立地条件を入れて設置を進

めていくことが求められている。本論では、自然

エネルギー事例を、研究ノートとして紹介し、現

在の課題と解決の方向性を考察する。  

 

表１．日本電力の自然エネルギー割合、2020年 

 

 

 

 

 

 

 

２．岡山県西粟倉村営のバイオマス、水力 2)3) -

新産業と若者 

 岡山県西粟倉村は人口 1,370 人、591 世帯(2022

年)の小さな村である。村の面積 58 km2の 95%が

森林、森林の 85%が人工林である。森林資源を

利用して、木工業を起こし、木質バイオマスによ

る温泉加熱、公共施設の暖房/給湯(530kW)、バイ

オマス発電 (49kW)を行っている。小水力発電

（５基合計 496kW）を行っている。自然エネル

ギーによる発電を村営で行っている。森林資源を

利用することで、村に若い人を呼び入れて、村に

産業を作り、過疎化をストップさせることに成功

している。10 年間で企業 34 社と 180 名の雇用を

生み出した。外からの移住者は 139 名で村の人口

の約１割。森林を利用するために、村が「100 年

の森構想」を作り、森林所有者、村、森林組合の

３者で契約を締結、村が森林を預かり管理、施業

は森林組合が行うことを取り決めている。施業に

かかる費用は村が負担し、木材を販売し、収益の

半分村、半分は森林所有者に分配。森林利用によ

る村おこしのきっかけは、2003 年から 2005 年に

アドバイザーが村に来て、森林資源の利用につい

て提案したことに始まる。専門家の援助が重要で

ある。村営の自然エネルギー設備の管理と推進は

村役場の産業環境課長の上山隆浩氏が主担当であ

る。上山氏によると、「行政職員の場合は通常数

年で配置転換があるが、このポストに関しては、

専門職として長期間同一人物が担当できるように

している。また、現在は村が経営しているが、民

間企業で行う選択肢もある」との話であった。 

 

３．屋久島－水力発電で自給（屋久島電工㈱）－

自然条件と歴史の積み重ね  

島は黒潮の通り道にあるために、大量の水蒸気

が供給される。宮之浦岳（標高 1,936 m）には年

中雲が懸かり、山間部の年間降水量は 8,000～

10,000 mm に達する。ここには屋久島電工㈱とい

う地域の電力会社があり、島の電力を 100％まか

なっている。総発電容量は 59MW である。島の人

口は 1 万 3 千人であるが、8 万 3 千人分の電力を

供給できる。島には炭化ケイ素の製造工場があり、

そこで電力を使って、一部を住民に売電している。

また、島は花崗岩からなるために岩が固く、ダム

が土砂で埋まりにくいという利点がある。屋久島

電工㈱の話しでは、50 年でダム水深の減少はわ

ずか 10％程度とのことである。 

島の水力発電には長い歴史の積み重ねがある。

1952 年に上屋久村営発電事業を立ち上げ、水力

 

電力の内自然エ

ネルギー割合 %

水力発電 

%

風力発電

　%

太陽光発

電 %

バイオマ

ス発電 %

地熱発電 

%

19.5 8.6 0.8 7.6 2.2 0.3

自然エネルギー

構成比 %
43.9 4.3 39.1 11.1 1.4

IEA1) 
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８kW を建設し、４集落に電気のを供給、1956 年

に 50kW を増設し、６集落全部に供給。続いて

1953 年に、屋久島電気興業㈱が、千尋滝発電所

(1.3MW)を完成させた。大部分の電気は鉱山会社

と営林署に送られたが、30kW が安房集落の安房

電気利用組合に送られた。一人当たり 18Wなので、

小さな電灯をつける程度だった。本格的な電気の

供給は、1960 年～63 年に屋久島電工㈱が安房川

第１発電所１号機（23MW）と荒川尾立ダムを作っ

た時から始まる。これにより、屋久島電工㈱から

屋久島北部の上屋久村営発電組合と九州電力㈱へ

電気が送られた。これを受けて、上屋久村営発電

組合は解散し、宮之浦発電所は閉鎖し、送配電だ

けを行う上屋久町電気施設共同組合が設立された。  

さらに、1979 年に屋久島電工㈱がより規模の

大きい安房川第２発電所（34MW）を建設し、屋久

島南部と南東部の電気事業組合にも送電が開始さ

れた。これにより、送配電事業を行う、３つの電

気事業組合と発電事業を行う屋久島電工㈱と九州

電力㈱による屋久島の水力発電・送配電体制が完

成し、現在に至る 4)。 

 

４．自然にやさしい小水力発電(奈良県つくばね

発電所：NPO 法人)－過去の発電設備の再利用
5) 

 山間の小さな谷あいの滝つぼから導水、水平に

1.4km 導水路を作り、有効落差 105m で 82 ㎾発

電。自然破壊がほとんどない。東吉野村では

1914 年から 1963 年までの約 50 年間、小水力発

電「つくばね発電所」が地元の家庭や製材業に売

電していた。2013 年、地元有志が村の活性化を

目指し、「つくばね発電所」の復活プロジェクト

を開始。 

その後、「東吉野村小水力利用推進協議会」と

「株式会社 CWS（ならコープグループ）」の共同

出資により「東吉野水力発電株式会社」を設立。

金融機関からの借入と市民ファンドにより資金を

調達し、つくばね発電所を復活させた。 

発電方式-水路式発電・流れ込み式 

発電機-クロスフロー式の水車, 使用水量: 0.1 ㎥/s、

水車-クロスフロー水車（シンク社/チェコ製）。 

 小水力発電は規模が小さいので、地元が主体と

なることが可能であることを実証している。 

 

５．風力発電：岩手県葛巻町－町が主導的に開発

‐騒音問題なし 6) 

 葛巻町は盛岡から NNE に 45km の山間にある。

町の人口 5,800 人(2021 年)、面積 485km2 である。

町の面積の 85%が森林である。標高約 1,000m の

上外川高原に 28 基、合計 65.5MW の風力発電があ

る。年間平均風速 8 m/s である。所有者は J-

Power である。最も近い住宅から 2.5km 離れてお

り、騒音問題はない。町には固定資産税が入る。

山間に風力発電所ができた経緯は、高原で牧畜を

行っており、そのために高原まで道路と送電線を

作られており、風力発電をする条件が整っていた。

この他、町営の太陽光発電 503kW が公共施設に

電気を供給している。畜糞を使ったバイオガス発

電 37kW と熱 180MJ が施設内で使われている。葛

巻町はミルクとワインとクリーンエネルギーの町

として発信している。町長が積極的に取り組んで

いる。 
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В１-４  将来の太陽光発電導入量の市区町村・配電エリアへの配分 

 

今中 政輝、Imanaka Masaki（東京大学・名古屋大学）・ 

志村 征輝、Shimura Masaki・加藤 丈佳、Kato Takeyoshi（名古屋大学） 

     

１．はじめに 

 脱炭素社会の実現には，日本国内に数百GW規

模の太陽光発電(PV)の導入が必要となる。将来の

各市区町村の導入目標設定や送配電網への影響を

検討するには，地域からの目標の積み上げに加え

て，全国や地方レベルの導入目標を各市区町村や

配電エリアにどう配分するかが重要と考えられる。  

そこで，本研究では中部地方を対象に，土地利

用の観点から統計に基づいた各市区町村の PV 導

入ポテンシャルを想定し，全国 300 GW規模に相

当する中部全体で 45 GW規模の PV導入を想定し

て各市区町村への配分量（以降，単に配分量）を

求め、さらに配電エリアに再配分することにより，

将来の PV の市区町村・配電エリアへの導入分布

に関する分析を行なった。なお，本研究の詳細は，

文献 1)に示している。 

２．市区町村単位での PV 導入ポテンシャル算定 

 まず表１に示す７つの設置形態について，統計

データに基づき市区町村ごとの PV 導入ポテンシ

ャルを算定した。住宅関連は 2050 年の世帯数の

推計し，各市区町村の住宅着工統計，住宅・土地

統計調査等から指標量を算定した。工場は屋根置

きを想定して 2014 年の工業統計表の工業地区別

の建築面積を市区町村に按分し，ソーラーシェア

リング（営農型太陽光発電）と耕作放棄地は

2015 年の農林業センサスの経営耕地面積および

耕作放棄地面積を用いた。森林は皆伐などのリス

クがあるため除外した。なお，低利用地・道路な

ど未考慮の設置形態もある。 

 図 1 に PV 導入ポテンシャルと後述の配分量を

県ごとに集計したものを示す。中部地方全体では

合計で 89.7 GW，内訳はソーラーシェアリングが

最も多く 44.3 GW（49.5%），耕作放棄地が 24.0 

GW（26.7%），新築戸建 8.2 GW（9.2%），既築戸

建 6.2 GW（6.9%）と続く。 

３．市区町村への配分  

 PV 導入ポテンシャルに対して，中部全体の導

入量が 45 GW 規模になるように設置形態ごとに

活用率を設定することで，各市区町村への配分量

を算定した。活用率の設定に当たって，新築住宅

は活用率を高く，ソーラーシェアリングは低くな

るよう設定した。 

 結果として，活用率は新築戸建住宅で 1.0，新

築集合住宅で 0.7，ソーラーシェアリングで 0.34，

その他４設置形態が 0.6 となった。なお、指標量

当たりの導入量を表 1 の 1.5 倍にすると、ソーラ

ーシェアリングの活用率は 0.10まで抑えられた 2)。 

図 1 に配分量を示す。屋根置き PV は合計 16.1 

GW で半分が新築戸建住宅，ソーラーシェアリン

グが 14.8 GW，耕作放棄地が 14.2 GW と概ね３分

の１ずつとなった。 

 図２に市区町村の導入量を文献 3)の可視化ツー

ルを用いてマップ化したものを示す。絶対量が多

い市区町村は長野県長野市・松本市・佐久市，愛

知県豊田市・岡崎市・豊橋市，三重県津市・伊賀

市・松本市など，面積がある程度広く，人口も概

ね 10 万人以上の市である。他方，小規模な市区

町村を中心に世帯数当たりの導入量が 50 kWを超

表１．各設置形態の指標と指標当たりの導入量 

設置形態 指標当たりの導入量 

新築戸建住宅 5.0 kW/戸 

新築集合住宅 1.6 kW/世帯 

既築戸建住宅 4.0 kW/戸 

既築集合住宅 1.0 kW/世帯 

工場 0.5 MW/ha 

ソーラーシェアリング 0.195 MW/ha 

耕作放棄地 0.5 MW/ha 
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えたところが 28（長野県23，三重県 5）あった。 

４．配電エリアへの配分 

対象とした中部電力管内 861 の配電用変電所に

対してそれぞれの配電エリアを想定した。市区町

村への配分量を，住宅と工場の屋根置きに関して

は世帯数比例で，ソーラーシェアリングと耕作放

棄地は配分量の半分を世帯数比例で，

残り半分を面積比例で各配電エリアに

配分した。 

 都道府県別の箱ひげ図を図３に示す

（箱の下位・上位はそれぞれ25%）。長

野県への配分量が多くなった。対象配

電エリアのうち配分量が 20～60 MWの

配電エリアが 52.6%を占める一方，100 

MW を超える配電エリアも 77(8.9%)存

在した。こうした配電エリアでは，送

配電設備の増強や蓄電などの大規模な

対策が必要となりうる。 

今後の課題としては，地域の実情に

即した個別の活用率や配分指標の設定

による最適化が考えられる。 

引用文献 

1)中部社会経済研究所「地域におけるエネルギ

ーシステムの最適化に関する調査研究＜フェー

ズ II＞」，第二編第３章, pp.57-86 (2022)． 

2)志村・今中・加藤・服部：「カーボンニュー

トラルに必要な太陽光発電の市区町村への配分

検討」電気学会 B部門大会，No.13 (2022)． 

3) 桐村（2021）「メッシュデータの可視化ツー

ル「Mesh Data View3D」の開発と活用方法」， 

E-journal GEO, Vol.16, No.1, pp.176-186． 

 

図１．ＰＶ導入ポテンシャルと配分量の算定結果 
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図２．各市区町村への配分量[MW] 

 

図３．配電エリアへの配分量の県別箱ひげ図 
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В１-５       アンモニア燃焼発電の問題点 

－環境有害物質である窒素酸化物排出に関しての考察－ 

 

佐藤 忠久、Sato Tadahisa（元長岡技術科学大学・東京支部） 

 

１．はじめに 

 アンモニアは窒素と水素の元素からなる分子

（NH3）であり、燃焼（酸素との反応）をしても

二酸化炭素（CO2）は生成しない。2016 年頃から

火力発電においてNH3を燃料として用いることで

脱炭素発電を実現しようという検討が進められて

きたが 1)、2021年に第６次エネルギー基本計画の

正式テーマとなり、2030 年までに既設石炭火力

発電所への 20%アンモニア混焼の導入・普及を行

うという方針が示された 2)。アンモニア混焼発電

では、CO2 の発生が減少する代わりに大気汚染の

原因になる窒素酸化物（NOX）を大量に排出する

可能性がある。本報告では、公開データを分析し、

この問題点について考察した。 

２．窒素酸化物（NOX）について 

 多くの窒素酸化物が知られているが、そのうち

主なものは６種類（NO、NO2、N2O、N2O3、

N2O4、N2O5）である 3)。大気環境分野では、一酸

化窒素（NO）と二酸化窒素（NO2）をまとめて

NOX（ノックス）と呼ぶ場合が多い 4)。 

 アンモニア燃焼の主反応は、下記の総括反応式

で表されるものであり、窒素と水が生成する。 

NH3 + 3/4 O2 → 1/2 N2 + 3/2 H2O （式 1） 

この主反応だけが起こるならば NOX は生成しな

いが、実際には副反応が起こり NO や NO2を生成

する。それらの生成に関する総括反応式は下記式

で示される。これらの副反応がどのくらい起こる

かは NH3/O2 比だけでなく、燃焼温度、混合方法

および添加方法で変化する。 

NH3 +5/4 O2 → NO + 3/2 H2O   （式 2） 

NH3 +7/4 O2 → NO2 + 3/2 H2O （式 3） 

石炭火力発電の燃焼温度（1,000～1,500℃）で生

成する NOX は、燃料由来の NOX（フューエル

NOX）が支配的であり 5)、その中で大部分(90 ~ 

95%)は NO である 6)。なお、大気に放出された

NO は容易に空気酸化されて NO2になる。 

３．NOXによる大気汚染 

 NOXのうち、NO2は光化学スモッグの原因にな

る環境有害物質である。太陽光の紫外線による光

化学反応がNO2と大気中の酸素との間で起き、そ

の反応をきっかけにして光化学オキシダント（オ

ゾンなどの酸化力の強い物質）が生成する 7)。そ

して、それが大気中の硝酸塩や硫酸塩などからな

る固体成分の微粒子と混合することで光化学スモ

ッグが発生する。光化学スモッグは 1970 年頃に

大問題になり、それを発生させる原因物質である

NOX(NO2)の排出が大気汚染防止法にて厳しく規

制されるようになった 8)。火力発電所のNOX排出

基準は、「ボイラー」の排出基準値になる。燃焼

ボイラー種類（ガス、重油、石炭）ごと、更に排

出規模ごとに排出基準値が決まっており、石炭燃

焼ボイラー火炉出口の NOx の排出基準（2020 年、

環境省）は以下のとおり(O2 ６％換算)である。 

20 万 m3N/h 以上 ･･･ 200～250 ppm 

４～20 万 m3N/h  ･･･ 250～320 ppm 

４万 m3N/h 以下 ･･･ 250～350 ppm 

４．アンモニア燃焼発電での NOxの排出濃度 

 電力中央研究所の原らは、既設微粉炭火力発電

所のボイラーに適用可能な NOX 排出の抑制方法

を、実験用シングルバーナー炉とマルチバーナー

炉（2,400kw）を用いて検討した 9)10)。 

実用炉に近いのはマルチバーナー炉なのでその

結果を見てみる。火炉出口（図１）の排ガス中の

NOx 濃度は、用いる燃料石炭の N 分によって影

響されるが、N 分 1.72wt%の微粉炭を用いた場合

の NOX濃度は 130ppm(O2 ６％換算)であった。 
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図１．マルチバーナー炉の概略 9) 

アンモニアの N 分は 82.24 wt% (N/NH3)である。

アンモニア 20%混焼の場合、その N 分は 17.82%

になる。微粉炭専焼の場合と比較すると、10.36

（17.82/1.72）倍の N 分になる。これらの N 分が

石炭中の N 分と同様の比率で NOX になると仮定

した場合、排出 NOX 濃度は 1,347ppm になり、前

述の石炭燃焼ボイラーの排出基準を大幅に超えて

しまう。この NOX 濃度を排出基準レベルまで下

げることが、本技術を実用化する上で必須の技術

課題である。 

原らの検討の結果、燃焼方法（低 NOx バーナ

ー、二段燃焼等）を最適化することで、排出

NOx濃度は 250ppm(O2 ６％換算)と石炭専焼発電

の場合の約 1.9 倍に抑えることができた 10)。この

値は排出規模が 20 万 m3N/h 以下のボイラーなら

排出基準をクリアする。この排出 NOX 濃度低下

は、燃焼方法の最適化効果だけでなく、燃料がア

ンモニアであるため、ボイラー中で生成した

NOX と残存アンモニアが反応して NOX 濃度を低

下させる効果も働いているとしている。 

日本の石炭火力発電所には、日本で開発された

乾式選択的接触還元法の排煙脱硝装置が導入され

ている。この脱硝装置の原理は下記総括反応式に

基づく。 

NO + NH3 + 1/4O2 → N2 + 3/2 H2O  （式 4） 

 NO2 + 4/3 NH3 → 7/6 N2 + 2 H2O   （式 5) 

高温では触媒がなくてもこの反応は進行するこ

とが知られており、アンモニアは火炉内で燃料と

してだけではなく、発生した NOX を無害化する

脱硝剤の働きもしていることは十分にありうる。 

５．今後について 

ボイラー火炉出口の排出NOx 濃度が 250ppm 程

度であれば、脱硝装置を使用して 20 万 m3N/h 以

上の排出規模を含む全ての規模の NOX 排出基準

をクリアできると考える。よって次の課題は、数

百倍のスケールである実用発電においても同じ結

果が得られるかどうかである。 

2023年度から、既設 100万 kW 級発電所(JERA

碧南火力発電所４号機)での 20%混焼実証事業が

開始される 11)。アンモニア 20%混焼発電の技術

的最終評価は、その結果を待って行いたい。 

現在、50 %混焼および 100％専焼の研究もなさ

れている。混焼率が上がると排出 NOX 濃度が上

がる傾向が報告されているので 10)、これらの発

電でも排出基準をクリアできるのか、詳しいデー

タが公開され次第検証する。100%専焼でも排出

基準をクリアできれば、アンモニア燃焼発電は脱

炭素技術の一つとなりうると思うが、そうでなけ

れば一時しのぎの技術として終わるだろう。 

報告者は、脱炭素エネルギーとしては再生可能

エネルギーの利用を推進すべきという立場である

が、今回考察したアンモニア燃焼発電のような原

子力以外で脱炭素を謳っている発電技術について

は、公開データを基に今後も検証して行きたい。 
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В１-６  気候危機に立ち向かうデンマークの気候変動対策について 

 ～自然エネルギーと省エネ社会の実現に向けて～ 

 

ケンジ ステファン  スズキ、Kenji Stefan Suzuki（SRA  Denmark  ・「風のがっこう」主宰）  

 

１．はじめに 

 今日におけるデンマークの気候変動対策政策の

始まりは、1970 年代と 80 年代における石油供給

危機（オイルショック）に遡る。オイルショック

の経験をもとにデンマークは、国外からの化石燃

料の離脱策を採り、国内資源である北海油田の開

発、風力、バイオガスの導入策を基にエネルギー

自給化を採って来た。 

1990 年に入り地球の温暖化対策の必要性が語

られ、1997 年京都議定書の約束に合わせ、デン

マークが採った地球の温暖化防止策は、化石燃料

の消費を減らし、再生可能エネルギー源に移行す

ることであった。採られた政策は、風力発電やバ

イオガスの導入と、発電と熱を同時に供給するコ

ージェネ発電所の導入であった。 

コージェネ発電所の熱源は、家庭や業界から出

る可燃廃棄物他、麦わら、ウッドチップなどであ

り、石炭、石油、天然ガスの消費量を減らすこと

に努めた。発電と共にお湯を生産し地域一体に供

給する地域暖房の仕組みを採り入れて個別の暖房

と給湯を止めた。と同時に住宅の省エネ化を図り、

建物の断熱性を高めるための施策を採り入れ、結

果として化石燃料を減らし二酸化炭素の排出を削

減して来た。 

既に、地球温暖化現象による被害への予防策と

しては、汚水と雨水を分離して処理するための下

水工事、雨水を溜める貯水池への助成策を採って

いる。これらデンマークがオイルショック以降に

取り組んできたエネルギー政策の結果、新たな産

業が生まれ雇用と輸出に貢献し、国家経済に大き

な役割を果たしている。 

 

２．デンマークのエネルギー供給と消費源の推移

について 

京都議定書で約束した地球温暖化ガスの排出量

は、1990年水準に対し 2008年から 2012年の間に

５％削減することであった。デンマークが採った

エネルギー供給策は、二酸化炭素の排出量が多い

順に石炭と石油消費量を大幅に削減したことであ

った。数値でみると 1994 年から 2020 年における

石炭の消費量は 120PJ(ペタジュール)から 11PJと

90.8％減らし、石油においては 9.5 PJ から 0.1 

PJ と 90.1％削減した。また、天然ガスにおいて

は 8.2 PJから 3.6 PJと 56.4％削減した。 

化石燃料の削減に対して増加したのが、風力発

電、廃棄物を含めたバイオマス、そしてバイオガ

ス、太陽光である。これら再生可能エネルギー源

による発電量は、1994年の 6.3 PJから 2020年に

は 85.1 PJ に増え、その伸び率は 1,256％になっ

ている。再生可能エネルギー源供給の中で特に増

大したのが風力発電で 2020 年におけるデンマー

クの設備量は 6,259 MW で人口一人当たり１kW を

超えた。その結果、風力発電からの供給量は、

1994 年４PJ から 2020 年には 58.8 PJ に増え、こ

の間 1,336％の伸び率となった。 

 

３．コージェネと熱供給及び二酸化炭素の排出量

について 

 デンマークの建物の多くは建物全体を温める仕

組みを採り入れており、1980 年代においては個

別の石油を熱源としたボイラーと一部の都市にお

いては地域暖房が採り入れられていた。その後、

石油の値上がり（政府の石油離れの政策導入もあ

り）がもとになり、1990 年頃から石油に代わっ

て天然ガスを熱源とした暖房と給湯、そして地域

暖房による熱供給の普及が進んだ。 

デンマークの約 290 万世帯における 2020 年の

熱供給源を数値で見ると、地域暖房に占める割合

が 65.2％、天然ガスボイラー15.0％、石油ボイ

ラー7.7％、そして熱ポンプ、電気、薪ボイラー

が 12.1％となっている。デンマークの 1 ㎡当た

りの室内暖房量は、1990 年から 2020 年までに

21.5％削減した。削減の背景には政府補助を利用

した住宅の断熱、燃料効率の良いボイラーに取り

換えたことがあげられる(図Ⅰ、図２参照)。 
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図１．住宅の熱供給別世帯数（単位 1,000件） 

薄青：石油、黄色：天然ガス、濃紺：地域暖房、

オレンジ：その他（ペレットや熱ポンプ） 

出典：デンマークエネルギー統計。 

 

 

図２. 住宅の熱消費推移（単位：1990年＝100） 

赤線：１㎡当たりの熱消費量、灰色：暖房量、 

黄色：暖房面積 

出典：デンマークエネルギー統計 2020年。 

 

今日、デンマークの新築住宅の外壁の基準は

43 ㎝の厚さであり、窓やドアのガラスは断熱剤

を入れた３重と言われている。その結果、総エネ

ルギー消費量は 1990 年から 2020 年までの間に

14.5％削減し、二酸化炭素の排出量は 50.7％の

削減ができた。 

 

４．地球温暖化現象への対策について 

 デンマークの年間降水量の推移を見ると、1981    

年から 2010年の年間平均値は 746㎜、1991年か

ら 2020 年は 759 ㎜、2011 年から 2020 年は 782

㎜と増えている。しかも近年は、集中豪雨が頻繁

に発生するようになった。平坦地のデンマークに

おいて、集中豪雨対策は容易ではない。採られて

いる被害防護対策の一つは、雨水と汚水を分けて

処理するための下水道工事で、雨水は貯水池を作

って溜め、頻繁に水害に遭う住人たちはその場所

から移動することを勧めている。 

 

５.エネルギー産業と輸出について 

 デンマークが取り組んできたエネルギー政策が、

結果として風力発電、地域暖房管(写真１)、温度

調整器、ポンプなどエネルギー技術機器の輸出に

繋がり、2020 年の輸出額で見ると、約 820 億ク

ローネ（約 1.6兆円）となり、デンマークの輸出

総額に対し 11.7％を占めている。 

 

写真１．暖房用パイプ（筆者提供） 

 

６．おわりに 

デンマークが取り組んできた気候変動への対策

の成果は、地球温暖化防止策に貢献し、国のエネ

ルギー自給策と産業界の活性化に繋げている。そ

の結果、デンマークは世界で最も持続可能な社会

だと評価されている。 

 

主な引用文献 

Energistatistik 2020． 
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Ｂ２-１        低周波音被害の歴史 in 2022 

 

小林 芳正、Kobayashi Yoshimasa（京都支部） 

 

１．はじめに 

 「低周波音被害」とここに称するのは、この

害が「公害」として認知されていないからであ

る。低周波音被害についての理解者が世にあま

りにも少なく、このことが公害防止の責任官庁

たる環境省の誤った政策の背景になっている。 

２．低周波音被害の特徴 

今回は、日本科学者会議；24 総学の機会に、

その歴史を概括して総論に代えたい。 

 「低周波音被害」が初めて問題になったのは

2015 年「西名阪自動車道路の低周波公害裁判」1) 

だっただろう。西名阪自動車道問題とは、奈良

県香芝町の同高架橋の発する低周波音が沿道の

住民に及ぼしていた迷惑が、1980 年に日本道路

公団を被告とする公害裁判になったことである。

裁判になったぐらいだから、沿道住民は多大な

迷惑を被っていたのだが、当時、低周波音被害

は世にほとんど知られておらず、よき理解者は、

元和歌山赤十字病院内科部長の汐見文隆だけ

だった 1)。 

 このような被害の原因となる「低周波音」の

発生源は、風力発電だったり、隣家の空調機

だったりする。空調機による被害は、規模は小

さいが多発している可能性が高い。 

 低周波音被害の原因となっている周波数は、

場合ごとに大幅に異なるし（100Hz 以下の一般の

低周波音から 20Hz 以下の超低周波音まで）、被

害の種類も、耳づまり、痛み、息苦しさ、めま

い等多種多様で、その程度も不快感から失神ま

である。だが、どの被害者も共通して訴えるの

は不眠の症状である。 

 特徴的である点は、同じ場所にいても何も感

じない人の方が多いことで、被害を感じるのは

同一家族内でも被害者一人だけで、他の家族は

何も感じない場合も多く、耳鼻科医は心療医を

紹介したりすることもある。 

 公害と認知されていないから、自治体や責任

官庁たる環境省も、被害者を「苦情者」と呼び、

防止に積極的に取り組もうとせず、ほぼ可聴閾

値に近い「参照値」を考慮すべきレベルとして

発表しているだけである。 

 低周波音に対する敏感者が少数なのは事実で、

確かなデータはないが、敏感者は１～３％ぐら

いと、筆者は推測している。だが、大抵の場合、

発症までの潜伏期間があるので、暴露までの時

間も考慮して長期間にわたってみれば、敏感者

はもっと多いかもしれない。このように、低周

波音被害がよくわかっていないのは、十分な調

査・研究が行われていないからであろう。 

３．国内外の研究 

 国外で知られる低周波音被害の理解者は、米

国でのニナ・ピアポントである２）。彼女は 2008

年「風車症候群」を出版して問題を世に問うた。 

 多くないとはいえ、医学論文も皆無ではない。

ワシントン大学耳鼻咽喉科の Salt and Lichtenhan3)

や、わが国では武田 4)が超低周波音の人体影響に

ついて論じている。またより新しくは、松井 5）

が、内耳の障害である“上半規管裂隙症候群”

の人が低周波音に敏感で、めまいや眼振が現れ

ると報告した。その他、カナダにおける風力発

電所付近で行われた疫学的手法に近いアンケー

ト調査や、オーストラリアのブリッジウォー

ター岬風力発電所付近の詳しいアンケート調査

なども、この被害の実在を示している。 

４．日本環境省 

 以上の実態に対して、日本環境省の見解は特

異なものである。環境省は 2004 年、風力発電に

よる低周波音に対する「苦情」の多発に際して

「参照値」を発表したが、参照値のうち心身に

関するものが本稿に関係している。だが、環境

省の図中の右下がりの実線 B が聴覚閾値にほぼ

等しく、被害を表す点の多くが参照値以下のレ
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ベルに分布していることが明らかである。 

「参照値」は、環境省が「低周波音についての

対策目標値…ガイドラインなどとして策定した

ものではない」と断っており、諸外国の規制値

とは異なっている。すなわち、「苦情の申し立

てが発生した際に、低周波音によるものかを判

断するための目安として示したものである」と

いうのである。だから、被害者にとって「参照

値」は何の役にもたたないどころか、もし測定

値が参照値以下であれば、単なる「苦情」とし

て切り捨てられる口実に利用されるだけである。

だが実は、参照値以下で多くの被害が発生して

いるのが実態なのであろう。 

 2017 年 12 月、オーストラリアで次項のような

低周波音被害について画期的裁定が下された。 

５．オーストラリアにおける裁定 

オーストラリアの行政不服申し立て裁判所

Australia’s Administrative Appeales Tribunal 略称 

ＡＡＴ）により下された２項の裁定の骨子は、 

・高血圧症、心臓血管病を含む一部の病気を風

車ノイズに（低周波音による睡眠阻害、心理的

ストレス、苦痛に仲介され）関係づけられる。 

・風力発電ノイズの計測に現在用いられている

dB(A)は、風力タービンから発生する音の顕著な

部分が低周波音域であるため、それらの発生、

周波数、山や谷を正確に識別できず、適切な方

法ではない（dB(A)とは人の感覚に基づくＡ特性

のデシベル値のこと）。 

 第１の裁定は、世界保健機構ＷＨＯの立場

“大規模な疫学的研究により、人々を環境ノイ

ズに暴露することは、健康に悪影響を及ぼす”

と同見解であり、第２の裁定は、英国の音響学

者 Levventhall6)や日本の山田 7）らによる“Ａ特性

のレベルは、低周波ノイズの影響を過小評価す

る”との説に合致している。さらに山田は、３

分の１オクターブ分析法は、低周波音を過小評

価することがあるだけではなく、その正確な評

価と音源メカニズムを明らかにするためには、

ＦＦＴ法か、12 分の１オクターブ法による方が

好ましいと述べる。 

６．日本環境省と海外諸国の状況 

日本環境省は、最近でも次のような見解を述

べている（2017.5.26）。 

・20Hz 以下の超低周波音は、人間の知覚閾値を

下回り…人の健康に直接的に影響を及ぼす可

能性は低い。 

・超低周波音・低周波音の健康影響については、

明らかな関連を示す知見が確認できない。 

・超低周波数領域も含めて…Ａ特性音圧レベル

が音の大きさ（ラウドネス）の評価に適する。 

 これらの見解は、ＡＡＴの裁定、Leventhall や

山田の説に照らすと、誤っているだろう。  

７．まとめ 

低周波音は、誰でも感じるものではないため、

医学研究でも多くは取り上げられず、被害者の

受ける影響のメカニズムや、適切な規制値を見

出すことが難しいが、現在では海外諸国で低周

波音に対する規制値が設けられていることを見

れば（たとえば、山田 7））、わが国に規制値が

なく、諸外国の規制値と比べてさらに緩い「参

照値」があるだけというのは、遺憾である。低

周波音被害について、より多くの人々に理解が

広まること、環境省が早期に低周波音被害の防

止に向かうことを期待したい。 

引用文献 

1) 『西名阪自動車道路：低周波公害裁判の記

録』清風堂書店、1989年。 

2) Pierpont,N.:Wind Turbine Syndrome、K-selected 

books, 2008． 

3) Salt and Lichtenhan: How Does Wind Turbine 

Noise Affect People.pdf． 

4) 武田真太郎：『環境技術』特集３、1979年。 

5）松井利仁：「低周波音による健康影響と個人

差」『日本の科学者』52巻 11号、2017年。 

6) Leventhall G.: Review of published research on 

low frequency noise and its effects, Department for 

Environment, Food and Rural Affairs, pp.53-60 , 

2003．  

7) 山田伸志: 『超低周波音と低周波音』環境技
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Ｂ２-２     風車低周波音の高次倍音構造と健康被害 

 

山田 大邦、Yamada Hirokuni（北海道支部・大規模風力発電問題研究会） 

 

１．はじめに 

人類のエネルギー使用の増大が、地球環境を変

える問題となっている中、風力発電は、温暖化の

原因物質を稼働時に生成しないことから、化石燃

料に代わるものとして有望視されている。 

大量のエネルギー生産は、有利な側面に注目が

集まるが、負の側面にも目を向ける必要がある。

人類が森林を焼き、農耕を始め食料の安定供給を

可能にしたが、砂漠化を引き起こし、自動車の使

用で便利になったが、喘息など公害を発生させた。 

2005年石狩湾沿岸部に商用の 1,500kW級風車

が設置されて以降、2020 年には 3,000kW 級 19

基の風車が稼働し、2022 年には石狩新港 2 ㎞沖

に 8,000kW14 基の洋上型が建設開始中で、他に

稼働中や計画中のものもある。再生可能エネルギ

ーの太陽光・風力発電の規模増大と新型コロナウ

ィルス禍を口実とした報道陣排除・民意無視(人

数制限)の説明会強行は、恐ろしいものがある。 

常時放出の風車騒音は、道路・鉄道・航空機騒

音などに比べ煩さが大きく 1）、環境省調査で建設

地での騒音「苦情」の訴えが問題となっている 2)。 

聴覚閾値を超えるかの前に、風車音の周波数的

な音の構造の実態を捉える必要があり、聴覚に依

存したA特性ではなく、平坦特性の入力と、周波

数分析法も聴覚に依存したオクターブ分析法では、

音の構造が分かる狭帯域分析法の FFT を基本と

する必要がある。FFT は、３枚翼の回転で支柱

との相互作用に拠る基本音(空力音)とその倍音の

構造が明らかとなり、(1/3)オクターブ分析は、

回転の特徴が曖昧になることを示してきた 3)。 

ここでは、風車騒音について、これまで測定し

てきたことを基本に、高域音について報告する。 

風車からは、ナセル内のギア系・発電機系・冷

却系の音なども放出されているが、ナセル内の音

源を個々に測定できないと同定が難しい。 

さらに、風車は環境の中に置かれているので、

工場・車・風等の騒音は常時存在するので、総体

として存在している音の中で、風車回転に依存し

たものかを、回転の変動から求めた。 

 

２．結果と考察 

図１は、定格回転時に測定された 1,650kW 風

車の平衡大気圧からの音圧変動で、３枚翼の安定

回転によるパルスが、ほぼ１秒毎に生じている。

その他１秒間に 30 個の小さな振動が乗っている。 

 

図２は、測定時間３分の間の入力信号を縦軸：

時間、横軸：周波数、各周波数での強度(基準圧

に比較した割合の対数値：デシベル dB)を濃淡で

示したＦＦＴ分析のスペクトログラムである。 

 

安定回転なので、時間軸に沿って発生している

音のピーク位置が変わらない。多数の音源が存在

すると見えるが、基本的には１Hz 近くの音を基

本として高調波成分が 10Hz ほどまで続いている。

また、30Hz 音を基本として２倍・３倍の高調波

の60・90Hz音が明瞭であり、100Hz音もある。

濃淡分布から 10Hz 以下の低周波音側が大きく、

高周波音になるに従って小さくなる。１Hz 前後

は風雑音が大きく、横に伸びる黒い帯は、近くを

通る車走行音であり、特定ピークを持たない。 

図３は、図２での２分 15 秒付近の断面図を意

味しピーク位置とその大きさを示す。１Hz 辺り

は風雑音に紛れているが、２Hz 辺りからピーク

が明瞭となり、(0.96)－1.92－2.84－3.86－4.82
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－5.72－6.67－7.65－8.62－9.5－10.5Hz である。

このような高調波構造は楽器音でも生じ音色を表

している。30Hz 音を基本の 60－90－120－210

－420－690Hz も高調波構造となっている。この

断面図からも風車音は、20Hz 以下の超低周波音

域の音の割合が大きいことが分かる。 

 

次に、風車回転数変動時のピークの変移を示す。 

 

 

図４から測定開始後 17 秒～１分の間に回転数

が減少しているが、安定になっている２分 40 秒

辺りでの図５の断面図では、安定回転時とほとん

ど同じである。100Hz 音は、翼回転と連動せず

電源周波数の高調波音と思われる。 

回転変動時に連動するものは、10Hz 付近まで

の音の他に、30‐60‐90‐210‐420‐690‐

1,380Hzなど、グラフ上でピークを持つ多数の音

が該当し翼回転の空力音の高調波音であることが

分かった。30Hz 音はギア系音か、風車の低速回

転を発電機の交流周波数に合わせるために、ギア

系での回転数増加の必要があり、その機械音と翼

回転の空力音が連動し、翼回転の基本周波数の高

調波音として強調されたと考えられる。 

30Hz 音は 20Hz 以上の可聴域に入っており、

前後の周波数より 20dB 以上大きいのは、周辺の

深夜暗騒音 40dB よりも大きい 3)ので聞こえると

地獄となる。10Hz 以下の多数のピークは皆、暗

騒音の 40dB よりも大きく、身体が感知する可能

性を持っている。別の 1,500ｋW風車近くに住む

人が、深夜に頭痛で眼を覚ました時に当人が寝室

で測定した結果でも、翼回転に連動する基本音の

高調波音で暗騒音 40dB を上回っていた３）。 

この人は、この風車から２㎞離れた所に行くと

睡眠障害・頭痛などが改善されたと言っていて、

移転した。JSA 研究会員には、石狩に多数の

3,000kW 級風車が立って以来、風車から２㎞以

内に近付くと体調不良となり、数時間の滞在で

帰宅後に多大な疲労感に襲われる人がいる。北

西風が強い冬に体調を崩すことが多く、住宅が沿

岸部に林立する風車の風下で、特に減衰し難い風

車音に特有の低周波音が遠方まで届くことがある。 

東伊豆の団地住民自治会の調査では、静穏を必

要とする夜間に定格回転の６割に回転数を下げる

と、被害が大きく減少した４)。これは回転数が下

がると、周波数が低い程、その割合が大きく減少

する 5)ことと関連している。今後さらに、発電規

模が大きくなると、回転数は低下するが、翼先端

速度の増大で、発生する低周波領域の音圧が大き

くなり、被害が遠方まで及ぶことになる。 

車騒音に比べ、環境の暗騒音を上回る特定周波

数の音を終日聞かされることに人は慣れていない。

住宅周辺の音環境は、健康の基本である睡眠に影

響を与えるので、非常に大事な問題である。 

 

３．引用文献 
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dose-response relationship. J. Acoust. Soc. 

Am., 116, No.6, December 3460-3470 (2004).  

2) 風力発電所に係る騒音・低周波音に関する問

題の発生状況．http://assess. Env. Go. Jp > 

contents > mat_3_3-1.  

3) 山田大邦「石狩既設風車の低周波音・超低周
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4)三井大林熱川自治会「第３回風車騒音被害調査

結果－風車停止による健康被害の改善」(2009)。 
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Ｂ２-３           国有林保全と風車建設 

 

   市川 守弘、Ichikawa Morihiro（弁護士） 

 

１．はじめに 

 現在、温室効果ガスの削減を目標に全国の多く

の地域で風車建設が計画、実施されている。これ

らの風車建設地は、主要には山間部と海洋部に二

分され、山間部での風車建設は山稜部に建設され

るために、自然破壊あるいは土砂災害等の危険性

が指摘されている 1）。海洋部に建設される洋上風

車は、住宅地からの距離が短く、住民からは低周

波被害の恐れが指摘されている 2）。 

 本論は、山間部に建設される風車群の建設地が、

国有林である場合が多いため、国有林と風車建設

の問題について検討することにする。 

 

２. 国有林の借地問題 

国有林を風車建設のために電力会社が使用する

ためには、当該国有林を賃貸借ないし使用貸借す

る必要がある。そのためには林野庁が、国有林野

使用許可処分を、国有財産法 18条及び 19条に基

づいて行わなければならない。この処分は、条文

上国有林野の用途又は目的を妨げないと認める限

度において、許可される処分であり、この「国有

林野の用途又は目的」は「管理経営法及び同法に

基づき策定された各種計画等」によって定められ

ている。 

 

３．国有林野の用途又は目的とは？ 

 管理経営法等に定められている国有林野の用途

又は目的とは何を指すのかを考えてみる。 

 管理経営法３条によれば「国有林野の管理経営

の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公

益的機能の維持増進を図るとともに、あわせて、

林産物を持続的かつ計画的に供給し…」とあり、

国有林野の用途又は目的の一つに森林の「公益的

機能の維持増進」という目標が存在している。 

さらに、管理経営法に基づき、地域ごとの国有

林の管理経営の目標は、「国有林野の管理経営に

関する基本計画（管理経営基本計画）」「地域管理

計画」などによって、細かく具体的に定められて

いるところ、管理経営基本計画では、「国有林野

に対しては、地球温暖化防止、生物多様性の保全

の面での期待が大きくなってきた。」3）などと定

め、森林の保全、生物多様性保護を謳っている。 

このように、国有林の用途や目的は森林の持つ

公益的機能の維持増進のためであり、この機能の

うちでも森林の保全や生物多様性保護にあること

を、林野庁は明言している。 

 

４．森林管理の実施 

次に、このような国有林の用途又は目的に沿っ

た森林管理の実施のために、林野庁はどのような

手段を用意しているか、が問題である。 

各地域で定められている地域森林管理計画では、

モントリオール・プロセスを参考に森林管理を行

うことを明言している 4）。モントリオール・プロ

セスというのは、1995 年温帯諸国 12 か国で持続

可能な森林経営を推進するための共通の基準・指

標を定めたもので、日本は事務局を担っている 5）。 

本来、モントリオール・プロセスを遵守して森

林管理を行うとすれば、林道を作るにも、樹木を

伐採するにも、地域の生態系について時間をかけ

てモニタリング調査をする必要がある。そのうえ、

管理経営の実施に当たっては、国民の意見を聴き

ながら進める」6）とあるように、どの地域におい

ても森林管理の実施の際には、地域の意見等を踏

まえて行うと定めている。 

以上のように、国有林の本来のあり方は、森林

の持つ公益的機能の維持増進を図るために存在し、

その本来のあり方を実現するために、モントリオ

ール・プロセスによる国際的基準、指標に基づい

て森林の生態系を調査したうえで、国民、地域の
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住民の意見を十分踏まえて森林の管理を行うこと

になる。 

４．風車建設は、国有林の用途又は目的に反しな

いのか？ 

 １．はじめに述べたように、風車は山稜部に建

設される。このような山稜部は、ほとんど全土に

わたって、風化作用が進み、もろい岩質、土質で

ある上、断層が山稜部を縦断、横断している場合

が多く、破砕帯が広く広がっている。このような

地質、地形の上に森林が生育しているため、山稜

部の多くの森林は保安林指定をされている。 

 風車建設は、そのような山稜部を削り（切土）、

盛土して平たん部を作り風車を設置する。しかも、

連なる風車の建設及び建設後の維持管理のための

舗装道路を建設することになる。 

 したがって、風車や舗装道路の建設によって、

保水力のあった森林が伐採され、保安林指定も解

除され、土石流をはじめとする土砂災害の危険性

が、一気に高まってくる。 

 このような風車建設は、明らかに森林の持つ公

益的機能を害することは明らかである。 

 しかも、国有林の電力会社への貸与に当たって、 

森林管理局は、モントリオール・プロセスの基準、

指標に従った森林生態系の調査を行なって、風車

建設による森林保全へ与える影響についての調査

は一切行なっていない。 

しかも、この国有林の貸与に関して地域住民の

意見を十分踏まえてはいない。確かに、地域住民

の意見として「地元自治会」などの同意を得てい

るようであるが、自治会の決定が必ずしも地域住

民の意見を反映しているとは限らないのである。 

現在、日本各地で山稜部における巨大風車群の

建設に対して、土砂災害の危険性や地域住民の意

見を無視しているとする声が大きいのは、林野庁

（森林管理局）自身が定めた国有林経営の決まり

を守っていないためである。 

 

５．結論 

 国有林に建設される風車に関して、林野庁が森

林の使用貸借処分を行うに当たり、林野庁が自ら

定めた規定を順守して、一つは、モントリオー

ル・プロセスに従った森林調査を行い、二つに、

地域の意見を十分に踏まえて行うことを要求する

ことは、重要なことであり、今国民側に求められ

ている課題でもある。国有林の持つ公益的機能は、

国民全員にとって重要な機能だからである。 

 

引用文献 

1) 四国風車ネットワーク 

（https://wind4net.official.ec/categories/2478429） 

2) 石狩湾岸の風力発電を考える石狩市民の会 

「地域への影響」 

 (https://windturbine.lbcc-alumni.jp/99_blank.html) 

3) 農林水産省「国有林の管理形成に関する基本

計画」 

（https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kanri_

keiei/attach/pdf/kihon_keikaku-8.pdf） 

4) 東北森林管理局「津軽森林計画区第六次地域

管理経営計画書」

(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/keikaku/atta

ch/attach/pdf/r3chikannsejitsu_kouhyou-13.pdf) 

5) 規制改革会議ヒアリング「モントリオール・

プロセスについて」 

（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/minutes/ 

wg/2007/1106_04/item_07110604_04.pdf） 

6) 宮城北部森林計画「第五次地域管理経営計画

書」

（https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/keikaku/      

attach/pdf/sinnrinnkeikaku-42.pdf） 
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Ｂ２-４      既存の風車による健康被害について 

 佐々木 憲雄、Sasaki Norio・ 

齊藤 淨、Saito Kiyoshi（由利本荘・にかほ市の風力発電を考える会） 

 

１．はじめに 

数年前からこの地域にあまりにも多く風車発電

機(風発)が建設されていくことに違和感を覚えて

いた。2017 年秋「ソフトバンク」により鳥海山

の２合目に風発建設計画が発表されたのを機に、

「とんでもない」との思いで市民有志による「由

利本荘・にかほ市の風力発電を考える会」を

2018 年６月に設立した。会として数回にわたる

講演会を含む学習会を行なってきたが、その中で

既存の風車による健康被害があることを知り、会

として調査を開始、継続してきた。 

現在、国内最大級で世界有数と謳う大規模な由

利本荘市沖洋上風力発電事業計画（事業者：三菱

商事エナジーソリューションズ、単機出力

14,000kW、65 基、工事開始 2026 年４月予定）が

実施されるならば、更なる健康被害が広がるとの

観点から、これまで調査してきた健康被害の実態

を報告し、今後被害を拡大させないための対策と

運動の展望について述べる。 

 

２.健康被害の調査結果 

(1) 期間、方法、件数 

①調査期間：2018年 11月～2021年７月 

②調査方法：会員２名による直接面談聞き取り。                                 

 録音後、文章にまとめて本人に確認する。 

③調査件数 21件（2018年 10件、2019年７件、 

2020年３件、2021年１件） 

④住所 由利本荘市内：17名、にかほ市内：4名 

(2) 結果を以下の表１と表２にまとめた。 

（表の番号は共通である） 

表１．調査日、発電規模、基数、自宅までの距離 

番

号 調査日 

発電規

模(kW) 

基

数 

自宅までの 

およその距離 

1 2018.11.7 19.8 3 70m 

2 2018.11.9 

1,250 

600 2 
400m 

3 2018.11.12 
19,2 6 110m 

1,990 3 1km 

4 2018.11.10 3,200 13 2㎞ 

5 2018.11.22 

19.5  

～19.8 3 75,105, 250m 

6 2018.11.25 1,990 3 1km 

7 2018.11.28 3,000 17 2㎞ 

8 2018.12.2 1,990 1 300m 

9 2018.12.13 19.5 3 500m 

10 2018.12.17 

1,250  

600 2 900m 

11 2019.8.9 2,300 7 2.1km 

12 2019.10.24 1,990 1 700m 

13 2019.10.24 19.5 3 70m 

14 2019.10.24 

1,250  

600 2 550m 

15 2019.11.10 1,990 1 1.7km 

16 2019.12.1 
1,990 1 2.5km 

2,300 7 3.5km 

17 2019.12.12 1,990 1 1.8km 

18 2020.2.26 
1,990 2 2.0km 

2,300 7 2.3km 

19 2020.6.19 特定できない 

20 2020.7.12 特定できない 

21 2021.7.7 19.6 3 60m，80m,120m 

表２．対象者年代、性別、主な症状 

番

号 

年

齢 

性

別 主な症状 

1 70 代 男 小型風車騒音がうるさい 

2 60 代 男 耳鳴り、平衡感覚 

3 70 代 男 小型風車騒音がうるさい 

4 30 代 女 睡眠障害 

5 30 代 男 小型風車の騒音がうるさい 
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6 60 代 女 頭の中で太鼓がなっているようだ 

7 50 代 女 耳鳴り、頭痛 

8 50 代 男 シャドウーフリッカー 

9 30 代 女 小型風車騒音、耳鳴り 

10 70 代 男 近付くと頭痛 

11 70 代 女 睡眠障害 

12 80 代 女 睡眠障害 

13 70 代 女 小型風車による頭痛 

14 80 代 女 シャドウーフリッカー 

15 70 代 男 耳鳴りがひどい 

16 60 代 男 低周波音を感知 

17 60 代 女 シャドウーフリッカー 

18 60 代 男 睡眠障害、低周波音感知 

19 60 代 男 近付くと気分が悪くなる 

20 60 代 女 ｴｺｷｭーﾄ、騒音 

21 40 代 女 耳鳴り、鼻血 

(3）主な症状のまとめ（延べ人数）（表２参照）   

①騒音がうるさい（含低周波音）（８）、 

②耳鳴り（５）、③頭痛（３）、④睡眠障害（４）、

⑤シャドーフリッカー（２）、⑥鼻血（１）、 

⑦不快感（２） 

(4）結果に見る問題点 

①すべて風発建設後に主に自宅内で起こった症状

であり、特に低周波音を含む騒音によると思わ

れる耳鳴り・頭痛・睡眠障害などの症状が多い。 

②自宅で症状が出る場合と、風発に近づくと症状

が出る場合がある（概ね３km以内）。 

③行政や事業者に訴えたり、医師の診察を受けた

りしているが、個人の問題として扱われたり、

診断書も書いてもらえない。 

④鼻血の症状はポルトガル・ルソフォナ大学教授

のマリアナ・アルヴェ・ペレイラ博士のビデオ

講演の際の内容１）に一致する。 

⑤全員が現在も症状を訴えている。 

(5）調査の課題 

①約３年に渡る調査であったが、調査員も少なく

コロナ禍の影響もあり調査拡大に限界があった。 

②調査対象者が少なく、エリアも限られていた

（距離、発電規模、年齢構成などによる相違など      

の比較が不十分である）。 

③現在、風発が増設されているので、更なる健康

被害拡大が懸念される。健康調査を今後も実施

する必要がある。 

 

３．まとめ－「健康調査」の継続と運動の展望 

最後に、会としてのこれまでの主な活動と今後

の運動の展望について述べる。 

① 「健康被害調査」結果をもとに事業や行政に

主体で幅広い「健康被害調査」の実施を強く

求めていくとともに、会独自の調査もできれ

ば専門家の協力を得ながら継続する。 

② 秋田県内の「風車はいらないネットワーク＠

秋田」や「風力発電を地域から考える全国協

議会」の構成員として「風発」に関わる「健

康被害調査拡大」や問題解決に向けて全国的

運動を展開する。 

③ 2019 年５月から取り組んできた由利本荘洋上

風力発電事業に反対する署名行動を「健康被

害の実態」を訴えながら継続する。 

④ 由利本荘市議会へ健康調査条例の制定を求め

たが却下。また、常置の住民投票条例を制定

のための陳情書を提出したが不採択。今後は

直接請求の住民投票に向けた運動なども進め

る。さらに、洋上風力発電事業を止める仮処

分の裁判も視野に入れての学習会を開催する。 

⑤ 2022 年「被害者の会」設立に向けて会合を重

ね、８月27日の臨時総会で「健康被害者の会」

を本会所属部会とし、名称を「風力だめーじ

サポートの会」2）とすることが承認。９月に

記者会見を行なった。今後「事業者や行政へ

の健康被害の認可や風発の稼働停止要請」、

「マスコミ等広く一般への被害実態調査と広

報」などの活動を進める。 

 

引用文献 

1）2022年７月 27日（水）長周新聞「低周波音の

人体への影響解明」。 

2）「風力だめーじサポートの会」（略称「サポー

トの会」）「私たちの会の願いと目的」。 
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          風力発電と太陽光発電の電磁波問題 

 

   加藤 やすこ、Kato Yasuko（環境ジャーナリスト・いのち環境ネットワーク）  

 

１．はじめに 

 政府は、二酸化炭素排出量を実質的にゼロにす

る「カーボンニュートラル」を 2050 年までに達

成する方針で、洋上風力発電を 2030年までに100

万ｋＷ、2040 年までに 3000 万〜4500 万ｋＷ導入

する計画だ。また、2040 年までに、太陽光発電

を住宅も含む全ての建物に導入し、全家庭が電力

を自給自足することを目指すほか、公立学校や公

的賃貸住宅、道路、空港、港湾、駅舎、公園など

にも太陽光発電を導入する。 

 一定規模以上の発電所を建設する場合は、環境

アセスメントが必要で、地形・地質や野生生物、

植物への影響、騒音などが評価されるのだが、発

電された電力を送る送電線から発生する低周波磁

場は評価項目に含まれない。 

 

２．低周波磁場の影響 

 送電線から発生する低周波磁場の影響は 1970

年代から注目され、送電線からの低周波磁場が強

い環境では、小児白血病や小児がんの発症率が高

まることが、各国で報告されるようになった。３

〜４mG の低周波磁場へ慢性的に被曝する環境で

は、小児白血病の発症率が高まり、小児白血病の

発症率は、低周波磁場が２mGの環境では 1.26倍、

４mG では 1.72倍に上昇するという報告もある 1）。

2002 年、国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）は、低

周波磁場を「ヒトに対して発がん性をもつ可能性

がある（グループ２Ｂ）」に分類した 2)。 

 日本では2,000mGを被曝上限としているが、イ

スラエルは年平均で２mG に制限。デンマークと

ノルウェーは４mG を超えると削減方法を検討す

ることになっている 3）。オーストリア医師会が患

者の被曝状況を把握するために開発したガイドラ

インでは、0.2mG 以下を正常範囲とし、4mG を

超えると、正常より遥かに高いと評価される 4）。 

 

３．風力発電所の超低周波磁場 

 風力発電所の反対運動は、世界中で発生してい

るが、その理由としてシャドーフリッカーや超低

周波音・低周波音による健康影響の他に、送電線

から発生する低周波磁場の問題も挙げられている。 

カナダ・オンタリオ州のキングスブリッジ１ 

ウィンドファーム（定格出力 1.8ＭＷ の風車 15

基）の送電線の磁場は、バックグラウンドレベル

で２〜３mG だった 5)。しかし発電中は、大容量

送電に使われる架空送電線 27.5ｋＶ の直下で

16.5 mG、500ｋＶ の下では46mGが測定された。

ただし、磁場強度は距離と共に減衰し、風車から

500ｍ 離れた住宅地では 0.4mG 以下に下がった。 

 一方、日本では発電所から離れた地域でも高い

磁場が発生するようだ。電源開発株式会社は、北

海道瀬棚町に定格出力 3.2ＭＷの風車を 16 基設

置。送電線が通る隣町の今金町の中心部で予測さ

れた磁場強度は、歩道で 8.58 mG、車道で 0.86 

mG だった。磁場の影響を懸念した住民の反対で、

中心部を迂回して送電線を設置された 6)。  

また、電源開発の子会社は、北海道石狩市八の

沢に 4.2ＭＷ の風車５基を設置し、隣町の当別

町に連携変電所を建設する計画だが、連携変電所

予定地は民家に隣接している。住民説明会では、

送電線や変電所の磁場強度が明らかにされず、住

民が予測値の提出を求めている。 

 

４．太陽光発電の磁場とスイッチングノイズ 

 2013 年、プリンスホテルは北海道札幌市にメ

ガソーラー発電（1.09MW）の設置を計画。予定

地周辺の送電線の磁場は 2.4 mG だが、稼働後は

6.6 mG に上がる、と事業者は住民に説明した。

この送電線の下は通学路でもあり、周辺住民は発

電所建設に反対したが、プリンスホテルは「6.6 

mG は東京では一般的」と主張し、反対を押し切

って着工した 6）。 
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 なお、太陽光発電は、太陽光を受けてパネルで

発生した直流電流をインバーターで交流電流に変

換するが、その際に、スイッチングノイズ（高周

波電磁波）が発生する。このスイッチングノイズ

は、電線を通じて太陽光パネルに届き、放射ノイ

ズを照射する。この放射ノイズは、周囲の無線通

信機器やラジオ、テレビ、スマートメーター、L 

E D などの電子・電気機器に電磁干渉を起こす可

能性が指摘されている 7）。 

米国海軍省は、電磁干渉を防ぐために、太陽光

発電のインバーターを通信機器などから 150 フィ

ート（約 46ｍ）以上離して設置することなどを

求めている 8）。オランダのアマチュア無線協会Ｖ

ＥＲＯＮは、住宅用ソーラーパネルの設置が増え

れば電磁干渉が増え、アマチュア無線はますます

電磁干渉を受けやすくなると懸念している。 

このような放射ノイズは、微量な電磁波で体調

を崩す電磁波過敏症発症者にとって、健康問題を

引き起こす可能性がある。電磁波過敏症になると、

周囲の人が使う携帯電話やスマートフォン、携帯

電話基地局、Ｗｉ-Ｆｉなどの電磁波で、頭痛や

めまい、耳鳴り、動悸、吐き気、不眠など、さま

ざまな症状が起きる。メガソーラー発電の近くで、

頭痛や耳鳴り、心臓への圧迫感などを訴える電磁

波過敏症患者もいる。 

自宅に太陽光発電設備を設置した後、電磁波過

敏症を発症したケースもある。福岡県に住む女性

は、自宅に太陽光発電設備を設置した後、頭痛や

動悸に悩まされるようになった 9）。太陽が登って

発電が始まると頭痛や動悸が起き、37 度台の微

熱が出た。低周波磁場を測定すると、インバータ

ーから約 20cm の距離で約 40mG、太陽光ブレー

カーからは約 50〜70mG だった。ブレーカーやイ

ンバーターを切ると症状は消えたが、電磁波への

過敏性は残り、オーディオ機器や照明、携帯電話

電磁波に反応し、頭痛などの症状が起きた。 

京都府の男性は、勤務先の社屋屋上に太陽光パ

ネルが設置された後、頭痛や吐き気、心臓の痛み、

不眠などの症状が起きるようになった 9）。病院で

睡眠薬を処方されたが、薬が効いたのは最初だけ

で、やがて薬を飲んでも眠れなくなった。北里大

学研究所病院で「電磁波過敏症付帯による自律神

経失調症」と診断され、自宅で３か月療養するこ

とになったが、家電製品にも反応するようになり、

早期退職を余儀なくされた。 

 

５．まとめ 

風力発電所や太陽光発電所の送電線からは、強

い低周波磁場が発生している。太陽光発から発生

する放射ノイズによる通信機器等への電磁干渉も

問題だが、電磁波の影響を受けやすい電磁波過敏

症患者や、乳幼児や子ども、妊婦（胎児）、高齢

者を守るために、発電所や送電線、変電所を一定

程度、住宅や生活道路から離すなどの対策も必要

ではないか。環境アセスメントの項目に電磁場を

加え、周辺住民や自治体に情報を公開するべきだ。 

 

引用文献 

1) Seomun GA. et al., PlosONE 16(5) : 

e0251628 (2021)． 
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7) 山根宏、年報 NTT ファシリティーズ総研、

No.24, 29-35 (2013)。 

8) National Renewable Energy Laboratory. ”Electro-

magnetic interference from solar Photovoltaic 

arrays”． 

9) 加藤やすこ『危ないオール電化住宅』緑風出
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Ｂ２-６   奈良県における平群、山添のメガソーラー発電の問題 

－地域住民の利益になる再生可能エネルギーを目指して－ 

 

  石川 直太、Ishikawa Naota (メガソーラーを考える奈良の会) 
 

１．はじめに 

 奈良県においてメガソーラーの造成と計画が

進み、賛否が分かれている。本発表では、反対

運動の現状を紹介し、対案としてのソーラーシ

ェアリングと、住民による仮称「再エネ推進・

乱開発防止条例」案を紹介する。 
 

２．経緯 

 奈良県平群(へぐり)町において、メガソーラ

ーの造成が既に始まっている。住民らが原告団

を募り、奈良地方裁判所へ差し止め裁判を起こ

している¹⁾。 

 奈良県山添(やまぞえ)村において、メガソー

ラー計画がある。 

 住民間の横の連携を作り、地域住民の利益に

なる再生可能エネルギーを目指すために、メガ

ソーラーを考える奈良の会が 2021 年 12 月 11 日

に発足した²⁾³⁾。現地見学会、学習会、裁判傍

聴、県議会傍聴が主要な活動である。 

 また、エネルギー環境問題の基礎を第一人者

から学ぶために、奈良１区市民連合がテーマ別

学習会第２回「環境」として「日本の再エネ普

及の立ち遅れを克服し、平和で持続的な社会を

目指そう」⁴⁾と説く和田武氏の講演会を開いた。 
 

３．対案としてのソーラーシェアリング 

 メガソーラーを考える奈良の会リーフレット

をそのまま書き写すので、本節は本稿の他の部

分と文体が異なる。 

 『奈良県がウェブサイト⁵⁾で公開しているデ

ータによると、奈良県には 14,100 ヘクタールの

水田、5,880 ヘクタールの畑、1,400 ヘクタール 

(グラフから読み取った概数) の耕作放棄地があ

ります。ソーラーシェアリングという隙間を空

けて設置した太陽光パネルの下で農作物を育て

る技術が既に実用になっています⁶⁾。平群のメ

ガソーラー予定地は 48 ヘクタール、山添では 81

ヘクタールです。仮に 430ヘクタールの畑、現在

奈良県にある畑の 7.3％に遮光率 30％のソーラー

シェアリングを設置すれば、メガソーラー予定

地合計と同じパネル面積を得られます。ソーラ

ーシェアリングと屋根の上の太陽光発電を優先

して開発すれば、自然を破壊するメガソーラー

は不要です。 

 電力が余った時に電気給湯器と電気自動車充

電器のスイッチを自動的に入れるような、北欧

では既に実用化している、再エネ割合を増やす

制度も重要です。建物の断熱化のような省エネ

ルギーも重要です。』 
 

４．再エネ推進・乱開発防止条例案 

 メガソーラーを考える奈良の会が、仮称「再

エネ推進・乱開発防止条例」を提案している。  

以下、特徴的な部分の抜粋を書く。 

『本条例の目的は、地域住民の利益になる再生

可能エネルギーを推進すると共に、メガソーラ

ーなどの乱開発を防ぎ、持続可能な奈良県と地

球環境を実現することである。 

 エネルギー関連施設を建設する者は、計画段

階から後始末の方法を考え、後始末の費用を積

み立てる。 

 施設内の不要植物は伐採と草食動物による処

理を原則とし、除草剤の利用には県の許可を要

する。 

 県、県議会は、発電会社、送配電会社、売電

会社に、電力需給にかかわる統計情報の開示を

請求できる。 

 風力発電所を設置する場合には、事前に野鳥

の現地調査を行い、風力発電と野鳥保護の両立

に留意する。 

 大規模な太陽光発電所を区画ごとに分譲する

場合には、後継者がいない区画が廃墟とならな

い仕組みがある場合のみに許可する。 

 設備容量 50ｋＷ以上(数値は要検討、参考、つ

くばね小水力は 86ｋＷ)で売電目的の再生可能エ

ネルギー発電所を建設する際には、初期費用の

過半(数値は要検討)を、県民(国籍は問わない)、

県内に本拠を置く金融機関、協同組合、地方公

共団体からの出資でまかなう。ただし、建物の

屋根に、建物所有者の出費で、太陽光発電装置

を設置する場合には、本項の対象外とする。大

規模太陽光発電施設を区画ごとに分譲する場合

には、過半を県民優先枠とする。 

 公共施設の電力を調達する際には、価格だけ

でなく、再エネ割合と地域経済への貢献を考慮

する。 

 公共施設の新築、改築、エアコン設置の際に

は、初期費用だけでなく、建物の耐用年数に渡
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る省エネルギーを考慮する。 

 既に実用化しているシリコン太陽電池よりも

有害物質を多く含む太陽電池、例えばテルル化

カドミウム太陽電池の利用を禁止する。 

 前項は新型太陽電池の試作を妨げない。』 
 

５. 条例案についての議論 

 計画段階から後始末の方法を考え、費用を積

み立てるべきなのは、原子力も再エネも同じで

ある。太陽光発電の後始末の費用と太陽光パネ

ルのリサイクルについては既に研究がある⁷⁾。

また、「不法投棄されないようなルールづくり

が今後の課題である」⁸⁾。 
  

６．奈良と再生・光と風と水と生物のメガワッ

ト作戦 

 本節の題名は、ドキュメンタリー映画「日本

と再生・光と風のギガワット作戦」を、敬意を

込めて真似る。 

 資源エネルギー庁のデータ⁹⁾によると、2019

年度の奈良県電力消費量は 24,245ＴＪである。

2005年度から 2022年度まで、24,797ＴＪから 26，

531ＴＪの間を推移しており、大きな変化はない。

単位を換算すると、24,245ＴＪ＝67347.2ＭｋＷ

ｈである。365日×24時間で割ると、平均消費電

力は 769ＭＷになる。 

 環境省のデータ¹⁰⁾によると、太陽光パネル真

上に向けて設置する場合、単位面積当たり年間

発電電力量（ｋＷｈ/㎡･年）は、61.58 である。

365 日×24 時間で割って単位を換算すると、1 ㎡

当たりの平均出力は 7.03Ｗである。同資料は奈

良県の公共建築物屋根及び壁の太陽光発電ポテ

ンシャルとして、「屋根 150 ㎡以上に設置 ・設

置しやすいところに設置するのみ」のレベル１

について、設備容量 12.55万ｋＷ、年間発電電力

量 1.14（億ｋＷｈ/年）と推計している。これも

365日×24時間で割って平均発電量に換算すれば 

13.0ＭＷで、奈良県の平均消費電力の 1.6％に相

当する。 

 仮定の話であるが、奈良県の畑と耕作放棄地

合わせて 7,280ha の半分で遮光率 30％のソーラ

ーシェアリングをすれば、パネル面積は 1,092ha 

である。上記データと合わせれば、このパネル

面積から平均 76.7ＭＷの発電が可能であり、奈

良県の平均消費電力の 9.9％に相当する。 

 ここまでの計算に、公共施設以外の屋根の上

の太陽光発電、小水力発電、農業廃棄物などに

よるバイオマス電熱併給、建物の断熱化を始め

とする省エネ、再エネではないがゴミ発電、オ

ンデマンド・レスポンスなどによる需給調整を

加えて、奈良県のエネルギーミックスを提案す

るのが、筆者らの今後の課題である。 

 長期的、社会的課題として、「森と水は命を

つなぐ」を標語に、メガソーラーを退けたあと

の里山をどう活かすかについて議論を要する。 
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写真１．平群町造成地に「水害対策」の建前

で置かれた土嚢(2021年 11月筆者撮影) 
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Ｂ３-１        福島第一原発由来の放射能の強度比(134Cs/137Cs)は、 

どのように分布しているか（１） 

草野 清信、Kusano Kiyonobu（宮城支部） 

 

１． はじめに 

福島第一原発事故に伴って発生した放射能で

あるセシウム 134 とセシウム 137 の放射能強度比

(134Cs/137Cs)は１であるとされている。著者はこ

の説に疑問を抱いている。そこで、この放射能

強度比を空間放射線量率の推移から導き出す方

策を編み出した 1),2)。本報告ではこの方策を福島

第一原発近傍のモニタリングポストに適用して、

放射能強度比(134Cs/137Cs)の分布を明らかにする。 

２．福島県鏡石町役場の放射線量率の推移 

 著者は原子力規制委員会管理のモニタリング

ポストに記録されているデータ 3) から放射線量

率の推移を抽出している。図１の Rd は、2011 年

3月 11日（福島第一原発の過酷事故日とする）を

起点とする、各日 0 時 00 分における福島県鏡石

町役場の放射線量率の推移を表している。 

このデータは爆発当初の１年間ほどの数値が

欠落しているので、推測する作業を行わなけれ

ばならない。その作業手順は文献¹⁾に詳述され

ているが、この作業を行うと、2011 年 3 月 11 日

の初期放射線量率は 0.1919(µSv/h)となる。さらに、

図１中の Rd には自然放射能が含まれているが、

未知であるので0.03(µSv/h)と仮定する。また、爆

発当初の 134Cs と 137Cs の放射能強度比(134Cs/137Cs)

も不明である。そこで、広く受け入れられてい

る 1 と仮定する。理論計算にはこれら３者の数値

が必要になる。これらの組を(0.1919, 0.03, 1)と書

き表すことにする。 

理論値の計算は文献¹⁾と文献²⁾に詳述された

手順に従って実行できる。図１は (0.1919, 0.03, 

1)→(0.2, 0.03, 3.5)→(0.2, 0.04, 3.5)→(0.2, 0.045, 3.5)

と変化させた結果、得られたものである。理論

値である×印と福島第一原発由来の放射線量率

である Rd0 がよく一致していることが分かる。こ

れらの結果から、福島県鏡石町役場の初期放射

線量率は 0.2(µSv/h)、自然放射能は 0.045(µSv/h)、

射能強度比は 3.5 であると結論付けられる。 

 

図１ 福島県鏡石町役場の放射線量率推移 

３．放射能強度比の広域分布 

 放射能強度比が 3.5であるモニタリングポス

ト 50 地点の分布を示したものが図２である。福

島第一原発近傍のモニタリングポストに第２節

の手法を適用した結果である。1は福島第一原発

の位置である。左下に位置する第 51地点(日光

市役所中宮祠出張所)を左回りに巻き込むような

モニタリングポストの枝（以後「枝１」と呼

ぶ）と枝（２,３,・・・８,９）（以後「枝２」

と呼ぶ）の２つの枝が目を引く。これらは右側

の早川マップでは黄色に塗り分けられた高濃度

汚染地帯と重なる。 

４．検討 

「枝１」を早川マップと比較すると、飯舘ル

ートに一致することが分かる。これは 2011 年 3

月 15 日午後発生した汚染である。「枝２」は

2011 年 3 月 15 日午前の汚染に対応する。ただ

し、依拠してきた原子力規制委員会管理のサイ

トが閉鎖されたため、茨城県内のデータが得ら

れず、完全には確認できない。サイトの再開を

求めたい。 
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５．おわりに 

 放射能強度比(134Cs/137Cs)は１であるとされて

いるが、それが 3.5 である地点も広範囲に存在す

ることを明らかにした。事故発生のメカニズム

究明やセシウムボール形成の解明に繋がること

を期待したい。 

文献 

1) 草野清信：宮城県内では原発由来の放射能はどの様 

に推移しているか、第 22 総学予稿集 C3-2(2018,沖縄)。 

 

2) 草野清信：福島県南相馬市での放射性廃棄物焼却処分

の実態、第 23 総学予稿集 D3-2(2020,東京)。 

3) 東日本大震災関連情報 放射線モニタリング測定結果 

等、原子力規制委員会(radioactivity.nsr.go.jp/map/ja)。 

このサイトは 2021 年 6 月 30 日に閉鎖された。汚染水 

の海洋放出など様々な事態に対する安全装置としての 

このサイトの再開を強く要求する。 

4) 草野清信：放射能強度比(134Cs/137Cs)の広域調査、 

第 28 回東北地区シンポジウム予稿集(2022,仙台)。 

表１ 放射能強度比が３.５であるモニタリングポストの設置場所 (原子力規制委員会管理) 

 

図２ 放射能強度比が３.５であるモニタリングポ ストの設置場所と早川マップとの比較 

1 福島第一原発 18 福島県　鏡石町役場 35 飯舘村二枚橋集会所

2 福島県　塙町あぶくま高原美術館 19 福島県　天栄村役場 36 鹿島区西部コミュニテーセンター

3 いわき市田人支所 20 福島県　楢葉町役場 37 鹿島区上寺内公会堂

4 いわき市　上遠野浄水場 21 福島県郡山市役所 38 福島市南向台第４公園

5 いわき市遠野支所 22 葛尾村野川集会所 39 鹿島区栃窪公会堂

6 いわき市常磐支所 23 福島県本宮市役所 40 福島県伊達市月館総合支所

7 いわき市中央卸売市場 24 葛尾村日山登山道入り口(福島県設置) 41 福島県伊達市霊山パーキング

8 いわき市内郷支所 25 南相馬市小高区福浦小学校 42 福島県相馬市役所玉野出張所

9 いわき市草野公民館 26 福島県　会津会津坂下町中央公民館 43 福島県相馬市小倉公会堂

10 福島県　塙町役場 27 浪江町羽附集会所 44 福島県伊達市立小国小学校

11 福島県　棚倉町役場 28 福島県　会津湯川村役場 45 栃木県　那須町役場

12 福島県　鮫川村役場 29 原町区鉄山ダム 46 那須塩原市　那須塩原市役所本庁舎

13 福島県　浅川町役場 30 浪江町葛久保集会所 47 那須塩原市　ハロープラザ

14 福島県　古殿町役場 31 福島県二本松市役所 48 大田原市役所　湯津上庁舎

15 福島県　西郷村文化センター 32 原町区高の倉ダム助常観測所 49 矢板市役所

16 福島県   大屋小学校 33 南相馬市役所 50 塩谷町立　船生小学校

17 福島空港（福島県玉川村） 34 飯舘村役場 51 日光市役所中宮祠出張所
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Ｂ３-２        柏崎刈羽原発再稼働問題をめぐる虚妄をあばく 

 

小林 昭三、Kobayashi Akizo（新潟大学・新潟支部・原子力問題研究委員会） 

 

１．はじめに 

 ロシア・プーチンによるウクライナ侵略では，

ウクライナ原発（チョルノービリ原発・ザポロジ

エ原発）は，ロシア軍の無謀な占拠作戦では，攻

撃・防御・人質のカナメとなった。世界最大の柏

崎刈羽原発でも同様な攻撃や占拠のカナメとされ

侵略戦争で史上最悪の惨事に至る負の遺産だ。   

原発ゼロ以外にそれを防ぐ抜本的対策は皆無で

ある。世界一危険な柏崎刈羽原発の再稼働をめぐ

る虚妄の数々が，日本政府の原発政策や新潟原発

３検証・検証総括委員会をめぐり，政府当局や規

制当局の動向や３検証経緯・教訓から解読できる。 

特に，際限なく深刻化の度を深める近年の日本

の原発再稼働をめぐる虚妄と人類史上最悪の虚構

の正体は隠蔽不能なレベルに至った。ウクライナ

侵略・残虐実像が日常的に視覚化されて，第二次

世界侵略戦での日本による残虐な史的実態が比較

体験できる。逆に，岸田政権はこれを口実に「原

発再稼働・新増設・原発再依存化・福島原発事故

前への回帰化」を宣言した。その虚妄に満ちた驚

愕すべき実態を根本から暴く事が不可欠と考える。 

 

２．安倍･菅･岸田３政権が３度重ねる虚妄の破綻 

 みたび許すまじ広島・長崎をと祈った願いもむ

なしく 3・11 福島の大惨事を招いた。その抜本的

な検証と教訓化に基づく深い反省なしには日本の

原発再稼働を止め原発ゼロへの大転換は不可能だ。 

 しかし，安倍･菅･岸田３政権は3.11福島原発事

故から何も学ばず原子力ムラ復活を謀る本性を露

わにし，原発再稼働・増設の原発回帰固執路線を

継続せんとしている。3.11 福島原発事故原因の抜

本的検証、原発事故が起こった場合の安全な避難

方法の検証，原発事故が健康と生活に及ぼす影響

の検証などが，本来は国家レベルで本格的に行わ

れて、事故の真相・教訓・課題を基に原発政策の

抜本的反省・転換に至るのが必然であった。しか

し，国がなさざるが故に，新潟県で「新潟県原子

力発電所事故に関する３つの事故検証委員会、検

証総括委員会」を設け鋭意取り組まれてきた。 

 菅・岸田政権は数周遅れで「50 年に温室効果

ガス実質ゼロ」目標を掲げ，経済合理性のない原

子力維持拡大路線を固執しており，脱炭素脱原発

の意思を欠き原発ゼロ転換に程遠い。しかも，ウ

クライナ侵略戦に伴うエネルギー不安を口実に，

原発事故教訓を顧みずに，原発依存度を一層深め

る原発回帰と新増設路線すら公言して憚らない。 

 ３基の炉心溶融・４基目の使用済み燃料プール

の冷却不全で大爆発寸前状況が、衝撃で偶然に外

れた仕切りから水が入る幸運がなかったら東日本

を失う大惨事だった。大地震・大雪害での避難不

全が危惧される現実的ケースでの安全な避難方法

の検証，原発事故が健康と生活に及ぼす深刻な実

態（未曽有の事態・甚大な被害等で周辺の住民は

故郷を奪われ・社会基盤の崩壊・深刻で広範な不

安に陥り賠償不十分）のまま多数が避難中で事故

処理・廃炉見通しもなく，今も事故継続中なのだ。 

地震・津波・噴火・大雪・台風など自然災害大

頻発の悪条件・高リスク原発の立地に加え，侵略

戦争での原発攻撃や占拠が謀られる時代に突入し

た，現代社会に開かれた原発ゼロ・自然エネ 100

の明るい未来への展望を見逃す政権は無用である。 

 

３.原発事故・植民地戦争・統一教会の虚妄忘れ! 

 岸田首相は，元安倍政権による極端な右傾化路

線を忖度した政権運営に当初から終始してきた。

参議院選直後の黄金の３年間（次の参議院・衆議

院選挙迄の猶予期間）を，優位に決定付けんと内

閣改造と国葬決定を策略的に即決断行した。その

結果，旧統一教会と持ちつ持たれつのズブズブの

驚愕すべき関係（選挙票の分配手配等）だったこ
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と。安倍一強支配と忖度支配の菅・岸田内閣が一

挙に露出する結果を生み，その虚妄により国民の

支持を急速に失うに至る。許されない虚妄によっ

て継続し得た安倍・菅・岸田政権支配の真相が暴

かれ，前代未聞の強権的異常政権は三代で三度も

繰り返そうな終焉時代を迎えつつある。 

 その虚妄の本尊だった故安倍元首相の国葬を，

立憲国にあるまじき閣議決定のみで強行する違法

的政権運営を岸田首相は即決した（慢心からか）。

実は，政務三役（閣僚 19 人中８人・副大臣と政

務官 54 人中 27 人）総計 73 人中 35 人，５割弱が

統一教会と接点を有し，「統一協会と政治の癒着

についての説明が不十分」・89％、「政治家と統一

協会との関係を絶つべき」・85％など，という底

なしの癒着状態が露わになった。統一教会との虚

妄があばかれる忖度的真相を忘れていたのである。 

この末期症状は，実は，安倍派グループの戦後

数十年来の病的な膿の蓄積に基づくものであった。

故安部晋三母方祖父の岸信介に遡る，虚妄的強権

体質に起因するものであった１）。根源的には，統

一教会・勝共連合・日本会議等々と，岸信介元総

理等が，戦後築いた極右カルト勢力との利権的・

策略的な政権運営の歪（膿）がここに極まった結

果だった。更には，自民党の憲法改正草案そのも

のが，統一教会・国際勝共連合のそれと酷似する

驚愕的実態が露わになり，国民の承認を得る根底

的基盤を失ったとの見方が多数になってきている。

自民党と統一教会との癒着問題，国葬問題，新型

コロナ感染者世界一拡大局面対策，エネルギー・

原発ゼロ・自然エネ百％への国際的転換問題，

等々で憲法 53 条による臨時国会召集に応ぜず，

安倍・菅・岸田３代とも，憲法を守ろうとしない。 

 

４.残虐無謀な植民地侵略史実否定と未教訓化 

 残虐無謀な日々のウクライナ侵略映像でエネル

ギー不安を煽る原発回帰作戦用メディア支配に逆

用する虚妄をこれ以上まかり通らせる事は許され

ない。ウクライナ侵略の日々は，77 年以前（明

治 150 年?）の朝鮮半島，満州，台湾での植民地

拡大侵略戦争（日清・日露戦争を含む）から第二

次世界大戦に至るナチス・ヒトラーと同様な残虐

非道な侵略戦争行為に比すべき報道姿勢の潮流が

脆弱すぎる。安倍政権以後は，明白な歴史修正主

義が受け継がれた。植民地支配・侵略戦争の誤り

を認めず，強制連行・強制労働・従軍慰安婦の実

在を全て自虐史観だと否認排除してきた１）。戦前

的歴史観を継承する岸田政権は，愛国主義的・教

育勅語肯定型の教科書検定による軍国主義的歴史

観の教育現場へ押し付けで教育荒廃を生んでいる。 

学問や科学研究の自由を犯す憲法違反の学術会

議会員の任命拒否の誤りも継続中だ。自公政権で

の，異なる意見を排除する狭量さにより，先見的

見識や科学的見通しや提言が排除された。1 周遅

れの後手対応・核兵器依存原発依存国・地球環境

破壊・原発ゼロと自然エネルギー100％への競争

力を喪失等で著しく世界潮流から立ち遅れた。岸

信介満州官僚１）まで遡る歴史的経緯を紹介する。 

 

５. GX実行会議で柏崎刈羽原発 6,7号機再稼働方

針確認に対する抗議とその撤回要請の展開を開始 

原発推進の大義名分は，安価神話・エネルギー

国産化だ。プルトニウムリサイクル（高速増殖炉

実現）路線は絶望的で，太陽エネルギーや自然エ

ネルギーとの価格競争にも完全敗退した今日には，

両大義名分を完全に失った。侵略戦争の人質原発

の役割だけ残り，放射性廃棄物処理・原発事故汚

染・核汚染では百年～万年も回復不能で，大事故

や大惨事体験をした今，未来への恐怖から逃れ得

ない。地震・津波・噴火・自然災害・誤作動と誤

戦争の核惨事の極大国日本は，原発ゼロしかない。

参議院選挙前には原発新増設の問に答えず，選挙

後には新増設を宣言する虚偽・虚妄は許されない。

特に，2022 年８月 24 日の GX 実行会議で柏崎刈

羽原発６,７号機再稼働を含む 10 基の原発再稼働

方針確認は重大な背信行為だ。柏崎刈羽原発の 3

検証をめぐる新潟県民意志に基づく様々な取組み

を無視し新潟県の自治を踏み躙る暴挙なのである。 

参考文献：1) 戦後 70 年特別企画 安倍首相の祖

父・A級戦犯岸信介の正体（前,後）； 

(https://lite-ra.com/2015/08/post-1396.html) 
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Ｂ３-３     核燃料サイクルをめぐる国際・国内関係 

〜海洋放出・核のごみ問題を中心に〜 

 

本間 照光、Homma Terumitsu（東京支部） 

 

１．はじめに 

原発事故汚染水の海洋放出、核のごみ最終処分などをめぐって、方針決定の過程がきわめて不透明

である。汚染水の海洋放出については、日米政府間、国際原子力機関(ＩＡＥＡ)、原子力規制委員会、

福島県と地元自治体との関係。核のごみ最終処分については、「文献調査段階」、「概要調査段階」およ

び「精密調査段階」の３段階があるとされている。しかし、最終処分法上、「文献調査段階」なるもの

は、存在しないのではないか。また、途中で手を下ろせなくなるのではないか。事柄を踏まえつつ、内

外の関係機関のあり方を検討したい。 

 

２．原発政策をどこが決定しているのか 

 

３．不透明な決定 

 （１）汚染水海洋投棄 

 （２）核のごみ投棄 

 

４．投げ棄てられるリスクとコスト、責任 

 （１）汚染水海洋投棄 

   無限の放出（総量、時間） 

   生物濃縮 

   海洋・地球汚染 

 （２）核のごみ投棄 

   「文献調査段階」はない 

   途中で手を下ろせなくなる 

安全基準は未定 

 

５．破局を回避するために 
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Ｂ３-４  老朽原発の中で､最初に動かそうとしている美浜３号機の現状  

山本 雅彦、 Yamamoto  Masahiko（福井支部）  

 

１．はじめに 

岸田政権は８月 24 日､電力需給逼迫と脱炭素化

を口実に､次世代型原発の建設を検討する方針を

公表｡現在、すでに再稼働したことのある６原発

10 基（美浜３号､大飯３､４号､高浜３､４号､伊方

３号､玄海３､４号､川内１､２号）に加え､すでに

新規制基準の審査に合格している５原発７基（高

浜１､２号､島根２号､柏崎刈羽６､７号､女川２号､

東海第２号）を再稼働させ､さらに､最長 60 年と

してきた原発の運転期間の延長も検討するという｡ 

先の参院選挙で､自公政権が３分の２の議席を

獲得したことと､これから３年間は国政選挙がな

いことから､同日に開かれた脱炭素政策を議論す

る｢グリーン・トランスフォーメーション（GX）

実行会議｣を前に､昨年 10 月に閣議決定した「エ

ネルギー基本計画」を見直すことに踏み込んだも

のと見られている｡ 

しかし､政府目標の来年夏から冬以降に再稼働

させる目標を設定した５原発７基については､目

標の１年余りの間に再稼働できる可能性はほぼな

い｡また､関西電力の美浜原発３号機の立地の美浜

町民のみなさんを対象にしたアンケートでも､新

増設や 40 年超えの老朽原発の再稼働には６割以

上の方が反対だと回答し､７割以上の方が不安を

持っていると回答されている｡ 

そこで､老朽原発を最初に動かそうとしている

美浜３号機の現状を報告する｡ 

 

２．40年超え運転ストップで原発ゼロの展望が 

いま全国には 40 年超えの老朽原発が 19 基ある

が､その内､関西電力の高浜１､２号機と美浜３号

機､東海第 2 の４基以外の 15 基はすでに廃炉が決

まっている｡また､40 年超えに達していない４基

を加えると､19 基の廃炉が決定している｡ 

このような中､新増設が実質的に困難な現状の

もと､老朽原発を動かすことができるかどうかが､

政府の原発政策を延命させることができるかの分

水嶺となる｡そのため､40 年超えの新規制基準の

審査に合格している４基の原発の再稼働を許すの

かが最大の問題である｡それらの運転をストップ

できれば、原発ゼロは現実的に展望が見えてくる｡ 

 

３．老朽美浜 3号機運転禁止仮処分を大阪地裁に 

40 年超えの４基の原発中､最初に動かそうとし

ているのが美浜３号機で､昨年６月 23 日に運転を

開始したが､特重施設（テロ対策施設）が未完成

のため 10 月 25 日に運転を停止した｡その後､特重

施設が完成し､今年８月 30 日に起動した｡しかし､

美浜３号機は活断層の巣の中にあり､重大事故を

引き起こしかねない５つの大問題がある｡ 

１つ目は､炉心の近傍に地震を引き起こす活断

層があるにもかかわらず､新規制基準にある｢特別

な考慮｣をせず基準地震動を引き上げていない｡そ

のため､基準地震動を超える地震が来る危険性が

ある｡ 

２つ目と３つ目は､断層は連動して動くこと､そ

して､地震は繰り返し起きること､これらが熊本地

震で明らかになった新知見であるが､原発敷地内

には断層（破砕帯）が多数あるため､断層が連動

して動き､繰り返し地震が起きれば､原子炉建屋や

配管､機器などは損傷する危険性がある｡ 

４つ目は､関電はコンピュータ計算で 993 ガル

の基準地震動に耐えると説明しているが､当初あ

った｢安全余裕｣がほとんどないことが想定され､

さらに､肝心の炉心･原子炉容器､重要な配管や電

線などは取り替えることはできない｡老朽化で脆

くなっているため破損する危険がある｡ 

５つ目は､規制委員会が認めた美浜３号機の基

準地震動は 993 ガルであるが､｢ばらつき｣を考慮

すれば 1,330 から 1,780 ガルになると指摘されて

いる｡規制委は今年６月､この｢ばらつき｣の考慮を

削除しましたが､危険性は何も変わっていない｡関

電を助けただけである｡ 

筆者を含む９名の原告は､こうした５つの問題

などを争点にした民事の仮処分を大阪地裁に申し

立てており､７月４日に審理は終了し､９月にも決
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定が出されようとしている｡ 

 

４．美浜 3は再起動の直前に事故が頻発している 

筆者らが参加する､オール福井反原発連絡会は

８月４日､超老朽化した関西電力美浜３号機を動

かして､もしものことがあったら取り返しがつか

なくなることを指摘し､稼働を承認することがな

いように福井県知事に申入れをした｡ 

知事はそのとき､すでに､８月１日に同３号機の

A 封水注入フィルタ付近での放射能を含んだ７ト

ンもの水の漏れ事故を知っていたが､それを我々

はじめ県民に報告しなかった｡これは､知事が関電

の立場を擁護しているとしか理解されず､県民へ

の重大な背信行為である｡ 

また関電は､８月 21 日､A アキュムレータ（蓄

圧タンク）圧力低警報が発信したため｢保安規定

第 51 条の運転上の制限を逸脱｣したと発表｡ 

このタンクは､重大事故が発生したとき､原子炉

にホウ酸水を注入し､炉を停止させる重要な機器

にもかかわらず､原因は定期検査時の作業ミスで､ 

安全弁に衝撃が加わり､動作設定値がズレたため

という｡これが事実なら､なんともお粗末極まりな

い事故で､定期検査技術が､相当､低下していると

しか思えない｡定期検査体制と技術の見直しが必

要である｡ 

再稼動に向けてこれまで準備してきたにもかか

わらず､再稼働の直前に事故･故障を繰り返し起こ

していることは重大である｡また､同様に高浜原発､

大飯原発などでも再稼働の直前や直後に冷却系統

の配管で事故･故障が頻発している事実は､重大事

故の前兆と言わざるを得ない｡ 

今回の水漏れの原因は､下請け会社の作業員が

封水注入フィルターのふたをボルトで締めた力

（トルク）が規定値の５分の１程度だった。この

ため、ふたの隙間をふさぐ円形のゴムに圧力がか

かり破断したものと考えられる。締め付けトルク

の数値のミスは単純なミスであり、施工管理者か

現場の技術者の能力が低下していることは明らか

であり､今後も事故は際限なく繰り返されること

になる｡事故が起きてから｢間違っていた｣では済

まされない｡ 

そこで､筆者らは知事に､下請けの施工管理者や

技術者､現場主任者や作業者が､どれだけの技術を

持って作業に当たっているのかを把握するために

も､一旦すべての原発を停止させて､再稼働計画も

中止し､定期検査のすべての｢工事計画｣と｢作業要

領｣および､すべての定検データと、それを実施し

た作業技術者の資格取得状況と経歴を公開させる

ことを求めた｡ 

県の原子力安全対策課の山本晃弘参事は､｢力量

不足の問題は､非常に重要だと考えている。ベテ

ランの経験豊かな方は、すでにリタイヤされてい

く中で、若手にどう技術継承していくのかは､も

のすごく大きな問題だと思っている｣と述べた｡し

かし､対策は基本的に関電がやることだとし､筆者

らの要請には応じなかった｡ 

さらに､関電は､作業前に｢作業要領｣を確認せず､

作業終了時､これら重要機器のボルトの締め付け

トルクを確認しなかった。関電の責任は重大であ

るが､県は関電の責任について認めようとしなか

った｡ 

 

５．重大事故になる美浜 3の再稼働は中止すべき 

老朽原発は､長年の運転により､約 320℃で 160

気圧という高温･高圧の蒸気が流れる主蒸気管が

侵食･腐食され､また､冷却配管や機器でも熱疲労

や金属疲労､応力腐食割れなどの損傷や亀裂が起

きる危険性が高まっている｡ 

こうした事故･故障は､完全に防ぎきれるもので

はない｡それは､原発システムの構造そのものが高

度かつ複雑であるということ､また､保守点検の完

全実行の難しさに加え､電力会社の安全意識の緩

みと欠如､さらに､放射線被ばくをともなう危険な

作業は下請けに押し付けるという体質によるもの

と考えられる｡ 

よって､老朽原発の再稼働は絶対に認められな

い｡重大事故につながる美浜３号機の再稼働は中

止すべきである｡ 

そのうえで､関電は当面のこととして､事故原因

を徹底的に調査し､机上の確認に止めず､その結果

を関電の全ての原発に水平展開し､定期検査以上

の安全総点検を行い県民に明らかにすべきである｡

そうすれば､美浜３号機は超危険で､動かすことは

できないと分かるはずである｡ 
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Ｂ３-５      稀なことをどう扱うか、どう備えるか 

―個人へのリスクから社会のリスク認識へー 

 

  花島 進、Hanashima  Susumu  (茨城支部）  

 

１．はじめに 

 原子力発電所の運転を可とするか不可とするか

は、様々な論点がある。2014 年５月福井地裁の

樋口判決は、「原発システムは起こりうる大きな

地震動に対する耐震性が担保されていない」と、

ある意味で単純に大飯原発の運転を認めない判断

を下した。 

 一方、2021 年３月の水戸地方裁判所判決では、

原子力規制委員会-原子力規制庁の安全審査合格

判断を批判しなかったが、「事故が起きた時の避

難を実施する体制がない」として、運転を認めな

い判断を示した。事故が起きて大きな被害を及ぼ

すことを未然に防ぐことが国の規制体制の役割と

考えるならば、国の規制は妥当としつつ原発の運

転は認めないという判断に矛盾を感じる向きは多

いだろう。 

 この二つの判決の違いは、裁判体が技術論上の

判断をどう下したかという点以外に、稀なことに

対する考え方の違いから生じていると考える。 

 

２．免責される稀な事故 

 原発問題を離れ大雨などの土砂災害を考えてみ

る。住まいの脇に崖があり、大雨の時に崩れてく

る危険があると考えた崖下の住民が、崖の持ち主、

あるいは自治体などを裁判で訴えたとする。それ

が 10 年に一度の大雨で崩れると判断されれば、

訴えが通るであろう、しかし、100 年に一度の大

雨で崩れる程度と判断されれば、その不安を解消

する判決が下されることはないだろう。命の危険

があるからと言って、直ちにその危険に対処する

判決は出ないのが通例である。 

 この世には様々な危険が現に存在し、それらの

リスクは、あるいは意識されつつ、あるいは無意

識に受け入れられている。そして、どの程度まで

リスクを受け入れているのかは、一定の基準があ

るのではなく、これまでの習慣、物事の利害関係

などでから、形成されていく。 

 

３．原発に当てはめて良いのか 

 大きな事故の頻度として、福島事故で３基の原

発のメルトダウンと我が国の原発の実績を考える

と、１原子炉当たりの大きな事故は、大まかに数

百年に一回の出来事である。そこから、上述の崖

崩れの頻度と同じ考えをすれば、原子力規制がこ

れまで程度の安全性を維持できるものなら、原発

の運転を否定する論は立たない。裁判が、個人に

対する被害の可能性のみを扱うのであれば、そう

いう結論になろう。 

 一方、リスクを個人に対するものに限定せずに

考えると、すなわち原発が怖いと訴える個人の問

題にとどめず、社会の問題と考えれば、まったく

違う考えが生じる。例え１原子炉が千年に一度で

あっても、事故で、数十万人の生活・生業に大き

な被害を与える、時には国が傾くかもしれないの

であれば、個人に及ぼす被害だけを考えるのは妥

当とは思えない。ましてや、一つの原子炉で千年

に一度であっても、100 原子炉であれば、10年に

一度であるからなおさらである。これはある意味

で常識的な感覚であろうが、現在の司法の中で確

立しているようには見えない。 

 

４．まれでも、大きな被害への考えの確立が必要 

 原発に反対する人も容認する人も、しばしば個

人的な感覚を中心に語る。だが、原発は個人にと

どまらない社会の問題で、そのことを明確に意識

することが求められる。司法の体系としても、政

治のあり方としても、市民運動のあり方としても。 
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Ｂ３-６        世界の核兵器・核ドクトリン 

 

舘野 淳、Tateno Jun（東京支部） 

 

１．はじめに 

 ウクライナ侵攻に当たって、プーチン・ロシア

大統領は、「ロシアは、ソ連が崩壊したあとも最

強の核保有国の一つだ。ロシアへの直接攻撃は、

敗北と壊滅的な結果をもたらす」と述べて、核兵

器の使用も辞さない構えを見せた。通常戦力の優

位を背景に、一方的に侵攻に踏み切ったプーチン

の政治的・軍事的手法を考えると、ウクライナの

戦況次第では、いつ核兵器使用に踏み切ってもお

かしくはなく、現在、核兵器使用のバリアは著し

く低下したということができよう。 

 

表１．世界の核弾頭数一覧、（ ）内は実戦配備数 数値は文献 1)より。 

 ICBM 等 SLBM 航空機搭載 戦略核合計  核弾頭・爆弾総数 

ロシア 1185(812) 800(576) 580(200) 2565(1588)  ~4475** 

米国 800(400) 1920(944) 788(300) 3508(1644)  3708** 

中国 258(0) 72(0) 20(0) 350(0)  350 

フランス 0 240(240) 50(40) 290(280)  290 

英国 0 225(120) 0 225(120)  225 

パキスタン 124*(0)  41(0) 0  165 

インド 847*(0) 278(0) 48(0) 0  1173 

イスラエル 50*(0) 10(0) 30(0) 0  90 

北朝鮮 40*(0)   0  40 

合計 3304(1212) 3545(1880) 1557(540) 6938(3632)  10516 

・ICBM 等：陸上発射大陸間弾道ミサイル（＊は陸上発射弾道ミサイル）。 

・SLBM：潜水艦発射弾道ミサイル。・**印：退役、解体待ちは除く。 

 

２．世界の核兵器数 

 世界の核兵器の総数は 1970 年代の約７万発を

頂点にして、年々低下し、現在では１万発と大

幅に減少している。分断が進む世界の中でも、

唯一、戦略核兵器に関する制限条約（新 START）

だけは生き残っている。以下、米ロを中心に、

保有する核兵器の現状を、文献 2),3)に基づき述

べる。新 START により、米ロの「作戦配備」さ

れている、戦略核兵器（核弾頭）の数は上限

1550 発である。しかしながらこの数は、いった

ん核戦争が開始されれば、文明社会を壊滅させ

るには充分な量である。残りの戦略核兵器は

「武器庫」に貯蔵されていることになっている

が、いつ取り出して使用されないという保証は

ない。その意味で、核兵器情報の透明性が大き

な問題となる。核弾頭には一部 MIRV(複数個別

誘導再突入体)化されたもの、超音速滑空体化さ

れたものなどがある。核兵器総数（表の最後の

欄）のから戦略核合計を引いたものが、戦術核

の総数である（ロシア：1919、米国：200）。中

国、北朝鮮などの核兵器に関しては不透明性が

極めて高く、兵器数を含めて、情報の信頼性は

低い。 

文献 2)では、北朝鮮の核兵器に関して、弾頭が、
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大気圏再突入後の発生する熱に耐え十分に機能

するかどうか疑問が残るとしている。 

 

３．各国の核ドクトリンをめぐって 

 核兵器をいかに使用するかを宣言的に述べた

ものが、核ドクトリンである。 

（１）ロシア 

 ロシアは旧ソ連から引き継いだ核兵器の近代

化を推進しており、現在 90％程度達成したとさ

れる。トランプ政権時代の米国の「核態勢見直

し（2018）」は『ロシアは「ディエスカレートの

ためのエスカレート」(escalate to de-escalate) 

（核兵器を用いて、通常戦争を縮小させる）と

いう方針をもっている』と指摘して以来、この

言葉がよく知られるようになった。ロシアはこ

の方針事態を直接否定はしていないが、プーチ

ンは 2020 年核兵器使用の四つの条件（ロシアが

核攻撃を受けた場合、国家そのものが危機にひ

んするような通常兵器での攻撃を受けた場合、

など）を発表して、ロシアの核が防衛的なもの

であることを強調している。 

 ウクライナ侵攻に伴う核脅迫の言動と、この 

「ディエスカレートのためのエスカレート」方

針を合わせ考えると、ウクライナの戦況いかん

では、ウクライナでの戦術核兵器の使用の可能

性は高く、核兵器使用のバリアは極めて低くな

っていると言わざるを得ない。 

（２）米国 

 トランプ政権は 2018年中距離核戦力（INF）全

廃条約を破棄すると表明、2019 年同条約は失効

した。プーチンは「米国は何らかの理由で彼等

にとって興味がなくなるとすべての国際条約か

ら容易に脱退する」と述べて不信感を表明した。

ＮATO の東方拡大がロシアのウクライナ侵攻の

遠因を作ったとも言われるが、核軍拡における、

トランプ政権の役割については十分に検討する

必要がある。トランプ政権下の「核態勢見直し」

においては、米国の核オプションの拡大を強調

し、抑止が失敗した場合、核と非核戦略攻撃に

勝つことを強調している。トランプ政権はまた、

核の備蓄数に関する情報公開を拒否したため、

核情報の透明性が極めて悪化したが、その後バ

イデン政権は、トランプ時代の分も合わせて情

報を公開したため、透明性が回復した。バイデ

ン政権は新たな「核態勢見直し」の中で、トラ

ンプの方針を改定する予定であったが、ウクラ

イナ侵攻によって、トランプ的立場に逆戻りし

たとされる。 

（３）中国 

 「中国は常に、いかなる状況においても核兵

器を最初に使用せず、無条件に非核兵器国また

は核兵器のない地域に対して核兵器を使用また

は使用すると脅迫しないという核政策に取り組

んでいる。」と述べて核の先制不使用を宣言して

いる。 

（４）北朝鮮 

 北朝鮮は 2016 年の４回目の核実験に続いて、

核先制不使用を宣言した。しかし、それは「敵

対勢力がその主権を侵害しない限り」という文

言を加えて、その声明を薄めた。 

 

４．結語 

 かつて、米ソの二大核大国が膨大な戦略核兵

器を手元に、対峙していた時代、核抑止論が幅

を利かせた。しかし、今や通常兵器による戦争

を有利に終結させるための、戦術核使用の方針

が登場し、核兵器使用のバリアはきわめて低く

なった。この危険な状況を前にして、改めて核

兵器廃絶のための世論の高まりによる核兵器廃

絶が求められている。 

 

文献 

1) 長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA) 

「世界の核弾頭一覧」（https://www.recna.nagasaki-

u.ac.jp/recna/nuclear1/nuclear_list_202206） 

2) H. M. Kristensen & M. Korda  Russian Nuclear 

Weapons,2022 Bulletin of the Atomic Scientists, 

78:2, 98-102. 一括して、”Nuclear Notebook“ 

(https://thebulletin.org/nuclear-notebook/) 

3) “SIPRI Yearbook 2021” Oxford Univ. Press. 
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Ｂ３-７     衛星による原発サイバーテロを阻止するために 

 

山本 富士夫、Yamamoto Fujio（福井支部） 

 

１． はじめに 

第 31回全国原子力発電問題「新潟シンポ 2009」

で、私は、「原子 4 炉施設に限定した耐震設計審

査新指針」の中の「残余のリスク」を紹介した。

そこで、原発災害を引き起こす「4 大トリガー」

として、 (1)自然災害（地震、津波、火山噴火、

豪雨、竜巻など）、(2)人為ミス（設計、運転、保

守管理など）、(3)軍事テロ、(4)サイバーテロを

訴えた。 

ロシアが今年 2月24日にウクライナを侵略し, 

ロシア軍はウクライナにある原発 2カ所（チェル

ノブイリとザポリージャ：ウクライナ語）を占拠

した。現在（2022 年 8 月 31 日）のところ、両原

発において放射性物質が環境を汚染するほどの核

兵器規模の核爆発は起きていないようである。こ

こで、「テロ（英語：terrorism）」とは、政治的

な目的を達成するための暴力行為 and/or 暴力に

よる脅迫をさす。ロシア軍による原発占拠は、恐

れられた軍事テロが現実になったといえる。 

また、報道によれば、ロシア（プーチン大統

領）は今後核兵器の使用もあるとしているらしい。

核兵器と原発の危険性には表裏一体性のあること

が広く世界中に知られるようになった。私たちに

とっても核兵器廃絶と脱原発は表裏一体である。 

本報告では、「4 大トリガー」の背景を述べ、

軍事テロに関連して衛星による原発サイバーテロ

について言及し、テロ行為を阻止するための考察

を加えてみる。 

２．重大事故発生の引き金となる４大トリガー 

 「新潟シンポ 2009」で、私は,「構造物の耐震

設計と基準の検討」と題した講演発表の中で、

「原子炉施設に限定した耐震設計審査新指針」

（以下、「新指針」）の終わりに「残余のリスク」

という言葉が登場すると述べた。「新指針」の中

で「周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリ

スクを与えないようにすることを基本とすべきで

ある。」と書かれている。私は、「残余のリスク」

には原発推進国策の根幹に原発安全神話と経済性

優先の考えが潜んでいると批判した。 

それは的中した。実際に2011年にF1原発事故

が発生し放射線被ばくのリスクが現実化した。

しかしながら、その後、国と東京電力は,トリ

ガーの一つ（自然災害）を理由に、「想定外」

を持ち出し、ザポリージャ事故発生に対して責

任はないと主張し続け、現在も裁判で住民側と

争っている。住民側は巨大地震と大津波を想定

できたとしている。なおF1事故発生の原因は自

然災害と人為ミスが複合したためとされている。 

さて、ロシアがザポリージャ原発で軍事テロ

を起こした後、同原発では、一旦全システムが

停電したが、今（2022年8月31日）、ディーゼル

発電機を起動して、原子炉等の設備の冷却を続

け、重大事故を未然に防止できていると報道さ

れている。F1事故で明らかになったように、全

システムの停電は、冷却ポンプが停止し一次冷

却水が原子炉内を流れず、燃料棒における熱流

束（単位面積あたりの熱移動量KW/m2）が限界を

超えてしまい燃料を焼損させ、さらにLOCA(炉

心喪失)を引き起こす要因となる。ひいては、

原子炉と建屋の損壊を起こすほどの重大事故を

発生させる要因となる。軍隊が暴力的に停電さ

せることは、作戦的に放射性物質を外部環境へ

放出する重大事故を起こす可能性を持つ。 

ロシアによる軍事テロを見て、福井県の杉本

知事は、国に対して自衛隊が若狭湾沿岸にある

原発を軍事テロから守るよう要請した。その要

請内容は機密であるとして住民側に全く知らさ

れていない。「軍事テロから原発を守る」とい

うことは、原発サイトにおいて「防衛戦争をす

る」ことと同義ではないか。そのようなことは、
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「戦争絶対悪」とする平和論者にとって決して

ゆるされないことである。仮に、自衛隊配備は

「抑止効果」を期待するものだとしても、自衛

隊が攻撃ミサイルを撃ち落とすなどして原発を

守るような戦闘行為はできないだろうし、実効

性も発揮できないであろう。 

なお、IAEAは専門家と事務局長らがザポロリ

ージャ原発の調査に入り常駐するだろうと報道

されている。調査団が常駐するとなれば、

NATO側のいわゆる国連軍が調査団を警護する

だろうから、ロシア軍との対立や衝突の発生が

懸念される。 

軍事テロの事例：朝日デジタル（ドバイ= 渡

辺淳基 2017年12月3日 ）によれば、「中東 イ

エメンの反政府武装組織フーシは3日、 アラブ

首長国連邦(UAE)西部で建設中のバラカ原子力

発電所に向け、ミサイルを発射したと発表した。

AP通信 などがこれを報じた。一方、UAEの国営

通信は『フーシが我が国に ミサイル を 発 射

したとの主張は偽りだ』とする同国危機管理当

局の声明を伝えた。（以下、省略）」 

また、1981 年 6 月 3 日に起きたイラク原子炉

爆撃事件は、イスラエル空軍機がイラク・タムー

ズに建設中だった原子力発電所を空爆・破壊した

武力行使事件で、イラクが核兵器を持つ危険性が

あるとしてイスラエルが「先制的攻撃」を行った

ものとされている。 

IINA(2022 年 3 月 22 日)によれば、「イラン核

施設への三度目の破壊工作 ― 繰り返されるサイ

バー攻撃とエスカレーションの懸念 ―：2021 年

4 月、イラン・ナタンズの核施設で爆発が起こり、

大きなダメージを与えた。施設の電源設備への電

源供給が止まった。その結果、これら機器の多く

が破損したとされている」と報道された。 

 インターネット情報通信システムが世界中に普

及してから半世紀近くが経過した。それは、民生

用として人びとの生活に革命的利便性を提供して

きたが、同時に、コンピュータウイルスの感染問

題やコンピュータハッカーの侵入問題が表面化し

重大になってきた。サイバーテロの攻撃対象は、

政府・金融・交通などあらゆる機関に止まらず、

ガス・電気のエネルギー供給システムや原発をも

含むようになった。結果は、利便性と社会的機能

を不全にしてしまう。 

湾岸戦争以来、米国などは衛星から地球の

隅々の静態と動態を監視している。衛星通信を使

ったサイバーテロが問題になってきた。 

３. 衛星による原発サイバーテロ 

私は、JAXA による宇宙開発に科学的興味を

持っているが、日本政府が日米安保のもとで

JAXA にテコ入れして「安全保障」に関する規定

を整備させた。衛星通信による原発サイバーテロ

を起こさせてはならないと考えるようになった。 

衛星の測位性能は、人や武器などのターゲッ

トの位置情報を正確にとらえ可視化できるほどに

高い。戦闘機やミサイルの運動速度の計測も可能

である。これを妨害した事例として、「湾岸戦争

中、イラクは衛星監視から逃がれるため 700 の油

井で火災を起こし煙幕を張った」ことを挙げてお

きたい。他に、次の事例が出ている。 

(1) 2007〜2008 年 中国のハッカーが NASA

の衛星を二度乗っ取った。 

(2) 2010〜2011 年 NASA に対して 5400 回の

サイバー攻撃があり、データが盗まれた。 

(3) 2018 年 GPS 誤操作で米船籍がイラン領域

に導かれ拘束された。 

さて、衛星による原発サイバーテロは、原発

の全ての機器の運転・保守を攻撃できるため、そ

の実行者は、国家に限らず、民間グループや個人

をも含むだろう。原発テロは、核兵器を使用した

場合と同様に、放射性物質を広域の環境に放出し、

生命体を死傷し環境を破壊するなど、到底ゆるさ

れるものではない。国際法を無視するテロリスト

は、倫理も人道も無視するであろう。 

４.まとめ 

たとえ理想論とかお花畑とか言われようと、

原発テロを未然防止するためには、世界市民が一

大勢力となって権力者やテロリストの言動を制限

するしかないのではないか。 

（図表や文献は発表時に提示する。） 
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Ｂ５-１         避難の権利―原発訴訟 2022年 

－原発からの命の守り方－ 

逃げることを「権利」だと考えたことはありますか？ 

 

森松 明希子、Morimatsu Akiko（原発賠償関西訴訟原告団代表）他 

 

１．はじめに 

ロシアによるウクライナ軍事侵攻は、戦時の原

発の存在と危険性を改めて見せつけ、また、故郷

を追われる数百万の市民を生み出しました。今一

度、福島原発の問題に立ち返って、大阪に避難し、

訴訟闘争の活動を続けている市民と共に考えたい

と思います。 

森松明希子さんの現状報告の後、グループディ

スカッションを行います。裁判の日程調整の上、

原告の方々も参加予定。 

 

【Ｂ５】分科会 

日時：11 月 28 日（月）16：50～18：20  

場所：大阪大学箕面キャンパス 4F405 中講義室 

   (箕面市船場東 3-5-10) 

アクセス https://www1.lang.osaka-u.ac.jp/access.html 

 

深尾葉子担当の外国語学部中国語専攻「中国社

会演習 Ib」、人文学研究科外国学専攻「アジア社

会動態論 IIB」の授業と合同で行います。オンラ

インでの参加も可能です。 

 

２．報告者のプロフィール： 

福島県郡山市在住中に東日本大震災に被災。当時

３歳１ヶ月と０歳５ヶ月の２児を連れて１ヶ月の

避難所暮らしを経て、2011 年５月から大阪市へ

母子避難。原発被害者訴訟原告団全国連絡会：共

同代表。原発賠償関西訴訟原告団：代表。東日本

大震災避難者の会 Thanks＆Dream：代表。国内外

で講演を続け、災害による被災者・避難者・原発

事故被害者の人権について訴える。放射線被ばく

から免れ健康を享受する権利は基本的人権である

とし、すべての人の「被ばくからの自由」を訴え、

2018 年スイスジュネーブの国連人権理事会にて

スピーチ。参議院東日本大震災復興特別委員会に

参考人として招集され、被災当事者として陳述。

「黒田裕子賞」受賞。早稲田大学招聘研究員など。 

 

３．報告者の著書： 

『母子避難、心の軌跡』かもがわ出版、2013 年。 

『災害からの命の守り方－私が避難できたわけ－』

文芸社、2021 年（カバーは下の写真）。 
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４．基調報告：「避難を「権利」だと考えたこと

はありますか？」 

１ 逃げることは権利だ！  

1-1 あなたは「専門家」？ 

1-2 問題の本質は何か？ 

1-3 問題の本質を見るということ 

1-4  原子力災害に直面したときの問題の本質 

1-5   水をかけてもダメでしょ 

1-6 福島原発事故で侵害された利益と避難の正

当性 

1-7 憲法前文―平和のうちに生きる権利（平和

的生存権） 

1-8 憲法 13 条と 21 条ー尊厳と自由 

1-9 「被ばくからの自由」の具体的権利内容 

1-10 憲法 25 条―健康で文化的な最低限度の生

活って何ですか？ 

1-11 憲法 14 条ー命は平等に守られています

か？ 

1-12 初期被ばくと「持続的被ばく」の理論 

1-13「被ばくからの自由」の二つの側面 

1-14 国際社会からみた３・１１避難者 

 

2 ある日、突然国連へ 

2-1 なぜ私は国連でスピーチすることが出来た

のか 

2-2 つながりと日々の地道な発信 

2-3 国連人権理事会でのスピーチが意味するも

の 

 

５．第 37 回人権理事会本会議・森松明希子スピ

ーチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．予習資料 

原発からの命の守り方＠新時代アジアピースアカ

デミー.pdf 

URL: https://xgf.nu/6dke 

 

原発からの命の守り方＠新時代アジアピースアカ

デミー.pptx--- 

URL:  https://xgf.nu/RrDd 

 

毎日新聞カラー pdf.pdf 

URL: https://xgf.nu/E9RD  

  

「被ばくからの自由」訴え＠毎日新聞.PDF 

URL: https://xgf.nu/YBPe 

  

被ばく避け命守る権利訴える＠産経新聞.pdf 

URL: https://xgf.nu/LZJa 

  

その時、本当に子どもを守れますか？＠コープ自

然派兵庫.pdf 

URL: https://xgf.nu/LHJm 

  

その時、本当に子どもを守れますか？＠コープ自

然派兵庫.pptx 

URL: https://xgf.nu/HJu6 

  

その時、本当に子どもを守れますか？＠コープ自

然派兵庫.key 

URL: https://xgf.nu/y60B 

 

この他、事前資料として見ていただきたい動画が

４本あります。hitsujinowakusei@ymail.ne.jp 

まで連絡いただけたら、その返信で、URL をお伝

えします。 

 

最新情報は、次の URL か、QR コードから 

大阪支部のホームページに入り、確認してくださ

い。https://jsaosaka.jimdofree.com/ 
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Ｂ６-１      イタイイタイ病発生源対策 50年史 

 

畑 明郎、Hata Akio（元大阪市立大学大学院・滋賀支部） 

 

１．はじめに 

 イタイイタイ病裁判は、1971 年の富山地裁

においてイタイイタイ病、水俣病、新潟水俣病お

よび四日市ぜんそくの四大公害裁判の先頭を切っ

て、被害者原告勝訴判決を勝ち取り、1972 年の

名古屋高裁金沢支部控訴審で原告勝訴判決が確定

した。判決は、被告・三井金属鉱業㈱の鉱業法第

109 条に基づく無過失賠償責任を認め、患者・遺

族に損害賠償金が支払われたが、再汚染を防止す

る発生源対策と、カドミウムで汚染された農地土

壌の復元は、裁判後の課題として残された。そこ

で、被害住民団体と弁護団は、控訴審翌日に被告

三井金属鉱業㈱本社と 10 時間に及ぶ直接交渉を

行い、「イタイイタイ病の賠償に関する誓約書」

と「土壌汚染問題に関する誓約書」の二つの誓約

書と、一つの「公害防止協定」を締結した。これ

ら三つの文書が、裁判後の被害者救済と環境の再

生・復元の出発点となった。 

本発表では、著者が 50年にわたり、携わって 

きた発生源対策の調査研究について、１．神岡鉱

山立入調査の開始、２.発生源対策の委託研究、

３.立入調査の継続と協力科学者グループの活動、

４．発生源対策の成果と今後の課題を述べるとと

もに、日本の公害問題解決の先進モデルとする。 

 

２．神岡鉱山立入調査の開始 

「公害防止協定」は、「甲(被害住民５団体)ら

のいずれかが必要と認めたときは、乙(三井金属

鉱業㈱)は、甲ら及び甲らの指定する専門家がい

つでも、乙の排水溝を含む最終廃水処理設備及び

廃滓堆積場など関係施設に立ち入り調査し、自主

的に各種の資料などを収集することを認める」、

「乙は、甲らに対し、前項に規定する諸施設の拡 

張・変更に関する諸資料、並びに甲等が求める公 

害に関する諸資料を提供する」、「前２項のほか神 

 

岡鉱業所の操業に係る公害防止に関する調査費用

は、すべて乙の負担とする」などと、神岡鉱業所

(神岡鉱山)への立入調査権と調査費用の三井金属

鉱業㈱負担を認めた。 

1972 年 11 月に公害防止協定に基づき、カドミ

ウム発生源である三井金属鉱業㈱神岡鉱山への全

体立入調査が開始され、現在まで毎年 1回継続さ

れている。著者は、京都大学大学院生時代から

2021 年までの 50 年間、コロナ禍で参加できなか

った 2020 年を除き、49 回の全体立入調査に参加

してきた。 

1972 年の第１回全体立入調査と 1973 年の第２

回全体立入調査により、「神岡鉱山の８排水口か

ら約 35kg/月のカドミウムが神通川に排出され、

排煙として約 3.5kg/日が大気中に排出されてい

る。また、休廃坑・廃石捨場や旧軌道沿線からの

重金属流出により、神通川水系の水質や底質が汚

染されている」ことが明らかとなった。 

 

３．発生源対策の委託研究 

これらの排出と汚染の実態を正確に把握し、神

岡鉱山に抜本的な発生源対策を実施させるために、

被害住民団体は、1974 年から 1978 年までの５年

間で次の五つのテーマの調査研究を全国の大学に

委託した。委託研究費は総額 5300 万円にのぼっ

たが、公害防止協定に基づき三井金属鉱業㈱が全

額負担した。 

① 神岡鉱山の排水対策に関する研究：京都大学

工学部・倉知三夫助教授(排水班 13名) 

私は排水班に属し、京都大学金属公害研究グ

ループとして排水対策の調査研究に従事した。 

② 神岡鉱山の排煙対策に関する研究：名古屋大

学工学部・神保元二教授(排煙班５名) 

③ 神岡鉱山のカドミウム等収支に関する研究：

東京大学生産技術研究所・原善四郎助教授
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(７名) 

④ 神通川水系の重金属の蓄積と流出の研究：富

山大学教育学部・相馬恒雄教授(４名) 

⑤ 神岡鉱山廃滓堆積場の構造安全性の研究：金

沢大学工学部・八木則男助教授(１名) 

これらの委託研究の成果は、1978 年に総合報

告書にまとめられ、神岡鉱業所に具体的な公害防

止対策を提言した。この提言を受けて、神岡鉱業

所は 1979 年から毎年、鉱害防止対策の実施状況

を年次報告書として、被害住民団体に提出するよ

うになった。 

 

４．立入調査の継続と協力科学者グループの活動 

1979 年に委託研究班は解散したが、1980 年に

協力科学者グループとして再編成された。被害住

民団体は、発生源対策住民専門委員を選んで、協

力科学者や弁護士とともに、年１回の全体立入調

査のほかに、排水、排煙、坑内、北電水路，休廃

坑、植栽などの問題別の専門立入調査を年 10 回

程度も実施し、神岡鉱山の公害防止対策を現場点

検した。 

排水対策としては、抗内水の清濁分離、選鉱工

程水や製錬工程水のリサイクル、排水処理設備の

改善、廃滓堆積場浸透水の処理、などが実施され、

神岡鉱山の８排水口(2000 年から７排水口)から

のカドミウム排出量・濃度は、1972年の約 35kg/

月・９ppb から 2020 年の約 2.6kg/月・１ppb へ

と、約 13分の１以下に削減された。 

排煙対策としては、製錬炉から出る鉱煙集じん

だけでなく、建屋内の環境集じんを強化、カドミ

ウム排出量の多い工程の改善、鉱石から産業廃棄

物への原料転換などにより、神岡鉱山の排煙から

排出されるカドミウム量は、1972 年の約 3.5kg/

月から 2020年の約 0.1kg/月へと、35分の１に削

減された。 

休廃坑・廃石捨場対策としては、まず航空写真

と現地踏査により実態を把握し、汚染沢水と非汚

染沢水の分離、覆土・植栽、汚染地下水の揚水処

理などを行い、休廃坑・廃石捨場から流出するカ

ドミウム量は、1972年の約４kg/月から 2020年の

約 0.7kg/月へと、約６分の 1に削減された。 

1977 年の委託研究調査で発見された北電水路

汚染負荷対策としては、水路内汚染湧水回収設備、

バリア井戸揚水などにより、1977年の約 21kg/月

から 2020年の 0.5kg/月へと、約 40分の１に削減

された。 

 

５．発生源対策の成果と今後の課題 

神岡鉱山が神通川に排出するカドミウム負荷量 

は、1972年の約 60kg/月(8排水口負荷約 35kg/月

＋北電水路負荷約 21kg/月＋休廃坑負荷約 4kg/

月)から 2020 年の約 3.8kg/月((8 排水口負荷約

2.6kg/月＋北電水路負荷約 0.5kg/月＋休廃坑負

荷約 0.7kg/月))へと、約 16 分の 1 に削減された。  

その結果、神通川水系の水質カドミウム濃度は、

1969年の 1.5ppbからも 2020年の 0.07ppbへと約

20 分の１となり、自然界レベルに戻った。平常

時は問題がなくなったが、集中豪雨や地震などの

異常時は課題が残る。 
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Ｂ６-２ 水俣病は中毒事件、水俣病に見られる感覚障害で診断できる 

―最近の裁判では科学的事実を無視した判決が出ているー 

 

萩野 直路、Hagino Naoji（新潟水俣病訴訟を支援する会） 

 

１．はじめに 

 水俣病の公式確認から熊本で 66 年、新潟で 57

年が経過する。しかし、水俣病患者と認めること

を求める裁判がいまも続く。新潟も熊本もそれぞ

れの第一次訴訟で昭和電工㈱、及びチッソ㈱の加

害責任が確定。その後の交渉でどちらも 1973 年

に患者団体と補償協定が結ばれた。 

同じ 1973 年、熊本大学の調査で第三水俣病問

題が報道され、全国的に水銀パニックが起きると、

環境庁は水銀汚染調査検討委員会・健康調査分科

会(分科会長・椿忠雄)にこれを否定させ 1)、1977

年には、表 1 に示す複数の症状の組合せを認定の

要件とする判断条件（1977 年判断条件）を通知、

多くの患者が水俣病でないと切り捨てられ、裁判

を起こした。 

表１．1977年判断条件(症状の組合せパターン) 

a 感覚障害(＋)､運動失調(＋) 

b-1 感覚障害(＋)､運動失調(±)､平衡機能(＋) 

b-2 感覚障害(＋)､運動失調(±)､視野狭窄(＋) 

c-1 感覚障害(＋)､視野狭窄(＋)､眼科障害(＋) 

c-2 感覚障害(＋)､視野狭窄(＋)､耳鼻科障害(＋) 

d 感覚障害(＋)､運動失調(±)､その他(＋) 

判決では少なくない患者が水俣病と認められた

が、環境省は判断条件の誤りを認めず、多くの原

告は苦渋の決断として 1995 年政治解決を選んだ。 

2004 年関西訴訟最高裁判決で国と熊本県の責

任が認められると、再び多くの患者が裁判を起こ

し、2009 年成立の特措法で救済がはかられた。 

二度の政治解決で患者は、⑴水俣病とは認めら

れないものの、⑵以後、裁判も認定申請もしない

と原因(加害)企業と協定することで、⑶医療手帳

(1995)・被害者手帳(2009)で医療費の自己負担を

免除され、一部の患者には、協定時に⑷一時金と、

月々⑸療養手当が支給されている。 

表２に示すように、二度の政治解決によって 7

万人近い患者が救済対象となった。しかし、二度

とも短期間で申請が締め切られたこともあって、

現在も損害賠償請求訴訟と行政処分取消・認定義

務付け訴訟が各地で闘われている。 

表２．これまでに補償・救済された人数 

 
チッソ 昭電 

計 
熊本 鹿児島 新潟 

公健法･認定 1,791 493 716 3,000 

1995 政治解決･一時金 7,992 2,361 799 11,152 

特措法･司法和解 2794 171 2,965 

特措法･一時金 19,306 11,127 1,829 32,261 

特措法･手帳のみ 18,307 4,416 139 22,862 

認定されない者(再掲) 45,605 17,904 2,938 69,240 

 

２．水俣病診断の医学的根拠（原因確率） 

 1995 政治解決に至る裁判では、「（水俣病に特

徴的な）四肢末梢に優位な感覚障害のみを呈する

症例を水俣病と判断(診断)できるのか」が一つの

争点となった。 

 環境庁保健企画課長の小島敏郎は 1995 年政治

解決に際し、「医学的には『水俣病である』と

『水俣病ではない』との二つに明確に区分される

ものではなく、水俣病の診断は蓋然性の程度の判

断である。公健法での認定は、医学的判断を踏ま

え、『水俣病である』蓋然性が半分以上あるとい

うことであり、今回の救済対象者については、制

度上水俣病と認定されなかったからといって、医

学的に水俣病の蓋然性がまったくないということ

ではない」と述べている 2)。 

 ここに書かれた蓋然性は、科学的因果関係とし

て確率で表記される。曝露があったために発症し

た確率を原因確率と呼び、次のように計算できる。 
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表３．因果関係を評価するための２×２表 

 
中毒物質の摂取 

あり なし 

関連症状あり a 人 b 人 

関連症状なし c 人 d 人 

オッズ＝(ある事象が起きる確率)÷(事象が起き

ない確率)と表わされ、上記表のオッズ比は(a÷c)

÷(b÷d)で表わせる。メチル水銀曝露によって四

肢の感覚障害が引き起こされた原因確率(％)は、

(オッズ比－1)÷オッズ比で計算される。 

同様の計算は、モデルナ社新型コロナワクチン

の有効性の算出でも用いられている 3)。国は原因

確率を使っているが、行政施策上、都合が悪いと

認めない。 

 

３．特措法一時金該当者数で明らかになったこと 

 水俣病にみられる四肢の感覚障害は、中枢性の

障害であり、軽快しがたい特徴がある。 

1995 年政治解決で一時金対象となったのは、

「四肢末梢優位の感覚障害があると認められる者
4) 」であり、特措法では、「四肢末梢優位の感覚

障害を有する方」または「全身性の感覚障害を有

する方その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する

方に準ずる方 5)」と定められている。どちらも四

肢の感覚障害で判断していると言える。 

熊本県の資料 6)によれば、水俣市で 6,046 人が

一時金等対象該当となっている。特措法の対象は

原則 1968 年までに生まれた方なので、この一時

金該当者は 2010 年の国勢調査で 40 歳以上の市民

18,092 人の一部であり、市民の 33.4％が一時金対

象となっていたと言える。 

 メチル水銀曝露のない地域での四肢の感覚障害

に関する調査は、熊本県Ｍ町で行われ、60 歳以

上の高齢者 1270名を診察し、3名に四肢末梢優位

の感覚障害が認められた 7)。わずか 0.2％である。 

これらを表にすると、表４になる。 

水俣市には、このほかに療養費対象者(一時金

非該当)1,615 人、公健法認定患者と医療手帳対象

者(どちらも 2010年時点での生存者数は不明)がお

り、実際に四肢の感覚障害が認められる者はもっ

と多く、この原因確率は過小評価していると言え

る。 

表４．水俣市の特措法一時金対象者のメチル水銀

曝露による感覚障害が引き起こされた原因確率 

四肢の感覚障害 水俣市 
非曝露

地域 

原因 

確率 

あり 6,046 3 
99.5％ 

なし 12,046 1,267 

 

４．まとめ 

小島によれば、蓋然性が半分以上(50％以上)で

あれば公健法で認定するのであり、特措法一時金

該当者数による原因確率でも、全員を認定すべき

だと言える。1995 年政治解決も特措法も対象者

は水俣病とは認められないことが前提となってい

るが、この前提は誤りだと言える。同時に 1977

年判断条件も誤りだと言える。 
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Ｂ６-３     日本・台湾における油症事件とＰＣＢ、ダイオキシン汚染 

 

藤原 寿和、Fujiwara Toshikazu（日台油症情報センター） 

 

１．はじめに 

 日本では、1968 年に西日本一帯で「カネミ油

症事件」という有害化学物質による一大食品汚染

事件が発生した。それから約 10 年後の 1978～79

年には、台湾でも「台湾油症：Taiwan Yuchen」

というカネミ油症事件と同様の有害化学物質によ

る食品汚染事件が発生した。 

 この二つの事件に共通するのは、汚染原因とな

った有害化学物質の種類が PCB（ポリ塩化ビフ

ェニル）とダイオキシン類の一種の PCDF (ジベ

ンゾフラン)であることと、油症被害の治療法が

開発されていないことである。 

 二つの事件の相違点をあげるならば、油症患者

であるか否かの認定のあり方であろう。カネミ油

症の場合には、後述するように、「診断基準」に

基づいて、血中の PCB や PCDF 等の濃度の数値

基準が設定されているのに対して、台湾油症の場

合には、血中の PCB 濃度の測定は行っているが、

PCDF の基準は設定されていない。また、第一世

代の親から生まれた子や孫についての認定は、カ

ネミ油症の場合には、親と同様の診断基準が適用

されるのに対して、台湾油症の場合には、患者の

親から生まれた子や孫は、自動的に登録されるこ

とであろう。 

 行政的には、この油症事件が一つのきっかけと

なって、1973 年に「化学物質の審査及び製造等

の規制に関する法律」（化審法）が制定され、

1975 年には製造および輸入が原則禁止された。 

 

２．両事件の概要 

2.1 カネミ油症事件 

1968 年、北九州のカネミ倉庫株式会社（以下

「カネミ倉庫」）が製造した米ぬか油（カネミラ

イスオイル）を食べた主に西日本地域の人々に深

刻な健康被害（カネミ油症）が発生した。 

カネミ倉庫が食用油を製造した過程で、脱臭の

ために熱媒体として使用した PCB が配管部から

漏れて油に混入したことが原因である。この

PCB は加熱されることによってダイオキシン類

の一種である PCDF に変化して食用油の中に混

入して汚染をもたらした。当初の汚染原因物質と

された PCB は、鐘淵化学工業株式会社（現在の

株式会社カネカの前身）が製造したもので、被害

者らが起こした裁判では、カネミ倉庫の責任とと

もにカネカの製造者責任も追及されたが、当時は

今日の製造物責任法（ＰＬ法）がなかったために、

カネカの法的責任は問われることはなかった。 

カネミ油症事件が起きた当初の被害届出者数は

約15,000名であったが、後述する認定者数はわず

か2,353名（2022 年３月末現在、厚生労働省）に

とどまっている。カネミ油症認定患者の総合的な

対策推進法は、事件が発生してから 44 年経った

2012 年にはじめて制定された。 

2.2 台湾油症事件 

1978 年から 1979 年にかけて、台中市にある

キリスト教系の施設、恵明学校で汚染油を食した

約 2,000 名以上に油症被害（台湾油症）が発生し

た。当時は軍事政権下で箝口令が敷かれていたた

めに、事件の詳細な記録が見当たらないが、新聞

報道等によると、製造企業の彰化油脂は責任者３

人に刑事罰と、１億元（約３億円）の賠償金が言

い渡された。 

 

３．PCB・ダイオキシン汚染と油症被害の実態 

3.1 汚染油中の PCB と PCDF 濃度 

カネミ油症の原因物質については、当初考えら

れていた PCB の毒性よりも一段と毒性の強い

PCDF が主たる原因物質であることが判明した。

カネミ油症と台湾油症の場合の汚染油中の PCB

と PCDF濃度を表１に示す。 

表１．汚染油中の PCB と PCDF 濃度 

汚染油 
汚染油中の濃度(ppm) 

PCB PCDF 

カネミ油症 920 5 

台湾油症 67~99 0.21～0.4 

出典：宮田秀明氏作成による。 
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また、カネミ油症と台湾の被害者の PCB と

PCDFの摂取量を表 2に示す。 

表２ カネミ油症と台湾油症被害者の PCB と 

PCDF の摂取量 

被害者 
発症までの摂取量 (mg) 総摂取量(mg) 

PCB PCDF PCB PCDF 

カネミ油症 466 2.5 633 3.4 

台湾油症 302 1.3 1,000 3.8 

出典：宮田秀明氏作成による。 

3.2 油症被害の実態 

カネミ油症被害の実態は、原田正純氏によれば、

油症の症状を次のように分類し、「全身病」「病気

のデパート」と称された。①皮膚系疾患、②腫瘍

系疾患、③婦人科系疾患、④男性泌尿器生殖系疾

患、⑤内科系疾患、⑥骨・関節系疾患、⑦自律神

経・神経系疾患、⑧精神症状など。また、昨年に

は、厚生労働省及び全国油症治療研究班が第２世

代や第３世代などの次世代被害者の健康実態調査

を行った結果、第１世代の親と同様の健康被害の

存在が明らかにされてきた。 

 

４．診断基準と認定・登録制度 

カネミ油症の患者認定については、1968 年に

九州大学油症研究班が定めた「診断基準」に基づ

いて行われてきたが、この診断基準はその後数次

にわたる改正が行われ、主な改正は 1972 年に血

中 PCB 濃度が追加され、そして 2004 年に血中

PCDF 濃度が追加された。この基準について、

故・原田正純氏は次のように評価している。 

「発見直後であったために、皮膚症状が中心の診

断基準となったことはやむを得ない事情があった

と認めたにしても、その基準で多くの患者が油症

と診断されたとは到底思えない。全身症状は完全

に無視されているものの、しびれ感、関節痛など

はすでに拾われていた点には注目すべきであろ

う。」「食中毒事件においては「認定基準」などは

いらない。申請などしていなくとも原因食品を食

べた可能性があれば、自宅にいても保健所の職員

が調査にきてくれる。カネミ油を食べ、何か健康

障害があれば油症として登録（認定）されるべき

であった。」と述べている。 

一方、台湾の場合は「認定制度」ではなく、

「登録制」で、自らの症状などを根拠として申請

すれば、油症患者として登録される。 

台湾政府は 2015 年、「油症患者健康照護服務

条例」を公布し、１・２ 世油症患者の定義が定

められた。すなわち、１世は 1980 年１月１日か

ら 1980年 12月 31日までに生まれた親世代、２ 

世は 1981 年１月１日以降に出生した者とされた。

台湾では、当初は日本と同様、PCBと PCDFの数

値を必要条件としていたが、2016 年に被害者団

体や支援団体の要請により、血液検査は不要とさ

れた。ここに、日本のカネミ油症の認定とは大き

く異なった運用がされている。 

 

５．まとめと今後の課題 

以上、油症の被害症状と食中毒としての認定問

題という２つの面に着目して、カネミ油症と台湾

油症被害の現状を明らかにしてきた。日本と台湾

の社会的背景及び法制度的背景が異なるとしても、

油症事件への対策は同じ課題を抱えている。将来、

PCBや PCDFなどの有害化学物資による健康被害

が仮に引き起こされた場合には、総合的・統一的

な制度の策定が必要とされるであろう。 

 カネミ油症の今後の課題は、認定制度の見直し

（汚染油を食べて発症があれば自動的に認定）、

未認定者の掘り起こしと次世代影響の把握及び治

療法の開発等である。また、PCBと PCDFの曝露

や摂取による健康障害は、カネミ油症だけでなく、

PCB 取扱い作業者及びごみ焼却炉や食塩電解設

備などダイオキシン類の発生源による汚染の影響

を受けるすべての地域住民の問題でもあるので、

この面での追跡調査の実施が不可欠である。 

 

参考文献 

1) 金星「カネミ油症と台湾油症の比較  ―患者

の症状、認定基準（日本）・患者登録（台湾）
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研究論文集』第 5巻第 2号、2018年 3月 31日。 

2) カネミ油症被害者自主検診調査団「カネミ油

症被害者の現状－40年目の健康調査」2011 年。 
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委員会「回復への祈り－カネミ油症 40 年記念
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Ｂ６-４      水俣病に学ぶ福島甲状腺がんの因果関係 

－19世紀の医学が公害問題の解決を遅らせるー 

 

津田 敏秀、Tsuda Toshihide（岡山大学・環境生命科学研究科） 

 

１．はじめに 

 1992 年、アメリカ医師会雑誌 JAMA は、科学

的根拠に基づく医学 EBM に関する特別論文を掲

載し、19 世紀の古い医学の考え方を具体的に挙

げ(下線部)「医療行為のための新しいパラダイム

が現れてきている。根拠に基づく医学とは、直感、

系統的でない臨床経験、病態生理学的合理付けを、

臨床判断の十分な基本的根拠としては重視しない。

そして、臨床研究からの根拠の検証を重視する」
1)と、「パラダイム」と、科学革命を示唆する単

語を用い新しい医学的根拠への転換を告げた。こ

れは天動説から地動説、燃素燃焼説から酸素燃焼

説、というような科学理論の根本的な転換を指す

時に用いる科学哲学の用語である 2)。本稿は、19

世紀の医学から 21 世紀の医学への転換と、それ

に立ち遅れた日本の医学による弊害を記す。 

今も EBM の登場を理解できない医学者らによ

り、日本の医学は遅れたまま教育と実践が行われ

ている 3)。その結果、公害事件でも対策の遅れや

判断の間違いが生じている。本稿では、水俣病の

診断問題と福島第一原発の過酷事故による甲状腺

がんの数十倍の多発での因果関係の例で、医科学

の概念構造の問題を解説する。 

 

２．19 世紀の医学と 21 世紀始めの医学 

 臨床医学の言葉は、19 世紀に入って現在用い

られるような用語へと変換されていった 4)。それ

でも治療や予防の方法を決定する医学的根拠は定

まらず、主に 3つの考え方が議論されていた。さ

らに、19 世紀は科学の先達である物理学や化学

が統計学の発達を取り入れ第 2の科学革命と言わ

れる状況が進んでいた 5)。表は 19 世紀から 20 世

紀にかけて議論されてきた 3つの「医学的根拠」

の主な考え方とその特徴を示している 3)。 

まず、科学技術問題で話題となる職人芸を持つ

医師個々人の直感と技術に任された考え方がある。

その職人芸は秘匿的で論文での発表もなく、個々

医師に属人的で系統的でなく人の臨床での決定論

に基づいている。当時、確率論への転換が始まり

論文も書かれていた物理学や化学とは対極の従来

の医学である。医学的根拠が明示できない医師ら

を「直感・職人芸派」と呼ぶ。次に、人体の機能

と病態生理学的合理付けに注目し、決定論的な実

験医学による結果を論文で公表する医学研究者を

「メカニズム派」と呼ぶ。ただ、その知見が動物

実験に委ねられ、人間の臨床は「直感・職人芸派」

の言葉で補っている。第３に、観察した人を系統

的に数え上げて分析し得られた定量的指標を確率

論に基づいて根拠とし、論文として発表する研究

者を「数え上げ」派と呼ぶ。 

表．医学的根拠の 3つの考え方 

 

メカニズム派の実験が細菌学として大きな成果

を挙げていた 19 世紀の後半に、日本は欧州から

医学を輸入した。その結果、医学研究とは、動物

実験を行い、厳密な医学的証明が実験医学で示さ

れると日本では現在も信じられている。動物や細

胞・細菌微生物、遺伝子や分子を観察対象とした

実験こそ医学研究業績を示すとされる。人の観察

は医学研究と乖離し、人を対象とした論文もわず

かで、考え方は動物実験的なまま、決定論的に判

119



2022年 11月 19日～12月 11日 オンライン開催 

断する。基本はメカニズム派が今の日本の医学の

特徴であり、これを本稿では「日本型 19 世紀の

医学」と呼ぶ。直感派と同様、論文を通じた情報

の交換は限られ師匠と弟子の範囲に委ねられる。 

 

３．19 世紀の遺物・水俣病の医学 

 今日の水俣病の医学的問題は、「誰を水俣病患

者として診断するか」という、いわゆる認定問題

が中心的課題である。水俣病以外の公害問題や職

業病問題が次々と解決へと導かれる中、水俣病事

件だけが解決されない理由に、認定問題があると

の認識が共通していても、なぜ合意に至らないの

かという点に関してはあまり知られていない。 

 水俣病が経口曝露のメチル水銀による中毒症で

あることに関し異論はないが、普通の中毒症の診

断が水俣病では一切行われてこなかった事実は知

られていない。水俣病は、診断というものが臨床

症状よりも病理診断で、研究というものが動物実

験で、中毒物質曝露と各臨床症状との因果関係の

人での証明が行われなかった。直感とメカニズム

という決定論の元では目に見える範囲が根拠だが、

因果関係は目に見えるデータから概念を推定して

根拠とする作業が必要である。この概念の推定

(蓋然性)が全くなされず、直感に基づく決定論的

判断だけが議論された。その結果、すれ違いと水

掛け論が延々と続いたのである。20-21 世紀の医

学的根拠である、人の観察結果(人数数え)とそれ

から得られた概念からは程遠かった。 

 

４．定量的な判断が欠如した福島事例 

 多彩な症状の水俣病での診断問題は一見難解そ

うだが、がんの診断でのすれ違いは少なく、福島

原発の過酷事故との因果関係も議論の余地はなさ

そうだ。しかし、小児甲状腺がんの明瞭な多発が

見られ始めてから約 10 年経ち「数十倍の多発」

と認識が共通しても、なお合意は得られていない。 

 それは、いずれの意見が医学的根拠に基づいて

いるかという確認ルールがなく、先行する知見の

収集と解釈の不足があり、医学的根拠の特定と利

用が欠けている理由が挙げられる。医学的根拠が

吟味されず、思い付きのような理由が議論されて

いては合意には至れない。 

なお、水俣病も福島の事例も、明示的に対等に

議論を直接交わすという科学の原則が全く実践さ

れてないことも、解決の遅れをもたらしている。 

 

５．推定被ばく量を下げればがんは起こらない？ 

 福島の事例では、原子放射線の影響に関する国

連科学委員会UNSCEARが被ばく推計を 2回にわ

たって下げ、甲状腺がんの多発の可能性が低いこ

とを強調した。しかしこれは、病気の原因(例え

ば毒物)が実験動物に与えられ、その後の疾患や

死亡の発生を観察する、実験医学の見方を反映し

ている。その結果、半減期 8 日で観察不可能とな

った 131I など放射性ヨウ素の推定量をただ下げれ

ば甲状腺がんの発生も低くなるかのような試みが

国際的専門家集団を名乗るUNSCEARによってな

され的外れな議論が長引いた。すでに甲状腺がん

が「数十倍多発」した状況では、全く無駄な試み

であり問題の解決を無用に遠ざけるだけである。

原因と結果が生じた後なのに、原因操作という実

験医学が試みられるという 19 世紀の医学がもた

らした錯覚が解決を遅らせている。 

 

６．まとめ 

 今もなお日本の医学部では、日本版 19 世紀の

医学が教えられ、若い医師達は論文のために臨床

や地域から離れ実験室で動物や細胞・遺伝子と格

闘し患者や住民を見ない。将来の公衆衛生政策の

混乱を避けるため、一刻も早い改善が望まれる。 
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Ｂ６-５        大都市幹線道路沿道は、今も生存弱者には危険な状態である 

 

後藤 隆雄、Gotoh Takao（元神戸大学情報知能工学科・兵庫支部）  

 

１．はじめに 

 第２次世界大戦後に、人類は経済の巨大加速を

行なってきたことを国連環境会議で明らかにし 1⁾、

現在も増加が停止していないことを認めている。

化石燃料の大量消費が益々地球を温暖化すること

を認めている。一方、国内では、人口の減少と少

子高齢化が進行すると共に、労働力不足が大きな

課題になる中、過去と同様の都市計画が次々と発

表されている。国道 43 号線とその上部高架道の

阪神高速３号神戸線では、上部高架道がない地点

で路端から 50ｍで NO₂濃度が低くなるのに対し

て上部高架道がある地点では、路端から50m以遠

の地点でも、NO₂、PM2.5 濃度等が高くなる。そ

れ以外でも高架道下部を通過する道路で、今後の

環境悪化はタイヤ摩擦の高周波音被害が懸念され

る。 

 

２．地球大気環境中に蓄積され続けるＣＯ₂量 

 工業化が起こる前の大気中 CO₂濃度は 280ppm

で、現在は 400ppm で約 1.5 倍に増加している。

石油や石炭や天然ガス等の化石燃料を使用すれば

するほど、大気中の CO₂濃度が増加している。

将来に減少させうる展望も全くないのに、今日も

増加が続いている。 

 

３．最終氷河期以降に何が発生したかを学ぶ 

 氷河期等の古い気候変動の学問を古気候学と言

うが、100万年前に 10万年周期で氷河期と間氷期

が繰り返される時期が続き、最後の間氷期前の最

終氷河期が到来する。氷河期にはすべてが凍り、

現在の海面よりも 100ｍ以下に海面があり、海水

の一部は陸地や両極地の氷山や氷床になっている。

最終氷河期は、従来の氷河期以上に寒冷になり、

現ホモサピエンスの人口は 1.5 万人と言われてい

る。この時期の集中的な出来事の特徴は、地球の

年平均気温が、一気に 5.8℃も上昇するとしたら、

それは氷河期から間氷期への移行期に引き起こさ

れた地球温暖化に匹敵するような 10 万年に一度

の気候大変動に匹敵するということになる。これ

が発生した。マンモスは草食動物で１日に数 10

㎏の雑草を食するが、氷期に地面は凍りつき、１

ｍの体毛には冷水や氷がつき、冬期を越すことが

大変で、冬期の大寒波が何日も続いた後には、

100 頭ものマンモスの死骸が横たわっていたとい

う。しかし、人類もこのマンモスの死骸を食料源

にしていたことは間違いない。人類にこれが訪れ

た時、人類は助かるか否かである。 

 

４．地球温暖化への懸念と阪神大震災の記録 

 阪神大震災は、わが国地震史上で関東大震災に

次ぐ大震災であった。人身被害でも建物等の被害

でも同等であった。ここでは、地震被災者の３分

の１が居住した震災被災者住民の大気汚染、NO2

汚染、粉塵汚染、騒音被害と健康アンケート調査

に基づいて報告する。図 1 のように 14 階建て当

住宅は、北側に国道 43 号線と上部に阪神高速 3

号神戸線が設置され、南側は神戸製鋼所から変わ

った神戸石炭火力発電所が設置されている。３） 

 

図 1 43号沿道の 14階建て災害復興住宅と周辺 
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当住宅南側海岸線には、神戸製鋼所の一部と現

205 万 KW の石炭火力発電所が稼働している。著

者らが行なった NO₂カプセル調査では、冬期で

は海岸沿岸部が高濃度となり、春期には沿岸部か

ら内陸部まで汚染が侵入している実態が明らかと

なった４）。また、国道 43 号線の上部阪神高速３

号線は 20ｍ高さで、復興住宅地４，５階に該当

したこと、南側 100ｍ先に幹線道路も存在する。

さらに上述したように、数百ｍ先には火力発電所

の煙突があり、ダウンウオッシュ等の煙突巻き込

み煤煙が強風時に観測されている。 

 

５．阪神大震災時５年後環境調査と、20 年後現

在の同上西宮市内国道 43 号線調査大気汚染等

比較検討 

 前者の環境調査は国道 43 号線沿道の震災災害

復興住宅住民対象でカプセル NO₂調査、デジタ

ル粉塵計による調査、簡易測定による騒音調査、

および本人記述の健康アンケート調査で、これは

ＢＭＲＣ法（英国研究協議会）が作成した「呼吸

器疾患に質問表」に準拠して作成されたものであ

る。前者では住民に 150枚の用紙を配布した。 

 後者の西宮市内国道 43 号線沿道の路端部から

約 250ｍ地点の住宅まで約 400 住宅に投函した。

健康アンケート用紙は同上である。 

表２では、前記震災被災者復興住民の調査結果

状況と、後者現時点でのアンケートを対比する５）。 

 

表２ 震災災害復興住宅住民と現西宮沿道住民 

   A地域  B地域  C地域  D地域 

女性  17人         21人     7人      8人 

男性   ７人   29人   10人      2人 

A域～50ｍ～B域～100ｍ～C域～150ｍ～D域 

（20歳代および未成年は含まない） 

  本年西宮調査の女性のアンケート結果 

        A地域 B地域 C地域 D地域 

痰がよく出     0.18       0.24         0.28        0 

眼チカチカ     0.29       0.38         0.28        0.14 

鼻水クシャ     0.18       0.52         0.55        0.25 

喉イガラ      0.53       0.52         0.55        0.25   

  本年西宮調査の男性のアンケート結果 

        A地域 B地域 C地域 D地域 

痰がよく出      0.13        0.40        0.20        0 

眼チカチカ      0.13        0.33        0.10        0 

鼻水クシャ      0.15        0.57        0.30        0.50 

喉イガラ       0.13        0.50        0.20        0.50 

 

前者の調査では、男女分類を行なっていないし、

地域区分もしていないが、上記 4項目がアンケー

ト結果の高位割合を占めているものであった。 

 このことは以下の図２のように正相関している

ことを示している。 

 

図２ 国道 43 号線と上部阪神高速道路の NO₂濃度 

 

引用文献 

1) 国連環境会議第５次報告書『人類進化の大加

速報告』。 

2）安田喜憲『気候変動の文明史』NTT 出版、

(2004)。 

3）後藤隆雄「震災災害復興住宅での環境調査と

被災者の健康問題」『安全工学』40,1(2001)。 

4)  後藤隆雄「TEA捕集官を用いた居住地 14地点

で 1 年間測定した NO₂濃度特徴」『大気環境』

(2000)。 

5）名湾線を考える会作成（2021）配布回収。 
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Ｂ６-６           馬毛島
ま げ しま

アセスの問題 

 

中川 武夫、Nakagawa Takeo（中京大学名誉教授・愛知支部） 

 

１．はじめに  

 種子島の 10km 北西の馬毛島全域を自衛隊の軍

事基地・米軍の FCLP（空母艦載機着陸訓練）に

するための環境影響評価手続きが進められている。 

  2022 年 4 月の準備書*１で、FCLP は午前 3 時

までタッチアンドゴー。年間 28,817 回飛行と日

本最大の軍事基地となることが判明した。 

 また、大規模な港湾施設（最外側の東沖防波堤

は長さ 450m、海底から 31m。北防波堤は燃料桟

橋設置の危険な堤防）も分かった。 

 飛行場支援施設は厚生施設、体育館（プール付

き）などを含む贅沢施設であり、事業計画そのも

のに大きな問題を含むが、本稿は環境影響評価

（準備書への意見の見解まで）に限って、問題点

をまとめた。 

２．手続き上の問題  

(1) 準備書への意見の見解 *２  2022 年 6 月 17 

日公表。 私どもの意見 192 項目中、50 項目：準

備書の繰返し(準備書への意見に答えがない）。

49 項目：「適切にアセス手続きをした」。  

(2) 第２種事業の手続きをすべき 

  準備書では、主滑走路は 2.45km と図に追加し、

2.5km 未満の第 2 種事業で配慮書不要としている。

しかし、環境影響評価法第 4 条第 2 項の鹿児島県

知事から配慮書省略の了解を得たか記載がない。

準備書への意見の見解 397 準備書の繰返し 

(3) 縦覧期間、意見書締切の延長を 

  準備書縦覧中の 5 月 13 日に九州防衛局 WEB

に準備書修正（大気粉じんの追加）*２があった。

4 月 28 日にも改変面積の変更*２があり、意見書

締切の 6 月 2 日を延長すべきであった。 

見解 418 環境影響評価法に基づいて進めている。 

⇒法には定めがない。 

(4) 専門家の助言を無視しないこと 

  ウミガメ類の専門家から“西側の砂浜の砂がさ

らに減少…係留施設は海水が通過するような構造

が良い ”と助言されたが、海水が通過しないケ

ーソン構造である。 

見解 No.47 一般桟橋や消波堤防は、海水通過が

可能な構造。 

⇒ 消波堤防は南側の根元だけ。一般桟橋はその

奥の北、南、東、東沖防波堤で遮られ意味がない。 

(5) アセス形骸化の整備決定、予算計上 

 政府は 2022 年度予算に馬毛島の自衛隊基地建

設549億円の予算を計上した。必要なら事業を廃

止・縮小する環境影響評価の手続中であり、アセ

ス形骸化は許されない。 

見解 No.462 環境影響評価手続を経た後、円滑か

つ速やかに馬毛島内での施設整備に着手できるよ

う準備を進めてまいります（その条件で入札）。 

３．事業内容（事業計画） 

(1) 外周道路は環境影響評価対象とすべき 

 方法書への意見の見解は“管理用道路…別の事

業…環境影響評価の対象としておりません”とあ

るが対象とすべき。 

見解 No.398 自主的に講じる環境保全措置につい

て防衛省のホームページで公表。⇒ 管理用道路

（外周道路）の工事について」＊３たった 3 頁。 

(2) 仮設桟橋撤去は工事期間延長を 

 大気排出量が 2 倍近くの仮設桟橋撤去は工事平

準化をすべき。 見解 No.50 適切アセス 

４.予測条件・予測式の不備、準備書の再提出を      

(1) 大気予測条件（航空機）：稼働時間 h、継続

時間がない。 見解 No.62 適切アセス 

(2) 工事車両 排出係数（大気 NOx、SPM）：

過少に計算。見解 No.72 適切アセス 

(3) 走行速度（大気・騒音）：出典の推奨に従

い排出係数を大きめにとるべき。 

見解 No.67,108 準備書の繰返し 

(4) 馬毛島の水中騒音 c1,c2（水面等価損失） 
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見解 No.99 準備書の繰返し。 

(5) 航空機騒音(予測手法)：補正量が全て未記載。

（ΔLNF:指向性、ΔLairspeed:移動速度など） 

見解 No.97  基本的な L0AE の読取り方法不明。

補正量は出典を記載したが内容は示さず。 

(6) 航空機低周波音(予測条件)：出典と周波数構

成が異なり、絶対値も 5~10dB 過少。 

見解 No.116 （ 出典を記載しただけ。） 

(7)  供用時の汚水処理施設は不明：放流位置図

と異なる。 見解 No.129 適切アセス 

(8) 海域動物(水中騒音)：予測対象はジェット戦

闘機だけ（海面近くの訓練ヘリコプターも）。

見解 No.301 騒音が大きい戦闘機系で予測。 

(9) 景観予測の疑問：島間岬について、眺望点

と眺望景観では、馬毛島の大きさが異なる。 

見解 No.350  p2097 の島は、屋久島です。 

⇒島間岬から屋久島と馬毛島は方角が 90 度違う。 

５．予測・評価が不十分、準備書と言えない 

(1) 環境基準以下なら良いのか：環境基準のあ

る大気、騒音、水質については、環境基準以

下だから問題ないという評価だが、環境基準

まで汚してもいいでは環境影響評価の精神に

反する。 見解 No.95，131 適切アセス  

(2) 動・植物(陸・海域)等の評価が全く同じ 

対象毎に評価すべき。見解 No.170 適切アセス 

(3) 最大騒音レベルの予測・評価を：航空機騒

音は環境基準の Lden で予測評価しているが、

資料編の最大騒音レ

ベル予測を本篇に入

れるべき。予測コン

ターが正しいなら最

大騒音レベルは西海

岸で 80dB、種子島西

半分は60dBを超える

ため人間への評価を

すべき。防衛省が日

出生台（大分県：ひじうだい）など全国の演

習砲撃音の防音助成に用いている Lcden＊４を

航空機騒音評価に採用すべき。 見解 No.98 適

切アセス 

(4) 島間地区の振動増加はひどすぎる 

道路交通振動は島間地区で現況より 16.3dB も

増加する。特定建設工事（車両運行は例外）なら

休日は工事禁止なので、休日は走らずもっと平準

化すべき。 見解 No.122 要請限度を下回るが…

環境保全措置を講じる。 

(5) 景観には FCLP 夜間訓練を含むべき 

よきの海水浴場などで昼間・夕方の眺望景観予

測をしているが、夜間景観を追加すべき。 

見解 No.349  視認できる昼間・夕方を予測。 

(6) マゲシカは特別な調査を：環境保全措置の

仮設柵、餌資源の消失緩和だけでは「絶滅の恐れ

のある地域個体群…固有亜種マゲシカ」が生き残

れない。事業の廃止、縮小を検討すべき。 

見解 No.211  個体数調査、食性調査、利用環境

調査、餌資源量調査、DNA 分析調査を実施し準

備書に示した。⇒ 環境保全措置につながらない。 

(7) 鳥類の繁殖状況の特別調査を 

 繁殖する重要な種…シロチドリへの影響が想定

されるとあるが、そもそも鳥類の繁殖状況が、現

地調査の結果にはない。繁殖場所の特別な調査を

して評価すべき。ミサゴも同様である。 

見解 No.281 繁殖期を含めた各季調査を実施。 

⇒ 繁殖期を含めた調査をしたとは記載してない。 

(8) 放射性物質の状況の現地調査をすべき   

 方法書への意見「核弾頭搬入、貯蔵の放射能漏

れ…事前調査が必要である。」に対して見解で

“我が国の意思に反して核兵器が持ち込まれるこ

とはありません。”と核兵器に限定しているが、

原子力艦船の寄港、核廃棄物の搬出もあり、放射

性物質の現地調査をすべき。 見解 408 原子力

艦船の寄港や核廃棄物の搬出入は想定されていま

せん。⇒ そんなことが確約できるのか。 

温室効果ガスの評価は定量的に：見解の“工事

期間中総排出量は約 345 千トン、運用時は約 

52.4 千トン/年”を本篇に入れるべき。 

見解 N0.371 準備書の繰返し 
引用文献 
＊１ 馬毛島基地（仮称）建設事業に係る環境影響評価準備書。 
＊２ 九州防衛局 WEB 新着情報 2022.5.13(大気追加）、4.28（改変面

積変更等）、6.17（準備書意見への見解）。 
＊３ 防衛省 WEB 2022.4.19 管理用道路（外周道路）の工事。 
＊４ 九州防衛局 WEB 演習場周辺住宅防音工事標準仕方書。 

準備書資料編（資 6-3-8） 
最大騒音レベル 
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Ｂ６-７            危険！建設残土 

 

畑 明郎、Hata Akio（元大阪市立大学大学院・滋賀支部） 

 

１．はじめに 

 2021 年７月３日の熱海土石流事故で、建設残

土(以下、残土と略)問題が改めてクローズアップ

された。発表者は、2006 年以降、京都府、滋賀

県、三重県などの残土問題に直接係わった。また、

北海道新幹線や北陸新幹線延伸工事で有害物質を

含むトンネル残土が出ており、リニア中央新幹線

工事では大量の建設残土が発生する。 

本発表では、残土問題を紹介するとともに、自

治体の土砂条例と法規制の課題について検討する。 

２．京都府城陽市・京都市の残土問題 

(1) 城陽市山砂利採取地の残土問題 

 城陽市の東部丘陵地では、1960 年代から建設

工事用の山砂利採取が始まった。山砂利採取地の

面積は約 420 ㏊と巨大であり、砂利採取量は約

1370 万㎥と近畿圏最大である。しかし、樹木伐

採による環境破壊や景観が問題となり、京都府・

城陽市・山砂利採取業者でつくる近畿砂利協同組

合は、1989 年に城陽市山砂利採取地整備公社を

設立し、採取跡地への土砂の埋め戻しを進めた。

現在でも 13 業者が砂利採取、洗浄・選別、埋め

戻しなどの事業を継続している。2004 年から 05

年にかけて、産廃の建設汚泥を石灰やセメントで

固めた「再生土」が約 16 万トンも持ち込まれた

ことが発覚した。京都府は搬入した業者を刑事告

発したが、立証困難で不起訴処分となった。そこ

で、京都府は 2009 年に再発防止に向けて土砂埋

立て規制条例を制定した。 

(2) 京都市伏見区大岩山の残土崩落事故 

 標高 189ｍの大岩山の南側斜面で残土の不法投

棄や無許可造成を理由に工事中だった土砂が、

2018 年７月の西日本豪雨で崩れました。山頂付

近から樹木や竹林をなぎ倒して沢筋を約 400ｍ下

まで土砂が流下し、溜池にたまり堰き止められた

が、約 10ｍ下には民家や幼稚園もあった。この

土石流事故を受けて、京都市は 2020 年に土砂条

例を制定した。 

３．滋賀県大津市の残土問題 

 大津市北部の伊香立地区、旧志賀町の和邇地区

と栗原地区には、残土捨場、産廃処分場、ごみ焼

却施設、一般廃棄物処分場などが 15 か所も集中

立地する。これらの中で問題になっているのは、

上龍華町の残土捨場と南庄町の残土捨場である。   

前者は、関西有数の大規模な比叡山延暦寺大霊

園に隣接し、大岩山に残土を不法投棄した京都の

産廃業者が、谷間に約 60ｍの高さで約 30 万㎥の

残土の山を積み上げた。2012 年９月の大雨時に

土砂が河川に流出する事故を起こし、公害調停で

大津市が２億円かけて流出防止工事を行なった。  

後者は、地元の建設業者が谷地田の嵩上げと称

して、残土を大量に搬入し、残土山の排水からヒ

素、鉛、シアン、フッ素などが環境基準を超えて

検出された。汚染土壌の搬入が疑われ、大津市土

砂条例に基づく措置命令で業者が汚染土壌を遮水

シートで封じ込める工事を行なったが、鉛汚染水

が河川に流出している。 

４．三重県紀北町・尾鷲市の残土問題 

 2016～17 年に三重県紀北町で汚染土壌処理施

設建設問題が起こり、地元住民の強力な反対運動

の結果、建設が阻止された。しかし、尾鷲市も含

めて残土問題が深刻なので、2018～20 年に現地

調査を数回実施した。残土捨場は次の 11 か所に

のぼる。11 か所の残土捨場の問題点を示す。 

①これだけ集中している所は珍しい。②山林を

伐採しており、自然を破壊している。③土砂条例

がなかったために、無秩序に堆積されたものが多

く、豪雨で土砂崩れしやすく、現に３か所で土砂

崩れしている。④コンクリート片、レンガ屑、鉄

筋、陶磁器屑などの建設がれき類の産廃が混入し、

廃棄物処理法違反である。⑤残土捨場からは排水
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が流出している所が多く、水に溶け込んでいる汚

染物質量を示す電導度が高く、ｐＨが２か所で、

ヒ素が１か所で水質環境基準を超えた所もあり、

水質汚濁のおそれがある。⑥残土は紀北町名倉港

と尾鷲港に荷揚げされるが、首都圏と近畿圏から

大量の残土が残土運搬船で毎日のように搬入され、

年間 26 万トンにも達する。搬出港は首都圏が神

奈川県の横浜港・横須賀港と千葉県船橋港が目立

ち、近畿圏が大阪府の岸和田港と堺港などだった。 

５．静岡県熱海土石流事故 

 2021 年７月３日は、梅雨前線の影響で東海や

関東を中心に非常に激しい雨が降り、午前 10 時

半頃に静岡県熱海市伊豆山逢初(あいぞめ)川で大

規模な土石流が発生した。死者 27 人、行方不明

者１人と、被災建物は 128 棟、避難者 500 人以上

とされる。被害を拡大させる原因となったのは、

大量の水を含んで泥流と化した盛り土であり、約

２㎞にわたり海岸まで流下した。静岡県の計測に

よると、崩落した土砂は約５万 5500 ㎥であり、

97％を盛り土が占める。 

 2021 年８月に土石流の被害者らは、盛土部分

の土地所有者らを重過失致死容疑などで熱海署に

刑事告訴し、受理された。９月には、損害賠償を

請求する民事訴訟を静岡地裁沼津支部に起こした。 

６．北海道・北陸新幹線延伸工事の残土問題 

(1) 北海道新幹線延伸工事の残土問題 

 北陸新幹線は現在、札幌から新函館北斗までの

延伸工事中で、延長区間 212 ㎞のうち約８割の

169 ㎞がトンネルである。トンネル掘削工事から

発生する残土量は、約 2000 万㎥、うち約３割の

650 ㎥がヒ素、鉛、六価クロムなどの有害物質を

含む「要対策土」である。 

(2) 北陸新幹線延伸工事の残土問題 

北陸新幹線延伸(敦賀―新大阪間)計画は、敦賀

から小浜、京都を経て新大阪に至る総延長 140 ㎞

のうち約８割がトンネル区間である。トンネル工

事で発生する残土は、少なく見積もっても約 880

万㎥にのぼる。2018 年度の京都府内の残土発生

量は約 409 万㎥なので、北陸新幹線延伸工事だけ

で府全体の２年分以上の量となるが、残土処分地

は明らかにされていない。 

７．リニア中央新幹線工事の残土問題 

 ＪＲ東海は、2014 年に着工し、静岡県以外の

６都県で本体工事を進めているが、各地で事故が

相次ぎ、住民との合意も得られず、思うように工

事は進んでいない。リニア中央新幹線の東京―名

古屋間 286 ㎞の８割(229 ㎞)はトンネルで、トン

ネル口径は 14ｍなので、残土量は単純計算して

も約 3500 万㎥となる。これに立坑や斜坑を加え、

掘削すると１・数倍に空気膨張するので、5000

万㎥以上になる。ＪＲ東海によると、建設発生土

が 5680 万㎥、建設汚泥が 679 万㎥とする。 

８．全国の残土問題と土砂条例・法規制の課題 

国土交通省の「2018 年度建設副産物実態調査

結果」によると、建設発生土約 1。3 億㎥のうち

44％の約 6000 万㎥が内陸受入地に搬入されてい

る。直近 10 年間でも約 6000 万㎥前後と横ばいで

推移し、建設発生土の搬出元は、公共土木工事が

約 84％を占める。このために全国的に建設残土

捨場が不足し、各地で不法投棄や崩落事故などの

問題を起こした。  

1990 年代後半から残土の搬入や埋立てを規制

するために独自に土砂条例を制定する自治体が相

次ぎ、首都圏から始まったこの動きは全国に波及

し、2022 年現在、 26 都府県 13 政令市に及び、

全都道府県・政令市の内 65％に当たる 39 自治体

が土砂条例を制定・施行した。 

全国的に残土捨場は、土砂崩落事故、自然破壊、

水質汚濁などを起こしており、もはや自治体の条

例だけでは対応できなくなっていた。2021年 7月

の熱海土石流事故により建設残土が大問題となり、

国交省などは法規制を検討した。2022年 3月に宅

地造成等規制法改正(盛土規制法)が国会に上程さ

れ、5 月に可決された。盛土規制法は、災害防止

を目的とし自然破壊や環境汚染防止の視点がなく、

さまざまな問題点もあり、実効性に疑問がある。 

 

参考文献 

畑明郎[2022]『危険！建設残土―土砂条例と法規

制を求めて』自治体研究社。 
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Ｂ６-８  残土処分と有効利用の境界線の曖昧さについての事例考察 

―三重県伊賀市の農地回復事業についてー 

 

杉本 裕明、Sugimoto Hiroaki（ジャーナリスト） 

 

１．はじめに 

 三重県伊賀市の優良農地で農地の回復工事が行

われている。掘削跡地を埋めるとの名目で膨大な

残土が持ち込まれ盛土工事は、三重県が「合法」

と認めている。だが、業者が県に提出した計画書

によると土は 70～80 万トン、農地の回復を装っ

た残土処分の疑いが濃厚だ。こんな業者の計画を

なぜ、県は受け入れたのか。残土処分、いわゆる

土捨て行為と有効利用との境界線問題を考えたい。 

 

２．砂利採取用地は広大な農地にあった 

 伊賀市は、産業廃棄物の最終処分場や焼却施設

が多数立地する。南西部に広がる農地（畑）の一

角に砂利採取業のプラントがある。Ａ社が操業す

るが、友伸鉱業株式会社（以下、Ｕ社）が操業し、

2012 年 9 月に解散した後、引き継いだ。 

三重県庁の大気・水環境課の幹部に聞くと、

「地元の業者が掘りつくしたと廃業。その後、Ａ

社が許可を得て営業している」。そこで、プラン

トの土地を調べた。2014 年 12 月にＡ社の社長が

社長を務める「有限会社嘉治健」の所有である。 

 この近くに巨大造成現場がある。農業振興地域

の優良農地に巨大残土の山。3段重ねで高さ約 20

ｍ、長さ 100ｍ、幅 70ｍ、10万㎥はあろうか。土

の外観はまっ黒でセメント混じりの品質の悪い土

と見る。隣に掘削後の巨大クレーターがある。 

 

３，失策暴露恐れ、三重県は隠し続けた 

 三重県には土砂規制条例がある。一定以上の残

土持ち込みの際、許可を受けることが義務付けさ

れ、排出元、持ち込み先、土の種類、環境基準を

満たす検査資料等の提出もある。罰則もある。こ

の造成事業は当然条例の対象なので、業者名は公

表されるはずだ。だが、リストになかった。 

大気・水環境課は業者名を明らかにせず、「情

報公開請求する」と通告した。渋々出したのが、

2022年５月に発表した 2枚の発表資料。農地の復

元を目的とした民間事業者の埋立て工事（16ha）

で、適用許可について業者から相談を受け、適用

除外（特別扱い）した。外部からの指摘で過ちが

わかったと。条例は公共工事のみ適用除外でき、

業者の盛土は対象外だ。県幹部は、「誤った判断

をし、業者に迷惑をかけたから言えない」。 

 

４．業者名隠し、ひたすらかばう三重県 

 そこで、関係者を当たった。適用除外の場所は、

先の造成現場であり、業者は「株式会社ファーム

アンドガーデンＩＧＡ(以下、ファーム社)」と判

明した。Ａ社と密接な人物が取締役、さらに伊賀

市と県の複数の関係者から、Ａ社のプラントで排

出された不要な廃土（業者は土と呼ぶ）の持ち込

みがわかった。Ａ社の影響下の事業である。 

ファーム社から相談を受けた三重県伊賀農林事

務所（伊賀市）の幹部に話を聞いた。それによる

と、2020 年 6 月に社長ら 3 人が事務所を訪ね、

「土砂条例の適用除外になるのか」と尋ねた。課

長は、同じ合同事務所内にある環境室（土砂条例

担当）と本庁の大気・水環境課の幹部を交え、３

カ月間、数回協議。大気・水環境課が適用除外す

ると判断、農林事務所が業者に伝えたという。 

 農林事務所の話が曖昧なので、県の情報公開条

例で審査過程を開示請求した。開示された文書に

よると、肝心の協議は 1回。相談受けた事実の確

認のみ。議論はほとんどなかった。その後、農林

事務所は「営農指導など事務所が責任を持って管

理していることから、適用除外にしてよろしいか。

返答ない場合は業者に適用除外の決定を伝える」

とした文書を県の大気・水環境課に送り、課長は
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読了し、農林事務所に返答せず、課長印を押した。 

 

５．公共工事のみ許可不用なのに特別扱い 

 土地を調べると、2017 年 12 月にファーム社が

購入。それまで農業が行われていたが、借金の返

済に困り、債権回収会社に移った土地だった。 

 しかし、もっと前にこの土地の一部を借りて土

砂の採掘をしていたのがＵ社。新たに開示請求し

て得た 200枚の指導・協議記録を見ると、2012年

からＵ社が違法に土を採掘し、地元住民から再三、

農林事務所にやめさせるよう苦情や要求が相次い

でいたことがわかった。 

Ｕ社と事務所との指導・協議記録には、業者が

土を掘り、住民の苦情受けて指導すると業者が少

し戻す。しばらくして中止。また、住民の苦情で

Ｕ社を指導し少し戻す。この繰り返しが書かれて

いた。「命令」（行政処分）は 1回も発令されてい

ない。Ｕ社が 2012 年に解散後も、事務所は社長

と交渉し、土の性状・量も調べず、業者の説明を

鵜呑みにしていた。 

農地での土の採掘は、農地法で厳しく規制され

ている。農林事務所は白昼堂々の違法行為を容認

した。その後、Ｕ社の業務を受け継ぐ会社（黒塗

り）が現れたがまもなく倒産、土地は放置された。 

一方、ファーム社が後に購入する土地を舞台に、

Ｕ社が二カ所（5000㎥と 5万㎥の採掘跡）で違法

採掘していた。それを住民と伊賀市が農林事務所

に通報した。事務所には掘削地を確認したとの文

書はあるが、指導したことを示す文書は皆無。指

導もせず、違法を問うこともなく、放置したと思

われる。その後、ファーム社が買い取ることを申

し出た。県にとって採掘跡を埋めて農地に戻すと

いう申し出はまさに渡りに船だった。 

 

６．高さ 5～12メートル積み上げる計画 

ファーム社の農地復元工事の図面を見ると、農

地（畑）6.6ha、農道 1ha、緑地 3.1ha、洪水調整

地 2.3ha、沈砂地もつくる。断面図を見ると、5～

12ｍの土を積みあげる予定。県職員と業者との協

議記録には、どんな種類の土で、どこから持ち込

んだものなのかの記述がない。求めてもいない。

県は 2022 年夏をめどに業者に条例適用の許可申

請してもらうと説明しているが、今後もこの業者

への特別扱いを改めるとは思えない。 

かつて三重県では、化学大手の石原産業（本

社・大阪、工場・四日市市）が産廃汚泥をリサイ

クル材「フェロシルト」の名前で、埋め戻し、農

業資材と装い、70 万トン不法投棄した事件があ

った。それをリサイクル製品と認定して後押しし、

土壌環境汚染（六価クロム）が起きても、同社と

県幹部が、埋め立て地の自治体を一緒に回り、リ

サイクル材だと言い張り、環境省に「リサイクル

材」だと直訴までしたのは、三重県だった。 

その背景には、同社の依頼による民主党県議団

の政治的圧力、同社と県機関との金品提供を伴う

長年の癒着があった。この事件では、石原産業の

副工場長らが三重県警に産廃不法投棄で逮捕され

（実刑確定）、同社は 3 億円の罰金。愛知県と岐

阜県の撤去命令を受け、600 億円かけて不法投棄

産廃を回収・処分している。業者との癒着や政治

的圧力に弱い体質の三重県であり、今回もファー

ム社とＡ社への便宜・利益供与につながっている

ところは、フェロシルト事件と共通する。 

 

７．まとめ 

▽産廃不法投棄や砂利の違法採取など不良案件

に目をつけ、回復事業を装い、残土処分を行う行

為が全国で絶えない。伊賀市はその典型例。業者

の違法行為を見過ごしてきた不作為をこの回復事

業は帳消しにしてくれるため、行政が飛びつく。

だが、実際に起きているのは、残土捨て場の再生

産である▽土の取引を規制する法律がない。産廃

でないことが前提の事業だが、発生土と産廃汚泥

と汚染土の境界線は不明確。春成立した盛土規制

法では対処できない。▽土の適正処理とリサイク

ルを定めた新法又は廃掃法の改正が急務と考える。 

 

参考文献 

『赤い土 なぜ企業犯罪は繰り返されたのか』 

（杉本裕明、風媒社 2007）。 
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Ｂ６-９     滋賀県大津市北部の自然環境・生活環境の現状 

その２：裁判闘争 

 

山田 利春、Yamada Toshiharu（しがの里山や川を美しくする会） 

 

１．はじめに 

滋賀県大津市北部（旧志賀町）は、びわ湖や比

良山系に取り囲まれた美しい地域。昔からこの地

に暮らす人々は、比良山系の山々を崇め、里山や

川を大切にして暮らしてきた。しかし、高度経済

成長の波は、環境を大切にする社会を変え、住宅

地が造成され、近畿圏から多くの人々が移り住ん

できた。美しい比良山系の一帯は不法投棄が多く

なり、残土や産廃を積んだダンプカーが、ひっき

りなしに通り過ぎて行く。和邇インター近辺に残

土や巨大な山が出現している。 

本稿は 2019年 12月 8日、三重県紀北町・尾鷲

市の自然環境と生活環境を守る講演会での発表予

稿を加筆・改稿した。 

 

２．環境保全活動中心母体の歴史 

大津市北部（旧志賀町）は、比良山系のふもと

で人口約 2万 3千の小さな町、2006年に大津市に

編入合併。2002年から 6年間に渡り県が環境事業

公社を設立し、建設を進めた「産廃焼却施設」計

画は 2008 年に中止となった。この計画は、焼却

施設を比良山系の麓に建設して、湖東側の廃棄物

を琵琶湖大橋を渡って湖西側に持ち込み焼却する。

当時の志賀町は 1,000人を超える反対運動が起こ

り、嘉田前知事誕生で焼却施設建設が中止になっ

た。反対運動の中心で活動した運動団体「志賀廃

棄物問題・住民ネットワーク」。2002 年にスター

トし、2008年に解散した。 

  しかし、2010 年 5 月 9 日毎日新聞に掲載され

たように、産廃や土が近畿圏一帯から運び込まれ

ていた。特に名神高速道路に接続していた湖西道

路が無料化して搬入は拡大していた。日本最大級

の汚染土壌処理施設が許可になった 2010 年 4 月

以降、環境破壊が目立つようになり、新しく環境

を守る組織「しがの里山や川を美しくする会」

(略称：しがの会）が 2010年 10月 31日に設立さ

れ会員数は 2021年約 100名。 

 

３．大津市北部の環境迷惑施設の現状 

 大津市北部はニンビーと言われる迷惑施設が多

数存在する。しがの会は、発足以来それらの施設

に注目して調査活動を続け、ニンビーマップを作

成してきた。ニンビーマップ 2021 年度版ではそ

の数は 16 所以上になる。代表的な施設は、大津

市の一般焼却施設とその埋立地、汚染土壌処理施

設、安定型産廃処分場 2所、直近では競走馬育成

施設等があり、残土捨場は 4所になる。このよう

に沢山の迷惑施設が集中している地域は近畿圏で

も珍しい。 

産廃処分場は、交通の便利な高速道路近辺に多

く存在するとの研究報告があるが、大津市北部は

それに該当する。京都、大阪、兵庫の工業地帯で

は大量の産廃や汚染土壌が発生するが、2010年 5

月 9日毎日新聞は、京阪神から年間 200万トンの

産廃や土が運び込まれていると報じた。産廃・残

土処分場として低コストで処分できる場所が大津

市北部に多く存在していると推察できる。 

 

４．汚染土壌処理施設の許可とその後の変化 

改正土壌汚染対策法は、2010年 4月 1日に施行さ

れた。2,400 トン／日の処理量を誇る施設（日本

最大級）は、その日のうちに大津市によって許可

されたが、これが環境に与えた影響は大きかった。

以前から少量の汚染土壌処理をしていたＡ社は、

許可に必要な実験方法と実験結果に関する書類を

提出していなかった。5 年後の再検査でも提出を

免れた。同業他社からは、採石処理施設で汚染度

の上限がない汚染土壌が本当に綺麗に処理できる
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のか疑問に思われている。処理施設では従業員の

死亡事故が 2件発生している。また、大量の汚染

処理済み土が発生する。 

汚染土壌搬入量は、2010 年では 10 万トン以下

だったが、2017 年 62 万トンとなり、私的な搬入

分も合わせると、100 万トン位になると汚染土壌

処理協会は推定している。その内、滋賀県内で発

生した量は約 5％。大津市不法投棄対策課は、

2016 年Ａ社の 20 万㎥の無許可投棄を発見し撤去

命令を指示。県は森林法違反で過去の廃棄物撤去

を指示。しかし残土山は拡大・膨脹を続けている。 

 

５．裁判闘争①調停 

2017 年 3 月 21 日、しがの会はＡ社から調停申

立を起こされ、理事６人が大津簡易裁判所へ出頭

するよう、呼び出し状が郵送されてきた。これは

スラップ訴訟の一種と言われるもので、アメリカ

では禁止や規制がされている。 

Ａ社の申立の趣旨は、1.相手方らは申立人に対

し、所在原野の土地において、申立人が森林法違

反あるいは産廃の不法投棄等一切の違法行為をし

ていないことを確認する。2.3.省略。4.相手方ら

は申立人に対し、信用毀損もしくは業務妨害によ

る損害賠償金として金 1000 万円を支払う、との

調停を求める内容であった。 

これに対してしがの会は、理事全員が「事実無

根」として、回答書を裁判所に郵送した。森林法

違反に関しては、県により確認されていた。

「違法行為不存在確認等請求」事件（平成 29 年

（ノ）第 14 号）は、弁護士費用の準備がないし

がの会は、苦戦が強いられた。芝谷他 7所ほどの

谷が存在する。第６回目の調停呼び出しで、Ａ社

は損害賠償 1千万円を取り下げた。しがの会が提

案した〈表現の自由を守る〉の挿入は、拒否され

た。しがの会は、調停が長期化するのを避けるた

め、「調停調書」の法律的内容を 十分理解せず、

2018年 2月 16日に同意し終止符を打った。 

５．裁判闘争②仮処分 

2018 年 9 月 21 日Ａ社から「調停調書」の趣旨

に違反していると、文書配布の仮処分を起こされ

た。この件は、しがの会とは関係がなく、「やま

だの環境活動」のＨＰに掲載していた小論文など

の一つで、「調停―スラップ訴訟」と題して書か

れたものだが、山田個人が知人らにメールにて送

付した添付文書が問題となり、Ａ社の仮処分が認

められた。 

６．裁判闘争③本訴 

しがの会は真実を伝える自由なビラ活動の推進

のため、調停条項無効確認裁判を、2019 年 8 月

27 日に大津地方裁判所に起こした。この訴えが

認められれば、仮処分も取り消し可能となり、弁

護団と一体となって法廷に立って真実の証言をし

た。しかし、大津地方裁判所、大阪高等裁判所に

錯誤無効、恫喝などの訴えは認められず、調停条

項の変更はなかった。 

 

７．結び―今後の大津市北部の環境保全活動― 

 2002年からの滋賀県大津市北部の環境活動

は、産廃焼却施設建設中止、豊島の汚染土壌搬入

阻止などの成果をあげた。しかし、琵琶湖と比良

山系の自然環境を大切にしながら、経済活動、社

会活動を発展させることにはなっていない。集中

豪雨などで、いつ土砂崩れや濁流が発生してもお

かしくない現状になっている。環境活動は継続す

ることが何よりも大切だが、環境団体だけでこれ

らに対処することは無理で、弁護団、議員、行政

等と連帯して取り組む必要がある。 

裁判闘争から得られた教訓は、当初から弁護士

費用を準備し、弁護団と一緒になって進めた方が

間違いなく、弁護士費用は安く付く。 

 

参考資料 

環境しがの会・ニンビーマップ 2021年度版。 

2021年７月 15日、調停条項等無効確認事件： 

大津地方裁判所・判決文。   

2021年 12月 24日、大阪高等裁判所・判決文。 
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Ｂ６-10     光化学オキシダント汚染と免疫系疾患 

     木村 健一郎、Kimura Kenichiro（杉並大気汚染測定連絡会） 

 

１．はじめに 

 諸外国においては大気汚染指標のなかで PM2.5

と並んで低減ターゲットとされて久しいオゾン・

光化学オキシダント（以下 Ox と略）だが，日本

国内においては環境基準（60ppb を超過する時間

がないこと）未達成の状況が続いているにもかか

わらず，関係省庁・地方自治体等による健康リス

ク告知や汚染対策が圧倒的に不足している。 

本報告では，1980 年代から約 40 年間にわたり

Ox 汚染状況に化石燃料使用が及ぼしてきた影響

を検討する。また，ぜん息・川崎病等の免疫系疾

患罹患と Ox 汚染度との相関を全国平均値につき

観察するとともに，ごみ焼却施設や幹線道路など

一次汚染源の周辺地域における Ox 汚染と健康被

害の地域遍在性を複数事例について分析すること

で，すべてに共通する傾向について考察する。 

 

２．化石燃料使用量増加による Ox 汚染の深刻化 

 1981～2018 年における化石燃料エネルギー国

内供給量 1)とOx汚染指標 2)の経年変化には，1980

年代終盤から 90 年代前半にかけての急上昇，

2010 年前後の一時的な落込，2010 年代前半から

の下降トレンド等類似点が多い。化石燃料供給量

は 2013 年には 1981 年の 1.44 倍になり，Ox 昼間

平均値も 2017 年までに 1.46 倍に増加した。  

化石燃料供給量（単位：PJ）と Ox 汚染の相

関を検討すると，供給から２年後の Ox 汚染指

標と最もよく相関した（図１）。次々年度 Ox 昼

間 1 時間値の年平均値との相関係数ｒ＝0.83，

環境基準（60ppb）超過時間数との相関係数ｒ＝

0.88 といずれも非常に強い相関が認められた。 

石油等が輸入された後に貯留・精製・燃焼・製

品加工・廃棄焼却などの過程を経る間に排出され

た窒素酸化物や有機化合物等から Ox が二次生成

されるため，燃料調達決済から 2年後の Ox 汚染

レベルに影響がよく反映されると考えられる。 

 

図１. 国内化石燃料供給量と Ox 基準超過時間数 

 

３．Ox 汚染の進行による免疫系疾患の増加 

 同期間（1981～2018 年）における全国平均の

Ox 環境基準超過時間数と中学生のぜん息被患率 3

との間には，非常に強い正の相関（相関係数ｒ＝

0.91）が認められた（図２）。幼稚園児，小学生，

高校生についても同様であった。 

 

図２. Ox 基準超過時間数と中学生ぜん息被患率 

 

 また，全国０～４歳川崎病罹患率 4)と Ox 基準

超過時間の相関もｒ＝0.70 と十分に強く，川崎

病罹患率との相関程度は５歳女児のぜん息被患率

との相関（ｒ＝0.77）と近しいものであった。 
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 このように，発電・自動車輸送・プラスチック

製品の製造焼却などの人間活動が Ox 汚染を深刻

化させ，Ox 汚染の進行がぜん息や川崎病といっ

た免疫系疾患の増加を招いてきた事実を全国平均

値の検討から確認することができた。 

一方，一次汚染源周辺では Ox 汚染度に地域遍

在性があり，免疫系疾患罹患率に格差が発生する

ので，次にこの現象につき具体例を報告したい。 

 

４．一次汚染源周辺での Ox 汚染及び疾患の遍在 

彦根市荒神山へのごみ焼却新施設建設反対運動

のなかで情報開示請求によって得られた市内小中

学校の児童生徒ぜん息率の値 5)を推定 Ox 汚染度

の大小により群分けして集計し，従来施設のごみ

焼却排ガスが Ox 濃度を上昇させ，児童生徒のぜ

ん息罹患率に与えてきた影響について検討した。 

排ガスを前駆物質として二次生成される Ox 濃

度が高くなる可能性の高いエリア（＝清掃センタ

ーから 2.4～4.2km 程度日中の風下に当たるエリ

アが主）とその他エリアでの 12 年間累計平均累

計ぜん息被患率を比較すると，Ox 影響小エリア

内の小学校 8 校では 0.42％，同影響大エリア 8校

では 1.13％であり格差が顕著であった（オッズ比

1：2.74 95％CI：2.34～3.20）。中学校での同比

較においても，影響小エリア 4 校平均 0.41％に対

し影響大エリア３校平均 0.74％であり，オッズ比

1：1.83（95％CI：1.44～2.31）と排ガスによる

Ox 生成影響が大きいと推測されたエリアにおい

て，児童生徒のぜん息が顕著に多発していた。 

 また，1998～2018 年の期間の従来施設におけ

るごみ焼却量と彦根市内測定局における Ox 環境

基準超過時間数との間には，実際に正の相関が認

められた（相関係数ｒ＝0.77）。 

 

５．脱焼却によるＯｘ汚染低減推進と予定汚染源

周辺アセスメントの重要性 

 既述の彦根市内ごみ焼却施設周辺事例と類似の

事例は多数見出すことができる。たとえば，横浜

市内３ごみ焼却施設が稼働停止した際の周辺小中

学校ぜん息率変化（2000 年代），杉並区内焼却施

設稼働前後の風下近傍小学校ぜん息率変化（70～

80 年代），日の出町のエコセメント工場稼働前後

の同町に隣接する青梅市内小中学校ぜん息率変化

（2000 年代）等である。焼却開始後ぜん息が増

加・停止後には減少し，施設から日中風下 2.4～

4.2km 程度離れた小中学校では周辺他域よりもぜ

ん息罹患リスクが顕著に高い状態であった。 

 また，杉並区では南北に走る幹線道路（環状７

号と８号）沿いの東西を比較すると，日中に道路

の風下になる西側の町で東側の町よりもぜん息認

定患者率が高い状況が続いている。この事実は，

自動車排ガスも当然のことながら例外ではなく道

路風下域で Ox 汚染を悪化させ，ぜん息患者を増

加させ続けてきたことの証左となっている。 

 

６．まとめ 

 全国平均値による俯瞰的観察および複数の地域

事例の観察から，脱化石燃料焼却政策を推進する

ことは，温暖化防止の観点からのみならず，Ox

汚染並びに免疫系疾患を低減させるという観点か

らも非常に重要であることが理解される。 

また，一次汚染源となる施設の建設計画時の環

境アセスメント項目に現在 Ox 指標が含まれてい

ないことは重大な瑕疵であると考えられる。 

 

データ参照文献 

1) 資源エネルギー庁『総合エネルギー統計』

https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy

/results.html#headline（2022年 4月閲覧）。 

2) 国立環境研究所『大気汚染物質広域監視システム』 

http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monit

oring_map&field=2（2022年４月閲覧）。 

3) 文部科学省『学校保健統計調査（1981～2018年度）

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/ 

hoken/1268826.htm（2022年４月閲覧）。 

4) 日本川崎病研究センター『第 26回川崎病全国調査』
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Ｂ６-１１   　富山県内における自然保護運動と行政の関係の変化 

 

横畑 泰志、Yokohata Yasushi（富山大学理学部自然環境科学科・富山支部） 

 

１．はじめに 

 日本各地で展開されてきた様々な自然保護運動

は、かつては自然を破壊して利益を得ようとする

企業やそれを後押しするかのような態度を取る行

政に対する、市民運動による対立的な活動が多く

を占めていた。しかし、生物多様性の保全が全人

類的な課題として一般化されてくるにつれ、環境

庁の設立、環境省への格上げ、各地の地方行政に

おける自然保護担当部局の開設が行われ、徐々に

ではあるが、行政が市民の意見を取り入れる、あ

るいは行政と市民活動の連携による活動も数多く

見られるようになっている。 

 富山県は、よく立山連峰や富山湾などの良好な

自然環境に恵まれていると言われるが、その開発

や利用と保全をめぐる行政と県内の自然保護団体

の関係も、著者の経験する 1990〜2020 年代初頭

にかけて徐々に変化している。かつては市民団体

による反対運動的な側面が強く、行政もそれを受

容する仕組みを欠いていた。近年は行政が保護団

体と協働する、あるいはその批判的な意見を取り

入れる事例が散見されるようになっているが、ま

だ反対運動的な対応を取らざるを得ない場合もあ

る。本発表では、富山市内の里山の整備に関する

住民訴訟や立山連峰の高山帯の園地整備、絶滅危

惧種の生息に重大な影響を及ぼす林道整備計画な

どの事例を通じて、この変化について紹介する。 

 

２．「呉羽丘陵健康とゆとりの森整備事業」と富 

  山市民 

 呉羽丘陵は富山県の中央部に位置し、全長わず

か 6km 前後、最高地点の標高も 145.3m 程度の小

規模な丘陵地帯である。しかし、この丘陵には二

次林といえども自然度の高い森林が発達しており、  

絶滅危惧種を含む数多くの生物が生息していた。  

ところが、1991〜1993 年度に総額約８億円を投

じて富山市により実施された公共事業、「呉羽丘

陵健康とゆとりの森整備事業」によってこの丘陵

で大規模な樹木の伐採や重度の下草刈り、本来の

植物相を無視した樹木の植栽などが行われ、丘陵

全体の自然環境が大きく改変された 1) 2)。詳細は

『日本の科学者』誌上でも既に取り上げたが 1)、

富山市の担当者が終始頑迷な態度を取り続け、市

民団体や個人からの度重なる指摘を無視して事業

を強行した背景に、事業の基本設計を担当した業

者への林野庁からの天下りや、制度上禁止されて

いた「丸投げ」によって不当な利益を得ようとす

る業者の体質があったことが、この事業の是非を

めぐって起こされた住民訴訟の著者を含む一審原

告側から指摘されている。また、訴訟の過程で富

山市から提出された書証に対して、複写の原本が

同一であるにも関わらず提出物の内容が大きく異

なるといった、公文書の偽造または虚偽公文書の

作成が強く疑われる事例がみられた 1)。バブル経

済期には自然環境への配慮を欠く公共事業が日本

各地で数多く行われたが、本件は市民の反応とし

ての住民訴訟を通じて、そのような事業の背景が

ある程度明らかにされた典型的な事例であろう。  

 

３．環境省による「立山緑のダイヤモンド計画」 

  とその後 

 環境省は「自然の保全や復元・修復を一層強化

するとともに、自然観察や自然探勝など自然との

ふれあい活動をより促進するため、国立・国定公

園の核心地域において自然環境保全修復、自然体

験フィールド整備、利用拠点整備、利用誘導拠点

整備を総合的に行う」として、1995 年に「自然

公園核心地域総合整備事業」、通称「緑のダイヤ

モンド事業」を全国の国立公園において開始した。

立山連峰においても、最も来訪者の多い場所であ

る室堂平を中心に 1996 年から大規模な整備事業
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が行われた（https://www.env.go.jp/nature/arikata/ 

shiryou/031208-4-15.pdf）。しかし、標高 2500m 近

い高山帯の自然環境の元での大規模な整備はほと

んど前例がなく、生態系への影響や美観、安全性

などに関する様々な問題が生じた（写真 1）。著

者の所属する自然保護団体「NPO 法人立山自然

保護ネットワーク」（以下、「著者ら」）は環境省

などに対して意見書を提出している。その結果、

事業内容には一部見直しや事後措置が行われた。 

 これを契機として、環境省と富山県は、その後

毎年新年度の整備事業の内容について市民団体や

山小屋関係者から意見を聞く会合を開くようにな

った。しかし本事業終了後、立山連峰の整備には

巨額の予算がつくことがなく、むしろ室堂以外の

利用者は少ないが安全管理上整備の緊急性の高い

山道の整備が行われないことが頻繁に指摘された。 

  

４.近年にみる一部の状況の改善 

 富山県知事は、年々利用者が減少傾向にある立

山黒部アルペンルート沿線の利用回復を図り、

2017 年に「「立山黒部」世界ブランド化推進会議」

を立ち上げ、早期の開業、冬期の営業、早朝や夜

間の営業、ロープウェイなどの施設建設の検討を

行った。これに対して安全管理や施設運営上の問

題、絶滅危惧種イヌワシ Aquila chrysaetosを含む 

写真 1. 「緑のダイヤモンド事業」で立山室堂に 

 設けられた遊歩道の一例。石畳の間が過剰なコ 

 ンクリートで埋められ、雨天時に滑って危険で、 

 道の両側間の水の流れを遮断するので局所的な  

 乾燥や過湿を生じ生態系への影響が懸念された。 

生態系への影響、経済性などについて多方面から

疑義が呈され、著者らも 2018 年 3月に意見書 

（ https://npotanc.blogspot.com/p/h3038.html）を提

出した。それらの結果、この会議で検討されてい

た大半の計画は撤回されている。 

 また、富山県は県内有数の自然環境を擁すると

される富山市内有峰地域の林道整備を進めていた

が、その一部が絶滅危惧種ハクバサンショウウオ

Hynobius hidamontanus の唯一の安定的な繁殖場所

を破壊するおそれが非常に強く、著者らは 2020

年 11 月に富山県知事に要望書を提出した。その

後、いくつかの学術団体や自然保護団体、個人か

ら批判的な意見表明が相次ぎ、県は翌年 3 月にこ

の計画を事実上撤回した。この件は最近『日本の

科学者』誌上で報告した 3)。 

 このように著者らは行政の行為に対する批判的

な活動を繰り返してきたが、一方では環境省立山

自然保護官事務所や富山県自然保護課との連携の

元に、立山黒部アルペンルート沿線の外来植物除

去事業を 2005 年以来続けている。近年、大規模

な公共事業による自然破壊は減少しているが、再

生可能エネルギー関連事業など、今後も類似した

問題はしばしば発生すると考えられる。市民運動

が持つべきアドボカシー（提言能力）は、積極的

な協働による行政との前向きな関係を維持しつつ

地道な活動を続け、必要に応じて健全な批判を行

うことで双方の間に形成されるものであろう。今

後もできる限りそうした活動を続けていきたい。 
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3）増田準三・横畑泰志・澤田研太（2022）富山 

 県による有峰林道整備計画が絶滅危惧種ハクバ 
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 57（5）：34-39．  
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Ｂ６-１２         香害という公害を考える 

 

粟生田 忠雄、Aoda Tadao（新潟大学・新潟支部） 

 

１．はじめに 

 近年、香害が公害として認識されるようになっ

てきた。これは、2008 年に発売された香りが長

続きする柔軟剤がきっかけとされている。被害者

は、柔軟剤だけでなく様々な化学物質の臭いで健

康被害を訴えている。こうした中、化学物質過敏

症（以下、CS と略）は、詳細不明の物質の毒作

用として 2009 年に国際疾病分類に基づき病名登

録された。ただし、社会的な認知が低く、その対

応には時間と工夫が求められる。ここでは、香り

を長続きさせるマイクロカプセルの健康と環境影

響、およびその対策について考える。 

 

２．香害とは 

 そもそも香害とは、消費者が柔軟剤や香りつき

洗剤など香りつき製品を無意識の拡散によって、

他者の健康被害（頭痛、吐き気、めまいなど）、

環境被害（大気汚染など）を招く社会問題である。

これに対し CS は、過去に大量の化学物質に接触

し急性中毒症状が出現した後、または生体にとっ

て有害な化学物質に長期に接触した場合、次の機

会にかなり少量の同種または同系統の化学物質に

再接触した場合に見られる臨床症状群である。 

近年の香害は、洗剤や柔軟剤などに含まれる合

成香料が原因となることが多い。柔軟剤などの合

成香料はマイクロカプセルに包まれ持続性が高ま

る。マイクロカプセルは、10-6m～10-5m で、内部

に香りや消臭成分を包む。このカプセルの壁材は

メラミン樹脂やウレタン樹脂などであり、発がん

性、神経毒性が指摘される。また、カプセル内香

料は、揮発性有機化合物（VOC）や合成ムスク

などの内分泌かく乱物質を含む。一度吸い込まれ

たマイクロカプセルは、気管支や肺の奥（肺胞）

にまで達し、アレルギーなど健康被害の誘因とな

り得る（水野，2022）。Steinemann ら（2011）は、

香り製品の VOC が危険分類されることを示した。 

 

３．香害の現状 

3.1 消費者アンケート 

香害をなくす連絡会では、2019 年 12 月から

2020 年 3 月にかけて Web と郵送による香り被害

アンケート調査を実施した(回答数 9,332、有効回

答数 9,030)。その結果、香りつき製品で具合が悪

くなったのは 7,136(79.0%)であった。製品の内訳

は、柔軟剤(6,134；86.0%)、香りつき合成洗剤

(5,259；73.7%)、香水(4,746；66.5%)、除菌・消臭

剤(4,052；56.8%)、制汗剤(3,036；42.5%)であった

（図 1）。また、休職や退職、欠席や休学など日

常生活に支障を来たしたのは、分析可能 6,858 件

中 1,277(18.6%)であった。なお、アンケートは無

作為抽出ではなく、香害に関心のある人が多いた

め一般化できない（日本消費者連盟，2020）。 

図１．香害アンケート、具合悪くなった原因 

注) 香りつき製品で具合悪くなった人 7136 人対象（複数

回答可、日本消費者連盟（2020）より）。 

3.2 義務教育現場 

 永吉ら（2013）は、新潟県上越市の小中学校に

おいて CS 様症を示す児童・生徒数を調査した。

その結果、学年が上がるごとに CS 様症状を示す

児童生徒が増加した。この傾向は、2005 年、

柔軟剤
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アロマ

不明
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2010 年および 2017 年の各調査でほぼ一定であっ

た（図２）。CS 被害者を拡大しないために義務教

育課程での香害の啓発は大切である。 

  

図２. 小中学校での CSの現状 

注) 全小中学校 76 の児童生徒を対象（有効回答数 14,024、

有効回答率 84.0%、永吉ら（2013）をもとに筆者作成）。 

3.3 教育現場 

著者らは、新潟大学において香害に関する講義

をし、アンケートを実施した。１回目のアンケー

トは回答数 31、2 回目のそれは回答数 52 であっ

た。その結果、講義を聴くまで香害を知らなかっ

たのは 77.4%（1 回目）、86.3%（2 回目）であっ

た。香りで困ったことがあると回答した学生は

45.4%（1 回目）であった。 

自由記述には、「アトピー性皮膚炎と洗剤や香

料に含まれる化学物質との関係、グリホサート除

草剤とアメリカとの貿易関係に疑念を抱き、家族

や友人にも知らせたい。」とする回答もあった。

この学生は、アトピー性皮膚炎を患っており、化

学物質に対する問題意識が高いことが背景にある。

多くの回答は、「香害についてこれまで知らなか

った」、「胎盤からマイクロプラスチックが検出さ

れたことに驚いた」、「何も考えずに柔軟剤を使っ

ていて、知らないうちに環境を汚染している」な

ど純粋ではあるが、行動変容までは期待できない

意見が多数を占めた。 

 

４．まとめ 

 香害は近年急速に広まっている公害である。本

稿で示した香害の被害は、洗剤や柔軟剤といった

身近な生活必需品によるものである。北條ら

（2018）は、CSの引金となる要因は 10年前より

も多様になっており、日本人の約 6%が CS であ

ることを示唆した（Hojo, 2019）。また、洗剤や柔

軟剤に含まれる化学物質は、生活者の CS を含む

健康や環境被害をもたらしている（de Ruijter et al., 

2020）。 

香りの感じ方には個人差が大きいこと、明確な

診断を下す医療機関が少ないなど、CS の引金と

なる香害を啓発し対策を講じることは簡単ではな

い。生活者の QOL、および地球環境の維持向上

のため香害啓発が喫緊の課題である。 
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Ｂ７-１   公害・環境問題に対する大阪支部の取り組み 

青山 政利、Aoyama Masatoshi（大阪支部） 

 

１．はじめに－大阪の公害 

 1950 年の国土総合開発法によって、石油化学

育成政策がとられ、各地に石油化学コンビナート

が形成されていく中で、大阪でも海が埋め立てら

れ、臨海工業地帯がつくられ、高度経済成長政策

の中、工業生産が急速に増大していた。 

 このころ煙突は繁栄のシンボルとばかりに、大

きな煙突があることが誇られ、「煙の都大阪」と

教科書に登場したり、東京の「スモッグ」がひど

いと言われたりしていた時代だった。 

大阪では、西淀川区や此花区、あるいは堺市で、

騒音や煤煙、粉じんなどの公害事件がいくつか起

きる。1960 年代には大気汚染も急速に進み、晴

れた日の日中でも、自動車がヘッドライトをつけ

て走ると言った状況になった。 

 また、1970 年の大阪万博の開催に向けて、千

里丘陵を中心に大阪北部の自然破壊が進行してい

た。西淀川では、工場から排出される亜硫酸ガス

によって朝顔が枯れたり、小鳥が死んだり、人間

も呼吸困難に陥るなどという事件が起きた。 

 1970 年に高石市では、泉北コンビナートの試

運転で、180ｍの煙突の先端から 70ｍもの炎が吹

き出し、ジェット機のような騒音が市内に終日響

き渡るなどという事件が起きた。 

 内陸部の東大阪では、臨海地域の工場から出る

排出ガスが生駒山にぶつかり、麓あたりの大気汚

染が進行するといった具合に大阪府全域に公害が

広がった。西淀川や堺・高石あるいは岬町などに

次々と「公害をなくす会」が結成され、公害と戦

う住民運動が盛り上がっていった。 

 この住民運動の盛り上がりの中で「公害知事さ

んさようなら、憲法知事さんこんにちは」のスロ

ーガンの元、黒田革新大阪府政が 1971 年に誕生

し、翌 1972 年２月に、各地の「公害をなくす会」

の連合的組織として「大阪から公害をなくす会」

が誕生した。 

 日本科学者会議大阪支部は、こういった各地の

公害反対運動を科学的に支える役割を果たし、革

新府政の誕生、「大阪から公害をなくす会」の発

足に貢献した。 

 

２．大阪支部の公害・環境問題への取り組み 

 大阪は周囲を山に囲まれた大阪湾盆地と言って

も良い狭い地域に、多くの人が密集し、1970 年

代には日本の約 10％超える工業生産が行われて

いた。狭い地域で多くの経済活動が行われれば、

必然的に環境破壊が進み、多くの公害問題が発生

することは目に見えていた。大阪支部は、1967

年に公害研究委員会を立ち上げ、その後公害研究

会と名称変更があったが、継続して大阪で起きた

公害問題の科学的分析を行う役割を引き受け、公

害問題に取り組んできた。大阪支部が直接大きく

関わった公害・環境問題をいくつか取り上げる。 

(1) 多奈川第２火力発電所 

 大阪府の最南端岬町に関西電力の石炭火力多奈

川発電所（後に重油転換）が建設され、1956 年

に運転が開始された。それに伴い亜硫酸ガスによ

る大気汚染が生じ、岬町住民の健康被害が生じた。 

 そんな状況で関西電力は、1970 年９月に 240

万㎾の多奈川第２火力発電所の建設計画を提示し

てきた。日本科学者会議近畿地方区は公害調査団

を組織し、1971 年７月に「岬町公害調査報告書」

を作成し、公害の現状と第２火力の意味を検討し

た。その結果を基に、大阪府公害対策審議会に精

力的に働きかけ、公害対策審議会の「関電の計画

は公害対策が不十分であり岬町を初め大阪の全体

的汚染を促進する」と言う答申を導き出した。 

 その後、大幅な計画変更が行われ、結局第２発

電所は建てられてしまうが、私たちの働きかけは

公害防止に大きな力を発揮した。 

(2) 泉北石油２社増設問題 

1972 年に関西石油と興亜石油の２社が、低硫
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黄重油の生産設備を関西石油は日産 11 万バーレ

ルを 21 万バーレルに、興亜石油が 8 万バーレル

を 20 万バーレルにそれぞれ増設する計画が明ら

かになった。1971 年４月に誕生した革新大阪府

政は９月に日本一厳しいと言われた条例を制定し、

公害の絶滅のための強力な行政を進めていた。 

 石油２社は、大気汚染の緩和のために低硫黄重

油の生産は必要と、増設計画を進め、府も低硫黄

重油生産のために増設を許可しようとしている中

で、増設計画を検討し、本当に増設が必要なのか、

府民の健康を守ることはできるのかといった視点

から、「公害をふやさぬ石油精製工場の増設はあ

り得るか」など、二つの見解を示して増設計画の

問題点を指摘した。 

(3) 関西新空港問題 

従来、大阪には隣接する兵庫県伊丹市に大阪空

港があった。1970 年の大阪万博に合わせて滑走

路が新たに使用されるようになり、離陸した飛行

機の航路の下にある豊中市の小学校では、授業を

中断しなければならないほどの大きな騒音公害が

発生した。 

 学校には防音設備を施したりしたが、根本的騒

音対策にはならず、ついには大阪空港を廃止して、

大阪府南部の海を埋め立てて、新空港を建設する

という計画が浮上した。それに対して大阪支部で

は空港問題チームを中心に計画の検討を進め、

『日本の空と関西新空港』、『関西新空港と泉州の

都市づくり』などの本を刊行した。 

 

３．大阪支部が出した見解・声明   

 公害問題について大阪支部が出した声明や見解、

要望の主なものを列挙する。いかに多くの公害問

題が、特に 1970 年代初めに大阪にあったかが、

明らかになろうかと思う。 

・大阪ガス爆発事故と都市の安全   1970年 

・岬町公害調査報告書        1971年 

・ジャンボ機飛行テストで声明    1971年 

・住民不在の関西新空港計画－見解  1971年 

・関西新空港建設問題要望書     1972年 

・革新府政の公害防止計画に期待する 1972年 

・石油精製工場の設備増設と大阪府民－見解 

                  1972年 

・公害を増やさぬ石油精製工場増設はあり得るか

1972 年 

・府自然保護条例に対する要望書    1972 年 

・茨木貨物線問題パンフ        1972 年 

・多奈川第二発電所の建設を許してはならない 

－見解               1973年 

・中之島保全で要望書        1973年 

・公害防止条例改正対府要望書     1974 年 

・都市産業廃棄物海洋投棄に関して公対審に申し

入れ                1974年 

・原子力行政の是正要求        1974 年 

・鳥飼－吹田操作場連絡線の地下案検討結果 

1974 年 

・岩手町のゴミ残灰投棄による金熊寺川汚染に関

する調査報告書          1976 年 

・大阪府における環境と開発     1978年 

・大阪市における環境と開発      1978 年 

・ダイオキシン、電池の水銀問題－府市申し入れ 

1983 年 

・関電 LNG 火力問題 声明      1984 年 

・第 2京阪道路アセス批判意見書   1987年 

・伊方原発実験中止要請書      1988年 

・花博跡地利用計画に関する要望書  1990年 

・淀川左岸線建設問題意見書     1993年 

・大阪府環境保全条例案への意見書  1994年 

・大阪市環境基本条例制定に対して意見書 

1995 年 

・阪神高速泉北線計画に対して－見解 1995年 

 

４．大阪支部の科学の普及活動 

 大阪支部では、科学の成果の普及を目的に

1973 年から毎年のように市民講座を開催し、そ

の中で公害・環境問題、防災問題なども取り上げ

てきた。21 世紀に入ってから、広く総合的に自

然と社会を考え、人類の幸福を追求することを目

的とし、少人数で相互の意見交換も重視した市民

セミナーも開始し、市民運動の科学的支援を試み

てきた。 

138



日本科学者会議第 24回総合学術研究集会 in 大阪 予稿集 

 

Ｂ７-２        『市民運動に科学を…』 

 ～大阪における市民運動に科学者の果たしてきた大きな役割～ 

藤永 のぶよ、Nobuyo Fujinaga（大阪支部・NGOおおさか市民ネットワーク） 

 

１．はじめに 

 1994年３月、神戸市内で、第 1回「サステイナ

ブル・ソサエティ全国研究交流集会」が開催され

た。集会は大盛況で、「地球時代の新しい経済」

「南北問題」「自然との共存」「サステイナビリテ

ィとエネルギー」「環境政策と法制度」「ライフス

タイルの変革」「21 世紀人の集い」「環境教育」

など、現代文明のあり方を問うもので、当然なが

ら市民の関心も高く、それが集会の熱気に現れた。

集会運営委員会は、そのまとめ集で『この集会は

一切を市民がお膳立てし、科学者がその後押しを

する形で行われました。』と報告している。 

本稿では、これら市民運動を発展させてきた科

学者会議メンバー諸氏の市民運動への献身と、そ

れに応えた市民運動の実践・活動を報告する。 

 

２．大阪の公害運動に関わったきっかけ 

私が公害をなくす運動に関わったのは、1986

年大気中 NOX 測定運動「ソラダス」からである。

しろきた市民生協への参加呼びかけを受け、実行

委員会の発足集会に参加し、カプセル考案者の天

谷和夫先生によるカプセルの仕組みと市民参加が

運動の決め手である旨の話、何より化学式に基づ

く大気測定手法に感動した。「NO2 は水と反応す

ると硝酸になり SO2は硫酸になる。人間の呼吸器

に入ると同じことが起こる、これが喘息の要因だ、

特に NO２は肺の奥にまで到達し炎症を起こす」

と。これは生協組合員＝市民への参加呼びかけが

できる…早速学習会から始めようと、確信を得た。

結果は 200 名を超える市民参加を得ることができ、

自らの手で生活環境を知るきっかけになった。こ

の測定運動は、今も生協の中に根づいている。科

学がくらしに入り込んだのだ。公害をなくす会は、

機関紙が会員との架け橋であり、先日 500 号を発

行した。1996 年に機関紙委員会を設置し、国

内・地球規模の環境にかかわるあらゆる出来事・

情報で議論をする、会議は「社会の窓」である。

定期発行のために「連載記事」を組むが、ここで

も、頼りにしたのは科学者会議諸氏である。記録

に残る連載は、青山政利「エネルギー」、久志本

俊弘「氾濫する化学物質」、伊藤幸二「カプセル

君」、中村壽子「生活を科学する」、西川榮一「環

境雑話」など、時々の話題も取り上げ、諸先生は

市民にわかりやすい解説と問題提起をいただいた。

連載だけではなく、多くの学者・研究者・専門分

野の公務労働者・弁護士・市民運動リーダーから

優れた論考が、公害をなくす運動への期待を込め

て寄せられた。野鳥の会の橋本正弘さんは「淀川

のほとりで」、亡き荒尾立夫さんの「港のたより」

は、泉州の海への熱い想いが読み取れた。 

 

３.環境塾をスタート「市民運動こそ科学を」 

忘れられないのは 1995 年に、「市民運動にこそ

科学が必要だ」と、創設間もない私ども市民ネッ

トワークに、故湯浅精二先生が科学的なものの見

方を解く「環境塾」開催を提案されたことである。

元気溌剌ながら成長の止まった頭脳回路を持つ主

婦数 10 名が賛同し、先生の著作『生命 150 億年

の旅』をテキストに、小さな集まりながらも、実

にまじめな勉強会がスタートした。師曰く、「こ

の塾は大学院生並みレベルの高い学習だ」と。そ

の分、難解なテーマもあった。「絶対的生命観」

を持つこと。100 年～200 年先の人類の生命をも

保障できる環境・エネルギーをどう造るか。

「Sustainable Society をどう創っていくかだ」 

「いいか、たとえ後手に回ってでも批判勢力であ

るべきで、その力は市民運動にこそあるのだ」と、

20数年前に今日の課題を提案された。 
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難解なテーマでは、繰り返し繰り返し、時々の

話題には機敏に、学問的・科学的考察を加えなが

ら議論を発展させていく。先生は「主婦運動家は、

いろんなテーマを自分に引きつけて考えていくか

ら面白い」と言われる。議論は、とにかく具体的

である。たとえば、食品添加物・亜硝酸の話では、

昨日食べたウインナーは無添加だけど、子どもの

学校給食ではどうかな？調べなあかんな～。など、

わいわいがやがやにぎやかである。当時は、まだ

まだＩＴ化も進んでおらず、オールアナログだっ

た。録画して残したかった。 

「環境塾」は、私のデンマーク研修で飛びながら

も 10 年間続いた。さすがに、私たちにも基本は

抑えられる。市民ネットワークの本業である「情

報公開請求運動」は、毎月「情報公開ツアー」と

称して、行政情報の公開を求める運動に繋げてい

った。実は、この一環で入手した大阪湾の廃棄物

最終処分場「舞洲」「夢洲」の情報が、今日、Ｉ

Ｒ・カジノ誘致の夢洲の軟弱地盤問題を批判する

貴重な資料になっている。会設立から 30 年、教

えどおり行政情報を手に「小粒でもピリリと辛い」

科学的批判勢力になっていると自負している。 

 

４．発展的に新たなスタート 

10年を経た「環境塾」は、2005 年 8月 20日に

「生命塾・環境と人間」として再スタートした。

募集は幅を広げて一般市民に１クール 15 回であ

る。会場は大阪駅前の大阪市大サロンに移し、ほ

ぼ負担なしである。お誘いには湯浅先生らしく

10 時きっちり開会とある。テーマは、「太陽エネ

ルギー」「食物連鎖」「生態系」「光合成」「物質循

環」「生態系の物質循環・濃縮」「環境と遺伝」で、

それぞれに詳細が組み立てられている。「生命塾」

は３年間続いた。第 1回「大宇宙に想い馳せて…」

は、湯浅先生の想い深く、遠い彼方を見つめるよ

うな話で始まる。 

「生命は物質である」「生命は長い歴史の結果

である」「生命はいずれほろびる」「すべての生命

は同じ基盤の中で生きている」そして、「困難な

問題に出くわした時は生命を物差しに考えればい

い」と、これは市民ネットワーク運動の基本だ。 

「生命塾」は、楠田貢典先生に引き継がれ、会

場も大阪市内天六の科学者会議大阪支部事務所に

移った。テーマはみんなで出し合う。当時、再生

可能エネルギー普及に取り組んでいたので、ドイ

ツの市民発電制度や買取保障制度、特に「カーシ

ェアリング」について詳細を調べて下さり、「こ

れは何時か日本にも入ってくる。できれば市民運

動的な方法がいいな」と、ドイツ留学の経験のあ

る先生の謙譲な話しぶりを思い出す。  

楠田先生の体制評価は「今ここ主義」だ。いま、

ここさえ良かったらいい、という、特に、原発優

先のエネルギー政策には、未来世代への責任感が

ない、と厳しい目を向けられていた。 

 

５. 廃棄物の処理処分問題に関わって 

1986 年、生協事業では、廃棄物問題に関わっ

てきた。何しろ、生協の事業は包装材なしでは成

り立たない。包材類の廃棄後に無関心ではいられ

ない。循環型利用ができないかと、考えたのが牛

乳パックを回収し、トイレットペーパーに加工す

る循環型事業だった。ところが、その工場からの

廃液が、周辺海域にダイオキシン汚染粒子をまき

散らしていると大問題になり、深く反省した。そ

の時、廃棄物問題は、上流・発生源から考える必

要があると提案されたのが、西川榮一先生である。 

1993 年、「大阪廃棄物問題研究会」を立ち上げ、

廃棄物の発生・処理・処分を総合的に考える学

習・調査・研究を始めた。多忙な日々でも、大阪

市環境事業局、大阪市港湾局には再々訪問し、廃

棄物処理の現状と埋立事業の環境保全措置につい

て、聞き取りしたが、提供された行政情報類は、

今も役立っている。 

運動には持続性が必要だと痛感する。大阪から

公害をなくす会は設立 51年、科学者会議 61年、

小さなおおさか市民ネットワークでも 30 年であ

る。「科学を心に」お互いを尊重し、信頼し、協

同し、環境保全・くらし優先の社会づくりに向け、

歩み続ける仲間でいる幸せを感じている。 
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Ｂ７—３ 大阪から公害をなくす会（住民運動）と科学者が果たした役割 

～大阪における経験から～ 

長野 晃、Nagano Akira（大阪支部） 

 

１．はじめに 

 私は、1965 年、学生時代に日本科学者会議創

立時に会員となり、1972 年「大阪から公害をな

くす会」（以下、「なくす会」）発足の頃、参加し

今日に至っている。 

1960 年代は、高度成長政策でコンビナート建

設や工場増加により「青い空が見えない」と言わ

れる大阪になった。 

1970 年代はじめに、公害反対の国民の怒りと

運動により、公害国会が開かれ、大阪でも「公害

知事さんさようなら」の合言葉で、黒田革新府政

が生まれ、「ビッグプラン」など公害対策行政が

進んだ。 

1980 年代、社公合意など財界・自民党政治に

よる巻き返しの中で、列島改造論による高速道路

建設、ゴルフ場問題など開発政策が進み、自然破

壊に反対し、健康被害をなくす住民運動が進んだ

時期でもあった。 

1990 年代は、ブラジルサミットに見られるよ

うに、地球温暖化はじめ国際的に環境問題が大き

な課題になった。また、日本では水俣病、能勢の

ダイオキシン問題など環境公害問題の対策が厳し

く問われた。 

2000 年代は、地球温暖化などの気候危機、ま

た、フクシマ原発の過酷な事故が起こり、大気汚

染公害に重ねて起り、人類の滅亡さえ危惧される

時代になっている。 

こうした中、私はさまざまな公害環境問題にか

かわり、科学を学んできた立場から住民運動とし

て発展させるために微力ながら努めてきた。 

その一端を、列挙する。 

①西淀川などのぜん息公害、②寝屋川の廃プラ公

害などの大気汚染公害、③第二京阪道路や淀川左

岸線などの道路公害、④能勢のダイオキシン問題、

⑤此花区・正連寺川の PCB、コプラナ PCB 等の

化学物質公害、⑥大阪湾のベイエリア開発問題、

⑦関空 2期工事の是非、⑧米の大量輸入に当って

の農薬等の全港検査はじめ食品安全問題、⑨ゴル

フ場問題（開発と農薬など）などである。 

印象に残っている場面は、「なくす会」創立時

の丸山会長による水俣病現地学習、ゴルフ場問題

調査、ダイオキシン問題の調査と講演、若狭地域

原発問題での中島哲演師の奮闘ぶり、大阪湾への

ホルムアルデヒド投棄について布施慎一郎先生の

潜水調査、布施先生などによるナショナルトラス

ト運動の先駆け天神崎の自然観察、道路建設のア

セスメントの徹底要求、大阪府生活環境保全条例

制定審議会について「なくす会」事務局長・林功

さんなどとの傍聴、小西和人さんを講師に行なっ

た「サンフラワー号による大阪湾めぐり」、喜多

善史先生と大気環境学会などで発表した「児童生

徒の喘息と NO2 汚染の調査解析」、阪神大震災で

の淀川堤防の倒壊、測定研究会結成を西川榮一先

生にお願いしたこと、思い出せばこの倍以上ある

でしょうか。あの件はどうなったかと思うことも

たくさんあります。 

２．「なくす会」の運動の特徴を考えて見る。 

①現場主義･･･住民が被害を訴え問題が発生した

ときは必ず現場に駆け付け、被害者をはじめと

する現場の声と状況を把握し、住民運動を起こ

し、進めたこと。 

②情報公開･･･情報公開は、住民運動にとって最

も大切な運動手段の一つである。同時に、その

ことによって運動をすべき内容、方策を考え見

出すことが多々あった。 

③住民運動に科学を･･･公害環境問題の解決には

科学者会議はもとより科学者の力が常に求めら

れている。 
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３．私が経験した、寝屋川の廃プラ公害とのたた

かい 

ここでは徹頭徹尾まさに科学的真実を問う運動

であり、健康被害をなくす人権を守る運動である。 

裁判で協力し、調査、研究、裁判所に意見書を書

いた科学者の方々の専門分野は、プラスチックご

みの機械的・熱的処理から発生する有害化学物質

の研究（楠田貢典、樋口泰一元大阪市大の両教

授）、健康被害の疫学調査（岡山大学：津田敏秀、

頼藤貴志両先生 図１）並びに検診等によるシッ

クハウス状疾病（眞鍋穣医師はじめ医師団）、化

学物質過敏症との医師

による診断（宮田幹

夫・北里大学名誉教授

写真１）、施設周辺の接

地逆転層を明らかにし

た空気の流れについて

の調査の指導（西川榮一・神戸商船大名誉教授 

写真２）、廃プラ施設から排出した化学物質が光

化学反応により二次反応としてのホルムアルデヒ

ドの高濃度

発生の発見

と証明（東

大の柳沢幸

雄教授、水

越厚史研究

員  図

２）、そ

し て 環

境問題に通じた弁護団による仮処分、地裁、高裁、

公調委での弁論、また宮本憲一先生による寝屋川

廃プㇻ検討会など科学者の協力なしにたたかいは

できなかったと思う。もちろん、「なくす会」の

行政への申し入れ、国、府、市の議員の方の論戦

も大いに

励まされ

た。こう

したこと

は、現在

起こって

いるすべ

ての公害

環境問題に

言えると思う。そのことは、公害環境問題の多く

の原因が科学技術が発達し、そのことが人の暮ら

し、生命を脅かすものでもあるからである。まだ

人類は、科学の正しい使用法を会得できていない

のが、現実ではないだろうか。気候不正義、コロ

ナパンデミック、核開発・軍拡競争、世界の分断、

人類が自己検討をし、正しく生きて行ける軌道に

戻すには、まさに科学の大きな力が求められてい

ると思う。 

 人類が、安全で幸福な世界をつくるには、その

被害の現実を直視する勇気を持ち、ともに立ち上

がってたたかう勇気を持つことが喫緊の課題であ

り、そのことの自覚を科学者も、特別な科学者で

ない圧倒的な市民が共有する事業が、「なくす会」

と「科学者会議」が共有すべき何物にも代えがた

い価値であるとつくづく思う。 

写真２．千人集会とデモ 

写真２．煙の実験で接地逆転層発生を確認 

図２．光化学反応でホルムアルデヒド発生 

図１．廃プラ工場からの距離別有症率 

写真１．皮膚症状 
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Ｂ８-１              中央新幹線問題の現状と課題  

              ―開会挨拶と分科会設置趣旨説明をかねて―                                                                              

             長田 好弘、Osada Yoshihiro（リニア中央新幹線問題研究連絡委員会代表） 

 

 １．まえがき 

 日本科学者会議（以後 JSA）が「リニア中央新

幹線計画の撤回・中止を求める声明」を発表し、

市民団体と連帯して活動をすすめて８年余になる。

この間、リニア中央新幹線計画（以後リニア計画）

歓迎ムードは変化し、『朝日新聞』も「JR 東海

と国交省はいったん立ち止まって事業の是非を再

検討」（2021.7.5）するよう説いた。『しんぶん

赤旗』は、川勝静岡県知事が相模原地区の工事現

場を視察した際のコメント「車両基地の造成が着

手されていない現状を見てショックだった」「車

両基地が整備されなければリニアの営業はできな

い」を紹介した（2022.9.8）。「リニア計画がす

すまないのは川勝知事一人がごねているからだ」

との批判への反撃とも受け取れる。実は、樫田秀

樹さんは以前からブログで「リニア、2027 年開

通の目途が立たないのは静岡のせいではない。他

県での工事の遅れだ」として、「工期の遅れ・一

覧表」を公開している。リニア計画の風向き変化

の要因はいろいろあるが、この間の私たちの連帯

した諸活動を第一に挙げることができよう。         

 大井川水資源問題、大深度地下利用法、残土処

理、工事中事故、南アルプスの生物多様性・自然

保護など、長丁場の活動がつづくが、以下に紹介

する『日本の科学者』リニア特集号をも武器にし

て、創意を発揮した粘り強い活動をすすめよう。 

 

２．『日本の科学者』リニア特集号 

 特集企画の基本は、「リニア中央新幹線計画の

撤回・中止を求める声明」（以後「声明」）が果

たした役割と住民運動との共同の成果を明らかに

すること、JSA 創立（1965.12.4）以来の基本精神

である「地域に根ざした科学の創造と総合化」の

教訓を理論的にも実践的にも豊かにしてきたこと

を「見える化」すること、リニア計画沿線の JSA

各支部の独自の活動や市民運動と科学者運動の幅

広く厚みのある連帯と協働の構築の参考になる内

容にすること、あわせて広く国民がリニアの問題

点を知り関心をもつことを期待できるものとする

こと、とした。上記「声明」の眼目の一つに、本

計画の撤回・中止を求めつつも、諸活動において

は地域住民の具体的要求の解決を最優先にした国

民的議論と協働を重視する姿勢を根本にすえた理

由は、諸要求の科学的解明が合法則的にリニア新

幹線の是非の問題へと行きつくからである。特集

の筆者と論考内容についてはこれらのことを考慮

し、第一線で活躍している方々に、「声明」以降

の諸活動の成果にもとづく報告をお願いした。多

忙にもかかわらず快く執筆をお受け頂いたことに

敬意と感謝を表します。 

 

３．リニア計画と国策の関係 

 デジタル田園都市国家構想基本方針（閣議決定

2022.6.7）は、その意義・目的について、「『新

しい資本主義』の重要な柱の一つである。地方の

社会課題を障害物と捉えるのではなく、成長のエ

ンジンへと転換していく」「様々な社会課題に直

面する地方にこそ、テレワークや遠隔教育・遠隔

医療など新たなデジタル技術を活用するニーズが

あることに鑑み、デジタル技術の活用によって、

地域の個性を活かしながら地方の社会課題の解

決、魅力向上のブレークスルーを実現し、地方活

性化を加速する。これがデジタル田園都市国家構

想の意義である」とし、続けて、「三大都市圏間

及びその周辺地域のアクセス利便性向上を図る。

このため、リニア中央新幹線について、水資源、

環境保全等の課題解決に向けた取組を進めること

により品川・名古屋間の早期整備を促進するとと

もに、全線開業の前倒しを図るため、建設主体が 

2023 年から名古屋・大阪間の環境影響評価に着
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手できるよう、沿線自治体と連携して、必要な指

導、支援を行う」としている。同文の文章が「経

済財政運営と改革の基本方針 2022」（閣議決定

2022.6.7）にも記されている。リニア計画はマイ

ナンバーカードにもとづく総デジタル化社会の構

築と一体のものであることがわかる。 

 

４．有識者会議に望むこと 

 国民にとって巨悪の根源とも言えるリニア計画

は、国土交通省交通政策審議会陸上交通分科会鉄

道部会中央新幹線小委員会（以後小委員会）によ

る 20 回の論議と「中間まとめ」（2010.12.15）が

ゴーサインとなって暴走を開始した。筆者は議事

録を通読して、あやふやな議論とその結論に驚き

を禁じ得なかった。「リニア計画ありき」から始

まり、そのための基準値を即製し、実証を軽視し

た机上の議論を重ね、基準に合致する見通しが得

られた、といった枠組みでの結論と言わざるをえ

ない。枠にはめ込まれた意にそわぬ忖度発言を強

いられたとしても、JR 東海の説明を鵜呑みに

し、片手間な仕事として片付けている態度は専門

家としての節操を疑われても仕方があるまい。 

   大井川水資源問題をめぐる静岡県と JR 東海の

議論の調整役として国交省が設置したリニア中央

新幹線静岡工区有識者会議（以後有識者会議）で

も、「委員の専門的な意見を忌憚なく自由に述べ

てもらう」ためと称して、小委員会と同様に実名

使用を拒否してきた。しかし筆者は、有識者会議

の議論の真実が伝わらない、実証的な議論が不十

分である、節操が疑われる発言が交わされる、な

どの理由のひとつに、実名使用の拒否があること

を指摘し改善を要求した（１）。 

 学者・研究者は、自らの「専門的意見を忌憚な

く自由に述べる」にあたって、公開非公開によっ

て左右されてはならない。実名は専門的意見を述

べ合う場において、当事者相互の認識の深まりと

第三者の実証と提案にとって、さらには将来にお

ける教訓のために、とくに公共性の大なる課題に

おいては必須条件である。 

 第 14 回有識者会議（第 1 回環境保全有識者会

議）（２）、第 15 回有識者会議の議事録では実名

となった。読みやすく理解しやすい発言文章とな

っている。南アルプスの自然環境・生物多様性に

詳しい登山愛好家は、議事録の合評会などをオン

ラインでおこない、有識者会議はそれらの成果を

も取り入れて、真に科学性・実証性に富んだ実り

豊かな議事録を作成することを期待したい。 

 

５．おわりに 

 今年、経済安全保障推進法が成立し、大学等研

究機関の有する「知的卓越性の確保」、「社会的

課題解決への貢献」、「アカデミアとしての自

律」、「公開の原則と開かれた批判による質保証

を伴う学問の自由の擁護」といった理念と国家の

安全保障の観点のせめぎ合いが大問題となった。  

 日本學術会議は、「研究インテグリティ」とい

う考え方を従来の研究不正防止にとどまらず、

「研究活動のオープン化、国際化が進展する中

で、科学者コミュニティが、資金や環境、信頼等

の社会的負託を受けて行う研究活動において、自

主的・自律的に担保すべき健全性と公正性及びそ

のための透明性や説明責任に関するマネジメン

ト」と定義し、科学者コミュニティの視点から、

研究インテグリティに取り組むこととした（３）。

軍事研究への対応のみならず、リニア計画その他

政府が設置する数々の「有識者会議」において、

学者・研究者はこの取組みに創意をもって誠実で

あることを期待したい。私たちもこの立場で、有

識者会議の議論を見守り今後の活動を進めたい。 

 

註・文献 

（１）長田好弘「国土交通省有識者会議に科学性、誠実

性、品性を求める」『第 23 回総合学術研究集会予稿・報

告集』（2020年 12月 5日）  

（２）第 14 回より生態学の専門家が参加し、座長も交代

した新たな構成の有識者会議となった. 

（３）日本学術会議会長 梶田隆章「『研究インテグリテ

ィ』という考え方の重要性について」（20122.7.14）；

日本学術会議「科学者コミュニティからの研究インテグ

リティに関する論点整理」【改訂版】 
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Ｂ８-２   新型コロナウイルス禍による JR東海の経営悪化と 

リニア中央新幹線建設工事費の財源問題 

－「国策民営」の矛盾の露呈－ 

 

桜井 徹、Sakurai Toru（国士舘大学経営研究所特別研究員・日本大学名誉教授） 

 

１．はじめに 

石橋克彦氏は、「原発が国の政策を民間にやら

せる『国策民営』 であるのに対して、リニア中

央新幹線は国の政策を民間が都合よく 利用する

形の『国策民営』になっている」と、リニア中央

新幹線における「国策民営」の意味を、民間によ

る「国策」利用の形態と指摘した。筆者は、これ

を私企業による国家プロジェクトの包摂と呼ぶ。 

 今日、リニア中央新幹線プロジェクトが抱える

問題点、たとえば、南アルプスルートの難工事の

問題、環境破壊の問題は、環境アセスメントが十

分でなかったことを含めて、上述した意味での国

策民営から出発したことから生じていると思われ

る(たとえば、候補の三つのルートのうち難工事

である南アルプスルートを選択したのは、工事費

が最も少ないと計算されたからである)。 

本稿の目的は、国策民営の矛盾がコロナ危機に

よって露呈したことを、工事の資金調達問題に焦

点を当てて論じることにある。その前に、「国策

民営」の意味、私企業による国家的プロジェクト

の包摂の具体的意味を簡単に述べておきたい。 

２．リニア中央新幹線の「国策民営」的性格 

 リニア中央新幹線を建設・経営する目的は、次

の二つである。 

一つは、東海道新幹線とリニア中央新幹線を一

元的に経営する(他の事業者が中央新幹線建設・

経営に参入することを防ぐ)ことによって、経営

基盤を確立することと、もう一つは、リニア技術

の海外輸出にある。 

この二つのうち、後者の技術の海外輸出は、ア

ベノミクスの成長戦略の一環として、2013 年５

月に決定された政府のインフラ輸出戦略に組み込

まれた。その現れが、米国のボルティモア－ワシ

ントン間におけるリニア建設である。同建設計画

は、米国運輸省、メリーランド州政府の支援の下

で環境影響評価の最終段階にまで進む。しかし、

2021 年８月末に、米国運輸省は環境影響評価の

最終決定を中止し、事実上、同計画は挫折した。 

前者の経営基盤確保目的としてのリニア建設計

画も 2007 年４月の計画発表時には、全額自己負

担方式が採用されていたが、2014 年７月の国土

交通省のクランドデザインにおける三大都市圏を

結ぶメガリージョン構想によって、国際競争力強

化という国策に組み込まれるとともに、2016 年

11 月から３回に分けて、東京－大阪間の早期開

業名目で低利・長期・無担保の資金として３兆円

が、財投資金から間接的に融資を受けた。 

この３兆円の融資は、ＪＲ東海にとって、株主

配当のための確保という私企業性と国策性を妥協

させる役割を果たしていると言える。 

しかしながら、新型コロナウイルス禍によるＪ

Ｒ東海の経営悪化と、ずさんな環境影響評価に基

づく工事費の増加が、国策と民営の間の矛盾を露

呈させることになった。 

以下、報告は次の順序で行う。 

３.新型コロナウイルス禍とＪＲ東海の経営 

(1)輸送収入と経営悪化 

 新型コロナウイルス禍の下で、JR 東海のドル

箱である東海道新幹線の輸送量と輸送収入は大き

く減少し、その結果、好調に推移していた営業収

益や経常利益は、各々、2018 年度の 1 兆 4640 億

円、5900 億円から、2019 年度の微減を経て、

2020年度に 5410億円、マイナス 2560億円となっ

た。2021 年度にはやや改善するが、それでも経

常利益は欠損から脱することができていない(マ

イナス 680億円)。 
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 (2)新幹線輸送量の減少と出張機会の減少 

平時における 東海道新幹線の利用客の

68.3%(2017 調査)がビジネス客であることから、

輸送量の減少の大きな要因の一つは、オンライン

会議等の普及による出張機会の減少にある。それ

は、主要企業を対象にした三菱総研のアンケート

調査でも裏付けられている。とくに同調査では、

「感染終息以降」の予測でも出張回数はコロナ禍

前にもどらないとなっている。 

 このことは，以前から指摘されていたリニア開

業後における利用者数の推計の過大さに関わると

同時に，リニア工事費の財源問題にも関わってく

るのである．3 

４.工事費増加とリニア新幹線工事の成否 

(1)工事費増加の理由と財源計画 

2021 年 4 月 27 日に JR 東海は，品川・名古

屋間の工事費が，工事実施計画時の 5.52 兆円か

ら約 1.5 兆円増加して，7.04 兆円となると発表

した．増加の理由は，難工事への対応（+0.5 兆

円），地震対策の充実（+0.6 兆円），発生土の活

用先確保（+0.3 兆円）とされている．これらは

環境影響評価が杜撰であったことを物語るもので

あるが，増加した工事費に JR 東海はどのように

対応するのか． 

同社の試算によれば，工事費総額 7.04 兆円は，

「現実的に想定しうるベースで収益が回復した場

合に，一定の合理的な前提をおいて」算出された

営業キャッシュフローの累計額(経常利益がベー

ス)と新規債務による資金調達額 1.0 兆円でまか

なえることになり，株主配当を含む健全経営は阻

害されないというのである． 

(2)財源計画の不確実性 

果たして，その財源計画は実現可能なのか．す

でに 2020 年度末までのリニア関連工事費累計額

は 1.0兆円なので、7.1兆円-1.0兆円=6.1兆円を

新規債務と 1.0兆円と経常利益で賄えるかどうか

である。 

まず、新規長期債務が 1 兆円で済む根拠につい

てである。それは経常利益の推移にも依存するが、

それだけではない。上述した財投資金 3兆円のう

ち 2020 年度まで未消化で残っている資金残 2.08

兆円が存在していることが大きな理由である。 

したがって、JR 東海は、6.1 兆円(2021 年から

2027 年の工事費)－2.08 兆円－1.0 兆円=2.93 兆

円をキャッシュフローで充当できれば、JR 東海

の財源計画は問題ないということになる。財源計

画は 8 年間で考えているので、年平均 0.37 兆円

である。 

それでは、年平均 3700 億円の経常利益をあげ

ることができるのか。JR 東海によれば、それか

可能になるのは、運輸収入が 2018 年度比で，

2021 年度 66%，2022 年度 80%，2023 年度 90%，

2024～203 年度までに 100% に回復することだと

している。しかしながら、2021年度の実績は 47%

に過ぎず、2022 年度も JR 東海自身が 72.5%と予

想しているのである。 

輸送収入が予定通りに増加しないとすれば経常

利益も増加せず、工事費調達のためには新規債務

額が 1.0兆円よりも大きく膨らみ、したがって、

経営を圧迫することになる。だからこそ 2021 年

度の『有価証券報告書』も，「仮に健全経営と安

定配当を堅持できないと想定される場合には，工

事のベースを調整し，十分に経営体力を回復する

ことで，工事の完遂を目指します」と述べざるを

得なかったのである．しかも，工事費は 7.04 兆

円で済むかは，JR 東海自身も確約していない． 

むすびにかえて 

経営の安定、とりわけ株主配当の確保という民

営事業があるが故に、「国策事業」が矛盾を抱え

ていると言えるのではないだろうか。「国策」を

口実に再び財投資金ないしは公的資金が投入され

ることになるのであろうか． 

参考文献 

石橋克彦(2021)『リニア新幹線と南海トラフ巨大地震』 
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所収)に基づいています。省略した参考文献等は、拙稿を

参照してください。 
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Ｂ８-３     リニア新線建設の問題点と運行の安全を問う 

 

    大塚 正幸、Ohtsuka Masatuki（東京支部） 

 

１．はじめに 

 安全の基本を逸脱するような事故が続くが、

リニア 1)新線の安全は担保されているか。そん

な疑問を先に「トンネル建設の安全とリニア新

幹線運行の保安」と題して執筆した 2)が、本論

はその補追編である。併せて参考にたされたい。 

1) 超電導磁気浮上方式鉄道：本論では「リニア｣とする 

2) 月刊『日本の科学者』 57-11（2022.11．1）特集号 

２．リニア建設に関わる問題 

リニアトンネル建設上の問題点として、膨大

な土圧と湧水と渇水および都市域大深度の未固

結砂層の掘削であることは、既に述べたが、残

土盛土処理と工事費の増加問題も重要となる。 

(1) 建設費の高騰 

コロナで減収の続く昨年４月、ＪＲ東海は品

川－名古屋間の建設費を 1.5 兆円増額し、７兆

円にした。内訳は難工事対策費５千億円、地震

対策６千億円、残土処理等費用３千億円などと

される。下記各項の増額事由説明を見ると、全

て当初から計上すべき費用の追加に過ぎない。 

① 難工事対策：地質の不確実性や狭隘な場所 

での施工上の制約の厳しさ等が判ってきた 

② 地震対策：明かり構造物強化が必要 

【リニアの施工設認可は 3.11東日本震災の３年後】 

③  都市部の発生土：護岸工事等費用負担増 

山岳トンネルの発生土：運搬・受入費増加 

【土捨て場の見切り発車と見積り経費の圧縮】 

増額内容には、大井川の渇水対策費、誘導集

電方式採用に必要な軌道コイル設置費等は、含

まれていない。今後、難工事トンネル、沿線の

公害対策等の積み上げに事業は耐えられるか。 

(2) 残土盛土はリニアの巨大なゴミ捨て場 

リニア品川－名古屋間で発生する建設残土

5680 万㎥は、関東の水ガメ、荒川水系９ダムの

総貯水量の１割に相当する。巨大なゴミの捨て

場を定めずにスタートしたリニアは、今もって

受け入れ先に苦慮している。 

(3) 盛土規制法の成立 

昨年、熱海で発生した土石流を機に、国は今

年５月、宅地造成規制法を(特定)盛土規制法と

して改正し、規制の範囲を農地等に拡大した。

ただし、リニアの残土で新法の規制対象となる

のは、要対策土のみである 3)。大災害を生む恐

れの高い危険な残土盛土の再点検と排除を進め

ねばならない 4)。 

3）特定盛土の定義：･･･(略)宅地又は農地等に隣接し、 

又は近接する宅地において災害を発生させるおそれ

が大きいものとして政令で定めるものをいう 

4）自治体に委ねられる例外条項の適用が発動されな

いよう監視を強める必要がある 

(4) 危険性が高い残土盛土（要記） 

① 盛土は自然地形に逆らって構築される脆弱な 

人工物であり、常に善管義務が要求される 

② 表面・堤内の排水不良で堤体が浸潤されれ 

ば、自立強度(せん断抵抗力)5)を失い崩壊する 

 5）せん断抵抗力を生む粘着力･せん断摩擦角は、地

下 水面下(飽和状態)で極端に小さな値となる(流動化) 

常に水の供給を受ける斜面の腹付け盛土、とく

に谷埋め盛土は、長期降雨で浸潤の危険が高い。 

③ 事業用本体構造物と異なり、設計の安全が行

き届かないうえ、一般に遠隔地に放置され、点

検･管理が疎かになる 

④盛土の崩壊による損害は、一般に受益者たる

造成地の地権者の被害よりも、権利に無縁な下

流に域に対し、広範かつ甚大な被害を及ぼす 

⑤ 時間の経過とともに地権関係が不明確になり、  

管理責任の追及、損害賠償の請求が困難 

(5) 危険な残土盛土を避けるために 

① 谷埋め盛土、高盛土を避ける。 

 補強土盛土など急傾斜盛土の設計をさせない。 

② 定期巡回と異常時の臨時点検を怠らない。 

③事業者と堤体の存続全期間にわたる責任管理

の協定を結ぶ(自治体に関与させる)。 
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３．リニア運行の安全 

(1) 実用化として未完成なリニア技術 

リニア技術開発の経緯と現況： 

1990 年運輸省通達に基づき、ＪＲ海･鉄道総

研が共同で「リニア｣技術開発基本計画を策定した。 

1997 年運輸省は「リニア｣実用技術評価委員会な

る第三者機関(以下委員会)を公設し、ＪR 東海ら

の進める開発技術に評価を与えてきた。委員会

は非公開で、国交省のホームページから断片的

審議内容を窺い知るのみである 6）。 
6）
過去 20回開催のうち，開催記録の掲載は 12-14,16-20回のみ、

  
 

委員名簿だけの場合もある。委員会の規約すら検索できない。
 

開発の現況を伝える第 18回報告（202２年７月）：
 

不十分な員委会の公表記録のなかで、標記報

告が開発の現状を如実に示している。【重要で

あるのでやや長文を以下に引用する】
 

資料 1
 
；５項目 7)にわたる｢開発状況｣を概説。

 
7)  ①長期耐久性の検証

 
②コスト低減及び設備仕様

 
③環境対策

 
④異常時対応

 
⑤保守に関する検討状況

 
結論＝｢営業に必要な技術が網羅的、体系的に

整備され、営業線仕様や技術基準の策定の

具体化が可能になった｣(p.1)
 

今後の課題＝
 

◙高温超電導磁石、励磁下検査、

誘導集電
 
◙設備・車両のほか、異常時対応、

保守運用体系、詳細な営業線仕様、技術基

準、運営マニュアル等の策定(p.1)
 

  
資料 2

 
；評価対象外の項目に関する策定等が

望ましい追加項目として◙動態監視、異常時

対応、保守体系、詳細な営業線仕様、技術

基準等が挙げられている
 

(p.47)
 

見えてこない＂その後”の開発の現況：
 

その後の委員会において｢誘導集電による車

上電源に必要な技術が確立している｣と報告さ

れた 2011 年９月(第 19 回)、そして次は 2017 年

２月であった。ただし、第20回委員会は、当該

年度を年限としていた基本計画期間の延伸(６

年間)と開発方針の承認が議題で、新たな技術

評価の審議は行われなかった。つまり、評価委

員会は、2009 年以降 13 年間、誘導集電以外新

たな実用化技術の評価を加えないまま、(密

室の合意？) 2023 年３月には延期された基本計

画策定期限を迎えようとしている。 

(2)リニア安全運行への不安 

ＪＲ東海の欺瞞： 

ＪＲ東海はよくある質問(FQA) [超電導リニ

アの技術はもう完成しているのですか｣に

｢･･･直近では2017年２月に営業線に必要な技術

開発は完了していると改めて評価を受けていま

す(閲覧 2022年 9月)｣と答えているのは、完全な虚

偽である。前述のとおり、2017 年第 20 回委員

会の総括報告に、技術評価に関する議題はなか

った。ただ、当委員会に別添として添加された JR

東海と鉄道総研連名の資料図｢今後の技術開発の

進め方｣(p.1)に営業線に必要な技術開発は完了の

文言が独断的に挿入されていた。第 18 回委員会

報告には、前記５項目 7]の開発に関して、完了した

との評価は一切無い。今後の課題を伏せて、開発

が全て完了したかのような表現は放置できない。 

安全な営業の水準に達していないリニア： 

これまでの委員会で｢開発が完了した｣とされ

た技術はない。｢実用化に必要な技術が確立し

ている｣と報告された誘導集電にしても仔細を

見れば、梨実験線 1 ㎞区間における一時的な検

証にすぎない。燃料不搭載の誘導集電は、超高

速車両運行安全キーテクノロジーであるにもか

かわらず、地上コイルの全線敷設を進めず、危

険極まりないガスタービン搭載のまま実験線の

運行試験が続けられている。 

クエンチの危険度を改善する高温超電導も実

験車両での全面採用に至っていない。 

リニアはもともと無理筋ではなかったか： 

空港という端末施設[点]の維持で足りる航空
機に較べ、地上の全[線]施設保全に追われるこ
とが、鉄道の大きなハンディキャップとなって

いる。いわば全路線に電動機(の固定子)を敷き並
べるようなリニアの多重コイルと、ガイドウエ
イの[面的な保線]は、さらに大きな負担となる。 

車輪との多重走行機能は車両保守を複雑化する。
また、足回りの修理を妨げる U 型ガイドウエイ
構造の選択は、決定的なミスマッチであろう。

冒頭に述べた如く前論 2)と合わせ理解頂きたい。       
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Ｂ８-４  リニア中央新幹線の地上コイルの耐久性、保守性について 

 

松永 光司、Matsunaga Mitsushi（東京支部武蔵野通研分会） 

 

１． はじめに 

リニア中央新幹線（以下、リニアと略）では、

ガイドウエイ全線にわたって、地上コイル（浮上

と案内のための浮上案内コイルおよび推進のため

の推進コイル）が設置される。その数は極めて多

く、自然環境にさらされ、リニア運行のたびに繰

り返し大きな衝撃荷重を受ける。その耐久性保守

性の確保は、リニアの安定した運行に極めて重要

である。 

 

２．「超電導磁気浮上方式」の原理 

リニア新幹線は，U字形ガイドウエイの中を走行

する。ガイドウ

エイの構造を図

1に示す。ガイ

ドウエイ側壁に

は、田の字形の

ユニットがボル

トで固定されて

いる。その内部

には、８字形の

浮上案内コイルが２

個並べて樹脂モール

ドされている（図

２）。また、その下の

層には推進コイルが

配置されてい

る。リニアは、

車両に搭載した

超電導コイルと

ガイドウエイの

浮上案内コイル

との電磁誘導作

用で車両を浮か

せ走る方式であ

る。助走区間では、リニア車両はゴムタイヤで走

行する．リニア車両を加速し 150 km/hに達する

と、ゴムタ

イヤを徐々

に引き上げ

る。する

と、リニア

車体はわず

かに沈み、

超電導磁石

の強力な磁

界が浮上案内コイルを横切り、電磁誘導が起こ

る。浮上案内コイルの下部ループには、超電導磁

石と逆の極性を生じる誘導電流が生じ、その電流

は８の字に交叉して上部ループでは逆方向に流れ

る（図３）。その結果、下部ループでは斥力（車

体を押し上げる方向の力）が、上部ループには引

力（車体を引き上げる方向の力）が生じる（図

４）。現行リニア車両は、約 10 cm沈んでバラン

スをとるように設定されている。また、浮上案内

コイルは、対向するガイドウエイの浮上案内コイ

ルと連結され、車体が側壁に近づくと斥力が、離

れると引力が働くように構成され、車体を常にガ

イドウエイ中央に保持するように案内機能を持た

せている。 

３．浮上案内コイルに作用する衝撃負荷 

 リニアの浮上走行時、ガイドウエイを叩くよう

な衝撃性の騒音が生じる。その発生源は浮上案内

コイルに繰り返し働く約１ｔの衝撃負荷である。 

 リニア車両は連結部に台車が置かれ、台車には

超電導磁石が両側で８個配置されている。現行リ

ニア車両では、超電導磁石 1 個あたり浮上案内コ

イル約３個が対応し、合計 24 個の浮上案内コイ

ルでリニア車両１輛分の重量を支えている。車両

重量は乗客を含め、約 24ｔと想定すると浮上案
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内コイル 1個当たり約 1ｔの大きな衝撃負荷がか

かる。また、24ｔの重いリニア車体を急加減速す

る際の反力が推進コイルにかかる。 

４．地上コイルの使用条件 

リニア磁気浮上走行システムは、超電導、電磁

誘導、高速移動の車体制御などきわめて多くの技

術要素から成り立つ。安全性・信頼性の検討対象

は多岐に及ぶ。本稿では、最も基本的な要素であ

る地上コイル（浮上案内コイル、推進コイル）の

使用条件と耐久性・信頼性について検討する。 

(1) 地上コイルはリニア全線にわたり設定され、

膨大な個数となる。敷設ピッチ 0.45 mの浮上

案内コイルは，東京・名古屋間 285.6 kmでは

往復で約 233万個と膨大である。 

(2) 地上コイルは、アルミニウム・コイルをモー

ルド樹脂で一体成形し、剛性を高めている 1）。

推進コイルではエポキシ樹脂を使用し、絶縁性

が課題、浮上案内コイルでは不飽和ポリエステ

ル樹脂を使用し、耐荷重が課題となる 2)。 

(3)浮上案内コイルには、約１ｔの衝撃負荷がか

かる。これは浮上案内コイル上部ループに引力

（側壁から引きはがす力）として繰り返し作用

する。この力は，浮上案内コイルをボルト固定

する締結部付近に応力集中を生じさせるため，

締結部の耐久性が重要になる． 

(4)地上コイルは、30年を超える長期運用が想定

され 5)。長期の屋外使用により地上コイルの表面

は紫外線や水による絶縁性劣化を受けやすい。 

以上の使用条件下で地上コイルには、性能や信

頼性の確保と効率的な保守手法の適用、製造・運

用におけるコスト低減が求められる。 

５．地上コイルの耐久性、信頼性の追求 

(1) 地上コイルの耐久性評価のため屋外環境試

験、疲労試験等が行われている。鉄道総合技術

研究所では、「電磁加振試験装置を開発して実振

動に対応した耐久性評価に取り組み，その他環

境試験，高電圧試験等の各種耐久性試験により

故障の予兆検出法や余寿命の推定手法を明らか

にする」など、技術開発を続けている 3）。 

(2) 膨大な数の地上コイルの検査・保守を効率的

に行う手法の研究開発が続けられている。 

① 推進コイルに絶縁不良あると、部分放電が生

ずることに着目し、車上からその部分放電を検

出する方法の検討を続けている 2）。 

② 地上コイルに無線センサーを設置し、保守  

用車に無線装置を搭載し、50㎞/hで移動しな

がらデータ収集システムの改良を重ね、500㎞

/h でのデータ収集の可能性を見出している 6)。 

日本科学者会議は 2014 年６月にリニア中央新

幹線問題研究連絡委員会（以下リニア委員会）を

設置し、４つのプロジェクトチーム（経済性・採

算性，地質・環境，法律，車両全般）を設けた。

筆者は「車両全般」チームに所属し、『鉄道総合

研究所報告』など一次資料に当たって車両技術を

検討した。その結果、車両技術に関しては、実験

線のレベルでは成果を上げている、しかし、その

成果が営業線で確実に生かされるか疑問である。

実際の営業線では保守を含め、未検討の課題が山

積しているとの評価に達していた。その後鉄道総

合研究所において営業段階に必要な諸課題の研究

が続けられていることは、上述のとおりである。 

2009年７月に国交省超電導磁気浮上式鉄道実

用技術評価委員会は、リニアについて「実用化の

技術の確立の見通しが得られており、営業線に必

要となる技術が網羅的、体系的に整備され(た)」

との技術評価を出したが，地上コイルの信頼性・

耐久性など重要部分は、未だ検討中であり，将来

の技術達成を当て込んだ不適切な評価である。 

 

引用文献 
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振動特性評価」『鉄道総研報告』Vol.36, No.6, 21- 26, 2022． 

2)高橋、池田、渡邉、太田、川田「車上からの地上コイルの部  

分放電検出法」『鉄道総研報告』Vol.34, No.31, p.34, 2020. 

3）富田：「浮上式鉄道技術と超電導の研究動向 1」『鉄道総研

報告』Vol.36, No.6, 2022.  4) 2)と同じ、p.21. 

5) 饗庭、太田、池田、高橋「浮上式鉄道用地上コイルのリサイ

クル・リユース手法の検討」『鉄道総研報告』Vol.32，No.3， 

p.23，2018. ６) 田中、高橋、池田、依田、岩井、稲本「浮上

式鉄道用地上コイルのセンサデータ取集システムの開発『鉄
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Ｅ８-５     大深度地下使用法による人権蹂躙を許さない   

－田園調布リニア工事差止め訴訟－ 

 

三木 一彦、Miki Kazuhiko（リニアから住環境を守る田園調布住民の会） 

 

１．はじめに 

強権的独裁国家であれば、権力者が何かをやる

と決めれば、住民らの意思とは無関係に一方的に

ブルドーザーが来て家々を破壊してしまう。私は

海外の社会インフラ構築に関わる事業に携わって

きた者として、欧米先進国のみならず、そのよう

な独裁国家での仕事も経験してきた。 

そして、まがりなりにも民主主義国家であり、

法治国家である日本では、このような人権侵害は

起こりえぬものとの幻想を抱いていた。リニア新

幹線（以下、リニア）の巨大トンネルが地権者の

同意も、住民に周知されることもなく、実質無補

償で住宅地の下に掘削されることと、それを可能

ならしめる大深度地下使用法なる違憲性を指摘さ

れる悪法の存在を知るまでは。 

法治国家とは、「法律さえ作れば何をやっても

構わない」という意味ではない筈である。そして、

形式的ならぬ実質的法治国家足りうるためには、

「法の支配」の原理を尊重すべきであり、その内

容を憲法学者の芦部信喜は、次のように説く。

「法の支配の内容として重要なものは、現在、①

憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵され

ない個人の人権、③法の内容・手続きの公平を要

求する適正手続（due process of law）、④権力の恣

意的行使をコントロールする裁判所の役割に対す

る尊重、などだと考えられている 1）。」 

大深度地下使用法は、上記①～③をことごとく

逸脱するものであり、このような悪法により、住

民に無断で住宅地の真下に巨大トンネルを掘るな

どという暴挙が、許されるのであれば、もはや、

中国や北朝鮮を独裁国家と笑うことなどできない。 

私たち田園調布と東玉川を中心とする沿線住民

は、この暴挙を止めるべく、2021 年７月 19 日に

リニア工事差し止め訴訟を 24 名の原告団で提起

した。 

 

２．2018年７月の暑い日 

旧知の近隣住民から自宅直近の地下をリニアの

巨大トンネルが通ることを知らされ、大きな危機

感を抱いた。それは、上述の法律面の問題もある

が、工事に伴う振動、騒音、地盤沈下、陥没、そ

して、仮に開通したら生じる可能性がある電磁波

被害などに対する重大な懸念でもある。そして、

ＪＲ東海がリニア事業を事実上、住民に知らせぬ

ようにしていることに対しても。 

そこで、住民有志とＪＲ東海に説明会の開催を

求める署名を 242 筆集めた。同時期に住民の会も

立ち上げた。ＪＲ東海に署名を住民ら４人で持参

し、受け取りすら渋る社員に約２時間をかけて受

理させ、後日の回答を約させた。そして、電話で

受けた回答は、「大田区では５月に説明会を開催

済みである」と、説明会開催を拒否するものであ

った。 

説明会はＪＲ東海のホームページと区報（催物

欄に小さく、しかもリニアと記載せず）で告知し

たとのことであり、参加者数は「個人情報だから

答えられない」という論外なもの。ＪＲ東海の住

民軽視の傲慢な隠蔽体質を思い知らされた。 

 

３．大深度地下使用の認可そして提訴に 

私たちは大田区に、住民への周知も説明もない

まま認可が下ろされぬよう、国に働きかけること

を求める陳情書を２回出したが、２回とも委員会

にて不採択となった。委員会の席上、与党系区議

の発した「憲法は国会や最高裁の問題であり、大

田区には関係ない」との、不見識極まりない不規

則発言が忘れられない。 

そして、2018年 10月 17日に国土交通大臣によ
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る認可が下りてしまい、私たちは、翌 2019 年１

月 10日に認可取り消しを求める審査請求書を700

通以上取りまとめて国土交通省に提出した。 

待つこと 1年半、ようやく届いた赤羽国交大臣

名の弁明書の、住民の訴える工事の危険性を「単

なる抽象的危惧感をいうにすぎないもの」と切り

捨てた文章に、司法に訴える他はないととの思い

を強くさせられた。 

弁明書に対する反論書を 2020 年９月に提出し

たが、まさに、その翌 10月 18日にリニアと同じ

シールド工法で大深度地下トンネル工事を行なっ

ていた外環道の調布市つつじヶ丘で大規模な陥没

事故が起き、大深度地下工事なら地上に影響がな

いとの安全神話は崩壊した。 

私たちのリニア工事差し止め訴訟は、2022 年

６月６日に第４回口頭弁論期日を迎えた。ＪＲ東

海の基本的スタンスは、「危険だというなら原告

がそれを立証せよ」というものである。しかし、

他人の所有地を無断で掘削しようとする側がそれ

をいうのは、反倫理的ですらある。 

 

４．今起きている注目すべきこと 

2021年 10月 14日にＪＲ東海は、調査掘進とい

う名目で北品川非常口から初期掘進を開始した。

事前の説明会では 2022 年３月末までに 300 m の

掘進を終え、調査掘進の結果説明会の後、本掘進

を開始するとしていた。 

ところが、この掘進が全くはかどらず３月中旬

頃に 50 m で掘進が止まってしまった。理由を問

い合わせても、「安全第一で丁寧に掘ってます」

の類いを繰り返すばかり。 

シールドマシンは、広島、横浜、北海道などで

トラブルが続いており、外環道でも陥没事故とは

別の場所で、シールドマシンが地下で損傷事故を

起こして停止したことが、４月に明らかにされた

ばかりであった。 

北品川で何が起きているのか不安が募る中、５

月 27 日になってＪＲ東海の金子社長が、ようや

く定例記者会見で「土をうまくマシン内部に取り

込めない」からと説明した。ただし、その理由に

関しては、8 月 9 日にホームページに掲載しただ

けで、10 月末に至るも住民への説明会を開こう

としない。 

そもそも、シールドマシンの実績のほとんどが

公道の下を通る小口径の下水管の類であり、直径

14mもの巨大なシールドマシンで住宅地の下を掘

った例はない。唯一の先行例が外環道で、直径

16mのシールドマシンで住宅地を掘削して陥没事

故を起こしてしまった悲惨な失敗事例なのである。 

今回シールドマシンが動けなくなったのは、80 

m以深という深さであり、そのような大きな土圧

がかかる地下で大口径のシールドマシンを使用し

た経験は皆無とされる。つまり、「未熟な技術と

機械が招いた事態であろう」と指摘する専門家も

いる。この問題は、引き続きＪＲ東海に説明責任

を果たすよう強く求めていく。 
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Ｂ８-６       静岡県のリニア議論の到達点 

－ＪＲ東海では水と環境を守れない－ 

 

林 克、Hayashi Katsushi（リニア新幹線を考える静岡県民ネットワーク共同代表） 

 

１．はじめに 

リニア中央新幹線は、静岡県の北端、3,000  

ｍ級の山々がそびえる南アルプスの山中を 10.7

㎞の区間をトンネルで通過する。リニアトンネル

工事は、わが国第３の高峰、間ノ岳を源流とする

大河、大井川の水源を切ることになり、しかも普

通の水源ではなく、今なお隆起を続けている複雑

な形状・特性を持つ水源に取り返しの付かないダ

メージを与える。大井川は、中下流域 62万人の水

道水を支えるいのちの水、農業、工業用水によっ

て産業・雇用を生み出しており、また、南アルプ

スの豊かな水は、国立公園やユネスコエコパーク

の存立の条件である生物多様性をはぐくんでいる。 

静岡県におけるリニア問題の議論の到達点につ

いて論じてみたい。 

 

２．国の中間報告とその後の対応  

ＪＲ東海のリニアトンネル工事によって大井川

の水量が毎秒２トン減少することに対して、静岡

県は、認可に際しての知事意見として、水・環境

を守るため「トンネル湧水の全量戻し」を意見と

してあげた。 

2021年末、国の有識者会議の中間報告の大井川

中下流の表流水と地下水についての結論は、次の

ようになった。 

・トンネル湧水を全量戻せば、中下流域の河川流

量は維持される。中下流域の地下水量への影響

は極めて小さい。 

・（ＪＲ東海、静岡市モデル程度の湧水量であれば）

工事期間中の 10か月間、県外流出による中下流

域の河川流量は維持され、中下流域の地下水量

への影響は極めて小さい。 

と要約できるにもかかわらず、有識者会議では

全量戻しの方法は確定されず、ＪＲ東海モデルや

静岡市モデルのトンネル湧水量を適当と確定した

わけでもなかった。だからこそ、難波副知事（当

時）は、「現時点で工事は認められない」と明言し

た。今後残った課題をいくつかのレベルで議論さ

れていくことになった。 

(1) トンネル湧水の全量戻しの方法 

ＪＲ東海は、二つの方法を示している。 

A：山梨県側のリニアトンネルで出た湧水を集め

て一定期間で静岡県側に戻すとするもの。 

B：東電田代ダムに取水制限を要請し、トンネル工

事で減った分の水量を確保するとするもの。 

 

 

図 1．山梨県内において発生するトンネル湧水を

ポンプアップする区間 

出所：ＪＲ東海提出資料。 

 

 

図２．工事の一定期間、発電のための取水を抑制

大井川に還元する方策 

出所：ＪＲ東海提出資料。 
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どちらも県が主張する工事湧水の全量戻し

には該当しないと考えられ、他にも重大な問

題点を含んでいる。今後、専門部会で議論され

ていくことになった。 

 

(2) 生物多様性の確保 

「ＪＲ東海の環境保全に関する取組みに対して、

科学的・客観的観点から議論を行うことにより、

ＪＲ東海に対して指導・助言等を行うこと」を目

的として、新たな国の有識者会議がスタートした。

水問題とは違い、ＪＲ東海から椹島以北の対策が

示されておらず、生物多様性に重大な影響をもた

らすことになる。これまでの県の議論を元に、国

でも議論が進められていくとされた。 

 

図３．ＪＲ東海の解析結果 

出所：ＪＲ東海提出資料に静岡県が加筆。 

 

(3) ルート変更と期成同盟会 

川勝知事は、リニア建設期成同盟会への参加を

表明、現行のルートを前提にすることを条件に７

月に加入が認められた。その一方で、リニアルー

ト決定過程における不透明性の解消を言っており、

この二つの説明を知事選後に掲げた「ルート変更・

工事中止」との関係で、もっと県民に説明すべき

であると考える。 

知事は、橋本から甲府のリニア部分開業を主張

し、橋本駅付近を視察した。まず、開業に必ず必

要なリニア車両基地を訪れ、「ＪＲ東海の示した

11 年の工期に対して用地取得が半分しか済んで

おらず、請負の業者しか決まっていない状況であ

る。来年着工したとしても、工事完了は 2034 年、

ＪＲ東海が頑なに修正しない 2027 年完成には、到

底間に合わない」と指摘した。ＪＲ東海の金子社

長は、静岡県庁を訪れて「静岡のために間に合わ

ない」と強調して県民の意識を逆撫でした。 

現在の議論で、かなり焦点が絞られているもの

の、まだ議論に時間がかかると見られる。川勝知

事は、「大井川の環境が守られなければ、河川管理

者に基づく工作物などの許可権を行使する」旨を

言っている。国策に準じる事業であり、それを支

えていくためには、県民の世論の大きな結集が求

められている。 

 

３．おわりに 

県内でリニア関連の運動をしている団体が、大

同団結して国会に向けての署名が始まった。静岡

県の水と環境を守っていくことはもとより、リニ

アが認可時の条件とずいぶん変わってきているこ

とを国会のチェックを求めている。たとえば、Ｊ

Ｒ東海は３月末に２年連続の最終赤字となり、こ

れまで東海道新幹線の高収益に支えられてリニア

建設費を捻出してきたことが、大幅に狂っている。 

需要の７割を占めるビジネス客において、リモ

ートの普及が収益の回復を妨げると指摘され、こ

れまでのようにリニア建設費に充てる利益剰余金

が確保できる状況にないことが考えられる。 

リニア認可の前提は、ＪＲ東海の高い収益性と

安定は崩れてきている。それらを含め国会でチェ

ックして欲しいという署名を集め、幅広い共同を

実現させたいと思う。 
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Ｂ８-７   リニア中央新幹線説明会の問題（経過、手続き、内容） 

 

中川 武夫、Nakagawa Takeo（中京大学名誉教授・愛知支部） 

 

１．リニア説明会の問題（経過）                      

 リニア中央新幹線のシールドトンネル工事の説

明会が、春日井市で 2021 年８月 17 日、名古屋

市で2021年９月16日に開催された。開催予定、

説明会への報道機関の参加も認めないものだった

が、説明会資料だけは、ＪＲ東海のホームページ

で後日公表された 1）。 

 その時の質疑内容は、「…主なご質問」として

公表された 2）が、どちらも主な質問が２問だけ

で、各工区共通の９質問の回答は、「詳細は説明

会資料もご参照ください」というものである。 

しかし、多くの疑問・要請があるため、東京外

環道路のＮＥＸＣＯ東日本のように、ホームペー

ジの「…主なご質問」を更新すべきである。 

２．リニア説明会の問題（手続き） 

(1)リニアアセスでの知事意見の履行を 

 2014 年７月 30 日に愛知県知事は「55項目の意

見をＪＲに申し上げました。これはやるのは当然

…やっていただけないのであれば、それは事業が

進まないということだ」と発言。ところが、直後

の 2014年８月の環境影響評価書、続く 2014年 11

月の事後調査計画書で知事意見は無視された。県

はこれに判断を示さず、「環境影響評価手続きは

終わった、環境保全措置を実施している、事後調

査を見れば良い」という姿勢を続けている。 

(2)シールドトンネル説明会の不十分さ 

 春日井市内延長 10.1km、名古屋市内延長 7.6km

もある工事を、１回ずつの説明会で質問者を残し

たまま終了した。また、坂下非常口から岐阜県側

（愛知県内 2.2km)の説明会は予定もない。 

(3)深度 40ｍ以浅の説明会 

 堀川から名古屋駅までは、大深度地下法が適用

されない深度 40m 以浅である。この地区では、

土地の買収、地下利用権の買い上げ、地下利用の

承認など、別の内容で説明を行うべきである。現

に、リニア神奈川県駅までの 3.8km は浅深度地下

区間とし、説明は未完である。                                                   

３．リニア説明会の問題（内容） 

(1) 振動加速度、変位の測定を  

 振動の計測は 1）p.48、公害振動の振動レベルと

するようだが、地震と対比できる振動加速度レベ

ルも測定すべきである。振動レベルは、周波数毎

に振動感覚補正を行い、一般的に振動加速度レベ

ルより小さな値となる。また、上下方向だけの値

とされ、振水平・垂直方向とのベクトル値より小

さくなる。振動加速度を水平・垂直方向で測定し、

家屋被害との関係を検討する必要がある。 

 生活環境の保全に関する取組みでは、東京外環

道路のように「地表面変状の確認」（とくに、上

下変位として地盤沈下量）も実施すべきである。 

(2) 亜炭鉱陥没の恐れ  

 亜炭採掘跡

区間での計画

で、「文献調

査の結果、も

っとも深いも

ので約50mで

あることを踏

まえ…計画」１）p.40 とあるが、芝炭鉱竪坑は深

さ 53m もあり、リニア掘削断面に亜炭層が食い

込んでいる。 

 大深度地下申請書のボーリング調査 3）では、
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春日井市の亜炭層で「GL－31m 付近で泥水全逸

水」、「GL－20.40m で全逸水」など廃坑内に掘

削泥水が流れ込んだと想定される例がある。 

 2015 年２月にリニアルートから 50ｍの中部大

学近くで陥没発生。翌月 150ｍ離れた出川町不二

ガ丘のちびっこ広場で直径５ｍ深さ２ｍ、2021

年９月に直径 30cm 深さ２m の陥没があった。こ

のように普段でも危険な地域をシールド掘進する

なら、しっかりした空洞調査と対策が必要である。 

(3) 泥水式シールドは陥没を生じさせない？ 

「坂下西工区（泥水式）は工法が異なるため、

東京外環（泥土式）のようなメカニズムによる陥

没事故は発生しません」1）とあるが、排泥管で

運び出すことは同じで、しかも、適用する泥水

式シールド工法では、鉄道・運輸機構が「新横

浜トンネル」で2020 年６月に工事中の横浜市道

環状２号線直下で陥没事故を２回発生している

。

 

(4)

 

具体的な陥没防止策がない

 

  

東京外環工事（泥土式）陥没原因は、「特殊

な地盤…カッターが回転不能…結果として土砂の

取込みが過剰…施工に課題」とし、新横浜トンネ

ル（泥水式）陥没原因は、「土砂を過剰に取込み、

空隙が形成された…①切り刃の安定確保、②排泥

管の閉塞防止、③掘削土の取込み量の管理、④裏

込め注入量の管理がポイント」と言うだけで、管

理数値など具体的な対策は示されていない 1）p.37。

せいぜい管理基準値の強化例（１リング掘進後 1

次管理値±５％等）が示されているだけである。

 

  

国土交通省がまとめたガイドライン 4）でも、

「排土量管理…掘進時の土砂の取込み量の管理を

適切に行い、過剰な取込みや取込み不足を防止す

ること」だけであり、参考資料

 

Ⅱ

 

で「過剰取込

み土量を用いて排土率を算定…監視…兆候を早期

に感知できる可能性がある」として、事業者任せ

になっている。

 

４．そもそも環境保全計画書とは

 

(1)

 

環境影響評価書（2014年８月）

 

 

「第 10 章

 

具体的な位置・規模等の計画を明ら

かにすることが困難な発生土置き場等を新たに当

社が今後計画する場合には、調査及び影響検討を

事後調査として実施する。…関係自治体と調整の

うえで…地域にお住いの方への公表を行う⁵⁾」と、

評価書が不備であると認めながら、非常口工事な

ど、その後の詳細計画を住民等の意見も聞かず、

自治体と調整して公表するとしている。環境省も

この仕組みを認めた罪は大きい。 

(2)各県で扱いはばらばら 

①愛知県は受取るだけ（ＪＲの言い分丸のみ） 

例：中央新幹線坂下非常口について、2017 年３

月新設工、2018 年２月工事施工ヤード造成作業、

2019 年 1 月トンネル掘削作業、2020 年 9 月トン

ネル準備工事、2022年 2月トンネル掘進等と、少

しづつ環境保全計画書が提出され、出入口の変更、

工事交通量増加があるのに、「関係自治体に送付

しましたのでお知らせします」だけである。 

②岐阜県はアセス審査会で審議（ＪＲに指示） 

例１：2022 年２月、藤川高架橋～の保全計画書

…国道 418 号…車両の運行…想定よりも地山状況

が良く掘削速度が速く、１日当たりの台数が 30%

増加したため再予測。騒音寄与分が 5.2dB。アセ

ス準備書への知事意見：工事車両の寄与分が５

dB と大きい場合、工事の平準化等を確実に実施

することになっている（審査会議事録 p.7)。改め

て保全計画書として提出させる。  

例２：2021年 10月 27 日、岐阜県中津川市の瀬戸

トンネル工事（肌落ちに伴う死傷事故）：県は事

故原因の究明、再発防止策等を要請した。 

 県環境影響評価審査会からの意見書等を元に、

2022 年２月 25 日に岐阜県知事意見を提出 6）。 

 2022 年５月 11 日にＪＲ東海は、「知事意見書

により、環境保全措置の一部について…環境保全

計画書を更新し関係自治体に送付したので、お知

らせします」とした。 
引用文献 
1)「シールドトンネル工事における安全・安心等の取組みに関す

る説明会（春日井市内）」ＪＲ東海ＨＰ。 

2)「都市部シールドトンネル工事についての主なご質問」ＪＲ東
海ＨＰ。 

3)『大深度地下申請書、別添資料第３号添付資料、地質柱状図』 
ＪＲ東海ＨＰ：ＪＲ-16、ＪＲ-22。 

4)『シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイド  
   ライン』2021 年 12 月、シールドトンネル施工技術検討会。 

5)『中央新幹線（東京都・名古屋市間）環境影響評価書[愛知  
   県]』平成 26 年８月、ＪＲ東海、第 10 章。 

6)「中央新幹線瀬戸トンネル新設工事事故に関する知事意見書」 
  2022 年２月 25 日、岐阜県ＨＰ。 
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Ｂ８-８ 中津川市におけるリニア中央新幹線トンネル工事中に生じた事故 

 

庄司 善哉、Syouji Zenya（岐阜支部）・坂本 満、Sakamoto Mituru（岐阜支部） 

 

１．はじめに 

 表記トンネル工事における事故は、岐阜県中津

川市山口において、2019 年４月８日中央アルプ

ストンネル（山口）作業用非常口トンネルの地上

部直径約８メートル深さ約５メートルが陥没した。

これについて庄司は、第 20 回東京科学シンポジ

ウム(2019.11)１）で、崩落の成因を示した。また、

第 23 総学(2020.12)２）において、日本地質学会名

誉会員松島信幸が、この非常口トンネルは阿寺断

層による花崗岩の破砕帯にあり、地震時の対応を

考慮すべきであると指摘している。坂本は、2017

年９月に起きた北陸新幹線柿原トンネル崩落事故

の調査書と山口非常口事故の報告書を見て、どち

らも鉄道建設・運輸機構が工事を行なっているが、

柿原トンネルは報告が詳細に示されていたが、山

口非常口事故では、ＪＲ東海の資料は情報開示が

限定的で、住民に説明しようとしていないと、批

判している³⁾。 

 

２．中津川市瀬戸トンネル工事における犠牲者 

 2021 年 10 月 27 日午後７時 20 分ごろ、岐阜県

中津川市瀬戸にあるリニア中央新幹線瀬戸トンネ

ルの工事現場で崩落があり、男性作業員２人が巻

き込まれ一人が死亡、もう一人は大けがをした。     

事故２年前の 2019 年 12 月に、ＪＲ東海による

中央新幹線瀬戸トンネル新設工事の説明会があっ

た。非常口トンネル（斜坑 700m）の工事施工ヤ

ード造成は難航し、１年３か月以上かかった。岩

盤を整地する衝撃音が、木曽川右岸から左岸の市

街地でもよく聞き取れた。非常口トンネルは、地

質が領家新規花崗岩類という硬岩で成り立ってい

る岩盤をくり抜くものである。 

 2021年 12月 23日リニアを考える岐阜県民ネッ

ト(以下県民ネット)は、岐阜県知事・古田肇に

「リニア中央新幹線瀬戸トンネル工事事故に関し

ＪＲ東海の事故原因と安全対策の情報公開と、そ

の内容の検証を求める要望書」提出した。 

 

３．岐阜県環境影響評価審議会と JR東海の報告 

2021年 12月 28日上記岐阜県審議会は、ＪＲ東

海に事故の内容と見解を求め審議した。審議会の

傍聴に坂本、庄司、日本共産党中津川市議・木下

律子等が参加した。審議会において、ＪＲ東海は

「作業中に肌落ちが発生したもので、(注：「肌落

ち」とはトンネルを掘削した面から岩石等が落下

すること)地盤沈下はなく、環境に与える影響は

ない。」と説明し、ＪＲ東海の災害報告書には、

「作業員が指揮者の指示がない中、立ち入り禁止

範囲に入ったこと、作業した奥村組ＪＶの具体的

な指示や作業手順書への明確な記載がなかったこ

とが原因」と、記されていた。私たちは、付図

「災害発生時の状況」について、再検討の必要が

あると考えた。 

 

４．リニア人身事故以降の岐阜県とＪＲ東海 

2022 年１月６日に日本共産党岐阜県委員会と

同恵那地区委員会は、リニア中央新幹線瀬戸トン

ネル新設工事の肌落ち災害について、岐阜県知事

に申し入れ書を提出し、南木曽町議・坂本満も参

加した。 

同年１月 12 日岐阜県都市建設部都市公園整備

局公共交通課長から前年 12 月 23 日の県知事への

要望書に対する回答があった。「今回の事故に関

しては、ＪＲ東海からの報告に対して、専門家の

意見を踏まえて、県において必要な検証を行うと

ともに、地元自治体や住民への丁寧な説明を行う

よう求めております。そして、それらが終了する

までは工事を再開しないよう申し入れておりま

す。」 

同年１月 13 日 ２回目岐阜県環境影響評価審
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査会が開かれた。ＪＲ東海による「肌落ち」現場

の説明と、専門委員のロックボルト打ち込みの状

況の説明について、両者に見解の相違が見られた。    

同年２月１日、坂本は『議会と自治体』２月号

に「リニア工事と環境保全」３）を発表した。そ

の中で、「調査結果が十分示されない事故報告と

して、山口工区の事故や最近の瀬戸工区における

事故については、岐阜県の環境影響評価審議会で

検討されていますが、公表されているＪＲ東海の

報告書は事故の状況を十分説明するには資料が不

足していると思います」と指摘している。 

同年２月 25 日に知事意見書をＪＲ東海に対し

て提出した。意見書のまとめは、「JR 東海は、本

意見を踏まえ、今後の工事における環境保全措置

や工事の安全対策について十分な対応を講じ、そ

の結果を本県へ報告すること」、さらに、「報告内

容について、本県による確認及びＪＲ東海による

沿線地域への説明が完了するまでは、工事の再開

（開始）しないこと。」を求めた。 

同年３月 11 日の日本共産党県議・中川裕子の

リニア関連質問に対して、県知事は、意見書のま

とめと同様の答弁を行なった。 

同年４月７日に知事意見書に対するＪＲ東海の

回答書の提出があった。 

同年４月 21 日にＪＲ東海は、地元住民に回答

書の内容を説明したが、実際は一部の区長に伝達

しただけで済ませた。  

 

５．おわりに 

中津川市民が要求していたトンネル事故の真相

と今後の安全対策について、ＪＲ東海は沿線住民

小区分、それも区長に説明しただけであった。地

域住民に十分に納得のいく説明はなしに終わった、

見事に県知事への要請も裏切られた。 

地域住民、そして多くの人々の支持がないリニ

ア新幹線事業は中止しかない。 

今回の発表は、日本科学者会議 2022 年度研究

助成「リニア新幹線トンネル工事に生じた事故の

解明」で行った成果の一部である。              

 

 

付図．災害発生時の状況 

 

引用文献                                   

1) 庄司善哉（2019）「山口トンネル非常トンネル 

崩落事故と阿寺断層」『第 20回東京科学シンポ

ジウム予稿集』ｐ.115-116。 

2) 庄司善哉（2020）「リニア中央新幹線事業は中

止を！」『日本科学者会議第 23回総合学術研究

集会 in東京・予稿集』ｐ.199-200。 

3) 坂本満(2022)「リニア工場と環境保全―トン

ネル陥没事故から見る」『議会と自治体２』

No.286、p.107-112。  
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Ｂ８-９          行政文書は語る 

－三重県内の自治体の動きと住民の運動－ 

 

前田 定孝、Maeda Sadataka（三重支部） 

 

１．はじめに 

 昨年、一見勝之氏が三重県知事に就任して以来、

三重県でのリニア中央新幹線推進の流れは強まっ

ている。就任直後の 10月７日には、「リニア中央

新幹線建設促進三重県期成同盟会」の臨時総会で、

今年 2022 年夏頃に、「三重県駅」の候補地を総会

決議し、「ＪＲ東海に要望する」とした。また、

2023 年から 2026 年にかけて環境影響評価を実施

し、2027 年に国土交通大臣の事業認可処分、同

年建設工事着手し、最短で 2037 年に全線開業予

定というスケジュールを示した。この動きに対し、

三重県内でも科学者会議三重支部や住民運動は、

「リニア中央新幹線問題を考える三重県民連絡

会」（リニアネット・みえ）を８月に結成した。 

 リニアネット・みえは、この間、三重県、四日

市市、桑名市、津市、亀山市、および国（国土交

通省および同中部運輸局）に情報公開請求を実施

した。そのとりくみを報告する。 

 公開された行政文書は、おおむね４種類に分類

できそうである。第１に、三重県駅の候補地の選

定にあたっての調査業務委託に関する文書、第２

に「リニア中央新幹線建設促進三重県期成同盟

会」関連の文書、第３にリニア中央新幹線に関す

るプロパガンダ文書、そして第４に工事進捗に関

する文書で、現在（９月末）、国土交通省（本

省）に請求中である。そして、亀山市以外の市町

の文書は、ほぼ三重県から「取得」された文書と

出張費関連だけのようである。 

 そのうち、第１および第２について報告する。 

２．三重県駅候補地選定に際しての調査業務委託 

 目下の県民の関心は、亀山市内に３ヵ所設定さ

れているとされる「三重県駅」候補地のどれが選

ばるのかであろう。三重県の文書によると、「『リ

ニア中央新幹線県内駅の候補地における特性調査

業務委託』の実施について」なる文書が、すでに

2021 年７月 16 日付けで決裁されている。この

「特性調査業務」とは、「亀山市から提案される

こととなっているリニア中央新幹線の県内駅候補

地案の妥当性について検証するため、アクセス性

及び利便性のほか地域特性等に関する効果や課題

を調査・分析する」ものであり、履行期間は

2022 年２月 28 日まで、予算は 2,010,536 円、学

校法人名城大学に研究委託されたものである。同

様に、2022 年２月２日付け「リニア三重県駅活

用に関する調査業務委託」が、2023 年３月 20 日

を履行期限に実施されることになっていた。 

 そこで５月 25 日付けで情報公開請求したとこ

ろ、上記「特性調査業務」の報告書は、「事務事

業情報に該当する」として非公開決定とされた

（現在審査請求中である）。そして後者の「三重

県駅活用に関する調査業務委託」は、2022 年３

月４日付けで、「本入札を中止」とされた。 

 ところがその後４月 28日、契約期間を 2023 年

３月 20 日までとして「リニア三重県駅基礎調査

業務委託契約」が締結されている。落札者はパシ

フィックコンサルタンツ株式会社であり、契約金

額は 13,508,000 円。上記名城大学の「特性調査業

務」の６倍以上である。その内容は、「３候補地

の時間圏域の比較評価」「３候補地の駅勢圏調

査」および「リニアを活用した三重県の基本的な

方向性の整理」といったものである。 

 さらに今年８月 22 日、パシフィックコンサル

タンツから変更契約協議書が提出された。「『水資

源、環境保全等の課題解決に向けた取組を進める

ことにより品川・名古屋間の早期整備を促進する

とともに、全線開業の前倒しを図るため、2023

年から名古屋・大阪間の環境影響評価に着手でき

るよう、沿線自治体と連携して、必要な指導、支
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援を行う』こととなった」ため、「当県としても

環境影響評価が円滑に推進できるよう三重県駅の

３候補地の比較検討をより詳細に行うこととし、

その結果、追加調査（３候補地概算造成費用調

査）を行う必要が生じた」との趣旨である。 

 上記に加えて、「駅候補地ＡＢＣの位置におい

て、リニア中央新幹線本線について、候補地の前

後施設（鉄道、道路）を勘案し、リニア中間駅の

高さを想定し、必要な駅広場等の面積を造成（切

土、盛土）及び As 舗装等について、３候補地毎

にその工事数量（土工・舗装量等）及び工事費を

算出する」とするのがその内容である。 

 このことから、第 1 に 2023 年までは調査業務

が終了しないこと、および第２に鉄道や道路との

接続や駅周辺施設等の条件整備を視野に入れ、か

つ（おそらく駅位置が決まるに先行して）環境影

響評価に着手することを前提とした「特性調査業

務」を実施する算段であることが推定される。 

 この点、亀山市から入手した「2021 年度リニ

ア駅を生かした町づくりに関する可能性調査業務

委託［中間報告書］」（2022 年）と題した中央コ

ンサルタンツ株式会社三重事務所作成の資料（委

託料約 2550 万円）によると、伊勢神宮や熊野古

道へのアクセスについては、「伊勢自動車道や紀

勢自動車道、ＪＲ紀勢本線が伸び、リニア開業時

には首都圏から大幅な時間短縮が見込め」るなど、

「三重県駅と在来線の乗継利便を高め、鉄道ネッ

トワークのハブ化を図ることで、これら観光地へ

の鉄道でのアクセス性が高ま」り、このことから、

「亀山中間駅の立地は、既存の道路、鉄道と合わ

せ、観光面で大きな効果が期待され」るとする。

しかしながら、「リニア中央新幹線開業後、鉄道

利用より、自動車利用の方が亀山中間駅に優位圏

が広がることを踏まえ、自動車でのアクセスを重

視した検討が求められます」ともする。 

３．「期成同盟会」という中央集権の隠れみの 

 すでに何年も前から三重県に、「リニア中央新

幹線期成同盟会」というものが結成されている。

そしてその役員には、県内の 29 の市町の長がそ

れぞれ役付きで並んでいる。そして事務局は、県

の交通政策課に置かれている。しかもこの「期成

同盟会」には「全国同盟会」や各県の「期成同盟

会」がそれぞれ組織されている。そしてそれぞれ

の期成同盟会ごとに国に対して要望書を毎年提出

している。 

 問題はこの「期成同盟会」である。そもそも期

成同盟会とは、地方自治法上も憲法上も組織法上

の根拠はなく、したがって行政上の組織ではない、

いわば〈民間団体〉である。しかしながら情報公

開請求をした文書を見ると、両組織の文書がシー

ムレスに扱われていることがわかる。 

 この民間団体の文書が、そのまま期成同盟会を

通じて市町へと配布される。そして期成同盟会を

通じてその加盟市町が、リニア推進業務を担う。

そして三重県職員は、知事とともに自民党本部に

出張し、政治家に要望をする。 

 憲法上、都道府県と市町村とは別の組織であり、

「上意下達」でなく「対等協力」の関係である。

ところが、市町長が期成同盟会の役員に就任する

ことによって、そして国土交通省の地方支分部局

である中部運輸局すらも蚊帳の外に置きつつ「本

省」が直接担当することで、国家的事業であるリ

ニア中央新幹線事業を国、県、そして市町が、事

実上一体的に、あるいは上意下達的に推進してい

るかのようである。 

 この方法が、〈地方自治〉という場合に健全な

手法であるのかどうか、再検討が必要である。 

４．あらゆる手段でリニアを止める 

 「期成同盟会」に加盟する市町村長といえども、 

自然災害への第一次的責任を担うのは、災害対策

基本法上、市町村長である。したがって、あらか

じめリニア中央新幹線事故を想定したうえで、地

域防災計画に対応を明記する必要がある。そこで

は、計画策定にさきがけて、起こりうるべき問題

を事業者と詰めておく必要がある。そこでは、

〈地方自治〉、とくに団体自治の観点から、国や

県と対等に最適解を導く努力が求められる。 

 「リニアネット・みえ」は、今後とも、行政の

資料や現地調査に立脚し、科学に根ざしたとりく

みを追求していきたいと考えている。 

160



日本科学者会議第 24 回総合学術研究集会 in 大阪 予稿集 

 

Ｂ８-10        リニア新幹線の現状と課題 

  

川村 晃生、Kawamura Teruo（慶應義塾大学名誉教授・ストップ・リニア訴訟原告団長）  

 

１．はじめに 

2027 年の開業を目指して工事に取りかかって

いるリニア新幹線は、もはや同年の開業はあり得

ず、加えて開業がどれほど遅延するかも分からな

い不透明な状態に陥っている。それもひょっとす

ると、リニア中止の事態まで視野に入れなければ

ならない、という状況なのである。それでは一体、

リニアは今どのような状態にあるのか、また、そ

のような状態に立ち至ったのはなぜか、そして、

今後どのような課題があるのかを概観してみたい。 

 

２．困難な２つの事件 

 今リニアが直面する２つの困難な事件から話を

始めたい。 

一つは、静岡県の工事未着手である。問題の発

端はおそらくＪＲ東海が、当初このような手厳し

い静岡県の反発を予想できなかったことにあろう。

静岡県を除く１都５県は、リニアの歓迎ムード一

色であるのに対し、何のメリットもない静岡県は、

ただただ大井川の水を取られ、貴重な南アルプス

の自然を壊され、さらに、大井川源流部近くに巨

大で危険な発生土置場が造られるという、三重苦

を背負わされるばかりの、損害山積の自治体であ

る。９月 13 日にＪＲ東海の金子社長と静岡県の

川勝知事の間で、２回目のトップ会談が持たれた

が、議論は平行線のまま物別れに終わり、着工の

見通しは全く立っていない。 

もう一つは、都市部の大深度トンネルにおける

掘進工事の頓挫である。原因は、トンネルを掘削

するシールドマシンが、思いがけずも掘削不可能

の状態になってしまったことにある。それも１カ

所だけでなく複数個所で起こってしまった。すな

わち、東京都の北品川工区と、愛知県の坂下西工

区で、機械の故障が原因で再開の目途は立ってい

ない。結局のところ、シールドマシン工法自体が

未完成の技術ということなのであろう。金子社長

は、「マシンをしっかり点検しなくてはならない」

と言い、工事を認可した国交省すら「技術が確立

していない可能性がある」などと言い出している

のだから、掘進がスムーズに再開されるわけがな

い。いずれにしても、この２つの事件の発生は、

リニア計画が自壊していく可能性を多分にはらん

でいる。 

 

３．はかどらない発生土の処理 

 リニア新幹線は、86％がトンネルを掘って建設

されるために、厖大な建設発生土（5680 万㎥）

を処分しなければならない。ＪＲ東海は事業への

利活用を図るとしているが、とてもそれだけで処

分できるものではない。山梨の実験線でも 160万

㎥の発生土が、二筋の深いV字谷を埋める形で処

分され、大規模な自然改変がなされている。 

ジャーナリストの樫田秀樹氏が最近まとめられ

た予定排出量（活用決定量）を各都県別に見ると、

（単位㎥）、東京都は 600万（48万）、神奈川県は

1140万（1054万）、山梨県は 672万（141万）、長

野県は 974 万（427 万）、岐阜県は 1280 万（409

万）、愛知県は 650 万（62 万）となっており、確

定率は 38％にとどまっている。しかも、南アル

プス周辺地域には空地が少なく、一旦仮置場に置

いておき、その後処分地を探すというような方策

も取らざるを得なくなっている。 

加えて、掘削土には、ヒ素やフッ素などを含む

要対策土が少なくなく、ＪＲ東海はその対策にも

頭を悩ませている。たとえば、長野県では、最近

JＲ東海が一度要対策土処分先を断念した場所に

再度要請を行なったり、愛知県では、岐阜県に運

び込まれた発生土にヒ素、フッ素ともに基準値を

超えたものが見つかり、検査の頻度を上げるよう
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要請されたりしている。まだ処分地の確定率が半

分に達していない状態で、こうなのだから今後の

見通しは厳しい。 

 

４．なぜこんな事態に 

 工事が遅延しているのは、別に上記の２カ所に

限らない。樫田秀樹氏の調査によれば、各地の遅

れは１～４年に及んでおり、遅延はリニア計画の

予定地全域に及んでいるのである。 

 では、発生土処分の問題を含めて、なぜこのよ

うな事態に立ち至ったのかと言えば、二つの原因

を指摘することができる。一つは、言うまでもな

くアセスの杜撰さという点である。286 ㎞に及び、

しかも、南アルプスにトンネルを掘るという難工

事を伴うリニアアセスを、わずか３年で片付けて

しまったＪＲ東海の、粗雑なアセス観が主原因だ

と言って良いであろう。たとえば、シールドマシ

ンには地質の調査を、また、大井川の水量減少に

は、南アルプスの構造や地質の十分な調査を行な

っていたら、ここまで問題が大きくなることはな

かったであろう。 

そして、もう一つの原因は、住民への説明不足

という点である。大井川の水量減少も、事前に対

策を立て住民の同意を取っていたら、こんな事態

にはならなかったはずである。山梨県においても、

住宅地の上を高架橋が通る地域では、未だに説明

会を開かせていない場所があり、着工どころの話

ではない。 

ともかくＪＲ東海の説明会があまりにも住民を

軽視したものであった。説明会の概略を記せば、

ほとんどの会場では２時間で打ち切り、再質問は

受け付けないというものであったので、住民が納

得できるわけがなく、場所によっては怒号が飛び

交うところもあった。しかも、マスコミをシャッ

トアウトしたために、説明会の実態が一般の人々

には、ほとんど伝わっておらず、マスコミは会の

終了を待って参加者から話を聞くにとどまった。 

 

５．各地で起るＪＲ東海への反撃 

 2007 年のＪＲ東海によるリニア計画の発表以

後、2009 年に「リニア・市民ネット山梨」が立

ち上がったのを皮切りに、１都６県の各地で次々

と、リニアに疑問を呈し、リニア計画に反対する

市民団体が結成された。そして、2013 年にそれ

らの団体の連携組織として「リニア新幹線沿線住

民ネットワーク」が結成され、運動が地域だけで

なく、全体を見通せる形で活発化していくことに

なった。そして、その運動は、ＪＲ東海の計画が

進展するとともに、法廷闘争に展開していくので

ある。 

 最初にリニア問題を法廷に持ち込んだのは、前

記のリニア新幹線沿線住民ネットワークで、2016

年５月に東京地裁に、事業認可の取消しを求めて

国交省を被告として行政訴訟を起こした。原告が

民事訴訟でなく、あえて手間も費用もかかる行政

訴訟を選んだのは、このようなずさんなアセスを

認めた国交省もまた許せないという思いが強くあ

ったからであるが、現在 20 回を超える口頭弁論

を経て、９月 12 日には山梨実験線の裁判官によ

る現地視察が実現した。これから２回の証人尋問

と最終弁論が行われたのち、来春判決が下される

ことになっている。 

 そしてこれ以後、山梨県南アルプス市民による

差止訴訟（2019 年５月提訴、甲府地裁）、静岡県

民による差止訴訟（2020年 10月提訴、静岡地裁）、

東京都大田区民による差止訴訟（2021 年７月提

訴、東京地裁）などが相次いで起こされた。これ

らは主に、騒音、日照、大井川や南アルプスの自

然破壊、大深度地下トンネル工事などに由来する

ものだが、一言で言えば、ＪＲ東海の行ったずさ

んなアセスや、住民軽視かつ会社本位の振舞に起

因するものと言える。そして、リニア事業をめぐ

って住民との対立がここまで厳しくなっているこ

とを、公共利用サービスを本旨とするＪＲ東海は

肝に銘じるべきであろう。 
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Ｂ８-11       リニア新幹線工事計画認可取消請求訴訟の現状と課題  

関島 保雄、Sekijima Yasuo（弁護士） 

 

１．リニア新幹線計画の概要 

リニア中央新幹線（以下「リニア新幹線」とい

う）は、ＪＲ東海が東京大阪間に建設する事業で、

世界唯一の超電導磁気浮上式により、時速 505km

で、東京・名古屋間約 40分、東京大阪間約 67分

で走行する。 

南アルプスを横断するルートであるため、東京

-名古屋間では 86％が、東京-大阪間で約 70％が

トンネルである。 

ＪＲ東海は、建設理由として、地震で経済活動

の基幹である東海道新幹線が被害を受けた場合の

バイパスとして必要であること、東京-名古屋-大

阪を約１時間で結ぶことで、約 6000 万の巨大都

市が形成され、日本経済が活性化する等を主張し

ている。しかし、少子高齢化が進む中で 6000 万

人の巨大都市の必要性がないこと、東海・南海地

震では、リニア新幹線ルートも被害を受けバイパ

ス機能を果たさないこと等が専門家から指摘され

ている。 

２．工事計画の認可と工事の停滞状況 

2014年 10月 17日ＪＲ東海は、全国新幹線鉄道

整備法に基づき、国土交通大臣から東京名古屋間

の工事計画の認可を受けた。東京-名古屋間を

2027 年までに完成させ、名古屋-大阪間完成は、

2045 年の予定で工事は始まった。その後、2016

年に大阪までの完成を８年早める口実で、国から

ＪＲ東海に財政投融資３兆円が投入され、大阪ま

での完成計画は 2037 年となった。しかし、大井

川の減水問題を解決できないことから、静岡県内

の工事は、知事の許可を得られず、着手できてい

ないこと、その他にも沿線のトンネル掘削が進ま

ない状況が続いており、2027 年の名古屋開業は

延期せざるを得なくなった。大阪までいつ完成す

るのか、見通しは立っていない。 

工事費は、東京-名古屋間が 5兆 4300億円、名

古屋-大阪間が 3兆 6000億円の合計 9兆 300億円

の計画で始まったが、工事費は予定を大幅に超え

て、既に 2021年４月段階で 1兆 5000億円が追加

となり、今後、工事費が益々増加することが予想

される。一方、新型コロナ感染の拡大で 2020 年

と 2021 年は乗客の大幅減少で、ＪＲ東海は 2000

億円を超える莫大な赤字となった。リモートワー

クの拡大で将来の乗客減少が経営を圧迫し、リニ

ア新幹線工事どころではないとの見方も出ている。 

３．訴訟の提起とこれまでの裁判の経緯 

2016年５月 20日、東京-名古屋間のリニア新幹

線予定地沿線住民を中心とする 759名が、国を被

告にして、ＪＲ東海に対するリニア新幹線の東京

-名古屋間の工事実施計画（その１）（主として土

木工事関係）の認可取り消しを求める行政訴訟を

東京地裁に提訴し、ＪＲ東海も国側の参加人とし

て参加した。 

その後、国は、リニア新幹線の東京-名古屋間

の工事実施計画（その２）（主として電気設備工

事関係）の認可を行なったので、この認可取消を

求める訴訟を 2019 年３月 13 日原告 67 名で提訴

し、二つの訴訟は併合され原告数 781名として東

京地裁民事３部で審理されてきた。 

 原告らは、リニア新幹線計画が、既存の新幹線

とのネットワーク性の欠如、需要見込みが過大で

営業の健全性が欠如していること、南アルプス等

断層地帯を横断することで地震等による乗客の安

全性が欠如していること、南アルプスの地下水低

下等による自然の破壊及び沿線住民への騒音、振

動、大気汚染等や残土運搬車及びリニア新幹線走

行による騒音等公害被害等を防止するための環境

影響の調査及び保全対策が不十分であるにもかか

わらず、工事計画を認可したことは、全幹法及び

鉄道事業法並びに環境影響評価法に違反している

として、その取り消しを求めている。 

トンネル発生土は、約 6358 万㎥（東京ドーム

51 杯に相当）と膨大である。ＪＲ東海は沿線の
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自然豊かな谷筋や川沿いに発生土置場を設置しよ

うとしているが、自然破壊や土砂災害等が心配さ

れ、住民からの反発が強く、発生土置場が容易に

決まらない状況である。 

４．静岡県知事の同意が得られず、南アルプスト

ンネル工事が進まない状況 

 静岡県知事は、トンネル掘削による大井川の毎

秒２トンの減水について、下流域住民 62 万人の

飲料水、農業用水、工業用水を確保することを優

先し、全量の復水が確保されない限り、県内の工

事を許可しないとの対応を続けている。国は

2020 年にＪＲ東海を後押しようと、大井川の減

水問題に関する有識者会議を設置し、工事の進行

を打開しようとしたが、かえって、ＪＲ東海の環

境影響調査の杜撰さが明らかになり、静岡県の大

井川漏水問題が解決できない状況が続き、ＪＲ東

海は、静岡県内の工事に着手できないでいる。 

５．中間判決とその問題点 

 裁判所は 2020年 12月１日原告適格に関する中

間判決を言い渡し、781 名の原告の内、約７割に

相当する 532名の原告適格を否定し訴えを却下し

た。 

判決は、輸送の安全性の欠如を主張する原告に

ついて、工事完成後の輸送役務提供契約締結以前

は、個別的利益の趣旨とは解されないとし、南ア

ルプスをはじめ自然環境保全の権利を主張する原

告について、個別的利益として保護すべき趣旨を

含むものと解することができないとして、いずれ

も原告適格を否定した。また、工事予定地に物権

的権利を有する原告に関しては、認可で直ちに権

利に制限が加えられるものではないとして原告適

格を否定した。また、残土運搬車両の増加による

交通混雑や工事による景観阻害は、公益に属する

利益として原告適格を否定した。 

一方、建設機械や車両の運行、列車の走行、鉄

道施設の設置等に起因する大気汚染、水質汚濁、

騒音、振動、地盤沈下、日照阻害、飲料水被害等

により、健康又は生活環境に係る著しい被害を直

接受けるおそれのある沿線住民に対しては、原告

適格を認めた。 

しかし、発生土運搬車両による騒音等の被害を

訴える原告に対しては、環境影響評価書では運行

経路、車両の種類、運行頻度等が明らかにされて

おらず、被害を受けるおそれのある地域に居住し

ているか否かを認定することができないとして原

告適格を否定した。 

訴えを却下された原告らは、東京高裁に控訴し、

控訴審の審理は 2022年 6月 30日に第１回弁論が

行われ、次回第 2回弁論は 11月 24日に予定され

ている。 

６．工事計画認可取消請求訴訟の進行状況 

今年に入って進行が早まり、９月 12 日に１日

かけて裁判所の現地協議という形で、山梨実験線

の騒音・振動・水枯れ、異常出水、日照被害等の

被害現場を裁判官に見てもらい、被害者から被害

状況の説明を受けた。10 月 17 日に学者証人とし

て、南アルプスの地質と自然生態学について小泉

武栄東京学芸大学名誉教授の尋問、地質学者の松

島信幸さんの尋問、原告の天野捷一さんの尋問が

予定されている。さらに、11 月７日に住民原告

や証人の尋問が予定され、来年２月３日に結審し、

来春に判決の予定で進んでいる。 

７. ＪＲ東海への包囲網 

 この間、東京外郭環状道路工事に伴う大深度地

下工事による地盤の沈没事故等が多発し、トンネ

ル工事や大深度工事の問題点も明らかになってき

た。新聞等のマスコミの論調も、リニア新幹線の

必要性について疑問を呈することも増えてきた。 

 また、リニア新幹線を巡る訴訟が次々と立ち上

がってきた。2020 年 10 月に静岡県民 107 名が、

静岡県工区の工事差止訴訟を提起した。山梨県市

民８名が、2019 年に山梨県区間の工事差止を求

める訴訟を提起し、2021 年７月に世田谷区及び

大田区住民 24 名が、大深度地下工事の差し止め

請求訴訟を提起した。これらの各地の裁判と連携

しながら、ＪＲ東海に対する包囲網を広げ、リニ

ア新幹線計画の白紙撤回を求める運動が高まる状

況も生まれつつあり、これらの運動と裁判との連

携を通じて、工事計画の白紙撤回に追い込むチャ

ンスとしたい。 
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Ｂ９-１ 気候危機!!「総合治水」から「流域治水」が求められる国土の課題 

                           土屋十圀 Tsuchiya Mitsukuni（中央大学理工学研究所） 

 

１． はじめに 

地球規模の温暖化が止まらない。激甚化する豪

雨災害は日本列島のどこにも発生し得る。ＩＰＣ

Ｃの第６次評価報告からも人間活動がもたらした

温暖化が支配的な要因である。「大洪水よ、わが

亡き後に来たれ！」と言わせておいていいのか。

ロシアのウクライナ侵攻の戦争で完全消耗する兵

器と破壊のエネルギーは人間を殺戮し、その上、

温暖化を促進させている。過去の二つの大戦の

後,気温を上昇させ温暖化を促進させていたので

ある(図１)。敗戦の国土は1945～47年、枕崎台

風,カスリーン台風は大規模の死者を出した。 

ＣＯ2 削減の緩和策で2050年にZEROになっても

大洪水には間に合わないだろう。地球の水は熱容

量が最大の物質であり,温めにくく,冷めにくい物

質である。300年を経て地球の温室効果ガスによ

り平均気温+1.1～1.2℃,平均海水温+0.55℃を

夫々上昇させた。日本近海は,この２倍も高温で

ある。 

では、現在の適応策である治水対策はどうすれ

ばよいのだろうか。国土は激甚化する水害にどう

備えるべきか。都市化の集中した1970年代の「総

合治水」を引き継ぐ2020年の「流域治水」は「流

域のあらゆる関係者」と何を築けば水を治めるこ

とができるのか。水害対策のハードと避難対策の

ソフトの課題が問われている。 

２．流域治水とはなにか 

国土交通省は，2020 年７月,社会資本整備審議

会の答申で,従来の総合治水から流域治水への転

換を表明した。答申は「河川，下水道等の管理者

が主体となって行う従来の治水対策に加え，『集

水域』と『河川区域』のみならず，『氾濫域』も

含めて一つの流域として捉え，河川流域全体のあ

らゆる関係者がさらに協働して水害を軽減させる

治水対策を行う」としている。2021年 4月「流域

治水」関連法が制定された。しかし,下記の各法

令と整合させる条文に「流域治水の記述がない」

と指摘されている(磯部)。特定都市河川浸水被害

対策法,水防法,河川法,下水道法,都市計画法,建

築基準法,防災の集団移転促進事業に係る国の財

政上の特別措等に関する法律,土砂災害防止対策

の推進に関する法律など９本,連動する地方税法

16 本を改正する法律が全会一致で成立している。 

３．総合治水から流域治水の課題   

総合治水対策の背景は,戦後の高度経済成長と

日本列島改造の全総計画のもと東京・横浜・名古

屋・大阪など大都市への無秩序な人口集中と開発

により河川,下水,公園などは未整備のまま洪水や

地震に脆弱な都市を造ってしまった。1958年９月

の狩野川台風などによる大被害を受け,1977年

「総合的な治水対策について」(河川審議会)が中

間答申され,都市河川流域の治水対策を推進して

きた。2003年「特定都市河川浸水被害対策法」は

北海道,関東,中部,近畿地方の大都市17河川が指

定され,2020年3月まで実施されてきた。今次の

「流域治水」は初めて全国の河川流域に拡大した

のである。約60年余は開発優先,防災軽視の危機

感の遅れた時代だったと言わざるを得ない。河川

事業は流域の線状の河道を管理する事業であり,

延長34万kmである。地球８周余の距離である。総

図１．ＩＰＣＣ第６次評価報告書第１作業部会報告に２つの

大戦と主な台風の死者・行方不明者数を加筆 
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合治水は流域という面的事業である。そのため都

市域では面的な下水道事業に治水の役割が期待さ

れていた。また,1977年の総合治水対策は流域の

貯留・浸透および土地利用対策などの効果を評価

し,降雨の流出抑制,すなわち,降雨外力の「分散

化」が進められた。対象地域は都市域に限定さ

れ,かつ流域の治水対策の基本は外水・内水とも

氾濫をさせない河道への降雨の集中化であった。 

今後の「流域治水」の課題は豪雨に対して大流

域における流出抑制機能による「洪水リスクの分

散化」が課題である。また,今次の答申は「流域

全体のあらゆる関係者」と「幅広い主体との協

働」が強調されたが,河川行政の縦割り組織以外

の関係者はどのように関係するのか未だ不明であ

る。この関係者は農業,林業,漁業など一次生産者

の舞台であり,この対象流域は国土の約70％が山

地・丘陵地である。この地域に如何に流出抑制の

分散化を図るのか。関係者に示すべきである。 

また,河川の下流域である「氾濫域」は国土面

積の１割,平地の３分の１に当たる38,000km2に全

人口の約２分の１以上が居住し,人口密度は高く

脆弱な都市で水害リスクの最も大きい地域であ

る。ここでも土地開発が先行し,高層ビルが建て

られている。その足元で下水道などの内水氾濫が

頻発している。内水排水は本川の外水や海の潮位

に支配される。このため浸水対策では地下貯留や

排水制御システム,避難対策を一体的に構築する

必要がある。 

４．「流域治水」の対策は公助  

治水対策の手法を流域で執行する場合,国土の

土地利用に関する治水の哲学と政策が地域社会に

広く理解され,合意されることが重要となる。流

域治水を行う土地は私的所有地でもあり,過去か

らの履歴を持っている。土地利用の変遷を重視し

た取り組みが大切である。その哲学は「洪水の被

害者は住民である」「流域治水は公助である」避

難など時に共助もあるが自助ではない。この上に

立脚し,降雨の河川への集中的排水処理から土地

(集水域)への分散的処理の手法を具体的に提示す

る必要がある。従来の遊水池,防災調整池,分水路

のほか,水害リスクの高い地域の開発抑制,計画的

移転などが考えられる。米国は1990年代,ミシシ

ッピー河などの度重なる洪水対策に対して氾濫原

の土地を買い上げ,家屋移転を実施している。資

金は連邦政府75％,自治体25％負担である。 

「流域治水」では現在の総合治水対策を大流域

に大胆に展開する必要がある。特に,都市部の地

区より山林,農地,未利用地の多い山地,丘陵地な

どの農村部の「集水域」は降雨の外力をオンサイ

トで貯留・浸透・遅滞の効果を発揮するからであ

る。また,これらの効果は森林域の樹種や地質に

も左右され,限定的であるが,流出を抑制し、遅滞

させる効果が期待される。 

水田地帯の田んぼダムは貯留・遅滞の効果が期

待されるが,灌漑期と降雨期が重なる地域が多い。

湛水による稲作への影響と補償,農業用水の管理

者との調整などが重要な課題となる。今後,「流

域治水」は公助の視点で水害リスク軽減を図る街

づくりを進めるために,市民と専門家の運動の取

り組みが期待される。 

５．全国河川重要水防箇所の解消は急務 

最後に,河川管理の課題は喫緊の課題である。

2015 年鬼怒川水害を教訓に河川維持管理の重要

性が指摘された。2017 年球磨川水害は豪雨が強

調されているが、７月豪雨の決壊・氾濫はすべて

国の重点箇所 22 以外のランクが低いＡ以下の 12

箇所で発生している(表１)。この箇所は地域の水

害リスクの高い箇所である。自治体のハザードマ

ップに明記し、住民に告知するべきであろう。 

             2020        

                               

                     

                               

表１．2020年球磨川豪雨水害の重要水防箇所と実態被害 

箇所(西日本新聞・著者による) 
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Ｂ９-２     基本高水に固執する治水政策からの脱却 

－温暖化を機会として－ 

奥西 一夫、Okunishi Kazuo（京都支部） 

 

１．はじめに 

 最近は全休的な気象シミュレーションの技術が

進歩し、温暖化対策のシナリオごとに温暖化やそ

れに伴う降水量などの気象現象の予測がかなり高

精度で行われるようになった。これに伴い、過去

の気象統計に基づいて設定されている河川の基本

高水流量を改定する動きが出ている。しかし、こ

の方法は一種の「つぎあて」に過ぎない物であり、

その前に基本高水に固執する現在の日本の治水政

策の基本を見直す必要がある。以下に述べること

は、筆者が国土問題研究会のメンバーと共に議論

してきたことの私なりの取りまとめであるが、明

確な結論を得るには至っていないので、一つの問

題提起として発表する次第である。 

２．日本の河川法に見る治水政策のひずみ 

 日本の河川法制で過去の水文統計に基づく基本

高水が明確に記述されたのは、1964 年の「河川

法」制定の時である。それまでは住民の間で災害

経験が共有されている既往最大洪水に対処するこ

とを主目的にした河川整備が行われて来たが、大

きいダムの建設が可能になってきて、既往最大を

越える洪水に対応できるダムを建設するために、

基準となる洪水規模を定める必要が生じて来た。 

 河川法は 1997 年に改正され、河川整備基本方

針は基本高水を基準とし、河川整備計画では、20

～30 年後に実現可能なレベルの目標を設定して

河川整備を行い、順次目標を高めて最終的に河川

整備方針が実現されるという制度設計になった。

そして河川整備基本方針も、基本高水流量を次第

に高めることにより、長い間には改訂されていく

ことになっている。 

 このような逐次改善的な治水政策は、過去にお

ける貧弱な河川構造物を更新していくという点で

は利点があったが、あるべき河川の姿やあるべき

土地利用から乖離していくという問題が次第に顕

わになってきた。また、ある確率で水害から逃れ

られると言うことは、条件付きの安全を保障する

ものでしかないが、その確率が次第に高くなるに

つれて、国の土地利用政策や住居、事業所の立地

決定を誤らせ、条件付きの安全を絶対安全と判断

させてしまうマイナス効果があって、望ましくな

い土地利用形態を将来にわたって固定してしまう

という問題も引き起こしている。 

３．リスク回避のための意思決定と確率論 

 人は何らかの行動を取るべきか否かを決定する

場合、その行動が成功する（または安全である）

確率を考え、その行動をとった時の利益（損失の

場合はマイナスの利益）の期待値が最大となる行

動を選ぶ。たとえば、ある一定期間、ある川のそ

ばに住んだり、そこで事業を行うかどうかを決め

る時には、それによって得られる利益と生命や財

産を失うリスクの期待値を天秤にかける。その期

間中に川が氾濫して被災する確率をｐとすると、

水害に遭った場合の損失をＤとし、損害に遭わな

かった時の利益をＢとした、極めて単純化した評

価関数Ｅは、 

  Ｅ= (１－ｐ)Ｂ－ｐＤ 

と書ける（生命価値の定量化についてはここでは

触れない）。そしてｐの値は川の治水安全度（何

年に一度の洪水に耐えられるか）で決まる。しか

し、前述にように、治水安全度が段階的に変化す

るとなると、ｐの値を一定値と見なせないので、

評価関数Ｅを最大にするという、ごく初歩的な意

思決定法を取ることも困難になる。そこで実際に

はどうなるかというと、ｐの値が限りなくゼロに

近いとする、すなわち、水害の危険度を無視する

というのが実態である。すなわち、前節で「条件

付きの安全」としたものを「絶対安全」と見なす

ことになってしまうのであって、極めて望ましく

ないことである。よく、「人の命は地球よりも重

167



2022 年 11 月 19 日～12 月 11 日 オンライン開催 

い」と言われるが、生命に直接関係する住居の選

択において、このような過ちがどこでも繰り返さ

れているのは大問題である。 

４．ハザードの生起確率に応じた防災対策 

 一般に自然災害は大小さまざまな自然の加害力

（ハザード）によって起きると考えられるが、将

来いつ、どのような大きさのハザードが発生する

かを予知することはできない。確実に分かってい

る（と考えられる）のはある短期間（たとえば１

年）の間にある大きさ（Ｍ）を超えるハザードが

起きる確率（超過確率）Ｐ(Ｈ)である。通常、Ｐ

の代わりにその逆数（再現期間）を取って、図１

のようなグラフ（連続曲線）が作られ、このグラ

フ上で防災対策が計画される。 

 

図１ ハザードのマグニチュードＭと再現期間Ｔ

の間の関係（模式図） 

 河川法で規定されている治水対策を図１に照ら

して考えると、レベル０のハザード（洪水）は河

川整備計画の目標流量に相当し、対策０は河川整

備計画の実施である。河川整備計画は投資効果を

重視して人口集中地で重点的に実施されており、

100 年を超える再現期間に対応した河川整備（主

としてダム建設）が実施済みのことも少なくない

が、多くの河川で未実施であり、過疎地の普通河

川（河川法に基づく河川整備の対象になっていな

い小河川）では毎年のように水害が発生するケー

スも少なくない（棄民政策！）。 

 河川整備基本方針はレベル１のハザード（洪水）

を対象とし、それに対応した対策を掲げるもので

あるが、河川管理者にその対策を実施する義務を

課すものではなく、あくまでも机上の目標に過ぎ

ない。 

 河川整備計画が進捗して、治水安全度（安全に

流せる洪水のレベル）がレベル１に近づいた地域

では、前節で述べたような「安全神話」が蔓延し、

人々の防災意識が麻痺してしまっている。このこ

とを憂慮した国土交通省は、洪水ハザードマップ

の基準となるハザードのレベルを、どの流域の河

川整備基本方針でも掲げられていない 1,000 年に

一度の洪水に変更した。これは、河川整備目標流

量程度のハザードに対応したハザードマップに基

づいて避難計画を策定し、実行してきた自治体や

住民を大いに困惑させている。これまでは安全だ

と信じていた地域が突然危険地域になってしまっ

たと感じるためである。新しいハザードマップは

何一つ新しいことを示していないし、何も間違っ

ていないのであるが、河川法が基本高水や河川整

備目標流量に固執していることに慣らされてしま

い、多くの人が前節で述べたような誤認識に陥っ

ていることが、その困惑の基本的な原因である。 

 最近、耐震建築や津波防災の分野でレベル 1 お

よびレベル２の防災対策の考えが取り入れられて

いる。それによると、レベル１の地震動または津

波に対してはハード対策で対応し（逆に、対応可

能なハザードをレベル 1 のハザードとする。建築

基準法などの改正により、次第にレベルアップ）、

レベル２のハザード（再現期間を定める）に対し

ては、人命を守る最低限のハード対策にソフト対

策を重ねて災害を最小限に抑える（防災から減災

へ）というものである。このような防災枠組みは、

基本高水に固執し、必然的にハード対策一辺倒に

近い河川法の防災枠組みに比べて、ハード対策と

ソフト対策を合理的に組み合わせるという点で優

れている。しかし、より根本的には、危険な所に

人を住まわせないという理念に立脚した国土利用

計画を基本とした上でのハード対策とソフト対策

の合理的な組み合わせが求められる。 
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Ｂ９-３    復興概念の明確化から「復興権」の展開へ 

―東日本大震災復興支援活動 11年の実践の教訓― 

 

嶋田 一郎、Shimada Ichiro （宮城支部） 

 

１．はじめに  

東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センタ

ーは、発足時に掲げた憲法に基づく復興の観点か

ら、宮城県の復興計画を被災者不在と厳しく批判

してきたが、個々の復興策が強行される中で、眼

前の被災者の救援活動に傾注した。当初は復旧・

復興の概念に関わる新たな問題点を意識的に取り

組む余裕はなかったが、11 年間の実践活動の中

で以下のような点が明らかになった。これらの認

識は、著者のみではない少なからぬ県民センター

関係者の共有するところと考える。 

① 被災者の被災状況や生活状況の把握が復

興に不可欠なことが痛感された。 

② 救援段階の避難所、仮設住宅生活や災害

公営住宅での生活への直接的支援の欠落

と情報の欠乏が被災者の生活再建の重大

な障害となった。 

③ 被災者の生活再建と防災・減災事業や街

づくりとの矛盾が生じ、復旧・復興の概

念との区別と関係性の解明の重要性が認

識された。 

④ 復旧・復興支援活動の中で、被災者の

様々な要求を権利として捉え、他方、復

旧・復興は、日本国憲法上の権利と主張

してきた。しかし、被災者の要求する個

別的具体的権利を分析して、憲法上の普

遍的各権利条項と結び付ける作業は困難

であった。憲法上の権利と主張するには、

論理的にも、実践的にも、更に説得力を

高める必要性が認識された。 

⑤ 災害危険区域の指定の方法、区域の範囲、

指定期間などが、復興に障害となる事例

が多く見いだされ憲法違反の恐れが認識

された。 

⑥ 復興策の画一性と硬直性が問題を生じ、

復興過程の多様性と複雑さの認識が深ま

った。 

⑦ 復旧・復興における多様な地域自治組織

と自治力の役割の重要性が認識された。 

⑧ 関東大震災以来の震災復興において、人

の復興（人間の復興）と街の復興－街づ

くり（帝都復興）の歴史的対立があり、

常に人の復興はなおざりにされてきたこ

とが明らかになった。 

⇒問題点解決の方向性―復興概念の明確化・具体

化と憲法条項との関係解明。 

 

以下の文末の丸印の番号は、関係する上記の問

題点の番号を示す 

 

２．復興概念の明確化・具体化 

１）復旧・復興の明確な実践的定義 1）2）：被災者

が希望の持てる生活と生業を速やかに取り戻す

こと（被災者の復興）。①②   

２) 復興と防災の区別 3）：復興は現在の被災者の

生活と生業の再建が第 1であり、防災は未來の

被災者の命を守ることが第１である。③⑤ 

３) 街づくりは被災者の復興のための街づくりと

位置付けられる。⑧ 

 

３．新しい人権「復興権」により被災者の復興は

憲法上の権利になる 

１）「復興権」の定義 1）2）：被災者が希望の持て

る生活と生業を速やかに取り戻し、復興に到

達する権利。 

２）憲法第 13 条（「個人の尊厳」「幸福追求

権」）を根拠とする。自由権と社会権にまた

がる複合的権利として復興に関わる様々な権
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利を集約し、明確化具体化したものである。

従って、復興に関わる様々な権利は、「復興

権」に結び付けられることで憲法上の権利と

しての根拠を得る。即ち、具体的個別的権利

が、「復興権」と結びつくならば、憲法上の

権利として主張し、その保障を求めることが

できるのである。④ 

３）日本国民に普遍的な権利であり、災害の大小

に関わらず被災して「復興権」を侵害された被

災者がこれを行使する。④ 

 

４．「復興権」の役割と可能性 

１）「復興権」は復興過程の人権問題は複雑多様

ではあっても、多くの場合、被災者の復興の障

害になり、「復興権」侵害は明白である。この

共通の観点で迅速に対応することが可能であり、

復興における人権意識の向上に貢献できると考

える。⑥ 

２）「復興権」はその内容「生活と生業を取り戻

す」から必然的に、被災地住民の集団的「復興

権」となり、発災以前からの被災地の自治権と

結合することで、被災者の復興に力を発揮する

に違いない。「復興権」に支えられた被災者の

復興運動は地区、公民館、町内会などの地域の

自治的な組織に働きかけ、被災者の復興という

明確な課題と目的を提起し、それらを活性化す

るだろう。他方自治組織は被災者の復興のため

の街づくりなどに大きく寄与することだろう。

⑦ 

３)「復興権」の行使権は被災者が復興すれば終

了するが、「復興権」そのものは常に日本国民

とともにある。変動する復興過程と異なり、安

定して普遍的である。どれだけ頼りになるかは、

「復興権」を掲げた幅広い持続的な復興支援運

動の発展と「復興権」の国民意識への定着にか

かっている。 

 

５．おわりに 

11 年間の支援活動において、少なからぬ支援

者は、現場でも憲法の立場にたって、被災者本位

の復興を願って、必死に復興支援運動に取り組ん

できた。しかし、テレビなどのマスコミを通して

被災者から発せられる言葉にはほとんど常に「感

謝、感謝」が述べられる。報道内容からは、自ら

の生活・生業は元に戻っていないし、これからの

希望があるわけではないと推定されるのに。 

残念ながら被災者主体の復旧・復興運動は一部

に成功例も見られるが、全体として充分展開でき

なかったことを認めざるを得ないのではないか。

被災者のみならず日本国民の権利意識の低さの反

映だろうか。 

本稿で提起した明確な復興概念と新しい人権

「復興権」の展開が、被災者をはじめ日本国民の

復興に関わる人権意識が一歩でも２歩でも前進し、

被災者の復興の達成に寄与することを願っている。 

 

引用文献 

1) 嶋田一郎「東日本大震災復興とは何かー復興

概念と『復興権』の展開」『人権 21・調査と研

究』272,pp.57-73(2022) 

2）嶋田一郎「被災者の『復興権』を提唱する―

人権に基づく大震災復興論」『唯物論と現代』

61(６月号),pp.102-119(2020) 

3）嶋田一郎「東日本大震災復興５年の教訓─復

旧・復興と防災・減災の区別」『日本の科学

者』51(10),pp.558-560(2016) 
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Ｂ９-４   世界の戦争と平和の危機に日本の災害を思う 

志岐 常正、Tsunemasa Shiki（京都支部） 

                   

１．はじめに 

問題は多岐にわたるが、選択、限定する. 

２．人間の社会における災害 

原因は分からぬが、現今、つまりこの 80 年ほ

どは、地震や火山活動など、地殻変動に関係する

自然の巨大な活動が頻発する時期にある。日本列

島付近も、例外でないどころか、典型的と言える。  

“自然災害”という言葉は、今も使われている

が、必ずしもその実態をぴたりと表しているとは

言えない。災害や環境破壊は人の世に起こる現象

である。当然、その発生メカニズムには人間の社

会的あり方が大きく関係する。つまり. 戦争と同

じく“自然災害”も社会現象である。  

３．開発と災害・環境破壊史 

人類が、その誕生以後、多くの災害や環境変化

に会わなければならなかった。人智が進み、集ま

って都市文明を築くようになった頃以後のいくつ

かの災厄は、神話、伝説に語り次がれてきたが、

近年、考古学・地質学的調査研究によって、昔考

えられていたよりはるかに大規模な事変があった

ことが判ってきた。その中には、なんと、ある時

に、地中海から海水が乱入し、小さい湖と平野だ

った黒海が海となった事件がある。（川上紳一監

修, 戸田裕之訳 2003） 

他方、古代の人間による土地改変や構造物造成

にも、今の土木・建築技術者が驚くほどの規模と

精巧さをもつものがある。 

その後、しばらくは、世界的に、あまり大きな

土木工事は行われなかったようだ。この時代は、

比較的に気候その他の環境変動が穏やかだったの

で、大工事の必要が生まれなかったのかも知れな

いが、むしろ、政治・経済的権力、あるいは人々

のまとまりの規模が小さかったことによるのだろ

う. この状況は、言うまでもなく、産業革命以来、

はなはだしく変化した。それは、自然とその変動

にも大きな影響を与えている（たとえば, 斉藤：

2021）。この事態は資本主義文明社会の発展とと

もに悪化した。近年の異常気候・極端気象やそれ

による洪水や干ばつ, 大火災、さらには海面の

上昇, 国土の沈水さえ起こるメカニズムには、 

人間の行為が重大な役割を果たしていることを認

めないものは、今やほとんどいない.だろう（例

外はいるが）。 

ちなみに、いわゆる環境破壊にも、自然的要因

がなにも働いてないわけではない。しかし、人そ

のものの活動が、明暗を分けるのに決定的に作用

しているということである。人類全体としては自

業自得だが、国連で繰り返し述べられるとおり、

要因のほとんどは、いわゆる先進国が作っており、

被害はより貧しい国々の人々に被せられている。 

環境ホルモン 

ここで、筆者がとくに気になる問題に触れる。

レイチェル・カーソンの警告「沈黙の春」以来 

人工化学物資の危険性（シーア・コルボ－ン他

1997）が広く知られるようになった。とくにいわ

ゆる「環境ホルモン」については、日本でも、一

時、マスコミ其の他に大きく取り上げられた。こ

の問題に関す関心は、その後急速に減退したよう

に見えるが、これで良いのだろうか。各種化学物

質は、もちろん規制されているとはいえ、今もさ

かんに使われている。 

日本でも、一度、人間や生物界の内分泌系攪乱

状況（たとえば精子数の減少）を調査、再検討す

るべきではないのだろうか。 

コロナパンデミック 

今、新型コロナウイルスが、パンデミックと言

いうるほど世界的に蔓延している。これにも人の

最近の行動が関係していると言われる。この問題

について筆者が記したいことが二つある。一つは、

地球の歴史を考えると、ウイルスや細菌の大流行

はこれからも起こると覚悟しなければならないこ

とである。もう一つの問題は、これが大戦争の最
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中に起こることもありうることである。実際に、

第１次世界大戦の時、コレラが兵士の間で大流行

し、銃弾による以上の犠牲を生んだ。この点でも、

ウクライナ戦争の他地域への拡大や飛び火は、厳

重に警戒されなければならない。 

４．日本列島の災害 

正直な話、ウクライナ戦争に関する日本人の一

番の心配は、それが日本に飛び火しないかであろ

う。この問題については、この 24 総学のＡ２分

科会で論じる。 

 寺田寅彦も言ったとおり、戦争は起こさぬこと

ができる。一方、自然災害はいつか必ず起こる。

日本が「災害大国」であるのは、日本の地球上の

位置に関係した自然の特徴、つまり、日本独特の

気象、地理、地質条件による。そのうち、地震と

地震津波については、地球テクトニクス、とくに

プレート沈み込みと、それに関係する活断層の発

達が、いろいろと説明されてきた。ところが、東

日本大震災やその後の地震と津波の発生の仕方に

ついて、以前の地震学が説明できないことがある

というので、多くの専門家が当惑した。 

  筆者は、地震学の弾性反発説と発生周期の議論

との間には、地質特性（物性）を無視した論理不

整があるのではないかと想像している（志岐

20xx）。東日本大震災やその後の地震で、起こっ

たが断層破砕帯の物性に関する地質学的研究を望

みたい。なお、志岐（2021）は、“ストレスふん

詰まり仮説”を提唱した。専門家の検討を乞う。 

一方、 日本列島に斜面災害や土石流・洪水災

害などが多いが、その原因も、地形・地質形成史

が育んだ、その自然・人文・社会的特性にある。 

とくに、花崗岩の、まさや赤色土を作る深層風

化は、日本列島主部に特有のものである（池田 

碩）。それから発する土石流の性状や分類は、他

でのそれらの考察に適用できない（志岐 2018）。 

５．何が必要か 

 戦争災害を含め、全ての災害の減災と、地球上

での恒久的人間生存を図る上で、何が今欠けてい

るのか。政治指導者を正気に戻すという馬鹿馬鹿

しい努力が必要だが、基本的には全ての人々の自

己認識の深化が必須である。宗教的と思われるか

も知れないが、ここで言っているのは、自然と社

会の中での己の科学的認識のことである。宇宙、

地球ガイア、人類社会の中での己を４次元的に認

識しないでは、どんな努力も、無駄どころか、真

逆の結果を作りかねない。 

 この認識の中で、今もっとも欠けているのが、

己が住む地球表層の質、つまり地質の認識である。

このことは、この論集の中では、誰も述べないか

もしれない。 

６．おわりに 

ウクライナ侵略が始まって以来、人類文明の破

局に通ずる方向での政治・外交・軍事行動が、欧

州だけでなく、日本にも広がりつつある。この中

で、今年にも起こり得る破局的地震や気候災害・

防災の問題を考えるには、何がなされねばならな

いだろうか。これまでのセンスでは正気と思われ

ないような提起が必要なのではないか。これまで

と同じ議論を繰り返すだけでは、日本の破局を止

めることはできないのではないだろうか。 
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Ｃ１-１     会話中の呼気液滴質量の統計データ解析 

および拡散モデルを使用した SARS-CoV-2数濃度の予測 

 

河野 仁、Kono Hitoshi（新型コロナウイルス感染症研究委員会・大阪支部） 

 

１．はじめに 

 「飛沫感染」とは、吐き出された比較的大きな

飛沫が 1m 以内の近距離に放出された直後にウイ

ルスが感染することを指す。「飛沫核感染」（空気

感染とも呼ばれる）とは、室内に長時間浮遊して

いるウイルスやウイルスを含む微細な飛沫を吸い

込むことで起こる感染を指す。 SARS-CoV-2 は、

飛沫核感染を引き起こすことが最近注目されてい

る。 

 SARS-CoV-2 の飛沫核感染を避けるための室内

換気の暫定基準が出されているが、感染と換気量

の関係はまだ明らかにされていない。 

 この論文では、拡散モデルを使用して会話中の

屋内および屋外での SARS-CoV-2 の数濃度を計

算する。計算された濃度結果と報告された感染に

至る最小吸引ウイルス数データから、部屋の換気

率と屋外での社会的距離が感染に及ぼす影響を調

べる。会話中の呼気飛沫の正確な質量分析結果に

基づく拡散予測はまだ行われていない。 

SARS-CoV-2 の感染を誘発するのに必要なウイル

スの数は、Prentiss(2020)や Karimzadeh et al.(2021)

によって試算され、Usher Institute(2021) 1) によっ

てレビューされている。 

 

２. 空気中に長時間浮遊する液滴の大きさ―カッ

トオフ径 

 微細な水滴は重力で落下するが、空気中では粘

性による抗力が作用し、重力と抗力が釣り合って

一定の速度（終末速度）になる。 

  液滴径の大きなものは短時間に床または地面に

落下する。一定の径よりも小さな液滴が蒸発によ

り飛沫核となり室内あるいは大気中を長時間浮遊

する。その境目の粒径をカットオフ径と呼ぶ。室

内ではカットオフ径は直径 100μm、屋外では大

気乱流の効果の為にやや大きくなり 130μm であ

る。なお、相対湿度、温度により、カットオフ径

は少し変わる。また、唾に NaCl やたんぱく質な

どが混ざっている場合の蒸発速度の変化は計算に

加えている。 

 

図１．液滴の  

終末速度Ｕ  

(cm s-1)  

計算値 

d: 直径(μm) 

d < 80μm   

Stokes式、 

d > 80μm  

実験式 

 

３.会話時に

放出される呼気飛沫量の計算 

 ウイルス数濃度を予測するには、液滴径別の呼

気飛沫の量と、これらの呼気飛沫中のウイルスの

数に関するデータが必要だ。本研究では、文献デ

ータを使い、会話中の呼気飛沫の質量を求めた。

英語で 1から 100 までカウントした時の呼気飛沫

の粒径と量が複数の研究者によって測定されてい

る。本研究では、文献から Loudon and Roberts 

(1967), Xie et al.(2009) と Chao et al.(2009)の測定

データの統計解析を行い、会話時に放出される呼

気飛沫量を求めた。 

  

４. 拡散モデルによる予測 

4.1 ウイルス放出率  

  呼気液滴中のウイルス数（n0）は感染からの経
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過日数により、また個人差により幅があるが、

Yang et al.(2021)から感染者の上位 10%値 n0 = 

108(mL-1)と上位 2%値 n0=1010(mL-1)を計算に使っ

た。会話時のウイルスの放出率 Ns(s-1)はカットオ

フ径 100μm 以下の呼気液滴放出量を S (g s-1)と

すると 

      Ns = n0 × S        (1) 

4.2 鼻口から吸引されるウイルス数の計算 

 1時間吸入ウイルス数 Nin (h
-1) はウイルス個

数濃度 Cv(m
-3)に日本人の成人の平均呼吸量、室

内で座った状態で B = 0.6 (m3 h-1)、 屋外で立った

状態で 0.91 (m3 h-1）、を掛けて算出した。 

      Nin = Cv × B        (2) 

4.3 室内拡散モデル 

 部屋の容積を Vr = 700m3, その中に 30 人いて、

OVID-19 感染者が 1 人いて、会話で呼気液滴を

１時間連続的に放出したとする。部屋のウイルス

は換気による除去、重力落下による除去、不活性

化の３つによって減少するとする。部屋を浮遊す

るウイルス個数濃度 CN,d は、(3)式で表される。

ここで dは液滴径である。液滴は放出直後に短時

間で蒸発して、文献から初期径の 27%に収縮後

の径とする。室内で濃度は一様と仮定し、ウイル

スの放出率 Nd0,gen(s
-1)と換気による除去[空気の入

れ替え時間 TAC = Vr / V、V (m3 s-1) は部屋の換気

量]、重力落下[減衰率 k (s-1)]、ウイルスの不活性

化による除去[除去率λ=1.69×10-4 s-1]の 3 つの和

が釣り合っていると仮定する 2)。 

      𝐶𝑁,𝑑 =
𝑁𝑑0,𝑔𝑒𝑛

𝜆+𝑘+𝑇𝐴𝐶
−1     (3) 

4.4 屋外拡散モデル 

 ガウス型プリュームモデルを使う（式は省略）。

人体の風下のウエイクは初期拡散として与えた。

拡散パラメータは EPA-HIWAY-2, OML, OMG-

volume source modelの 3つを使った。大気安定度

は中立、風速は地上 1.5m の高さの都市内の平均

風速 1 m/s と弱風 0.5m/s の 2 つのケースを用い

た。 

５. 予測結果と考察 

 室内における 1 時間の SARS-CoV2 吸引数予測

結果は、呼気液滴中のウイルス数 n0 に大きく依

存する。スーパースプレッダー n0 = 1010(mL-1)が

１時間会話した場合には換気速度を基準値の 10

倍まで大きくしても、なお、感染閾値を上回るが、

通常の感染者 n0 = 108(mL-1)の場合には感染には

至らない。この結果から、換気率を高くすること

は必要であるが、感染者を見つける検査の拡充対

策と会話時のマスクの着用が重要であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．室内の拡散モデルを使った１時間吸引ウイ

ルス数 Nin予測値と感染閾値の比較 

図中の数字 450 から 1500(ppm)は室内の CO2濃

度であり、横軸の一人 1時間当たりの部屋の換気

量 V に対応する。1000ppm が日本のビル換気基

準。  

なお、屋外での 1時間会話時の吸引ウイルス数

予測結果（図省略）は、通常の感染者 n0 

=108(mL-1)の場合には 2m 以上の距離で感染に至

らないが、スーパースプレッダーの場合には 2m

の距離で感染に至る。しかし、会話をしない、呼

吸だけの場合は、ウイルスはほとんど放出されな

いことが分かっているので、一般には屋外は人の

密集場所以外では、マスクは不要と考えられる。  

文献 

1) The University of Edinburg, Usher Institute, 2021, 

Review: What is the infectious dose of SARS-CoV-2? 

2) de Oliveira PM (2021), Proc. R. Soc. A 477, 
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Ｃ１-２ 新型コロナウイルスの感染に関わる大阪府と神奈川県の比較 

(専門外の技術者が調査し続ける新型コロナウイルスの怖さ) 

出口 幹郎、Deguchi Mikio（大阪支部関西技術者研究者懇談会）

１．はじめに 

2022年６月末から、新型コロナウイルス(コロ

ナと略記)のオミクロン株の亜種 BA.5が国内で猛

威を奮っている。2020年３月末以来、病原性だ

けでなく検査･医療提供体制の脆弱性にも恐怖を

感じ続けている。2020年 12月の 23総学には明

石市議会で行った｢検査の拡充を求める請願｣の経

過を、2021年 11月の東京科学シンポジウムには

｢医療崩壊｣に関わる調査結果を報告した。 

今回は死亡者が異常に多い大阪府の状況に心が

痛み、その原因を明らかにしようと、人口 500万

人以上の９都道府県と沖縄県における人口･人口

密度･保健師･急性期病床･ＩＣＵ･専門医･看護師

及び感染･療養等の状況を調査した。その際、感

染と療養以外の状況がよく似た大阪府と神奈川県

を比較検討すればよいことに気付いた。本報では

その調査結果を報告する。 

２．全国と 10都道府県における人口と感染状況 

 2020年国勢調査時の人口 1)と 2022年８月 25日 

までの感染状況 2)を表 1 に示す。人口は万人、感

染者と死亡者は人口１万人当たりの人数である。 

表１．人口と 2022年 8月 25日までの感染状況 

 人口 感染者 陽性率 死亡者 致死率 

全 国 12614 1395人 26.0％ 3.03人 0.22％ 

東 京 1405 2018 32.3 3.66 0.18 

神奈川 924 1361 29.5 2.89 0.21 

大 阪 884 2020 19.8 6.67 0.33 

愛 知 754 1523 31.5 3.32 0.22 

埼 玉 734 1397 28.1 2.71 0.19 

千 葉 628 1248 29.5 3.47 0.28 

兵 庫 547 1523 37.4 4.71 0.31 

北海道 522 1186 22.0 4.48 0.38 

福 岡 514 1707 24.0 3.21 0.19 

沖 縄 147 3146 41.1 3.99 0.24 

表 1で、人口 1万人当たりの感染者数は沖縄を

トップに､大阪､東京､福岡の順。人口 1 万人当た

りの死亡者数は、大阪が飛び抜けて多く､兵庫､北

海道､沖縄､東京の順に少なくなっている。 

３．大阪府と神奈川県における人口 10 万人当た

りの医療従事者･感染状況･療養状況 

表２で、感染症(専門医)は大阪府の方が少し少

ないが、保健師 1)･集中治療(専門医)･呼吸器医

(専門医と指導医)･看護師 1)は大阪府の方が多い。

専門医と指導医は各関連学会のＨＰから引用した。 

表２．大阪府(上段)と神奈川県(下段)の医療従事者 

保健師 感染症 集中治療 呼吸器医 看護師 

27.7 1.0 2.1 6.2 960 

26.9 1.1 1.8 4.9 792 

表３2)で、単位は表 1 と同じで、感染の波の期

間は、７月 11 日の大阪府コロナ対策本部会議資

料を参考に第４波が 2021年３月１日～６月 20日、

第５波が６月 21 日～12 月 16 日、第６波が 12 月

17日～2022年６月 24日とした。 

表３．第４～６波の大阪府と神奈川県の感染状況 

 波 感染者 陽性率 死亡者 致死率 

大 

阪 

6 856人 23.4％ 2.42人 0.28％ 

5 114 4.8 0.53 0.47 

4 63 4.4 1.67 2.67 

神

奈

川 

6 608 43.7 0.98 0.16 

5 113 13.1 0.41 0.36 

4 22 5.0 0.28 1.24 

表３で、第６波の神奈川県の感染者は大阪府よ

り少ないが、陽性率が 43.7％と異常に高い。大

阪府も 23.4%と高い。これは明らかに検査不足で

あり、感染者数の実態を表していないと考えられ

る。一方、死亡者はどの波でも大阪府の方が神奈

川県よりも明らかに多く、1.3～6.0倍である。 

表４3)で、療養者は入院・宿泊療養・自宅療養 

・療養先調整中の人の合計である。大阪府の重症

者とその確保病床における( )内の値は大阪府の

コロナ感染症対策サイトの掲載値である。( )内

の値の方が少ないが、その理由は定かではない。 

表４で、療養者､入院者､療養先調整中の人､重

症者､確保病床はどの波でも大阪府の方が神奈川

県よりも明らかに多い。 
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４．大阪府におけるコロナによる死亡の異常さ 

３月 16 日のコロナ対策本部会議資料に記され

た死亡までの日数と年代別死亡者数の関係を表５

に示す。第６波の値は３月７日までの値で、( )

外が 70 代以上の死亡者、( )内が 60 代以下の死

亡者である。表５で、①診断以前と診断日当日の

死亡者がいる、②第６波では、70 代以上の死亡

者が全体の 93％、そのうち診断から１週間以内

の死亡者が全体の 56％もいる。また、第６波の

診断日当日の死亡者 131人のうち、80人に基礎疾

患のあったことが報告されている。 

表５．大阪府の死亡までの日数と年代別死亡者数 

７月 11 日のコロナ対策本部会議資料に記され

た重症者・死亡者の状況を表６に示す。第６波の

値は７月３日までの値である。表６で、①診断時

重症者が多い、②死亡者のうち入院して重症から

死亡に至る人(入院重症死亡者)よりも、それ以外

の死亡者(入院重症外死亡者)の方が遥かに多い。 

表６．大阪府の重症者･死亡者の状況 

５．先進的な医療提供体制の「神奈川モデル」 

 ｢神奈川モデル｣の概要を神奈川県のＨＰや阿南

英明医師の資料 4)などに基づいて記す。 

患者の症状に応じて、重症者用｢高度医療機関｣、

中等症者用｢重点医療機関｣、重点医療機関を支援

する｢協力病院｣が設置され、無症状・軽症者は自

宅や宿泊施設で療養し、地域の医師会等が連携す

る｢地域療養の神奈川モデル｣で対応されている。 

重症者数と中等症者数を目安にしたフェーズに

応じて事前に県と契約した病院が病床を準備する。

病院毎の病床は｢見える(デジタル)化｣されている。 

入院・療養先は、医療機関が年齢､基礎疾患､血

中酸素飽和度等で入院優先度判断スコアを判定し

て選定する。重症化リスクの低い人は抗原検査キ

ットや無料検査で陽性になった場合、医療機関を

受診せずに｢自主療養｣を選ぶことができる。 

高齢者施設には、検体採取班による迅速な検査、

クラスター対策班によるクラスター拡大防止支援、

情報を整備した連携医療機関による治療、往診治

療担当医療機関の拡大等で支援されている。 

６．おわりに 

 コロナの感染に関わる大阪府と神奈川県の比較

を行ったが、わからないことが多い。最たるもの

は、検査・医療提供体制が７度も逼迫状態に陥り

８月 30日までに全国の死亡者が 39,556人に達し

た 3)ことである。この原因と対策が明らかにされ

コロナの怖さが解消されることを願っている。 

引用文献 

1) 厚生労働省｢令和２年衛生行政報告例の概況｣。 

2) 東洋経済オンライン｢コロナ国内感染の状況｣。 

3) 厚生労働省｢国内の発生状況など｣。 

4) 阿南英明｢神奈川モデル～誕生から第５波まで

～｣(2021.8.30の日本記者クラブでの講演)。 

診断後日数 第 4波 第 5波 第 6波 

以前 20 (11) 3 (11) 14  (1) 

当日 29 (14) 11  (8) 112 (19) 

1～7日 296 (46)  71 (21) 464 (35) 

8～14日 405 (46) 76 (21) 256 (10) 

15～21日 307 (41) 43 (17) 94  (4) 

22日以上 250 (74) 38 (38) 34  (7) 

小 計 1307(232) 242(116) 974 (76) 

項 目 第 4波 第 5波 第 6波 

感 染 者 55,318人 100,891 817,530 

診断時重症者 280人 199 303 

入院重症者 1,757人 1,024 898 

入院重症死亡者 393人 142 229 

入院重症外死亡者 1,138人 216 1,917 

死亡者計 1,531人 358 2,146 

入院重症外死亡者％ 74％ 60 89 

70代以上死亡者と

その割合 

1,307人 

85％ 

242 

68 

1,979 

92 

表４．第４波～第６波における大阪府と神奈川県の感染ピークに近い日の療養状況 

 年 月 日 療 養 者 入 院 者 確保病床 自宅療養者 療養調整中 重 症 者 確保病床 

大 

阪 

2022.3. 2 104,630人 2,942人 4,037床 57,829人 41,294人 818(238)人 1,407(633)床 

2021.9. 1 26,753 2,263 3,193 17,723 3,422 550(216) 1,234(588) 

2021.5.12 21,900 2,144 2,599 15,031 3,229 512(355) 743(356) 

神
奈
川 

2022.2.23 54,737 1,778 2,500 52,076 580 100 270 

2021.8.25 18,524 1,693 2,192 15,222 938 245 296 

2021.5.19 2,308 577 1,790 1,280 0 63 199 
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Ｃ１-３ COVID-19確認感染者数データ分析からまん延対策について考える 

西川 榮一、Nishikawa Eiichi（兵庫支部・元神戸商船大学） 

 

１．はじめに 

 COVID-19 のまん延は、複利勘定される借金の

ように、等比的（指数関数的）に拡大する。まん

延条件が同じ、たとえば１日間の再生産数Rが一

定であれば、ある日（０日目）D0 人の感染者が

入ってきてまん延が始まると、x 日目の総感染者

数 Dx は Dx = D0*(1+R)
x のようになり、１日当り

[1+R]の比率で増加する。まん延はこのように等

比的であるという見方に立って、実際のまん延動

向を分析し、まん延対策について考えてみたい。 

 

２．まん延動向の主な影響因子 

 実際のまん延では[1+R]は様々な要因で変化す

る。ここでは主な影響因子として以下を考える。 

■感染は感染者が未感染者と濃厚接触した場合に

発生する。影響因子は、感染させる側、感染させ

られる側、および両者が濃厚接触する機会頻度の

３つの側面で考えられる。１つは感染させる側の

感染力の強さ。１人の感

染者が、その感染者に濃

厚接触した未感染者を感

染させる確率α、２つは

未感染者が感染者に濃厚

接触した時に感染させら

れる確率β、３つは１人

の感染者が１日の間に未

感染者と濃厚接触する頻

度 S 。３つの積［αβ

S］は上述した R に相当する。ここでは感染指数

と呼ぶことにする。 

■検査して陽性が確認された人（確認感染者）は

市中から隔離されるから市中感染者数はその分減

少する。ここではその割合を(1-p)で表す。また

市中感染者の多くは２週間ほど経つと自然回復す

るとされている。市中感染者数はその分減少する。

ここでは日毎の回復割合を(1-γ)で表わす。 

■以上の影響因子を考慮すると、既述の[1+R]に

相当する日毎の感染者数の増減比率は以下となる。 

感染者数の日毎増減比率･･･［p(γ+αβS)] 

 

３．実際のまん延動向を概観する 

 図１は大阪府の７日移動平均でみた日毎の確認

感染者数、検査数、陽性率の推移 (2020/3/1～

22/9/9）である。縦軸数値は対数表示してある。 

■対数表示でみれば１波から現時点の７波へと増

減を繰り返してきたまん延の動向がよくわかる。   

この動向は図２に見るように、全国、東京都、大

阪府とも非常によく似ている。 

■７波で確認感染者数は激増し、爆発的増加だと

して騒ぎとなった。実際全国で日毎 20 万人を超

え世界最悪状態になった。オミクロン株の席巻が

注目された。しかし図１をみれば、増加率は６波

までと大差なく、７波の急増も等比的視点でみれ

ば６波までの傾向の延長線上にあると言える。 

図１．大阪府／日毎確認感染者数、検査数、陽性率の推移 

図２．全国、東京、大阪の確認感染者数の推移

推移 

177



2022 年 11 月 19 日～12 月 11 日 オンライン開催 

■重視すべきは、感染者数は、波状的に変動しな

がらも、まん延が始まって以来一貫して増加して

きていることである。図２に、 2020/3/24 ～

2022/9/9 間の図には増加率 30 日ごとの平均増加

率を示してある。この増加率に見られるように、

感染者数は、まん延当初 20 年３月と比べると 22

年９月には、全国約 400 倍、東京約 110 倍、大阪

約 500 倍に増えている。増減の周期はおよそ５カ

月、この傾向のまま８波が来れば、感染者数は７

波の２～３倍のレベルに増加する勘定になる。 

 

４．まん延動向の抑制管理    

■増減比率の抑制管理  

 まん延動向を最も特徴づけるのは確認感染者数

の増減比率（ここでのモデルでは［p(γ+αβS)]］

である。今日の感染者数と前日のそれとの比だか

ら容易に求まる。１より大きければ増加であり、

直ちに１以下に減らす措置が必要である。 

まん延抑制のためには増減比率の管理がカギで

ある。管理の手段は①検査数操作による隔離率 p

の低減、②感染指数[αβS]の低減（マスクなど

によるα抑制、ワクチンや消毒などによるβの抑

制、３密回避や活動抑制による濃厚接触 S の削減）

である。日本の対策はこれまで主に②であった。 

■ワクチン接種  

 βを抑制する最も決定的な手段。図３にワクチ

ン接種の推移を日本の人口比率で示す。１回目、

２回目は 21 年 11 月に

70％を超え、３回目

が 22 年６月 60％を超

えているが、確認感

染者数の増加傾向は

変わったように見え

ない。 

ただし、 

・変異株が次々現れ

てきていること

（４波期にアルフ

ァ株、５波期にデ

ルタ株、６波期に

オミクロン株）、 

・21 年 10 月以降感染指数 S に係る対策が次々緩

和されてきていること、 

・検査体制が６波頃から後退してきていること、 

などでワクチン効果が相殺されている面もあろう。 

■大きく変わったまん延防止対策の枠組み  

 ワクチン普及に伴い、まん延防止対策の枠組み

は大きく変わった。水際対策も次々緩和され、対

策は事実上ワクチン接種のみに依存する状況にな

りつつある。現在４回目（５回目？）接種が進め

られ、オミクロン株対応の新ワクチンとされるが、

ワクチンはまだ開発途上にあると言えよう。 

 

５．おわりに 

 COVID-19 のまん延が始まって２年余り、この

間の日本におけるまん延動向を概観した。まん延

防止対応についていくつか指摘したい。 

■増減比率の制御方策が感染指数に偏り、検査数

の活用が十分でなかった。 

■緊急事態宣言などまん延防止対応の判断基準に

ベッド使用率など医療ひっ迫度を組み込んだ。 

■検査体制（検査器具整備、検査実施など）およ

びワクチンの研究開発・生産供給に計画的に取

り組まなかった。 

■まん延状況・医療状況などに関するデータ・情

報の総合的ネットワーク構築が不十分だった。 

■国の感染症対策本部の体制不備。 

図３．全国／日毎確認感染者数、日毎検査数、および累計確認感染者数と
ワクチン接種の人口比率の推移 
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Ｃ１-４         ポストコロナを考える  
（リスクの最小化を兼ね備えた、社会システム転換を） 

 

水戸部 秀利、Mitobe Hidetoshi（宮城支部・若林クリニック所長） 

 

１． はじめに 

 “コロナ禍”から間もなく３年、第６波の下降

傾向の中、社会活動の規制が緩められ、ほどなく

第７波が襲ってきた。この間、ポストコロナの生

活変容が提起されてきたが、社会はコロナ前の経

済活動をひたすら目指し、第７波では軽症化を理

由に社会活動の規制は行わず、結果的に医療の現

場は、体制強化のないまま一般医療とコロナ対応

の２つの波が同時に押し寄せ危機に陥った。 

医療者側からみて、コロナパンデミックは社会

のあり方、社会システム転換を含めた課題を突き

つけているのではないかと思う。本稿では、コロ

ナ前の 2019 年とコロナ禍元年 20年の大気環境や

国民の健康状態を対比させ、環境や健康面からポ

ストコロナのあり方を考察する。 

２．地域の大気環境の変化 

 「コロナで空がきれいになった」という話をよ

く聞く。私は県内でも大気汚染の激しい仙塩地区

に住んでいる。2017 年 10 月から稼働している石

炭火力発電所（仙台ＰＳ）による大気汚染悪化を

懸念し、塩釜局の測定値をモニターしている。表

１は、最も高濃度になる５月のオキシダント濃度

をまとめたものである。平均濃度は 2017 年 45、

仙台ＰＳ稼働後の 2018 年 50、2019 年 49 と増

加したが、2020 年は 35ppb 、それまでの増加を

上回る減少が見られた。環境基準値 60ppb を超

える件数も激減していた。車のエンジンを始め燃

焼を伴う経済諸活動が減少した結果と推定される。 

表１．宮城県大気質測定・塩釜局(濃度単位：ppb) 

３．他の感染症発生の変化 

 コロナ感染症が蔓延する一方で、他の感染症は

減少した 1）。５類感染症の季節性インフルエンザ

報告数は、2019年約 188万件から 2020年約 56万

件、2021 年は約 1,000 件で、ほぼ姿を消した感が

ある。麻しんや風疹の報告も同様に激減した。食

中毒などで有名な３類感染症の赤痢菌感染も 140

から 87 件に、腸管出血性大腸菌感染も同じく

3,744 から 3,094 件に減少した。２類感染症の結

核は毎年 1,000 件程度の減少傾向であったが、

2019 年 21,672件、2020 年は 17,786 件と 3,886 件

も減少した。これらは、コロナ対策として３密回

避や外食や行動制限に加えて、マスクや手指消毒

などの感染予防策の普及が奏功したと考えられる。 

４．救急や病院医療の変化 

 さらに、総務省の全国救急統計 2）によれば、

出動件数は 2019 年 664 万件から 2020年 593万件

と 10％も減少している。しかし、病院収容所要

時間は 39.5 分から 40.6 分に延長している。社会

活動が抑制される中で一般救急発生は減少、一方

病院側は、コロナ感染者受け入れシフトを余儀な

くされ、収容に時間がかかったと解釈できる。 

 図１は、仙塩地域の救急総合病院の救急車の搬

送件数と入院件数の推移を表したものである。 

 コロナ禍前後では、救急搬送も新入院も件数的 

には約 1割減少している。それにもかかわらず医 

療現場はコロナ対応に追われ混乱した。 

図１．仙塩地区救急病院の救急搬入と新入数 

年度 度数 平均
標準
偏差

60超
え件数

5月日
照時間

参考

2017 622 45.1 14.6 101 209.4 PS稼働前

2018 622 49.9 13.91 156 177.8 PS稼働後

2019 622 49.4 13.66 108 296.1

2020 622 35.4 11.97 12 189.8 コロナ元年

大気質測定塩釜局のオキシダント濃度　5月1～26日
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５．国民死亡率の変化 

 厚生労働省の死亡死因統計 3）によると、人口

10万人当たりの 20年の死亡率は 19年対比で総数

では 3.7％の減。死因別では悪性新生物が 2.4％の

増だが、心疾患は 1.3％減、脳血管疾患も 2.6％減、

肺炎は 13.6％の大幅減で、不慮の事故も 0.8％減。

自殺は 4.2％の増だった。コロナ禍による総死亡

の増加はなかったが、社会活動の抑制は脳・心疾

患と事故の減少、感染予防は肺炎の減少という形

で現れたと推定される。逆に、自殺の増加には経

済活動抑制などによる生活困窮が背景にあるとの

指摘もあり、今後の検証が必要である。 

６．エネルギー消費の変化 

 資源エネルギー庁統計では、日本の社会活動の

総和としての国内１次エネルギー供給量は 2019 

年 19124PJ で 2020 年は 17965PJ と 6.1％も減

少し、これは 2011 年東日本大震災による減少に

匹敵する。 

７．社会的リスクの考察 

 コロナパンデミックは、私たちの社会活動の自

由を大きく抑制したが、環境改善、疾病や事故の

抑制という現象を引き起こし、自らの社会活動を

見直す契機を与えた。「感染対策」と「経済」を

対立させる論調も多いが、コロナ禍前の「経済活

動」について浪費や狂乱がなかったか、振り返り

が必要なのではないか。 

環境対策も含め、脱化石燃料と省エネは国内外

の課題であり、コロナ禍からの経済復興では化石

燃料を大幅に削減しながら省エネを徹底し、再生

可能エネルギーを大きく伸ばすグリーンリカバリ

ーが提唱されている。 

今後もコロナウイルスの変異株や新たな感染症

が発生し、それらとのせめぎあいの中で私たちは

生きていくことになる。コロナ禍前の社会経済シ

ステムへの単純復帰ではなく、環境や疾病、事故

を含め社会リスクの最小化を兼ね備えたシステム

に転換していく必要があると思う。 

８．医療や保健の現場からの声 

 感染者（数）把握や予防に当たるのが保健所で

あり、感染者の診療に当たるのが医療機関である。

戦後の保守政権は、1980 年代以降臨調・行革路

線、社会保障費削減政策のもと公的な保健・医療

の削減を徹底してきた。その結果、保健所は約半

減し、医師数はOECD38カ国中 33位（人口 1,000

人当り2.4人）と抑制されてきた（図２、図３）。 

 そこを襲ったのがコロナパンデミックである。 

図２．人口 1,000人当たり医師数 

図３．保健所数は 45%減、職員数は 19%減 

 医療体制に余力はなく、コロナ感染患者受け入

れ体制を構築することも大きな負荷となった。緊

急事態宣言のような強い規制によって一般医療需

要が相対的に抑制され、第１波から第５波はなん

とか対応、それでも在宅死や手遅れ死を生み出し

てしまった。第６波以降、軽症化を理由に社会的

規制は緩められ、第７波は自主規制のみとなった。

依然保健医療体制の強化はなされず、結果的に現

場は、一般医療とコロナ対応の二重の負荷を受け、

医療崩壊に陥った。 

この 3年間のコロナ感染拡大に関する政策は、

医療現場から見れば、「場当たり」「後追い」であ

り、経済優先によって、多くの高齢者や弱者の命

が奪われている。抜本的な保健医療システムの転

換を求めたい。 

参照：1）国立感染症研究所資料 

   2）総務省令和３年版救急・救助の現況 

3）厚労省令和２年人口動態統計 
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Ｃ２-１         食品表示の現状と課題 

 

原 英二、Hara Eiji（食糧問題研究委員会・日本消費者連盟） 

 

１．はじめに 

食品表示を規制する法律は、食品衛生法、JAS

法(旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に

関する法律)品質表示基準、健康増進法(旧栄養改

善法)などに分かれ、所管も厚生労働省、農林水

産省などに分かれていたが、2009 年設置の消費

者庁に食品表示行政が一元化され、2015 年に食

品表示法が制定された。同法に基づき食品表示基

準が定められており、順次基準の見直し検討がさ

れているが、その議論には、表示を見る立場の消

費者の声がほとんど反映されず、わかりにくい表

示制度となってしまっている。この状況は、現在

の食品安全行政、消費者行政の典型的なものと言

えるので、その状況の解説と原因について議論し

たい。 

 

２．原料原産地表示 

原料原産地表示は JAS 法で一部品目について

のみ定められていたが、食品表示一元化に向けた

農水省と厚労省の共同会議及び消費者庁の検討会

で議論され、すべての加工食品が対象とされるこ

とになった。消費者と農業生産者の声で実現した

と言える。 

 

表１．原料原産地表示の表示方法 

表示方法 表示の内容 表示例 

国別重量

順表示 

使用の多い順に国名を

表示(表示の原則) 

小麦 (米国、

カナダ) 

又は表示 
可能性のある国を使用

が見込まれる順に表示 

小麦 (米国又

はカナダ) 

大括り表

示 

３か国以上から輸入の

場合、「輸入」と表示可 
小麦(輸入) 

製造地表

示 

中間原料の製造地を表

示(原料原産地は表示さ

れない) 

小麦粉 (国内

製造) 

しかし、折角の全加工食品の原料原産地表示も、

その内容によって骨抜きになった。検討会では業

界側から表示が難しいことが主張され、表示対象

が重量比率 1 位の原料にされた上、「輸入」とい

う大括り表示が決められた。加えて、中間原料の

製造地を書く製造地表示が決められた。食品への

配合比で最も比率が多い原料は、穀物が多い。そ

の穀物は、多くが輸入に頼っている。穀物の形で

輸入され、製粉会社は食品製造会社と異なること

が多いため、市販食品の多くで、原料原産地表示

に「小麦粉(国内製造)」などと表示されている。

この表示では、穀物の原産地がわからないばかり

か、国産原料であるかのような誤解を与える。 

 

表２．主要穀物の輸入比率 

米 小麦 
大麦・

裸麦 
大豆 

トウモ

ロコシ 
ソバ 

８％ 85% 85% 94% 100% 42% 

 

３．遺伝子組み換え表示 

日本の遺伝子組み換え表示は、消費者運動の盛

り上がる中、2001 年に世界に先駆けて実現した。

しかし今、ＥＵやオーストラリアに比べると、表

示対象の範囲が狭く、遅れた内容となっている。

日本だけで決められている「遺伝子組換え不分

別」という表示方法も、消費者にはわかりにくい。 

 

表３．遺伝子組み換え(ＧＭ)表示の国際比較 

 
表示対象 

食用油、

醤油等 

日本 
５％超、かつ上位３位まで

のGM原料 
対象外 

ＥＵ 
0.9%超のGM作物を含む食

品及び飼料 
対象 

豪州 1％超のGM作物を含む食品 対象外 

米国 5%超のGM作物を含む食品 対象外 

韓国 3%超のGM作物を含む食品 対象外 

台湾 3%超のGM作物を含む食品 対象 
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2017 年度に開催された遺伝子組換え表示制度

に関する検討会では、消費者側から表示限度の引

き下げや食用油等での表示などが要求されたが、

業界側の反対で現行制度の維持が決定された。 

食用油やでんぷん系原料として多くの食品に遺

伝子組み換え原料が使われているにも関わらず、

表示制度のせいで表示されない現状で、消費者の

商品選択に役立っているのが「遺伝子組み換えで

ない」の表示である。遺伝子組み換え原料に対す

る消費者の不安に応えて、遺伝子組み換え原料の

不使用を追求する事業者もあり、それを伝えるの

がこの表示である。しかし、検討会でこの表示の

限度を不検出にまで引き下げることが決定された。

このことにより、輸入非遺伝子組み換え(分別)原

料では、表示ができなくなった。 

 

４．食品添加物表示 

1988 年の食品衛生法改正で、すべての食品添

加物が表示対象とされ、食品添加物は原則、物質

名で表示することになった。この際に、一括名や

類別名などで表示制度が設けられた。多くの添加

物が、用途名またはグループ名だけの表示になっ

た。加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化剤と

して表示が免除されることについても、事業者の

裁量範囲が広い。 

 

表４．食品添加物の表示方法 

表示 対象の食品添加物 

物質名 物質名だけの表示。表示の原則。 

用途名 

併記 

用途名と物質名を併記する、一番分かり

やすい表示。甘味料、酸化防止剤、防か

び剤、保存料等の８用途のみ。 

一括名 
用途名だけ表示すれば良いとされる、乳

化剤、pH調整剤、膨脹剤など14用途。 

類別名 
化学的構造が似ているグループ名(類別

名)。増粘多糖類など。 

簡略名 一般的な別名。ビタミンE、重曹など。 

表示免

除 

加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化

剤については表示省略可。 

 

2019 年度に開催された食品添加物表示制度に

関する検討会では、消費者側から一括名や類別名

の廃止、用途名併記の拡大などが要求されたが、

すべて業界側の反対で却下され、現状維持が決ま

った。 

食品添加物でも、事業者が食品添加物の削減を

追求し、その結果を「無添加」「不使用」表示と

して、消費者にアピールしている。食品添加物表

示検討会でも、「無添加」「不使用」表示が、食品

添加物について不安を煽る等と批判され、これを

規制する不使用表示ガイドラインが決められた。

ガイドラインは、法令にないという理由での用語

の禁止や曖昧な既定での禁止で、取り締まりを恐

れる事業者は、自粛を強いられている。 

 

表５．不使用表示ガイドラインの禁止の類型 

・単なる「無添加」表示 

・「化学調味料」「合成着色料」など法令にな

い用語 

・同一機能・類似機能を持つ食品添加物や食

品を使用した食品への表示 

・健康・安全、その他と関連付けた表示 

・字の大きさや色等で過度に強調された表示 

 

５．食品表示後退の原因 

食品安全委員会と消費者庁が設置されて以来、

行政の姿勢は変わっている。「科学的評価に基づ

くもの」として、食品添加物や遺伝子組み換え食

品を安全なものとし、評価方法への批判や不安、

疑問に応えない。 

消費者庁の検討会は、「実行可能性」の言葉で

事業者(業界)の意見だけが通って、消費者の意見

は通らない構造になっている。さかのぼれば、安

倍政権下の経済成長優先･先端科学振興政策が、

こうした消費者無視の行政運営につながっている

のである。 

行政を変えるためには、政治を変えなければな

らない。 

 

参考資料 

消費者庁検討会情報。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/m

eeting_materials/. 
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Ｃ２-２        種子法廃止後のたねのゆくえ 

－都道府県アンケート調査より－ 

 

  吉森 弘子、Yoshimori Hiroko（たねと食とひと＠フォーラム） 

 

１．はじめに 

 たねと食とひと＠フォーラムでは、地域性に富

んだ多様で持続的な食と農、社会をつくっていく

ことを目的のひとつとして活動している。 

公的機関において主要農作物種子等の優良な品

種の生産を継続されていることは、食と農の多様

性、食の安定供給のための重要な役割を担ってい

ると考える。 

主要農作物種子法（以下、種子法）廃止直後の

2018 年４月より、都道府県における主要農作物

等の種子生産状況に関わる取り組みについて、毎

年、公開でアンケート調査を実施してきた。 

調査目的は、種子法廃止後も各都道府県がこれ

まで種子法のもとで担っていた役割が後退するこ

とのないように、どのような配慮がなされている

のか関心を示し続けることである。これまでに５

回実施し、毎回、全都道府県から回答を得ている。 

 

２．2022 年度の調査項目 

2022 年度は、以下の 12 項目を調査した。⑧⑩

⑪の３項目は、新たな項目である。① 2022 年度

の予算額及び予算を構成する主な費目、②実施部

署または機関の名称について、③奨励品種名  

④奨励品種決定のための原々種・原種の生産、種

子の審査等について、⑤ゲノム編集品種の種子生

産の可能性について、⑥種子生産に関する条例に

ついて、⑦国又は民間企業との共同開発について、  

⑧気候変動に関する農業への対応策について、⑨

奨励品種の内、品種登録されている品種について、   

⑩奨励品種の内、登録品種の許諾内容、⑪種子法

が廃止されて、５年目を迎え見えてきた課題、⑫

種子法廃止後も主要農作物等の種子生産を継続さ

れる理由、今後の方向性。 

３．調査結果の概要 

① 2022年度予算 

 2021 年と比べて 1000 万円以上の差があったの

は、茨城県の約 3231 万円増額、秋田県の約 2699

万円増額。いずれも理由は「機械整備」であり、

大きく減額した自治体はなかった。 

 

③ 奨励品種決定のための原々種・原種の生産、

種子の審査等 

 2021 年度と比べ、大きな変化は見られなかっ

た。「種子生産ほ場の指定」を「実施しない」、

「種子の審査」を「実施しない」、ともに 1 自治

体増えた。  

 指定を実施しない：栃木県・東京都・愛知県・

奈良県・佐賀県  

 審査を実施しない：栃木県・東京都・奈良県 

 

⑤ ゲノム編集品種の種子生産の可能性  

 2021 年度と同じく、「可能性がある」と回答し

た自治体はなかった。「その他」と回答した岩手

県と「無回答」の宮城県は、いずれも「不明」と

コメントがあった。岐阜県は、「国等の社会情勢

を見て判断」とコメントしている。 

 

⑥ 種子生産に関する条例  

 2022 年５月の時点で条例未制定は、15 都府県

で、昨年度より３県減少した。福島県・山梨県・

沖縄県で新たに制定された。未制定は、青森県・

東京都・神奈川・静岡県・京都府・大阪府・奈良

県・和歌山県・岡山県・山口県・香川県・高知

県・佐賀県・長崎県・大分県である。 

 

⑦ 国又は民間企業との共同開発  

 「国の研究機関との共同開発」を行なっている

のは 13県、「民間企業との共同開発」を行なって
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いるのは５県との回答であった。 

 

⑧ 気候変動に関する農業への対応策  

・39 道府県が具体的に回答。うち 27 府県が「高

温耐性」など高温対策に取り組んでいる。 

 

⑩ 奨励品種の許諾  

・登録品種の許諾申請が「必要」「一部必要」と

しているのは、26 道府県（55％）である。  

・許諾料を設定しているのは、21 府県である。  

・申請は必要だが、許諾料は無料、県内生産者は

無料など各自治体により設定が異なる。 

 

⑪ 種子法が廃止されて、５年目を迎え見えてき

た課題  

・25 府県（53％）が「特に問題はない」と回答。  

・埼玉県：都道府県間連携が重要である。  

・鳥取県：他県との種子生産受委託推進は、県内

種子価格との差や品質で問題が生じた場合、事

故が起きた場合の対応など課題が山積している。  

・広島県：本県における取組は、国の地方交付

税を財源としているため、これがなくなると

継続が困難であり、今後も国の財政措置は必

須である。 

 

⑫ 主要農作物等の種子生産を継続される理由  

・44 道府県の回答は、いずれも「安定供給」、

「品質確保」、「農業振興」、「県の責務」に関す

る記述である。 

 

４．都道府県アンケート調査から見えてきた課題 

（久野秀二氏 結果講評より一部抜粋） 

・ゲノム編集技術については、国内外の事業者に

よる無軌道な開発や流通が行われないよう、開

発者・事業者等の届け出や表示の義務化を求め

つつ、研究開発の動向を今後も注視していく必

要がある。 

・行政としての責務を明文化するために、未制定

の自治体にも、種子条例制定の準備を進めるこ

とを求めたい。 

・気候変動に関する農業への対応策については、

引き続き多様な取り組みを求めたい。 

・各道府県が責任を持って種子事業に継続的に取

り組み、地域の条件に適した優良な公共品種の

選択肢が豊富に残されている状況を維持するこ

とが、「食料主権」や「自給力」につながる。 

・都道府県による主体的な取り組みとして、横断

的な連携が広がることが望ましい。 

・30 超の道府県で種子条例が制定され、ほぼ全

ての道府県で種子事業が、自負と責任をもって

粛々と取り組まれている事実や、多くの県が

「育成者権の保護」ではなく、「地域農業の振

興」の観点から登録品種の種苗利用の許諾手続

きを位置付けていることの意味を国は重く受け

とめ、公的種子事業に対する財政措置を継続的

に保障すべきである。 

 

５．追加調査 

2017 年４月に参議院農林水産委員会で採択さ

れた種子法を廃止する法律に対する附帯決議で求

められた必要な措置が、国によって履行されてい

るのかは、もとより全国共通の課題と考える。 

今年度は、秋に数項目の追加調査に取り組む。 

 

附帯決議（抜粋）１．優良な種子の確保、種苗

法に基づいた主要農作物の生産等の適切な基準作

りと運用。２．地方交付税の確保。３．民間事業

者が参入しやすい環境整備、民間事業者と都道府

県の連携推進、国外流出することなく適正価格で

国内生産に努める。４．消費者の多様な嗜好性、

生産地の生産環境に対応した種子の生産確保、特

定の事業者による種子の独占による弊害が生じな

いよう努める。 

 

参考資料 

2022 年度都道府県の主要農作物種子生産状況に

関するアンケート結果は、 

ウェブサイト「Tanet」で 

公開している。 

https://nongmseed.jp/archives/5537 
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Ｃ２-３       化学肥料高騰から見た今後の農業 

 

真鍋 和裕、Manabe Kazuhiro（食料問題研究委員会） 

 

１．はじめに 

世界最初の化学肥料の生産は、イギリスにおい

て 1840 年代に、過リン酸石灰の製造に始まり、

1900 年初頭にはドイツのＦ・ハーバーが空気中

の窒素ガスからアンモニアを合成する実験に成功

し、化学肥料製造の発展と農業生産は比例するよ

うに増加していく。 

2008～09 年を除けば、これまで比較的安定し

ていた化学肥料原料だが、昨年後半から中国の肥

料原料の輸出規制に始まり、ロシアのウクライナ

侵攻問題で、肥料業界にも激震が走っている。 

今回の報告は、原料のほとんどを輸入に頼る日

本の肥料事情を中心に、肥料の歴史や流通、環境

保全型農業の現状から、これまで化学肥料に頼っ

てきた農業からどう変革していくかを模索してみ

たい。 

 

２．日本における肥料原料の輸入と肥料流通 

日本の化学肥料原料のうち、リン酸原料とカリ

原料はほぼ 100%が輸入原料で、窒素肥料も硫安

など一部の肥料以外は輸入に頼っており、日本に

おける化学肥料製品は輸入原料のかたまりと言っ

ても過言ではない。 

輸入された肥料原料は、国内肥料メーカーによ

ってさまざまな成分用途の製品に加工され、複数

の流通段階を経て農家の手に届けられる。 

 2020 年の肥料原料の主な輸入相手国は、下記

の表１～３のとおりである。 

表１．尿素（窒素肥料）  

相手国 割合（％） 

マレーシア 47 

中国 37 

サウジアラビア    5 

その他 11 

         輸入量 335千トン 

表２．リン酸アンモニウム（リン酸肥料）  

相手国 割合（％） 

中国 90 

アメリカ 10 

         輸入量 512 千トン 

 

表３．塩化カリウム（カリ肥料）  

相手国 割合（％） 

カナダ 59 

ロシア 16 

ベラルーシ   10 

その他 15 

         輸入量 412 千トン 

 

 尿素は天然ガスやナフサを原料としており、産

油国や天然ガス産出国に、リン酸アンモニウムは

リン鉱石の産出国、塩化カリはカリ鉱山の主要国

に偏在している。 

 

３．肥料原料の今後の動向 

 肥料原料においては、2021 年 10 月から中国の

輸出規制、ロシアのウクライナ侵攻に起因する輸

出減少で、２年前と比較して３～４倍にまで高騰

し、農家の生産コストを圧迫している。 

2008 年に一時的に肥料原料、とりわけリン酸

肥料原料が高騰した。これは石油や原料の価格上

昇、中国やインドなどの肥料需要の増大などの影

響によるものである。 

とくに、良質のリン鉱石は、産出国の輸出制限

などで大きく値上りした。 

 肥料需要の増加は、主要穀物や大豆の価格が上

昇し過去最高になり、作付け面積が増大、また在

庫量の長期的な減少、バイオ燃料生産や後発国の

経済発展による需要の増加、穀物市場への投機資
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金の流入などが原因と言われている。 

 その後、肥料原料の増産により 10 数年にわた

り大きな高騰は見られなかったが、2021 年後半

から急激に高騰し始め、タイト感も払拭せず、現

在は高止まりしている状況である。 

 各輸出国は、肥料資源を戦略物質として位置づ

けしており、以前のような価格にまで下がること

は見込めないと考えられている。 

 

 

図１．肥料原料の輸入価格（2020 年 5 月～） 

 

４．化学肥料低減への取り組み 

この肥料高騰と原料入手難の問題に対しては、

火急な対応が求められている。 

肥料業界では窒素、リン酸、カリの主要３要素

に対し、輸入相手国の代替を模索するも、高い価

格での買い付けができれば良い方で、需要に対し

て十分な供給ができていないのが現状である。 

一方、これまで安い肥料として流通していた鶏

糞については、一部の地域では予約待ちの状況と

なっていることも、これまでになかった動きが出

ている。 

農水省は肥料高騰対策として、化学肥料の低減

や堆肥等の国内資源の活用等の取組を行う農家へ

の支援を行い、農業経営への圧迫を緩和するとと

もに、化学肥料の使用量の低減を進めている。 

具体的に化学肥料の代替品や新たな技術として、

以下のような取り組みが挙げられる。 

① 未利用有機資源（家畜糞尿、下水処理汚泥、

食品残渣）の利活用 

② 混合堆肥複合肥料の生産普及 

③ 緩効性肥料、土づくり肥料の普及 

④ 土壌診断による適正施肥や局所施肥 

⑤ 土壌管理アプリの活用 

⑥ AＩを利用したリモートセンシング、画像

診断技術 

⑦ ドローンを使った施肥。施設 

⑧ 施設園芸等での根域制限による減肥料技術 

 

表４．バイオマスの賦存量と利活用状況 

 

出典：2017 年農水省調べ。 

 

表４に示すように、家畜糞尿は、たい肥として

活用されているが、下水汚泥肥料や食品リサイク

ル肥料などは、未だ利用の理解が進んでいない。

今後、普及推進の課題となっている。 

肥料高騰問題を見越こすかのように、2021 年

３月に「みどりの食料システム戦略」（以下「み

どり戦略」）が策定された。これはＥＵや米国の

環境農業戦略にならって打ち出したものと考えら

れる。 

 この中で、「2050 年までに輸入燃料や化石燃料

を原料とした化学肥料の使用量を現在の 30%低

減する」との目標を掲げている。未利用有機資源

の循環利用や施肥の効率化、スマート農業化を推

進するとされている。 

 しかしながら、有機農業推進法が 2006 年に制

定され、16 年経つも有機農産物の割合は、農産

物全体の１％にも満たないのが現状である。「み

どり戦略」の目標達成は程遠く、絵に描いた餅と

考えざるを得ない。 

 その施策を絵に描いた餅にしないために、先に

挙げた有機農業あるいは環境保全型農業に寄与で

きる技術の開発と推進を推し進めていくことは、

「みどり戦略」を本物の餅に近づけ、限りある鉱

物資源の肥料原料を可能な限り、後世に残してい

くことができる唯一の方法だと考えられる。 
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Ｃ２-４       有機農業推進のための現状と課題 

 

粟生田 忠雄、Aoda Tadao（新潟大学・新潟支部） 

 

１．はじめに 

 「環境と調和のとれた食料システムの確立のた

めの環境負荷低減事業活動の促進等に関する法

律」（みどりの食料システム法）が、2022 年に施

行された。この法律の基本は、有機農業の推進で

ある。「みどりの食料システム戦略」（農林水産省，

2021）は、2050 年までに①農林水産業の CO₂排

出量の実質ゼロ化、②化学農薬の使用量半減、③

化学肥料の使用量３割減、④有機農業を全農地の

25%まで拡大という崇高な目標を掲げた。ここで

は、有機農業の各地の取組を紹介し、その推進の

ため具現化についての課題を考える。 

 

２．新潟県の有機農業 

2.1 にいがたオーガニックフェスタ 

 今年、新潟県のオーガニックフェスタは５回目

となる。新潟県内の有機農家は、相互の連絡が密

ではなかったが、2006 年に制定された有機農業

推進法を受け、新潟県有機農業推進ネットワーク

を立ち上げた。この組織は、有機農家相互の円滑

な連絡体制確立、およびその推進等を目的とし、

2006 年から定期的な技術講習会を重ねてきた。

この系譜で、農業技術の講習会から、広く消費者

に対しても有機農業の良さをアピールする場の必

要性が確認された。 

 ５回目（５年目）となるフェスタは、新潟県内

の３会場で実施するよう企画中である。また、学

生によるイベント企画、有機農産物を取り扱う店

舗紹介の Web サイトの立上げなど時流に則った

運動も広がってきた。新潟県の有機農業は、県内

の農産物市場においては、いまだ点の存在ではあ

るが、単に頑固親父の酔狂ではなく、時代の先端

を走る牽引車になりつつある。 

2.2 地域づくり 

 有機農業は、単なる農業技術ではなく、地域づ

くりの手段でもある。たとえば、新潟県阿賀野市

のＪＡ新潟かがやきささかみアグリセンター（旧

ＪＡささかみ）は、農協合併後も農協、生協、行

政等で協議会を作り、40 年以上続く産直交流事

業の継続体制を整えた。この協議会は、有機農産

物を一つのシンボルとして、環境保全型農産物の

生産と流通により地域全体の活性化を図ることが

目的である。また、恒常的な創意工夫による地域

づくり、農業技術の向上を図っている。後継者不

足、高齢化など農業現場の課題は、ここでも深刻

だが、一つの光明として捉えることができよう。 

2.3 自然栽培稲作 

 新潟県の自然栽培の歴史はまだ浅い。除草対策、

ワキ（メタンガスの発生）、有機肥料のネズミ食

害などの課題解決のため、数年前に数名の有機農

家が自然栽培に取り組んできた。たとえば、有機

栽培稲作では、地域によって有機質肥料の質では

なく、施用量基準を設けることが多い。この基準

は、農地の土質や有機肥料の施用継続による土質

の違いをほとんど考慮してない。特に、有機栽培

の場合、作物、気候などによって土質の評価基準

は、多様であり、経験と勘に頼ることが多い。 

 

さない水田には雑草が繁茂するが、この水田に

は、極めて少ない。こういった水田に、有機質肥

料を施用すれば、ワキを生じ、根腐れ、品質や減

収の原因となりかねない。自然栽培は、肥料を施

用しないため、ワキ対策になる。また、水田内の

除草対策として講じられているのが、３回代かき

とポット苗稲作である。つまり、コナギ

（Monochoria vaginalis var. plantaginea）の発芽後

に代かきされた水田に成苗を移植することで、初

期の稲と雑草の生育差をつくるのである。さらに、

湛水中に光合成細菌が生息する環境を創出するこ

とで、水田の表土層への太陽光線到達を抑制し、 
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写真１．田植え後 1か月の自然栽培水田 

注：光合成細菌で湛水が赤く濁り、雑草がほとんど
生えていない。 

 

雑草の発芽も抑える。写真１は、田植え 1か月後

除草剤を施さない水田には雑草が繁茂するが、こ

の水田には、極めて少ない。 

自然栽培稲作は、ポット苗用の田植え機の開発

が遅れていること、品種選択、水管理など発展途

上の技術である。一方で、自然栽培は、肥料コス

トがかからない点、強気の米価設定などによる農

家経営のメリットは忘れてはなるまい。 

2.4 保全農業 

 ＦＡＯ国連食糧農業機構（2022）は世界的な土

壌劣化対策、持続的食料生産を両立させる農業技

術として「保全農業」に着目し、推奨している。

保全農業とは、1）無または最小耕起、2）前作を

マルチとして利用、3）多様な作物ローテーショ

ンを基本原則とし世界各国に広がっている。その

理由は、1）経済的効果（労働時間の軽減、燃料）、

2）農学的効果（有機物の上昇、土壌水分の保全、

根圏の土壌構造の保全、浸食抑制）、3）環境的効

果（土壌浸食の抑制、空気の質的向上、生物多様

性の向上、土壌への炭素蓄積）などのためである。

この保全農業は、狭義の有機農業の範疇に収まら

ず、気候によらず適応でき、土壌水分の保全など

土壌劣化の抑制効果が大きいとされる。 

著者らは、2022 年から砂質土壌農地において、

大豆、トウモロコシ、トマトの保全農業による栽

培試験を開始した。この試験は、慣行栽培区、有

機栽培区、保全農業区に分類し、①土壌水分分布、

②土壌有機物含有量、③土壌硬度、④作物生育

（葉緑素量、収量）などを測定し比較検討してい

る。 

図１は、保全農業区、有機栽培区、慣行栽培区

における表層土壌の有機物量、土壌水分量の比較

である。被覆作物のマルチ効果などにより、保全

農業区の土壌有機物、および土壌水分が高く、ま

たバラツキが大きかった。岩田（2004）は、不耕

起は、自然の摂理に沿って、諸性質のバラツキの

程度を強めることを示した。保全農業が自然の摂

理に沿ったものであることの証左であろう。トマ

ト収量も保全農業区が最も大きかった。このよう 

に、保全農業は、日本ではまだ普及されていない 

が、可能性の高い栽培技術と考える。 

図 1. 各栽培区の表層土壌水分と有機物含有量 

注：土壌採取深さは 0-5cm，この試験は初年度であ
り，統計処理等のため継続調査が必要である。 

 

３．まとめ 

 報告での紹介は、今日、新潟県で取組む有機農

業の一端である。技術的には発展途上のものも含

まれるが、燃料価格、肥料価格の高騰を回避する

農法として着目される。同時に、みどりの食料シ

ステム戦略の具現化のためには、こうしたデータ

の蓄積と情報共有が不可欠である。 

 

引用文献 
岩田進午（2004）：「健康な土」「病んだ土」，新日

本出版社，p.116． 

国 連 食 料 農 業 機 構 （ 2022 ）： 保 全 農 業
https://www.fao.org/3/cb8350en/cb8350en.pdf 

（2022年 9月 5日参照）． 

農林水産省（2021）：みどりの食料システム戦略，
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/mi

dori/（2022年 9月 2日参照）． 
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Ｃ２-�５          生協産直を考える 

西村 一郎、Nishimura Ichirou（東京支部・食糧問題研究委員会） 

 

１．はじめに 

 生協産直とは、1980 年代より多くの生協が行

なってきた産地直送・産地直売・産地直結などの

総称である。 

 ここでの３原則には、①生産地と生産者が明確、            

②栽培や肥育方法が明確、③組合員と生産者が交

流できることが掲げられている。 

 さらには生協産直基準として、①組合員の要

求・要望を基本に、多面的な組合員参加を推進、 

②生産地、生産者、生産・流通方法が明確、③記

録・点検・検査による検証システムを確立、④生

産者との自立・対等を基礎としたパートナーシッ

プを確立、⑤持続可能な生産と、環境に配慮した

事業を推進が求められている。 

 ところで、全国 120 の地域生協の 2021 年度概

要は、組合員は 2336 万人で、世帯の約３分の１

を組織し、供給高 3 兆 923 億円である。  

 こうした生協における分野別の 2017 年度生協

産直の割合は、青果 31.5％、精肉 38.8％、牛乳

47.5％、卵 67.6％、米 60.6％、水産 5.0％であり、 

生協の強力なブランドとなっているが、個別の課

題はいくつもある。 

 生協産直は、大別すると、①一般的産地、②拠

点産地、③地域総合産直があり、各地で創意工夫

した形で展開している。 

 生活クラブ生協では、山形県遊佐町と面的で複

合的な提携をし、共同開発米・酒米・加工用米・

大豆・飼料用米・なたね・そば・加工用トマトな

どで田畑の約６割を使用している。 

 パルシステムでは、新潟県旧ＪＡささかみと連

携して交流を以前から強め、41 年目の 2022 年春

には 40 人が参加し、「産地へ行こう ささかみ田

植えツアー」を開催した。 

 他にもコープデリでは、新潟県佐渡島でのトキ

米や、東海コープ事業連合は、インドネシアのタ

ラカン島でブラックタイガーの産直などがある。 

２．東都生協の地域総合産直として旧ＪＡやさと

有機生産部会 

 茨城県石岡市八郷地区は、以前から「有機の

里」として有名で、1997 年に旧ＪＡやさと有機

生産部会を創立し、東都生協が生産者の希望価格

で全量を買い取ることで取引がスタートした。 

 現在は 31 軒の生産者で組織し、東都生協・よ

つ葉生協・パルシステム連合会・いばらきコープ

と取り引きしている。 

 扱っている有機農産物は、一年中の野菜・米・

卵が中心である。なお旧ＪＡやさとでは、独自に

納豆やミールキットの加工場を造り、生協のルー

トで販売もしている。 

 以下の３部で構成している当部会は、生産だけ

でなく消費者との接点も強めている。 

① 販売部：理解ある販売先の拡大、販売先の要

望・ニーズの情報収集、出荷計画の部会員か

らの収集と調整 

② 栽培部：品質の均一化、安定栽培の情報交

換・各種勉強会、地域循環型農業の情報交換 

③ 広報部：パンフレットやチラシの企画・製作、

ホームページの製作・更新 

 また、特徴の一つが、新規就農者に対する独自

の研修制度「ゆめファーム」であり、会員の平均

年齢が 20 歳代後半にもつながっている。 

 現在は 18 期生が研修中のこの制度は、以下が

ポイントである。 

① 1.5ha の土地で農業研修に必要な機材や設備

が完備している。 

② 研修開始当時から JAS 有機認証を受けた畑で

栽培し、販売が可能である。 

③ ２年間の研修期間中の生活費（青年給付金開

始型）を支援する。 

④ 先輩農家が週 1 回の研修で必要な技術を伝授

するし、さまざまな勉強会にも参加できる。 

 ここには夫婦での参加が原則で、これまでに東
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都生協職員２組の夫婦が移住し、現在も有機農業

に励みつつ、部会の活動にも参加している。 

 

３．全国 32生協が関わる恩納村モズク：生協産  

直の理想像 

 一般的な生協産直は、生協と生産者の２者間、

もしくは加工の工程が加わると、生協と生産者と

食品メーカーの３者間となる。 

 これらに対して地域社会に責任を持つ行政が加

わった、生協と生産者と食品メーカーと行政の４

者間との産直があり、その数少ない事例の 1つと

して、沖縄の恩納村モズクがある。 

 ここでは生協ＪＦによる協同組合間協同の枠を

越え、行政による地域の活性化が行われ、生協の

可能性が一段と広がり、関わる人の働き甲斐や生

き甲斐にも貢献している。 

① 恩納村モズクの基礎創り：1984 年から恩納村

漁協と（株）井ゲタ竹内の協同 

 恩納村漁協は、地域密着の漁業を目指すため、

1970 年に名護漁協から分離し、高齢化しても陸

で天候に左右されず年中作業ができる海ぶどうの

養殖や、豊かな里海を育むサンゴの養殖と、育成

の難しい細モズクや恩納モズクの養殖と常に研究

を重ねてきた。 

鳥取県境港市で 1947 年創業の井ゲタ竹内は、

自然が生きている食品を開発し、隠岐の島の天然

モズクから沖縄の養殖モズクへの転換を考えてい

た。  

 双方の目指すものが一致し、対等での協力関係

で生産計画、全量引き取り、生産価格の保障、品

質の向上、表彰制度を進めてきた。 

② 恩納村モズクの生協向け商品化：2005 年から

恩納村漁協と井ゲタ竹内と生協の協同生協し

まねが、井ゲタ竹内の仲介で恩納村漁協と取

引を開始し、その後サンゴ養殖の基金を設立

し、中国四国６生協の取り組みへと発展した。 

 他方で、パルシステム連合会は、恩納村美ら海

産直協議会を設立していた。その後「恩納村コー

プサンゴの森連絡」ができ、2022 年には 32 生協

が加盟している。 

③ 恩納村モズクの教訓を地域の活性化へ：2010

年から恩納村漁協と井ゲタ竹内と生協と恩納

村役場の協同 

 2010 年に、恩納村漁協・コープ CS ネット・恩

納村・井ゲタ竹内でサンゴ礁再生事業の支援協力

協定を結ぶ。 

 2017 年に、恩納村と生協のパートナーシップ

協定を締結し、2018 年に村はサンゴの村宣言を

出し、生協産直が地域社会の活性化へと発展した。 

 

４．おわりに 

 生協法の第 1 条には、「国民生活の安定と生活

文化の向上を期することを目的とする」とあり、

食料危機に入りつつある我が国において、生協ら

しい産直は、以下の点が重要になるであろう。 

 第１に、国民の食生活の安定をまかなう生協産

直であり、そこでは食材の安全・安心・安定が 

求められ、同時に生産地や生産者を守ることも重

要である。利用しやすい価格は消費者にとって大

切な要素ではあるが、再生産を保障する価格でな

ければ生産の継続性がなくなり、産直品が少なく

なれば利用者にとってもマイナスであり、生協の

経営にとっても大きな痛手となる。  

 第２に、国民の生活文化に貢献する生協産直で

あり、消費者と生産者と生協職員の暮らしや仕事

をより豊かにする取り組みにつなげることである。 

 かつてフランスの哲学者ルソーは、「植物の教

育力」と表現して、農業の多面的な役割を労働教

育の中に位置付け、これを発展させて作家の井上

ひさしは、「農業の教育力」を強調した。 

 また、戦前の哲学者三木清は、生活文化とは     

「生活への積極的態度」であるとし、生活者とし

て主体的に暮らすことの意義を論じている。 

 これらの考えを生協産直につなげれば、より多

様な取り組みが可能ではないだろうか。 

 近江商人の「三方よし」の経営哲学を発展させ、

売り手よし（生協）、買い手よし（組合員）、世

間よし（地域社会）、作り手よし（生産者）、働

き手よし（職員）の五方よしの生協産直である。 
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Ｃ３-１     豊かなゴビは遊牧社会の持続可能な発展の拠点である 

―なぜ、ゴビ地域に核関連施設を設置するのか― 

 

今岡 良子、Imaoka Ryoko（大阪大学人文学研究科） 

 

１．太陽の下、第一胃と大地の微生物間の物質循

環 

太陽の光を受けて、光合成して育つ草、それを

食べる家畜、その第一胃の中の微生物は、酵素を

出して、繊維を分解し、脂肪酸を作り、エネルギ

ーを体の隅々に送る。微生物もタンパク源となり、

様々な畜産物を生み出し、フンは大地の微生物に

分解され、草の養分となる。これは草原でも、ゴ

ビでも、持続してきた家畜の恵みを生み出す原理

である。 

２．遊牧の原理  

 遊牧民は、春夏秋冬の気象と 草生量に合わせ、

移動しながら暮らす。とくに、マイナス 30℃の

冬が半年も続くため、冬の草資源を守るために、

春夏秋の季節は 遠回りして、冬営地に戻ってく

る。草を求めて移動すると言うよりも、冬の草を

守るために、移動しながら暮らしている。現在、 

モンゴル国の労働者人口の３人に１人が遊牧民で

ある。また、日本の４倍の面積のモンゴルの国土

ほぼ全てを使って、遊牧が行われている。 

 そのモンゴル国は、「ダイヤモンド以外の鉱物

資源は全てある」と言われるほど、地下資源が豊

富である。外国資本による鉱山開発は、遊牧民の

四季の移動とぶつかることがある。鉱物資源を必

要とする外国、その輸出で公私の利益を得たい国

内の資本家の求めで法整備が進められ、開発は合

法的に推進される。遊牧民も、全国的な反対運動

を組織し、川の水源や原生林では鉱山開発をさせ

ない法律を提案し、法律として制定させた。激し

い攻防となった。 

３．モンゴル国と中国のゴビ地方に点在する核関

連施設  

モンゴル国のドルノド県マルダイ・ウラン鉱山

は、2011年に毎日新聞が「日米が核廃棄物処分

場を極秘に計画」と、スクープした記事の候補地

の一つである。ここでの核廃棄物処分場建設は、

現在のところ、止まっている。ドルノゴビ県オラ

ンバドラフ郡のドラーン・オール・ウラン鉱山

は、2010年から地下水脈に酸性溶液を注入し、

ウランを溶かして吸い上げるインシチュ・リーチ

ング法の試掘を始め、2013年から仔牛や仔山羊

が異常死する事件が続いている。この地域で幕営

できない遊牧民が、離農している。 

 

図３．ゴビ地方に点在する核関連施設 

 

 そこから中国国境のハンギまで鉄道建設が進め

られ、中国の核燃料工場のある内モンゴル自治区 

包頭市を通過する予定である。2021年になり、

中国で高レベル放射性廃棄物処分場の建設につい 

て報道されるようになり、10月 14日の「人民

網」は、甘粛省酒泉市の粛北モンゴル族自治県の

北山地区に高レベル放射性廃棄物地層処分協力セ
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ンターが設立された。マルダイも、ドラーン・ 

オールも、包頭も、北山も、ゴビに立地してい

る。中国の核実験は、新疆ウイグル自治区のゴビ 

地域にあるロブ湖で行われた。 

 

４．今後の展望 

ウラン鉱山から高レベル放射性廃棄物馳走処分 

場まで、東アジアのゴビ地域に核関連施設が集中 

している。これは、持続可能な牧畜の方法、遊牧 

の発展の障害になることが、家畜の被害によって 

明らかになっている。春に、季節風に乗って黄砂 

が飛んで来る地域は、これを他山の石と見過ごす 

ことはできない。石炭火力発電だけでなく、核力 

発電や核兵器の問題も、地球市民の持続可能な発 

展の障害になる視点から、注視して、研究する必 

要がある。 

 

参考文献など 

今岡良子（2013）「ウランは原爆の原料になる。

私たちの大地から掘り出してはいけない」、「モン

ゴル国ドルノゴビ県におけるアレバ系コジェ・ゴ

ビ社のウラン鉱毒事件」、「モンゴル国のウラン鉱

山開発、原発建設、使用済み燃料処分場問題に関

する年表」、『モンゴル研究』28 号。 

http://mongolkenkyukai.jp/images/mokuji/mokuji2

8.pdf 

 
「オラーンバドラフ郡で遺伝子が異常な状態で生

まれた仔羊と仔山羊」 

https://www.youtube.com/watch?v=INgQHbKx_qg&t

=2s 

 
 

 

「オラーンバドラフ郡郡長ガンゾリグ」 

https://www.youtube.com/watch?v=SvqTLgT3BjQ&t

=1s 

 

「S.O.S. Mardai 2012 」 

https://www.youtube.com/watch?v=Y39oaVhCm4M&

t=2s 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

この報告は、分科会 C3、共通教育科目：「遊牧

民の文化と社会を知る」の授業と合同で行います。

オンラインでの参加も可能です。 

日時：11月 29日 16:50-18:20 

場所：大阪大学豊中キャンパスの共通教育棟 

Ａ３１５室 

https://www.celas.osaka-u.ac.jp/facilities/ 

  

参考動画など、最新情報は、次の QR コードか

ら大阪支部のホームページに入り、確認してくだ

さい。 
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Ｃ３-２       太平洋の核軍事化と先住民共同体 

―キリバス共和国クリスマス島を中心に― 

 

小杉 世、Kosugi Sei（大阪大学人文学研究科） 

 

１．はじめに 

本報告では、2016～19 年にキリバス共和国ク

リスマス島で行ったインタビュー調査に基づき、

オセアニア地域研究と文学文化研究（表象研究）

の視点から、核や廃棄物、気候変動などの問題、

すなわち、「ゴミの帝国主義 (waste imperialism)」

「リスクのアウトソーシング」(DeLoughrey 2019) 

によって、グローバル経済の多重の負債を負う

「外部化社会」（斎藤 2020）としての先住民コミ

ュニティが直面する問題について考察する。 

 

２．クリスマス島での英米核実験 

ライン諸島に位置する世界最大の環礁クリスマ

ス島  (Kiritimati) は、魚が豊富に生息する大き 

なラグーンを持ち、人口過密の首都圏のタラワ環

礁が気候変動の影響にさらされているキリバス共

和国の将来にとって、重要な土地である。クリス

マス島とモールデン島(Malden)では、1957～58 年

にイギリスが９回の核実験を、1962 年にアメリ

カが 24 回の核実験を行なった。キリバス人のコ

プラ労働者とその家族が居住していたロントン 

(Ronton) は、島の南東端の爆心地から約 45～

50km である。クリスマス島で英米が実験した水

爆の規模は、最小 24 キロトン（広島型原爆の約

1.5倍）、最大 3メガトンであったが、高高度実験

が多かったため、オーストラリアの砂漠やマーシ

ャル諸島のビキニ・エニウェトク環礁におけるよ

うな土地の放射化が起こらないとされた。しかし、

実験当時、島に在住していたキリバス人とその２

世、３世の中には、現在も原因を特定できない健

康問題を抱える島民たちがいる。 

実験後に島に 40 年以上も放置された大量の廃

棄物や、低線量被ばく、内部被ばくによる影響は、

その因果関係を証明しにくい「遅い暴力 (slow  

 

violence)」(Nixon 2011) の典型である。 

 

３．実験後の生活 

 実験終了直後の除染は、主に海洋投棄であり、

2004～08 年に大規模な除染が行われるまで、ラ

ジウム計器付の車両、バッテリー、加鉛燃料タン

ク、アスファルト、放射線測量用バンカー、パイ

プライン、アスベスト、火薬、ＤＤＴなど、島に

は大量の廃棄物が残されていた。島民たちは廃棄

物を再利用してきた。燃料タンクから大量の加鉛

燃料漏れもあり、現在もロントンの地下水は利用

できないことを見ても、太平洋の軍事化が及ぼす

影響は長期間にわたることがわかる。 

実験当時、島に在住したキリバス人の多くはす

でに亡くなっているが、出血関係の疾患、心臓・

肝臓・消化器系の疾患、早産流産、卒中、食物を

飲み下せない（咽頭部の腫瘍の可能性あり）、子

ができないなど様々な健康問題を抱え、２世、３

世の中にも、心臓や呼吸器系の問題を抱える人が

少なくない。英米は現在も、クリスマス島におけ

る核実験の影響と島に投棄された廃棄物の環境へ

の影響を認めておらず、キリバス国内では癌の最

終診断ができないなどの医療インフラの問題もあ

り、彼らの抱える健康問題は、宙づりにされてき

た。本報告では、あるキリバス人が行なった健康

調査をアップデートしたものを紹介する。 

 

４．環礁＝身体 

マーシャル諸島の詩人キャシー・ジェトニル=

キジナーの詩（「バスケット(Basket)」）とパフォ

ーマンス映像（「受膏者(Anointed)」、「立ち上がれ

―島から島へ(Rise: From One Island to Another)」）、

ハワイの先住民活動家ハウナニ=ケイ・トラスク

『大地にしがみつけ―ハワイ先住民女性の訴え』
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などに見られる＜環礁＝身体＞の表象を通して、

核や気候変動の問題を考察する。 

 

５．今後の展望 

キリバス共和国は、2019 年９月に核兵器禁止

条約に批准した。現在もアメリカの軍事支配下に

あるマーシャル諸島、ウラン生産量が世界で４番

目に多いオーストラリア、現在も植民地である仏

領ポリネシアなど、被ばく者を抱える国（日本も）

が批准できない政治的状況にある中で、キリバス

共和国の批准は、核被害国側の経験を世界に発信

し、医療面その他での国際協力を得る可能性が開

かれる重要な転機となることが期待される。 

クリスマス島の核実験と除染をめぐるインタビ

ュー調査は、キリバス語・英語・日本語で資料と

して発行し、字幕付インタビュー録画と併せて、

情報を公開する。刊行予定の論集においても、ク

リスマス島の英米核実験について論じているので、

発行されたら参照いただけると幸いである（出版

情報は Research map に随時反映される）。今後も

環太平洋的な視座で、この問題を検証していきた

い。 

 

参考文献 

Alexis-Martin, B., Bolton, M. et al. 2021 “Addressing 

the humanitarian and environmental consequences of 

atmospheric nuclear weapon tests: A case study of 

UK and US test programs at Kiritimati (Christmas) 

and Malden Islands, Republic of Kiribati,” Global 

Policy, Vol.12, Issue1, pp. 106-121. 

DeLoughrey, E.M. 2019 Allegories of the anthropocene. 

Duke UP. 

Jacobs, R.A. 2022 Nuclear bodies: The global 

hibakusha. Yale UP. 

Jetñil-Kijiner, Kathy 2017 Iep jāltok: Poems from a 

Marshallese daughter. U of Arizona P. 

Maclellan, N. 2017 Grappling with the bomb. ANU P. 

Nixon, R. 2011 Slow violence and the 

environmentalism of the poor. Harvard UP. 

Oldbury, A.E. 1964 ‘Report on final radiological survey 

and decontamination operation at Christmas Island 

prior to the closing down of the base on 30th June, 

1964’. 

Tubanavau-Salabula, L., Namoce, J.M., Maclellan N. 

eds. 1999 Kirisimasi: Fijian troops at Britain’s 

Christmas Island nuclear tests. Pacific Concerns 

Resource Centre.  

一谷智子（2022）「核被害と気候変動のはざまで

―キャシー・ジェトニル＝キジナーのトランス

パシフィックな詩学」『エコクリティシズム・

レヴュー』No.15、pp. 21-32。 

小杉世（2019）「マーシャル諸島から太平洋を越

えて―キャシー・ジェトニル＝キジナーとロバ

ート・バークレーによる戦争・核／ミサイル実

験・地球温暖化の表象」伊藤詔子ほか編著『ト

ランスパシフィック・エコクリティシズム』彩

流社、pp. 175-189。 

小杉世（2022）「〈終わりの風景〉の向こう側―イ

ンドラ・シンハの『アニマルズ・ピープル』と

ボパール、水俣、太平洋核実験」辻和彦ほか編

著『終わりの風景―英語圏文学における終末表

象』春風社、pp. 177-201。  

斎藤幸平（2020）『人新世の「資本論」』集英社新

書。  

動画資料 

「受膏者(Anointed)」 

https://www.youtube.com/watch?v=hEVpExaY2Fs 

   
「立ち上がれ―島から島へ(Rise)」 

https://www.youtube.com/watch?v=QtT-hJBZlUY 

                        

 

 

この報告は、分科会 C3 です。 

日時：11月 22日（火）16:50-18:20 

場所：大阪大学豊中キャンパスの共通教育棟

A315教室（本発表は Zoomによるオンライン配信

で行われます）。オンラインでの参加も可能です。 

マーシャル諸島とグリーンランド 

気候変動と核廃棄物 

島への追悼、想起 

環礁＝身体 
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Ｃ４-１        いま最低賃金制度の大手術が求められている 

 

黒田 兼一、Kuroda Ken-ichi（明治大学名誉教授） 

 

１．はじめに 

 本年８月１日の各紙は、「厚労省の中央最低審

議会の小委員会は最低賃金を全国加重平均で 31

円（3.3％）引き上げて 961 円とする目安をまと

めた」と報じた。この 31 円という額そのものは、

昨年の 28 円を超えて過去最大ではある。だが、

この小委員会での審議過程において経営側の強い

反対があって、当初の予定よりも 1週間も遅れ、

やっとまとめたものである。 

この最低賃金をめぐっては、ここ数年、全国一

律 1,500円の実現に向けた運動が広がってきてい

るし、自民党内部からも全国一律の実現を求める

動きもある。また次に見るように、日本の賃金が

この４半世紀全く上がっておらず、先進国で最低

ラインに低迷していることもあって、抜本的な対

策が求められている。 

この現実を打ち破るためには、最低賃金制度の

抜本的な大改革（大手術）が必要である。 

 

２．日本の低賃金の現実 

既に良く知られているように、日本の平均の賃

金は、この４半世紀下落し続けている（厚労省、

毎勤統計）。その一方で、資本金 10億円以上の大

企業の内部留保は 2.8倍、配当金は 4.8倍にまで

膨れ上がっている。また、2019 年の国民生活基

礎調査によれば、日本の全世帯の所得の平均所得

は 552万円だったが、それに届かない世帯が全体

の 61％を占めている。このように経済格差が構

造化してしまっており、「新しい資本主義」を謳

うからには、この「構造改革」が差し迫った重大

な緊急課題である。 

さらに、これも良く知られているように、国際

的に見ても、日本の賃金水準は先進国のなかで最

低水準である。ＯＥＣＤの 2020 年調査で見れば、

日本は韓国に抜かれ、イタリアと並んでついに最

下位になってしまった。 

このように異常な社会的格差構造は、もはや放

置できない段階にまで達している。まさに、社会

病理である。こうした社会的な病の上 2020 年か

らの新型コロナ感染症の蔓延がこの状況に追い打

ちをかけた。今や待ったなしの大手術が必要であ

る。その手術は、平均年収が 500万円に達してい

ない世帯収入の底上げから開始されるべきである。 

 

３．日本の最低賃金制度の特徴 

 日本で最低賃金法が制定されたのは 1959 年で

ある。およそ 60 年前に作られ、その後、何回か

改正はされているものの、基本的な特徴は維持さ

れたまま今日に至っている。 

 その第１の特徴は、最低賃金法という名称がつ

いてはいるものの、法律そのものが経営者側に配

慮した性格が色濃いことである。法の第１条に

「事業の公正な競争の確保」が謳われ、第９条で

も「事業の支払能力を考慮して定めなければなら

ない」がある。これらの条項は、今日に至るまで、

最賃引き上げの大きな足枷となっている。「賃金

の最低額を保障する」法律であるからには、「公

正な競争」や「支払い能力」の問題は、この法律

とは別に考えるべきものであるはずだ。 

 第２の特徴は、全国一律ではないということで

ある。全国一律にすべきだという意見は、法の成

立前からあったが、最低賃金を地域別（一部、産

業別）に決めるという特徴は現在まで続いている。

ただ、1975 年に労働組合がストライキを構え、

野党も「共同法案」を国会に提出するなど、全国

一律への気運が高まった。これに応える形で政府

が対応したのが、「目安制度」という現在まで続

いている方式である。それは、中央最低賃金審議

会が全国を４つのランク（ABCD）に分けて最賃

改訂の「目安」を示し、各地方最賃審議会が地域
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別最賃を決めるという何とも中途半端なやり方で、

今日まで続いているものである。 

 第３の特徴は、最低賃金の水準についてである。

現行法の第９条第２項に「労働者の生計費及び賃

金並びに通常の事業の賃金支払い能力」を考慮し

て定めることとされている。「労働者の生計費」

と「事業の支払い能力」を同列に置くことから、

実際の生計費を下回る額を最低賃金にしてしまう

ことが長く続いてきた。入社後に賃金上昇が想定

されていない非正規雇用が４割に達しようとして

いる現在、雇用形態に関わらず「労働者の生計費」

を正確に反映できるように見直すのは当然である。

厚労省の「最賃制度あり方検討委員会」でも、

「絶対水準についても議論すべきである」との意

見が表明されているほどである。 

 

４．アトキンソンの主張と中小企業 

 最賃の「全国一律化」と「企業の支払能力」に

関連して、Ｄ.アトキンソンが、「最低賃金を引き

上げよ」、「最低賃金の全国一律化を真剣に議論す

べきである」と主張し、注目されている。 

 彼がこのように言うのは、高齢化と人口減少で

消費が減少し、企業業績が下がり、それを人件費

と生産コストの削減で補おうとするから、消費を

さらに押し下げ、負のスパイラルに陥ってしまっ

ているから、これを断つためである。 

ところが、日本の最賃制は「地域別最低賃金」

で、しかも「体力の弱い企業の支払能力を考慮し

ている」から世界的に見て低すぎる水準にある。

この二つの欠陥を打破して、底上げが必要である

という。 

 真っ当な主張ではあるが、同時に次のような

ことも言う。「最低賃金を払えず倒産してしまう

ような低賃金に依存した企業は、日本社会にとっ

ても労働者にとってもマイナスでしかないので、

倒産してくれた方がありがたい」。 

 この後者の主張は、大企業の高生産性が、中小

企業からの収奪構造に依拠している現実をほとん

ど理解していない。日本の最賃問題の現実は中小

企業政策を抜きに議論はできない。 

５．おわりに―現行最賃制度の大手術 

 以上のことから、現行の最賃制度の抜本的な改

革が求められている。そのポイントは次のような

点にある。 

 第１に、現行の「目安」方式の破綻である。今

年の最賃は中賃が定めた「目安」（Ａ・Ｂランク

31 円、Ｃ・Ｄランク 30 円）を受けて、各地域最

賃審議会が出した結論は下図の通りである。 

 

出所：朝日新聞 2022年８月 24日。 

D ランクでは福島県を除くすべての県が、「目安」

よりも１～３円高い答申を出した。この傾向はこ

れまでも見られ、地域別の論理は破綻している。 

第２に、今年の中賃もそうであったが、使用者

代表は最賃法第９条の「賃金支払能力を考慮」を

根拠に執拗な反対発言を繰り返している。結局、

中賃は中途半端な「目安」を決めることになって

しまった。政労使の三者構成が問題なのではなく、

最低賃金を決める際に「支払能力」を考慮するこ

との矛盾である。 

第３に、最賃法の抜本的な改正は、同時に、大

企業による中小零細企業の支配構造にメスを入れ

ないと、首尾良く機能しない現実がある。「公正

取引の実現」と実効性ある「中小企業支援策」等

が不可欠である。 

かつて、最賃が上がると失業が増加するという

言説が、まことしやかに言われてきたが、近年の

研究では最賃が高い地域ほど、失業者は少ない傾

向が見られるという。いよいよ抜本的な手術が必

要な時である。 
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Ｃ４-２   最低賃金制の可視化が意味するものはなにか 

 

              福島 利夫、Fukushima Toshio（専修大学名誉教授） 

 

１．はじめに 

 最低賃金制が可視化され、表舞台に登場して

注目を集めている。これまでも国民生活の最低限

保障であるナショナル・ミニマムを実現する課題

の一つとして、労働運動の中で位置付けられてき

た。しかし、労働者一般が関心を寄せる賃上げと

は、相対的に独自な領域でマイナーな課題として

扱われてきた。近年、格差と貧困が大きな社会問

題となる中で、最低賃金制もその解決の有力な手

段の一つとしてクローズアップされている。 

 どのような可視化なのか。存在していても、社

会的影響力がなければ意識されない。 

制度論だけでなく、運動論が求められている。

労働組合運動がさまざまな社会運動と連携するな

かで、労働組合運動自身が新しい社会運動の一つ

として、脱皮への道を図る必要がある。 

現在の状態は、「単なる抽象的可能性の段階か

ら脱して、諸条件の重なりによって現実性に転化

する、実在的可能性の段階に到達している」と考

えられる。 

政府方針としても、2015年 11月 24日に開催さ

れた第 19 回経済財政諮問会議において、同会議

議長である安倍晋三首相（当時）が、最低賃金を、

年率３％程度を目途として引き上げていくことが

必要であると明言し、これにより全国加重平均が

1,000 円となることを目指していくと述べている。 

 

２．日本的生活様式の変化 

背景には、日本型生活様式の変化がある。日本

において、長らく生活保障システムの中で社会保

障制度は中心的な役割を与えられず、標準的と見

なされる生活様式から脱落した、例外的な一部の

貧窮者を救済するものとして、残余的な性格を持

たされてきた。 

日本の生活保障は、社会保障ではなく、共同体

としての家族と疑似共同体としての企業が主に担

ってきた。「会社」保障、企業福祉と賃金依存の

もとでの会社人生、社会人とは「会社人（会社人

間）」である。標準的な日本型生活様式は、強固

に存在してきた日本型企業社会およびそれとセッ

トで設計されてきた日本型福祉社会である。 

日本型企業社会は、終身雇用制・年功賃金制・

企業別労働組合の３つが大きな特徴で、大企業の

正規雇用の男性がモデルである。そして、この男

性のみが稼得者であることを前提にして、その妻

が専業主婦として家事・育児・介護等の家庭内労

働（ケア労働）を担うことを期待されるのが、日

本型福祉社会である。そこでは、こうした性別役

割分業が当然とされていた。男性が家庭を顧みず、

擬似単身者のケアレス・マン（人間＝男性）とな

ることによって、過労死を生み出すほどの超長時

間労働への専念が可能となる。ジェンダー不平等

に依存した「自助」である。 

 

３．最低賃金制の枠組みの変化 

① 主婦（パート） 

a) 賃金面  

外的要因：無償の家事労働の延長・類似である

から、家計補助の低賃金・不安定雇用で良いとさ

れ、主たる生計保持者・夫の扶養家族（「主婦」

は従属的地位の表現）。 

年功賃金制の収縮で夫の「家族賃金（世帯賃

金）」が不安定化・低賃金化⇒家計分担 

上記とは別に、単身者やシングルマザーの家計

自立の必要性 

内的要因：補助的労働力ではなく、基幹的労働 

力、戦力化であれば、それに見合う同一価値労

働同一賃金。そして、生計費原則の適用。 

b) 仕事面 上記の内的要因による。 

②学生（アルバイト） 
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a)賃金面  

外的要因：学業の合間のアルバイトで、学費・

生活費は親が負担。だが、上記の主婦と同様、親

からの経済的支援の急減。高学費を「奨学（学問

を奨励）金」という名称の学生ローンが待ち受け

ている。在学中も卒業後も返済に追われる生活。 

内的要因：①と同じ。 

b)仕事面 ①と同じ。「ブラックバイト」で学業

圧迫 

①②に共通する前提として、誰かに扶養される

従属的な生計（ならびに人生設計）ではなく、自

立できる賃金額。そして、賃金と税・社会保険料

の制度設計が世帯単位ではなく、個人単位へと転

換が必要。 

③高卒初任給 

 日本の最低賃金 

 1960 年のスタート時：参照する賃金相場とし

て中卒女子初任給（ずっと親元賃金） 

 1970年代：最低賃金が後追いする民間の低賃 

金相場として、主婦パートなどの「家計補助」賃

金労働者が暮らせる「一人前賃金」（単身者賃金

はその下限）とは無関係に、ずっと下の水準で、

日本の最低賃金は設定されてきた。最低賃金は生

計費原則から切り離された。 

さらに、そのことによって、多くの労働者は最

低賃金に無関心となりやすい。 

 日本の最低賃金制は、低賃金の基準を年功賃金 

の高卒初任給以下に押し下げる役割 

現実の事態は高卒初任給とリンクし、一つの基

準となりつつある。 

2021 年度基準で、国家公務員の高卒初任給が

最低賃金を下回る地域増加。11 都府県、340 市町

村。東京は 23区を除く全市町村で「最賃割れ」。

15万 600 円（民間 16 万 8943 円）。12カ月分に地

域手当を加味し、2015 時間（国基準）で割る。 

非正規雇用の増大により、最低賃金近傍の労働

者増加、最低賃金制が身近な課題に。 

 

４．最低賃金制をめぐる論点 

① 低い金額：2007 年の最低賃金法改正で、「労

働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこ

とができるよう、生活保護費に係る施策との整

合性に配慮する」。 

2007 年以降、それまでは引き上げ額が１桁

（2006年度５円）だったのが、２桁（2007 年度 

14 円）が基本となった。2022 年度、東京、神

奈川についで大阪で 1,000円に到達。 

② 全国一律ではなく、都道府県格差、中央と地

方の格差：世界で見れば、地域別最低賃金を導

入しているのは、連邦国家か国土の広大な国家。 

経済実態を示す指標によって４つのランク

（A・B・C・D）に分けている。2022 年度は加   

重平均 961 円、最大値・東京 1,072 円、最小

値・青森、秋田、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊

本、宮崎、鹿児島、沖縄の 10 県 853 円で 219

円差。岩手、山形、鳥取、大分 854 円。 

「平均」の虚構性：961 円以上は、７都府県の

み（Aランク６都府県＋Bランク京都のみ） 

若者の地方からの流出、地域の過疎化防止の

ために、地方自治体から要望・全国一律。 

多くの政党が最低賃金制を政策課題に。 

全国の生計費実態調査（27 都道府県）で、

地域間の差異はほとんどない。 

③ 他方で、主要企業の春期賃上げ率は 1995年

以来、３％未満が続行中（2022年2.20％）で

ある。 

  1994 年 3.13％、２％台（1995 年 2.83％から

2001年 2.01％）、１％台（2002 年 1.66％から

2013年 1.80％）、２％台（2014 年 2.19％から

2020年 2.00％）、2021 年 1.86％であった。 

最低賃金の上昇は今後も３％が目途とされている。 

現金給与総額伸び率は 1997年 1.6％から、1998年

以降マイナス基調へ：1998 年 -1.3％、1999 年 -

1.5％、2000 年 0.1％、2001 年 -1.6％、2002 年 -

2.9％ ***途中省略*** 2016 年 0.6％、2017 年 

0.4％、2018 年 1.4％、2019 年 -0.4％、2020 年 -

1.2％、2021 年 0.3％。 
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Ｃ４-３   再投資されない利潤による経済循環の阻害と労働政策 

横溝 幸徳、Yokomizo Yukinori（一般社団法人大阪自治体問題研究所） 

 

１． 失われた 30年の犯人は誰？ 

コロナ禍は、日本のモノづくりや公衆衛生体制

を信頼していた者にとって、次々と衝撃的事実を

明らかにした。いつの間にかワクチンを開発でき

ない、海外に発注しないとマスク一つ作れない、

医療器具の需要に速やかに対応できない、伝染を

封じ込めるのに必要なＰＣＲ検査の実施体制すら

作れない国になっていた。一体、ジャパン・ア

ズ・ナンバーワンと呼ばれた日本に何が起こった

のだろうか。 

1991 年の不動産バブル崩壊の後、日本企業は、

円高の下でも海外の賃金が安い国との競争に勝ち

抜くため、労働者の賃金を抑制するとともに、労

働者の教育費や手待ち時間を削減するために正社

員の非正社員への切替を進めた。これが招いた内

需不足は、財政赤字で補填されて企業の金融内部

留保を形成し、海外への直接投資資金となった。 

こうして、貿易黒字を賃金引き上げで解消する

のでなく、賃金を低く抑えて貿易黒字を確保する

とともに、内需不足を財政赤字で補い、儲けは海

外に投資することで、国内経済の成長力を喪失さ

せる一方で、資本家の金融的富を増やしたのが、

日本の成長戦略であった。 

また、政府の無駄を省くと称して、1990 年に

ＧＤＰ比で 8.0％と 6.5％であった所得税と法人

税を、2017 年に 5.9％と 3.7％へと大幅に減らし、

消費税を 3.9％から 6.6％に高めて、税の再配分

効果を縮小した。一方、消費税収は一般政府によ

る社会福祉の充実ではなく、社会保険の財源不足

を賄うために使われるようになった。 

いわば、トリクルダウンの名による格差拡大戦

略が、国内に生産資産を蓄積せず、法人の金融内

部留保と財政赤字を蓄積する失われた 30 年をも

たらしたと言えよう。 

 

２．未来が見えない貧困な競争社会がその帰結 

企業や自治体で生じた正社員から非正社員への

移行という変化は、医療や年金の保障から外れる

新しい貧困層を生み出した。教育現場は、教員に

なり手がないほど、ゆとりのない職場に変化した。

保育の民間委託は、労働条件の悪化を生み、介護

保険は市場原理の導入で低所得者にとって、重い

負担となりやすいものとなった。大学生１人当た

り公費負担は 2010 年の世界 27 位から 2018 年の

36 位に低下し、1900 年に世界２位であった大学

の研究開発費も 2020 年には世界４位となった。

子育ての負担と未来への不安で、少子化は深刻さ

を増している。 

この３流国家への没落とも言える状況は、貿易

黒字政策が周辺窮乏化政策として非難され、1985

年のプラザ合意で実勢に合わせた為替変動を受け

入れたにもかかわらず、賃金抑制と財政赤字が生

み出す再投資されない利潤と、これを抱え込む富

裕層への税の軽減の帰結である。 

 

３．最低賃金引き上げ効果と今後の労働条件改善

に向けた展望を考える 

日本の平均賃金は、1990 年以来上昇しなくな

った。正社員は、次第に家計補助としての労働を

想定した低賃金非正規雇用に置き換えられ、新し

い貧困層を生み出した。これへの対処として最低

賃金が引き上げられるようになり、平均賃金に対

する最低賃金の比率は 1990年の 26％から 2020年

の 43％に上昇した。これに伴い 2016 年頃から常

用雇用に占める正社員の割合の低下に歯止めがか

かり増加への反転の兆しも見られるようになった。  

しかし、平均賃金に対する最低賃金の比率が、

ＯＥＣＤ諸国の平均に近づきつつあるのは、平均

賃金が上昇しない結果とも言える。そこで、最低

賃金の引き上げとともに、平均賃金の引き上げが

これからの課題になる。 

平均賃金が上昇しないのは、大資本が、賃金を
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抑制して得た利益を内部留保し、これを対外資産

の購入に充てて、国内投資や国内消費の源泉とし

ないためである。 

この金融内部留保は、国内需要を構成せず、価

値を実現する購買力を財政赤字に依存するので、

財政赤字を蓄積するし、海外への直接投資により

生産拠点を海外に移す手段として機能している。 

 しかし、かかる政策は長続きしない。国際通貨

でない円は、準備金として飽和状態になると、売

りに出される。すると、国内産業が空洞化した今

では、円安になるしかない。解決策は、財政赤字

を止めて、法人や富裕層に課税すること、円安に

伴うインフレを吸収できる賃上げを図りつつ、国

内生産力の回復を図ることである。 

 

４．利潤追求から分かち合い経済への転換の必要 

商品が賃金で消費される自然経済においては、

利潤は投資のためにのみ存在する。現実世界の投

資需要を超える利潤は、資本家の消費需要を超え

ていれば、他者への貸付によってしか、その価値

を実現できない。したがって、その価値が実現す

ることで得られる富の内容は他者への請求権とな

る。そこで、投資需要もないのに利潤率が維持さ

れれば、利潤追求の原理は、成長の果実の分配で

はなく、勝ち組負け組を作る富の奪い合いの原理

となる。現実に賃金抑制による需要不足の財政赤

字による補填が、国民の福祉を低下させている。 

投資が減退しても、消費需要を維持するために

必要なのは、賃下げなき時短によって投資部門の

余剰労働力を吸収して、利潤率を引き下げるこ

と、つまり、労働分配率を引き上げることであ

る。投資水準が低い社会の経済循環に必要なの

は、利潤追求でなく富の分かち合いなのである。 

これは、これからの技術進歩と経済循環が調和

するために求められることでもある。今日の技術

進歩は、環境の制約の下で、資源節約、資本節約

型であることが求められている。これに対応し

て、化石燃料から再生可能エネルギーへ、エンジ

ンからモーターへの移行、ＩＴやＩＯＴといった

情報技術の活用が進みつつある。ＥＶ車への切り

替えは、使用部品を減らして生産手段生産に必要

な労働力を節約する。このため、切り替えが進む

と、消費手段生産労働に対して生産手段生産労働

の比率は、相対的に小さくなる。ＩＯＴといった

情報技術の活用も同様の効果をもたらす。 

また、人々が共有することで、価値が生まれる

ソフトやプラットフォームを提供する情報関連の

技術は、非競合的で利用者が多いほどコストが下

がる。そのため、この技術を私的な利潤追求原理

に委ねれば、この事業は、その自然独占的性格に

よって、再投資されない利潤を不労所得として蓄

えるものとなってしまうであろう。 

そこで、経済循環条件は、次のとおりとなる。 

新投資の需要減退や資本節約型技術の導入によ

る生産手段生産部門の縮小の下で需給均衡を保つ

には、各労働者の賃金を維持しつつ労働時間を短

縮せねばならない。もし、利潤率と資本増加率の

ギャップを防ぎ得ない時には、再投資されない利

潤に課税して公共サービスの財源とするか、再分

配の必要がある。 

 

５．分かち合い経済への転換の可能性 

この分かち合いによる問題解決は、労働分配率

の実質的引き上げ、ないし、財産所得の制約を意

味する。これは可能だろうか。 

再投資も消費もされない利潤を、完全競争下で

はありえない独占的利潤として課税を強化するこ

とは公共の利益にかなうし、金融の公的性格を強

化して、事業目的や地域への貢献を重視して融資

するようにすれば、利潤追求原理を相対化できる。 

また、労働能力の育成・評価が、個別企業を超

えて通用するものにできれば、労働者の交渉上の

立場を強化できる。厚生労働省の職業能力評価基

準は、その一助となりえる。 

そのためには、労働組合が企業別ではなく産別

の組織になり、労働者が個別企業の利益に不当に

拘束されなくなる必要がある。これによって、企

業の存在根拠が、利潤追求以前に人々の必要を満

たすことであるとみなされる社会的基盤が与えら

れるだろう。 
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Ｃ４-４     最賃全国一律 1,500円の根拠・意義・展望 

－最低生計費調査が運動にもたらした成果－ 

 

       中澤 秀一、Nakazawa Shuichi（静岡県立大学短期大学部・静岡支部） 

 

１．過去最高となった 22年最賃改定 

 コロナ禍、原油高、ロシアによるウクライナ侵

攻、さらに、これらを原因とする物価高騰等によ

り、この数年にわたって最低賃金はたびたび注目

されてきた。2022 年の最低賃金改定は、過去最

高となる 31 円（3.3％）の引き上げ額が、中央最

低賃金審議会の目安として答申された。その後、

地方審議会での議論を経て、22 年 10 月から新し

い最賃額が出そろったが、その額は政府が掲げて

きた「全国加重平均額 1,000 円」にすら届かない

961 円であった。 

 この全国加重平均額 961円には、大きく２つの

問題が隠されている。一つは、この金額では、フ

ルタイムで働いても普通には暮らせないほど低水

準であることである。もう一つは、実際には、最

賃は都道府県別にバラバラに設定されており、最

大 219 円もの格差が存在していることである。 

 

２．27都道府県で行われた最低生計費調査 

 最低生計費調査は、全国労働組合総連合（全労

連）とその地域組織と共同で実施している調査で、

元々は、金澤誠一氏の監修のもとで行われていた。

調査手法としてマーケット・バスケット方式（全

物量積み上げ方式）を採用し、健康で文化的な生

活に必要な費目を個別的に積み上げて最低生計費

を算出している。具体的には、対象世帯の生活パ

ターンを知るための「生活実態調査」、対象世帯

が所有する持ち物の種類や数を調べるための「持

ち物財調査」、そして、回答者がどこで何を購入

しているのかを把握したうえで、それらの店舗に

 
1⁾ ただし、これらの調査結果では、不明な費目

（水道・光熱費や通信費、教育費など）につい

ては、総務省「全国家計構造調査（全国消費実

態調査）」や文部科学省「子供の学習費調査」

赴き、３種類（最低価格、標準価格、最高価格）

の価格を調べる「価格調査」、以上の三つの調査

を実施し、これらの調査から得られたデータを最

低生計費の試算の指標として用いている1⁾。 

 報告者は、2010 年に静岡県で初めて実施され

たマーケット・バスケット方式による最低生計費

試算調査の監修を担当し、2015 年からは全国各

地で同方式による最低生計費試算に関わるように

なり、2022年 10月現在で 27都道府県において実

施された諸調査の監修者となっている。 

表１は、若年単身世帯モデル（25 歳大卒、勤

続年数３年目）の各地での調査結果の中から最賃

A~D ランクごとに１件ずつ抽出したものである。

若者が普通に一人暮らしをするには、月額 22～

26 万円（税・社会保険料込み）が必要であると

いう結果が出ている。 

 

３．最低生計費調査から見える最賃の２つの問題 

 最低生計費試算調査の結果から見えてくる最低

賃金に関する第１の問題点は、1日８時間週 40時

間フルタイムで働いたとしても、普通には暮らせ

ないほど低額に抑えられていることである。政府

の目標である全国加重平均額＝961円×173.8時間

＝約 16万 7,000円であり、ここから税金や社会保

険料が控除されれば、手取りは 13 万円ほどであ

り、ワーキングプア状態である2⁾。現在の政府目

標である 1,000 円が達成されたとしても、貧困最

賃の問題が大きく改善されるわけではない。労働

者が働いて得た賃金で普通の暮らしを実現するた

めには、月額 22～26 万円が必要になり、この金

などの各種の政府統計を利用している。 
2⁾ 173.8 時間とは法定で最長の所定労働時間の

ため、決して人間的な労働時間と言えない点に

留意する必要がある。 
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額を時給換算すれば、少なくとも 1,500 円になる。 

第２の問題は、47都道府県をA～Dランクに分

けて、ランク間に根拠のない最賃額の格差が付け

られている点である。地域間の最低賃金格差につ

いては、地方圏から都市圏への人口流出の要因と

なっていること、労働者全体の賃金相場に影響し

ていること等が問題視されてきた。 

 

表１．最賃ランクごとの最低生計費比較 

 

注 1) 賃貸ワンルームマンション・アパート（25

㎡）に居住という条件。 

注 2) その他には理美容品費、理美容サービス費、

身の回り用品費、交際費、自由裁量費を含む。 

注 3) 非消費支出＝所得税+住民税+社会保険料。 

 

４．めざすべきは最低賃金全国一律 1,500円 

最低生計費調査によれば、最低賃金は全国一律

で 1,500 円に引き上げるべきであるという結論に

達する。全国加重平均1,000円では、「地方創生」

などありえない。地方が活性化し、誰でも普通に

暮らせるようにするためには、「全国一律で 1,500

円」がその土台として必要である。最低賃金こそ

が、デフレ経済から脱却し、格差・貧困問題を解

決に導き(「救貧」より「防貧」)、地方を元気す

るカギを握っているのである。 

なお、30 代子育て世帯の最低生計費は、年額

550～600 万円という調査結果も出ており、最賃

1,500 円＝年額 300 万円が実現すれば、家族形成

も十分に視野に入ってくるのである。少子化問題

にとっても、最賃 1,500 円は重要なカギである。 

 

５．全国一律 1,500円を実現するために 

 市民権を獲得しつつある最賃全国一律 1,500 円

であるが、まだまだ社会の共感が全面的に得られ

ているわけではない。とくに、中小企業経営者の

反対は根強い。 

今後の運動は、最低賃金引き上げが、中小企業

支援策とセットという視点をもっと拡散していく

必要があるだろう。最低賃金を引き上げてきた諸

外国で実施されているような助成金の拡充、社会

保険料負担の軽減策が、日本でも必要であり、さ

らに、日本独特の不公正な取引慣行を改めて、公

正な取引を実現させること、最賃引き上げは、地

域における有効需要の創出し、中小企業に還流す

ること等を丁寧に説明することが重要である。 

 

引用文献 

金澤誠一（2012）『最低生計費調査とナショナル

ミニマム』本の泉社。 

後藤道夫ほか編（2018）『最低賃金 1500円がつく

る仕事と暮らし』大月書店。 

男性 女性 男性 女性

179,804 176,824 183,113 184,772

44,361 35,858 41,323 32,926

57,292 57,292 40,625 40,625

6,955 6,780 7,298 7,114

2,540 2,703 4,342 4,937

6,806 5,302 7,522 7,406

1,009 2,885 1,026 2,934

12,075 12,075 29,359 31,799

25,577 25,613 26,393 26,393

23,189 28,316 25,225 30,638

51,938 51,938 53,399 53,399

17,900 17,600 18,300 18,400

197,704 194,424 201,413 203,172

249,642 246,362 254,812 256,571

2,995,704 2,956,344 3,057,744 3,078,852

1,664 1,642 1,699 1,710

男性 女性 男性 女性

180,404 186,105 179,439 182,095

40,333 33,993 41,266 33,200

35,417 35,417 36,458 36,458

7,273 11,491 8,764 10,424

4,032 4,297 3,826 3,851

6,575 7,701 5,021 3,339

1,094 2,352 1,142 3,643

33,384 33,384 33,794 33,794

25,454 25,547 25,620 25,177

26,842 31,923 23,548 32,209

50,107 50,107 48,977 48,977

18,000 18,600 17,900 18,200

198,404 204,705 197,339 200,295

248,511 254,812 246,316 249,272

2,982,132 3,057,744 2,955,792 2,991,264

1,657 1,699 1,642 1,662

都道府県名 東京都 長野県

自治体名 北区 長野市

非消費支出

性別

最賃ランク A B

消 費 支 出

食　　費

住　居　費

水道・光熱

家具・家事用品

被服・履物

保健医療

交通・通信

教養・娯楽

そ　の　他

自治体名 岡山市 那覇市

予　備　費

最低生計費（月額・税等抜）

最低生計費（月額・税等込）

年額（税込）

月150時間換算

2022年最低賃金額 1,041 877

都道府県名 岡山県 沖縄県

非消費支出

性別

最賃ランク C D

消 費 支 出

食　　費

住　居　費

水道・光熱

家具・家事用品

被服・履物

保健医療

交通・通信

教養・娯楽

そ　の　他

821 820

予　備　費

最低生計費（月額・税等抜）

最低生計費（月額・税等込）

年額（税込）

月150時間換算

2022年最低賃金額
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Ｃ４-５       最賃「法改正」と中小企業政策 

 

           梶 哲宏、Kaji Tetsuhiro（全労連・全国一般副委員長） 

 

１．賃金は上がらず物価だけが急上昇、我が国の

この危機を打開するために 

(1)ウクライナ侵攻による石油・ガス・電力等の

物価の急上昇、コロナ対策で財政支出動を進め

る中で、通貨価値の下落を伴いつつ、為替レー

トの激変（円安）が進行。世界はコロナ収束後

に停滞から回復を目指そうと内需拡大策を取っ

ているが、インフレと後退（リセッション）の

懸念が起きている。ＥＵやアメリカでは、賃金

＝最賃の引上げ、内需拡大で経済循環を進めよ

うとしつつ物価対策に追われている。そして、

どの国も物価上昇と生活の悪化で、労働者・国

民は改善を求めて立ち上がる動きが目立つ。他

方、保守・右派は力ではねのけようとする抑圧

専制支配の動きも現れせめぎ合いとなっている。 

(2)日本は、こうした世界の動きから取り残され、

“賃金抑制と貧困化策＂が流れとなっている。

すなわち、企業支援から一歩も引き下がろうと

せず、いよいよ日本の国民経済は深刻化し、国

民生活と地域・中小企業、地方・地場経済は、

危機に直面している。 

① 消費税 10％増税と 20 年以上にわたる賃金

切り下げの下での消費の後退・停滞であり、 

② 中小企業が圧迫され、低賃金低収入が構

造化させられたいびつな仕組みの下で、国

内企業は業績悪化を続けてきた。 

③ ＧＤＰは 30 年横ばいのまま、大企業だけ

が大もうけを獲得し続け、年間ＧＤＰ相当

の内部留保の積み増し。そうした上に、コ

ロナ禍を迎えたのである。それ故に、価値

の不公正な配分構造を是正しない限り、コ

ロナ脱出後も日本経済は回復できない。 

（3）このままでは、国民経済の停滞が引き続き

深刻化するのは必至、という情勢を切り開く

ために、最賃「法改正」による大転換が必要

である。 

①賃金引き上げと大企業による中小企業・地方

への価値配分の適正化・公正化は不可欠であ

り、公正取引で経済配分の適正化を進める。 

②そのためにも、『現行最賃法を見直し抜本改正』

をすることで、消費購買力の向上が実現でき

ることを解き明かし、春闘の柱に最賃法改正

を据えることが求められる。 

 

２．低賃金構造が構築された経過を辿ると、“非

正規の増大による貧困拡大と格差固定”、“中

小企業や地方の疲弊”、そして“日本経済の停

滞”という負のスパイラル 

(1) “売り上げ利益が上がれば賃金を増やす”と、

生産性基準原理で労使協調をうたい、生計費に

のっとった要求が後回しにされ、労働運動敵視

が煽り立てられてきた。その結果、 

① 日本の賃金は、「1995 年当時の労働者の中

位年収は 545 万円であったのが、2021 年は

437万円」と、108万円のダウン。 

②ＧＤＰは 500兆円前後で上がらず長期停滞。 

（2）大卒初任給を比較すると、厚労省・賃金構

造基本調査では、1998 年：195,500 円、2012

年：201,800円、2021年：225,000円と、23年

間で 29,500円しか上がっていない。 

ＪＯＢ総研調べでも、2022 年の初任給平均

は 23.6万円でしかない（内訳 16～20万：不詳、

21 万円台：17.5％、22 万円台：11.4％、23 万

円台：12.9％、24 万円台：14％、24 万円以

上：不詳）。 

初任給引き上げは、ベースアップ（ベア）を

反映しており、ベアが実現できていない状況が

見える。 

一方、最賃引上げ経過を見ると、この９年間

で 35,000円しか上がっていない。 
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2018 年：青森（C）762 円・128,016 円、千

葉（B）895 円・150,360 円、東京（A）985

円・165,480円。 

2022 年：青森（C）853 円・143,304 円、千

葉（B）984 円・165,800 円、東京（A）1,072

円・180,096円。 

※表記は、（）ランク、時給・月額。 

大卒初任給が上がっていないということは、

同様に高卒初任給もあまり上昇していない。そ

のため、「初任給が最賃に追い上げられている」

現象が生じている。大卒初任給も最低生計費月

25 万円に、はるかに及ばず、約 10 万円の生計

費不足が生じるという事態に陥っている。 

つまり、最低賃金が抑えられてきたために、

初任給引上げ、すなわち、ベア引上げの圧力が

生じて来なかったと言える。 

（3）現行最賃法で推移した場合の将来予測とし

ては、仮に今までの最高額の最賃引上げを続け

ても、多数を占めるＤランクの地方では 15 年

経っても 1,500円に至らない。 

仮に毎年 30 円引き上げると仮定して算定す

ると 

Ａランク東京 1,072 円・月 18 万円→10 年後 

1,372円・月23万円→15年後 1,522円・

月 25.6万円。 

Ｄランク青森・沖縄・高知 853 円・月 14.3 万

円→10 年後 1,153 円・月 19.4 万円

→15年後 1,303円・月 21.9万円→20

年後 1,483円・月 24.9万円。 

Ｄランク地域は 15 年後ようやく 1,500 円に

到達するものの、大卒 22歳の人が 37歳に、20

年後は 42 歳となっている。しかも、今や物価

急上昇‼ 

よって、今のままの最賃法では、「低賃金の放

置」となり、改善の見通しは立たない。経営者が

「わが社は〇〇年間はベースアップしない」、「昇

給は○○歳でストップせざるを得ない」と、当然

のごとく発言できる状態。政労使合意の「全国加

重平均 1,000 円」が、2023 年に実現してしまえ

ば、政府主導の最賃引き上げは、2023 年には打

ち止めとなる可能性すらある。 

 

３．「法改正」で最賃を大幅引上げ、中小企業へ

の配分強化で日本経済の危機打開を図る 

現在の最賃法は、横行する中小企業・地域犠

牲の不公正取引を追認・前提としており、犠牲

は中小企業と労働者に集約される。中小企業は

“支払能力がない”のでなく、“配分がない”

のである。配分を適正に是正するテコとしての

最賃法の改正が必要である。大企業との取引の

公正・適正化を不可避にする最賃法改正となる

必要である。 

(1)改正最賃法の第 1 条は、「最賃は憲法 25 条の

生存権保障のための最低限の賃金の規定である」

ことを明記することである。現行法では「国の責

任」について付則として記載されているだけであ

り、しかも、データ提供や調査などに限って協力

義務を規定しているに過ぎない。「国の責任」と

して“最低賃金の支払いを可能とする経済関係を

整備する”と明記し、中小企業や農水産業などが、

最低賃金支払い可能となる政策措置を取ることを

国に義務付けることである。中小企業の支払い能

力が、不当に奪われている原因である大企業によ

る不公正な取引関係を政府が是正し、現在のよう

な生活できない最賃額を改善することである。 

そのために、 

① 独占禁止法、中小企業振興策の強化改善、

中小企業基本法の改善と取り締まり強化、 

②取引関係是正までの間、最賃額引き上げ差

額の保障を国が行う（これはＷＴＯに抵触

しない）などの具体化が急がれる。 

(2)上記の観点での法改正によって、はじめて

「最賃額の大幅な引き上げ（時給 1,500円月額

25 万円）」と、「全国一律」が両立し実現の道

が開かれる。 
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Ｃ４-６   大阪における最低賃金引き上げのとりくみと課題 

            嘉満 智子、Kama Tomoko（大阪労連事務局長） 

 

１．はじめに 

 コロナ禍で、多くの非正規労働者が解雇・雇止

めなど雇用の調整弁となった。その多くが蓄えも

なく、１・２カ月収入が途絶えると、たちまち生

活が立ち行かなくなる状況となっている。 

低賃金構造の背景には、低すぎる日本の最低賃

金がある。現在の最低賃金額では、貯蓄ができな

いだけでなく、健康で文化的な生活はできない。

最低賃金法の目的である「賃金の最低額を保障す

ることにより、労働条件の改善を図り、もって、

労働者の生活の安定、労働力の質的向上」を実現

する最低賃金の大幅引き上げが不可欠となってい

る。 

 

２．大阪での最低賃金をめぐる状況 

 大阪では、最低賃金が 2022 年改訂でようやく

1,000 円を超え 1,023 円となった。 

長年目指してきた 1,000 円だが、10 年前に、地

下鉄清掃員の方が時給 1,000 円になって、「月１

回程度なら家族で外食に出かけることができるよ

うになった」と実感を語っていたように、時給

1,000 円では、日々の生活を改善するには至らな

い。生計費原則に基づく最低賃金 1,500 円の実現

が切実な要求となっている。 

 

３．最低賃金引き上げに向けた取り組み 

(1) 最低賃金生活体験（2022年４～５月実施） 
大阪府の最低賃金時間額992円で１か月173.�8

時間働いたとして１か月の賃金172,409円とし、

租税公課を差し引いた137,900円、そこから家賃

分を40,000円として生活費を97,900円での生活

。
 

参加者の多くが赤字となり、「人付き合い

ができない」、「病院に行けない」、「コロナ

禍の自粛生活ですら最低賃金で生活できなかっ

た」など、肉体的にも精神的にも追い詰められ

る実態となっている。最低賃金生活体験者への

「『健康で文化的

な最低限度の生活』を送るためには、いくら必要

だと思うか」という質問に対して、回答者の平均

額は 25万 8,688円で、これは時給に換算すると約

1,500 円となる。 

最低賃金で実際に１カ月間生活をして、お金の

使い道や食事内容などリアルな実態を報告書にま

め、大阪労働局や大阪地方最低賃金審議会に提出

し、最低賃金 1,500 円以上への引き上げの必要性

を訴え、早期の実現を迫った。 

 

(2) 最低賃金引き上げ求める意見書提出 

 意見書は、大阪労連組織内だけでなく、未加盟

の組合や民主団体も訪問し、提出を呼びかけた。  

（2022年意見書提出：127団体、組織外14団体） 

大保連・学保協・消団連・保険医協会・歯科保険

医協会・民青同盟・新婦人・民法協・勤労協・関

西私大教連・民医連・航空連・新聞労連・音楽家

ユニオン・出版労連・大建労に依頼した。 

 

歯科保

険医協会の意見書では、「大阪府内の小中高等学

校の学校歯科治療調査によると、学校歯科検診で

治療が必要とされた児童のうち 65.3％は受診し

ておらず、半数以上の学校で口腔内が崩壊状態（

咀嚼が困難な状態）の児童が見られる。こうした

ことも鑑み、抜本的な貧困対策として、最低賃金

の大幅な引き上げに踏み込むべき」と主張した。

 

 

新婦人からは、女性の貧困の問題、保険医協会か

らは、「コロナ禍での医療従事者の奮闘もふまえ

、産別最低賃金のないエッセンシャルワーカーの

処遇改善にとって最低賃金の引き上げが必要」と

主張。最低賃金の引き上げは、労働者だけでなく

、国民全体の要求であることを示した。

 

 (3)

 

最低賃金引き上げアピール宣伝

 

 

最低賃金額の周知とともに、最低賃金 1,500 円

の実現を求める世論を広げる宣伝に取り組んだ。
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 宣伝では、「ほんまかいなあ、965円で働いて

るわ。アルバイトやけどそれでも992円？」と最

低賃金違反で働く労働者がまだまだ多いことや、

「最近リストラに遭った。今は時給1,015円にな

ったけど、ローン返済が大変。やっぱり1,500円

に上げて欲しい」、「物価が上がって今の最低賃

金ではますます大変」など、最低賃金引き上げが

切実な要求であることを実感する。 

(4) 必要生計費試算調査結果 

大阪府大阪市に住む 25 歳単身者の最低生計費

（税・社会保険料込み）は、男性＝月額 244,951

円、女性＝月額 242,110 円（ともに税・社会保険

料込み）が必要である。 

 ワーク・ライフ・バランスに配慮した労働時間

で換算（月 150 労働時間）してみると、男性で

1,633 円、女性で 1,614 円となる。 

 生計費試算調査結果の記者会見では、「コロナ

禍で命を守るケア労働者が、最低賃金に張り付く

低賃金に置かれていること、政府の処遇改善は不

十分で根本的な対策が急務であること」も訴えた。 

 

(5) 2021 年大阪府内の自治体で働く非正規職員

の賃金・労働条件調査結果 

（2021 年３～７月実施：9,501 人が回答） 

2021 年会計年度任用職員の最低時間給の平均

は、14 円引き上げられ 1,006 円。最低時間給が大

阪府の最低賃金 992 円（2021/10/1 時点）の自治

体は、大阪府・豊中市・河南町・泉佐野市・田尻

町の 5 自治体。最低賃金より若干上回るものの、

最低時間給が 1,000 円に満たない自治体は、島本

町（995 円）・能勢町（993 円）・四條畷市（995

円）・枚方市（995 円）・八尾市（995 円）・堺市

（993円）・和泉市（995円）・忠岡町（994円）の

８自治体。公務職場でも最低賃金に張り付く低賃

金が放置されている。 

正規職員の行政職・高卒初任給は、地域手当込

みでも最低賃金割れが４自治体。行政職高卒初任

給に地域手当を加えた額の最低額は、159,636 円。 

 

 

(6) 経営者団体との懇談 

特徴的なところでは、大阪ビルメンテナンス協

会との懇談で、2020 年のコロナ禍に入る直前で

は、「低賃金では人は集まらない。協会でビラを

作成し取引先に渡して契約単価の増額を訴えてい

る」など共感することが多くあった。しかし、

2022 年は「1,500 円になれば、この業界の会社は

潰れてしまう」との発言に変化。「国がしっかり

支援して最賃も上げられたらいいが、なかなかそ

うならない」と国には期待できない様子が表れて

いた。「最賃引き上げには中小企業支援拡充がな

くてはならない」、ここは立場を超えて一致する。 

 

４．最低賃金引き上げの課題 

 以上のように、最低賃金は、非正規も正規も、

女性も男性も、公務も民間も多くの労働者に関わ

る課題である。 

しかし、最低賃金が家計補助の考えから脱して

いないこと、中小企業に対する国の支援策が貧弱

なこと、そのため会社の支払い能力とのせめぎ合

いで生計費原則に基づく議論が弱いことが、最低

賃金の大幅引き上げを遅らせる原因となっている。 

今年の地方最低賃金審議会の「答申」では、全

国的に中小企業に対する支援を求める付帯決議が

増えている。大阪地方最低賃金審議会の答申でも

「中小企業に対する生産性向上等の支援措置につ

いては、可能な限り多くの企業が各種の助成金を

受給できるように関係省庁と一体となり、利活用

の促進、支援に努めること」を政府に求めている。

これは、私たちが求めてきた中小企業支援の拡充

と最低賃金引き上げを一体とした主張が反映され

たもので、実効性のある施策の実現に向けて、さ

らに、政府に迫っていくことが重要となっている。 

この間、中央最低賃金審議会の目安が大きく報

道され、最低賃金が注目されてきたと実感する。

あるべき最低賃金が問われている。最低賃金の引

き上げを軸とする社会的賃金闘争の強化で、最低

賃金 1,500 円、全国一律最低賃金制度の確立を早

期に実現させ、８時間働けば、人間らしく暮らせ

る社会を目指していく。 
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Ｄ１-２   銀河はどのようにして生まれ進化してきたのか 

 

長島 雅裕、Nagashima Masahiro（文教大学） 

 

１．はじめに 

  銀河は星やガスなどからなる天体(システム)で

あり、宇宙における主要な物質階層の一つである。

そのサイズや形態は極めて多様性に富んでおり、

質量にして４桁以上の幅があり、形態も渦巻き状

のものや楕円状のもの、さらに不定形のものなど

様々である。これは、同じく主要な物質階層の一

つである星(どれもほぼ球形)と比べると実に対照

的である。この多様性に富む銀河の形成・進化を

貫く法則性を理解することが基本的な問題である。 

  銀河と呼ばれる天体がそもそも遠方にあり、

我々の銀河系の外部にあるということがわかった

のは高々100 年前である。銀河は人間の生活時間

程度では変化せず、長い間、人類は近場の銀河の

観測に基づき研究を行ってきた。1990 年代に入

り、大型望遠鏡の建設が進み、また CCD などの

高感度検出器が開発され、極めて遠方の─つまり

過去の─銀河の姿がわかるようになり、時系列で

銀河の進化を捉えられるようになってきた。また

スーパーコンピューターの開発により、シミュレ

ーションによる研究も進展した。 

本発表では、銀河の形成・進化に関して、これ

までわかっていること、まだわかっていないこと

をクリアにし、今後の課題を述べたい。 

 

２．銀河の特徴 

我々の銀河系を例にとると、星の質量は太陽の

およそ 2千億倍程度で、星と同じように分布をし

ているガスはその 1割程度の質量である。銀河系

は棒渦巻き銀河と呼ばれる形態をしており、中心

部に太い棒状の部分を持ち、棒の端から円盤状に

渦を巻いた腕が伸びた構造をしている。この円盤

にあるガスの質量が星の 1割程度である。ただし

銀河系を取り巻くように薄く拡がって存在するガ

スがもっと大量にあるはず(星質量の５倍程度)と

考えられているが、観測が難しく、よくわかって

いない。これらの物質はすべて原子から成ってい

るが、ダークマターと呼ばれる未知の物質もある

と考えられており、原子の５倍程度の質量がある。 

ダークマターの存在は極めて簡単な理由により

要請される。銀河の回転速度はドップラー効果に

より精度良く測定されるため、星に働く遠心力が

わかる。一方、星を引きつける重力は、星の光度

の総和から推定される。ところが星だけでは重力

が足りず、未知の重力源が必要である、というこ

とである。他にも、銀河の大集団である銀河団に

含まれるガスや、宇宙背景放射の空間的な揺らぎ

の性質も、ダークマターがあれば簡単に観測を説

明できる。スケールの異なる諸現象がダークマタ

ーの存在を仮定すると説明できるため、最もシン

プルな仮説として広く受け入れられている。 

我々の銀河系は、この宇宙においてはかなり大

きめの銀河であり、銀河には星 1千万個程度のも

のから 1兆個程度のものまで存在する。軽い銀河

ほど大量にあり、重たい銀河は稀である。 

重要なことの一つは、銀河は今も進化を続けて

いる系である、ということである。ガスは自らの

重力によって凝集して新たな星を作る。銀河同士

も互いの重力によって合体することがある。合体

すると、渦巻きのような繊細な構造は崩れ、楕円

状になり、ガスは圧縮されて一斉に─「爆発的に」

─星を形成し、急速にガスを使い果たしガスのな

い系へと進化する。 

では、宇宙が誕生した約 138 億年前から現在ま

で、銀河はどのような道を辿ってきたのだろうか。 

 

３．宇宙における構造の進化 

 この宇宙は 138 億年ほど前に「ビッグバン」で

始まり、現在に至るまで膨張を続けてきた。宇宙

初期は全物質が極めて狭い領域に圧縮されていた
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ため、大変な高温高圧であった。そのため、構造

は形成されず、ほぼ一様な状態であった。 

  宇宙が膨張することによって内容物が冷え、圧

力が減少すると、わずかな密度の揺らぎが重力に

よって増幅される。少しでも濃いところは重力が

強いため、より濃くなろうとするためである。こ

のように、宇宙における構造は、物質自身の重力

によって発展し、天体を形成した。 

  質量はダークマターが主であり、細かい揺らぎ

の振幅が大きい(「冷たい」ダークマター)。その

ため小さい天体がまず形成され、やがてそれらが

合体して大きい天体が形成される。しかし、ガス

(原子)には圧力が働くため、あまり小さいと星は

できない。ある程度大きくなると、重力で収縮し

たガスは高温になり、放射(電磁波)によりエネル

ギーを失い、さらに収縮する。やがて高密度にな

り星を作る。これが最初の銀河の形成である。銀

河同士も合体を続け大きくなる。 

  ガスから星が形成される際には、すぐに爆発

(超新星爆発)してしまう大質量の星も、寿命が

100 億年を超える小質量の星もできる。長寿命の

星ができると、ガスは星に閉じ込められてしまう。

つまり、宇宙におけるガスは徐々に減り、星の質

量が増えていく。したがって、現在よりも過去の

ほうが、星の形成は盛んだったことがわかる。一

方、宇宙初期はまだ天体があまり形成されていな

いため、どこかで星形成の最盛期があったことに

なる。短寿命の大質量星は紫外線で明るく輝き周

囲の物質を暖め赤外線に変換される。紫外線や赤

外線の観測が進み、星形成最盛期は宇宙誕生後

50億年ごろ(90億年程度昔)と考えられている。 

 

４．銀河の理論研究 

  流体シミュレーションを応用して銀河の形成過

程を解く試みは長年にわたって続けられているが、

まだまだ十分ではない。最新のスパコンをもって

しても、十分に広い領域で(狭ければ宇宙の特殊

な領域だけを見ていることになる)、星一つひと

つの形成まで解ける計算を行うことは不可能であ

る。そこで、星の形成過程や超新星爆発による周

囲のガスの加熱など、微細な領域での物理につい

ては何らかのモデリングが必要となる。さらに、

計算スキームや取り入れるモデルによって、同じ

初期条件、同じ分解能の計算をしても、結果がそ

れほど収束しない。計算結果のどの部分が信頼で

きるのかを検討することは必須となっている。 

  一方、筆者らは、逆に流体をきちんと解くので

はなく、そのプロセスもモデル化してしまい、高

速に解く代わりにモデルに含まれるパラメータを

広く動かして、もっともらしい結果を探るという

手法を採っている。図１に我々のモデルで作成し

た銀河の疑似カタログを示す(Makiya et al. 2016)。

点ひとつが一つの銀河であり、ある領域を見通し

た際に、奥行き方向(図では右向き)に銀河がどの

ように分布しているかを示している。これらはす

べて相補的なアプローチであり、様々な方法論の

組み合わせにより、観測結果と見比べながら、何

が起きてきたのかを理解しようと努めている。 

  本発表では、その手法といくつかの結果を詳述

し、銀河形成の現代的理解を述べたい。 

 

図１. 銀河の疑似カタログ。左上に我々がいて、

右に向かって遠方になっている(右端は下段の左

端につながる)。 

 

引用文献 

Makiya, R. et al. 2016, Publ. Astron. Soc. Japan, 68, 25. 
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Ｄ２-１    科学技術関係予算の動向と科学技術政策の急速な変質 

野村 康秀、Nomura Yasuhide（科学・技術政策委員会） 

 

１．論文シェアの低下と研究開発費の推移 

 日本の論文数シェアの国際順位が、量的にも質

的にも低下が進んでいると話題を呼んでいる。図

１の各国の研究開発費総額の推移では、日本の研

究開発費は長期横ばいで、結果もうなずける。 

 図２によると、日本の科学技術予算は、「当初

予算」では横ばい傾向だが、「地域を含む最終予

算」は、振幅があり、最近は急増している。なお、

地域の科学技術関係予算は、概ね 5000 億円程度

で、2017 年度以降横ばいに推移している。 

２．集計方法の変更と補正予算の活用 

 図３は、2000 年度以降の国の科学技術関係予

算の推移で、2017 年度から増加傾向が窺える。 

 内閣府による科学技術予算の集計は、2018 年

度に集計方法の変更が行われ 2016 年度（第５期

科学技術基本計画の初年度）まで遡って金額が修

正された。公共事業等における先進技術の導入等

の「科学技術イノベーション転換」による範囲拡

大や、行政事業レビューシートの活用などで、

2016、17 年度ともに 1000 億円の増額である 1)。 

1) 『日本の科学者』2018 年 6 月号「Society5.0 実現のため,

範囲見直し等により科学技術予算をかさ上げ」参照。 

 2019 年度以降は、補正予算 2)を含めた金額も

示している。補正による増額分は、2019 年度

9844億円で、20、21年度は 3.5兆円を超える。 

2) 補正予算は財政法第 29 条で「予算作成後に特に緊要と

なった経費の支出」等に限ると定められている。 

 

３．当初予算を超える補正も散見 

 表１に 2020～22 年度の科学技術関係予算の、

表２に競争的研究費の、府省別の内訳を示す。 

科学技術関係予算では、４兆円強の当初予算

（2021 年度は前年度比で減額）に対して８割超

の増額補正である。競争的研究費では、両年度

とも当初予算を超える予算が認められている。 

2020 年度は経産省(グリーンイノベーション基

金２兆円、ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強

化研究開発 900 億円等)が、2021 年度は内閣府

(ワクチン･新規モダリティ研究開発 1504 億円

等)、総務省(デジタルインフラ強靭化 500 億円、

Beyond５Ｇ研究開発促進 200 億円等)、厚労省

(新型コロナワクチン開発支援等 2562 億円等)、

図３．科学技術関係予算の推移 
出所：内閣府資料、『科学技術要覧』に基づき筆者作成。 

図２．科学技術予算総額(ＯＥＣＤ購買力平価換算)

の推移（出所：NISTEP｢科学技術指標 2022｣に基づき筆者作

図１．主要国における研究開発費総額の推移 

名目額(ＯＥＣＤ購買力平価換算) 
出所：NISTEP｢科学技術指標 2022｣に基づき筆者作成。 
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表２．競争的研究費制度の予算額 
 (出所: 内閣府資料に基づき筆者作

件数 (百万円) 件数 (百万円) 件数 (百万円) 件数 (百万円) 件数 (百万円)

内閣府 1 199 0 0 1 200 2 155,400 1 189

総務省 7 18,010 2 31,343 6 18,565 2 21,868 7 28,937

文部科学省 25 367,969 4 19,425 24 369,875 7 263,780 25 370,710

厚生労働省 3 49,681 2 26,291 3 49,511 3 13,072 3 52,969

農林水産省 8 5,791 0 0 8 5,341 2 5,450 7 5,428

経済産業省 67 180,565 8 2,127,186 67 176,028 8 320,636 60 173,201

国土交通省 2 290 0 0 2 290 1 100 2 310

環境省 2 5,809 0 0 2 5,578 0 0 2 5,384

防衛省 1 9,410 0 0 1 9,942 0 0 1 9,978

総　計 116 637,724 16 2,204,245 114 635,330 25 780,306 108 647,106

2020年度当初 2020年度補正 2021年度当初 2021年度補正 2022年度当初

表１．府省別科学技術関係予算の推移(単位：億円 
（出所：内閣府資料に基づき筆者作成） 

当初 補正 計 構成比％ 当初 補正 計 構成比％ 当初 前年比 構成比％

国会 12 0 12 0.0 12 0 12 0.0 12 0 0.0

内閣官房 653 187 840 1.1 653 222 875 1.1 626 -26 1.5

内閣府 1,249 473 1,722 2.2 1,159 2,066 3,225 4.2 1,223 64 2.9

警察庁 23 -1 22 0.0 23 -1 22 0.0 22 -1 0.1

消費者庁 31 9 40 0.1 30 3 33 0.0 30 0 0.1

デジタル庁 　 0.0 3 3 0.0 53 53 0.1

復興庁 248 0 248 0.3 275 0 275 0.4 299 24 0.7

総務省 1,830 744 2,574 3.2 1,133 1,320 2,453 3.2 1,065 -68 2.5

法務省 12 0 12 0.0 12 0 12 0.0 11 0 0.0

外務省 132 31 163 0.2 156 2 158 0.2 345 189 0.8

財務省 10 0 10 0.0 11 0 11 0.0 11 0 0.0

文部科学省 21,224 7,733 28,957 36.5 20,598 11,518 32,116 41.8 20,599 1 48.8

厚生労働省 2,643 1,582 4,225 5.3 1,787 2,945 4,732 6.2 2,126 339 5.0

農林水産省 2,048 286 2,334 2.9 1,949 495 2,444 3.2 1,997 48 4.7

経済産業省 6,889 23,786 30,675 38.7 6,645 16,306 22,951 29.9 6,430 -214 15.2

国土交通省 3,681 190 3,871 4.9 4,013 322 4,335 5.6 4,059 46 9.6

環境省 1,821 508 2,329 2.9 1,597 418 2,015 2.6 1,630 32 3.9

防衛省 1,280 0 1,280 1.6 1,139 0 1,139 1.5 1,657 518 3.9

総　計 43,787 35,529 79,316 100.0 41,194 35,622 76,816 100.0 42,198 1,004 100.0

2021 20222020

経産省(先端半導体の国内生産拠点確保 6170 億

円、経済安全保障重要技術育成プログラム 1250

億円、ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研

究開発 1100 億円、創薬ベンチャーエコシステム

強化 500 億円等)が、当初予算超えの補正である。

文科省も 20 年度 7700 億円(大学ファンド創設

5000 億円等）、21 年度 1 兆 1500 億円(大学ファ

ンド 6111 億円、経済安全保障重要技術育成プロ

グラム 1250 億円、ムーンショット型研究開発

680 億円、ワクチン開発のための世界トップレ

ベル研究開発拠点形成 515 億円等)の巨額補正で

ある。 

 予算といえば、要求段階からシーリングがかか

り、省の要求にも入らないことがある。コロナ対

応に混ぜ込む形で、当初予算を超える規模も珍し

くないという補正は、国会審議の短さを含め民主

的な財政原則に反する脱法行為というべきだろう。 

 特に、2021 年度補正の経済安全保障重要技術

育成プログラム 2500 億円（科研費 2377 億円を上

回る）は、2022 年度概算要求が内閣府、文科省、

経産省の合計で 100 億円だった。経済安全保障法

の影も形も見えない段階で、要求を上回る補正予

算が認められた（2023 年度概算要求では、内閣

府が一括し、金額を示さない事項要求である）。 

４．後年度負担を増やし続ける防衛省研究開発費 

 表１によれば防衛省は、文科省、経産省、国交

省、厚労省、農水省に次ぐ上位グループに属する。 

表３のように、防衛省の 2022 年度の研究開発

費は前年度比 45％増である（内閣府の集計と若

干の差がある）。当該年度に支出する「一般物件

費」と翌年度以降に支出する「新規後年度負担」

との合計＝「契約ベース」金額の拡大が続く。

2022 年度は厚労省、農水省の規模を実質的に超

え、新規後年度負担だけで科研費を超える（次年

度以降、「歳出化経費」として予算化される）。軍

事費拡大の構図が研究開発費でも現れている 3)。 

3) 2023 年度概算要求は、事項要求が多く金額不詳である。 

５．政策メニュー活用し堂々と要求運動を 

 アベノミクス以来の日本の科学技術予算は、集

計方法の変更や脱法的な補正予算の利用等々、い

びつな姿を顕在化させている。しかし、研究者の

日頃からの要求を実現するために「活用」できる

政策メニューのヒントが示されたともいえる。 

 例えば、①前例に縛られない大幅な予算獲得、

②補正予算での当初予算を超える金額、③国庫債

務行為の活用（多年度契約）、④大規模な基金の

造成、⑤財政投融資の活用、⑥法律・制度の制定

に先駆けた予算獲得、等々がすぐに思いつく。 

 予算・財政は本来国民のものである。軍事研究

拡大、研究（者）管理強化、当座の経済的利益の

ためでなく、研究者が遠慮なく声をあげ、要すれ

ば経済界も巻き込むしたたかな運動が必要だろう。 

表３．防衛省予算の研究開発費 
（出所：防衛省資料等に基づき筆者作成） 

↙ 計算値

年度
科学技術関係

予算(内閣府) 研究開発費
歳出化
経費

一般
物件費

新規後年
度負担

単位：億円

2016 1066 1055 780 275 936 1211

2017 1229 1217 955 262 1003 1265

2018 1042 1034 762 272 1173 1445

2019 1290 1283 1014 269 1221 1490

2020 1280 1273 1003 270 1406 1676

2021 1139 1133 866 267 1849 2116

2022 1657 1644 1361 283 2628 2911

防衛省｢予算の概要｣に基づき作成

物件費予算

物件費(契約ベース)
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Ｄ２-２ 携帯大手の大規模な通信障害―生活と経済のインフラを守るために 

矢作 英夫、Yahagi Hideo（東京支部・武蔵野通研分会） 

 

１．はじめに 

2021 年 10 月のＮＴＴドコモに続き、2022 年

７月にはＫＤＤＩでも大規模な通信障害が発生し

た。いずれの通信障害でも、音声通話とともにキ

ャッシュレス決済や各種の手続き、110 番や 119

番など、広範囲のサービスに長時間の影響があっ

た。 

 今や、携帯電話やスマホが、日々の生活と経済

活動にとって欠かせない手段となっている中で、

サービスを安定して提供するための課題を考える。 

 

２．相次ぐ大規模な通信障害 

ＮＴＴドコモの通信障害は 2021 年 10 月 14 日、

石川県や和歌山県など５県を除く 42 都道府県で

発生し、2 時間 20 分の間に、約 100 万人が音声

通話・データ通信が「利用できない状況」になっ

た。また、「利用しづらい状況」は、29 時間にわ

たり、音声通話で約 460 万人、データ通信で 830

万人以上に影響を与えた。 

一方、ＫＤＤＩの通信障害は 2022 年７月２日、

全国で音声通信が約 2316 万人、データ通信が

775 万人、延べ 3019 万人に影響があり、復旧す

るまでに約 61 時間を要した。通信障害の規模お

よび復旧時間ともに過去最大の障害となった。 

総務省はいずれの通信障害も、電気通信事業法

による「３万人以上かつ 1時間以上」に及んだ場

合などに該当する「重大な事故」として、通信事

業者に対して、再発防止策を含む報告書を提出さ

せ、行政指導を行なった。 

 

３．通信障害の経緯 

ＮＴＴドコモの通信障害の経緯は、ＩoＴ端末

の位置登録を管理する位置情報サーバを旧設備か

ら新設備に切り替える過程で位置登録できない不

具合が発生し、旧設備に切り戻した際にＩoＴ端

末から大量の位置登録信号が集中し、信号の輻輳

（混雑状態）を引き起こした。このため、信号交

換機を共用している携帯電話にも影響が波及した。

（図１） 

図 1. ＮＴＴドコモの説明会資料（2021.10.14） 

注 1.ＩoＴ（Internet of Things）：あらゆるモノ

をネット接続し、データを収集・活用する。 

注 2.位置登録：携移動体通信は常に端末の現在地

を通信局に登録している。 

注 3.輻輳：災害時やチケット販売などでも発生す

る。「輻輳」による通信規制は、重要通信の確保

やネットワークを保全するために実施される。 

 

ＫＤＤＩの場合は、ルータのメンテナンス作業

においてルータの経路誤設定により通信断が発生

し、端末や設備から大量の位置登録情報が再送さ

れ、加入者データベースへの問い合わせが急増し、

輻輳が発生した。 

 今回は、いずれの通信障害も設備・部品の異常

やソフトウェアの不具合によるものではなく、作

業の手順ミスから「輻輳」が発生し、ネットワー

ク全体に波及した。また、通信障害を復旧する際
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に、「回復」とか「おおむね回復」という情報の 

伝え方にも問題があった。完全に元通りになる前

に、復旧作業が終了した段階で宣言したために、

多くの利用者が一斉に発信したため「輻輳」が解

消されず、通信規制が長引いたことも、今回の通

信障害に共通した問題であった。 

 

４．通信障害の影響 

ＮＴＴドコモの通信障害では、音声やメールの

通信だけでなく、飲食宅配サービスへの支障、キ

ャッシュレス決済やタクシー代の支払いでも影響

があった。ＫＤＤＩでは影響はさら大きくなった。   

以下は、当時報道されたものである。 

・119番や 110番の緊急通報が使えない 

 ・台風が近づくなか、連絡手段が確保できない 

・参院選の一週間前で、選挙活動が停滞した 

・キャッシュレス決済ができない 

・地図が見られない 

・在宅勤務でメールが使えず業務に支障が出た 

 ・アメダスの気象情報が更新できない 

 ・ヤマト運輸やゆうパックなどで配達の遅れ 

 ・店舗外の銀行ＡＴＭが使えない 

 ・コロナの健康観察のための連絡ができない 

 ・コネクテッドカーの車載通信が使えない 

など通信障害は多方面に及んだ。 

 

５．再発防止とともに通信障害時の対処策も必要 

電話やインターネットとともに、携帯電話、ス

マートフォンは、日常の生活や経済活動にとって

欠かせないインフラとなっている。今回の問題を

受けて、通信事業者は作業手順書の管理ルールの

見直しや、作業関係者側の手順も含めた全体手順

書の作成などを策定して再発防止策を実施すると

している。 

総務省は、昨年のＮＴＴドコモの通信障害のあ

と、再発防止と情報共有のためＫＤＤＩなどの事

業者にも緊急点検を実施していた。しかし、ＫＤ

ＤＩでさらに大規模な通信障害が発生したことは、

ドコモの教訓を十分生かせなかったと言える。 

再発防止策とともに、今後も起こりうる通信障

害への対処策も重要である。複数の携帯事業者と

契約して非常時に乗り換えることや、通信事業者

間で通信網を融通する「ローミング方式」の導入、

また、従来から災害時などに有用であった公衆電

話のさらなる活用などを検討する必要がある。 

 

６．災害対策として公衆電話の維持と活用を 

公衆電話は、大規模災害時などに有効な通信手

段として活用されてきた。しかし近年、スマート

フォンなどのモバイル端末の普及により、公衆電

話の設置台数は、約 20 年間で約 71 万台から約

14 万台へ、利用時間は 98%減に激減している。 

 ＮＴＴ東・西会社の電話事業の費用を補填する

「ユニバーサルサービス制度」を拡充して、公衆

電話をこれ以上減らさないことが重要である。災

害時や非常時に、公衆電話を探しても次つぎ撤去

されたため、どこに設置されているかわからない

人も増えている。あらかじめ設置場所を把握して

おくことも大切である。設置場所はＮＴＴのホー

ムページで公開されている。 

 

７．おわりに 

この度の携帯大手の大規模な通信障害は、いず

れも作業上の人為的なミスから発生している。通

信事業者は、再発防止のための訓練や手順書の見

直しにはしっかり取り組むべきである。しかし、

今後もミスは起こりうることも自覚して、通信網

の信頼性の確保のため、人員体制や労働環境の整

備、充実にも目を向ける必要がある１）。 

 

引用文献 

1） 長田好弘『広がる情報通信』新日本新書、 

1992 年９月：「操作ミスやデータ投入ミスも、

ただ個人の能力や熟練のみに帰着できない性質

のものもたくさんあります。システムに対する

多数の人びとの共同の気配りが大切になり、そ

の促進のための労働条件の向上が重要となりま

す。」 
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Ｄ２-３  独立行政法人制度とその運用に由来する国立研究開発法人の 

機能不全の解消に向けて 
 

小滝 豊美、Kotaki Toyomi（国公立試験研究機関問題委員会・茨城支部） 

 

１．はじめに 

 国立の試験研究機関は、その大部分が 2001 年

に施行された独立行政法人通則法（通則法）に基

づいて独立行政法人（独法）化された。その後、

2015 年の独法通則法改正に伴い、各独法の名称

は個別法で定めるが、その中に「国立研究開発法

人」という文字を使用することが規定された。 

くわえて、国立研究開発法人のうち物質・材料

研究機構、理化学研究所および産業技術総合研究

所の３法人は 2016 年に施行された「特定国立研

究開発法人による研究開発等の促進に関する特別

措置法」に基づき「特定国立研究開発法人」に指

定された。このように、外見は研究所としての機

能が着々と整えられているかのように見えるが、

実態は全く異なる。これまでに、国立研究開発法

人の問題を重ねて指摘してきたが、本報告では、

制度上の問題点を改めて指摘し、さらに、その不

健全な運用の中で研究機関がいかに蝕まれている

かを報告する。 

 

２．独法通則法が内包する問題 

 独法の業務を実施するための基本的な経費は、

運営費交付金として政府（主務省）が措置する。

一方、国立研究開発法人の運営は、主務大臣が定

める、業務運営に関する中長期目標に基づいて実

施される（通則法 35条の４）。この中長期目標の

中には、具体的に定めるべき事項として、業務運

営の効率化に関する事項や財務内容の改善に関す

る事項等が挙げられている。国立研究開発法人は、

中長期目標を達成するために中長期計画を作成し

主務大臣の認可を得なければならない（通則法

35 条の５）。そして、その中で業務運営の「効率

化」に関する目標を達成するためにとるべき措置

等を定めることが義務付けられている。これまで

に度々指摘してきた翌年度の業務運営費や人件費

を算出する際、「１より小さい効率化係数」を掛

ける「じり貧の構図」には、このような法的な根

拠が存在している。 

 国立研究開発法人の業務に係る評価は、主務大

臣が実施する。中長期目標終了時には、主務大臣

は、業務及び組織の全般にわたる検討を行い、そ

の結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組

織の廃止等所要の措置を講ずる（通則法第 35 条

の７）。さらに、研究開発に関する事務事業に関

して検討する際には、独立行政法人評価制度委員

会の意見を聴取する（通則法 35 条の７、12 条の

２）。つまり、主務大臣と総務省が設置する独立

行政法人評価制度委員会による検討により、業務

遂行に問題ありと見なされれば、組織の改廃まで

迫られる可能性がある。このように、主務省・主

務大臣に管理され、予算を差配する財務省および

通則法を所管する総務省に縛られていながら、

「独立」行政法人とは、何かの間違いではないか。

独法化により、自立性や自発性が付与されると喧

伝されたが、それは全くの「絵に描いた餅」にす

ぎない。 

 通則法の条文に明らかなように独法の事務事業

を実施する際には、「効率化」が強く要請されて

いる。独法行政法人制度が橋本内閣の「行政改

革」の一環として導入されたという経緯からも、

「効率化」こそが独法化の目的と言える。問題な

のは、既に独法発足から 20 年以上経過したにも

かかわらず、「効率化」の方針が一貫して掲げら

れていることである。その結果として、予算不足

により独法に期待された役割が発揮できなくなれ

ば、「改革が足りない」として一層苛烈な効率化

が求められるだろう。その行き着く先は「組織の

廃止を含めた措置」である。 
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３．制度運用もしくは組織運営上の問題 

 独法通則法は、法人の長として、 

（１）当該独立行政法人が行う事務及び事業に関

して高度な知識及び経験を有する者 

（２）前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人

が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営する

ことができる者 

から公募もしくは透明性を確保して任命すること

を求めている（通則法第 20条）。しかし、ある独

法では、安倍内閣の成長戦略を担わせるため、独

法の業務とは全く異なる背景を持つ人物が理事長

として任命され、成長戦略実現を組織目標として

職員に押し付けることが行われた。通則法 20 条

１号に当てはまらない理事長が任命された理由は

示されていない。この人物がなぜ成長戦略に固執

するかは明白である。彼が成長戦略実現の議論に

深く関わったからだ。中長期計画期間の３年目に

着任したにもかかわらず、強引に中長期計画とそ

の具体化としての組織目標を変更し、また、内部

組織の新設や改編を強行して職場を大きく混乱さ

せた。くわえて、新たな中長期計画が始まるタイ

ミングで「指揮命令系統の明確化」等を謳って、

もう一度職場の内部組織を変更し、むしろ組織内

の事務処理を複雑化させる弊害をもたらした。ま

た、運営費交付金を原資とする研究費のうち研究

者に均等に配分する部分を大きく減らし、理事長

や理事の裁量経費として保留した上で、手上げ方

式で応募させる「競争的な」経費を複数作り、組

織目標の達成に有効と（経営陣が）判断した研究

課題に配分することにより、「選択されなかっ

た」研究の継続が困難になった。驚くことに、あ

る役員は職員の評価に関与する権限がないにもか

かわらず、評価委員会に干渉し、評価結果を変更

させた。このようなことがまかり通る背景には、

独法の運営におけるトップマネジメントを「良い

もの」とする政府の方針がある。トップマネジメ

ントを実行するにしても職場の規程・規則を遵守

するのは当然のことであるが、それを無視し、リ

ーダーシップの名の下に横紙破りが行われている。 

 2022 年７月に国公労連と学研労協が国立研究

開発法人に勤務する組合員を対象に実施したアン

ケートでは、職場の問題として「組織内の手続き

が煩雑だ」、「現場の意見が組織運営に反映されな

い」と回答した割合は、どちらも 60％（複数回

答）を超えた。このようなアンケート結果は、非

効率な運営体制や上から指令が垂れ流されるばか

りの風通しの悪さに対する組合員の強い負担感や

不満を示している。 

 

４．独法における機能不全の解消に向けて 

上に述べたように、「効率化」の思想が、独法

のじり貧の構図を作り出している。また、政権に

とって都合の良い人事を進め、研究機関を政権浮

揚の手段として利用している。さらに、トップマ

ネジメントと称して組織運営における役員たちの

横暴を容認している。こうした問題のすべてが国

民の負託に応えるために研究機関が本来なすべき

業務の遂行を妨げている。 

際限なく「効率化」を謳い、うまくいかないと

きは「改革が足りない」と言い募るこれまでの政

府の方針を放棄し、業務運営に必要な予算を配分

することが、何にもまして重要である。運営費交

付金、中でも人件費の不足は、契約研究員の雇止

め問題として現在まさに顕在化し、その解決は焦

眉の急である。また、目先の政権浮揚や軍事力を

背景とする国威発揚の手段として研究機関を動員

させず、政治家をはじめ役員、幹部たちの根拠な

き「無謬性」と、それに基づくトップマネジメン

トを排除し、各研究機関の設置目的を踏まえた上

で、役職員の合意に基づく組織運営を回復しない

限り、柔軟な発想に基づく研究の発展は望めない。

そして、このような本当の改革は、市民の理解、

世論の後押しなくして実現できない。 

 

５．おわりに 

研究機関をめぐる問題は、これまでも指摘して

きたが、まだ十分には認知されていない。2023

年３月末に予想される契約研究員の大量雇止めを

阻止する運動等と連携して研究機関が抱える問題

を明らかにする活動を続けていきたい。 
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Ｄ２-４   全会一致で可決された｢沖縄戦戦没者の遺骨に関わる請願｣ 

（51歳離れた大学生と元技術者の取り組み） 

出口 幹郎、Deguchi Mikio（大阪支部関西技術者研究者懇談会）

１．はじめに 

政府は､辺野古沿岸部の軟弱地盤の存在を埋め

立て開始後の 2019年 1月に認め、その改良工事

の設計変更を 2020年 4月に沖縄県に申請した。

その中に大量の土砂を沖縄戦激戦地の沖縄本島南

部からも調達する計画が含まれていた。 

沖縄県民は猛反発し反対運動を展開している。

その一つが｢沖縄戦戦没者の遺骨を含んだ土砂を

埋め立てに使わないよう国に求める意見書｣の採

択を全国の地方議会に要請することである。 

｢遺骨で基地を作るな！緊急アクション！｣の呼

びかけ人の西尾慧吾さん(23歳)は、2021年６月

出身地の茨木市議会に陳情し、上記と同趣旨の意

見書が全会一致で可決された。2021 年 12月には

関西技術者研究者懇談会で｢ヤマトンチュとして

沖縄に向き合う｣と題した講演を行なった。 

西尾さんの活動に感化されて 74歳の元技術者

の筆者もヤマトンチュの責任を果たすべく二人で

明石市議会に請願することを決心した。2022年

２月８日、上記と同趣旨の意見書を可決した地方

議会は、沖縄県内 30、沖縄県外 177、兵庫県２市

１町であった。本発表では主に請願が全会一致で

可決されるまでの経過を報告する。 

２．沖縄への訪問 

2009 年と 2010 年に合計 13 日間、沖縄戦の悲

惨さをこの目で確かめようとして沖縄戦の始まっ

た座間味島から終焉地の｢摩文仁の丘｣まで、慰霊

碑 90基、ガマと壕 22カ所など一人で訪れた。慰

霊碑やガマ・壕の前に立つと、当時の状況が思い

起こされて恐怖感と悲壮感に襲われた。沖縄本島

南部の糸満市米須霊域の｢魂魄の塔｣は、その最た

る場所であった。住民が原野に野晒しになってい

た約 35,000人の遺骨を納骨して 1946年２月に建

立した慰霊碑である。この近くの土砂が辺野古沿

岸部に埋め立てられようとしている。 

 

魂魄の塔(2009.10.18筆者撮影) 

３．明石市議会の自民党真誠会議員との意見交換 

野党議員に紹介された自民党真誠会の議員は、

糸満市内のガマで遺骨収集のボランティアを経験

されていた。紹介議員になっていただこうとして

筆者作成の請願書について意見交換を行なった。 

最初の表題は「『沖縄戦戦没者の遺骨等が混入

した土砂を埋め立てに使用しないよう求める意見

書』を国に提出するよう求める請願」、請願事項

は「遺骨混入土砂を埋め立てに使用しない」と

「国が主体となって遺骨収集を実施する」であっ

た。２月 14日の１回目の意見交換で｢埋め立て｣

は｢辺野古新基地建設反対｣と解釈するので、この

ままでは賛同できないと言われた。 

そこで、請願趣旨に｢新基地建設とは別次元の

問題である｣との趣旨の表現を加えた第二次案を

送付し、２回目の意見交換では｢埋め立て｣の代わ

りに｢遺骨を散逸させない｣の表現も要請した。 

３回目の意見交換で提案された最終の請願書に

は｢埋め立て｣が削除され、表題が「『沖縄戦戦没

者の遺骨等が点在されないように遺骨収集を更に

迅速に行うことを求める意見書』を国に提出する

よう求める請願」に、請願事項が「遺骨が点在さ

れないよう、国が主体となって遺骨収集を更に迅

速に行う」と修正されていた。 

請願趣旨には、最も重要な文言「遺骨混入土砂

を埋め立てに使用することは人道上許されない」

が記されていた。不満足であったが、同意を決断

した。請願趣旨の内容は、次頁の「国に提出され

た意見書 1)」の前文とほぼ同じである。 
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紹介議員には、自民党真誠会をはじめ、全 10

会派中７会派の議員になっていただいた。 

４．委員会での審査と本会議での議決 

３月 10日の文教厚生常任委員会の意見陳述で

西尾さんは、「沖縄本島南部の土には、沖縄県民

だけでなく全都道府県の兵士の血と肉と骨が染み

込んでいる。その土を埋め立てに使用することは

人道上許されない」との趣旨を発言した。会議室

は一瞬静寂に包まれ、何の質問もなく請願は全会

一致で可決された。３月 25日の本会議でも請願

と下記の意見書 1)が全会一致で可決された。 

５．請願直後の調査結果 

 糸満市内の慰霊碑に刻された周辺一帯の戦没者

数は、魂魄の塔 35,000人､萬華之塔 19,207人､栄

里之塔約 12,000人､平和の塔約 10,000人､和魂之

塔 12,300人など合計約 116,000人にも達する。

当時の惨状が目に浮かぶ。 

６．請願後の動向 

2021年５月に沖縄県が開発業者に出した措置

命令に対して開発業者は国の公害等調整委員会に

裁定を申請した。３回の審理後、委員会は 2022

年６月に合意案を提示し両者は受諾したが、ガマ

フヤー代表の具志堅隆松さんや遺族などは問題点

を指摘し、受諾の撤回を求めている。同時に厚生

労働省･外務省･防衛省などにも声を届け、計画の

中止を訴えている。 

７．おわりに 

 沖縄戦戦没者が全都道府県におられることを考

えると、全国的に取り組んでいく必要のある問題

である。今回取り組んだ若者および与野党議員と

の協働が一手段として発展することを願っている。 

引用文献 

1)https://www.city.akashi.lg.jp/gikai/torikumi/ 

kekka/documents/ikensyo50403-3.pdf(2022.3.26閲覧) 

沖縄戦戦没者の遺骨等が点在されないように 

  遺骨収集を更に迅速に行うことを求める意見書 1) 

先の大戦で､沖縄では､住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われ､人口の約半分の住民が犠牲になった市

町村が多く､県民の 4人に 1人の尊い命が失われた。 

沖縄本島南部は､沖縄戦最大の激戦地で､1972年の本土復帰に伴って､自然公園法に基づいた｢沖縄戦跡

国定公園｣に指定された我が国で唯一の戦跡公園で､戦争の悲惨さと平和の尊さを認識し､戦没者の御霊を

慰めるための公園である。その中にある沖縄平和祈念公園の｢平和の礎｣には､国籍､軍人､民間人の区別な

く､沖縄戦などで亡くなられた人の氏名が刻銘されている。2021年 6月現在､沖縄県 149,584人､沖縄県外

全都道府県 77,458人で､そのうち､兵庫県出身者は 3,202人､全都道府県で 4番目に多い。また､米国､英

国､台湾､北朝鮮､大韓民国の出身者も含めて合計 241,632人にもなっている。 

今､沖縄戦跡国定公園内の土砂が埋め立てに使用される可能性が指摘されている。ここでは戦後 76年

経過した今でも遺骨等が収集･発見され､沖縄県民だけでなく沖縄戦の最中に行方不明になった神戸市出

身の島田叡知事をはじめ､全国の戦没者の遺骨が眠ると言われている。このような土砂を埋め立てに使用

することは､人道上許されない。 

2016年の国会で全会一致で成立した｢戦没者の遺骨収集の推進に関する法律｣では､｢2024年度までを集

中実施期間として､戦没者の遺骨収集を計画的かつ効果的に推進するよう必要な措置を講じ､遺骨を遺族

に引き渡すこと｣を国の責務としている。したがって､国には戦没者の遺骨収集を着実に実施していくこ

とが求められる。 

また､この議論と日米同盟の維持並びに､普天間飛行場の危険性除去のための辺野古新基地建設と混同

してはならない。 

よって､国におかれては､下記の事項を実現することを強く要望する。 

記 

１. 日本で唯一､住民を巻き込んだ苛烈な地上戦が行われた沖縄の事情を鑑み､遺骨が点在されないよ

う､政府が主体となって｢戦没者の遺骨収集の推進に関する法律｣に基づいて戦没者の遺骨収集を更

に迅速に行うこと。 

以上､地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

令和 4年 3月 25日                            兵庫県明石市議会 
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Ｄ２-５ 住民によるＮＯ2測定調査結果(ソラダス 2021)と比較して 

環境省「環境健康サーベイランス調査」の問題点の指摘 

久志本  俊弘、Kushimoto  Toshihiro（大阪支部）・ 西川  榮一、Nishikawa  Eiichi（兵庫支部）  

 

１．はじめに 

 第９回大阪 NO2 簡易測定運動（ソラダス 2021）

について、具体的結果を 2022 年７月２日の日本

環境学会第 48 回研究発表会（オンライン開催）

において報告した。ここではその中の健康アンケ

ート結果を中心に、日本の大気汚染の環境基準の

問題点に関して、環境省の取り組みを批判する。

日本の NO2 環境基準は、1978 年に 0.02ppm から

「１日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾ

ーン内又はそれ以下である」に改悪されたままで、

それ以後、公害被害者や住民からの要求にも関わ

らず一度も見直しされていない。 

２．大阪の住民によるＮＯ2 濃度測定と健康アン

ケート調査結果について 

（1）方法 ①大気汚染の NO2 濃度は、天谷式３

型タイプによるカプセル値と、自治体監視局デー

タを用いる。カプセルを用いる測定運動は安価で

多数点を同時に測定できるという利点があるが

24 時間値であり、年間を通しての測定ではない

点が自治体監視局との違いである¹⁾。 

②健康アンケート調査は、主に ASL-DLD に準拠

し呼吸器専門医師の意見も入れた質問票を用い、

住民自身に回答を記入してもらった。ぜん息罹患

の有無は、呼吸器系医師の意見を入れて一定の基

準を決めて判定した。 

(2) 結果 

①2016 年度の測定調査での結果を図１に示す。

横軸はカプセルでの NO2 濃度で、縦軸はぜん息

有症である。ここでは大阪府の区市町村 66 か所

を、NO2 濃度の高い方から順に並べ、８グループ

に区分して、それぞれの NO2 濃度平均値、ぜん

息有症率平均値を出してグラフ化した。アンケー

ト記入者は約 4,800 名で、カプセルは約 9,200 個

である。これらの二つには正の強い相関関係があ

ることが

示された。  

なお従

来は、大

阪市、そ

の 隣 接

10 市、

その他地

域の３グループの層別でカプセル NO2 濃度とぜ

ん息有症率を比較し、正の比例関係であったが、

疫学分析としては不十分と考えていた。 

②今回の 2021 年度測定調査では、同じようにカ

プセル濃度を用いて、ぜん息有症率との対比を見

たが、ばらつきが大きく有意な関係を示さなかっ

た。測定日の豪雨と強風の異常気象の影響を受け

たことにより、大阪府の南部地域でカプセル値が

相対的に低く、他の地域は年間平均値と同じカプ

セル濃度値となったためと推定した。 

③そこで、ぜん息症状は慢性疾患であり、長期間

の大気汚染に影響されるので、自治体監視局の 

NO2 濃度の年平均値を用いることを試みた。ここ

での大きな問題点は、自治体監視局が 66 区市町

村のすべてに設置されておらず、約３分の 1 の地

区の測定値が欠けている。そこで、監視局のない

地区は隣接地区の数値を用いて平均値を推定し 

濃度の大きい順に大阪府域を８グループに区分
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図３. 地域データで見たぜん息有症率（調整率）とＮＯ２濃度
(引用 環境省「平成２６年度 大気汚染に係る環境保健サー
ベイランス調査報告書）(数字は調査地域につけた番号）
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６歳児 H２６年度（男女全

した。図２で横軸は、自治体監視局のＮＯ2 濃度

の年平均値３年分の平均を用い、縦軸に住民の健

康アンケート調査のぜん息有症率である。アンケ

ート総数は 3,949 人分で性別は男性 1,396 人

(35.4%)、女性 2,499 人(63.3%)であった。結果は、

両者の間にきれいな正の相関性が見られた。そこ

で、ソラダス 2016 でも同じようにして、図２に

合わせて記載した。この結果の重要な点は、ぜん

息有症率がＮＯ2 濃度が年平均値 0.005ppm、現行

環境基準よりも 1 桁低い領域までも相関が認めら

れたことである。 

３．環境省の調査について 

(1)「そらＳＯＲＡプロジェクト」（局地的大気汚

染の健康影響に関する疫学調査）について 

2005～09 年、幹線道路沿道における自動車排

出ガスへの曝露とぜん息発症等との関連性につい

て疫学的に、学童、幼児、成人で調査した。結果

は、学童で「自動車排出ガスへの曝露とぜん息発

症との間に関連性が認められた」ものの、「曝露

量推定に不確定性大きいため、確定するのは難し

い」など「全体として関連性の結論付けができな

い」との否定的結論だった。 

(2) 環境省「大気汚染に係る環境保健サーベイラン

ス調査」について 

３歳児が 1996 年から、６歳児が 2004 年から毎

年１回、現在まで継続実施されている。全国の区

市の 30 数か所、調査は対象人数は３歳児、６歳

児それぞれ約８万人と大掛かりな環境省版 ATS-

DLD 簡易調査票を用い、保護者が記入する方式

である。大気汚染は、一般環境大気測定局データ

の年平均値の

３カ年平均値

（NO₂、NOx、

SO2、SPM）

で、対象者毎

にその居住地

点での大気汚

染物質背景濃

度を推定して

いる。 

結果の１例として平成 26 年度の結果を図３に示

したが、「①単年度解析で大気汚染物質濃度が高

い地域ほどぜん息有症率が高くなる傾向は見られ

なかった。②経年解析で大気汚染増加とぜん息有

症率の増加の関係は見られなかった。③統合解析

で大気汚染物質濃度が高くなるほどぜん息有症率

が高くなる傾向は見られなかった。」「ぜん息発症

率について、有意な正の関連性を示す結果は得ら

れなかった」と結論している。これらは私たちの

ソラダスの結果とあまりに違っており、サーベイ

ランスの公表データをよくよく見直した。 

４．「サーベイランス調査」の見直し結果 

環境省のサーベイランス調査報告で地域別ＮＯ

２濃度とぜん息有症

率のデータについ

てホームページに

公表している。そ

れらのデータを見

直した結果、見方

を変えると、環境

省結論と真逆の関

係があることが得

られた。その結果

を図４に示す。 

公害患者会と国との交渉（毎年１回開催）でこ

れを示したが、環境省は「ＮＯ2 の環境基準を見

直しする必要はない」と回答した。 

５．世界の動向について 

WHO は昨

年９月に大気

汚染の指針値

を表１のよう

に見直した。

2005 年時と

比べて厳しい

数値に改定し、NO２では従来の４分の１の低い

基準である。日平均値も新設された。ソラダス結

果は新指針値と整合している。環境省は今年１月

にやっと「ＷＨＯの見直しを検討する」と言った。 

引用文献 

1) 久志本俊弘ら（2013）『人間と環境』39 巻 3 号。 

2) 西川榮一（2019）『人間と環境』45巻 2 号。 

図４ 年次データでの比較 

出所：2) 西川報告（2019） 
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Ｄ３-１ 科学者コミュニティからの研究インテグリティに関する論点整理 

        ―日本学術会議はこれまでの立場を変えたのか― 

 

長田 好弘、Osada Yoshihiro（東京支部） 

 

１．はじめに 

 日本学術会議は、表記の文書（以下「論点整理」

という）を公表した。梶田隆章・学術会議会長は、

「今後、各大学、研究機関の皆さんの議論に資す

ることを願い、その趣旨について説明したい」と

述べ、これまで議論の多かった研究の両義性にふ

れ、「科学技術そのものを潜在的な転用可能性に

応じて事前に評価し、規制することはもはや容易

とは言えず、より広範な観点から研究者及び大学

等研究機関がそれを適切に管理することが重要と

いう認識が広まっている」と指摘した １）。    

筆者の体験２）でも同感である。これらの態度表

明をもって学術会議は軍事研究に対する立場を変

えたかのような一部報道があり、政府は、現場の

大学等の関係者にも理解してもらえるように努め

ることを学術会議に期待しているとのことである。 

 果たして、学術会議は軍事研究に対するこれま

での態度を変えたのだろうか。全貌を述べられる

立場にないことを自覚しつつも、「論点整理」に

ついて紙幅の許す範囲で議論を深めておきたい。  

 

２．「研究インテグリティ」について 

 日本学術会議は、新興科学技術の生み出す知

識を適切に管理することを意図し、「研究インテ

グリティ」を、「研究活動のオープン化、国際化

が進展する中で、科学者コミュニティが、資金や

環境、信頼等の社会的負託を受けて行う研究活動

において、自主的・自律的に担保すべき健全性と

公正性及びそのための透明性や説明責任に関する

マネジメント」と定義した３、４）。 

 今年成立した「経済施策を一体的に講ずること

による安全保障の確保の推進に関する法律（以下、

経済安全保障推進法と言う）の重要項目である

「経済安全保障重要技術育成プログラムの具体化

と特許出願の非公開化」は、大学等研究機関の有

する「知的卓越性の確保」、「社会的課題解決へ

の貢献」、「アカデミアとしての自律」、「公開

の原則と開かれた批判による質保証を伴う学問の 

自由の擁護」といった理念と深刻な矛盾を生じ、

科学者コミュニティは、これにどう対応すべきか

が問われているとし、この間の議論５）を踏まえ

つつ「研究インテグリティ」について、これまで

より広げた議論を行なったとしている。 

 同法に基づき設置される「協議会」のメンバー

には機微情報の罰則つき守秘義務が課されており、

その内容、運用を含めた具体的なあり方は、科学

者コミュニティにとって透明性があり、答責性が

ある形で明らかにされる必要がある、また、非公

開特許制度については、デュアルユースを踏まえ、

学術活動に与える影響を配慮した内容や運用が求

められる、としている。 

 

３．上記議論を踏まえた日本学術会議の立場  

 学術会議は以下の態度表明を行なっている。要

約して紹介する。世界大戦、科学技術の軍事応用

が一般化・高度化し、人文・社会科学も大規模に

動員され、戦争被害の激甚化をもたらした。国策

に無益・反する学問は軽視され、弾圧・攻撃の対

象となった。その後の冷戦時代には、技術流出阻

止を目的とした輸出入管理が徹底され、知識の国

際的共有に厳しい枠がはめられた。冷戦終結後の

グローバル化において、ネットワーク化の飛躍的

な拡大と高度化は、科学の国際交流を促したが国

家間関係を激変させ、学問の自由と基礎研究の振

興および国際交流は困難な課題となった。ロシア

の軍事侵攻に対する制裁の一環としてのEU 諸国

のロシアとの共同研究や学術協力の全面禁止措置

は、健全な学術協力の条件を全面的に損なった。 
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 世界のアカデミアは、早期に戦争を終結させ、

平和のもとでの国際的に開かれた公正な学術交

流・協力の場を再建するという重大で困難な課題

に直面させられている。研究インテグリティの確

保に際しては、かかる新たな国際情勢を踏まえて

検討を進めることが肝要である。 

 学術会議の議論は、平和憲法を根底に据えて軍

事研究と対峙する姿勢が不十分とはいえ、従来の

態度を堅持し、科学者ばかりでなく国民が関心を

持って学ぶべき点が多い。日本科学者会議の設立

の目的６）とも多くの共通点を持っている。 

 

４．新たな試練と挑戦 

 「論点整理」は、経済安全保障推進法の成立

による深刻な課題は、大学等研究機関の有する

「知的卓越性の確保」、「社会的課題解決への貢

献」、「アカデミアとしての自律」、「公開の原

則と開かれた批判による質保証を伴う学問の自由

の擁護」といった理念と国家の安全保障の観点の

せめぎ合いであるとし、大学等研究機関や学協会

が科学者コミュニティの視点から「研究インテグ

リティ」に取組むためには、日本政府（内閣府、

文部科学省、経済産業省、外務省等）やファンデ

ィング・エージェンシーと密接な情報共有を図り、

リスク評価手法の共有が不可欠、としている。 

 この方針は、現存の複雑・巨大化した科学技術

に取り組む研究者の要求の多様性を考慮し、それ

に依拠して科学者運動に多様性と厚みを増してい

く、研究者個々人および専門分野間の節度とリス

ペクトを保持した自主的民主的交流の促進を創り

上げていく、さらには、広範な国民的統一戦線の

一翼を担いうる科学者運動を展望する場合、必ず

しも全く誤りであるとは言えないが、研究者個々

人のモラルへの過重な依存や権力による各個撃

破・分断攻撃を招く恐れは大きいと言わねばなら

ない。その点の十分な留意は必要である。 

 

６．おわりに 

保阪正康氏は、前菅政権による学術会議会員任

命拒否を「レッドパージの再来」であり、学者団

体が批判するような「学問の自由」侵害は表面上

の問題に過ぎない、と指摘する７）。同感である。

今なぜ「レッドパージ」を問題にするか。その本

質が「権力にとって気に入らぬものはすべて追放」

であり、「パージはファシズムと戦争への道」で

あり、それを阻止する力は、全国民的統一戦線の

力であり、科学者にとって自らを幅広く組織し、

統一戦線に参加する自覚と機能とを高めることが

喫緊の課題となっているからである８）。   

文献・註 

１）梶田隆章「研究インテグリティ」という考え方の重要性に

ついて」（2022年 7月 22日）。 

２）筆者は、1970 年代から 80 年代にかけて衛星通信及び光ファ

イバー通信の部品・装置の基礎および実用化研究に従事した。

その目的は「全国あまねく公平に通信サービスを提供する」

ことであり、現在の軍事装備への応用は全く予想しなかった。 

３）日本学術会議「科学者コミュニティからの研究インテグリ

ティに関する論点整理」【改訂版】。 

４）国際学術会議ポジションペーパー 『グローバルな公共善と

しての科学』（2021 年 11 月）。 

５）日本学術会議「軍事的安全保障研究に関する声明」（改訂

版、2019 年）；同「『軍事的安全保障研究に関する声明』へ

の研究機関・学協会の対応と論点」（2020 年）；防衛省「安

全保障技術研究推進制度について」（2016年）；ほか。 

６）日本科学者会議は、設立（1965 年）の目的として次の５項

目を掲げている。①日本の科学の自主的・民主的発展につと

めその普及をはかります。②科学者の生活と権利をまもり、

研究条件の向上と研究の組織・体制の民主化につとめ、学問

研究と思想の自由をまもります。③科学における各分野の相

互交流をはかり、自主・平等の国際交流をすすめます。④科

学の反社会的利用に反対し、科学を人類の進歩に役立たせる

よう努力するとともに、国内国外の平和・独立・民主主義・

社会進歩・生活向上のための諸活動との連帯をつよめます。

⑤（割愛）。2018 年、全国幹事会より上記の「独立」「自主」

を削除する会則改定案が提案され議論により撤回された。こ

の事実の歴史的総括は、今後、諸団体と協働を進めるために

避けて通れないだろう。 

7）『サンデー毎日』2020 年 10 月 25 日号。 

8）長田好弘「日本学術会議会員任命拒否とレッドパージ」（上、

中、下、追記）『新しい風』2021 年２～５月号所収。  
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Ｄ３-２   学術研究の発展に結びつく「科学技術政策」と何か 

―歴史的社会過程が生活過程の成立を危うくしては、まっとうな学術は成立しえない― 

 

兵藤 友博、Hyodo Tomohiro（立命館大学） 

 

１．本報告の問題設定 

 科学・技術政策は、学術研究、科学・技術の研

究開発との関係でどのような位置にあるのだろう

か。科学・技術政策は、政治的部面を中心とした

社会的に規定されたものである。 

これに対して、学術研究もしくは科学・技術の

研究開発本体は、それ自体の課題となっている研

究内容そのものに規定される。そして、その研究

内容を基本的に規定する点は、研究課題の対象が

自然か社会かによって分かれるとしても、真理性

の検証にあることが根幹にある。 

しかし、これらの学術研究、科学・技術の研究

開発は、社会的活動として展開される。その活動

は、おおすじ研究組織や財政なしに展開されず、

また、研究組織の研究計画・指針の枠組みにおい

て展開されている。すなわち、時の政府の政策や

提供される公的資金の出どころ、そしてまた、こ

れに付随する進捗管理などの外的規制を受ける。 

(1)学術研究の社会的規定性：社会的規定性は、

これらにかかわる政治的・財政的関連での外的な

社会的規制だけでなく、当然のことながら、研究

活動自体が社会的に展開されており、その点で研

究者自身・研究組織自身が社会的に規定される。

すなわち、学術研究、科学・技術の研究開発を担

う研究者は社会的存在であり、課題とする研究課

題の対象自体は、自然的な部面をもつものの社会

的な部面をもつ。したがって、学術研究、科学・

技術の研究開発は、そうした性格を持っており、

そもそも社会的規定性を無視して成り立ちえない。 

このように学術研究、科学・技術の研究開発の

社会的規定性は、研究者・研究組織が展開する研

究活動は上述に指摘したように内的な生活的規定 

性において展開され、先の外的な歴史的規定性と

合わせて二重の規定性になっている。 

(2)科学技術政策等の措置の問題性：ここでの問

題は、社会的規定性いかんによっては、学術研

究、科学・技術の研究開発のその方向性が変わ

る。研究者や研究組織、また研究内容が外的規定

性としての政策的統制や資金提供によってどうな

るのかということである。ただし、この小論では

研究者や研究者コミュティ（グループ）の個別の

研究活動にかかる社会的規定性の問題を研究活動

そのものに関わって議論するものではない。 

しかし、この個別の研究活動も外的な社会的規

制を無視できるものではない。今日の学術研究、

科学・技術の研究開発は、個人のポケットマネー

で運用されることもなくはないが、多くは政府関

係、また民間企業や財団法人などの資金提供を受

けて行われ、資金にひもづく政策の方向付け、進

捗管理によって程度の差はあれ、影響を受ける。

この点をどう考えるか。近年の博士課程院生の志

望者の漸減は、科学者は科学に携わる生活者とし

て成立しえるのかという問題を提示していると言

ってもよい。歴史的社会過程が生活過程の成立を

危うくしては、学術は成立しえない。 

(3)科学技術基本法、基本計画は基本法、基本計

画たりえたのか：法制化以来 25年有余のこの

間の経緯を見渡してみると、この外的な社会的

規定性による個別の研究活動に対する疎外は近

年とみに強まっている。周知のように、その特

徴は、イノベーションによる産業活性化を出口

として、しかも、安全保障技術研究推進制度の

みならず経済安全保障推進法、国際卓越大学体

制強化法等、過度な国家統制が、学術研究なら

びに科学・技術の研究開発にその矛先が向けら

れている。学術研究と科学・技術の研究開発の

あり方は、その縛りの程度によって異なること 

は言を持たず、跛行的展開を余儀なくされて歪 
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持たざるを得ない。 

 政策を立案し、資金を提供する側、ことに政

府、これと連動した財界(産業界）は、自らの意

向を優先した企図が目立ってきている。近年の大

きな節目は、何といっても法制・政策のタイトル

にイノベーションを掲げた 2020年の科学技術・

イノベーション基本法への法改正、これに基づく

科学技術・イノベーション基本計画と名称を変え

た政策化が、その象徴的な事例である。そして、

先述のように、これを具体化する個別的法規制が

次々と法制化されている。学術研究と科学・技術

の研究開発を取り巻く政策的環境は、一段と厳し

い事態を迎えようとしている。 

(4)「社会のための科学」なのか「国家のための

科学」なのか：「社会における科学と社会のた

めの科学」は、ユネスコと国際科学会議(ＩＣＵ

Ｓ)が共同して 1999年に開催した、ブダペスト

の世界科学会議で宣言された理念の内の一つで

ある。第２期科学技術基本計画は十分とは言え

ないものの、この理念を取り込んだ。だが、そ

の後の政策展開は前述のようなあり様である。 

学術研究や科学・技術の研究開発は、どうあっ

たら本来の機能を発揮できるのか。この点が考慮

されず産業活性化(｢日本再興戦略｣)、国家競争力

強化のため、果ては軍事研究開発に学術研究、科

学・技術の研究開発を取り込まんとする「お国の

ため」の国家統制が強まっている。もちろん、そ

の今日の道筋は異なっているものの、20世紀前

半の戦争と科学がせめぎ合った時代を彷彿させん

としている。学術は何のためにあるのか。この問

いを考えることが大切な時代、岐路に差し掛かっ

ていると言ってよい。 

２．本報告が予定している話題の紹介 

 総学の報告では、日本の科学・技術政策を、科

学技術基本計画の展開を中心軸に、政策が学術研

究、科学・技術の研究開発をどう「社会的規定

性」を具現化してきたのかを振り返り、こうした

部面での政策的判断、いうならば科学・技術政策 

学の領域の成立が求められようが、この点に接近

できればと考える。 

 取り上げる話題の局面を以下に紹介しておく。 

 文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技

術指標」で日本の「研究力劣化」が指摘され騒が

れたのは 2010年代に入ってからである。だが、

その下げ止まりは今日も止まらない。小手先の方

策では回復できない「日本の研究力の相対的劣

化」の深刻さ、そこには競争化・重点化政策が横

たわっているが、学術研究体制はどういう事態に

追い込まれているのか、研究資金配分の動向を踏

まえてその問題点を考える。その上で、しばしば

指摘される博士課程大学院生の漸減は、単に将来

の研究者が育成できていないという問題にとどま

らず、それは日本の学術体制の脆弱性の表れであ

ることを指摘したい。 

「研究力劣化」を招いた問題の根底は、基本法

と基本計画が施行された 1990年代の科学・技術

政策策定に立ち現われ、引き継がれてきた。これ

までの経緯、ことに政策策定に見られる基本的問

題が 30年引き継がれてきた事態、学術研究体制

の到達段階、その日本的あり方をどう考えるの

か、どのような方策、措置をとるのか。「中間組

織体（技術学研究所）」の拠点構想や「研究大

学」構想を策し、日本の産業経済を活性化しよう

とした科学技術イノベーション政策の行き着い

た、この先に待ち構えているものは何か。 

バブル経済崩壊後の 1990年代を｢失われた 10

年｣､今や｢30年｣とも評されることがある。学術

研究、これを支える体制もその範疇に入るのか。

この間の政府の関連政策の決定の経緯を見ると、

改めてその基本的視点を議論する必要がある。論

点の一つは、学術研究とイノベーションの相関を

イノベーション論からどう見るのか、もう一つ

は、これまでの予算配分を含む政策的措置の事実

経過を踏まえて、これらを対象とする科学・技術

政策の基本に戻って考えてみる必要があろう。 

 なお、政府・政権党は近年、日本学術会議の

「あり方」を政治問題化させ、「政策決定におけ

るアカデミアの役割」などと言って、同会議の

「変質」を企てている。この点も、本報告の問題

設定にかかる事柄で、議論したい話題である。 
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Ｄ３-３     日本の軍事力強化の方針とその危険性 

 

小金澤 鋼一、Koganezawa Koichi（東海大学・東京支部） 

 

１．はじめに 

 令和４年度版防衛白書が７月 22日に発表され、中

期防衛力整備計画、国家安全保障戦略の改定も現

在進められている。昨今の中国の軍事および経済安

保に絡む覇権主義的行動と、本年２月 24 日から続く

ロシアのウクライナ侵攻という新たな曲面に対応する

ものとしてこれら３文書が改定されるということである。

防衛省および現政権が抱く、今後の日本の軍事力整

備計画のねらいとその危険性について議論する。 

 

２．Rand 研究所の日本に対する軍事力再編要求 

 米国の軍事戦略に長年多大な影響力を及ぼして

いるシンクタンク Rand 研究所が、2021 年７月に日本

に向けての報告書を発表した¹⁾。この報告書では、近

年新しく生まれ，他国が急速に開発を進めている軍

事技術の導入に日本が完全に立ち後れていることを

憂慮したものとなっている。 

 “急速に開発が進む新技術分野（rapidly advancing 

and emerging technology areas）”として、以下の 17 分

野を挙げている。 

【情報技術分野】 

・先進的電子通信ネットワーク（ATCN），・人工知能

（AI），・自律システム（AS），・ビッグデータ（BD），・強

化サイバー戦術（ECS），・強化電子戦術（EW），・量

子通信，・量子コンピュータ（QC），・量子センシング。 

【物理システム】 

・積層造形（AM），・バイオテクノロジー（BT），・指向

性エネルギー兵器（DEW）、・宇宙空間（人工衛星を

低コストで多数配備できる低層軌道空間），・超音速

滑空ビークル（HSV），・マイクロエレクトロニクス

（ME），・ナノテクノロジー（NT），・無人ビークル

（UMV）。 

 報告書は続いて、中国が上記の分野の多くにおい

て国をあげて研究開発を進め，世界のリーダーにな

ろうとしているとし、中国こそが、今後の軍事技術開

発を考える上でのベースラインであると指摘している。 

 続いて、今後 20 年で日本の防衛力を多元領域化

(Multi-Domain Defense Force)するために、これら新興

技術を取り入れる上で以下の点が重要であるとしている。 

① サイバー攻撃や EW、DEW など、攻撃をしたことを

敵が隠すことができる分野の研究開発。 

② 戦争のペースが劇的に高速化する中、システムの

自律性（autonomy）が益々求められる。QCが必須となる。 

③ UMVが将来の戦争で重要な役割を果たす。 

④ 長距離・精密攻撃（スタンドオフ攻撃）が必要。 

⑤ ネットワークの安全性と敵のネットワークの破壊。 

⑥ 戦争の領域の多層化。電磁、宇宙、サイバー空間。 

⑦ 情報領域における技術が益々重要となる。特に、誤

情報・偽情報の特定と対処。 

⑧ 敵をだます（deception）ことが成功につながる。その

ためには UMV の“おとり”としての使用、サイバー、

EW、AI技術が重要となる。 

⑨ AM、NT、ME、ATCN、DEW、BTが有益な補助とな

る。 

 これらの新興軍事技術の開発にかかる費用は、軍

艦や戦闘機編隊の開発・購入費用に比べたらはるか

に安く済む。むしろ、これら新興軍事技術を支える人

材育成が重要だ。これらを考慮した上で、日本はい

かにうまく技術開発・人材開発に投資するかが今問

われている、と報告書は結んでいる。 

 この報告書は、日本のこれまでのミサイル防衛シス

テム（MDS）構築一辺倒の防衛政策の抜本的見直し

を要求するものとなっている。中国がこの数十年進め

てきた軍事力の近代化、抜本的再編強化を直視せよ

と言っているのである。米国製兵器の爆買いがいか

に無駄であるかを、米国のシンクタンクが図らずも論

証しているのだ。 

 

３．未来工学研究所の報告 

未来工学研究所が 2020 年３月に発表した報告書²⁾
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では、上記 Rand研究所や、他の軍事大国のシンクタ

ンクのレポートを総括し、将来の戦争において鍵とな

る軍事技術として以下の 11を挙げている。 

・AM(3D プリンター)、・ロボット工学、・AI、・

VR（仮想現実）、・BT、・エネルギー技術（高容

量バッテリや上記DEW）、・HSV、・情報通信技術

（ICT）、・NT、・QC、・宇宙技術。 

見てのとおり、Rand 研究所の報告書とほぼ一

致しており、これらの分野における技術開発競争

が、世界的に激化していることがわかる。 

未来工学研究所の別の報告書³⁾では、合成生物

学とNTの軍事利用研究を取り上げている。米国

のDARPA（国防高等研究計画局）、IARPA（情報高

等研究計画活動）が中心となり、米陸海空軍の研究

所等で、DOD（国防総省）が考える将来のニーズを

踏まえた実用的かつ革新的な研究が行われているこ

とが報告されている。 

 DARPAが40年近く前から行なっている研究；BCI

（Brain Computer Interface）は、兵士の脳にマイクロチ

ップを埋込み、AIと直接コンタクトの取れるシステムの

開発である。また、義手・義足などの代替四肢と神経

で接続するNTの研究も進めている。DODは、2019年

に、脳を含めた人間とマシンの融合による「サイボー

グ兵士」の2050 年までの実現可能性等についての

研究報告書⁴⁾を公表した。 

この研究の目的は大きく以下の２点である。 

・米軍兵士の戦場における認知能力の増強。 

・義足や心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）治療など

の開発により、武力抗争や戦闘による兵士の負傷

等の影響を軽減すること。 

 無人ドローンや自律型兵器の開発が進む一方で、

これらの研究は戦争の本質を図らずも暴露している。 

 戦争は、現代戦においても最終的には、人間同士

の殺し合いであり、兵士は外的にも心的にも傷つくと

いうことである。 

 

４．令和４年度版防衛白書 

現時点（2022 年９月）で日本の国防計画関連文書

の中で防衛白書⁵⁾（以下、白書）が公表されている。

白書は従来の MDS を踏襲しつつ、上記 RAND 研究

所のあからさまな指摘およびバイデン政権の国防戦

略⁶⁾に周回遅れで対応しようとしたものとなっている。 

バイデン政権は⁶⁾で、中国を“安定し開かれた国際

システムに挑戦することのできる経済、外交、軍事、

技術を備えた唯一の競争相手”と位置づけているが、

白書においてもこれに無条件に追随している。 

白書が全編にわたり提唱する国際的安全保障協

力の枠組みは、安倍元首相が唱導した「自由で開か

れたインド太平洋」(ＦＯＩＰ) である。これは、QUAD

（日、米、豪、印）をはるかに超える国や地域との軍事

協力を目指しているが、米国の防衛政策に絡みとら

れた日本がイニシアチブをとれるとは到底思えない。 

 

５．おわりに 

防衛省は８月 31 日に 2023 年度予算概算要求を

決定し、過去最大の 5兆 5947億円を計上した。中国

本土を狙える長射程ミサイルや極超音速兵器の開発

（購入）費を計上しているが、概算要求の多くはこれ

までアメリカから爆買いした兵器の付け払いと維持費

である。今後、中国を軍事的競争相手と位置づけた

米国の意のままに、Rand 研究所報告書の指示どおり、

“多次元統合防衛力”の整備を進めていくと思われる

が、防衛費の天井知らずの増額が必至である。 
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5) 『令和4年度版防衛白書』2022年7月22日。 

https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/. 
6) Interim National Security Strategic Guidance, The White 

House, USA, March 2021, 
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11798. 
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Ｄ３-４        変わる知的財産事情２０２２ 

 

増澤 誠一、Masuzawa Seiichi（東京支部特許庁分会） 

 

１．知的財産推進計画２０２２1) 

「知的財産推進計画 2022－意欲ある個人・プ

レイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用でき

る経済社会への変革－」では、昨年に引続き「日

本は依然として『イノベーション後進国』から脱

却できていない」という認識の下、「スタートア

ップ・大学の知財エコシステムの強化」がトップ

に挙げられ、「大学の最先端の研究成果の取り込

み」を重視していることが現れ、大学での共同研

究の成果を活用するための「大学知財ガバナンス

ガイドライン（仮称）」を策定し、推進すること

等が記載されている。また、著作物等に関し分野

横断的な一元的な窓口を創設、権利情報データベ

ースを整備し、社会の知財・無形資産のフル活用

を目指し、デジタルアーカイブ利活用の分野横断

プラットフォームの「ジャパンサーチ」と連携し

活用する等も記載されている。そこには、

「Web3.0の時代を迎え、メタバースや NFT等のコ

ンテンツ産業の発展に資する技術の進展がますま

す加速し、…コンテンツビジネスに新たな転機」

が訪れ「一億総クリエーター時代」として著作物

の権利処理を簡易・迅速に行える仕組みを構築す

ることが急務との問題意識がある。 

２．特許出願の非公開  

2022年 5月に成立した経済安全保障法 2)の 4本

柱の一つに「特許出願の非公開」が盛り込まれた

（第 65条～第 85条）。「公にすることにより…国

家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが

大きい発明が含まれ得る技術の分野」として政令

で定める「特定技術分野」（ＩＰＣとその細分類）

に属する発明（更に政令で定める留保条件あり）

が記載されている出願を特許庁長官は内閣総理大

臣に送付する。あるいは出願人から申出があった

時も、送付する。内閣総理大臣は保全審査し（実

際には内閣府経済安全保障推進室（防衛省職員は

出向）審査する）、内閣総理大臣が、「保全審査」

をした結果の判断により、「保全対象発明」とし

て「保全指定」する（70 条 1 項）。保全対象発明

としたことについて、出願人及び特許庁長官に通

知する。保全指定は一年を超えない範囲で（延長

も可）、当該発明の実施は制限され、開示も禁止

され、外国出願も禁止され、発明の情報を取り扱

う者を「適正に管理」する（75 条 1 項）。保全対

象発明について、保全指定されたことで損失を受

けた者は内閣総理大臣の決定により、通常生ずべ

き損失の補償を受ける、というのがその内容。保

全対象発明を「開示や実施する」違反については、

「二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」に

処される。 

軍事等に関することは、秘密主義を伴うもので

あるから、軍事転用可能な先端技術の特許出願で、

安全保障にかかわる特許出願を一定期間非公開に

できるようにしたものである。特許庁ＨＰには、

「経済安全保障法に基づく特許出願非公開制度の

導入に向けては、…関係省庁と連携してしっかり

取り組んでまいります。」と特許庁長官挨拶 3)が

掲載されているのみである。 

そもそも特許権の取得は他人に実施させないこ

とが目的なので、他人を排除する対象範囲を知ら

せるために特許（出願）の公表・公開が前提であ

り、特許出願の非公開は、特許制度の根幹を崩す

ものである。 

多くの国では秘密保護法制の一環として、安全

保障上の機密技術について国防関連省庁の判断に

基づいて出願後公開を行わない秘密特許制度が導

入されている。また、米国からの秘密指定出願は

日本でも非公開の取扱いがなされている 4) 。 

2015年 9月に成立した安保法制（集団的自衛権

の行使を可能とする）による軍拡路線を続けてき

た政府の次の狙いは、機微情報を扱う研究者等を
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政府が審査・認証する「セキュリティー・クリア

ランス（適正評価制度）」導入ではないかといわ

れており、更に危険な段階に進もうとしているの

ではないか 5) 。 

特許出願の非公開は、単なる特許法改正ではな

く、日本の社会を変えてしまうような大変な問題

である。 

３．ＣＯＶＩＤ－19パンデミックとワクチン 

 ＣＯＶＩＤ－19 のパンデミックは、「ワクチン

格差」を改めて可視化した。しかし、ＣＯＶＡＸ

は 2021 年 3 月末までに 1 億回の投与を目標とし

ていたにもかかわらず、2021 年 4 月 11 日現在、

行われた投与は 3,850万回であり、目標を達成し

ていない 6)。 

ワクチンの分配計画を検証する独立ワクチン分

配グループ(IAVG)では、ワクチンの行き渡らない

要因を、国勢調査がなされていない国、文化的宗

教的な理由での「ワクチン忌避」、先進国のワク

チンの囲い込み等と分析している 7)。 

モデルナがファイザー等をワクチン製造で特許

侵害との訴えを起こした 8)。 

４．著作権の話題 

1）ファスト映画 

 仙台地裁は、『ファスト映画』を投稿サイトに

公開したとして、著作権法違反の罪に問われた札

幌市の被告ら 3人に対し、執行猶予のついた有罪

判決を言い渡した 9) 。 

2)JASRAC（日本音楽著作権協会）と音楽教室と

の訴訟 

最高裁は上告審弁論を 9 月 29 日に開くことと

なった 10)。 

５．世界の知財出願 

国境を越えた商標出願と特許出願の関係では、

他国では商標出願件数より特許出願件数より多い

のに対し、日本は商標出願件数よりも特許出願件

数が多い。「これは、日本が技術には強みを持っ

ているが、新製品や新たなサービスの導入などと

いった活動の国際的な展開に課題があり、2002～

2019 年では、この状況に大きな変化は見られな

いと考えられる。」11) 

＜特許出願と PCT国際出願件数の推移＞12) 

国内とPCT国際（JPOを受理官庁の出願）を合

わせた出願件数は減少傾向が続き、2020 年から

35 万件を割り込んでいる。そのうち、PCT 国際

出願は、増加傾向が続き、約 5 万件内外を維持し

ているのは変わりない。研究活動や企業活動のグ

ローバル化に伴い、国外での知財活動が重要視さ

れていることが反映していると考えられる。 

 

引用文献 

1) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/220603/ 

siryou2.pdf 

2) https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/index. 

html 

3) https://www.jpo.go.jp/introduction/message/ 

202207_aisatsu.html 

4) 増澤誠一「軍事技術・デュアルユース技術と 

知的財産」『日本の科学者』2018 年 10 月号 

5) しんぶん赤旗 2022 年 9 月 3 日 

6)   COVAX、Wikipedia 

7)  朝日新聞 2021 年 5 月 2 日 

8)   NHK NEWS WEB 2022 年 8 月 27 日 

9)   NHK NEWS WEB 2021 年 11 月 16 日 

10) しんぶん赤旗 2022 年 7 月 30 日 

11)「科学技術指標 2022,NISTEP」（文部科学省 

 科学技術・学術政策研究所） 

12)「特許行政報告書 2022 年版」を基に筆者作成 
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Ｄ３-５      「デジタル改革」の現状と問題点 

 

松永 光司、Matsunaga  Mitsushi（東京支部・武蔵野通研分会） 

 

１．はじめに 

 デジタル庁が、日本の「デジタル改革」の司令

塔として鳴り物入りで発足して９月１日で１年が

経過した。デジタル庁は設立 1年の活動報告「デ

ジタル庁活動報告」１）を発表し、「デジタル社会

の実現に向けた重点計画」の策定、「公共サービ

スの提供とインフラ整備」の推進、「官民の境目

のない新しい組織を目指す組織改革」を成果とし

て押し出している。一方、マスコミからは、デジタ

ル庁設立 1 年間は「成果は乏しい」２）と厳しい評価が

相次いでいる。政府の「デジタル改革」の経緯を

振り返り、現状と問題点を改めて考えたい。 

２．「デジタル改革」推進の経緯と問題点 

安倍政権は「骨太方針 2020」において、「デジタル

改革」は、「新技術の単なる導入でなく、制度や政策、

行政も含めた組織の在り方等をこの 1 年で集中的に

改革し、・・・国・地方一体での業務プロセス・情報シ

ステムの標準化・共有化、・・・、行政と民間の連携に

よる・・・ビジネスの育成等に集中的に取り組む」３）と位

置づけた。つまり、行政は民間と連携してビジネスの

育成に集中し、制度や政策、行政の在り方をこの１年

で集中的に改革し、大手ＩＴ企業のビジネス環境を整

えるというむき出しの宣言である。これは、市民社会

から、個人情報保護をないがしろにし、個人情報の

儲けのための利活用を優先するもので、プライバシー

権の侵害、個人情報の流出、監視社会化などの深刻

な懸念が指摘され、国民各層から強い反対が表明さ

れている４）。しかし、菅内閣はこうした懸念や反対を

無視し、「デジタル改革」を実行する「デジタル関連５

法案」を 2021年２月９日に国会上程し、十分な審議も

ないまま５月 12 日には強行成立させた。こうして「デ

ジタル改革」は、大きな問題点を抱えたまま、菅政権

を経て岸田政権に引き継がれた。 

３．マイナンバーカード普及の行き詰まり 

「成果は乏しい」とされるデジタル庁設立 1 年間の

中で、特別に力を注いだのは、マイナンバーカードの

普及である。マイナンバーカードの普及は、2019 年６

月の閣議決定で、「2022 年度中にほとんどの住民が

保有することを想定する」と具体的な目標を掲げた５）。

しかし、1年後の 2020年６月１日の交付率は、16.8％

に過ぎなかった。政府は、デジタル改革の要であるマ

イナンバーカードの普及促進のため、「マイナンバー

カードの健康保険証、運転免許証との一体化などの

利活用拡大、スマホへの搭載等、利便性を高める取

組み」を強調した６)。あわせて政府は、21 年度の補正

予算にマイナポイントを含む事業費として１兆８千億

円を計上し、マイナポイント第２段（最大２万円分のポ

イント還元）を 2022年６月 30日からスタートさせた７）。

また政府は、自治体ごとのマイナンバーカードの交付

率を、地方交付税額に反映させる方針を打ち出した
８）。交付率が高い自治体には、交付税の配分を増や

す誘導策である。こうした普及方法に対し、「特典で

国民の歓心を買い、自治体に圧力をかける。最近の

政府の取り組みは、税金や労力の使い方が間違って

いる」（西日本新聞 2022年８月 23日）と、厳しい批判

が寄せられているのは当然である。 

こうした様々な誘導策にもかかわらず、今年８月末

の交付率は 47.4％にとどまり、「2022 年度中にほとん

どの住民が保有する」という目標には程遠い。 政府

がこれだけ普及に力を入れても、マイナンバーカード

が普及しない根本的な理由は、個人情報保護をない

がしろにし、個人情報の儲けのための利活用を優先

する政府は、信用されていないからである９）。 

４．国・地方一体のシステムの標準化・共有化 

 政府の「デジタル改革」の当面のもう一つの重

点は、「国・地方一体での業務プロセス・情報システ

ムの標準化・共有化」である。この国・地方一体の標

準化・共有化を推進するために、政府は、「様々な分

野のデータを官民を越えて連動させ」、「データの利

活用を促進」する。各サービスはそれぞれの事情に

合わせて個別に設計されているが、データの標準化

やルール整備により、官民や分野を横断する連携を
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実現する 10）と、している。 

問題は、こうした「標準化・共有化」によって、

各自治体が、「それぞれの事情に合わせて個別に

設計」してきた独自の施策を否定し、住民自治を侵害

しかねないことである。政府のこうした「デジタル

改革」のより根本的な問題は、「個人情報保護」の

観点がなく、国や企業による個人データの利活用が

優先され、プライバシー権などの基本的人権が侵害

されかねないことである。 

 昨年春の「デジタル関連５法案」の国会審議期

間中に、「デジタル化にはプライバシー侵害の危険

が併存する。個人情報保護の確立が先決だ」（東京

新聞 2021 年３月 16 日）、「加速するデジタル化

で、・・・知らず知らずに私たちの自由や権利も脅かさ

れている」、「重要なのは、デジタルを使って自由や

民主主義をどう実現するのかだ」「『利便性』ばかりで、

人権を積極的に実現するためのデジタル化という

様々な分野のデータを官民を越えて連動させる議

論が不十分だった」（東京新聞 2021 年５月３日）と、

鋭く指摘された。同感である。「デジタル改革」の議論

を終わったことにせず、政府が「デジタル改革」に着

手し、試行錯誤をしている今、主権者としてこの議論

を再び深めることが求められている１１）。 

５．自国の｢情報主権｣を明確に打ち出せ 

2020年 1月 1日、「日米貿易協定」とともに「デジタ

ル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協

定」（日米デジタル貿易協定）が発効した。「デジタル

貿易」とは、デジタル化された商品やサービスの国境

を越えた取引のことで、「日米デジタル貿易協定」の

主な内容は、「デジタル製品への関税賦課の禁止」

「国境を越えるデータ（個人情報含む）の自由な移転」

「コンピュータ関連設備を自国内に設置する要求の

禁止」「政府によるソース・コードやアルゴリズムなどの

移転（開示）要求の禁止」「ＳＮＳ等の双方向コンピュ

ータ・サービスの提供者の損害責任からの免除」など

で、GAFA など米国の巨大ＩＴ企業が、日本国内で制

約を受けず活動できる条項を定めたもので、日本の

「情報主権」を投げ捨てている。日本の「情報主権」を

明確に打ち出し、個人情報保護、消費者保護のため

に必要な規制を、巨大ＩＴ企業の活動に加えるべきだ。 

６．まとめ 

(1)デジタル技術は、個人の尊厳を守り、正しく使われ

れば生活を豊にするために役立てることができる。 

(2)「デジタル改革」を進める社会的な前提として、プ

ライバシー権が日本国憲法 13 条「個人の尊重・幸

福追求権」に由来する基本的権利であり、個人情

報はデータの主体たる各個人のものであるとの合

意を広げることは重要である。 

(3)プライバシー権の擁護のためにデータ処理を監視

する完全に独立した調査権限のある監視機関の設

立は、欠くことができない。 

(4)日本の「情報主権」を鮮明に打ち出し、個人情報

保護、消費者保護のために必要な規制を、米巨大

ＩＴ企業に対しても毅然と実施することが重要である。 

引用文献 
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「デジタル社会の実現に向けた重点計画」2022年６月７
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把握し、丁寧に意見を聴いて進める」（p.97）とある。安倍・菅・

岸田政権の慣用句「丁寧に聴く」は「無視する」と同義語では

あるが、公文書に記載されている以上、「丁寧に意見を聴いて

進める」ことを要求することは当然の権利である。 
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Ｄ４-１          生活の場に入り込むゲノム編集 

小早川 義尚、Kobayakawa Yoshitaka（九州大学名誉教授・福岡支部） 

 

１．はじめに 

 20 世紀の後半、生物科学の研究者は、遺伝子

の実体であるＤＮＡの二重らせん構造・遺伝子発

現のメカニズムを解明し、さらに、遺伝子操作の

技術を次々と開発して研究に利用してきた。その

技術の特徴は、「生物が本来持っている仕組み、

遺伝子の実体であるＤＮＡの切断、組み換え、結

合などを利用する」というところにある。その成

果は、20 世紀後半からのバイオテクノロジーと

いう言葉の誕生に見られるように、生物科学研究

の急速な進展を支えてきた。当然のことながら、

その技術は基礎研究にとどまることはなく、医療

（医学）、農水産業（農学・畜産学・水産学）と

いう生物を対象とする実学分野においても、医薬

品開発・治療、食品生産の場に利用されてきた。 

２．遺伝子組み換え技術の開発とその規制 

 その過程で、1970 年代初頭に遺伝子組換え技

術（ある生物にその生物以外に起源を持つ遺伝子

ＤＮＡを組み込む技術）が開発された。生物科学

者はその技術の利用において様々な問題が起こり

うることを懸念し、1975 年にその技術の利用に

当たってのガイドライン・規制の必要性を自らが

検討する会議をアシロマ 1)において開催した。そ

の後、その流れは遺伝子組換え技術に対する各国

の法規制・ガイドラインの制定へと繋がっていく。

そこでは、遺伝子組換え生物を利用した食品の安

全性対しても評価基準が設けられてきた。 

３．加速される遺伝子組操作技術の進展 

 その後も遺伝子操作の技術の開発・精緻化は進

み、その最たるものとして、現在の「ゲノム編集

技術」の進展がある。生物は、特定の細胞で特定

の遺伝子を特定の条件下で発現する仕組みを持っ

ている。そこでは、特定のＤＮＡ分子の塩基配列

を認識する仕組みが必要である。そうした機能の

中には、ＤＮＡ分子の特定の塩基配列を認識しそ

こでＤＮＡを切断するような酵素（ヌクレアーゼ）

の存在も含まれる。そのようなヌクレアーゼを改

変・利用することによって、ＤＮＡの塩基配列の

編集は行われる。それには、十分な知識と熟練し

た技術が要求されてきた。しかし、2020 年のノ

ーベル賞を受賞したエマニュエル・シャルパンテ

ィエとジェニファー・ダウドナによって開発され

た CRISPR-Cas9 システム (Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindromic Repeats CRISPR-

Associated Proteins 9)は、比較的容易にゲノム編集

を様々な生物において利用できるようにした。そ

の技術は、生物科学における遺伝子レベルでの研

究の場で急速に普及し、改良も進められている。

また、当然のことながら作物や家畜・養殖魚の品

種開発においても利用が進められている。 

４．｢ゲノム編集｣とは 

 一方で、ＤＮＡの塩基配列を決定する技術も

21 世紀に入り急速に進展し、バイオインフォマ

ティクスの進展と伴って、短時間の研究で特定の

生物のＤＮＡの全ての塩基配列(そこにはその生

物の全ての遺伝子の情報が含まれる)を明らかに

することが可能となってきている。それは、ある

生物の全ＤＮＡの塩基配列情報を意味する「ゲノ

ム」を研究対象とすることを可能とした。そのゲ

ノム情報を解析し、上記の遺伝子操作技術を組み

合わせて研究・開発を進める技術として「ゲノム

編集」という言葉が使われるようになった。 

５．｢ゲノム編集｣の規制は 

 このゲノム編集の技術は、医療、農水産業の場

に於いて急速に利用されるようになった。そこで

は、この技術によって生み出される新品種の作物

や家畜・養殖魚をどう扱うか、また、どう規制す

るかという問題が生じる。日本では厚労省・文部

科学省・農水省・環境省等の関連省庁において指

針が出された。 

 そこには、「ゲノム編集技術を応用して作られ

た食品（水畜産動物・作物）のうち、外来遺伝子
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が残っておらず、自然界で起こり得るような変異

によるものは、自然に起こる突然変異や従来の品

種改良で生じる遺伝子の変化の範囲内である」と

の考えに基づいて、その食品としての安全性は従

来の食品と同等と見なされている。そのため、遺

伝子組換え食品に課されているような安全性審査

は不要とされ、厚労省へは情報の提供と届出が強

く求められているだけである。また、ゲノム編集

技術を応用して作られた水畜産動物・作物は、環

境省・農水省においてもカルタヘナ法 2)における

「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物として

扱われることとなっている。さらに、厚労省・農

水省においてはゲノム編集作物・畜水産物の「安

全性」「有用性」を省庁のホームページ等

(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ken

kou_iryou/shokuhin/bio/genomed/index_00012.html 、

https://www.affrc.maff.go.jp/docs/anzenka/genom_edi

tting.htm)で宣伝し、その利用を推進しようとして

いる。ただし、医療関連分野においては、対象が

ヒトとなることもあり、各国ともゲノム編集技術

の利用には非常に慎重になっている。 

６．日本でのゲノム編集技術の社会実装の現状 

 日本では、現在までに、2020 年に、ＧＡＢＡ

高蓄積トマト（主務官庁：農林水産省）が届出さ

れて以降、2021 年にはステロイドグリコアルカ

ロイド低生産性ジャガイモ（主務官庁：文部科学

省）、フロリゲン遺伝子をゲノム編集したイネ変

異体群（主務官庁：文部科学省）、可食部増量マ

ダイ（E189-E90 系統）（主務官庁：農林水産

省）、アラニンアミノ酸転移酵素を改変した穂発

芽耐性コムギ（主務官庁：文部科学省）、高成長

トラフグ（4D-4D 系統）（主務官庁：農林水産

省）、Euglena gracilis GSL2 欠失変異体（GSL2 

KO #28 株）（主務官庁：経済産業省）が届出ら

れている。この中で、ＧＡＢＡ高蓄積トマトと可

食部増量マダイ、高成長トラフグは、厚労省にゲ

ノム編集技術応用食品及び、添加物の食品衛生上

の取扱要領に基づき届出されている。 

 その中で、筑波大学発ベンチャーのサナテック

シード株式会社が、「日本で初めてのゲノム編集

応用商品であり、世界で初めてのゲノム編集野菜

を販売する企業」と自称して、2020 年末にゲノ

ム編集技術を用いて作成した高濃度のＧＡＢＡを

蓄積するトマトを希望者に配布した。そして、

2020年 12月 11日に厚生労働省へゲノム編集技術

応用食品としての届出を行い、農林水産省へカル

タヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当

しない生物として、情報提供書の提出及びゲノム

編集飼料としての届出を出し、現在、その栽培キ

ットの販売を行なった。 

 現在まで、日本でゲノム編集技術を用いた農水

産物（トマト、タイ、トラフグ）を実社会に提供

しているところが、大学発のベンチャーであるこ

とは何を意味するのかも一考の必要がある。 

７．おわりに 

 本報告では、こうした状況を理解するために、

遺伝子操作・ゲノム編集技術の概要を説明し、技

術的に抱えている問題点、すでに実社会に取り入

れられようとしているゲノム編集作物・養殖魚に

ついての規制等のあり方はこれで良いのかといっ

た問題点について考えたい。 

 

注： 

1) アシロマ会議：1975 年に米国のアシロマで行

われた、遺伝子組換えを研究していた研究者

らの呼びかけによって、遺伝子工学の安全管

理と危険性について討議した会議。会議を呼

びかけたバーグらは、何らかのガイドライン

が合意されるまで実験の停止を呼びかけた。

のちに、米国をはじめ各国で、遺伝子組み換

え実験の指針を策定する契機となった。 

2) カルタヘナ法：遺伝子組換え生物等の使用が

生物の多様性へ悪影響が及ぶことを防ぐため

に国際的な枠組みが定められている。日本で

は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制に

よる生物の多様性の確保に関する法律」（通

称「カルタヘナ法」）により、遺伝子組換え

生物等の使用に規制措置がとられている。 
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Ｄ４-２  日本における人工生殖技術の実状とその社会的意義 

―公平な評価の必要性、そして本来の少子化解決策は何か― 

 

伊佐 智子、Isa Tomoko（久留米大学・福岡支部） 

 

１．はじめに 

 女性の社会進出と、不妊、晩婚、少子社会の問

題は軌を一にして進んできた。人工生殖技術

（Assisted Reproductive Technology：以下、ART）

は、従来、自由診療で行われてきたが、加速する

少子化への一助とするため、わが国では、2022

年４月１日より国民健康保険が適用された。 

 本報告では、まず、日本産科婦人科学会（以下、

日産婦学会）による ART の実績報告から、技術

による妊娠率、生産率の推移を検討し、実状を分

析する。 

次に、ART が生じている女性や子どもへのリ

スクの状況を検討し、医学的評価ばかりでなく、

社会的に見て、公平な評価が必要であること、さ

らに、ART が少子対策の根本的な問題解決には

ならないことを示す。 

 最後に、現代社会の生殖年齢にある若者を取り

巻く状況を分析し、その本来的な少子化の解決の

ためにはどのようなアプローチが必要なのかにつ

いての方向性を示したい。 

２．ART の実績及び女性・子どもへのリスク 

（1）ARTの実績 

 日産婦学会は、ART を実施する施設の登録と、

ARTの実績を毎年公表してきた。 

日産婦学会による「2020 年分の体外受精・胚

移植等の臨床実施成績」1）によれば、1 年間で治

療周期総数 449,900、移植当たりの生産率は、新

鮮胚（卵）14.7％、凍結胚で 25.5％、移植当たり

の妊娠率は、新鮮胚（卵）20.7％、融解胚 36.0％

である（いずれも各項目合計の数値）。ART 治療

による子ども出生数では、新鮮胚（卵）4,878 人、

融解胚（卵）で55,503人である。妊娠率には結果

的に中絶となった数も含まれており、また、生産

率には、先天異常のケースも含まれている。ART

による「生殖」問題は、カップルや家族の非常に

プライベートな領域とされ、科学的観点から厳格

に把握、調査されてきたとは言えない。 

（2）ARTのリスク 

① 女性へのリスク 

ART には、排卵誘発剤投与による副作用（最

悪では卵巣過剰刺激症候群）、全身麻酔や局所麻

酔下での採卵手術など、女性身体へのリスクが存

在する。また、ART で妊娠した場合、自然妊娠

と比較して、早産、低出生体重児の出産、周産期

死亡率・胎盤位置異常の増加、妊娠高血圧症や妊

娠糖尿病が増加するなど、女性に妊娠、出産の異

常が起こりやすい。また、ART に特徴的な多胎

妊娠もあり、女性の身体的リスクは上がる。 

子どもを希望し何度施術を受けても子どもが得

られず、女性自身の経済的精神的負担が大きくな

る問題も指摘されている。さらに、ART ではホ

ルモン剤を多量に使用するため、将来、発がん性

のリスクも一部で指摘されている。 

② 子どもへのリスク 

2017 年度の実績報告における先天異常発生件

数は 1,331 例であり、新鮮胚と融解胚では、融解

胚の場合の先天異常発生数が多い。また、顕微授

精（ICSI）の場合には、通常の体外受精の場合よ

り先天異常が多いことが指摘されている 2）。 

 2000 年初めころより、ART により出生する子

どものインプリンティング異常 3）の発生も指摘

されている 4）。 

 ART で妊娠しても、出生前診断により、先天

異常が判明すると、胎児は中絶される場合もある。

また、三胎以上の多胎妊娠においては、親の負担

回避のため、多胎減数手術によって胎児数を減ら

す処置もなされている。 

 ART は、子どもを持てない人に子どもを授け
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るという美談が中心であり、メリットを強調し、

デメリットはほとんど公には伝えられない。しか

し、その社会実装を見ると、不妊カップルに、

「子どもができるかもしれない」と安易に期待さ

せるだけで、結局は、挙児できないケースも非常

に多いが、その部分は放置されたままである。

ART は、日本産婦学会を中心に医学的評価のみ

が重視されてきたが、女性と子どもへの長期的リ

スクを含めて、より公平な評価が必要である。 

３．不妊問題と晩婚化 

 わが国では、欧米とは異なり、挙児は特に婚姻

と密接に関わる。人口動態統計による 2021 年度

の出生数は 84 万  835 人、また、厚生労働省

（以下、厚労省）『令和４年度版少子化社会対策

白書』によると、2020年の合計特殊出生率は1.33

である。他方、婚姻の状況は、平均初婚年齢の高

年齢化（男性 31.0 歳、女性 29.4歳）、第１子出生

時の母の平均年齢（30.7 歳）が高齢化している。 

男女双方が 30 歳を超えると、生殖能力が低下

し、特に女性の妊孕性が低下する。国立社会保

障・人口問題研究所、平成 27（2015）年「第 15

回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調

査）」では、非婚者の「現在結婚していない理由」

は、「適当な相手が見つからないから」が 54.3％

と高く、女性だけでなく男性も晩婚化している。

結婚生活への経済的負担も指摘されている 5）。以

上の結果、男女の第一子を持つ年齢の後退に、少

子化の根本的原因があるとも考えられる。 

４．不妊問題の社会的背景について 

（1）現代社会と少子問題 

 西洋では、非婚化、少子化問題は、より深刻で

ある。日本の少子化問題も、価値観の西洋化に原

因がある可能性もある。自然が豊かで農耕中心で

あったアジアでは、元来、家族は土地と結びつき、

土地や財産の継承が挙児の重要な関心事だった。  

しかし、現代の自由主義、資本主義社会におい

ては、家族ではなく個人を中心として、主たる労

働者は、労働力を売り、収入を得る生活が中心で

ある。日本の労働者における長時間労働も少子化

傾向を加速している。大学進学率が向上し、実家

を離れて（大都市）で生活する者も増えてきた。

ライフスタイルの多様化が称揚され、購買意欲を

かき立てるための工夫にも余念がない。若者らに

は、結婚、子育てという自分の人生設計よりも、

自己実現・自己充足に軸足が置かれているようだ。 

（2）若者を取り巻く環境変化 

 人間の生殖可能期間は、極めて限定されている

ことが余り自覚されてこなかった。また、生殖問

題は、家族問題と密接に結び付いており、どのよ

うな人生や家族像を持つかも重要である。少子問

題は、地方の過疎化・高齢化と、大都市への人口

集中問題は裏返しである。しかし、若者が、自分

の家族づくりや人生に関心を持つこと、そのため

の精神的、時間的ゆとりがあることが、晩婚の結

果の不妊問題とならないために重要ではないか。 

５. 結びにかえて 

子どもは社会の力であり、未来であると言う。

社会にも、個人にも、喜びであった子育てが、現

代では自由主義的、資本主義的考え方が支配的に

なり、家族より、個人の生活が重視され、若者た

ちが結婚、生殖から遠のく状況に陥っている可能

性もある。社会や個人にとって子どもがいかなる

意味を持つか、ひとり一人が考える必要がある。 

注： 

1)「令和 ３ 年度倫理委員会（現臨床倫理監理委

員会）登録・調査小委員会報告（2020 年分の

体外受精・胚移植等の臨床実施成績および

2022 年７月における登録施設名）」『日本産科

婦人科学会雑誌』Vol.74(9)、2022、p.1413-1417. 
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Ｄ４-３   日本におけるコロナワクチン接種の問題点を考える 
 

二宮 清、Ninomiya Kiyoshi（公益社団法人福岡医療団千鳥橋病院感染症専門医） 

 

1．はじめに 

新型コロナウイルス感染は、ウイルス表面のス

パイク蛋白と細胞表面の接着から始まる。スパイ

ク蛋白に対する抗体が存在すると、ウイルスの細

胞への結合が妨げられ感染が阻止される。新型コ

ロナウイルスワクチンは、スパイク蛋白を作る遺

伝子ｍＲＮＡを脂質ナノ粒子に封入またはチンパ

ンジーアデノウイルスベクターに組み込み、上腕

筋肉に注入し、注入されたｍＲＮＡを利用し生体

内細胞がスパイク蛋白を作ることで、効果を発揮

する新たな設計原理を持つ。 

問題は、流行中の新型コロナウイルス感染拡大

阻止を大義名分として、日本人への効果・安全性

を確認せずに、ワクチン接種が開始されたことに

ある。現在までに起きた問題を振り返り、新型コ

ロナワクチン（ｍＲＮＡワクチン）の評価と問題

点を述べる。 

２．新型コロナワクチン効果の厚労省・専門家会

議の発表資料の改ざん発覚に伴い発病、重症・

死亡抑制効果に疑義 

 

厚労省・専門医による新型コロナワクチン感染防御有効率データ改

竄、修正前後のワクチン接種回数と有効率の推移 

「ワクチン（接種）２回（後）の陽性率、半数世

代で未接種（を）上回る 厚労省再集計で判明」

（2022.6.1 日経ビジネス）、「厚労相ワクチン集計

変更で謝罪、十分説明できず」（2022.6.14 共同通

信）、「集計方法変更、（未接種の）感染者激減、

接種効果（を）結果的（に）水増し？」

（2022.6.20 共同通信） 

さらに、「厚労省データ（の）心筋炎リスク情

報も不適格～新型コロナワクチン未接種扱い問題

だけじゃない！２つの不適格データ問題を独自検

証」(2022.6.7 サンテレビ) 

今回新たに発覚した疑惑：厚労省の 2021 年 10

月、厚労省作成の 10 代、20 代男性と保護者に向

けた心筋炎と心膜炎の発生頻度のパンフレットに

「ワクチンを打った場合、ファイザー14.7 人、モ

デルナ 38.7 人/100 万人」と、「新型コロナにかか

った場合（834 人/100 万人新型コロナ入院患者）」

で比較、分母の取り方が異なり、本来比較できず、

さらに、「打たなかった場合（0.18 人/100 万人当

たり）」を掲載せずに接種を促している。 

 

打った場合と打たなかった場合のグラフを、厚労省のデータで作成

すると,ワクチンを打った方がリスクの高いデータに変わった 

 

３．新型コロナワクチン効果の公的機関発表の改

ざんデータ修正後の評価 

新型コロナウイルスワクチンの一般国民への接

種開始（令和３年６月）から 15 か月すぎた（令

和４年９月）時点において、公的機関発表資料 

（1）厚生労働省 

第 79 回新型コロナウイルス感染症対策アドバ

イザリーボードが月２回開催されたが、ワクチン
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重症・死亡防止効果資料は、第 50 回新型コロナ

ウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和

３年９月１日）資料 2-6 のみで改ざん以降は、発

病防止効果のみのデータである。 

（2）大阪府 

大阪府新型コロナウイルス対策本部会議（月２

回）は、第 74回（令和４年３月 18日）まで開催

されており、ワクチン重症・死亡防止効果の資料

は第 56回から現時点まで開示されている。 

日本における新型コロナウイルスワクチンの発

病防止効果は接種２週間後から一定期間、重症

化・死亡の予防は全年齢層では効果なく 60 歳以

上で一定の効果がある（接種後死亡がなかった前

提での話）。 

４．新型コロナワクチンの発病抑止効果が実地試

験では示されず 

ファイザーとモデルナ社が、ＦＤＡに提出した

新型コロナワクチン緊急使用申請書の要約を手に

入れた研究者が、発病阻止相対有効率 95％に疑

念を持ち、再計算した結果、相対有効率 29％に

なり、承認基準の相対有効率50%を下回った。生

データにアクセスする必要が生じたが、データ開

示が開始される予定は、試験完了 24 カ月後

（2025年？）で開示程度は不明。 

５．新型コロナワクチン接種の受諾をどう判断す

るか？ 

2022 年６月時点での一般国民の新型コロナ感

染後死亡率：25,320/5.493,755＝0.46％の一方、医

療従事者の新型コロナ感染後死亡率：9/9476＝

0.09％（＊厚労省ホームページ「新型コロナウイ

ルス感染症に関する労災請求件数等」参照）は、

５分の１になる。この差は、感染対策の知識・経

験・スキル、医療機関へのアクセスの差による可

能性がある。 

次に、厚労省ホームページ「厚生労働省新型コ

ロナワクチン副反応、接種後死亡例の報告」と

「新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件

数等」（令和３年６月 11日現在）から、2021年６

月までの医療従事者における新型コロナ感染後死

亡数とワクチン接種後死亡数を調べると、感染後

死亡は４例、ワクチン接種後死亡は 36 例で９倍

であった（＊2021年６月 13日までの 65歳以下の

死亡 36 例（40 歳未満８例、40 歳以上 65 歳未満

28例）、当時の 65歳以下の接種対象は、医療従事

者に限定されていたので、接種後死亡と推測）。 

ワクチンの効果は、最低２回接種後 14日間経 

たないと発揮されず、一方で、接種直後から一定 

の割合で死亡が起きる。厚労省ホームページ「新 

型コロナワクチンの副反応疑い報告」によると、 

種後死亡例は、2022年８月７日時点でファイザ 

ー製ワクチン 1,643件（7.2件/100万回）、モデル 

ナ製ワクチン 171 件（2.4件/100 万回）、死亡例 

の大半は、接種から 14日以内に集中し、約８割 

が 65 歳以上の高齢者に起きた（＊インフルエン 

ザワクチン接種後死亡は平成 31年のデータによ 

ると、5300 万回中３件）。この現象は 2021 年１ 

月 17 日ノルウェーから報告された。高齢者ホー 

ム住民のワクチン接種後死亡推定数 29人/42,000 

人（死亡率：接種１万人に７人）に増加後、深刻 

な健康状態の高齢者、特に 75 歳以上にファイザ 

ー社ワクチンの接種に安全性の懸念を表明。 

 以上から、接種検討者に効果ばかりを強調し、

副反応や接種後死亡に触れない政府や専門家は、

説明責任を果たしていないことになる。 

６．おわりに 

 新型コロナワクチンの承認申請時の効果に疑問

符が付き、実地試験データの改ざん、接種後死亡

とワクチンとの因果関係不明から接種前の説明責

任回避、このような状況下での接種選択は、個々

人の判断を困難に陥れている。 
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Ｄ４-４    気候予測の進展と IPCC評価報告書への結実 

伊藤 久徳、Itoh Hisanori（九州大学名誉教授・福岡支部） 

 

１．はじめに 

 気候変動問題における IPCC(気候変動に関する

政府間パネル)評価報告書の重要性・先導性は、

言を俟たない。報告では、気候予測の進展から報

告書に至る科学的背景全体のうち、予測やシミュ

レーションという側面に絞って説明する。それが

最も核心的であると同時に、本分科会の趣旨に則

っていると考えるからである。 

 気象や気候は再現性がなく、実験は不可能であ

る。そこで代用されるのが、大気の状態を記述す

る物理の方程式や経験則を用い、コンピュータ上

に人工的な気象・気候を作り出し、それを用いて

実験を行う手法、数値実験である。気候変動問題

では、この手法が広く用いられ、特に気候予測で

はほぼ唯一の手法である。そこでこの手法を詳し

く説明するところから気候予測の話につなげたい。 

 分科会全体の意図は「･･･の問題を、良い面と

危険な面の両面から考えてみる」とされている。

しかしながら、気候予測の問題を「両面から考え」

ることは、私の能力に余ることであり、単に「良

い面」の話となる。そこで、科学者会議で話す意

味を考慮して、他分野でも応用可能な普遍的な内

容を縦軸にしながら話すこととする。２節でまず

縦軸となるべき話をし、その後、それを本題のな

かに適宜織り込んでいきたい。予稿ではその一端

のみ示し、応用など多くは報告時に取り上げたい。  

２．スケールについて 

 気象学において最も重要な概念の一つに「スケ

ール」があり、これは他分野でも応用可能な普遍

的な概念と思われる。気象におけるスケールには

水平スケールと時間スケールがある。水平スケー

ルとは、気象現象がどの程度の水平的な広がりを

持っているかで、時間スケールとは、気象現象の

寿命や周期が、どの程度の時間的長さを持ってい

るか、ということである。 

 スケールの概念がなぜ重要かと言うと、同じ方

程式で支配されているにもかかわらず、スケール

によって卓越する項が違い、したがって、主要な

バランスも異なることによって、そのスケールの

気象現象の特徴を浮き彫りにできるからである。

たとえば、積乱雲は 10km 程度の水平スケールな

ので、鉛直方向の運動が卓越することが分かる。 

 気候とは、ある領域での大気の長年の平均状態

のことである。したがって、平均をとる時間がそ

の気候の時間スケールとなるが、10 年程度を最

小として様々なスケールを持つ。 

３．気候予測の特性 

 数値実験を初期場(初期値)からの時間発展の形

で応用すると、予測が可能となり、短期日の予測

は、天気予報としてすでになじみ深い。気候予測

では、よく次のような疑問が出される：「短期日

の天気予報もしばしば当たらないのに、なぜ 100

年も先の気候が予測できるのか」。この疑問は、

天気予報と気候予測は時間スケールが異なり、そ

れぞれの対象や手法が異なっているにもかかわら

ず、両者を混同していることに起因する。気候予

測の対象は、天気予報のような特定時刻での大気

の状態ではなく、長年の平均状態である。それゆ

え、100 年先でも予測可能となる。 

 さらに、２つ根本的に天気予報と異なる点があ

る。１つ目は、初期値がそれほど大事ではないこ

とである。気候を予測するので、「初期気候」は

大事であっても、初期時刻の状態は、重要ではな

いわけである。2 つ目は、将来のたとえば、CO₂

濃度の変化などを与える必要がある点である。こ

れは未知の情報であり、したがって、気候予測は

本来的な予測ではないことになる。この意味で気

候予測の予測には、英語で projection が当てられ

ており、予想の prediction とは区別している。 

４．気候システムと外部強制 

 気候を考える際には、気候システムと外部強制

という概念が重要である。気候システムとは気候
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と相互作用する系という意味で、大気や海洋、雪

氷などがすぐに思い浮かぶ。一方、気候とは相互

作用しないが、気候に影響を与えるものがある。

これが外部強制で、太陽活動や人間活動による

CO₂排出などが想起される。 

 しかしながら、２つの区別は時間スケール依存

である。たとえば、植生は 10 年程度のスケール

では、気候とはほぼ相互作用しないが、100 年と

なると相互作用する。それゆえ、どのような時間

スケールで気候を考えるかをまず設定することが

肝要である。 

 これら２つの概念を使うと、気候とは、気候系

が外部強制の変化に応答しつつ、相互作用しなが

ら変動するシステムと捉えることができる。これ

をコンピュータ上で計算できるように、数値モデ

ル化したのが気候モデルとなる。100 年スケール

の気候予測では、気候システムは大気に加え、海

洋・陸地・植生・雪氷などからなり、外部強制は

温室効果ガス排出などの人間活動を始め、太陽活

動、火山活動、地球軌道などとなる。 

５．気候予測に至る道 

 現在のような気候予測に至るには、長い歴史が

ある。具体的なことは、報告時に話すとして、予

稿では、本質的なところに話を留める。 

 初期に行われたのは、平衡モデルに基づいた

「予測」である。たとえば、CO₂濃度が倍増した

ときに大気はどのようにバランスするかを計算し、

そこから、その時のたとえば、地表気温を求める

わけである。時間変化を逐一計算するわけではな

いので、計算量は少なくて済み、コンピュータの

性能が低くとも計算が可能であった。 

 その後、CO₂濃度の単純な増加を仮定し、時間

発展を追う大気モデルを用いた予測が行われた。

現在は、この延長として把握できるが、内容的に

は、飛躍的な発展を遂げている。具体的には、

CO₂濃度の変化については(途中経過を省くと)、

政策的な緩和策を前提として、将来、CO₂をどの

ような濃度に安定化させるかという考え方から、

複数の代表的濃度経路を作成する方向が確立され

ている。数値モデルとしては、大気と海洋の相互

作用を記述できる結合モデル、さらに、雪氷や陸

面、植生などを組み入れた狭義の気候モデル、炭

素循環過程に関わる生物的・化学的過程を導入す

ることにより、気候と炭素循環の相互作用および

CO₂濃度の変化を取り入れた地球システムモデル

などがある。 

６．CMIPを経由した IPCC評価報告書への結実 

 このような発展にもかかわらず、気候モデルに

は様々な仮定や近似が含まれ、空間解像度など

様々な制約から、大気や海洋の特徴を完全に再現

することはできない。気候予測でも、これに起因

する予測幅(不確実性)を持つ。この不確実性は、

免れ得ないものであり、その評価と低減が絶対的

に必要である。 

 その際に重要なことは、空間解像度の制約など、

気候モデルに共通する不確実性と個々の気候モデ

ルの違いに起因するばらつきを峻別することであ

る。峻別には、数値実験の設定の共通化が有効で

ある。これによって、予測結果に共通する不確実

性とばらつきがわかり、それらを生み出す原因の

特定や、さらにはモデルの違いに依存しないロバ

ストな知見を得ることができる。そこで、多くの

気候モデルを互いに比較するプロジェクトが実施

されることとなった。気候モデル相互比較プロジ

ェクト(CMIP)と呼ぶ。共通のプラットフォーム

を設定し、そこにモデルの出力データを格納する

ことにより、すべてのデータを自由に扱えるよう

にしている。すべての気候研究者に開かれること

によって、続々と新しい知見が獲得されていった。 

実験設定の共通化を通じた結果の共有という方

法は、科学コミュニティにおいて新しいものと思

われる。この気象・気候コミュニティ全体の自発

的なプロジェクトによって、研究を個人・グルー

ブ任せにしていては、容易には進展しなかったで

あろう不確実性の評価と低減、新規の知見の獲得

が大きく進展することとなった。 

IPCC 評価報告書は、この CMIP を踏まえて結

実したと言っても過言ではない。CMIP がなけれ

ば、気候予測の論文や評価報告書の科学的価値は

ここまで高くならなかったであろう。 
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Ｄ４-５    原子力発電は正当に社会実装されている技術か 

岡本 良治、Okamoto Ryoji（原子力問題研究委員会・福岡支部・核問題研究会） 

 

１．はじめに 

 2021年現在、世界全体で約 430基の原子力発電

(以下、原発と略)が稼働している。単純に言えば、 

原発は既成事実として社会実装されている。しか

し、そのことだけでは必ずしも正当に社会実装さ

れているとは言えない。以下に、その理由を記す。 

また、2011 年の福島原発事故の後、日本原子

力学会は「あらゆる技術にはリスクがある。原発

だけリスクなしを要求することは筋違いである」

という趣旨の声明を出した。ここには原発を一般

的な技術の一つであるという仮定が前提となって

いる。しかし、これは正しいか。一つの技術が社

会実装される条件は、何かが問われている。 

２．「福島原発事故は制御されている」か 

 故安倍元首相は東京五輪招致の会議において、

“Fukushima accident is under control”と大

見得えを切った。しかし、2022 年現在、廃炉措

置は延期の繰り返しで、完了の時期の確定は困難

である 1）。原発稼働中の現世代にとっては，原発

により生産される電力の恩恵を受けており、廃炉

措置は難問である、という見方である。しかし、

未来世代に取っては恩恵ゼロで、厄介な廃炉措置

だけを負わせられるということになる 2 ) 。さら

に、放射能汚染水の発生を停止できていない。 

３．原発の安全は厳密に確認されたのか  

2022 年２月のロシアによるウクライナ侵略戦

争後、エネルギー危機が高まる情勢の下で、岸田

首相は７月、「安全が証明された原発から順次再

稼働させていく」と明言した。しかし、原子力規

制委員会は、「規制基準の審査の審理を行い、規

制基準に適合するかどうかを判定はするが、安全

かどうかを担保する訳ではない」と何度も明言し

ている。したがって、肝心の安全性そのものは、

確認されているとは言えない。 

４．欠陥商品としての軽水炉 

稼働中の原発の大部分は、軽水型動力炉(軽水

炉)であるが、予め備えられている安全装置では

収捨できない、設計者も責任を負いきれないシビ

アアクシデント(過酷事故)という種類の事故を起

こす固有の特性を持っている 3)。 

重大な事故につながる蓋然性が高いと推定され

る事象と関連する過程を抽出し、それらに対して

の一定の対策が強化されたことは事実であろう。

しかし、「悪魔は細部に宿る」という諺 4)にもあ

るように、重大事故は非常にまれにしか起こらな

い些細な事象が契機になって起こる。 

 複雑技術システムの典型である原発には、原子

炉、格納容器、タービン建屋、使用済核燃料プー

ル，各種の安全装置などの主要設備以外に、多数

の配管，バルブ、モーター、外部電源、非常用電

源など莫大な個数の施設と部品から構成される。 

 そのような複雑システムには、構成要素間の無

数の相互作用があるが、事故前には顕在化してい

なくても、事故の際に強い相互作用が顕在化する

ことがありうる 5）。 

５．原発事故による住民避難計画は、電力事業者

ではなく、立地自治体の義務であること 

 原子力規制委員会は規制基準の審査を行うが、

審査項目の中に、原発事故が発生した場合の避難

計画はない。この点は米国における原子力規制と

対照的である。日本の場合、原発事故が発生した

場合の避難計画は、原発から半径 30 キロ以内の

自治体に義務づけられている。原発事故が発電事

業者の責任ではなく、台風などの自然災害と同等

の扱いである。このことは法的に原発が一般的な

技術システムとみなされていないことを意味する。 

６．賠償制度から見た原発の異質性 

原子力発電は，今だけ，わずか数十年の電力を

取り出すために，手に負えない事故と核のごみを

もたらす。そのリスクとコストを業界の外に押し

出すとともに，問題を先送りさせてきた。それを

映し出しているのが、原子力損害賠償制度（原賠
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制度）である。原賠制度ができた 1961 年の前年，

制度をつくるに当たって事故被害を試算したとこ

ろ、3 兆 7000 億円に上った。これは，当時の国

家予算の２倍以上である。それにもかかわらず，

これを隠して原賠制度がつくられ，賠償措置額を

50 億円（現在 1200 億円）とした。740 分の１の

小ささである 6)。 

7．放射性廃棄物の処理処分問題の両面性 

 原発の運転により発生する高レベルの放射性廃

棄物の処理処分問題は、原発を保有する世界各国

にとっても超難問である。 

原発稼働中の現世代にとっては、原発により生

産される電力供給という恩恵を受けているが、高

レベル放射性廃棄物の処理処分問題は、超難問で

ある、という見方である。しかし、廃炉に比べて

はるかに超長期にわたる莫大な未来世代にとって

は恩恵ゼロで、厄介な危険物の管理だけを負わせ

られるということになる 2）。これは世代間の民主

主義とは矛盾する。 

8．原発と核兵器技術との関連 

 原発と核兵器とは、エネルギー発生の仕組みが

核分裂連鎖反応である点は共通しているが、その

発生速度が桁違いに異なる。しかし、核分裂性物

質の生産など技術的な関連も少なくない。使用済

核燃料の再処理を通じて得られる原子炉級プルト

ニウムは、1940 年代の長崎原爆の技術水準では

核兵器の材料として使えなかったが、現代の核兵

器設計によれば核兵器の材料として遜色はない 7）。 

9．莫大な放射性物質を内蔵する原発が攻撃され

るとどうなるか 

 原発の稼働期間に比例して原子炉中には大量の

放射性物質が生成される。たとえば、100 万キロ

ワットの電気出力をもつ原発を 1年稼働させると、

広島原爆により生成された放射性物質の 1,000 倍

以上の放射性物質が生成される。原発は、たとえ

事故が起きなくても、潜在的に巨大な危険性を有

する。 

ロシアによるウクライナ侵攻後、原発とその周

辺で砲撃，戦闘が行われている。ミサイルが飛ん

できた時、それを防ぐことができる原発はあるだ

ろうか。そのような原発は世界に一つもない。 

不測の事態を契機とする過酷事故発生のリス

ク、通常兵器による原子炉、使用済み核燃料への

攻撃、さらに核兵器による攻撃があれば、想像を

絶する結末を迎える可能性がある 8）。「原発を攻

撃してはならない」という国際規範の力には限界

がある現実を考慮すれば、原発を減らしていくし

かない. 
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Ｅ１-１  大学の自由論と学問の自由論のバージョンアップのために 

－「国際卓越研究大学」と「経済安全保障」論を踏まえてー 

 

小森田 秋夫、Komorida Akio（東京大学・神奈川大学元教員） 

 

１．はじめに 

 2020 年 10 月に行われた日本学術会議会員の任

命拒否は、学問の自由をどう捉えるかという議論

の深化（バージョンアップ）を促すものとなった。

2022 年５月に制定された国際卓越研究大学法と

経済安全保障推進法も、学問の自由や大学の自治

についての議論を深めることを求めている。 

本報告では、これらの法律の要点を確認したう

えで、とくに学問の自由についての論点を私見と

して提示し、議論の素材としたい。 

 

２．大学政策の立案過程における総合科学技術・

イノベーション会議の主導性 

 大学政策の立案過程では、科学技術政策の「司

令塔」としての総合科学技術・イノベーション会

議（ＣＳＴＩ）の主導性が高まり、「学術の中心」

としての大学政策に責任を負うべき文科省の地位

は、従属的なものとなっている。このことは、Ｃ

ＳＴＩと学術会議との関係、〈科学技術〉と〈学

術〉との関係にも反映している。 

 

３．大学政策の科学技術政策による包摂 

 科学技術政策は、日本経済再生の鍵としての

「イノベーションの推進」をめざして、①大学・

国立研究機関・企業の間の人・資金・知の循環、

②基盤的経費から競争的経費へのシフトによる競

争的環境の創出、③重点分野に資源を集中する

「選択と集中」、④「司令塔機能」の強化による

基礎から応用（社会実装という「出口」）までの

「一気通貫」、が重視されてきた。こうして、大

学も「イノベーション・エコシステム」の中に位

置づけられるに至っている。国立大学では、法人

化以降、徐々に類型化が進行してきたが、その現

段階における到達点が（国公私を問わない）「国

際卓越研究大学」である。 

 「国際卓越研究大学」は、米英のトップ大学を

モデルとし、社会的条件の異なる日本で、「世界

と伍する」「研究力」のある数大学を国の支援に

よって育成しようとするもので、①「知的産業体」

としての大学像（「稼げる大学」）、②「大学ファ

ンド」の運用益からの支援というリスクをはらん

だ政策実験、③事業規模の３％程度の持続的拡大

という認定要件、④それを確保するための学長の

上に立つ「合議体」による意思決定とモニタリン

グ（教職員集団の大学運営からの疎外）、⑤ＣＳ

ＴＩによる強いグリップ、などの問題点がある。 

 同時に、「イノベーションの推進」政策は、文

理の「知の融合」「総合知」の必要性という文脈

で人文・社会科学を取り込む志向を生み出し、科

学技術基本法の改正（2020 年６月）につながっ

た。この点については、①イノベーションに貢献

する分野・方法が選択的に奨励される可能性、②

人文・社会科学の性格・役割の把握の仕方（とく

に「人間と社会のあり方を相対化し批判的に考察

する」という特性への理解の有無）、③人文・社

会科学の振興に対する現実の政策による裏づけの

有無、について検討する必要がある。人文・社会

科学の行方としては、科学技術政策への選択的動

員、動員価値のない広汎な分野の放置（「兵糧攻

め」）、「国益」に不適合とされる研究の抑圧、と

いう３つの可能性がある。 

 

４．科学技術政策の経済政策と結合された安全保

障政策による包摂 

 岸田政権の誕生とともに、「米中による技術覇

権争いの激化」というアメリカ発の状況認識を背

景とする「経済安全保障」論が急浮上し、2022

年５月に法制化された。法律が定める４つの柱の
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うち科学技術政策と直接にかかわるのは、特定重

要技術の開発支援（「官民技術協力」）と特許出願

の非公開である。 

 官民技術協力は、従来の「安全保障貿易管理」

（機微技術の流出防止）と「安全保障技術研究推

進制度」（軍民両用技術につながる基礎研究への

動員）という２つの制度の問題意識を結合したも

のと見ることができる。ここでは、①「特定重要

技術」の指定（20 項目）、②「特定重要技術」の

研究開発促進のための「経済安全保障重要技術育

成プログラム」（当面 2500 億円規模）、③研究代

表者、所管官庁、社会実装の潜在的な担い手とし

ての官民の主体、シンクタンクなどによる研究プ

ロジェクトごとの官民「協議会」の設置、が定め

られている。協議会の参加者には、「機微な情報

を含む有用な情報」の提供・共有が求められ、そ

れについて罰則付きの守秘義務が課される。セキ

ュリティ・クリアランス（秘密取扱者適格性確認

制度）の整備も課題とされている。 

 官民技術協力のこのような構造は、学術会議の

「軍事的安全保障研究に関する声明」（2017 年）

の提起―「国内外に開かれた自由な研究・教育環

境を維持する」責任をはたすために、「軍事的安

全保障研究と見なされる可能性のある研究」につ

いて適切性を審査する制度を設ける―がここでも

生かされるべきことを物語っている。 

 関連して、従来、主として研究の公正性（捏

造・改ざん・盗用などを行わない）という意味で

用いられてきた「研究インテグリティ」という概

念が、近年の政策文書では、先端科学技術に関す

る機微な情報の流出防止という文脈で意味が転換

（拡張）されて用いられている。これに対して学

術会議は、同様の状況認識と課題意識を持ちなが

らも、学問の自由、研究の自律性を守るという視

点から「論点整理」を行なっている（2022 年７

月 22日）。 

 

５．大学自治論のバ―ションアップのための視点 

 大学の自治の現状を概念化するためには、教職

員と学生のコミュニティとしての大学（「社団型

大学」）から学長がステークホルダーの利益を考

慮しつつ知的資産を管理する大学（「財団型大学」）

へという把握が参考になる。「財団型大学」では、

教職員・学生は自治の主体ではなく、多様な「ス

テークホルダー」の一つと見なされる傾向がある。 

 大学の自治論を深めるためには、対外的自治

（国や市場との関係における自治）と対内的自治

（大学内部における自治。いわゆる「大学ガバナ

ンス」）とを関連づけて考察する必要がある。そ

の際、とくに重要なのが大学財政（予算配分、資

金調達）のあり方である。 

 大学の自治の主体という観点からは、「教育と

研究とを統一し教授会を構成する」という伝統的

な大学教員像が、多かれ少なかれ解体されている

ことをどう考えるかが問われる。 

  

６．学問の自由をどうとらえるか  

 学問の自由には、すべての市民が持つ思想・表

現の自由を基礎としつつも、それには解消されな

い、以下のような独自の性格がある。 

①知的好奇心によって導かれた個々の研究者に

よる自由な研究の保障と、それを通ずる知の多様

性の保障。②各種の権力による干渉・抑圧からの

自由のみならず、知的生産の手段と成果の公表の

手段の確保が必要。とくに、研究資金のあり方が

重要。③学問を学問として成り立たせているのは、

科学者コミュニティ（学問共同体）であり、その

自律性の保障が学問の自由の条件。④学問の自由

は科学者の社会的責任と表裏一体。社会的責任を

はたすために科学者コミュニティが自律的に規範

を設けることは、学問の自由の侵害には当たらな

い。⑤科学者が社会的責任をはたす場の一つは

「科学的助言」。適切な科学的助言は、学問の自

由をさまざまな形で制約されることのない科学者

と科学者集団が前提。 

 以上のようにとらえると、今日の日本において

学問の自由が、多面にわたる脅威にさらされてい

ることに気づく。同時に、脅威を可視化させない

メカニズムが働いていることにも注意する必要が

ある。 
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Ｅ１-２    産官学連携路線の総決算としての国際卓越研究大学 

 

駒込 武、Komagome Takeshi（京都大学大学院教育学研究科）  
 
１．はじめに 
 2022 年５月、「国際卓越研究大学の研究及び研

究成果の活用のための体制の強化に関する法律案」

が成立した。この法律は、大学ファンドの運用益

を「国際卓越研究大学」として認定した大学に配

分する仕組みを定めたものである。法成立を受け

て、文科省の所管する科学技術・学術審議会大学

研究力強化委員会が事業計画の認可にかかわる具

体的基準など基本方針を審議中である。2022 年

末には公募要領を公開して受付を始め、23 年度

臨時国会あるいは 24 年度通常国会で国立大学法

人法など関連法を改正した上で、24 年度から支

援を開始するスケジュールである。 
 本報告では、この国際卓越研究大学構想を近年

の産官学連携路線の総決算として捉えた上で、

「イノベーション・エコシステム」、「オープン＆

クローズド戦略」という用語にはらまれる問題点

を指摘し、「大学の自治」という観点からその意

味を考察することとしたい。 
 
２．「稼げる大学」への変容過程 
 国際卓越研究大学構想の「新しさ」は、「稼げ

る大学」という言葉に象徴される。この言葉は、

法案の策定にかかわる委員会で「ベンチャーの旗

手」として知られる財界人が用いたものである。

戦後半世紀近くの間、国立大学は「稼ぐ」という

目標と無縁であった。学校法人の場合には、私立

学校法で事業内容を限定されているとはいえ、収

益事業を認められてきたのに対して、国立大学の

場合は、2004 年の法人化以降も収益事業への関

与は、厳しく制限されてきた。 
 国立大学法人の業務は、国立大学法人法第 22
条において「一 国立大学を設置し、これを運営

すること」、「二 学生に対し、修学、進路選択及

び心身の健康等に関する相談その他の援助を行う

こと」というように規定されている。そこに規定

する業務以外のことを行なった場合には、法人役

員を 20 万円以下の過料に処す規定も設けられて

いる。国立大学法人は、法人税法上の非課税法人

である点からも収益を目的とすることは困難だっ

た。国立大学が「稼げる大学」となるために営利

事業に従事する事態は、単に奨励されなかったの

ではなく、法的に禁じられてきたのである。 
 だが、法人化を前後する時期から本格的な産官

学連携への道が開かれ、2012 年に第２次安倍内

閣が成立すると「経済再生」の一環として拡張さ

れていった。小林信一［2019］や森卓也［2020］
らの研究によりながら「稼げる大学」への変容過

程を確認すると、以下のようになる。 
 2013 年１月に「日本経済再生に向けた緊急経

済対策」を閣議決定、同年 12 月に産業競争力強

化法を制定し、４国立大学（東北大、東大、京大、

阪大）が、大学発ベンチャー（VB）支援のため

のベンチャーキャピタル（VC）に出資すること

を可能とした。2017 年４月に指定国立大学法人

が発足すると、大学発 VC への出資が可能な大学

は、４大学から指定国立大学法人（2022 年 10 月

現在 10 大学）に拡大された。さらに、2021 年５

月の国立大学法人法改正により、VC への出資が

可能な大学は、指定国立大学法人からすべての国

立大学にまで広げられた。この改正において、ハ

イリスクな VB への直接出資も指定国立大学法人

には、認められることになった。 
 大学による出資が進めば、大学はその対価とし

てエクイティ（株式、新株予約権）を獲得するこ

とになる。2005 年の文科省通知では、国立大学

法人は、「利益の獲得を目的とせず独立採算を前

提とするものではない」ために株式を取得しても、

「可能な限り速やかに売却する必要」があるとし

ていた。だが、この制限も徐々に緩められ、2017
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年の文科省通知では、「特段の事情」がある場合

には、株式を保有し続けられることとした。 
 このように布石を着々と積み重ねた上で、国際

卓越研究大学では、資産運用を目的とする子会社

の設置など、出資対象のさらなる拡大が図られる

こととなっている。さらに、科学技術振興機構に

よる大学ファンドの運用に学んで、大学が独自フ

ァンドを構成してハイリスク＆ハイリターンの株

式投資に乗り出すことが求められている。国立大

学法人は、「利益の獲得を目的としない」という

原則は、いつの間にか空文化されている。 
 
３．「イノベーション・エコスシテム」？ 
 2022 年８月 31 日付の科学技術・学術審議会の

資料では、国際卓越研究大学は「イノベーショ

ン・エコスシテムの中核的役割を果たす」とされ

ている。甘利明・山際大志郎の編著書（2018 年）

の表題にも用いられた「イノベーション・エコス

シテム」とは、大学発ベンチャーの事業化を通じ

て「知的財産権のライセンス料に加えて株式・新

株予約権を通じて大学が収入を得、それを原資と

して大学発ベンチャー支援体制をさらに整備・強

化したり、次なる事業化シーズに投資を行う」よ

うなシステムである（経済産業省『大学による大

学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関す

る手引き』2019 年）。この打ち出の小槌のような

「エコシステム（生態系）」をフルスペックで実

現するための仕組みが、国際卓越研究大学として

構想されているわけである。 
もっとも、そこには深刻な矛盾がはらまれてい

る。ベンチャーが成長しやすい環境を整えるため

には、組織の枠を越えて協業するオープンな仕組

みが求められる。だが、特定の大学・企業・国家

が収益をあげるためには、機微な技術をクローズ

ドなものとして他大学・他社・他国との差別化を

図る必要がある。この両面のバランスをとりなが

らイノベーションを図ることが、「オープン＆ク

ローズド戦略」と表現されている（自由民主党

『知的財産戦略調査会提言』2018 年）。実際のと

ころ、オープンとクローズドの使い分けは、簡単

なことではない。大学における研究は、公開性・

公共性を本質としているのに対して、企業は発

明・発見を製品化・商業化するために情報を囲い

込む必要がある。軍事にかかわる技術の場合には、

国レベルでの囲い込みが、さらにこれに重なり、

企業を主体としたイノベーションを抑制すること

もありうる。言葉の上では「オープン＆クローズ

ド戦略」と矛盾を共存させているものの、実態と

しては、政権与党と産業界にとって都合の良い方

向性については「オープン」、それ以外の場合は

「クローズド」な事態が進行することであろう。 
 
４．大学をめぐる生態系 
 「稼げる大学」への道のりは、「トップダウン

のガバナンス」を強化する過程でもあった。大学

発 VC が創設された 2014 年には、国立大学学長

選考にかかわる意向投票を形骸化する国立大学法

人法改正がなされた。2021 年の改正では文科大

臣の任命する監事が学長に対して強い監督権限を

持つこととされた。国際卓越研究大学では、文科

大臣の任命する合議体が最高意思決定機関を構成

する仕組みがつくられようとしている。「イノベ

ーション・エコスシテム」の推進者にとって、憲

法で保護された「大学の自治」「学問の自由」は

単なる障害物にほかならない。そもそも国際的な

競争力を失った産業界を立て直すための大学「改

革」である以上、それは当然のことである。 
問題はむしろ大学人の側に投げかけられている。

大学の事業の根幹は、「学生に対し、修学、進路

選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助

を行うこと」である。研究その他の事業は、この

学生支援を中心として独特の生態系を形づくって

いる。政権与党・財界人の語る「エコシステム」

は、この大学をめぐる生態系を蹂躙し破壊するも

のだという認識こそが求められている。 
引用文献 
小林信一［2019］「産学連携とベンチャーキャピ

タル」『高等教育研究』（22）。 
森卓也［2020］「国立大学法人の出資会社に関す

る研究」『大学経営政策研究』(10)。  
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経済安全保障法による特許出願の非公開(秘密特許)と科学･技術､学術の変質 
 

Ｅ１-３  野村 康秀、Nomura Yasuhide（科学・技術政策委員会、東京支部特許庁分会） 

１．はじめに 

 特許出願の非公開制度の導入は、経済安全保障

法（経済施策を一体的に講ずることによる安全保

障の確保の推進に関する法律（令和４年法律第

43号。2022 年５月 18日公布、８月１日施行）の

４本柱の一つで関連条文数は全 99 条中 21条であ

る。制度の実施は法律の公布後２年以内（の政令

で定める日）だが、１年以内に「基本指針」を閣

議決定する。システム開発等 1）の準備作業を見

据え、年度内に制度の流れが固まる可能性がある。 

注 1) 内閣府が 2023 年度概算要求で、特許特別会計へ繰

入 18 億円として、特許庁システム整備の財源を要求。 

２．特許制度と現状 

 特許出願の手続の概略を図１に示す。特許権者

は、出願から 20 年までの間、特許発明を「業と

して実施する権利を専有」する。同業他社を抑え

るため、権利内容と裏付けの公開が不可欠である。 

日本の特許出願は 2000 年代半ばから減少傾向

が続き、2021 年は 28.8 万件である。８割弱を占

める国内出願人の減少が大きい。全世界の特許出

願は、1990 年代半ばから年平均 4.7％の増加で

2020 年 328 万件、外国からの出願が約３割で経

済のグローバル化が反映している。 

３．導入を図る特許出願の非公開制度の流れ 

 特許出願の非公開制度の流れの概略を、図２に

示す。特許庁が「特定技術分野」等政令に定める

基準に従って特許出願書類をチェックして抽出し

た案件を、内閣府が関係行政機関等と協力・協議

しながら「保全審査」する。内閣総理大臣名で

「保全指定」されると、出願人等に、発明の開示

禁止、外国出願の禁止(米国は「外国」に該当し

図１．特許出願から特許取得まで(筆者が作成) 

(1年以内)

(1年6月後)
(3年以内)

(特許権の発生)

特許出願

公開特許公報

特許公報
特許料納付

設定登録

特許査定拒絶査定

実体審査

拒絶理由通知

外国出願

審査請求

不服審判

知財高裁

図2 特許出願の非公開制度の手続概要 （出所：筆者が作成）

｢特定技術分野｣に属する発明の記載あり 記載なし 通常の出願手続へ

発明が政令で定める技術分野に属しない

発明が政令で定める要件に該当 該当しない 通常の出願手続へ

通常の出願手続へ
出願人に通知 内閣総理大臣に送付

（専門的知識を有する国の機関などの協力。関係行政機関に協議）

保全指定が不要 通常の出願手続へ

出願人に通知 発明の開示禁止。特許出願公開(出願から1年6月後)手続の停止
出願取下も可能 開示規制なし

書類提出(14日以内) 書類提出なし 開示規制なし

発明の開示禁止、外国出願禁止(米国は可)、出願取下禁止、発明の実施制限・共有制限、適正管理義務
通常生ずべき損失の補償

特許庁長官による｢1次審査｣(3か月以内)

内閣総理大臣による保全審査

内閣総理大臣による保全指定(期間1年以内｡更新可､更新回数制限なし)

保全指定が必要

特許庁長官が出願却下

出願人は保全審査を求める申出ができる

政令で定める技術分野に属する

保全審査不要が明らかと認定
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ない！)、発明の実施制限や共有制限、適正管理

などの義務が課され、違反には懲役刑がある。な

お、「保全指定」される前に出願を取り下げれば、

それら義務を負うことはない（開示禁止もない）。 

出願から１年６月後の公開特許公報による公開

手続は停止される。特許査定もされない（秘密の

まま特許権を付与する狭義の秘密特許ではない）。 

これにより、「公にすることにより外部から行

われる行為によって国家及び国民の安全を損なう

事態を生ずるおそれが大きい発明に係る情報の流

出を防止する」（経済安保法第 65条）趣旨である。 

４．出願非公開で｢技術流出｣を止められるのか？ 

特許出願の内容が公開されるのは、出願から１

年６月後である。特許権の取得によってライバル

の事業活動を制約したいと考える企業出願人は、

特許出願した後に、学会発表やプレス発表等を行

って、技術を宣伝しライバルを牽制する。出願後

のプレス発表等で、特許として求める権利範囲が

判明するまでの間もライバルに疑心暗鬼を生じさ

せることができ、牽制効果が高まる 2)。学会発表

の前に、と特許出願を急がせることも珍しくない。 

注 2) 特許出願に書かれた技術内容が、学会発表やプレ

ス発表より広いことは珍しくないが、基本的には専

門家なら推測可能な程度までの拡張である。 

要するに、特許出願の内容が公開されること自

体によって、新たな技術情報が初めて世の中に公

表され、それを知った「外部」により、国家の安

全が脅かされるということは、ほとんどない。 

５．特許出願非公開は、研究の秘密管理と一体 

特許出願公開による技術流出を防止しようとす

るならば、学会発表を始めとする技術情報の公開

禁止が前提となる。すなわち、特許出願の非公開

は、技術情報流出の諸制度と一体、本来ならば最

後の仕上げとして位置付けられるものである。 

学会発表等が禁止される以上、特許出願非公開

を導入すべきだ、逆に、特許出願非公開を導入す

る以上、学会発表等も禁止、秘密研究を導入すべ

きだ、という論理が出てくる。技術情報の公開制

限が不十分なら、対策の徹底が進むおそれがある。 

６．米国の軍事技術開発の下請け機関化に迎合 

 図２をみると、出願人自身が保全審査を求める

ことができる、また、外国出願が禁止されるが、

米国への出願は許される。この意味は何か？ 

米国が求める軍事技術や「デュアルユース」技

術の研究開発の一部を日本に分担させ（経済安全

保障重要技術育成プログラム 2500 億円による研

究委託などで公募）、成果物である発明を特許出

願すると同時に、自ら保全審査を申し出て保全指

定された後、米国に出願して秘密扱いを受けると

ともに、当該発明の技術を「防衛目的」で米国に

提供する、という一つの流れが推察できる。 

企業や大学や研究機関の一部は、「最先端」の

研究開発に関与できると歓迎するかもしれない。

大企業経営者で構成する経済同友会は 2021 年４

月、「秘密研究や秘密特許制度を導入」、「セキュ

リティ・クリアランス制度の確立」を主張した 3)。 

注 3) 「強靭な経済安全保障の確立に向けて―地経学の

時代に日本が取るべき針路とは－」 

７．日本の科学・技術、学術の変質、管理と監視 

 今でも学会発表等の制約や「技術流出」対策が

強まり、更に「研究インテグリティ」(研究不正

根絶でなく、外国からの影響による利益・責務相

反や技術流出等への懸念など「研究の国際化やオ

ープン化に伴う新たなリスクに対して新たに確保

が求められる、研究の健全性・公正性 4) 」を意

味する）による「自律的」管理が求められている。 

注 4）統合イノベーション戦略推進会議「研究活動の国

際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究

インテグリティの確保に係る対応方針について」、 

2021 年４月。 

今後、出願３か月以内の特許庁チェックに呼応

し、学会発表の規制期間が延長される可能性があ

る。結局、学会発表が中止になることもある。大

学も企業も、日常的な研究・研究者管理が強まり、

研究者同士の交流にも規制と監視が強まる。セキ

ュリティ・クリアランス制度（秘密情報接触資格

の国家認証）が導入されれば、疑心暗鬼が広がる。 

特許出願直後から防衛省等が最新技術情報を把

握する体制ができる。研究者が想定しない軍事利

用の方向に強制誘導される仕組みが導入される。 

特許制度は本来、技術の民主的管理のためにも

活用できるものである。科学・技術、学術の変質

に繋がる制度の利用は、日本の未来を損なう。 
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Ｅ２-１ ユネスコ「科学および科学研究者に関する勧告」についての考察 

 

丹生 淳郷、Niu Kiyosato（埼玉支部・科学者の権利問題委員会） 

 

１．はじめに 

1974 年第 18 回UNESCO 総会で「科学研究者の

地位に関する勧告(旧勧告)」が採択されてから、

半世紀余りを経た。同勧告を今日的情勢に適合し

たものに改定するために、2013 年 11 月から検討

が開始され、2017 年 11 月の第 39回総会において

「科学及び科学研究者に関する勧告(改訂勧告)」

が採択された。改訂勧告には、科学の価値（公共

財）、新たなキーワード（イノベーション、利益

相反、軍民両用、知的財産、ジェンダーなど）が

盛り込まれた。報告は、旧勧告とその改定の経緯

並びに改訂勧告の今日的な意義について考察する。 

 

２．改訂の経緯と普及 

(1) 旧勧告制定時の日本政府の態度と学術界の期

待 

1974 年 11 月の UNESCO 第 18 回総会で「科学

研究者の地位に関する勧告(旧勧告)」が賛成 82，

反対 0、棄権 4 の圧倒的な支持のもとで可決・採

択された。旧勧告は、科学研究者の倫理綱領なら

びに権利章典としての特徴を有した。日本政府は

最終的には勧告の採決に賛成したが、審議の過程

では消極的・否定的な立場に終始した 1）。 

注 1)『科学者の権利と地位』（日本科学者会議

編；水曜社、1995、p.3～18、芦田俊夫） 

日本学術会議は、草案の段階から積極的にユネ

スコや国内関係機関に働きかけた。1974 年の第

65 回総会で「科学研究者の地位に関する国際勧

告について」（声明）で、「科学者の義務と責任を

明らかにし、その正当な地位を保障しようとする

趣旨」を高く評価しユネスコ総会での採択を期待

した。さらに、1975 年の第 68 回総会において

「『科学研究者の地位に関する勧告』の我が国に

おける実現についての要望」を内閣総理大臣はじ

め関係大臣や省庁あてに発出し、政府に周知徹底

と速やかな実現を求めた。 

 ＪＳＡは、1974 年の定期大会において「ユネ

スコにおける『科学研究者の地位に関する国際勧

告』の採択と勧告内容の実現を政府に要求する決

議」を採択、署名をユネスコ国内委員会に提出し

た。勧告の日本語訳は、外務省、学術会議から公

表されたが、ＪＳＡは、独自に翻訳版を公表し普

及に貢献した。多くの研究機関で実態と勧告を比

較調査する点検運動が行われ、研究職場における

権利闘争の重要な指針となった。 

(2) 改定勧告制定における政府・学術界の反応 

 改訂勧告の検討に当たり、ユネスコ事務局は、

各国政府や関係機関に資料や意見の提出を求めた。

ＪＳＡは、2007 年の全国大会に提出された報告

文書「研究者の権利・地位宣言，倫理綱領」2)の

英訳を提出した。筆者が検索した限りでは、政府

や学術会議、学術団体からの働きかけなどは、見

当たらなかった。 

注 2)日本語原文と英訳は、ＪＳＡのＨＰ参照、

制定過程は、「ＪＳＡ『研究者の権利・地位宣

言/倫理綱領』制定活動の検証と意見」髙木秀

男（福井の科学者 2022年 5月号）に詳しい。 

(3) 改訂勧告の普及 

 改訂勧告の採択・実現や普及に関して、日本政

府は文科省仮訳を公表したが、採択はしていない。

学術会議も旧勧告採択時のような積極的な姿勢を

示さなかった。 

 ＪＳＡ科学者の権利問題委員会は、22 総学

（2018 年、沖縄）、23 総学(2020 年、東京、オン

ライン開催)において、改訂勧告の要点と意義に

ついて報告した。２ 回の分科会の成果は、「日本

の科学者」Vol.56,No.５（2021 年５月号）特集

「今、改めて研究者の権利・倫理・研究不正問題

を考える」としてまとめられた。さらに、同特集

の筆者論文を一般向けにまとめ直して、2021 年
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６月８日付しんぶん赤旗に掲載された。  

 

３．改訂勧告と学問の自由 

 「第４章 推奨される科学研究者の責任と権利」

の項で、「学問の自由」と「独立した判断に対す

る不当な影響からの保護」を要求している。菅政

権は、2020年10月に改選される学術会議会員105

名のうち、人文・社会科学系６名の任命を合理的

な理由なく拒否した。この政府の行為は、学術会

議法に反するばかりでなく、憲法が定める学問の

自由を侵害するとして、全国の学者・研究者、学

協会から厳しく批判された。政府の行為は、改訂

勧告の国際的合意にも反するもので、厳しく批判

されなければならないと同時に、違法状態の速や

かな回復が望まれる。 

 

４．Dual Use、軍事研究の課題 

(1) 改訂勧告の Dual useに対する姿勢 

 さらに、同章で注目すべきは、「科学技術の発

展が人類の福祉、尊厳及び人権を損なう場合、又

は軍民両用（Dual use）に当たる場合には、科学

研究者は良心に従って当該事業から身を引く権利

と、その懸念について自由に意見を表明し、報告

する権利及び責任を有する」と明記した点である。

さらに、加盟国に対し「（科学研究者の）責任の

遂行及び公使を容易にし、並びに懲罰から保護す

ることを確保する」よう求めた。  

 

(2) 経済安保法と改定勧告 

 2022 年５月に「経済施策を一体的に講ずるこ

とによる安全保障の確保の推進に関する法律」

（経済安保法）が成立した。①重要物資の安定的

な供給の確保、②基幹インフラ役務の安定的な提

供の確保、③先端的な重要技術の開発支援、④特

許出願の非公開が４本柱となっている。ここでは、

③と④について改訂勧告との関係に絞って論じる。 

・特定重要技術と改訂勧告 

 先端的な重要技術「特定重要技術」として指

定されたのは、バイオ技術、宇宙関連技術など

20 項目が選定されたが、これらはいずれも「米

国重要・振興技術(ＣＥＴ)国家戦力」2020 の引

き写しと言われる。このための研究開発予算とし

て 5000 億円の基金が予定されている。経済安保

法による軍事研究は、研究資金の出所という「入

り口」での判断が不可能となる。研究者が軍事研

究に取り込まれるハードルが低くなると同時に、

一旦入り込んだら守秘義務と監視対象となり、が

んじがらめとなる恐れがあると指摘されている 3)。 

注 3)大学フォーラム第４回研究会、井原聡氏報

告（2022.8.29.） 

 井原聡氏は、経済安保法衆議院内閣委員会にお

ける参考人意見陳述において「改訂勧告に『軍民

両用』に当たる場合には、科学研究者は、良心に

従って当該事業から身を引く権利を有しこれらの

懸念について自由に意見を表明し、報告する権利

及び責任を有する」と規定されるが、「特定重要

技術に関わる研究者は、この権利と責任を放棄し

なければならない」と、同法が国際的な合意に反

することに重大な懸念を表明した 4)。 

注 4）令和４年３月 31 日 衆議院内閣委員会議事

速報（未定稿）。 

・秘密特許と改訂勧告 

 経済安保法では、「安全を損なう事態を生ずる

おそれが大きい発明」は非公開とされ、罰則付き

の守秘義務が課されるため、発明内容の公開は著

しく制限される。小林担当大臣（当時）は、「こ

の制度により、日米防衛特許協定の片務的関係

（米国特許非公開制度）が双務的となり、日米や

関係国との防衛技術情報を共有可能とした」と、

法の目的を語っている（衆院内閣委員会・

2020.3.29）。改訂勧告は、「成果を公表し、又は

伝達する権利を制限する場合には、最小限とし、

科学研究者が異議を申し立てることができる仕組

みとしての手続を明確にする」ことを定めている。 

 

５．まとめ 

 国際的な基準であるユネスコ改訂勧告を広く普

及することは、ＪＳＡの責務である。科学者の権

利問題委員会において、わかりやすい日本語訳を

求める意見もあり、検討課題である。 
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Ｅ２-２  組織的な研究不正を防ぐための学術体制の構築に向けて 

－事例研究を利用した効果的な研究倫理教育－ 

 

原田 英美子、Harada Emiko（滋賀県立大学） 

 

１．はじめに 

 これまで筆者は、研究不正を防ぐためには知識

と技術の取得が重要だと考え、道徳教育にとどま

らない研究倫理教育プログラムの立案を行なって

きた。効果的な研究倫理教育の手法として、事例

研究が挙げられる。事例研究はケーススタディと

も呼ばれており、実際に起こった出来事を手がか

りに詳細を追究していく手法である 1)。研究不正

問題は、それぞれの事例に特有の事情・要因があ

るが、個別のケースを詳しく調べて総括すること

により、全体を理解することにつながると考えら

れる。 

筆者は、サントリー生物有機科学研究所（現・

サントリー生命科学財団）に博士研究員として在

職していた時期（2006 年 12 月～2008年３月）に、

自分に与えられた研究テーマの基盤となる論文 2) 

に不自然なデータがあることに気が付いた。退職

して別の研究機関に移動した後に、出版元である

The Plant Journal 編集部宛に告発文を送った経験

がある。 

 

２．不正が行われた論文  

筆者が博士研究員として着任して与えられた研

究テーマは、2006 年にこの研究所で発表された

論文 2)を基に、さらに研究を進めるというもので

あった。筆頭著者は、この業績が評価されて博士

研究員を雇用できることになり、採用されたのが

筆者である。 

この論文は、植物の鉄取り込み機構に関する研

究報告である。トウモロコシ由来の既知のトラン

スポーター（物質を輸送するタンパク質）

ZmYS1 は、鉄３価ムギネ酸錯体と、鉄２価ニコ

チアナミン錯体の両方を輸送する。一方、本論文

で報告している、オオムギ由来のトランスポータ

ーHvYS1 は、鉄３価ムギネ酸錯体は輸送するが、

鉄２価ニコチアナミン錯体は輸送しなかった。

ZmYS1 と HvYS1 は相同性が高いが、基質特異性

が異なることが、この論文が評価された主な成果

であった。筆者は、ZmYS1と HvYS1の基質特異

性を決定する配列を明らかにするというテーマを

与えられた。 

 

３．不正に気付いた経緯 

筆者は研究を進める過程で、複数の不自然な点

に気が付いた。その一部を列挙する。 

1) 酵母の相補実験のデータの図（Figure ６）は 

原図の写真の画像を画像処理ソフトで切り貼

りして作られている。原図を見る限り、基質

選択性は見られない。 

2) ZmYS1 遺伝子が、HvYS1 やコントロール（空

ベクター）とは異なるベクターにクローニン

グされていた。このベクターの加工により、

正しいベクターより酵母細胞の生育が早くな

り、基質選択性を改ざんすることができる。 

3) 発現ベクターにクローニングされている

HvYS1 遺伝子には、複数個所の変異が入って

いる。 

4) 文献に書かれた培地の条件では、相補実験が 

成立しない。 

5) 酵母の培地中の鉄の濃度が、実験ノート等に

記載された元データと論文で異なる。 

 

筆頭著者である上司 M 氏にも確認を行うため

に複数回話をしたが、いずれも不可解な回答が返

ってきた。例として、3)の発現ベクターの塩基配

列の変異に関して質問した際のやりとりを記載す

る。オオムギの遺伝子 HvYS1 が、クローニング

されたベクターと称する試料の入ったエッペンド
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ルフチューブ（分子生物学実験で利用される小型

の容器）は、２本渡されており、その相違点や、

どちらを実際に実験に使ったものかという説明は

なかった。この２試料ともシークエンス（遺伝子

配列）を解析したところ、４か所の変異が入って

おり、論文に記載されたものとは配列が異なって

いた。  

原田：（１本目のチューブを見せて）これが Plant 

Journalの論文の実験に使ったサンプルですか？ 

M氏：そうですよ。 

原田：（シークエンスの結果を見せて）このベク

ターにはミューテーション（変異）が入って

いますね。 

M氏：あっ、違った。もう一方の方だった。 

原田：そうですか。こちらの配列も違っていま

すね（シークエンス配列を示す）。  

M 氏：その２本とも配列が違うのは最初から分

かっていた。正しいベクターは構築し直した

が、大掃除の時にゴミと間違えて捨てた。だ

から、再構築してちょうだい。 

 

研究所を退職する際に、研究所の上層部には、

データを示して論文の不正に関して説明したが、

対応されることはなかった。 

 

３．ジャーナルに送った告発文と回答 

筆者は、The Plant Journal 誌に合計３回申立書

を送っている。１回目は、2008 年 11 月で、テキ

ストがＡ４で６ページ、13 の図を含むものであ

った。１か月後に編集部から「長いので１ページ

から２ページ程度にまで短くしてください」とい

う簡単な回答が返ってきた。指示どおり、論文の

結論に直接関連する酵母の相補実験の図を中心に

して短縮し、テキスト１枚、２図として 2009 年

１月に再度送付した。この回答は４か月後に送ら

れてきた。「疑義があった点について著者に問い

合わせたところ回答が戻ってきました。添付しま

す。編集長は、これは研究不正ではないと結論し

ました。しかし、鉄の濃度は誤りなので訂正

（Correction）を出してもらいます。結論が異な

っていると思うなら自分で実験してください」と

書かれていた。この後さらに、2012年 1月に申立

書を送っている。これは、背景のコントラストを

変えることにより、画像の切り貼りによる改ざん

を検出する技術があることを知ったからである。

この回答は、「前に出した結論に変更はありませ

ん」というものであった。この３編の告発文に関

しては、学会で口頭発表するとともに、筆者の

Researchmap で全文を公開している 3）。 

 

４． まとめ 

近年日本では、論文数やインパクトファクター

など数値指標（メトリクス）を研究評価で重視し、

「選択と集中」を進めて、ごく一部の限られた大

学・組織に手厚く資金を配分している。このこと

は、日本の科学を劣化させている一つの要因であ

るとして、しばしば批判の対象となっている。ま

た、少しでも研究者としての数値指標を良くした

いという意識は，ミスコンダクトの動機として作

用することも指摘されている 4）。筆者が公開した

資料は、実験的に得られた結果に基づかない論文

が掲載されているジャーナルが現実に存在してい

ることを示している。研究評価におけるメトリク

スの意義を論じる事例研究に利用可能であると考

えられる。 

 

５．引用文献 

1) https://www.weblio.jp/content/事例研究． 

2) Yoshiko Murata, Jian Feng Ma, Naoki Yamaji, Daisei 

Ueno, Kyosuke Nomoto, Takashi Iwashita. A 

specific transporter for iron(III)-phytosiderophore in 

barley roots. (2006) Plant J., 46(4): 563-572.  

3) 原田英美子「研究倫理教育における ケースス

タディの重要性」第39回日本植物バイオテク

ノロジー学会，2022年9月13日，大阪公立大

学，堺市。 https://researchmap.jp/7000024000/

    presentations/  39926022．

  4)

 

田中智之（2018）「研究公正を目指す取り組み

現状と新しい動き」『薬学雑誌』138(4):

 

477-

486.  
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Ｅ２-３    我が国における研究不正等の概観（2013年） 

 

菊地 重秋、Kikuchi Shigeaki（東京支部・個人会員） 

 

1．はじめに 

 近年の我が国の研究不正（捏造、偽造、盗用）

の発覚件数は、手許の資料では、2012年の26件、

2013年の9件のあとは、毎年20件前後で推移して

いる。文部科学省や機関側の対策にもかかわらず

高止まりしている。 

 文科省は、2021年８月20日付け「研究活動にお

ける不正行為の防止の徹底について（通知）」

で、特定の（指導的立場の）研究者が、長期間に

わたり多くの論文等で不正を行なっていた事例に

注目して、対策徹底を要請した。次いで2022年５

月９日付け「研究活動における不正行為等の防止

の徹底について（通知）」で、二重投稿・自己盗

用やギフト・オーサーシップの認定が増えている

こと等を指摘し、対策徹底を改めて要請した。 

 本報告は、拙稿（文献１）に基づくもので、手

許に記事などがある2013年の179件（表１）のう

ち、重大な研究不正の事例（表２）を中心に概観

し、対策を考える際の参考資料としたい。 

 

表１．研究不正等の事例件数（2013年） 

研究不正等の種類 件数 割合（％） 

捏造・偽造・盗用 9 5.0 

その他の研究不正 8 4.5 

アカハラ 21 11.7 

セクハラ 20 11.2 

研究費不正 15 8.4 

その他 125 69.8 

合計 179 100 

 

２．重大な研究不正の事例 

(1)事例１は、第 57回日本応用動物昆虫学会大

会・小集会（テーマ：科学者の良心を考える）

の講演で、ＫＨが自らの盗用被害を紹介し、学 

会倫理規程の制定などを訴えた事例である。 

(2)事例２は、紀要論文での盗用が判明したため

に副学長・教授が解職された事例である。 

(3)事例３は、盗用の被害者が、出版社と加害者

の特命教授に抗議した結果、問題の著作が絶版

となり、加害者が諭旨解雇された事例である。 

(4)事例４は、被害者の訴えで盗用が発覚したた

めに准教授が懲戒解雇された事例である。 

(5)事例５は、臨床試験（治験）支援会社のＳＳ

Ｉ社（サイトサポート・インスティテュート）

が、治験データ改ざんを認めたため、小林製薬

がＳＳＩ社に補償を求めた事例である。 

(6)事例６は、防衛医科大学校の講師ＭＴが、研

究不正のため停職 11日となった事例である。 

(7)事例７は、ロンドン大学のタイモン・スクリ

ーチ教授が、展覧会「視覚革命 異国と出会っ

た江戸絵画」を主催する九州国立博物館に対し

て、「視覚革命」が自分の著書からの盗用と主

張して、博物館に謝罪等を求めた事例である。 

(8)事例８は、博士論文に多数の盗用があったた

め、早稲田大学が博士の学位の授与を初めて取

り消した事例である。 

(9)事例９は、指導する大学院生の論文を盗用し

た教授が、停職１年となった事例である。被害

者は、加害者を著作権法違反の容疑で告訴した

が、地検は不起訴処分を繰り返した。 

 

３．まとめに代えて 

 文部科学省は対策に以下を追加すべきである。 

(1)研究不正疑惑について大学などの機関が調査

する時、研究不正が認定されたか否かにかかわ

らず、調査報告書を原則として公表すること、

および研究不正の動機・目的を調査すること

も、文部科学省は機関側に要請すべきである。 
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(2)アカハラは、ＮＰＯ法人アカデミック・ハラ

スメントをなくすネットワークへの新規相談が

年300件以上と多く、深刻な場合もあるので、

研究不正の一つとして明確に位置付けるべきで

ある。文部科学省は、大学のハラスメント相談

体制について、「学生」が被害を第三者に相談

できる窓口を設置しているかどうかの全国調査

（2021年秋）に初めて取り組むというが、「研

究者」についても、同様に全国調査するべきで

ある。 

 

 

表２．重大な研究不正（捏造・偽造・盗用）の事例（2013年） 

番
号 

不正の時
期 

不正行為者の
所属機関 

不正行為者の
職位など 

不正行為の
種類 

処分など 

1 

2009年 11
月 

（1）九州沖縄
農研、（2）香
川大学、（3）
京都大学 

（1）研究員 SM
（38）、（2）助
教 GK（ 38）、
（ 3）教授 TJ
（54） 

盗用疑惑、
オーサーシ
ップ不正 

抗議を受けて京都大学プレスリ
リースを修正、被害者 KHが日本
応用動物昆虫学会の小集会で講

演、年齢は推定 

2 
2011年 12

月 
広島女学院大
学・国際教養

学部 

副学長・教
授・IM（53、

女） 

盗用 論文撤回、解職（職員降格）・
研究助成金返還など、依願退

職、年齢は推定 

3 
2011年 12

月 
山口大学・大
学院・経済学

研究科 

特命教授 HM
（59、男） 

盗用 著作絶版（回収・破棄）、諭旨
解雇 

4 
2006年 2

月 
会津大学・短
期大学部 

准教授 OK
（39、男） 

盗用 論文撤回、懲戒解雇 

5 

2010～11
年 

千本病院、SSI
社 

内科部長
（43）、院長
（45）、SSI社

員 

改ざん 市販薬製造販売の申請取り下
げ、損害賠償など請求 

6 
2012年 防衛医科大学

校 
講師 MT（63） 捏造、改ざ

ん 
停職 11日、論文撤回などは不明 

7 
2013年 7
～9月 

九州国立博物
館 

―― 盗用疑惑 謝罪など要求（結果は不明） 

8 
2010年 9

月 
早稲田大学・
大学院・公共
経営研究科 

大学院生 YY
（42、女、中

国籍） 

盗用 博士授与の取り消し、著書の修
正は不明、年齢は推定 

9 

2010年 金沢大学・人
間社会研究
域・人間科学

系 

教授（60代、
男） 

盗用、オー
サーシップ

不正 

停職 1年、論文の修正または撤
回は不明、著作権法違反の容疑

は不起訴 

 

引用・参考文献 

1) 菊地重秋「我が国における研究不正（ミスコ

ンダクト）等の概観——新聞報道記事から（その

12）——」『埼玉学園大学紀要 人間学部篇』第

21号、383-396（2021）。 

http://id.nii.ac.jp/1354/00001428/. 

2) 文部科学省「研究活動における不正行為の防

止の徹底について（通知）」2021年８月20日。 

https://www.mext.go.jp/content/20210820-

mxt_kiban02-100000300_2.pdf. 

3) 文部科学省「研究活動における不正行為等の

防止の徹底について(通知)」2022年５月９日。 

https://www.mext.go.jp/content/20220509-

mxt_kibanken01-1374697_0.pdf. 
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Ｅ２-４   YouTube の再生回数が 4,000回を超えた研究不正 

シンポジウム（2021.11.29） 

大村泉、Omura Izumi  (宮城支部)・高橋禮二郎、Takahashi Reijiro(宮城支部)・  

   重松公司、Shigematsu Koji（岩手支部) 

 

１．はじめに 

 報告者らは、ＪＳＡ研究基金の研究助成

を得て、2021 年 11 月 29 日、シンポジウム

「深く広がる日本の研究不正 ---『競争的

環境』が生み出す没個性のお粗末な不正」

を開催した。話題になったのは「井上明久東

北大学元総長の研究不正」、「教育学系学術

論文にみられる多重投稿・自己盗用」、「フリ

ージャーナリストの記事の大学教員による

盗用問題」だ。シンポジウム後、3 講演を

YouTube で公表したところ、再生回数は現

在（2022 年 9 月 26 日）総計 4683 回に達し

た。再生回数は続伸中で本報告時には 5000

回を超える可能性が濃厚だ。本報告ではシ

ンポジウム報告の概要紹介をした後、再生

回数続伸の理由を三井隆弘の報告を参考に

して考える。 

２．シンポジウム概要 

 第１講演は、2人の東北大学名誉教授、

齋藤文良及び矢野雅文の「名誉回復と不正

を繰り返さないために、今、東北大学がや

るべきこと」であった。2016 年 12 月に東

北大学は井上明久元総長の明白な研究不正

を認定しなかった。2017 年に当該論文を

掲載した日本金属学会欧文誌編集委員会

は、東北大学の本調査委員会の報告を追認

する声明を発出した。しかし、2019年に

同学会欧文誌編集委員会は、同学会元会長

ら６名の要請を承け、2017年の同編集委

員会の追認声明を取り消し、同学会の「事

業に係るミスコンダクト対応規程」に基づ

き、元総長論文のミスコンダクトを認定

し、当該論文を含む 3報の論文撤回を公告

した。2021 年春には井上の当該研究が実

施された東北大学金属材料研究所教授会

が、新たなミスコンダクト認定を承け、公

式 HP で研究不正を二度と繰り返さないと

いう強い意志を宣言した。2 人の講演者

は、一連の経緯に深く立ち入り、東北大学

がいまなすべきことは日本金属学会の先例

に倣い、2016 年の決定を取り消し、井上

の研究不正認定を行い、研究不正の再発を

見逃さない、許さないことを宣言すること

に尽きると述べた。 

第２講演は、岩手大学准教授三井隆弘の

「教育学系学術論文に見られる多重投稿・

自己盗用」だった。三井は、重松論文

(『日本の科学者』,Vol.56,No.5)を引用し

て、全国の教員養成学部・教職大学院で発

行されている学術雑誌所収論文で最近しば

しば指摘される多重投稿・自己盗用（二重

投稿）を類型化し背景を解明した。以前、

齋藤と矢野が井上の二重投稿を批判し大き

な話題となったことがある(『金属』

Vol.86,No.5(2016),p.445-450)。二人が指摘

した井上の二重投稿の類型と三井が明らか

にした類型に酷似することが多数あり、こ

うした問題投稿をする関係機関の研究者の

数と広がりに驚かされた。三井が「着想と

結果の盗用が疑われる紀要論文に遭遇」
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し、当該大学に通報すると、回答で、通報

者は｢報告書｣との関係で｢盗用｣を指摘する

が、論文著者は「Web サイトの調査結果を

整理」したもので、｢盗用には該当しない｣

と返答したという。呆れるほかない回答だ

(論文、類型、回答は下線部分クリック)。 

第３講演は、ジャーナリスト三宅勝久の

「ジャーナリストの著作を研究者が“盗

用”しても不問なのか？中京大と大内教授

の詭弁」であった。三宅は大内裕和（中京

大学教授・当時、現武蔵大学教授）による

三宅の著作物からの盗用問題を詳細に取り

上げた。三宅が問題の発覚した直後に説明

を求めたところ、大内は「盗用・剽窃では

ないとして非を認めることを拒否」した。

三宅は研究倫理違反であるとして、当時大

内が在職していた中京大学に告発したが、

同大学予備調査委員会は「本調査不要とし

て告発を門前払いした」という。三宅の一

番の驚きは、大内の行為が「ジャーナリス

トの世界では一瞬にして信用を失うような

露骨な盗用・剽窃」であるにも拘わらず、

「学者の世界で不問にされている実態を目

の当たりにすることとなった」ところにあ

る。三宅の大内追及は続いている。 

３．You Tube の再生回数続伸の理由 

 大手マスコミによる報道が皆無というな

か、YouTube の視聴者の関心は大きい。なか

でも三井講演への関心は群を抜いている。

この関心の高さにはいくつかの伏線がある。 

第 1 は、重松が前掲稿で教員養成学部・教

職大学院での「研究不正とその背景」を詳

しく論じ、これまでトップダウン型あるい

はボトムアップ型という、個々の研究者を

起点にした「研究不正」とは異なる教員養成

学部・教職大学院での組織的・構造的ともい

うべき研究不正(多重投稿)の類型化を行い

ＪＳＡの会員を中心に関心が広まっていた

ことである。第２は、三井が重松を補完す

る形で勤務先の事例をも交えシンポジウム

講演の一部をＪＳＡ東北地区シンポジウム

(2021.10.9)で紹介し出席者に衝撃を与え

ていたことが挙げられる(詳細は三井報告)。 

第３は、三宅が自身のニュースブログ「ス

ギナミジャーナル」で、三井の事例とは別

の、岩手大学准教授論文に共同通信論説記

事と「酷似する部分があることが発覚し」、

論文が大学のレポジトリから「削除された」

ことを報じたことだ。三宅が削除理由を准

教授に確認したところ共同通信社から指摘

を受け、事実を認め謝罪した結果であった

という。三宅は回答からは、削除が個人的な

ものか、大学の指示によるかが不明で、大学

に確認したところ無回答 であったという

(https://miyakekatuhisa.com/:2022 年２月 17

日;22 日)。３月３日付ブログでは、大学から

研究不正調査を行うという連絡を受けたこ

と、９月５日付ブログでは、大学が准教授を

研究論文における「不適切な流用(剽窃)」

によって「厳重注意」した連絡を受けたこ

とが明らかにされている。しかし、三宅によ

れば、これらの連絡によっても、レポジト

リからの削除理由は不明で、そもそも調査

委員会の報告が開示されておらず「剽窃」

という行為が「特定不正行為」に該当しな

い理由が判然としない。このような伏線が

一方にあり、三井報告は大手マスコミの報

道がないなかで、ＪＳＡ会員以外を含む多

数の視聴者の関心を引いたと思われる。推

移を今後も注視したい。
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Ｅ２-５      教員養成学部における研究不正の You Tube 公開とその後 

 

三井 隆弘、Mitsui Takahiro（岩手大学） 

 

１．はじめに 

 演者は、2021年 11月 29日東北大学で開かれた

シンポジウムで「教育学系学術論文にみられる多

重投稿と自己盗用」という演題で発表した。その

模様は You tube にアップロードされ、2022 年９

月 18日の時点で、再生回数が 4,000回を超えてい

る。当初 200回が目標であったので、反響の大き

さに驚き、また、視聴してくださった方々に感謝

を申し上げる。おそらく教育学関係者が視聴者の

大半であると察するが、これまでのところ、抗議

は来ていない。 

 本動画には、アップロードしなかったものの、

2021 年 10 月に開かれたＪＳＡ東北支部会で発表

した事例が、岩手大学研究倫理委員会で審議され

たので、その経過と結果を報告する。 

まずは、盗用元と盗用先の比較から。 

（原文）古口健二『共同通信』2021 年２月５日. 

社会防衛第一の感染者排除から人権尊重に転換し

た感染症法の精神を再確認し、今回の改正により

人権侵害が広がらないよう政府は注意を怠るべき

ではない。疑問、懸念はまだある。法律違反の有

無や保健所調査を拒む「正当な理由」は誰が確認

するのか。刑事罰削除で警察の直接関与は想定さ

れなくなった。既にパンク状態の知事や保健所に、

さらに行政罰の調査、執行まで担わせるのは感染

対策上、本末転倒ではないか。経済的理由で時短

営業に応じられない人、家族の介護や育児のため

入院できない感染者に協力を求めるには、財政支

援、医療体制強化、介護・育児支援で協力しやす

い環境を整える方が強制力より有効ではないか。

特措法改正案は事業者支援を国や自治体に義務付

けたがなお不十分だ。私権制限を強める以上、現

状では実施していない損失額に応じた補償が必要

との声も根強い。政府は実現可能性を追求すべき

だ。 

（盗用先）『岩手大学文化論叢』第 10 輯 2021 年

２月政府は，ハンセン病の教訓から社会防衛第一

の感染者排除から人権尊重に転換した感染症法の

精神を再確認し，今回の特措法および感染症法改

正により人権侵害が広がらないよう注意を怠るべ

きではない。また，法律違反の有無や保健所調査

を拒む「正当な理由」は誰が確認するのだろうか。

刑事罰が科されるわけではないので警察が直接関

与することは想定されない。とするならば，既に

感染者の行動追跡調査などで限界を超えている保

健所などの行政機関に行政罰の調査，執行まで担

わせるのは感染対策上，本末転倒である。さらに，

営業の自粛など，私権制限を強める以上，現状で

は実施していない損失額に応じた補償が必要との

声も根強い。政府は実現可能性を追求すべきだろ

う。 

(注：下線はほぼ一致の箇所) 

 

２．大学の審査 

 ジャーナリストの三宅勝久氏が、２月 17 日に

共同通信の記事に酷似していることと、リポジト

リから削除されていることを大学に問い合わせた

ことを契機に、以下のことが明らかになった。

2022 年１月下旬に共同通信社から、大学と著者

に問い合わせがあった。２月９日に、本人からの

希望で、岩手大学図書館のリポジトリから削除さ

れた。これらを契機に、３月上旬から、研究倫理

委員会での調査が決まった。９月２日付のホーム

ページで「お知らせ」として、以下の結果を発表

した。 

「このたび、本学教員が執筆した論文に、研究者

以外の者が執筆・公表した文章を引用元を明記す

るなどの適切な表示なく流用していたことから、

研究活動において不適切な流用（剽窃）があった
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として、国立大学法人岩手大学職員就業規則に基

づき、当該教員に対して厳重注意を行いました」 

審査内容を開示していないので、詳細に判断 

することはできないが、この「お知らせ」自体

が、かなり無理があり、お決まりの研究不正の隠

ぺいであると思われる。その理由を、以下に説明

する。 

第１に、新聞の社説が、「研究者以外の者が執

筆・公表した文章」なのか？新聞記者は、自ら取

材をし、記事を発表している。記者の政治学、ル

ポルタージュ、環境問題、歴史研究などなどの記

事や著書は、そのまま研究資料として用いられる

こともある研究の成果である。もっと言えば、卒

論・修論、俳句、小説、歌詞、写真、詰将棋、料

理のレシピ、プログラミングなどなども立派な研

究の成果であり、無断で流用してはいけない。 

第２に、「不適切な流用（剽窃）」を認めなが

ら、特定不正行為の盗用の判断をしていない。厳

重注意は、岩手大学就業規則 46条にある懲戒に

当たらない「これから気つけろよ」程度であり、

他大学での盗用の処分と比較し大甘である。ここ

で、岩手大学懲戒処分標準例 6 (3)にある盗用の

定義を引用する。 

「他の研究者のアイデア、分析・解析手法、デー

タ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了

解若しくは適切な表示なく流用した職員は、懲戒

解雇、諭旨退職、停職、 減給又は戒告とする。」 

冒頭に「他の研究者」とある。岩手大学の「お

知らせ」には、「研究者以外の者が執筆・公表し

た文章」とある。したがって、「不適切な流用で

剽窃だけど、新聞記者は研究者以外なので、特定

不正行為の盗用には当たらず、口頭で注意してお

きましたよ」と解することができる。発表者の所

属先の文書であるが、恥ずかしくなるような詭弁

である。岩手大学のアドミッションポリシーに掲

げる「真理の探究や課題の解決に向けて主体的に

取り組む姿勢」は、微塵も感じられない。 

 もう一つ、本事案のプロセスで、岩手大学は重

大なルール違反を犯した。前述した２月９日の

「リポジトリからのこっそり論文削除」である。

論文にはそれぞれ doiという番号が付けられてお

り、これは半永久的に使用される。もし、論文に

不備が見つかり、取り下げたい場合でも、その理

由を記載し、これまでの論文は、閲覧可能な状態

にしなければならない。Retracted と透かしで示

された撤回論文をご覧になられた方も多いだろ

う。 

 以上の経緯は、スギナミジャーナルに詳しく掲

載されている。 (https://miyakekatuhisa.com/) 

 

３．今後の展開の予想 

 この予稿集を書いている９月 18日の段階で

は、岩手大学はどこまでも隠ぺいを続けると思わ

れる。本件以外にも、筆者の You Tube によっ

て、岩手大学教育学部に大量の研究不正があるこ

とが明らかにされたからである。これらは、個人

レベルでなされているものでなく、教員免許制度

と教職大学院という制度によって起こる組織的・

業界ぐるみの不正であることは、重松論文と筆者

の発表でも指摘した。 

くわえて、当該者の所属先が審査をする日本の

研究不正審査の体制そのものの構造的欠陥である

ことは、国内だけでなく、Nature や Science など

の世界的な科学雑誌でも指摘されている。 

 最後に、大手マスコミの「報道しない自由」に

も触れたい。マスコミは、教員のわいせつ、パワ

ハラ、飲酒運転、横領はすぐにでも記事にする。

一方で研究不正が、大学・研究所によって、隠ぺ

いされていることには触れない。おかしな奴はた

たくけど、組織ぐるみの不正には沈黙である。こ

の傾向は、大手マスコミが報道しなかった自民党

と統一教会との関係にも通じる。マスメディアの

価値がないのである。毎日新聞は、ハゲタカジャ

ーナル、スキル商法、査読偽装には、「科学を破

壊する行為」と一面でかみつきながら、研究不正

を隠ぺいする大学・研究所には沈黙している。毎

日新聞は、何に対して、研究公正を振りかざして

いるのか、理解に苦しむ。 

研究不正大国・日本の今日の現状は、社会全体

の自浄能力のなさの傍証ではないか。 
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Ｅ２-６  東北大学の総長裁量経費と井上総長時代の役員報酬の異常性 

 

大場  哲彦、Ohba Tetsuhiko（東北大、宮城支部）・大村  泉、Omura Izumi（宮城支部）・  

高橋  禮二郎、Takahashi Reijiro（宮城支部） 

 

1．はじめに 

 東北大学では、他大学には例を見ない巨額の総

長裁量経費を運用している（図１）。この巨額の

総長裁量経費を背景として、総長の独裁、部局支

配、学内民主主義の破壊等が進行してきた。とく

に、井上総長／北村副学長の時代（2010〜2015、

H18〜H23）には、この傾向が特に顕著に現れた。

筆者らは、最近、給与公表で公開されている役員

の報酬を、いくつかの大学について詳細に比較す

ることで、この井上／北村時代に異常な高額報酬

が、総長や理事に支払われていたことに気付いた。 

  本報告では、東北大学の総長裁量経費の異常性

を外観したあとで、井上／北村時代の異常な役員

報酬について詳述する。 

 

２．東北大の総長裁量経費の異常性 

 図１に、東北大の総長裁量経費収入の年度推移

を示す。これらは、部局長連絡会議等の議事資料

が学内に公開されている H19 年以降のデータをま

とめている。H16 年の法人化直後は、30 億円レベ

ルであったが、今年度の R4 年度予算では、総額

で 110 億円の予算が計上されている。収入のうち

最も多額なのは外部資金で、これは科研費等の間

接経費を取得した部局と本部で折半し、本部分の

全額を総長裁量経費に組み入れているためである。 

 

図 1. 東北大の総長裁量経費予算(収入)の年度推移 

(1) 他大学との比較 

  ７大学の近年の実績報告書（毎年文科省に提出

する「〇〇年度の業務の実績に関する報告書」）

に総長裁量経費の金額についての記載があるのは、

京大と阪大のみである。京大は H28: 5.2 億円、

H29: 2.5億円、H30: 3億円、阪大は H30: 27億円、

R1: 31 億円との記載がある。その他の大学は、実

績報告書等の公表文書では、総長裁量経費予算額

についての記載を見付けることはできないが、た

とえば、東大の場合、「東大 総長裁量経費」で検

索すると、7億円や 7.5億円の金額が引っかかる。

東北大の次に総長裁量経費予算規模の大きな阪大

でさえ、東北大の半分以下であり、その他の大学

は 10億円以下であると思われる。東北大の総長裁

量経費がいかに異常であるかがわかる。 

(2) 文科省との関係 

  東北大は、法人化初期の第 1期中期目標期間中に

は、文科省に提出する実績報告書に総長裁量経費

の総額を記載していた。その金額は、H18: 27億円、

H19: 31 億円、H21: 38 億円などである。この金額

は図１のグラフでは、運営費交付金と外部資金の

和に対応し、前年度繰越金等その他の収入は除か

れた額が報告されていた。その後、H22〜H27 年

度までは、実績報告書から総長裁量経費の総額に

ついての記載は消えている。 

  文科省は、H27年度から各大学に配分する運営費

交付金の中に「学長裁量経費」という費目を新た

に設定した。これは、前年度の H26 年末の産業競

争力会議の提言「イノベーションの観点からの大

学改革の基本的な考え方」1）に沿って、「学内資

源再配分における学長のリーダーシップ強化を促

進する」ための具体化であった。東北大には、

H27 年度以降毎年 18.7 億円の学長裁量経費が配分

された。この学長裁量経費が配分された後の H28
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年度以降、実績報告書での総長裁量経費の総額に

ついての記載が、それも「国立大学最大規模の総

長裁量経費」という枕詞つきで復活する。そして

記載された金額は、H28: 63 億円、H29: 64 億円、

H30: 66億円、R1: 76億円、R2: 83億円であった。

図 1 の予算段階の金額と実績金額は若干異なるが、

外部資金と運営費交付金だけでは、これらの総額

には及ばないことは明らかで、第１期での実績報

告書の際の基準とは異なって、前年度繰越金等も

含む金額を記載するようになった。 

 

３．井上／北村時代の役員報酬の異常性 

  国立大学は、H16年の法人化以降「〇〇大学の役

職員の報酬・給与等について」（通称は給与公表）

を公開することが義務付けられ、法人の長の給

与・賞与や各種の手当が各大学の WEB で公開さ

れている。H19 年度以降は、すべての理事と監事

についても同様な金額が公表されている。 

(1) 学長（総長）の給与と賞与 

図２．いくつかの大学の学長（総長）の給与と賞与

の支給割合 

  図２に、総長の給与（本給）と賞与の支給割合

をプロットした。国立大学の学長の本給は、法人

化前は国家公務員指定職の俸給表が適用されてい

て、法人化後も基本的にそれが踏襲された形で各

大学の役員給与規程で決められている。それによ

ると、東大と京大以外の７大学は、現在の国家公

務員指定職俸給表で最高の８号俸（事務次官の号

俸）と同じ本給で、東大と京大は（国家公務員俸

給表には定義されていない）それよりもやや高い

本給、新潟大と東工大が７号俸、山形大は６号俸

となっている。図２(上)の総長の本給を見ると、

東北大は井上総長就任後３年目の H20 年から異常

な本給が支給され、井上退任の H23 まで続いてい

る。これは、学内ルールを勝手に変更して自らを

ユニバーシティプロフェッサーに就任させたこと
2⁾と関連があると推測される。 

  賞与の支給割合とは、本給月額に管理職加算な

どを加えて計算した期末特別手当基礎額に対し、

何か月分の賞与とするかを表す指標で、国家公務

員については、各年度の人事院勧告に基づき定め

られ、各大学法人は基本的にはその国家公務員の

値を用いている。ただし、各大学の役員給与規程

では、それを基礎として業績評価に基づき±10%程

度の増減が可能とされている。東北大では、それ

までは他大学と同じ±10%だったのを、井上総長初

年度の H19 年に±25%に変更した。図２(下)の支給

割合を見ると、ほとんどの大学が横並びで国家公

務員と同じ支給割合であるのに対し、井上就任以

降の H19 年以降の東北大では、顕著に高い支給割

合になっていて、それは井上の次の里見総長時代

まで続いている。通常、総長が自分自身について

の業績評価を客観的に行うことは困難であり、そ

のために他大学では、実質的に総長への業績評価

に基づく増減は行われていない。東北大でどのよ

うな仕組みでそれが行われたのか、また、理事や

北村副学長への高額報酬については、当日、報告

する。 

 

参考文献 

1) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/pdf 

/innovationkangaekata.pdf． 

2)  日野秀逸、大村泉、高橋 禮二郎、松井恵『研究

不正と国立大学法人化の影…東北大再生への提

言と前総長の罪…』社会評論社 、2012年。 
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Ｅ３-１     高等教育の政治化とどう向き合うべきか 

大学の特権と反権力の二面性 

 

佐々木 彈、Sasaki Dan（東京大学 The University of Tokyo） 

 

１．はじめに 

 科学が価値自由であるべきと同様に、大学を含

め学校が政治的に中立であるべきとの考えは、世

に広く共有されていよう。半面、学校は科学と異

なり、それ自体が組織であり機構である以上、畢

竟すれば大なり小なり「政治的」存在であるとも

見て取れる。 

 世界最古の大学と称されるアズハル大学は、明

示的にイスラム教学校であり、イスラム教徒であ

ることが入学の要件でもあった。中世欧州の典型

的な大学は、神学、法学、医学、哲学（神・法・

医「以外」の意）の 4学部を有し、これが謂わば

「官制順」即ちこの順で学界内における地位も固

定されていた。つまり基本的には神学校だったと

言ってもよい。これはなにも大学に限らず、初中

等学校にも宗教出自のものが多いことは、「寺子

屋」などの例に事欠かない。政教が明確に分離さ

れていなかった往時の政情に鑑みれば、宗教色は

不可避的に政治色を兼ねたと考えることもできよ

う。 

 現代なお、大学や幼稚園・保育園を含む私立学

校の多くが宗教系であることは、国内外同様であ

る。現代日本は政教分離の比較的厳格な国の一つ

であり、国公立学校には宗教を持ち込めないが、

政教分離を掲げる国でも比較的緩いところでは、

官立学校内に教会があったり、宗教的な行事を催

したりすることは珍しくない。実は日本でも、宗

教系の学校にも私学助成金つまり公費が投入され

ており、一般的な政教分離ほどには学教分離（？）

が厳格でないことが示唆される。 

 このように特定の学派や宗派(school)が集って

学校(school)を形成することは或る意味で自然な

ことであり、その正邪善悪を間然するまでもない。 

 学校の政治的中立性が問題になるのは、そのよ

うな自然発生的な教派色のことではなく、専ら国

家など大権力による上からの政治的介入に関して

である。我が国の例で言えば、初中等学校のいわ

ゆる愛国心教育や歴史教科書問題、大学・研究機

関における軍事研究・軍学共同などがこれに当る。 

２．民主的な教育・研究とは 

 研究・教育への政治介入を正当化する論理（詭

弁）の典型は、税金・公金が投入されている以上、

納税者国民の総意から独立であって良いはずが無

い、民意すなわち民主政治の意を汲んだ研究・教

育に勤しんでこそ公共性のある学校と言える、と

いうものである。 

 ここでの誤謬は、民主的とはどういうことか、

にある。公共の福祉という意味であれば、何も問

題は無い。科学研究や教育も然り、公共の福祉向

上のために行われるべきことは間違いない。しか

し政治的な意味での民主とは、得てして「多数決」

を指すことが少なくない。科学研究が多数決に与

すべきでないことは言うまでもない。皆が地面は

平らだと思っているから、では地球が丸いことは

発見できないし、鳥は飛べても人は飛べないと皆

が言っている、では飛行機の発明は叶わない。 

 現に、票取りゲームに長じた自公政権が歴史を

あらまほしく書き換えろ、と鶴（豚？猿？）の一

声を発するや、文科官僚は早速それに忖度して歴

史修正主義的な教科書検定を強行する。そういう

政権に票を投じた国民の自己責任だ、と言えばそ

れまでだが、票を投じたのは大人、偏向教科書検

定の被害者は若い学生・学童である。 

３．政権からの独立・中立と学問の自由 

斯く学校・大学とは、設置運営のための資源は

公助されるが、学問の内容については一定程度、

政権からの独立・中立性が認められるという、そ

れ自体特権的な存在と言える。この意味の特権は

一般に、公立初等学校において弱く、大学におい

て最も強い傾向にある。 
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 中世欧州大学以来、幾世紀にも亘り大学人たち

は、この特権を賢く活用し、大学を時の政権に抗

う言論の牙城として堅持してきた。反体制的な言

説が政権からの弾圧を免れ得る貴重な場の一つと

して、自由な言論のバランスを保つ役割を率先し

て担うことで、大学はその特権に見合う noblesse 

oblige を全うしてきたわけである。まさにそうし

てこそ、学問の自由が学界外の一般社会からも尊

重され、支持されてきたと考えられる。 

 かたや、学問の自由が不十分だと何が起こるか

は、公立の初中等学校を見ればわかる。時の政権

の恣意により教科内容が枉げられ、精神面でも国

旗や国歌などへの偶像崇拝が押し付けられ、実際

の教育現場を担う教員たちの学問的良心のほうが

相対的に劣後されてしまうことになる。 

 よく、大学人は政治的であることを許されるが、

公立初中等学校では政治色が許されない、的な説

明がなされることがあるが、字義的に忠実に見れ

ば事実は真逆であることがわかろう。学問の自由

とは時の政治に忖度せず学問的良心に正直である

こと、逆に学問の不自由（？）とは時の政治色へ

の迎合を強制されること、に他ならない。 

４．学問の「経済的徴兵」 

経済的徴兵という概念は先刻周知であろう。赤

紙で法的・行政的に強制する代りに、貧困青年た

ちを安いカネで釣って兵隊に志願させる政策のこ

とで、米国などが典型とされる。 

一昔前、高校は従前の春卒業のまま据え置くが

大学だけ秋入学化し、間に半年の「ギャップター

ム」を挟む、という珍案が大真面目に議論された

ことは読者諸賢もご記憶だろう。当時の『自民党

政策集』にはギャップタームの用途として、何と

軍役（自衛隊）又は代替役（消防や自治体勤務な

ど）を選択必修させる、とあった。あの悪名高き

学徒徴兵の復活そのものである。何故か、このこ

とは大々的に報道されずじまいであった。 

ギャップタームは一応めでたく廃案となったも

のの、現代日本の大学に起きていることは、公助

削減による「兵糧攻め」である。大学・研究機関

とその所属研究者たちには、自己責任で所謂「競

争的外部資金」を取って来い、と煽り立て、しか

もその外部資金も、一応政治中立な古き良き科学

研究費などの比重が相対的に低迷し、代って防衛

科研や産官学共同など特定用途へ紐付けられた

「色付き」資金の比重が趨勢的に増している。要

するに産官界のタニマチに贔屓された研究でしか

食べて行けなくなったのである。 

しかも大学の財務状況も悪く、大手の大学は社

債発行という形で借金経営へ転落しつつある。こ

うなれば将来世代は、もはや学問的良心など二の

次で、ひたすら儲かる研究にばかり強制労働させ

られ借金返済に血と汗を絞られる。もちろん儲か

る研究とは、支払能力のある金持や大企業、要す

るに権力者たち好みの研究、のことである。 

５．大学と学問の自衛のために 

学問の自由を守るために学内外の我々一人ひと

りに何ができ、何をすべきか。当然これは筆者一

人の智能で正解を言い当てられるほど易しい問で

はない（もしそうならとっくに実行できているは

ず）。ぜひ読者・参加者諸賢の叡智を拝借したい。 

と言うだけでは他力本願かに響くので、一応私

案を提示しておくと、カネのかからない、カネに

ならない、要は手柄にならない損だが必要な研究

というのを再評価し、それに勤しんでは如何だろ

うか。或る意味これは、古き良き大学のイデアへ

の原点回帰と言えなくはないだろうか。 

学問を寡占化・装置産業化すればするほど、権

力の介入を易化してしまう。無名・無冠の文人や

書生たちの手中へ学問を取り戻し分権化すること

で、学問の自由を維持発展させる方向性が見えて

来はしないだろうか。 

ささき だん 

東京大学社会科学研究所教授（法と制度の経済学） 

東京大学教職員組合副執行委員長 

参考資料 

「J-ファイル 2012 自民党総合政策集」（見開き 16 枚目、

30頁の左上部分に学徒徴兵の記述あり）。 

「参院選 大軍拡の正体 防衛省研究開発費 急増 

科研費抜き過去最大」しんぶん赤旗 2022年 6月 29日。 

「日本の大学で初、東大の大学債が前途多難なワケ」 

週刊エコノミスト Online、2020年 12月 14日。 
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Ｅ３-２    非正規教職員も安心して研究・教育できる教育機関へ 

 
衣川  清子、Kinugawa  Kiyoko（東京支部常任幹事・大学等教職員組合委員長）  

 

１．はじめに 

 不安定雇用、低賃金を特徴とする非正規教職員

（有期の専任教職員も含む）は、増加の一途をた

どり、教育機関の中で果たしている役割もますま

す大きくなっているが、その労働条件は劣悪なま

まであることが多い。非常勤講師の労働条件が劣

悪であることは、つとに知られているが、最近で

は、任期付き・年俸制で採用される有期教員が、

非常勤講師よりも劣悪な条件（低賃金、過重労働）

を適用され、しかも大半の非常勤講師が得ている

無期契約転換権を得られないというケースが出て

きている。 

他方で、正規教職員はどうかというと、他の教

員の定年退職後に補充しないなどで、採用数を絞

られ、こなさなければならない業務の量が、それ

だけ増えている。研究費が足りないというなら自

前で外部補助金を獲得して賄えと指示され、労働

強化・疲弊が著しい。 

高等教育が真に持続可能であるためには、教育

を担う正規・非正規の教職員の処遇を改善するこ

とが不可欠である。そのために何ができるか。こ

こで提起したいことは二つある。 

一つは、シャドーワークの根絶――いわゆる

「コマ給」にすべてを含めるという悪習を改め、

労働者たる非正規教職員が行なっている労働をき

ちんと評価して、しかるべき対価を支払うという

慣行を確立することである。 

いま一つは、非正規教職員の「労働者性」を認

めさせ、「特例」を悪用したさまざまな無期転換

妨害策を退け、雇用を安定させることである。非

常勤講師にコース教材作成費を支払うよう求めた

是正勧告を拒否して告発された上智大学のケース、

無期転換を 10 年経過後とする「特例」を悪用し

て非常勤講師の５年無期転換を妨害しようとした

専修大学を断罪した東京地裁・高裁判決、10 年

での無期転換の「特例」を「10 年上限」に置き

換え、大量雇止めを通告してきた東海大学、「雇

用契約」だったものを「業務委託」にすり替えて

労働者性を否定し、有給休暇の付与を拒否して是

正勧告を受けたアテネフランセの事件など、最近

の動きを手掛かりに考えたい。 

 

２．シャドーワーク問題 

 上智大学の事件は、労働基準監督官が是正勧告

書を手渡しに来た際に、学院の顧問弁護士が「受

け取る必要はない」と言って拒否したという特異

な対応ゆえに反響を呼んだ。是正勧告と指導票交

付の違いや勧告の効果は、東海林記者の記事に詳

しいが、労基署として「労働基準法違反」を認定

した結果なのである。その後、組合役員による刑

事告発が行われ、書類送検となるだろうことは確

実視されている。であるのに、本稿執筆時点でも

上智大学のホームページには「労基署と相談中」

という虚偽の情報（是正勧告にも再度の催促にも

返答がなかったので「相談」は打ち切られた）が

掲載されたままである。 

 上智大学は、他の講師も授業で使う（実際に使

った）コース教材を、ベテランだからと、申告者

の非常勤講師に作らせ、それも「コマ給」に含ま

れているとして一切支払いを行わなかった。 

コマ給とは大学一般の慣行で、たとえば１週に

一度、90～100 分の授業を行う非常勤講師に月当

たり支払われる金額を指し、３万円程度が普通で

あるが、それに授業実施とその準備、その後の作

業（質問対応、小テスト採点や課題チェックな

ど）、試験作成と採点、成績評価まで全部含まれ

ているとされる。これがあるために、実質的に労

働時間管理というものがなく、たとえば１回の授

業が 90 分から 100 分になった場合でも賃金を上

げない口実にされた（増加分だけ賃上げした大学
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もある）。あるいはコロナ禍でのオンライン授業

対応のための作業量増大（動画教材の作成、課題

の作成・点検、学生とのメールでの頻繁なやり取

りなど）もコマ給に含まれるという扱いがなされ

ている。 

コマ給の一つの問題は、講義の時間しか「労働

時間」にカウントされないので、社会保険の加入

資格や子どもの保育所入所資格算定の上で不利に

なることである。大学での講義の準備には、少な

くとも講義時間の２倍かかるという国会答弁もあ

るほどなので、実働労働時間を反映した時給計算

の考え方を取り入れ、現在は無給になっている

「シャドーワーク」をなくす運動が今後ますます

必要になっていると組合では考えている。 

 

３．無期転換妨害問題と労働者性をめぐる問題 

 専修大学事件は、連続した 5年間有期契約が続

き、6 年目に入れば無期転換の申し込みができる

と労働契約法が規定しているのに、「10 年たたな

いと無期転換できない」という「特例」ルールを

持ち出し、無期転換申込みを拒否したため、非常

勤講師が提訴したものである。特例には「科学技

術・イノベーション創出の活性化に関する法律」

（以下、イノベ法）と「大学教員任期法」がある

が、専修は前者を主張した点に特徴がある。 

 7 月に出された東京地裁判決では、イノベ法と

任期法両方についてその趣旨と成立の過程から詳

しく説き起こし、いずれも「特例」である以上、

手続きがきちんとなされていることが必須である

と判断した。高裁も即日結審で勝利判決を維持し、

大学の追加主張もすべて却下した。現在最高裁に

上告されているが、覆ることはないだろうと組合

は見ている。 

 この「10 年特例」をめぐり、「特例により 10

年で無期転換を認める」としてきた一部の大学で

「2013年度から 10年で契約期間が満了するので

今年度で雇止めします」という雇用上限の規則が

突然導入されて、長期にわたって勤務してきた非

常勤講師に雇い止め通告が行われるという事態が

生じている。このような「後付けの雇止め通告」

は、当然ながら不利益変更なので認められない。

ところが、東海大学はこれを強行する構えである。

専任教員も含む「東海大学教職員組合」が設立さ

れ、雇止め撤回を求める活動が始まったところで

ある。長い歴史を持つ教育機関であるアテネフラ

ンセで、もともと雇用されていた労働者たる非常

勤講師の身分を「業務委託契約」とし、有給休暇

の付与を拒否したため、是正勧告が発出された。

ここでも組合を組織して闘っていく方向である。 

 

４．おわりに 

 2022 年 10 月１日から文科省令で大学設置基準

が変更されたが、それは「持続可能な大学・大学

教育」に向かうというより、大学関係３団体がた

だちに反対を表明したように、これに逆行する動

きである。 

 特に問題なのは、従来、学生定員に対して決ま

った数の「専任教員」を置く必要があったところ、

それを「基幹教員」に改め、その４分の１は非常

勤講師や兼務教員を含めてもよいとなったことで

ある。これをコスト削減の口実とし、「専任教員」

枠を狭めて採用を減らしていく学校が出てきても

不思議ではない。すでに多忙で業務過多な専任教

員の労働強化につながるだろうことは、火を見る

よりも明らかである。 

 持続可能な高等教育のためには、教育機関で働

く労働者の雇用条件が少しでも改善され、安定し

たものでなければならないだろう。組合の存在意

義もますます大きくなるはずである。 

引用・参照文献 

小野森都子「大学の未来のために今できること――

非常勤講師の労働問題から」『現代思想』2022 年

10月号、132-137頁。 

衣川清子「専修大学事件高裁判決の意義」日本科学

者会議東京支部『支部つうしん』2022年 8月号。 

東海林智「上智大学に是正勧告、非常勤講師への賃

金不払い」『世界』2022年 8月号、23-26頁。 

本久洋一「大学非常勤講師は研究者か（科学イノベ

活性化法上の 10 年特例）」『労働法律旬報』No. 

2009, 2022年 6月 10日号、48-49頁。 
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Ｅ３-３   可能な高等教育と非正規教職員の雇用更新上限の矛盾 

～なぜ大学は、自ら教育・研究の蓄積や継承を否定するのか～ 

 

松村 比奈子、Matsumura Hinako（首都圏大学非常勤講師組合・委員長） 

 

１．はじめに 

 高等教育労組の立場から見て、最近、研究開発

法人や大学等で有期契約により研究や教育等に従

事する研究者・非常勤講師たちの中で、契約更新

をめぐる、二つの大きな困難が発生している。 

 一つは、無期転換後の解雇である。これは労働

契約法改正で 2013 年４月以降、全ての労働者の

労働契約が連続して５年を超えた場合、定年まで

の無期労働契約への転換を求める、いわゆる無期

転換権が認められ、労働組合の追及や交渉により、

2018 年までに５年以上契約更新していた非常勤

講師らは無期転換権を認められた。しかし、無期

転換講師となった後も、カリキュラムの変更を名

目に解雇を言い渡され、果ては問答無用で担当授

業を取りあげられ、一方的に労働契約の「終了」

を宣言し雇用関係を拒否する大学が出ている。 

他の一つは、いわゆる 2023 問題と呼ばれる。

令和５年(2023 年)３月を中心に、以降の連続契約

更新が認められず、理研や阪大などで、少なくと

も千人規模の研究者・非常勤講師らが、無期転換

直前に雇止めで失職するという事態になっている。

これは 2013 年に無期転換権制度が発足したにも

かかわらず、同年 12 月に「大学の教員等の任期

に関する法律(以下教員任期法)」及び「研究開発

システムの改革の推進等による研究開発能力の強

化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及

び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正

する法律(後にいわゆる科技イノベ法に改正)」が

改正され、2014 年４月から、大学等で雇用され

る研究者等についてのみ、無期転換権の発生時期

が、10 年に延長されたことで生じた事態である。 

 

２．無期転換後の解雇とシフトゼロ問題 

無期転換後の解雇は、企業等における非正規労

働者の「シフトゼロ問題」と類似する。シフト型

契約とは、元々契約時に義務的労働時間を予め定

めず、週や月毎に当事者間で決めるという雇用契

約である。ホテルや旅館、飲食店の従業員などが、

その典型である。収入は不安定だが、自分の都合

で仕事ができるため、家庭を持つ女性が多く従業

していたが、2020 年のコロナ拡大で業界の経営

が苦しくなると、入れるシフトがなくなり、休業

手当ももらえないまま、実質解雇となっている。 

 非常勤講師はシフト型契約ではないが、無期転

換講師もまた、カリキュラムの変更や経営難とい

う大学側の通知で一方的にシフトゼロにされ、休

業手当もなく解雇される事態が生じている。 

ただし、この事例は労働契約法が改正される以

前から頻発しており、要するに「無期転換ルール

は、有期契約労働者が雇止めの不安を感じること

なく、安心して働き続けられるために設けられた

制度」のはずが、大学については、全く機能して

いないことを意味している。 

 

３．５年/10年更新上限が問いかけるもの 

 2023 問題の中心は、有期雇用教職員の是非で

はない。契約更新の非合理である。更新上限によ

って、非正規採用の教職員は、教育研究や学生管

理の能力の向上を全く評価されない、というより

むしろ拒否されている。非常勤講師について言え

ば、１年で完了する契約を無事終了させ、さらに

延長して雇用される有能性が、「延長して雇用し

ない」条件を構成することになる。更新上限とは、

更新して再度雇用し続けたいと大学が評価した事

実によって、その当事者を切り捨てるという矛盾

した制度である。その意味で任期を定めた、いわ

ゆる有期雇用教員の雇止めとは、本質的に異なる。 

 中央教育審議会大学分科会が提唱してきた「大
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学教育の質の保証・向上」が、もし非正規教職員

の教育研究の意欲や進展を否定することで達成さ

れるならば、必然的に大学教育の質の保証や向上

は、正規教職員のみが担うことになる。 

ところで、2023 問題の発生は、労働契約法の

無期転換権をめぐる特例に由来し、それは先にも

述べた教員任期法や科技イノベ法の無期転換権発

生における 10年特例を主たる根拠にしている。  

しかし、教員任期法は、第１条で「この法律は、

大学等において多様な知識又は経験を有する教員

等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出

することが大学等における教育研究の活性化にと

って重要であることにかんがみ、任期を定めるこ

とができる場合その他教員等の任期について必要

な事項を定めることにより、大学等への多様な人

材の受入れを図り、もって大学等における教育研

究の進展に寄与することを目的とする。」として

おり、「任期」雇用教員の意義を明確にしている

のみで、更新上限の意義は明記されていない。 

非常勤講師は教員として大学の教学会議に出席

し意見を述べる機会はない。科研費申請に必要な

研究者番号の付与を拒否され、研究者として扱わ

れない。しかも、1 年(場合によって半年)しか教

育の機会が保証されず、更新上限によって最初か

ら大学等における教育研究の進展から除外されて

いる。教育研究の交流や進展の機会がない非常勤

講師に 10 年特例を適用することは、法の趣旨か

ら完全に逸脱し不適切である。それは学食の調理

師や清掃員として雇用された大学の非正規職員に

10 年特例を適用し、かつ 10 年更新上限を付ける

のと同じである。 

 

４．なぜ、これらの問題が解決されないのか 

無期転換について民間企業はどう対応している

か。何人かの関係者と意見交換したところ、民間

企業では早期に選別を行い、有能な人材を５年以

前に無期転換させる事例が、それなりに多いと聞

く。民間企業の社員を主体とした労組の労働相談

に参加すると、社員それぞれに目標達成を明記さ

せ、年度ごとに達成度を本人と上司で評価し合い、

その数値を公開し、昇進や給与を決定していると

の話も聞く。また、有能な人物を正社員に引き上

げる制度があり、むしろ低い雇用契約で固定化す

る無期転換を避ける非正規労働者も多い。少子化

の現代、人材は企業にとってコストではなく、ア

セット(有用資源)とみなされつつある。人材育成

の点で、民間企業は高等教育機関のはるか先を行

っているように見える。 

首都圏大学非常勤講師組合は、他の非常勤講師

組合等と共同で、2018 年以前から毎年、複数の

議員に陳情し、文科省のブリーフィングに列席さ

せてもらい、また別組合と共同で厚労省・文科省

と交渉してきた。一部の国立大学が非常勤講師を

雇用契約ではなく「準委任契約」と称して業務委

託させ、無期転換権を否定した問題については、

文科省から 2021 年４月８日付で「大学が請負契

約等を締結した者を活用して授業を実施する場合

の留意点について(周知)」という事務連絡の通知

が全国の大学に発せられた。それによって香川大

学と大阪大学は、非常勤講師の準委任契約を次年

度より雇用契約に改めた。 

しかし、更新上限については、違法性の根拠が

なく、有効な対策は取られていない。かつて文科

省の担当者の一人は、一律に雇止めする大学をむ

しろかばう言動すら見せた。要するに、本気で解

決する気がないのである。それはなぜか。 

 

５．大学が教育・研究の蓄積や継承を否定する理   

 由 

研究機関や大学には、営利目的の企業とは大き

く異なる特徴がある。それは助成金が公費から支

給される点である。そのため、関係省庁との良好

な関係が非常に重要になる。詳しくは、報告の中

で言及する予定である。 

参考文献(参考サイト) 
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Ｅ３-４    日本の高等教育の崩壊を食い止めるために 

 

佐久間 英俊、Sakuma Hidetoshi（JSA東京支部） 

 

１．はじめに 

日本の高等教育はいま問題が山積し、崩壊の危

機に瀕している。だが問題が随所で噴出してきた

のに、これまで好転の兆しは見られず、むしろ悪

化してきた。それはなぜか。 

 本報告は日本の大学問題（短大を含む）の分析

を通じて、高等教育の崩壊を食い止めるための展

望を示すことを目的としている。以下、日本の大

学問題の概要と原因を示した後、問題解決を阻む

政府・財界による高等教育支配の構図を描き、そ

れを打破する市民運動の展望を示す。 

 

２．日本の大学問題とは何か 

 今日、日本の大学は多様な問題を抱えている。

私は第 16 回東京科学シンポジウム（JSA 東京支

部主催、2011 年 12 月）の高等教育に関する特別

セッション報告で、日本における高等教育の主要

問題として以下の９点を指摘しておいた（同シン

ポ予稿集 164 頁）。内容を略記すると、①学生

（院生を含む）の学ぶ権利の侵害、②院生の困難

増加と将来不安、③任期付き雇用や短期的成果を

強要される若手教員の悲哀、④教育・研究条件の

劣悪化、⑤教職員の削減、⑥大学評価のための膨

大な浪費、⑦私学の経営難、⑧職場における競争

政策の弊害、⑨大学間格差の９点である。このほ

か、非常勤者への差別などもある。以上は現在も

継続中で、研究・教育の持続・発展を阻んでいる。 

 この中で最大の問題は、①の学習権の侵害であ

る。物価上昇率から乖離して大学の学費が高騰し

た結果、高校生の進学断念、大学生の中途退学や

アルバイト拘束が増加した。貸与制と利子付き

（奨学金でなく教育ローンと呼ぶべき）を中心と

した貧困な奨学金制度の問題もある。政府・文科

省は認めないが、上記の事態は憲法が保障する教

育アクセスの平等に反している。また②の院生の

困窮と将来展望の不透明は、日本の研究者の再生

産をも危うくしている。 

 一方、この 10 年余りの間に、⑴大学の営利企

業化と統廃合、⑵教授会自治の侵害と専断的運営

の強化、⑶軍事研究の奨励、⑷政府・文科省・財

界による大学への介入の強まり（点検・評価によ

る統制、国公立大学における学長選挙の形骸化、

大学の要職への天下り、日本学術会議会員の任命

拒否、大学ガバナンスの不適切な再編など）、⑸

非正規雇用者の雇い止め、⑹不当解雇の増加など

が付け加わった。 

 

３．日本の大学問題を引き起こした原因 

 問題を生んだ原因の 1つ目は、高等教育に対す

る日本政府の位置づけの低さである。政府は財政

赤字を主な理由にして財政支出を抑制し、とりわ

け教育・研究の基礎となる基盤的経費を削減して

きた。政府・文科省の認可を得て増え続けてきた

個々の大学に配分された教育予算は、大多数の大

学で全く足りていない。さらに貸与制度、利子付

きの教育ローンが中心という貧困な奨学金制度の

問題もある。世界的視野で見れば、今日では非先

進国も含まれるＯＥＣＤ諸国の中で、日本の高等

教育への公財政支出（ＧＤＰ比）は毎年最下位水

準で推移してきた。これが高学費を媒介にして教

育アクセスの平等を侵害してきた。なお「防衛」

費のように増え続けた分野があるのだから、財政

赤字が理由にならないことは明白である。 

 第２に、高等教育への不当な政策介入である。

政府はまず競争万能論に基づく新自由主義的競争

政策をとり、大学に無用な競争を持ち込んだ。歳

出を削り必要な支援を欠いた下での競争は、研

究・教育条件の低下、構成員の疲弊、研究視野の

狭まり、自発的教育労働の縮小などを通じて研

究・教育の貧困を招く。しかも新自由主義的競争
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の弊害は最も弱い環に集中して現れる。それは、

学生・院生、非常勤者、地方大学、小規模大学、

私学などである。 

 他の政策介入もある。国公立大学の独立大学法

人化は大学の営利企業化を促進し、学校教育法改

正は少数大学に存在していた教授会自治を弱体化

し、学長や理事長などによる専断的運営を強めた。 

 問題の発生原因としては、上記の政府の認識や

政策の誤謬が中心だが、それらに加えて、誤った

政策を受け入れ、営利企業化や専断的運営を進め

た個別大学経営の責任もある。 

 

４．なぜ問題解決に向かわないのか 

日本の大学問題が長年にわたり解決に向かわず、

むしろ悪化している最大の原因は、日本政府・文

科省が問題の本質と原因を見誤っているからであ

る。 

グローバル競争時代における日本企業の国際競

争力の向上に強い関心を示す政府や文科省は、日

本の高等教育にアクセスの不平等は存在しないと

強弁する一方、教育問題の中心を「教育の質保証」

と捉えているように思われる。現場の懸命の努力

にもかかわらず「質の低下」が生じているとすれ

ば、それは第一義的には高等教育に低い位置づけ

しか与えず（初等・中等も同様）、予算を抑制・

削減してきた政府に責任があるのであり、政府は

その反省に立ち既存の教育政策を抜本的に改める

べきであろうが、日本政府にも文科省にもそうし

た認識は全くなく、既存政策を踏襲し、さらには

それを増強して問題を拡幅してさえいる。例えば、

過日マスコミで報道され一時話題となったある私

学の不祥事は、学園のトップに権限が集中した結

果生じたものであるから、学内民主主義を強化す

ることこそ根本解決の道であるはずだが、政府・

文科省はこれを理解せず、外部関与を強める形で

再発を防止しようとしている。これは学内民主主

義を弱める方向に作用するから、結局、根本問題

は一向に解決しないのである。 

とはいえ日本の高等教育分野で実際に様々な問

題が噴出しているのだから、本来であれば政権与

党の支持率低下などを通じて問題が改善・解決に

向かっても良さそうなものだが、そうはなってい

ない。その理由は、日本政府の国民支配が貫徹し

ているからと考える（問題が解決に向かわない第

２の原因）。支配の概要は以下のごとくである。 

日本政府はまず教育予算の抑制や縮小で全体の

「パイ」を縮小した上で、競争政策を持ち込み、

わずかばかりの特別予算を餌にして政策誘導を図

っている。大学間競争が大学内にも広がれば、学

内構成員をさらに多忙化させ、疲弊させる。競争

が視野を短期化し、狭隘化させるため、余程意識

している人以外は全体の関連は見えづらくなる。

また競争は構成員を分断し孤立を強めさせるため、

問題解決を求める運動の連帯は生じにくくなる。

さらに問題が解決しない責任は、自己責任論を持

ち出すことによって問題の関係者（実際には被害

者）に転嫁しているのである。 

 こうした日本政府の国民支配の構図は高等教育

分野に限定されず、広く他の領域にも当てはまる。 

 

５．おわりに 

 以上にみたように、日本の大学問題は深刻化し

大学は崩壊の危機に瀕しているが、改善の兆しが

見えない。それは主として日本政府が問題の特質

と原因を見誤り、間違った政策をとり続けている

からであるが、そうしたことが一定の長きにわた

り継続している理由は、政府が国民支配に成功し

ているからと考え、支配の構図を素描した。その

根幹は競争政策による分断と拘束、自己責任論に

よる責任転嫁にあった。 

 ひるがえって問題解決の方向は、問題の全体的

連関を把握し、発生原因を見極め、分野を超えた

運動の連帯によって政策転換を図ることである。 

前記の支配構図は様々な分野に共通するが、市

民が科学的認識を獲得する上で高等教育分野は特

別に重要な役割を担っていると思われる。 

高等教育の崩壊を食い止め持続可能とする鍵は、

日本政府による分断政策を乗り越えてリベラルな

運動の連帯がどれだけ進むかにかかっている。全

国の、そして万国の運動の推進者よ、連帯せよ！ 
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Ｆ１-１        ひきこもり人権宣言の当事者観 

－ひきこもり人権宣言に関わって感じたこと－ 

 

下山 洋雄、Shimoyama Hiroo（KHJ 青森県支部「さくらの会」・KHJ 認定ひきこもりピ

アサポーター） 

 

１．はじめに 

 ひきこもりに関する施策は、社会全体で進めて

いかなければならない課題であり、厚生労働省に

おいても重点事項の一つとして掲げられている。 

 平成 31 年３月に発表された内閣府調査により、

40 歳以上のひきこもり当事者が、61.3 万人とい

う数値が初めて公表され、衝撃を与えた。この調

査結果は、「ひきこもり＝若者特有の問題」とい

う誤解や偏見を覆すことになり、「人は誰でも、

どの世代でも、どの年代からでもひきこもる可能

性がある」という前提で、今後のひきこもり施策

を強化していかなければならないことを社会全体

に改めて問いかけることになった。 

ひきこもり者の長期高年齢化の傾向は、益々顕

著となり、疾病や介護、経済的困窮など様々な問

題が絡み合い、日常生活が追い詰められるまで、

問題が表面化せず、親子共倒れのリスクを抱える

「8050 問題」も深刻化している。 

 どこにも相談できないまま長期間に渡り、問題

を抱え込んでしまった結果、困難が生じても声も

上げられず、事件化に至るケースや、親亡き後に

本人が地域でトラブルを起こして、初めて問題が

顕在化するケースも後を絶たない。 

 背景に、ひきこもりに対する社会的偏見がある。

地域や周囲の理解が得られず、「安心して家から

出ていける場がほとんどない」という声も家族会

に数多く寄せられている。このような現状は、地

域から家族ごとひきこもってしまう、社会的孤立

の要因にもなっている。 

 家族会には、高齢の親や兄弟姉妹から、40 代、

50 代のひきこもりに関する相談が数多く寄せら

れており、長期高年齢化により問題は複雑化し、

支援の介入そのものを困難にさせ、支援に繋がっ

ても、その支援が中断されるケースもある。 

令和元年度に KHJ 全国ひきこもり家族会連合

会が、家族会を対象に実施したひきこもりの実態

調査において、40 歳以上のひきこもり当事者の

占める割合は、全体の 36.7％、３人に１人に上る

ことが明らかになった。 

 青森さくらの会が、平成 29 年度に家族を対象

に実施したひきこもり実態調査では、40 代以上

のひきこもり当事者の占める割合は全体の 47％

と、更に深刻な実態となっている。 

 令和 2 年２月の青森県議会第 301 回定例会にお

いて、「中高年のひきこもりに対する実効性のあ

る支援と対策を求める意見書」が提出され、

「8050 問題など世帯の複合的ニーズやライフス

テージの変化に柔軟に対応できるよう、『断らな

い相談支援』や『伴走型支援』など、市区町村が

これまでの制度の枠を超えて包括的に支援する新

たな仕組みを構築すること」などが、全会一致で

要望された。昨年の 12 月「暴力的ひきこもり支

援」施設問題を考える会１）で、ひきこもり人権

宣言の作成班に関わることになった。 

 

２．ひきこもり人権宣言 宣言文 

ひきこもることは、命と尊厳を守る権利の行使

である。ひきこもる権利は、すべての人が行使で

きる基本的人権であり、これを不当に侵害するこ

とは許されない。 

思うに、ひきこもることは、悪ではない。ひき

こもり状態に至らせた背景こそが悪である。ひき

こもり状態は、家族、教育、労働環境、対人関係

といった複合的要因によって生ずる現象であり、

その意味で社会的排除、社会的孤立という側面を

持つ。ひきこもる個人のみを治療や矯正の対象と
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するべきではなく、まず家庭や社会の改善を考え

るべきであり、ひきこもる個人は、その改善を要

求する権利を有する。 

したがって、差別と抑圧の歴史をひきこもり当

事者の力で終わらせるために、ここに、ひきこも

りの権利を定め、ひきこもりの人権を宣言する。 

この人権を宣言するに当たっては、引き出し屋

の被害に触れなければならない。引き出し屋とは、

事前に情報提供や信頼関係の構築をすることなく、

説得や拘束を使って当事者を寮や病院に移送し、

本人が望んでいなかった生活環境の変更を強いる

自立支援業者のことである。引き出し屋は、ＴＶ

番組に出演することで、広く社会に認知されたが、

この引き出し屋によって当事者が自立を強要され

た結果、餓死や自死を招いた事例が報道されてい

る。 

そもそも人権は、人々が命を懸けて戦い勝ち取

ってきた歴史的所産である。しかしながら、ひき

こもり当事者は、自立支援業者や業者と契約する

家族によって、自由、生命、幸福追求の権利が一

方的に奪われている。 

そこで、ひきこもり人権宣言は、自立支援業者

によって命を奪われた被害者、ＰＴＳＤを患って

苦しみ続ける当事者の無念を想起し、画一的に就

労をひきこもりのゴールとする自立支援やパター

ナリスティックな政策ではなく、紆余曲折しなが

らも自分らしい生き方に向かって歩むリカバリー

を求める。 

自立とは、依存先を増やすことである。 

希望とは、絶望を分かち合うことである。 

ひきこもることは、生き抜く権利の行使である。 

 

３．ひきこもり当事者が声をあげるということ 

 ひきこもり当事者が声をあげることは、決して

容易ではない。色んな修羅場を越えてきた人たち

が、この社会へこの権利宣言を発信したのである。 

 

４．ひきこもり支援の先にあるもの 

 これからのひきこもりの支援の先は、当事者に

寄り添いながら、同意の上で進めていく伴走型支

援であろう。しかし、支援者は当事者目線に立っ

た礼儀が必要であろう。何かをしようとするので

はなくて、まずは出会い「こんにちは」と、敬意

を払い「辛い気持ちを話してくれてありがとう」

が、欠けているように思う。 

 挨拶と敬意を表することにより、その人の気持

ちがどう変化するのか、支援者は感じてほしい。 

そして、ひきこもりの当事者の権利が脅かされ

たとき、支援者ではなく、ひきこもり当事者の気

持ちに共感できるピアサポーターが、その当事者

の声を代弁できる仕組みづくりが必要になってく

るだろう。 

 また、家族や社会においても、この人権宣言が

広く普及されるよう筆者は願っている。 

 筆者も当事者活動を通じてこれからもその思い

や感じたことを発信していきたい。 

 

注： 

1）「暴力的ひきこもり支援」施設問題を考える会

とは、暴力的「ひきこもり支援」施設問題をな

んとかしたいと思っている人達の集まりである。 

暴力的「ひきこもり支援」施設問題の啓発活動

を行っている。 暴力的「ひきこもり支援」施

設被害者はたくさんいます。被害者は人権を無

視され、ＰＴＳＤに苦しみ、声をあげることも

できずにいる。ひきこもりの権利宣言は当事者

たちで作られた。 

「暴力的ひきこもり支援」施設問題を考える会。 

https://note.com/bouhikimon/n/nbd360e7316d8. 

 

270

https://note.com/bouhikimon/n/nbd360e7316d8


日本科学者会議第 24 回総合学術研究集会 in 大阪 予稿集 

 

Ｆ１-２  「社会的ひきもり・不登校」における社会参加とは 

～父親の視点から～ 

 

上坂 秀喜、Uesaka Hideki （東山区「不登校・ひきこもりを考える親の会」

“シオンの家”世話人） 

 

 

１．はじめに 

「社会的ひきこもり、不登校」は今やポピュラ

ーなワードである。「社会的ひきこもり」は昨今

「ひきこもり」と呼称され、「不登校」とともに

その状態像を表現している。単なる状態像である

はずの言葉だが、社会や学校への不適合というマ

イナスイメージから、本人や家族を苦しめている。

学校復帰を含む「社会参加」が一応の不登校やひ

きこもりのからの回復であるとの考え方が一般的

だとは思われるが、改めてそうなのかを考えてみ

たい。 

 

２．状態像表現の曖昧さ 

「社会的ひきこもり」は斎藤環氏が同名著書で

次にように説明されている¹⁾。「６ヵ月以上、自

宅にひきこもって社会参加をしない状態が持続し

ており、他の障害が第一の原因とは考えにくいも

の」とされていたが、今は「社会的」という冠が

外れ「ひきこもり」と言われることが一般的であ

る。「ひきこもり」のみでは、どこから、何に対

してひきこもっているのかが明確ではなく問題意

識も希薄となる。 

「不登校」についてはより分かりやすい。「不

登校」以前は「学校嫌い」「学校恐怖症²⁾」そし

て「登校拒否」という言葉の変遷があった。そし

て、それは全て学校を対象とした、嫌悪、恐怖、

そして拒否であった。主体と客体を明確にし、課

題をしっかり把握できる言葉となっていた。「ひ

きこもり」も「社会的」がついてこそ、考えるべ

き課題が明白となると考えられる。 

 

３．社会参加していない不安感・疎外感 

「社会的ひきこもり・不登校」が社会的課題で

あることはその数の多さからも明白である。そし

て、そのひとつに「こうあるべき」との社会的圧

力がある。「学校に行かなければならない」「働か

なければならない」は社会参加のひとつの象徴で

あり、そこから外れることはある種、社会から承

認されない存在であるとのスティグマとなる。だ

からこそ、「社会的ひきこもり・不登校」は存在

自体を脅かす不安を、本人たちに感じさせるのか

もしれない。 

あるひきこもり当事者（ドキュメント映画）の

次のような発言があった。「自分の足は常に地面

から数センチ離れているような感覚である」と。

このかすかな地面からの距離と、浮遊感覚こそが、

社会と本人との間にある壁である。外からはその

数センチの距離は分からない。普通に立ち振る舞

っているように見えるが、その気持ちわるさや、

心理的不安定さ、そして理解されない疎外感は本

人にしか分からない。 

 

４．標準世帯という幻影 

そして、「社会的ひきこもり・不登校」を抱え

る親や家族もまた、社会的圧力に苦しんでいる。

リアルに社会参加しているが故に、本人の「苦し

み」と「こうあるべき」という社会的意識の板挟

みになっている。ただ、子ども（家族）が「社会

的ひきこもり・不登校」になった当初は、親や家

族は自分の今いる世界に傾倒しやすいように思え

る。すなわち社会参加の側である。 

ただ、親に関するなら母親は本人の苦しみに対

して比較的早い段階から共感できるようになる。

それは「親の会」（家族交流会）を通じて感じる。
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裏を返せば父親は共感にいたるにも時間を要した

り、共感にいたらないケーズも稀にある。「親の

会」（家族交流会）への参加の少なさや、父親が

不理解であるという母親の嘆きは、その表れであ

ろう。 

では、その違いはどこからくるのか。昭和 40

年代頃に総務省において標準世帯という用語が一

般化した。「４人世帯・有業者数 1 人」を標準世

帯とする。夫が働き、妻は専業主婦で子どもが２

人の世帯である。当時はそれが世帯数の中で最も

多かったであろうが、現在の実情とはかけ離れて

いる。しかし、これも社会の圧力として家庭、特

に父親にとっては、今もそうあるべきとものとし

て意識の中に刷り込まれているのかもしれない。 

 父親が「社会的ひきこもり・不登校」を受け入

れることができない理由には社会を支えてきた自

負があるのだろうか。特に 60 代以上の父親はそ

の傾向が強いように「親の会」（家族交流会）を

通して感じる。 

 

５．母性原理と父性原理 

個人・家族・社会を少し違った角度からみると

日本の家族関係は日本人的関係、日本人の在り方

の根本問題としてつながり、日本の家族の人間関

係は母性原理優位であると、河合隼雄氏は述べて

いる³⁾。 

 そこでまず、母性原理と父性原理であるが、簡

単に言うと、母性原理は全てを「包み込む」機能

で、父性原理とは「切る、切断する」機能を特徴

とする。この原理はあくまで心理的なものである。

戦前の家父長制度でも父親は母性原理の施行者と

しての存在であった。今も年代によっては父権が

強い家庭もあろうが、父親はあくまでも、父性原

理に基づいて判断力をもっているのではなく、

「世間体」という社会規範に基づいて身内のバラ

ンスをとっていく存在である。善悪の明確な規範

ではなく、何かがあった時にどのように全体の平

衡状態に吸収していくかを大切にする。それは家

族のみではなく、社会全体もそうである。これこ

そが日本社会の母性原理優位にほかならない。ま

た、終身雇用も社員を定年まで雇い続けるという

意味では、会社も「包み込む」と意味で母性原理

である。 

 しかし、近年、新自由主義のもと職場では終身

雇用制は崩壊し、自己責任と成果主義に移行して

いる。父性原理は全てのものを「切断する」機能

であり、人をその能力や個性によって分類するこ

とである。父性原理は「切る」機能のみであるが、

ここで問題となるのは、そこに付随する評価であ

り成果を問うことである。誰が何のために評価す

るのかをしっかり考えなければならない。 

 このようないびつな父性原理の急速な導入は父

親世代は身動きがとれず、子どもや若者にとって

は、得体の知れない世界に対しての不安や生きづ

らさに通じると考えられる。 

ただ、終身雇用の中で生きてきた世代（父親）

にとっては足元から崩れるような感覚かもしれな

いが、真に父性原理に気づかされる機会でもある。

そして、世間的価値観ではなく、自分が考え、判

断していける内面的変容を遂げることができるな

ら、「社会的ひきこもり・不登校」当事者に対す

る見方も変わるであろう。 

 それは「社会的ひきこもり・不登校」を社会参

加をする、しないで「切断」したとしても、なぜ

そう判断したかを問われる。父親も変わらざるを

得ない時代かもしれない。 

  

引用文献 

1) 斎藤環：「社会的ひきこもり おわらない思春

期」（PHP新書、1998） 

2) 佐藤 淳一：（翻訳）A.M.ジョンソン, E.I.フ

ァルスタイン, S.スズレック,& M.スヴェンセ

ン著「学校恐怖症」（S.武庫川女子大学学校

教育センター年報第３号、2018）  

3) 河合隼雄「家族関係を考える」（講談社現代

新書、1996） 
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Ｆ１-３         評価のない関係・居場所 

－フリースクールの現場から考える社会課題として－ 

 

石山 佳秀、Ishiyama Yoshihide（認定ＮＰＯ法人フリースクール三重シューレ） 

 

１．はじめに 

 学校に行かなくなると、その時から多くの子ど

もは「不登校の○○さん」という肩書とともに、

否定的な眼差しが降り注がれる環境の中に身を置

くことになる。その環境の中で、子どもが強い自

己否定感を抱くことになれば、安心して元気に育

っていくことは至難の業にもなる。不登校の子ど

もを問題視するような環境や支援は、その至難の

業を長きにわたって、子どもと保護者に求めてき

た側面があるのではないか。 

 当ＮＰＯは、20 年前に保護者と市民が立ち上

げ、「不登校が問題なのでなく、不登校を問題視

する社会が問題である」と訴えて活動してきた。

「いっしょに生きる、個で育つ。」という理念の

もと、問題視されない環境の中でお互いを認め合

い、個として育つ子どもたちを目の当たりにして

きた。 

報告では、子どもの自己肯定感に影響があると

考える日本社会の特徴について、さらに当ＮＰＯ

が大切にしている活動の視点を紹介し、最後に不

登校からひきこもりの関連について述べる。 

 

２．評価中心社会 

 不登校に関係なく、「周りの評価が気になって

苦しい」、「キャラを決めないと教室に入れない」

という子どもの声をよく聞く。その子たちは、あ

りのままの自分では学校や教室では、いることが

できないと感じているのかも知れない。しかも、

学校から帰宅した夜や土日でも、今の子どもたち

はＳＮＳによって自分の評価を気にする環境にあ

る。人間はジンカンとして存在し、周囲の人間の

影響を大きく受ける動物であるが、日本の子ども

たちの多くは、周囲の眼差しや評価をとても気に

する日々の中で緊張感をもって生きている。 

 一方、地域で生活する保護者、祖父母も「世間」

の眼差しと評価を強く意識しながら生きている人

が多いように感じる。子を持つ親としての葛藤や

苦しみは、実は世間体を気にすることで生まれる

部分が大きかったという声もよく聞く。 

 強く世間を意識する社会は、島国、農耕社会、

戦中の教育、高度経済成長時代から続く個を尊重

しない企業風土・学校教育、多神教の長い歴史

（唯一絶対の神仏より世間を意識）などが、影響

しているように思う。 

学校は地域の中心的な存在であり、世間に同調

しないことにもなる不登校の子どもの心に大きな

負荷がかかるのは、必然とも思える。保護者に対

しても、肯定的な眼差しと温かい支援がなければ、

孤立感と不安は月日とともに大きくなる。 

 

３．世間の評価と自己肯定感 

 ありのままの自分を封印し、世間の評価を強く 

意識して育つ社会で、子ども自身に「自分でいい」 

という実感（自己肯定感）は育まれるのだろうか 

？　諸外国との比較（内閣府資料）では、「自分 

自身に満足している」の項目で日本は最も低く、

「

 

そう思う」とはっきり答えている子どもは、 10.

4 ％である(どちらかといえばそう思う 34.7％)。  

世間の評価を意識しながら育つことで「他者の評 

価に依存」する傾向が強くならないのだろうか ？

成績、部活、他者とのコミュニケーション、  親の

期待など、いろいろな場面で良い評価を得る  のは

大変である。良い評価が得られなくなった時、  自

分自身を肯定的に受け止められるのだろうか  ？評

価の厳しい日本社会で生きていくために大  切なこ

とは、良い評価を得られる人間に育つこと  ではな

く、むしろ周囲の評価に関係なく「自分で  いい」

という実感が育まれることであると考える。  
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 日本の子どもの精神的幸福度は、38 か国中 37

位である（ユニセフ報告書）。生きにくい社会の

中で育ち、必死に生きる子どもに対して厳しい評

価の眼差しを向けているのが、日本社会である。 

 

４．評価しない人間関係と居場所 

 フリースクール三重シューレでは、「自分でい

い」という実感を子どもたちが育めるために、評

価しないことを大切にしている。スタッフは子ど

もを無条件で認めて、子どもと向き合っている。

評価しないので、叱ることはもちろん、褒めるこ

ともない。褒められることで一時うれしいと感じ

ることはあっても、いつも褒められることが必要

になれば、苦しいことになる。それよりも、自分

の存在・人格が、無条件で周囲の仲間から認めら

れてきた実感や記憶を育める関係・居場所であり

たいと考えている。 

 今を生きる子どもたちにとって、果たして評価

から離れて、ありのままの自分が認められる場所

や関係があるのか疑問である。日本社会では、評

価のない関係・居場所は、意図的に作る以外に方

法はないのであり、それは社会の課題である。 

 

５．不登校後の問題とひきこもり 

 不登校は、その後に生じる問題によって、子ど

も・若者が長い時間、苦しむことにもなる。問題

の 1 つ目は周囲から問題視される中で不登校の子

どもが自己否定感を深めること、２つ目は不登校

を受け止められない保護者が、子どもと否定的に

向き合うことで親子関係が悪化することである。

この２つの問題により、ひきこもる子ども・若者

が多いことを保護者相談から感じている。 

 不登校の後、自己否定感が深まり、親子関係が

悪化しなければ、長期にわたって本人が苦しみな

がら、ひきこもる必要がないのでは、とも考えて

いる（世間の評価や眼差しを気にすれば、必要な

期間、家を中心に過ごすことはあると思う）。 

しかし、不登校に対応する教員の多くは、担当

している 12 か月で登校の結果を出すことにこだ

わる。（「指導の結果、登校する又はできるように

なった児童生徒」は、令和 2 年度三重県の小学校

20.4％、中学校 24.4％。）子どもに休んで良いと

言っても、登校した時に「よく頑張ったね」と褒

める。子どもからすれば、休んだ時の自分を否定

されることになる。また、教員は保護者に対して

「休み癖がつくので、無理をしても連れてきてく

ださい」と働きかける。このとおり動けば親子関

係が悪化する要因になる。その結果、ひきこもっ

ている子ども・若者がいるのではないだろうか。 

 

６．不登校への対応と三重県のひきこもり支援 

 三重県は今年、全国初のひきこもり支援に特化

した支援推進計画を発表した。支援計画の調査に

よって 24.7％が不登校からのひきこもりであるこ

とがわかった。どのような経緯・理由で不登校か

らひきこもることになったのか、定かではないが、

私は少なからず、上記の不登校への対応によって

生み出されたのではないか、と日頃の保護者相談

から考えている。 

 誰でもひきこもることが必要になる場合はある

が、学校復帰を目的とした不登校対応によって、

わざわざ「ひきこもらせる」ことは、あってはな

らない。すでに、文部科学省は学校復帰に捉われ

ない方針を定めた教育機会確保法を 2017 年に施

行し、学校復帰を前提とした過去の通知も撤回し

ている。今も学校復帰を優先した対応が現場で行

われていることは、大きな問題である。 

しかも、不登校への対応とひきこもり支援の視

点が分離されている。ちなみに、三重県は、ひき

こもり支援推進計画で将来のめざす社会像を「誰

もが社会から孤立することなく、ありのままの自

分が認められ、いつでも小休止でき、多様な生き

方を選択し、希望をもって安心して暮らせる社会」

としている¹⁾。この言葉は、そのまま不登校支援

にも通じる。不登校支援、ひきこもり支援の視点

を一貫したものにし、現場で共有するのは、緊急

の社会課題である。 

引用文献 

1）三重県子ども・福祉部地域支援課「三重県ひ

きこもり支援推進計画」2022 年 3 月。 
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Ｆ１-４  ひきこもる人とのつながり、居場所、出番、役割づくり 

－出番と役割のある地域づくりを中心に－ 

 

中川 健史、Nakagawa Takeshi (NPO法人仕事工房ポポロ） 

 

１．はじめに 

 今年で 30 年目の活動に入った仕事工房ポポロ

(以下、ポポロ)は、25 年目の頃、活動の範囲が広

がる中で、それらの活動を図１のように、「つな

がり」と「居場所」、そして「出番」と「役割」

と４つの柱で共有できるものとして整理した。 

 その中で、ここでは出番と役割について報告す

ることとする。 

 

図１．活動の柱のイメージ 

 

２．ひきこもる人は「居場所」を失った人 

 上図のように、ポポロでは、「居場所」をすべ

ての活動の土台に据えている。「居場所」は、す

べての人にとって、空気のように存在しているも

のであるが、その空気がなくなったら、動けなく

なり、怖くて外にも出られない状態になることは

容易に想像ができる。 

 そのためポポロでは、「居場所」としての機能

をどの活動にも土台に据えていることを前提に話

を進めたい。 

 

３. 「出番」と「役割」のある社会 

ここでいう「出番」と「役割」とは、いわゆる

「働く」ということも含めて、そういう社会をと

もにつくっていこうというポポロの活動の基本的

なスタンスを示している。つまり、ポポロでは、

一般的な「就労支援」を活動の柱にしているわけ

ではない。 

前提として、考え、依拠したいのは、日本国憲

法 27 条である。27 条には「すべて国民は勤労の

権利を有し、義務を負う」とある。 

学校で「国民の三大義務」の一つとして、「勤

労の義務」が教えられることから、ひきこもりは、

働くこともできないダメな奴として見られたり、

本人もそのように考えて自身を責めていることも

少なくない。 

しかし、大切なことは「権利を有し、義務を負

う」ということであり、このときの権利と義務は、

決して対立的にとらえられるものではない。 

なぜなら、権利が保障されてこそ、義務を果た

すことができるからである。その権利が十分に守

られているかという視点が、ひきこもり支援では

大事になってくると考えている。 

この、勤労の権利ということは、私たちの言う

「出番ある社会」ということであり、「働く権利

を保障しろ」ということである。ちょっと乱暴な

言い方かもしれないが、「働く権利の保障」とい

う場合に、「安定した就労の場の確保」というこ

とも大事なことである。それも含めて、働く権利

の保障ととらえると、不安定で細切れの就労を繰

り返している若い人たちに、「働く権利の保障」

がされているかという問題にもつながってくる。 

このように考えると、ひきこもりの問題が、少

数の特別な人の問題でなく、多くの働く人々、多

くの若者たちの問題と同じ土壌にあることが見え

てくる。 

ひきこもりの問題を決して矮小化してとらえず、

常に、多くの人たちとこの問題を共に考えていけ

る対話の回路が、ここから開かれていくように思

える。 
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４. 利潤最優先の仕事から必要とされる仕事へ 

 若者支援で求められている就労支援は、企業に

盲目的に若者たちを送り続ける機能を持たされて

いる。これは、数十年の間、歪んだ学校現場の問

題を問い直すことなく、不登校の子どもたちを学

校に戻すことだけを最優先に取り組まれた不登校

対策に似ている。大きな予算と人を投入しながら、

不登校の数は減ることなく、逆に増え続けてきた

ことを考えると、同じことをひきこもる若者たち

にも続けているように見える。劣化した労働現場

の問題を問うことなしに続けられる就労支援は、

破綻せざるを得ないと思われる。 

 少子高齢化社会、人口減少社会はいろいろな困

難な問題が表出してきており、その問題解決が急

がれている。利益が見込めるところには、企業は

仕事をつくるが、人口が減り、高齢化が進む地方

では、課題解決のための仕事が求められているに

も関わらず、儲からないところには、仕事をつく

ることはない。 

 

５. 誰もが「出番」を求めている 

 誰かの役に立ちたい…いわゆるひきこもりの

「支援現場」にいる人なら、多くのひきこもる人

たちのそのような思いに触れることだろう。 

彼ら、彼女らは何にもできないとか、やれない

とかいうことではなく、自分も、実は誰かの役に

立ちたいと思いながら日々を過ごしていること、

誰もが「出番」を求めていることを実感されるこ

とがあるのではないか。 

そうした「出番」を社会が準備することが今、

何よりも求められているように思う。 

 

６. これからの社会を考える 

 2010 年代に入ってから、ポポロでは、ネット

ワークを広げる活動に注力してきた。2015 年に

「ぎふ学習支援ネットワーク」を、2016 年に

「よりそいネットワークぎふ」をともに一般社団

法人として設立したのもその一つである（図２参

照）。 

 競争と分断の力が社会を覆い、奪い合いの社会

になる中で、ネットワーク型の協同と分かち合い

の社会を目指す取り組みも、孤立するひきこもる

人たちには、生き方のモデルともなるものと考え

ている。 

 一人、あるいは一つの団体だけではできること

に限りがあり、足りないところを補い、お互いの

違いを地域の宝物にしていく取り組みがネットワ

ークである。 

 心地よいつながりは、自然増殖を繰り返し、予

想外のドラマを生み出す。それが、新しい社会づ

くりの実践でもあり、結果として、仕事を起こし、

地域を作り、文化を根付かせることにつながると、

考えている。 

 ひきこもり支援の目指すところは、誰もが安心

して暮らせる社会であり、一人ひとりが社会の主

人公として主体的に生きられることである。 

 こうした視点には、違和感を持たれるかもしれ

ないが、ひきこもり支援とは、そうした広い視野

の中に位置付けられてこそ、意味があるのではな

いかと考えている。 

 

 

図２．地域ネットワークのひろがり 
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Ｆ１-５          居場所づくりと公費助成 

－教育行政学の視点から－ 

 

武井 哲郎、Takei Tetsuro（立命館大学） 

 

１．不登校の現状と居場所づくりの課題 

年に 30 日以上学校を休む、いわゆる長期欠席

の子どもの数が、増加の一途を辿っている。長期

欠席のうち、病気や経済的理由、新型コロナウィ

ルスの感染回避によるケースを除いた「不登校」

の子に限っても、2020 年度には小・中学校あわ

せて 20 万人に迫るまでの数となった。文部科学

省や教育委員会は、不登校の子どもを受け入れる

場として、教育支援センター（適応指導教室）の

設置を進めてきたが、利用する子の割合は、不登

校全体の 12%程にとどまる状況が続いている。 

一方で、教育支援センターの設置が進むより前

から、不登校の子どもが安心して過ごせる「居場

所」を開設してきたのが、フリースクールやフリ

ースペースと呼ばれる民間の団体である（以下、

フリースクールと総称する）。2015 年３月に文部

科学省が実施した「小・中学校に通っていない義

務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関す

る調査」によれば、一団体・施設当たりの利用者

数はおよそ 13.2 人で、これは教育支援センター

を利用する子の数の平均を当時上回っていた。フ

リースクールの中には、子どもの自己決定権や意

見表明権を尊重しながら、「学校復帰」にこだわ

らない実践を積み重ねてきた団体も多く見られる。 

ただ、民間のフリースクールは、利用者から納

められる会費を主たる財源としながら小規模で運

営されるため、財務状況が総じて厳しい。実際に、

運営に携わるスタッフのおよそ３割が無給という

状況にあることが、2015 年の上記調査で明らか

となっている。そのため、行政による管理・統制

が強まる危険性を認識しつつも、フリースクール

の側は公費助成の必要性をかねてより訴えてきた。

2016 年に「義務教育の段階における普通教育に

相当する教育の機会の確保等に関する法律」が成

立してからは、フリースクールやその利用者に対

する助成制度を設ける自治体も増えつつある。 

とはいえ、民間の団体に公費を投入することが

適切なのかという点については、疑問の声が上が

ることも当然に予想される。そこで、本報告にお

いては、フリースクールに対する助成のあり方に

ついて考察を加えていきたい。なお、報告者の力

量不足ゆえ、ここでは「ひきこもり」をめぐる課

題について直接言及することはできない。フリー

スクールを事例としながら、持続可能な居場所づ

くりと公費助成の関係性について話題提供を行う

ことが、報告の主たる目的となる。 

 

２．居場所の「質」に注目する必要性 

フリースクールというのは、それを名乗るため

の基準が存在するわけではなく、団体ごとに運営

の方針やその母体は異なる。そのため、会費収入

を伸ばすことに力を入れるあまり、子ども・若者

を不必要に長く囲い込むようなところが出てきた

としても不思議ではない。また、将来的に社会で

評価される能力が伸ばせるという謳い文句のもと、

独自カリキュラムを設定することにより、保護者

に「選ばれる」ことだけを目指すような団体が登

場する可能性もある。営利を主たる目的とする団

体や能力・階層による学習機会の分断を助長する

団体に公費を投入することにならないのか、慎重

な判断が求められることは確かだろう。 

ただ、不登校の背後に貧困や障害の影響が見え

隠れするような子を受け入れるフリースクールも

少なからず存在はする。オルタナティブな学びの

場を対象に質問紙調査を行った藤根・橋本（2016）

によれば¹⁾、生活保護を受給する家庭の子が在籍

する団体は約４割、発達障害や学習障害があると

みなされがちな子の在籍する団体は約８割に上る
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という。むろん、生活困窮世帯の子にも門戸を開

くとなれば利用料の減免制度を設けることが、障

害のある子が利用するとなれば、合理的配慮を提

供するのに必要な数のスタッフとその雇用のため

の原資を確保することが、それぞれ求められる。

脆弱な財政基盤しか持たないフリースクールにと

ってこれらの条件を満たすことは、自団体の存続

を危うくしかねないのだが、社会的に不利な立場

にある子のセーフティネットを準備することが優

先されている（武井・矢野・橋本編 2022）²⁾。 

居場所づくりを担う民間の団体に公費を助成す

るのであれば、やはり後者のような活動を対象と

することが求められよう。具体的には、教育的支

援のみならず福祉的支援まで提供するといった方

法により、誰でも利用できる居場所であることを

目指す団体＝包摂性が備わる団体を見極めねばな

らない。併せてこれは、居場所の「質」に注目し

た分析・評価が、研究上も実務上も必要な段階に

入ったことを意味する。 

 

３．助成の方法 

フリースクールに対する公費助成のあり方を考

えるうえで、もう一つ検討すべきなのが、その方

法である。民間のフリースクールに対して公費を

投入する方法として現在採用されているのが、①

施設運営委託型と②事業費補助型の二つになる。

①は不登校の子どもの居場所づくり（教育支援セ

ンターを含む）を民間の団体に委託し、その運営

に係る費用を行政が負担するものなのに対し、②

はフリースクールの運営に係る経費の一部を行政

が補助する、あるいはフリースクールが手がける

事業の一部を行政の委託により実施するものであ

る。①は、受託した団体が安定した運営を実現で

きるというメリットはあるものの、それ以外の団

体には何の恩恵もない。運営の継続が困難となる

団体が出てくれば、居場所の多様性が縮減するこ

とにも繋がりかねない。その点で②は、子どもた

ちの抱えるニーズにあったさまざまなタイプの居

場所を地域の中に増やしていくのに有効だと考え

られるが、各団体に配分される金額はどうしても

限られてしまい、しかも、団体数が増えれば増え

るほどその額は減っていく可能性が高い。 

また、公費で充足すべき「ニーズ」とは何なの

かという問題も、助成の方法を考えるうえで避け

て通れない論点になる。フリースクールの利用料

を個人に対して助成する自治体も出てきつつある

が、そのなかには対象を生活困窮世帯の子に限定

するケースも見られる。これは、家庭の経済状況

にかかわらず不登校の子が居場所を持てるように

するうえで、確かに有効な方策ではあるのだが、

公費によって充足されるべき「ニーズ」は、貧困

によるものだけなのかという疑問を惹起させる。  

たとえば、障害が理由となって一条校（学校教

育法第一条に定められている教育施設）に通うこ

とが困難となった子や、外国につながりのある子

で自身のルーツに根ざした教育を受けたいと考え

た子に対しては、何の助成をしなくてもよいのか。

「ニーズ」の種別や程度に応じた優先的な資源配

分を行うべきかどうかが、今後問われることにな

るだろう。 

 

付記 

本予稿集および報告の内容は、武井哲郎・矢野

良晃・橋本あかね・竹中烈・宋美蘭（2022）「拡

張する教育空間における民間事業者の位置――セ

ーフティネットとしてのフリースクールに着目し

て」『日本教育政策学会年報』第 29 号、53-66 頁

および武井哲郎（2022）「コロナ禍における不登

校とフリースクール――官／民および教育／福祉

の境界がゆらぐなかで」『日本教育行政学会年報』

No.48、196-200 頁と、一部重複する。 
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1) 藤根雅之・橋本あかね（2016）『全国のオル

タナティブスクールに関する調査報告書』

（発行・監修：全国オルタナティブ学校実態

調査プロジェクト代表者 吉田敦彦）。 

2) 武井哲郎・矢野良晃・橋本あかね編（2022）

『不登校の子どもとフリースクール――持続   

可能な居場所づくりのために』晃洋書房。 
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Ｆ２        社会的ひきこもり・不登校を語る 

 

藤本 文朗、Fujimoto Bunrou（滋賀大名誉教授） 

森下 博、  Morishita Hiroshi（NPO 法人堺子育て・教育ネットワーク） 

田中 義和、Tanaka Yoshikazu（NPO 法人 なでしこの会）  

石田 史樹、Ishida Fumoki  （地域包括支援センター職員） 

 

１．はじめに 

 不登校・ひきこもりの経験者、親、兄弟姉妹な

どのご家族、教師、支援者、研究者、学生、関心

を持つ一般市民の方、どなたでも自由にご参加く

ださい。 

 特にテーマは決めていません。参加者が自由に

ご発言ください。 

対話と交流を通して、不登校・ひきこもりにつ

いて理解を深め、新たなつながりが始まることを

期待します。 

 

２． 語り合いたいこと 

藤本 文朗 

私は障害児教育の研究者です。「ひきこもり」

の相談を経験してきましたが、まさか自分の子ど

もが「ひきこもり」になるとは･･･。京都市東山

の「不登校・ひきこもり親の会」（20 年の歴史）

に入り、ほっこりして、この 10 年、「ひきこもり」

研究に関わっています。 

 私は 15 年間「ひきこもり」息子と 15年生活を

共にしています。 

以下が対応の実際のメモです。 

① 親も当事者も健康で生きることを大切に。 

② 当事者がパニックになるなど、家庭内暴力、

自殺の心配がある時には、ひきこもりに理解

のある精神科医の支援が必要である。 

③ 親はできるだけ当人の話をきく。 

④ 朝の挨拶など「おはよう」「お休み」「ごちそ

うさま」の声かけも大切にする。 

⑤ 本人の出番をつくる。 

⑥ テレビゲームなども本人が嫌がらない限り一

緒に楽しむ。 

森下 博 

法人の副理事長の森下博です。 

昨年 6 月に「ひきこもっていても、元気に生き

る」（共同執筆＝新日本出版社）を出版し、この

本を話題に、１年間限定（（昨年９月～今年８月）

無料の出前講演＆交流会を企画しました。終わっ

てみれば、17回の講演会となりました。 

「なぜ、元気に生きる？」「「ひきこもりは価値

ある行動？」など、新鮮な学びが満載でした。12

月 4 日の分科会では、１年間の楽しかった経験を

ご報告したいと思います。 

 

田中 義和  

KHJ（全国ひきこもり家族会連合会）に所属す

る NPO 法人なでしこの会理事長です。一人娘が

中学からの不登校・ひきこもりです。ひきこもり

が社会問題となっていますが、その実態に応じた

充分な支援が届いている実感は、私たち家族には

ありません。本人やご家族の実態、支援の現状を、

まずはみなさんに知って頂きたいと思います。 

 

石田 史樹 

 京都市の地域包括支援センターで社会福祉士

として働いています。私は小学 5年生の時と中学

3 年生の時に不登校になりました。友達関係や勉

強などにおいて、学校に馴染むことができなかっ

たことが主な原因です。そして、未だに社会に馴

染めていない自分がいます。みなさんとは経験者

として、また支援者としてお話ができればと思っ

ています。どうぞよろしくお願いします。 
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Ｆ３-１  コロナ禍と登校拒否・ひきこもり問題の新しい課題 

－理論的・実践的課題を深め、ともに取り組みを進めようー 

 

         前島 康男、Maejima Yasuo（子ども・若者研究者・元東京電機大学） 

 

１． はじめに 

 コロナ禍から約３年が経過した。その間、様々

な問題が顕在化し、矛盾は深化した。 

 私たちは、これらの問題や矛盾を見据え、問題

の背景や原因をきちんと把握するとともに、問題

解決の糸口や方向性を提示する必要がある。 

 コロナ禍に顕在化した問題を以下３点あげる。 

①子ども・若者の自死、とりわけ女子の自死がか

なり増えたこと。キーワードは「孤立」。 

②登校拒否は、第二の激増期を迎えていたが、そ

の傾向にますます拍車がかかったこと（拙著、

2020：100）。 

③学校低学年の暴力行為、いじめ、および登校拒

否が激増し、「学級崩壊」も多発していること。 

 

２． 背景にある問題は何か 

 １の問題を生む背景、および原因は、従来は、

学校等の「競争と管理」であると説明されてきた。 

 しかし、私は基本的に３Ｋ（競争・管理および

空気＝同調圧力）の問題を指摘したいと思う。 

 すなわち、登校拒否やひきこもりでも、今日

「空気＝同調圧力」の影響による息苦しさが影響

している。あるいは、問題を周りに明らかにでき

ない状況が広がっている（鴻上他、2020：124

）。

 

 また、フーコーの言う「規律権力」と「自己

責

任論」の問題も重要だ。

 

 

「規律権力」とは、学校等において、いつも何

かに見張られているのではないか、という感覚を

もたらす権力作用を言う。

 

 

この「規律権力」によって、たとえば、「マス

ク依存」は、「いつも見られているのではないか

という不安」、また、「スマホ依存」は、「いつも

見られていないかもしれない不安」によって、常

に不安で仕方がない状態に置かれる（大澤、

2013：155）。 

 さらに、「自己責任論」について、中西氏は、

次のように言う。 

「被害を被っている側に『自分の責任がある』と

感じさせてしまう、つまり困難を内閉化させる

抑圧様式は日本社会に至るところで蔓延してい

ます。リストカットする、いじめで自死する状況

に追い込まれながら、他人が悪いのではなく、自

分が弱く『汚い心』を持っているからそうなると

自認を迫られる。『あてつけ』で行為に出るほう

が問題だという視線によって一人ひとりが抱える

困難をその人の内側へと閉じ込める強烈な力が働

いている。私は異議申し立てる権利があるいと言

わせない、封殺する力です。責任を偽装するとい

ったほうが正確ですが、これは、極めて深い抑

圧の姿です」（中西、2007：58、太字：引用者）。 

 以上の「同調圧力」「規律権力」そして、「自

己責任論」が、絡み合いながら、今日の子ど

も・若者を支配し、息苦しくさせていると考えら

れる。 

 そうすると、このような新しい権力やイデオロ

ギー等がどう絡み合って、子ども・若者を支配・

抑圧しているのか、また、どうしたら、その支配

から脱却できるのか。その、可能性と道筋を明ら

かにすることが重要な理論的な課題になる。 

 

３．問題解決の視点 

 問題解決の視点は、とくに、竹内常一氏の次の

指摘に学ぶことが重要だ。 

「‥•私たちは、洗練された『丁重』な差別的な関

係の中で排他的に自立を追究する強者のライフ•ス

タイルに身を寄せるのではなく、親密な関係性のも

とで、自立と共存をはげましあう弱者のライフ•ス

タイルをつくりだすことを課題にしなければならな
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いのです。そうしたライフ•スタイルはすでに競争

から排除された子ども•青年の中に芽吹きつつある

というのもまた、今日的な状況なのではないでし

ょうか」（竹内常一、1998：189、下線：引用者）。 

 この視点は、糸賀一雄氏の「この子らに世の光で

はなく、この子らを世の光に」（糸賀、1968：117

）という思想の視点にも通じる。 

 私たちは、自分自身の“弱さ”を抱きしめながら

、“弱さ”を大切にした文化を育て、“弱肉強食”の

新自由主義社会を変革する立場に立つ必要がありま

す。これは、マルクスの次の言葉とも繋がる。 「人

は歩くことを覚えると、また、転ぶことを覚え、た

だ転ぶことによってのみ、歩くことを覚える（マ                                        ル

クス）この言葉は、正→反→合、すなわち、「良い子

」→悪い子→良い子という子どもの発達の弁証法を

考える上でも示唆的な言葉である。  

 また、以上の課題を現実のものにする上で、当

事者の様々な「居場所」作りに学び、発展させる

ことも重要です（秋田県藤里町「ひきこもり町お

こしにたつ」、北海道浦河町べてるの家、長崎県佐

世保市「ふきのとう」など）。 

 

４．今日考えるべき重要な事柄 

 他に今日考えるべき重要な事柄を何点かあげる。 

① 言葉の問題。登校拒否について一般的には不登

校という言葉で代用する研究者や専門家がいる。  

  この点は、きちんと吟味し区別し使用する必要が

ある（拙著、2020：3−4）。  

② ひきこもり」という言葉も世界共通語にはなって

います。しかし、この言葉が当事者にとって、ど

う受け止められているのかを考慮しながら、必要

ならば、新しい言葉を生み出していくことも考え

るべき時なのかもしれない。  

③ 私も拙著で、「ひきこもり支援法」の制定の必

要性を強調しました（ 、2020：167）。この

点は、研究会あるいは学会の結成と並んで考え

るべき課題である。 

 その場合、これまでの様々な関係法律（「いじめ

防止対策支援法」「教育機会確保法」等）が、大き

な問題点を持っていたことの反省の上に、日本と

世

界の研究と実践、および、運動の成果等の科学的な

研究・評価を踏まえて、個別の研究者・専門家、お

よび、実践家の専門の枠を外した、総合的な研究が

求められると思う（拙著、2020：第３章）。 

 たとえば、今日問題になっている、小学校低学年

の子どもの「行動化」（「小１プロブレム」）につい

ては、教育学ばかりでなく、心理学、医学、脳科学、

社会科学、身体科学などの諸科学を総動員しなけれ

ば、その本質に迫ることはできない。 

 そういった意味では、今日、ますます細分化する

学会や学問動向について、反省的に捉え、あくまで

も総合化する視点が必要である（医学もそうです。

総合的医療を目指している長野県が日本一の長寿県

である点は示唆的である）。 

 また、今日遅れている比較研究も研究者等の力を

合わせて、飛躍的に進める必要がある（拙著、

2020：補論Ⅱ）。 
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Ｆ３-２       大和川で学び、育つ子どもたち 

－川とあそぼう♩大和川クラブの親子と学校 地域の仲間－ 

 

 小松 清生、Komatsu Sugao（大和川市民ネットワーク） 

 

１．はじめに    

大和川は、大阪市と堺市の境を流れて海にそそ

いでいるが、1704年に突然ここにやってきた。 

大阪府の小学４年生は、郷土の開発として、淀川

の改修または大和川のつけかえについて学習する。   

私は、堺市北東部、大和川に南隣する地域で大和

川学習に取り組み、現在も、この地域の住民・元

教員として地域での活動を続けている。 

２．大和川クラブは楽しいよ！ 

 毎月第 2日曜の朝、新浅香山小学校の大和川河

川敷で活動。植物や虫を見つけ、ゴミをとり、川

に入れる日は魚とりを楽しむ。毎月毎月川は変化

し、子ども達が成長し、愉快な発見と感動が続く。

この春、校長先生が仲間入りされ、学校のホーム

ページで報告を続けられている。 

３．大和川かんさつ・あそぼう会は大盛況 

コロナ禍で中止もあったが、6 月と 9 月は近隣

4 小学校に呼びかけて、大和川かんさつ・あそぼ

う会をしている。15 年続き、学校の理解や期待

が高まり、2022 年は４校とも申込届け出先は担

任の先生になった。大和川クラブの子どもたちが

受付、司会、アンケート回収、父母のチームワー

クで活躍する。2022 年 6 月は 254 人、9月は 145

人が参加した。当日は、富田林の科学教室「力塾」

の小川力也先生の指導で、みんないきいき活動す

る。 

9 月にとれた生き物は、チチブ、メダカ、カ

ダヤシ、オイカワ、クロサギ、シナイサキ、カマ

ツカ、ウナギ、ブルーギル、ヒイラギ、モクズガ

ニ、 スジエビ、アメンボ、タイワンシジミ、カ

ムルチー（雷魚）、クサガメなどである。 

○あっという間に時間がすぎたいへん楽しかった。

多様な生き物がおり、とても興味深かったです。 

○大和川にこんなに多くの生き物がいることを知

りました。子どもと楽しく参加できました。 

○チチブやテナガエビ、ブルーギル、シジミがと

れてうれしかったし、楽しかった。とても暑かっ

たけど、また参加したい（3年）。 

などの感想があった。 

小川先生は、「イベン

トをきっかけに，多く

の人々が大和川の良さ

を知り，大切にしよう

と思う人が増えれば，

もっともっと川がきれ

いになると思います。 

子ども博士が育

っていることも

嬉しく、今後が

たいへん楽しみです」と言われた。 

４．大和川クラブはみんなの楽校 

次の文は、2022 年近畿子どもの水辺交流会で

発表するために相談しまとめたものである。 

大和川クラブのみりょくは、「子どもも大人もい

っしょに自然を学び、小さい子たちが成長してい

くようすがかわいい。生き物を見つけ、食べられ

る植物もゲット。ゴミや水質や環境問題を身近に

感じる。仲よし家族、大和川大好き仲間がもっと

もっとふえればいいな！」……… 

親子で水辺に出かけ、自然を体感、生き物に出会

い、子どもどうし親どうしがふれあい、子育てや

教育の悩みや課題も語り合う。コロナ禍で息苦し

い時期に、親子が交流して学び合う貴重な場にも

なっている。バーチャルな知識でなく、ほんもの

の体験が学びの意欲につながっている。 

学校がしんどい子も、大和川クラブは楽しく、

学校に行かなくても本を読み自分のテーマを追求、

発信する子もいる。 

2022 年 9 月、小川先生とみつけた生きもの

を手をあげ発表する子どもたち 
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9 月のあそぼう会の午後は、川のみりょく発見

交流会では、力塾の高校生たちが発表する。彼ら

は、大学院生が発表するような学会へ発表に行く。

小川先生は彼らを決まった正解を早く出す訓練や、

させられる学習でなく自分からやるから意欲的だ

と話された。 

高校生達は、「オオシマドジョウの産卵のトリ

ガー」、「アカハライモリの警戒色」など濃いテー

マだったが、小学生が熱心に聞いて、いい質問を

して大盛り上がりだった。 

○普段近くにあっても、気にとめていなかったこ

とにたくさんの気づきがあっておもしろかったで

す。高校生の発表は、テーマ対象への愛を感じま

した。非常に興味深くおもしろかったです。 

○ドジョウが腸呼吸をするなんてはじめて知った。

アカハライモリは再生力がとても高くておどろい

た。また来たいし、とても楽しくてべんきょうに

なった（3年）。 

などの感想があった。 

大和川クラブの発足は 2005 年で、その年、「大

和川をいかした社会科・環境・地域の教育」とい

う論文を堺市教育会で発表した。「大和川は総合

学習の宝庫」「川ガキの復活は、子ども社会に変

化をもたらすのではないか」と書いた。 

今、育ちつつある川ガキ達を見ながらそれを実

感すると共に、「子どもと社会に変化をもたらす」

と確信するようになった。 

５．大和川クラブの前史   

1996 年に新浅香山小学校で大和川学習に取り

組んだ学級の子らの絵で『大和川かるた』を発表

し、「よみがえれ大和川」の呼びかけをひろげた。

その後、私は、大和川河川環境保全モニターとな

り、副読本『わたしたちの大和川』編集委員会に

参加し、『わたしたちのまち堺』大和川の章を執

筆した。 

2004年は、大和川つけかえ 300周年だった。堺

にとって迷惑川とされてきた大和川の歴史を見つ

め直し、川と人のくらしの良い関係を取り戻そう

と、堺市役所内の部局を越えた庁内連絡会が始動

した。私も協力参加し、講演会や展示会とともに、

小学生も参加する実行委員会で大和川まつりがも

たれた。アユの遡上が確認され、水質改善が確か

になってきた年でもあった。 

2005 年に川と遊ぼう♩大和川クラブがスタート

した。葦船をつくって遊ぼうと提案され、地元の

東浅香山校区自治会の協力を得て、初めて水辺で

の大和川まつりを楽しんだ。2004 年には、大和

川流域委員会に加わり、大和川水系河川整備計画

に意見反映した。 

2008 年には、流域連

携の大和川市民ネットワ

ークがスタート。行政・

研究者・学芸員・教員・

市民・業者など多彩な仲

間が集う。副読本『わた

したちの大和川』改訂も

市民主導でがんばっている。 

大和川クラブの活動が漁師さんなどの支援で大き

く発展する機会となり、2008 年にかんさつ・あ

そぼう会がスタートした。 

６．大和川市民ネットワークの若い仲間たち 

 大和川かんさつ・あそぼう会＆川のみりょく発

見交流会が始まったのは、2017年である。 

 翌年には、春の

連休に「元気だよ 

みんなの大和川 

展示会・交流会」

が始まり、つつじ

まつりでにぎわう

浅香の人気コーナ

ーになっている。 

 大和川市民ネットワークでの小学生や父母の活

躍がめざましい。総会や交流会、河川行政への意

見交換会に参加し、「治水も親水も大切に。こわ

い顔でゴミを捨てるなと啓発するより、生き物い

っぱい。楽しい川だとアピールしよう……」と発

言してがんばっている。 

 

 

みんなの大和川 野外展示 

2016年に全面改訂  
2023年再改訂へ努力中 
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Ｆ３-３   不登校・いじめをなくすために学校ができること 

－本校の現状から－ 

 

奥田 雅史、 Okuda Masashi（京都支部） 

 

１．はじめに 

 いじめや不登校などの課題は、かねてより着目

され、様々な取り組みが各自治体で多く行われて

いる。しかし、インターネットの普及や感染症な

ど時代の変化も影響し、減少するどころか増加の

一途をたどっていると感じている。 

 筆者は、この原因の根本は現在の学校の状況そ

のものからくるものだと思っている。 

 ここでは、その一部を紹介し、不登校・いじめ

がなくなる一つのヒントとなれば幸いである。 

 

２．教師間にいじめはあるのか 

(1) 職員室での何気ないやり取りから 

 

 

(2) 教員の不登校、病欠、休職への一事例から 

 

 

３．教師間いじめの心理 

(1) 誰かを下に見ることで、自分が上にいると自

己満足することは、誰しも陥りやすい傾向があ

るように思う。「テストの点数が返却されたと

きに、〇〇の方が低いからまし」という心理に

似ているのではないか。子どものいじめや学級

でマウントをとるということも多くが、このよ

うな心理が働いている。教員でさえも関わりの

中でそのような心理が働き、言動に出る場合が

ある。 

(2)「〇〇ちゃんがあなたの悪口言ってたで！私

が守ってあげる」のように、子どもたちはグル

ープを作る中で、いじめるつもりはなくても、

他を排除したり、差別化をすることがある。こ

の共通する敵を作ることで団結しようとする心

理が教師でさえ働くことがあることを実感をし

ている。この心理は政治でも「他国を敵視して、

自国の支持率を上げる」などの方法で使われて

いると感じている。 

 

４．教師がなぜいじめを行うのか 

(1) 筆者を含めて教員のほとんどが多職を経験せ

ずに学生から教員になる。自身の学生時代の部

活動等のタテ社会のノリのまま、教員になるこ

とが大きな問題である。実際に年下にはため口

で、年上には敬語という教員がほとんどである。 

  一般社会において、年齢はそれほど大切なこ

とであるとは思われていないのではないとおも

うのだが、そこに縛られている奇妙な職場でも

ある。その閉鎖性にも課題がある。 

(2) 筆者の場合は「発達障害」の特性があり、空

気が読めない、集団行動が苦手であることは否

めない。そのためもあってか私は、「出る杭は

打たれる」ことで、過去に体調を崩してしまっ

た経験がある。「打てないほど出すぎる杭にな

ってやる」と自分と特性を生かし、最低限歩調

を合わせ、あとは自分にできることをやってい

こうと方向転換をするようになった。その頃か

ら周りも理解を得ることが増え、管理職も私を

上手に生かしてくれるようになり、職場でも良

い雰囲気で続けることができた。 

  しかし、人間関係や雰囲気によっては、「出

すぎている杭でも時間をかけて、大きな人数な

ら打てるのではないか」と執念深く、固辞され

るケースや、障害特性を理解しようとしない、

あるいは理解不足による対応がされる場面もあ

るように感じている。学校におけるインクルー

シブ教育は、まだまだ遠い道のりではないかと

実感をしている。 
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５．教師の不登校 

学校現場におけるさまざまな問題や課題がある

中で、現在も多くの教員が精神的な理由で休職せ

ざるを得ない状況にある。世間では教師の多様

化・多忙化が原因ではないかとされているが、筆

者はそれだけでなく、教員同士が互いを支えあう

関係ができていないことの方が大きいのではない

かと感じている。 

 もちろん、互いを支えあわずとも仕事量が減れ

ば、解決するかもしれないが、未来の社会を担う

子どもを育てる教員同士が、互いを信頼できない

協力ができない関係にあっては、それらを伝える

ことなどできるはずもない。 

 

６．人権学習こそが解決策 

 現在の学校教育で育った子どもたちが次の教員

となり、同じことを繰り返すことは容易に想像で

きる。その負のスパイラルをどのように断ち切れ

ばよいのかは、とても難しい課題であるが、これ

を解決するには「人権教育」しかないのではない

か。 

 まずは、「障害者理解学習」・「国際理解学習」

などを通じて、マイノリティで困っている人がい

ること、そしてどんなことに困っているのかを知

識として教員は学ぶことが大切である。多くの教

員は障害のある人や在日外国人や外国籍の人と深

くかかわったことがないために、理解ができない

のではないか。机上の学習だけはなく、当事者な

どをゲストティーチャーとして招いて、その人の

困り感を学ぶ。そのことを通じて、当事者の立場

を理解し、困り感を想像できるようになる。 

次に、「差別」「人権」について教員も一緒に生

徒と考えることが必要である。差別はいけないこ

とだということは、子どもでも知っているのに、

それでも人は大人でさえ、差別をしてしまう。3

と 4で述べたことを自分ごととして、生徒に教え

るのではなく、教員も一緒に考え、つくる授業が

必要である。 

教員はその職務の特性上、「教師」にならなく

てはならないと思い込んでいるところがあるので

はないかと感じることがある。「師」として、な

にもかも、生徒より優れた人でいなくてはならな

い、生徒にスキを見せてはならない、と気負いを

しているようにも思う。 

実際に教科学習においては、生徒より多くの知

識や優れた技術を持っていることが多い。しかし、

人権となると個別の事象においては生徒や生徒の

兄弟、保護者などに当事者がおり、知識も多く、

感覚がするどいことは少なくない。そのため、人

権について学習することは避けるような心理がは

たらき、実際に学習を行っても表面的なもので終

わることが多いように経験からは感じている。 

多くの教員には、生徒に教えるのではなく、学

び続ける背中を見せつつ、一緒に学んでいく姿勢

で人権学習に挑戦してほしいと心から感じている。 

 

７．おわりに 

 多忙な業務に加え、研修などの自己研鑽の時間

が取れない現状がある。そのため、誰かを傷つけ

てまで自分を認めようとしてしまうことになる。

教員に憧れ、かつて思い描いていた理想に少しで

も近づけるよう自己研鑽することで、本当に自分

自身を認められるようになれば、このような問題

は解決するように思う。 

病休期間中に、筆者が発達障害の当事者会に参

加した。その際、管理職から「病休中にそのよう

なことをすることは職務違反にあたり、懲戒の対

象になる可能性がある」と指摘をされたことがあ

った。当事者会は心療内科やカウンセリングと同

等の効果があると私は確信しているが、内容につ

いて知らなければ、「遊びに行っている」と判断

されたり、元気ならほかにすることがあるだろう、

となるのかもしれない。当事者のことを知ろうと

する姿勢と、その機会をもつことは、一つの研修

と位置づけられ、様々な研鑽の機会を得ることを

求めたい。 
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Ｆ３-４      心の声に思いを馳せ、ともに生きる 

 

大倉 恵子 Okura Keiko（私立大阪暁光高等学校教員／国語科・支援教育担当） 

 

１．はじめに 

 本校に就職して 39年、いつも生徒の話を聞 

き、授業や学級運営を行なってきた。勉強がわか

らない辛さや競争に追い立てられる疲れ、学校差

別への怒りやいじめの苦しみ、貧困のみじめさや

家庭内暴力、死と隣り合わせの自己否定、彼らの

ことばは、“命”そのものだった。 

私は、ただ聞くしかできないことが多かった。

時には、その人に内在する“生きる力、伸びよう

とする芽”を探し、鏡に映すように語った。私は

懸命に生きる彼らから人間の尊厳を学び、ともに

学ぶ喜びを味わった。そして、“平和とは、すべ

ての命が輝くことである”と教えられた。 

“今と未来”を生き社会を創るのは、目の前の

高校生だ。その一人ひとりが、持つ力を最大限発

揮する経験を通して自己の力に気づき、主権者と

しての誇りと自覚をもって社会に羽ばたいてほし

い。おとなは、子ども期を生きる人間の本質を歪

めてはならない。私の目を開いてくれた生徒が書

き綴ったことばを通して、学ぶ意味を考えたい。 

 

２．「17 才問題」に取り組んだ高校生 

1997 年に世間を震撼させた「神戸連続児童殺

傷事件」の犯人は中学２年生。「普通の子」によ

る殺人や傷害事件が続いた 2000 年、「キレる 17

才」「理由なき犯罪世代」と騒がれた。「世紀末」

と相まって、高校２年生は「犯罪者予備軍」と見

られているような被害者意識を持つこととなった。 

本校（旧・千代田高校）は生徒会活動が活発で、

「学ぶ文化祭」の伝統がある。当時、私は２年生

の担任をしていた。「どんなテーマに取り組みた

いか」と生徒たちに問いかけると、彼らは相談の

結果、「17 歳問題」を設定した。するとＡくんは、

当時起こった「家族 6人殺傷事件」について「テ

レビや新聞は、『のぞいたと疑われたからという

軽すぎる動機』と報じている。でも、それは単な

るきっかけにすぎない。“心のダム”からあふれ

だしてしまったストレスの果ての殺人だったと思

う。少年は、なぜ殺人を思いとどまることができ

なかったのか。今、すべてを足元から見直す時で

ある」という主旨の文章を書いてきた。多くの生

徒が共感し、彼らの文化祭が始まった。 

弁護士を招いて少年犯罪の背景を、養護教諭か

らは「思春期の特徴」を学んだ。さらに、彼らは

「先生たちの 17 歳も聞こう」と、９人にインタ

ビューを行なった。「先生が 10 代の頃、人を殺し

たいと思ったことがありますか？」と質問した生

徒たちに、校長は「とんでもない！敵機が来て焼

夷弾を落とすから、恐くて必死に逃げる。目の前

で燃えた人もいた。食べ物がなくて、みんな生き

るために力をあわせた」と語った。驚きとともに、

彼らの学びは戦争中の生活や社会と繋がった。学

習内容と感想は、文集「SEVENTEEN…光も闇も

すべて私たち 17 歳の心です」にまとめられた。 

３年生の文化祭で彼らは、自分たちの思いを

「今、はばたく瞬間…いのち・生きるというこ

と…」という創作劇で発表した。いじめの苦し

みや親友の自死に対する無念、「なぜ学ぶのか」

というテーマを語り合い、主権者として巣立つ

決意を表明した。舞台の最後、生徒会長のＡ君

は次のように語った。「僕は片目だけで生きてい

ます。右目をケガし何度も手術しましたが、視

力は戻りませんでした。僕はこれを誰にも話せ

ませんでした。恐かったのです。重く暗い何か

が僕の中にたまっていき、僕は大きく荒れまし

た。学校に行かず他人を傷つけ、自分も傷つき

ました。（略）僕は、文化祭をきっかけに学び考

え、ひたすら走り始めました。失った時を少し

でも取り戻したくて。僕は大きく変わりました。

視力は２分の１になったけど、視野は何倍にも
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広がりました。ありのままの自分を語り、多く

の人と手を繋ぐこともできました。僕は翼を見

つけました。それは『書くこと』です。自分の

思いは、自分の言葉で伝えたい。『書くこと』は

僕の生きている証。おとなは『今の子どもはダ

メだ』と言います。でも、僕たち子どもは必死

に生きています。おとなが作った社会の中で。

僕は、自分たちの次の世代が希望をみつけられ

るような社会にしていきたい。そのために僕た

ちは、今こそ学び、考え、大きくはばたきます」。

彼は今、東京の日本語学校で教壇に立っている。 

 

３．看護師をめざす高校生のことばから 

2016 年度から３年間、私は看護科の国語を担

当した。一人親家庭も多く、バイト代が生活費に

回る生徒やヤングケアラー達。また、いじめや家

庭内不和に苦しむ声も少なくなかった。生徒の

“心の闇”は、生きて明日を拓く学びを求める。 

多くの生徒が自分を責めている。成績が悪いの

も、いじめられるのも、親から辛く当たられるの

も「自分が悪いのだ」と。その苦しみの中でもが

きながら、あきらめたり開き直ったり、他者に牙

を剥く自分に苦しんでいる。その苦しみを真剣に

受け止め、共感し、彼の思いをともに考える人が

いたなら、彼は孤独から解放されるだろう。それ

が友だちだ。そして、自然科学や社会科学、文学

や芸術という学びの中で、矛盾を生み出す根源へ

の問いを深め、生きるために闘い始めるのではな

いだろうか。多くの仲間とともに。そんな彼らの

美しい姿は、昔も今も変わらないように思う。 

私は近年、授業で「子どもの権利条約」を取り

上げる。生徒は気になる権利を選び、自由に思い

を綴り発表する。ひとつの条文が、社会の中で生

きる自分を照らす光となる。語り合えば、気持ち

の繋がる瞬間が生まれる。小さな声が響き合えば、

美しい旋律を生み楽しいハーモニーが教室を包む。

いじめる側もいじめられる側も、同じ立場の子ど

もだ。劣悪な教育条件と貧困に負けず、“自由に

生きる権利”の主体者として育ってほしい。 

卒業前の授業で書いた２人の文章（抜粋）を紹

介したい。Ｂさんは、勉強の意味を考えた。中学

までは〈勉強＝暗記＝テストで点を取ること〉と

思っていたと言う。そして、高校で気づいたこと

を次のように書いた。「感じたことを“自分の言

葉”で表現することは、こんなに難しいのか。自

分の中に“自分の言葉”がないのだと痛感した。

何かを見聞きして“考える”ということを今まで

してこなかったのだと、初めて気づくことができ

た。それからはよく勉強している。自ら考え、行

動し、その結果得たものは全て“勉強”になる。

それに気づくことができただけでも、十分に価値

のある、成長できた３年間だった」。 

Ｃさんは、「高校と私」と題して３年間を振り

返った。「私は、自分で勉強ができるようになっ

たと感じています。自分で自分の分からないとこ

ろが分かって、さらに、自分がどこを勉強したら

いいのか、そこを追求できるようにもなりました。

こんなに“自分の気持ち”を大切にして行動でき

たのは、高校の３年間だけだと思います。私は自

分と向き合えるようになりました。今まで逃げて

逃げて後悔してきた自分がいた。でも、それじゃ

前に進めない。だから、私はこれからも挑戦して

いきたい。どれだけ困難だと思うことでも、あき

らめない、逃げない、それが私なんだって気づく

ことができたから」。……コロナ禍の今、彼女た

ちは、看護師として患者に寄り添い働いている。 

 

４．おわりに 

佐貫浩氏は「書く」ことの意味について、次の

ように指摘する。「それは、人間（生徒）を客観

的な自己認識に向けて成長させる方法であり、考

える習慣を獲得することにある。自己の苦悩や絶

望をすら、自己形成の力へと転換する認識の力を

引き出し、表現する主体を形成する方法である。」

注：「大阪暁光高校の教育実践の基本性格について」（2022-04-07） 

入学した彼らは日々変化を遂げていく。ありの

ままの自分を綴ることの意味は大きい。ともに学

ぶ中でこそ本音は語られ、その中でこそ展望は見

出される。人間の尊厳を学び、未来への希望を見

出す営みとしての教育を進めていきたい。 
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Ｆ３-５  地方教育行政にかかわる行政権の強化は、学習・教育になにをもたらすのか 

 

西田 喜一、Nishida Yoshikazu（名古屋大学大学院生） 

 

1．はじめに 

 人は、学習・教育を通じて、成長・発達する。

それは、人格形成と深く関わるため、一人ひとり

の“声”を聴きながら歩まれる自律的な営みが尊

重される領域でなければならない。学習や教育は、

一面的な理論や価値観を教え込むような人格支配

の手段に用いられることもあるからである。 

とりわけ、政治や行政は、権力行使を通じて、

学習・教育のあり方を自らの意に沿うようにし、

人格形成の営みに介入・支配することがありうる。

このような政治・行政による学習・教育への介

入・支配を排し、また、人々の自主的・自律的な

学習・教育が、持続的に営まれるように支える条

件整備を担う教育行政制度として、教育委員会制

度が戦後初期に創設された。 

 しかし近年、教育委員会制度を通じて見えてく

る地方教育行政のあり方は、その制度理念とは乖

離し、変質し続けているように思われる。その変

質とは、主に行政権の強化に関するものである。 

ここでは、近年散見される地方教育行政におけ

る行政権強化の事例検討を行い、その変質が人々

の学習・教育にどのような影響を及ぼすのかを考

えたい。 

 

２．地方教育行政における行政権強化の傾向 

2014 年に地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律(以下、地教行法)が改正され、首長が教

育・教育行政に関与する新たな権限が付与された。

この制度改革以後(以前からではあるが)、地方教

育行政に目を移すと、教育・教育行政に対する首

長の関与を強化する動きが散見される。 

また、首長の権限強化ではなく、教育行政(教

育委員会事務局)の権限強化、あるいは教育行政

と首長部局との連携強化を図る動きもある。それ

らの動きには、今現在も議論が進むデジタル化に

伴う教育データの利活用と関連するものもあり、

教育・教育行政のあり方に影響を及ぼすだろう。 

このような教育行政に関する動向は、人々の学

習・教育を豊かに保障することにつながるのだろ

うか。それを考えるために、まずは現状地方教育

行政がどのような方向に向かっているのかを把握

することが必要である。本報告では、寝屋川市の

いじめに関する条例と現在、文部科学省内で進む

地方教育行政に関する議論について取り上げる。 

(1) 寝屋川市の「子どもたちをいじめから守るた

めの条例」 

大阪府寝屋川市では、2019年 12月 17日「子ど

もたちをいじめから守るための条例」が、市議会

において可決された。この条例の特徴は、全国初

と言われる、市長に対しいじめの調査権と学校そ

の他関係する寝屋川市の機関に対し是正勧告でき

る権限が付与されていることである。 

 このいじめの調査は、担当課(市長部局監察課)

が独自に学校を通じて、子どもたちに毎月チラシ

を配布し、チラシに付属している手紙でいじめに

関する申出を求めるというものである。しかし、

いじめの調査権は、教育委員会や学校の職務権限

であり、それらの権限との整合性が取れるのか懸

念がある。 

また、是正勧告の中には、児童・生徒に対する

懲戒や出席停止、学級替えなど、教育委員会や学

校の職務権限で、教育・指導のあり方に関わる事

項が含まれている。寝屋川市は、これらを行政的

アプローチと呼び、子どもを含めた市民の人権侵

害の問題に関わることと捉えて対応するのであり、

教育への介入には当当たらないと言う。 

行政や法といった権威性を有するものを用いて

問題の解決を図ることにより、一見して問題の

「停止」や「解消」がなされるかもしれない。し

かし、そのような方法には、強権的なものを用い

れば、人は問題行動を止め、反省し更正するとい

う発想がないだろうか。もし、そのような考え方
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が、制度を通じて子どもたちに浸透した場合、人

と時に衝突しながら、話し合い、関係性を紡いで

自治的に問題を解決することよりも、手っ取り早

く権力を用いて解決を図ることを、子どもは学習

してしまうかもしれない。そうなれば、問題の根

本的な解決は遠のき、教育委員会や学校が、子ど

もの学習や教育を保障する責任を果たすことは、

難しくなっていくのではないだろうか。 

(2)「『令和の日本型学校教育』を推進する地方教

育行政の充実に向けた調査研究協力者会議」 

文部科学省において、2022 年 1 月 31 日から

「「令和の日本型学校教育」を推進する地方教育

行政の充実に向けた調査研究協力者会議」(以下、

会議)が開かれている。この会議は、「「令和の日

本型学校教育」の構築をめざして」(中央教育審

議会答申)を受けて立ち上げられたもので、教育

委員会の機能強化・活性化のための方策、教育委

員会と首長部局との効果的な連携のあり方の検討

などを課題としている。 

たとえば、第４回の会議は、教育行政と首長部

局が効果的に連携する事例として、大阪府箕面市

を先行事例として取り上げている。箕面市は、教

育委員会と市長部局に分かれていた子ども関連の

施策を教育委員会に一元化し、それに伴い、学

力・体力・生活状況はじめ、生活保護の受給状況、

給食費の滞納状況などあらゆる子ども・家庭状況

のデータを収集し、ＡＩによる分析を用いて必要

な支援につなげる「子ども成長見守りシステム」

を構築している。そのために、個人情報保護条例

(第 10条)を改正し、情報の目的外利用の規制を緩

和している。これは、デジタル庁が進める教育デ

ータの利活用や来年度発足するこども家庭庁のモ

デルケースとしても取り上げられている。教育委

員会へ権限を一元化し、行政が収集する子ども・

家庭に関するデータを一元的に管理できるように

なっている。このシステムによって子どもたちに

必要な支援が、抜け・漏れなく届くようになった

と解説されている。 

しかし、このようなプライバシーに関わるセン

シティブな個人情報を行政が一元管理することは、

子どもや家庭の内情を精緻に把握できるというこ

とでもあり、支援が監視となり、人権侵害に転じ

る危険性にも着目しなければならない。また、Ａ

Ｉによるデータ分析は、ある意味効率的で便利だ

が、ＡＩ解析の結果に依存してしまうような慣習

が、教育行政や学校に根付いてしまえば、教育の

営みそのものを変質させてしまうだろう。データ

を通して見る子どもや親の状況が、必ずしも実際

の姿とリンクしているとは限らず、一面的・画一

的な人物評価を安易に下すことにもつながりかね

ない。その結果、支援や教育が実態と乖離した形

で行われることも危惧される。 

 

３．政権強化が招く人々の自治の衰退 

 ２つの例を通して、現在の地方教育行政の変

質について検討してきた。これらは、首長や教育

行政の行政権を強化し、教育に関わる問題の解決

を図っていこうという点で共通している。それが、

いじめやデータの利活用による子ども・家庭への

支援を切り口にして展開されている。 

 しかし、ここであらためて学習・教育が、一人

ひとりの“声”を聴きながら歩まれる自主的・自

律的な営みであるということに立ち返った方が良

い。強い権限を行使していじめの問題解決を図る、

ＡＩ分析を用いて子どもや家庭の状況を把握し問

題を解決しようとすることは、一定の便益を享受

できるかもしれない。反面、強い権限を用いて強

力に施策を推進していくと、一人ひとりの“声”

を聴くことは、非効率的なことと見做され、軽視

される(せざるを得なくなる)虞がある。 

そうなれば、教育に限らずあらゆる生活場面に

おいて、人々が話し合い、協同して問題を解決し

ていく力をつけていくことが難しくなっていくの

ではないか。このような事態を招かないために、

教育においては、自主的・自律的な活動が重要と

なる。また、その営みを持続的に育み・支えるよ

うな条件整備を担う教育行政制度も必要である。

教育委員会制度が、そのような役割を果たすため

には、人々の協同を基盤にした制度に組み換えて

いくことが求められるだろう。 
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Ｆ４-１   社会の末端から民主的な変化を目指すモンゴルの女性たち 
 

トルガー・エネビシ、Tulgaa Enebish（日本科学者会議大阪支部） 

 
１．はじめに 

この調査報告では、地方からの移住者が多く

住むウランバートルの西端の地域でＮＧＯと住

民が地域づくりに取り組んでいる事例とその原

点を紹介したい。 

 

２．なぜ女性のＮＧＯがリードしたのか？ 

1921年に人民革命によって民族的独立を果た

したモンゴルは、1924年にモンゴル人民共和国

を宣言した。女性の社会地位にも大きな変化が

訪れた。1924年の憲法で、男女平等を明言し、

1926年には、女性の参政権、労働権、基本的人

権が法的に保障された。1989年の段階では、女

性は労働人口の 47％を占めていた。 

 1990年に民主革命が起こり、1991年にＩＭＦ

主導によって「ショック療法」による市場経済

への移行が始まり、その影響は性、年齢、所

得、居住地域による不平等をもたらした。特

に、女性の社会的地位は、労働や政治参加の面

で体制転換期以前の状況より低下した。社会の

中で格差と貧困が広がっていった。 

 この状況の中、1990年代半ばから多様な女性

のＮＧＯが出現し、発展していった。その多く

は、女性の置かれている状況把握調査をして、

政策立案に反映させる活動を行なっていた。し

かし、人々が暮らしている生活の場でその政策

は実践できているのか、地域住民の意識を高

め、生活の中で実践されなければ、どんな法律

や計画を作っても机上の空論に終わり、具体的

な結果が出ないと考えるＮＧＯも現れた。 

 それは「持続可能な発展のためのジェンダー

センター（以下、ジェンダーセンター）」という

ＮＧＯであった。立ち上がり当初は、「女性情報

調査センター」という名前で、市場経済化下に

おける女性の現状についての調査研究からスタ

ートした。新しく出現して活躍する女性ＮＧＯ

に現状を把握して課題に取り組んでいくように

情報提供をしていた。一方で、調査研究の結果

を政策に反映させるように働き続けた結果、ジ

ェンダー・ナショナルプログラム（2002）、Ｄ

Ｖ根絶法（2004）、ジェンダー平等法（2011）

が制定されることになった。 

しかし、法的仕組みができても、社会の中で

男女が抱える問題は未解決のままである。政策

は人々が暮らしている生活の場で実践され、一

般の人々に行き届いているのか。その一方では、

当事者の声を反映することができているかどう

か。地域住民の意識を高め、生活の中で実践さ

れなければ、具体的な結果が出ないということ

に気づいた。そして名前を変え、末端の小さな

社会のホロー（小区）から社会を変えていく必

要性を感じ、活動の場を地域に移した。 

 その地域は、首都ウランバートルの西端に位

置するソンギノハイルハン区の女性のホロー長

がいる第３ホロー（小区）であった。 

 

３．住民とＮＧＯの信頼関係づくり 

 体制転換後のモンゴルでは、地方から首都に

一極集中する流れは、1990 年代後半から始まり、

2000 年代に入ってピークを迎えた。新自由主義

が浸透し続ける中で、民営化の失敗で地方と都

市部の国営企業やその物流システムが崩れ、失

業者があふれ出た。合理化を求める中で、全国

的に教育と医療の均等なサービス提供を目指し

ていたシステムも縮小され、再編成され始めた。

このような状況の中で、人びとの生活は不安定

に置かれ、医療や教育サービス、そして、就職

の機会を求めて、地方から首都への移住が止ま

らなくなった。しかし、移住先の状況も厳しい。 

首都でゲル地区は移住者の仮住まいの場、ま

たは、定着していく受皿になっていった。第３

ホローもその一つの地域である。住民は、住所

登録が未登録のままにされ、行政や医療サービ

スへのアクセスが分からないまま悩んでいた。

また、お隣同士は話をしたことなく、移住者が

次々とやってくるコミュニティ不在の地域であ

った。 

 一方で、ホロー役場と診療所など住民に行政 
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サービスを届ける側も手が足りず、その結果住

民は情報弱者になっていた。ジェンダーセンタ

ーは、2004 年に第３ホロー役場と協議を行い、

許可を得て、役場の隣にゲル（モンゴルの伝統

的な居住）を立てて活動をスタートした。この

ゲルが地域住民の活動の拠点となっていった。

当初センターのメンバーは、心理専門家１人、 

地域住民のスタッフ１人、ジェンダーセンター

の職員１人。最初は、医療サービスが追い付か

ない状況への手助けとして、住民の血圧測定か

らスタートし、入ってくる住民の血圧を測りな

がら話を展開させ、相談に乗り、情報提供をし

た。また、センターのスタッフは、地域住民の

所に足を運び、話を聞き回った。 

 

４．住民とＮＧＯの協力による住民自治運動 

 住民の反応と状況を確認しながら、ジェンダ

ーセンターから提案したのは、地域ぐるみで問

題を話し合う場を持ったらどうかということで

あった。それで、2005 年 12 月に「私たちのホロ

ーは私たちの家」という住民大会を実施した。

行政、住民、ＮＧＯ、その他の地域関係者は向

き合って、問題をそれぞれの立場から語り合っ

た。 

 地域レベルで取り組む問題、区や市、そして

国に関わってもらうことを整理し、ホロー役場、

ＮＧＯ、住民、そして他の関係者はそれぞれい

つまで、何をするか、やるべきことと役割分担

も決めた。 

 住民の声を吸い上げる仕組みが作られた。そ

れは、既存のヘセッグ長と協力するゴダムジ長

のチームが住民自らの提案で設置された。この

チームは、それぞれの担当ゴダムジを歩き回り、

家庭を訪れていった。本来の遊牧社会では、草

原で家を見かけたら、必ず立ち寄ってお茶を飲

みながら情報交換する、という共同体の習慣が

あった。この習慣は移住者同士の人間関係づく

り、住民の要求を吸い上げる機能にも生かされ

た。お茶を飲みながら悩みを聞いてあげ、解決

につながる情報共有をするなどして必要な所に

必要な情報を届ける。行政から紙が届くのでは

なく、地域の信頼を持ったゴダムジ長は、その

役割を果たした。 

住民のこの仕組みの動きが地域に信頼関係と

共同体意識をもたらし、小さなコミュニティが

たくさんできた。10 人のヘセッグ長の内９人、

67 人のゴダムジ長の８割が女性であった。この

女性たちは、社会主義の時代に教師や医者の経

験をしたり、今は、仕事に就いていないが、以

前は社会に貢献する活動を経験した人が多い。 

図１．第３ホローの自治の仕組み 

 

子どもやお年寄り、シングルマザー、マイノ

リティーなどの社会的弱者を捨て置かない運動

の原動力となっている。それに協力して一緒に

やってきたのは、ジェンダーセンターであっ

た。 

 モンゴルの社会全体を取り巻く政治と経済の

状況変化によって末端のホローもその影響を受

ける。第３ホローの自治の仕組みの機能を維持

し続けるのは、困難であるが、それをきっかけ

にでき上がったいろんな取り組みは、今現在も

続いている。 
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Ｆ４-２  ジェンダー、フェミニズム研究への攻撃にいかに立ち向かうか 

－フェミ科研費裁判の支援を通して－ 

 

元橋 利恵、Motohashi Rie（大阪大学） 

 

2019 年２月 12 日、ＪＳＰＳ科研費基盤（B）

「ジェンダー平等社会の実現に資する研究と運動

の架橋とネットワーキング」JP26283013 平成 26-

29 年度研究グループのメンバーである、牟田和

恵（大阪大学）・岡野八代（同志社大学）、伊田久

美子（大阪府立大学）・古久保さくら（大阪市立

大学）が、衆議院議員杉田水脈氏に対し、名誉毀

損等による不法行為に基づく損害賠償等請求を京

都地方裁判所に提訴した。 

報告者が携わっている「国会議員の科研費介入

とフェミニズムバッシングを許さない裁判」支援

の会（略称、フェミ科研費裁判支援の会）は、上

記の裁判の支援を行うために、有志が結集したも

のである。 

本報告では、支援会事務局、またジェンダー・

フェミニズム研究を専門とする若手の女性研究者

という立場から、裁判を一つの象徴として、ジェ

ンダー、フェミニズム研究への攻撃はなぜ行われ

るのか、どのように立ち向かうべきか問題提起を

行う。 

杉田議員は、原告である研究者らが行なった研

究に対し、無理解と偏見に基づく誹謗中傷をイン

ターネットテレビ、ツイッター、雑誌等種々のメ

ディアを通じて繰り返した。たとえば、「慰安婦」

問題を扱った研究について「ねつ造」と述べ発信

する、フェミニズムを扱ったイベントに対して

「放送禁止用語を連発」などと浅薄な形容を繰り

返して嘲笑し、研究に価値がないかのような印象

操作を行なった。さらには、科学研究費を「不正」

に利用しているといった発言をするなど、いずれ

も原告らの研究者としての名誉を大きく傷つけた。  

このような杉田議員の発言等は、原告研究者ら

の名誉を傷つけるだけでなく、公的な立場の者が、

公然とフェミニズムへの敵意を示し、歴史修正主

義的見解を広めるものある。また、学問の自由へ

不当に介入するものである。このような杉田議員

の発言は、支持者や自身を取り立てる政治コミュ

ニティに対するパフォーマンスとして行われてい

る。杉田議員は、性的少数者や性暴力被害者女性

に対する差別発言や二次的被害発言も繰り返し行

なっているが、2022 年８月に総務政務官に起用

されるという「出世」を遂げている。 

2022 年５月 25 日、京都地裁において原告らの

訴えを全て退ける判決が言い渡されたが、不当な

見解に基づくものだった。京都地裁の判決文では、

杉田議員による数々の誹謗中傷の発言を単なる意

見論評に過ぎず原告らの社会的評価を損なったと

は言えないと、原告らの研究者としての立場や杉

田議員の国会議員としての権力性や影響力を無視

している。 

また、「慰安婦」研究の蓄積を軽視する歴史否

定論的な立場に立つものであり、深刻な問題を含

んでいる。原告らは、大阪高裁に控訴し、この原

稿を執筆している現在、控訴審を控えている。 

報告者は、本裁判の支援活動を通して、特にマ

イノリティ研究を行う女性研究者は、自身の研究

上だけでなく、研究を続けるための基盤やコミュ

ニティ、そして自身の尊厳を守るために闘い続け

なくてはならない現実を痛感した。ジェンダー論

が研究領域として認められるようになってきた昨

今でも、それは闘い守らなくては、すぐに奪われ

てしまうものなのではないだろうか。 

一方で、そのような闘いを引き受けてきた、そ

してこれから引き受けていける人とつながり合う

ことで厚い層をつくり、力に変えていけるのでは

ないかという希望もある。本分科会では、参加者

それぞれのフィールドにおける女性研究者の闘い

についても意見交換ができればと思っている。 
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Ｇ１-１   アメリカ：2022年中間選挙－階級と価値のせめぎあい 

 

宮﨑 礼二、Miyazaki Reiji（明海大学） 

 

１．はじめに 

 本年 11 月８日実施される中間選挙は、２年後

の 2024 年大統領選挙に大きな影響を及ぼしうる。

民主党が次期も政権を継続するのか、それとも共

和党が政権を奪還することになるのか、その方向

性と次２年間のアメリカの動向を左右するのが、

この中間選挙である。 

 バイデン大統領は、公約とする「労働者重視」

の施策を加速させる大統領令で実行しつつある。

近年、活発化する労働組合運動は、トランプ共和

党政権時代の抑圧から解放され、さらにバイデン

政権の支援を受け、いっそうの盛り上がりを見せ

ている。 

 本報告は、政権と議会民主党の「労働者重視」

の政策や労働運動を軸に、中間選挙を総括するこ

とを目的とする。ただし、本予稿執筆時は選挙前

であり、結果は未定であることから、事前の予想

と動向程度にとどまっていることをお許しいただ

きたい。 

 

２．最低賃金引上げ 

議会民主党は、最低賃金引上げを否定する共和

党が多数派を占める議会において、連邦最低賃金

引上げを実現することができないままでいた。

2020 年秋の大統領選挙と同時に実施された連邦

議会選挙で民主党は、大統領と上下両院で過半数

議席を獲得し、連邦最低賃金引上げを求めて

2021年賃上げ法案（the Rise the Wage Act of 2021）

を提出した。 

しかし、最低賃金引上げの法案が下院で通過し

ても、上院では共和党による「議事妨害」（フィ

リバスター）に対抗するだけの勢力のない民主党

には、独立した法律として成立させることは不可

能だった。そこで、新型コロナウィルス経済対策

として 1.9 兆ドル規模の米国救済計画法（アメリ

カン・レスキュー・プラン）に最低賃金 15 ドル

への引上げ条項を含ませて、財政調整措置（上院

で法案を通過させるのに過半数の投票のみを要件

として「議事妨害」を回避させる手段）の一環と

して最低賃金引上げの実現を目指した。 

しかし、財政調整措置の適用範囲が歳出、歳入、

債務上限に関わる分野に限定されているため、最

低賃金引上げ条項を含ませることは、上院規則に

反する可能性があったため引上げ条項を削除せざ

るを得ず、最低賃金引上げが実現することはなか

った。 

 

３．大統領令による取組み 

 議会で最低賃金引上げの試みがとん挫する一方、

バイデン大統領は、連邦政府と契約する業者の最

低賃金を現在の 10.95ドルから 15ドルに引上げる

大統領令に署名した。 

 最低賃金引上げをめぐっては、人件費上昇が雇

用にマイナスの影響をもたらすと強固に反対する

共和党や、最低賃金引上げが新型コロナ・パンデ

ミックから抜け出そうと苦闘している中小企業を

廃業に追い込みかねないと商工会議所、全米レス

トラン協会、国際フランチャイズ協会などの経営

者団体は否定的な態度がある一方、バイデン大統

領は「労働者の健康と意欲を高め、生産性を上げ

る」と最低賃金引上げの効果を強調して、連邦政

府契約でないすべての労働者への波及の足掛かり

にしたい考えを示している。 

また、バイデン大統領は「労働者の組織化と権

限強化に関する検討部会」を設置する大統領令に

も署名した。民間労働者に占める組合組織率は、

1980 年代以降低下を続け、1970 年代の 30％台前

後から近年では６％まで落ち込んでいる。大統領

令では、組合の退潮によって「労働者が力を失い、

発言権の低下を招いた」と指摘し、組合の権限強
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化が労働条件全般の改善に不可欠だとの認識を示

した。今年２月に発表された部会報告は、70 項

目の提案を列挙し、その柱として、連邦政府を雇

用主のモデルとして位置づけ、連保政府職員の組

織化や団体交渉の促進を掲げている。部会報告で

は、労働組合の組織率と所得格差の関係性に言及

し、労組の組織率上昇が所得格差を縮小させるこ

とを強調した。 

 

４．労働運動の活発化 

組合を結成し交渉権を獲得するためには、連邦

機関の労働関係委員会（ＮＬＲＢ）に結成の是非

を問う組合認証選挙で過半数の支持を得ることが

法的条件である。これまで使用者の妨害が頻発し、

過半数の支持を集めることは、容易なことではな

かった。 

しかし、使用者による悪質な妨害は、全米の労

働者の耳目を集め、全米のあらゆる業種での組織

化やストライキを活発化するようになった。ＮＬ

ＲＢによると、2022 会計年度前半の組合認証選

挙の申請件数は、1,174 件で前年に比べて 57％増

加した。2001 年から 2020 年の年平均ストライキ

数は、わずか 16 件であったのに対して、2022 会

計年度には、347 件のストライキが実施された。

労働組合運動の高まりは、中間選挙においても

「労働者重視」を実行する民主党への追い風とな

っている。 

しかし、中間選挙に関する数々の事前調査では、

最低賃金引上げや労働組合を敵視する共和党の逆

転が予想されている。ここにアメリカの政治選択

における「階級」と「（宗教的）価値」のせめぎ

あいを見出すことができる。 

 

５．むすび 

本報告では、中間選挙の結果を踏まえた上で、

労働者（「階級」）の戦いを支持母体とする民主党

に対して、階級性よりも「価値観」へ労働者の意

識を奪取する共和党による政治の特徴、そして特

殊アメリカ的な政治選択について明らかにしたい。 
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Ｇ１-２          チリ・クーデター50年 

－アメリカの関与を中心に－ 

 

本田 浩邦、Honda Hirokuni（獨協大学） 

 

１．はじめに 

 来年 2023 年はチリの軍事クーデターからちょ

うど半世紀の節目に当たる。本報告では、クーデ

ターから現在までのチリの政治情勢の変化を概観

し、クーデター前後のアメリカの関与がどのよう

なものであったかを分析する。 

 

２．1973年のクーデターとその後 

1973 年９月 11 日、アウグスト・ピノチェト将

軍を中心とする軍事クーデターでアジェンデ大統

領を首班とするチリ人民連合政府は崩壊した。 

アジェンデは社会主義者を自認する社会党員で

あり医師であった。1970 年に大統領に選出され、

農地改革、主要産業の国有化、非同盟中立などの

外交政策、最低賃金、失業対策を実施した。 

クーデターは凄まじいものであり、ウィリア

ム・ブルムによると、「ピノチェトは一週間にわ

たりチリを閉鎖した。街には戦車が走り回り、兵

士が家々の扉を破壊し、サッカースタジアムは銃

殺の音が鳴り響き、死体が路上に積み重なり、川

に浮かび、拷問センターが営業を開始し、女性受

刑者を性的に攻撃するよう訓練された犬が放たれ、

反体制的な書物は焚書され、兵士は…女性のズボ

ンを切りつけた」 

ピノチェトを議長とする軍事政府評議会による

独裁政治が始まった。チリ全土にわたる左翼勢力

の掃討作戦、労働組合員や学生、芸術家などアジ

ェンデ側と見られた人物の多くが監禁、拷問、殺

害された。議会は解散され、ついには全政党の活

動が停止された。海外に逃亡した政府首脳に対し

ても暗殺が企てられた（「コンドル作戦」）。 

 ピノチェトは 1980 年に軍政維持、新自由主義

導入を内容とする憲法改正を行い、その後 1990

年まで大統領の地位にとどまった。 

 経済面では、ピノチェトは、当初より、「シカ

ゴ・ボーイズ」と呼ばれたセルヒオ・デ・カスト

ロらシカゴ大学留学組を起用し、新自由主義的改

革によって経済の立て直そうとした。政府介入を

やめ、競争と規制緩和を促進すれば経済が成長す

るという理論である。1975 年には、そのシカゴ

学派の総帥ミルトン・フリードマンとアーノル

ド・ハーバーガーがチリを訪問し、その後押しを

した。国有部門の民営化、輸出主導型工業化への

転換、農地改革の否定（＝大土地所有制の復活）、

外資導入、変動相場制への移行、労働組合の弾圧

などがその内容であった。 

 しかし経済成長の実績は、「チリの奇跡」の看

板とは裏腹に芳しいものではなかった。実質ＧＤ

Ｐはアジェンデ政権の時期を下回り、景気は銅の

国際価格に大きく左右された。 

 

３．アメリカ議会の調査 

アメリカ議会でのチリ問題の調査は、クーデタ

ーに先立つ 1972年に始まる。「上院外交問題委員

会多国籍企業小委員会」（いわゆる「チャーチ小委員

会」）は、日本ではロッキード事件で有名である

が、その成立のきっかけは、1970 年のアジェン

デ政権を生み出したチリの大統領選挙に対するア

メリカ多国籍企業ＩＴＴ（国際電話電信会社）、

アメリカ政府関係者による経済破壊活動、選挙干

渉、将軍殺害の調査から始まった。 

アメリカ議会での調査は、アメリカ政府関係者

による外国の要人の殺害が国内法で違法とされて

いたことから、関係者の殺害への直接的な関与の

有無を問うことに終止した。政府高官がシュナイ

ダー将軍の殺害を指示したかどうか、用いられた

銃が政府関係者のものであるかといったことが詳

しく調べられている。担当者が常に入れ替わり、
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指示の内容やニュアンスが異なり、大事な点は曖

昧に表現されたため、こうしたことの証明は困難

であり、犯人を特定する刑事的手法にこだわれば、

調査対象と内容は自ずと限定される。 

しかし、議会調査を別の角度から見れば、国家

レベルの関与としては、個々の政府関係者がチリ

軍人などに対して指示した内容、約束事だけでな

く、個々の関与を積み重ね、それが全体として客

観的にアジェンデ派の要人が殺害され、クーデタ

ーが起こる状況をアメリカ側が作ったことが読み

取れる。 

1970年 9月の選挙直後、アメリカはヘンリー・

キッシンジャー大統領補佐官を中心に「40 人委

員会」と呼ばれるグループをつくり、アジェンデ

政権阻止、不安定化工作のための協議を開始した。

ＣＩＡ長官ヘルムズはサンチャゴ支局長ヘンリ

ー・ヘクシャーにアジェンデを「片付け」られる

軍幹部と連絡を取るよう指示した。ヘクシャーは、

チリの大財閥のアウグスティン・エドワーズに連

絡をとり、ニクソン大統領、キッシンジャー補佐

官と面談している。ＣＩＡは決選投票を前に、軍

事クーデター計画の一環として軍の一部に武器を

供与し、22 日に護憲派の陸軍司令官シュナイダ

ーを銃撃した（その後、25日に死亡）。 

この際にアメリカ側はチリ軍人たちに協力と引

き換えにクーデター参加の免責と生活保障を約束

している。クーデター計画は未遂に終わったが、

この際、アメリカ側の指示や約束は、その後、明

確に取り消された形跡はなく、チリ軍部の一部に

残り、それが 1973 年のクーデターの条件の一つ

となったと考えられる。 

伝統的にチリの軍部は戦後米軍との関係が強く、

幹部はアメリカで教育・訓練を受け、反共主義、

反マルクス主義をたたき込まれ帰国する。アジェ

ンデ政権下で冷遇されているという思いもあり、

クーデターに積極的に参加する軍人が多くいた。 

1973 年のクーデターもアメリカの関与が疑わ

れたが、この度は、1970 年の事件の議会調査の

経験から、より巧妙に工作が行われたせいか、個

人的な直接的な関与を示す証拠はなお少ない。し

かし実際には、クーデターに至る過程では、1972

年にＣＩＡは、中小企業のストライキを組織（「9

月計画」）、翌 73 年４月にはエル・テニエンテ銅

山のストを皮切りに再び経済の混乱を意識的に引

き起こしたなど、客観的な関与は疑いない。 

また、アメリカは関与のみでなく、関与しない

ことによっても、クーデターとその後の独裁を支

えた。アメリカ政府関係者は傍観することで独裁

政権の暴力的なエスカレートを容認したのである。 

 

４．ピノチェトの逮捕から晩年まで 

1988 年 10 月の国民投票で、その翌年に任期満

了を迎えるピノチェトの 8年間の任期延長が否定

された。1989 年 12 月には大統領選が行われ、中

道派のパトリシオ・エイルウィンが勝利した。ピ

ノチェトは、1990年 3月に大統領を辞任し、その

後は陸軍総司令官として隠然たる政治的影響力を

行使し、1998 年退任以降は終身上院議員となる。 

1998 年に病気療養のために滞在していたイギ

リスで、スペイン司法当局の要請により逮捕され

たが、2000 年に病気を理由にイギリスからチリ

に帰国した。チリで誘拐および殺人の罪で訴追さ

れるが、痴呆や健康状態を理由に最終的には罪状

は棄却された。2005 年には不正蓄財で資産が差

し押さえられた。2006 年 12 月、心不全で死亡し

たが、91歳であった。 

 

５．むすびにかえて 

2020 年 10 月にピノチェト時代の憲法に取って

代わる新しい憲法制定の是非を問う国民投票が行

われ、78％の賛成で承認された。その後、新しい

憲法草案が作られ、本年９月、その是非を問う国

民投票が行われたが、62 対 38 で新憲法草案は否

決された。成立すれば世界で最も革新的な憲法と

なったであろうとされた草案だっただけに、左派

やリベラル派にとっては痛手であった。中道左派

のガブリエル・ボリク大統領は、今後再び新たな

憲法草案を問うと述べている。 

ピノチェトの評価はチリでは複雑である。チリ

の経験をどう踏まえるべきかを報告では考えたい。 
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Ｇ３    『日本の科学者』掲載記事の変遷と編集の状況について 

 

  長野 八久、Nagano Yatsuhisa（『日本の科学者』第 58期編集委員長） 

 

１．はじめに 

 『日本の科学者』（ＪＪＳ）編集委員会は、22

総学から本分科会を設置し、ＪＪＳ編集の現状を

報告し、分科会参加者から誌面改善の提案や助言

を受ける貴重な機会としてきた。また、23 総学

では、初めての試みとして、オンライン読者会を

開催し、直近号の論文執筆者と読者が直接意見交

換する場を創設した。オンライン読者会は、その

後隔月で継続開催され、ＪＪＳの双方向性を高め

ることに貢献している。本日の分科会においても

後半をオンライン読者会としたい。 

 

２．『日本の科学者』の役割と特徴 

 ＪＪＳはＪＳＡ会則に定められた機関誌であり、

「『日本の科学者』への寄稿および編集に関する

規程」（ＪＳＡホームページ会員専用ページ記載）

に従って、編集・発行されてきたが、53 期以降

は「市民と科学者を結ぶ」をスコープに掲げ、市

民と科学者の協同を広げる媒体としての性格をよ

り鮮明にした。市民と科学者の協同は、現代社会

において益々求められているものであり、ＪＪＳ

は総合学術誌であると同時に、その開拓者として

の役割を果たそうとしている。 

ＪＪＳは、市民が読者であることを意識して編

集されている。そのために、他の学術誌に比して

も、編集作業に大きな労力を要する。投稿論文に

も、専門外の読者にも理解でき、かつ正確な表現

が求められる。しかしそれは、とりわけ若手研究

者には、より広い視野から自分の研究を見つめ直

す機会を提供することにもなっている。 

 

３．誌面の改革 

表１に最近５年間のＪＪＳ誌面の変遷を示す。

頁数は年間 700 頁以上を維持している。ＪＳＡの

支部活動等を紹介する「科学者つうしん」等は減

少しているが、編集委員会が企画を担当する誌面

は逆に増加している。執筆者に占める女性の割合

は、57 巻でようやく４分の１を超えた。これは

女性編集委員の奮闘によるところが大きい。しか

し、残念ながら、女性執筆者ゼロあるいは男性執

筆者ゼロの号もあり、真の男女共同への JJS の貢

献は道半ばである。 

特集企画においては、52 巻から客員編集委員

が導入され、多彩な特集を企画することに役立っ

ている（表２参照）。また、52 巻から専門外の読

者が特集を読むに役立つキーワード解説の頁「言

葉の玉手箱」も設けられた。かつては、特集主題

に関わる複数の論文を束ねるだけで特集としてい

たが、市民が読者であることを意識して、コラム

等の読み物の頁を増やしている。 

特集以外の誌面では、レビュー論文が大幅に減

少し、57 巻においてはついにゼロとなった。Ｊ

ＪＳにおいてもレビュー論文、論文は厳格な査読

審査を経て掲載される。それは投稿者にも有益な

のであるが、この減少は、研究現場の全般的疲弊

と投稿誌のランク付けによる研究業績の点数化の

悪影響を反映していると思われる。それ故に、先

に述べたＪＪＳの役割を強調して論文の投稿を勧

めることが重要である。また、学術会議会員任命

拒否問題を契機に、その時々の重要課題の論文を

掲載する「クローズアップ」が創設された。 

編集委員会は、市民が読者であることを意識し

て、論文以外の誌面を充実させようとしている。

「談話室」は科学と社会に関わる様々の活動を紹

介している。55 巻ではホットな科学研究に触れ

る読み物「科学余話」、57 巻では対話によって科

学研究を紹介する「インタビュー」が創設された。

また、従来からあった「ひろば」は頁数制限を取

り払い、多様な主題に関わる記事を提供できるよ

うにした。これらの頁への寄稿を期待したい。 
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４．編集体制の継承・発展 

 月刊誌であることから、編集委員長と事務局の

実務負担は小さくない。しかし、現代社会にＪＪ

Ｓが果たすべき役割の大きさから、生きがいを持

ってこの創造的事業に参画する研究者が一人でも

多く現れてくれることを期待したい。 

表1.　『日本の科学者』の変遷 （2018-2022年）

巻 53 54 55 56 57

発行年 2018 2019 2020 2021 2022

総ページ数 712 704 736 704 736

科学者つうしん 60 56 42 34 38

大会概要・決議 5 4 11 5 2

総目次 4 8 6 6 6

他 643 636 677 659 690

執筆者数* 138 140 146 145 165

女性執筆者数 9 15 28 26 42

女性比 0.07 0.11 0.19 0.18 0.25

*読者の声、科学者つうしん、編集後記を除く

特集  論文 55 53 56 52 64

言葉の玉手箱 12 12 12 12 12

特集  コラム等 1 11 12 16 24

特集  座談会 1 0 0 0 0

客員編集委員 8 9 6 9 5

クローズアップ - - - 6 0

レビュー 14 12 4 5 0

論文 4 5 7 4 3

オピニオン 7 3 0 1 0

レポート 4 1 2 0 0

小計 29 21 13 16 3

談話室 12 12 12 12 12

インタビュー - - - - 1

座談会 - - - - 1

科学余話 - - 7 5 3

ひろば 19 17 20 21 24

本 6 10 12 9 10

資料 2 1 6 4 4

声明 1 2 7 0 0

期 53* 54 55 56 57 58

編集委員 18 18 18 19 19 19

女性委員 2 1 3 2 4 3

掲載不可 10 6 9 7 2

取り下げ 4 7 8 11 3 1

*任期（2017年7月-2018年６月）

2020年

○非正規・不安定雇用女性研究者の今

〇公共圏における多声性

〇プラスチックごみ等による海ごみ問題

〇九州・沖縄から東アジアの平和を

・日本社会で常識にしたい自然科学的教養

・性と人権

・原発災害から地域の未来へ

〇足尾銅山鉱毒事件を捉えなおす

・待ったなし　気候危機を回避するために

・持続可能な農山村の地域づくり

〇高齢者の「社会的孤立」と生涯発達

・これで良いのか　日本の科学技術政策

2021年

 〇放射性微粒子による内部被ばくと核兵器廃絶

 〇持続可能な社会のためのベーシック・インカム

 〇今，井尻正二に学ぶ

 〇社会福祉の現場における職員の働き方

 〇いま改めて研究者の権利倫理研究不正問題を考える

 〇人権としての特別支援教育

 ・東日本大震災から10年目の課題

 〇コロナウイルス禍の下での大学教育

 〇コロナウイルス禍の中の外国人労働者の権利

 〇南海トラフ巨大地震への備え

 ・感染症大流行時代の人と動物の関係

 ・食品流通から考える持続可能社会

2022年

 ・コロナウイルス禍における子どもの権利保障

 〇大学論

 〇昆虫の生存戦略

 ・不安定雇用の女性研究者 研究をめぐるジェンダー問題

 〇地域に生きる 住民自治の意義と地域活性化の方向性

 ・学校教育における実践知を問う

 ・現代を生きるための教養教育

 ・現代民主主義を問う

 〇社会的ひきこもりの人々の今日的課題

 ・大規模災害時代の農林業

 〇リニア中央新幹線計画の中止を求める

 ・実効ある気候政策を迫る

表2．特集題目（〇客員編集委員による企画）
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Ｇ６-１     イギリス初期社会主義の貧困救済思想 

トマス・ペインを中心に 

 

本田 浩邦、Honda Hirokuni（獨協大学） 

 

１．はじめに 

 本報告では、イギリスの思想家トマス・ペイン

を取り上げ、彼の思索の概観を捉えたい。ペイン

は、アメリカ独立戦争を鼓舞した『コモン・セン

ス』（1776 年）の著者として知られている。独立

戦争の後、彼は、イギリスで『人間の権利』（第

１部 1791 年、第２部 1792 年）を書き上げ、フラ

ンス革命に身を投じながら『理性の時代』（第１

部 1794 年、第２部 1795 年）を著す。さらに「土

地の公正」（1797 年）で、土地からの余剰生産に

もとづく所得再分配―ベーシックインカムの源流

としてしばしば指摘される―を主張した。ここで

は、彼の政治理論や経済理論、さらに宗教観や認

識論の歴史的文脈と内容を跡づけてみたい。 

 

２．市民革命のための政治的原理 

 1789 年のフランス革命は、海を隔てたイギリ

スにも強い衝撃を与えた。フランス革命をアメリ

カに次ぐ新体制の出現として歓迎し、イギリスも

それに倣うべきと考えた人々が多く現れた。 

ペインの『人間の権利』（第１部）はフランス

革命を批判し、名誉革命後のイギリス王政を擁護

するエドムンド・バークの『フランス革命に関す

る省察』に対する反論として書かれた。ここでペ

インは、バークによる封建秩序維持の礼賛を政治

理論の面から厳しく批判し、フランス革命の歴史

的意義を主張した。 

まず、何よりも名誉革命後のイギリスの政治体

制は、自然権に立脚したものではないとペインは

いう。また、旧体制の世襲制の問題をも指摘する。

男子長子相続による権力と財産の継承は、あらゆ

る自然の法則に反し、正義にもとる。能力の面で

国民より劣った国王の親族が支配する体制には、

合理的根拠がない。 

『人間の権利』第２部は 1792 年２月に出版さ

れた。第２部では、バークの批判に対して第１部

で十分に返答できなかった政府の役割と経済政策

に焦点を当てている。ここでペインは、あるべき

国家像というべきものを描いている。それは一種

の制限的、あるいは最小限（ミニマムな）政府と

も呼ぶべきものである。 

「政府は、社会と文明がうまい具合に対処でき

ない限られた場合に備えるのに必要なだけで、そ

れ以上はなんの必要もない」（Paine 2020, 213） 

 フランス革命が暴力的にエスカレートするとす

るバークの批判に対し、第１部でペインは、フラ

ンス国民議会派の暴力は、むしろ旧体制の民衆弾

圧の慣習が下層市民に残ったものであったとし、

革命の暴力性を旧体制の側の責任に帰した。しか

し、ここでペインは、第 1 部発表以降のフランス

革命の実際の進展をふまえ、政府の役割を制限的

に捉え、その役割を限定することの必要性を強調

した。 

 第２部の後半は、新しい市民社会の経済のあり

方を詳細に記述している。この部分は、財政（歳

入、歳出）、予算、社会保障制度の細部に至るま

で、現在から見ても精緻極まる見事な経済政策の

立案である。この部分は、ペインの全著作中の白

眉とも言われるが、この点もバークによる批判に

より具体的に応えるために追加された論点であっ

たと言える。 

 

３．『土地の公正』――経済政策の急進化 

1797 年に、ペインは『土地の公正』(Agrarian 

Justice)という短いパンフレットを発表した。そ

こでペインは、『人間の権利』第２部での議論を

さらに推し進め、貧者や高齢者に対する給付とい

う枠を超えて、普遍的な社会的給付の構想を打ち
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出した。それは、人類の共同所有物である土地に

対する相続課税に基づく国家基金の創設によって、

土地のもたらす価値に対する平等な取り分として、

21歳以上の男女に対して 15ポンド、50歳に達し

たすべての男女に対して 10 ポンド無条件に給付

するというものである。 

前年にはかの「バブーフの陰謀」事件があり、

大勢が処刑された。事件の経緯やバブーフらの計

画の詳細をペインがどの程度把握していたかは定

かでないが、土地の生産物を共有するというペイ

ンの『土地の公正』は、必然的にバブーフを連想

させる。バブーフらの運動の根底には最底辺層の

生活を保障するまで革命は収束しないという確信

があった。同様な構想にあえてペインが接近した

というのはやはり、高齢者や貧困者にとどまらな

い、底辺の市民、世帯におよぶ普遍的な生存保障

によって社会経済秩序は初めて完結するとペイン

が捉えていたことを意味するのではないか。 

 

４．市民革命のイデオロギーと理神論―『理性の

時代』 

『土地の公正』とは前後するが、1792 年９月

にペインは逮捕寸前でイギリスを離れ、フランス

へと渡った。ペインはカレ県選出の国会議員とな

り、フランス国民議会ではジロンド派に属した。

フランス革命は、その初めから聖職者階級のイデ

オロギーと経済的基盤を攻撃の対象とした。それ

は制度宗教に対するものから、宗教一般の批判、

さらに理性崇拝へと至る。当時、革命はさらに過

激化し、閉塞感を極めた。ペインはその頃『理性

の時代』という宗教論的な著作に着手した。 

執筆動機は、フランスを無神論、反聖職主義に

導いたジャコバン派に対して、それにブレーキを

かけるために自身の理神論的宗教観を表明する必

要を感じたためと、ペインは書いている。「理神

論」とは、万物の創生に果たした神の端緒的な役

割は認めるが、その後の自然や社会の運動は神な

しで内在的に説明でき、人間はその理性によって

それを把握できるという神学的立場である。 

留意すべきは、ペインが「無神論」といった場

合、それは近代的な唯物論や合理主義ではなく、

無政府主義や暴力的な過激主義を意味しており、

逆に理神論は、穏健な道徳的、合理主義的であり、

理性的な宗教で、社会をまとめる木桶の枠とでも

言うべきものであった。今のフランスは神なき

人々が政府を簒奪、跋扈し、その結果混沌たる自

体に陥っている。これを正すために非暴力的な制

限的国家とそれによる経済秩序の回復が必要で、

その宗教的土台が理神論だという理解である。 

ここには、あからさまなフランス革命批判があ

るので、バークもさぞ驚いたに違いない。ペイン

自らが提唱した市民革命が途方もない暴力的な姿

に変容した事態に直面し、彼は、理神論を武器に

その軌道修正を図ろうとしたのである。 

晩年をペインは、ニュージャージー州とニュー

ヨーク州で執筆活動を続けた。1806 年６月８日、

72 歳でなくなるまで不遇をかこった生活であっ

たが、なによりもそれは『理性の時代』の理神論

ゆえであった。彼の墓は荒らされ、遺骨は行方不

明という。 

 

５．結 論 

ペインの思想は、現代の基準からすれば、ラデ

ィカルな社会主義と言える。しかし、フランス革

命は啓蒙思想との関連でのみ捉えられ過ぎたきら

いがあり、そのためペインらの思想が啓蒙思想の

狭い枠組みでのみ捉えられてきたように思える。 

ペインが構想した暴力のエスカレーションを防

止する制限的国家という発想や、税制による経済

的不平等の是正、直接給付による普遍的な生存権

の保障といった機能が、その後の 19 世紀の社会

主義者の国家論、権力論に十分考慮されていれば、

その後の社会主義の思想や運動のあり方は、ある

程度変わっていたのではあるまいか。さらには、

20 世紀の社会主義体制の全体主義的傾向をある

程度防ぎえた可能性があったのではないかとさえ

思える。その意味で、ペインの思想がブルジョワ

啓蒙思想の最後の亜流程度にみなされてきたこと

の研究史上の弊害は小さくないと、私は考える。 
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Ｇ６-２        中世共同体の構造と変容 

――伊賀国黒田荘にみる 

                          

  新井 孝重、Arai Takashige（獨協大学） 

 

１．11・2世紀 

律令国家が解体した後のわが国の人口は希薄で、

人は自然に支配された状態に逆戻りしていた。地

力の弱い土地の上には人家がまばらにしか存在せ

ず、しかもその生活は浮動的であった。したがっ

て、この段階の在地には、独自の共同体は存在し

ていない。共同体は「都市」と在地の「はっきり

しない統一体」として存在した。伊賀国名張郡の

人々は、南都の「都市」東大寺と結びつくことで、

はじめて共同体をつくりえた。 

 この段階での人の生存基盤は「農業」だけに置

くことはできず、あらゆる雑多な生業に求めねば

ならなかった。「農業民」「非農業民」の分離は、

未だなされない状態にあったと見るべきである。

こうした段階における荘園制とは、人間が持つ

「農」の側面だけを上から組織した土地制度であ

る。これによってあらわれた寺と在地の結び付き

は、「都市と農村」の関係ではなく、「はっきりし

ない統一体」である。 

 農業生産は在地住民が寺に結集し、寺の勧農

（農業のための施策全般）のもとに入ることで可

能になった。したがって、農業を基盤とする共同

体は、在地のなかには存在の根拠がなく、つねに

寺が勧農権を持つ「荘園」の中に存在した。ここ

ではかような共同体を「荘園」共同体と呼ぶ。こ

の段階の共同体への人の意識は、荘園への帰属意

識でなければならず、それは自分たちを（「村人」

ではなく）「荘民」と呼ぶところにあらわされて

いた。 

                    

２．13世紀 

農業の祭礼や用水の自主的管理にともない、住

民の間に近隣関係が生まれる。これが発展すると、

在地独自の共同体が出現することになる。これを

ここでは「村落」共同体と呼ぶ。この共同体は

「荘園」共同体の内部に生まれるものであるから、

この段階の共同体は、「荘園」・「村落」の二重の

共同体として存在する。 

 二重の共同体には、やがて「村落」共同体が

「荘園」共同体を凌駕して、これにとって代わる

と一般的には予測される。しかし実際には、「土

地」の諸「職
しき

」（作
つく

手
て

職・作職・下作職など）の

物権（得分権）化によってそうはならない。「土

地」の諸「職」は盛んに売買され、これを持つも

のと失うもので、人の浮沈は激しさを加えた。た

めに人の結合意識は弱められ、二重の共同体は全

体として減衰していった。 

 こうした事態の背景に一定の生産力の上昇があ

ったことは否定できない。13 世紀末から 14 世紀

にかけての生産力の上昇は、人民の激しい浮沈と

分解を引き起こし、社会を大きく溶融させたので

ある。人は分解・個人化し、「荘園」・「村落」両

共同体がともに衰えていけば、そこに住む人間は

「荘民」でも「村民」でもなくなる。この状況が

顕著な畿内社会に、特殊中世的な社会集団として

の悪党は生まれる。 

 

３．14・5世紀 

社会の溶融と混沌の中でそれまでの共同体（二

重の共同体）は弱っていった。だが一方で、混沌

の中から新興勢力＝土豪地侍が現れる。すると、

二重の共同体の下部領域にある「村落」共同体は、

かれらの主導で質的に大きく変わり、「地域」共

同体へと変容を遂げる。伊賀国では北伊賀・南伊

賀の地域連合として現れ、守護停廃（幕府権力の

拒否）の運動を起こし、あるいは名張一郡の一揆

として現れて、守護の入部を阻むことになる。 
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 ところで、東大寺（伊賀国名張郡黒田荘の領主）

は、国衙（王朝権力の地方支配機構）と守護（幕

府の地方支配機構）の荘園入部をもともと厳しく

拒否しており、この姿勢は 13 世紀中ごろまで続

いた。外部公権力につながる者に対しては、在地

からこれを実力で排除している。 

だが 13 世紀末になると、悪党追捕のために寺

は進んで外部公権力の導入をはかるようになる。

すると今度はこれとは逆に、住民が公権力導入に

反対するようになる。これをも少し詳しく言えば

こうである。 

 寺の姿勢の変化には、「荘園」共同体が強盛で

あった状態から、これが崩れだすに至る事情の変

化があった。寺はこの事情に対応して姿勢を変え

たのである。そして一方、「村落」共同体は弱い

状態から強い状態へ変化をとげる。この結果、外

部権力の入部によって村に課役が懸けられる事態

を避けようと、住民たちは外部権力の導入に反対

し、崩れかかった「荘園」共同体を防御壁にしよ

うとしたのだ。 

 寺が「荘園」共同体を放棄し、住民がこれを守

ろうとする。こうした運動（意識）の逆転には、

中世後期の戦乱の中における、「村落」共同体の

高度な政治的主体性がうかがえる。かれらは「村

落」共同体を強め、「地域」自治の共同体にまで

その性格を高め、しかも武家権力（幕府）を前に

しては「荘園」共同体に回帰するわけである。こ

のため奇妙なことに、寺の力は弱まっても、「荘

園」共同体はなおも生き続けていた。 

 生産力の一般的上昇は人間生活の中に各種の生

業を成立させる。店棚商人や鍛冶などの商・手工

業民が広汎に現れてくる。商・手工業民は土地を

相手にする「農民」（農業専業民）が現れてくる

のと同一過程に生まれた別の人間範疇と理解でき

る。 

 商・手工業民と農民が市場を介して、経済的回

路を取り結ぶ時代は、「富」と「欲望」が駆動力

となって人間をこれまでにない活発な活動にかり

立てる（ルンペン武士・アウトローの盗賊活動）。

15 世紀戦乱の激化と慢性化はこれと無関係では

ない。戦乱は中央の権力を著しく弱め、秩序と平

和を維持する公権力を消し去った。社会は極めて

アナーキーな状況へ陥っていった。 

 かような状況の中で共同体維持費は欠乏し（寺

と農村は切り離され）、ために「荘園」共同体は

消える。そして、在地に残った「村落」共同体は

自力で生きねばならず、政治的には鋭敏な組織に

なっていった。金融の負債は個人問題（自己責

任？）であるはずだが、これを放置すれば地域は

暴力的に崩壊させられる。そうさせないために彼

らは激しい土一揆を起こし、「徳政」（負債帳消し）

を幕府権門からもぎ取った。 

一方、戦乱・盗賊の脅威に対しては公的に自衛

武装する。だが武力への傾斜は、本来平和の実現

のためでありながら、全体から見れば（ホッブズ

の言う）「万人の万人による闘争状態」を現出さ

せることになった。 

 

４．16・7世紀 

伊賀国の共同体成員のある者は、「忍び」の特

殊戦闘技術を身に着けて戦場で働く（傭兵化する）

ようになる。さらに、この戦闘技術をもって戦国

大名に被官化する者が現れる。こうした者が増え

れば、共同体の「全体性」＝一揆的構成は崩れだ

す。くわえて、16 世紀末期の織田信長の攻撃

（天正伊賀の乱）を受けた伊賀国は、どこの地域

でも共同体が著しく弱体化した。  

戦国時代の大名への被官化の動きは、近世に入

っても大名家臣化として続く。残った共同体の主

成員は、徳川封建国家につながる在村郷士「無足

人」となって村民を監督管理することになる。か

くして、共同体は中世的内実（自治）を抜きとら

れ、封建支配の在村機構へと転じていった。 
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日本科学者会議第 24 回総合学術研究集会 in 大阪 予稿集 

  

 

第 24回総合学術研究集会 in大阪 

閉会あいさつ 

2022年 12 月 11日   事務局長  左近　拓男 

 

みなさま、日本科学者会議主催の第 24回総合学術研究集会（24総学）へ参加していた

だき、ありがとうございました。私は 24総学実行委員会事務局長の左近です。 

 日本科学者会議は隔年で総合学術研究集会（総学）を開催しています。日本科学者会

議にとって総学は最大の学術研究集会で、今年で 24 回目を迎えます。2020 年の 23 総

学は、新型コロナウイルス感染拡大対策として、オンライン開催としましたが、今回も

オンライン開催としました。23 総学と異なる点は、多くの分科会の並列開催を避ける

ために会期を 11月 19日から 12月 11日の約３週間とし、同時開催する分科会を三つ以

下にして、参加者ができるだけ多くの分科会に参加できるようにしました。 

 初めての試みですが、実行委員会をあげて全力で準備をしてまいりました。オンライ

ンのためZoomの接続などいろいろと苦労があったとは思いますが、皆様のご協力の

おかげでこの日を迎えることができました。 

 開会の際にも畑委員長が述べられましたが、今回の 24 総学のメインテーマは「新型

コロナウイルス・気候危機下の科学と社会」で、「脱炭素・脱原発・脱貧困」という副

題を付けました。資本主義先進諸国の新自由主義政策が増幅した社会矛盾にコロナ禍と

ロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけ、市民が困難に喘いでいる時期に 24 総

学は開催されました。上記テーマにはそうした困難の解決に科学の成果を生かし、市民

とともに解決の方向を考えようという思いが込められています。各講演による問題提起

とその分析・考察、そして参加者との討論で諸問題の解決の方策も少しずつでも具体化

されたものと思います。 
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2022 年 11 月 19 日～12 月 11 日 オンライン開催 

 戦争と平和、コロナウイルスおよび気候危機を扱う３つの特別報告をする全体会と 32

分科会がありました。分科会のテーマは、戦争と平和、環境・災害問題、労働・経済・

地域社会、科学・技術、学術研究体制、個人の尊厳・多様性、そして市民社会と多彩な

テーマの計32 分科会で構成され、延べ145 名の科学者、技術者、学生、市民が報告さ

れました。参加登録者は629 名に達し、各分科会と全体会への参加者の総数は延べ1,

400 人を超えました。オンライン開催ということもあって、全都道府県から参加がご

ざいました。また、募金は、募金件数：130 件募金金額：43 万1,000 円となりました

。寄付いただいた方々に感謝いたします。 

 世界、そして日本の混沌な状態はますます深刻化しています。戦争の世紀であった 20

世紀が終わり、21 世紀になることは平和で皆が協力して新しい未来を築いていくもの

だと思っていましたが、ウクライナをはじめ世界の至る所での戦争、飢餓、気候変動に

よる災害の激化、富の集中による貧困の拡大、ジェンダー問題など、むしろ諸問題が複

雑化、深刻化しています。こういう現代において、専門の学術研究に特化するのではな

く、研究者や市民が互いの知や能力を出し合って総合的に議論し、問題の解決をしてい

く科学者会議の役目は、ますます重要になっていくでしょう。 

今回の 24 総学の成果を今後の科学者会議の活動に引き継いでますます実りある成果

を得られるように、会員の皆様、諸委員会、全国幹事会、そして全国事務局の皆様、活

動の一層の活性化を望みます。また、今回の総学では市民の方の参加登録も271 名ご

ざいました。今回の総学を機に科学者会議の活動にご興味を持っていただき、入会し

てご協力いただければありがたいです。 

 最後にあらためて、24 総学にご参加いただいた皆様、各分科会コーディネーター

の皆様、そして、総学の準備をしていただいた実行委員の皆様、オンラインをサポート

いただいた学生の皆様、感謝いたします。ありがとうございました。 
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